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巻 頭 言 

 

衆議院調査局長 山 本 直 和 

 

衆議院調査局は、各委員会が所管する国政に関する事項を中心に情報の収

集・調査・分析等を通じ、委員会及び議員の立法・調査活動を補佐する機関と

して、平成 10 年に改組・発足して以来、着実に実績を積み重ねてまいりました。 

業務・活動の一環である、本誌「RESEARCH BUREAU 論究」は、議員の立法・国

政調査活動に資するとともに調査局調査員の一層の調査能力向上等を目的に研

鑽結果を外部公表するため、平成 17 年に創刊したものでありますが、今回第

10 号を発行する運びとなりました。 

本号では、第 10 号特別企画として、「特集『制約条件下のリスク・マネジメ

ント』」と題し、河田惠昭関西大学社会安全研究センター長・教授、根本祐二東

洋大学教授、小田切徳美明治大学教授、岸恵美子帝京大学大学院教授といった

各界でご活躍中の有識者の皆様から、「想定外を想定した大規模地震・津波対策」

「インフラ老朽化問題と対策」「農山村集落の実態と再生課題」「孤立死の実態

から見た課題と対策」と題した論文をご寄稿いただき、これを掲載するととも

に、各分野における主な政策課題等について各調査室の調査員が執筆した論文

を掲載いたしました。 

更に今回、平成 10 年の調査局の改組・発足当時、そして平成 17 年の本誌「論

究」の創刊の際、調査局における主要メンバーとして深く関わっておられた元

経済産業調査室長熊谷得志氏から「『RESEARCH BUREAU 論究』第 10 号に寄せて」

と題して、本誌「論究」発刊に至る経緯、意義等について詳述された稿を寄せ

ていただきました。本稿は、現職調査局員にとって調査局における業務の重要

性を再認識すると同時に業務への取組み方を見直す絶好の機会となりました。 

また、本誌とは別に、経済・財政・金融、安全保障等その時々のテーマを扱

った「別冊論究」も既に 11 号を重ねてまいりましたので、それらも併せてご利

用いただければと存じます。 

今後とも、より質の高い多種多様な情報を提供することができるよう、一層

の充実を図ってまいりたいと考えております。引き続き忌憚のないご指摘、ご

意見を賜りますようお願い申し上げます。 



――― 目   次 ―――――――――――――――――――――――― 

巻巻 頭 言 衆議院調査局長 山本 直和  

『RESEARCH BUREAU 論究』第10号に寄せて 
元衆議院調査局経済産業調査室長 熊谷 得志 

 

…1 

特別企画 特集「制約条件下のリスク・マネジメント」 

想定外を想定した大規模地震・津波対策 
関西大学社会安全研究センター長・教授       

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長 河田 惠昭 

 

 

…5 

インフラ老朽化問題と対策 

    東洋大学教授 根本 祐二 

 

…19 

農山村集落の実態と再生課題 

明治大学教授 小田切徳美 

 

…26 

孤立死の実態から見た課題と対策 

帝京大学大学院教授 岸 恵美子 

 

…36 

論  文 

冷戦後米国の拡散対抗政策 

 ―その弊害と弊害緩和の模索― 

 

藤田 紘典 

 

…47 

女性就業をめぐる二つの視座 

―マクロの安定とミクロの不安定― 

 

吉本  徹 

 

…67 

米国のＴＰＡ（貿易促進権限）の復活に向けた動向 信太 道子 …79 

再生可能エネルギー導入に伴う経済・国民活動への影響分析 
―ドイツ・スペインの先行事例に学ぶ―

 

磯部 亮太 

 

…99 

宅地の液状化対策の動向 

―東日本大震災後の取組を中心として― 

 

石原 晃彦 

 

…118 

社会的孤立と孤独 

 ―高齢者の社会的孤立を例として― 

 

鈴木 雅之 

 

…131 

研  究 

学校における道徳教育の変遷と課題 

教育制度等に関する研究会 

 

…147 

シェール革命 
エネルギー政策研究会 

 

…196 

調  査 

英国及びドイツにおける公共放送による 

放送番組のインターネット同時配信 

 

本部 実香 

 

…233 

キューバにおける社会主義の実態 押越 嘉満 …258

インターネット選挙運動を解禁する公職選挙法一部改正の経緯 佐々木勝実 …276 

解  説 

番号制度関連法案の成立と今後の主な課題 

寳寺  浩・山岸 雅広・新井田圭佑 

 

…293 

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約と同条約実施法案について 
周藤  英・小池 洋子 

 

…309 

RESEARCH BUREAU 論究 

第 10 号 2013.12 



『RESEARCH BUREAU 論究』第 10 号に寄せて 
 

 

RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 1 

『RESEARCH BUREAU 論究』第 10 号に寄せて 

 

元衆議院調査局経済産業調査室長 

熊 谷  得 志 

 

Ⅰ 当初の感動 

平成 17 年１月、衆議院調査局の研究論文誌「RESEARCH BUREAU 論究」（以下「論究」と

いう。）が創刊され、今号で 10 号になる。「論究」の発刊を企画し、その創刊に全力を傾注

した者として、まずは、創刊以来、年１回の刊行で約 10 年、一度も途絶えることなく 10

号の発行を迎えたことを素直に喜びたい。 

私は、衆議院調査局を離れてから６年ほどになる。現役を離れると比較的自由な時間が

持てることから旅の機会も増える。そんな旅の中でのエピソードである。ある観光地で、

趣味で描かれているのか、古老の画家に出会った。澄みきった空の下、色鮮やかな漁港の

風景を描いていた。「持ち帰って細部を描き加え完成ですか」と古老の画家に聞いてみた。

私の問いに、古老の画家は、ここで描いたまま、手を加えないという。後で手を加えると、

体裁にとらわれて、当初の感動や迫力が失われてしまう。「かえって動きのない形だけの絵

になってしまう」、「荒削りだが迫力がある、そんな絵が好きです」という。 

また、自由人としては、先日、ラジオからこんな話を聞いた。米国のアップル社の共同

設立者であったスティーブ・ジョブズが、米国のスタンフォード大学の卒業式で語ったス

ピーチの中にこんな言葉があるという。「Stay hungry. Stay foolish」、この言葉は、ステ

ィーブ・ジョブズが若いころにバイブルのように愛読していた「全地球カタログ」という

雑誌の最終号の裏表紙に載っていたという。以来、この言葉に感銘を受け、スティーブ・

ジョブズは常に自分自身もそうありたいと願ってきたという。含意はこれから新しい人生

を踏み出す若者に対し「今の貪欲さ（ひもじさ）と愚直さを失ってはならない。」というこ

とだろうと思う。日本のことわざで例えるならば、「初心忘るべからず」であろうか。 

冒頭から取り留めのない話を持ってきたが、人生も、組織も、事象も時がたてばやがて

成熟する。成熟、すなわち物事が最も充実した時期に達するということは「満ち足りて、

賢明になる」ということだろう。それは悪いことではない。しかし、時として賢明さは保

守的になりがちであり、新しさや独自性が失われやすく、安定を望むあまりマンネリに陥

りやすい。10 号に達した「論究」もそろそろ成熟期を迎えることだろう。成熟における負

の部分を考えると、これからの 10 年間が「論究」にとって難しくも重要な時期となること

だろう。冒頭の老画家が言うように、いつまでも「荒削りだが感動と迫力がある」そんな

「論究」であってほしいし、「貪欲さ故の危機感」「愚直なまでの活力と迫力」をいつまで

も持ち続けてほしいものである。 

いつまでも魅力がある「論究」であってほしい。そんな願いを込めて、記念すべき「論

究」第 10 号の刊行に寄せて、「貪欲さ故の危機感」、「愚直なまでの活力と迫力」、「荒削り

の感動」そんな創刊当時の「初心」を伝えたい。 
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Ⅱ 貪欲さ故の危機感 

「論究」の発刊が具体的に検討されたのは、平成15年の調査局における業務検討委員会

においてであり、その背景には、立法補佐及び調査機関としての危機意識があった。 

危機意識を持った代表的な事例としては、「衆議院改革に関する調査会」（綿貫議長（当

時）の諮問機関として平成13年４月に設置）（以下「調査会」という。）が挙げられる。こ

れまでも、国会は、国民意識との乖離の是正や政治への信頼回復に資するべく国会審議の

活性化を始めとした様々な改革に取り組んでいたが、省庁再編が一段落した平成13年には、

財政の健全化等を背景に国会の組織・機能改革についての議論が主流となっていた。調査

会は、瀬島龍三会長（ＮＴＴ相談役（当時））を筆頭に、企業家、評論家及び学者等有識者

からなる委員12名で構成され、議長の諮問機関として、[1]政治倫理に関する事項、[2]国

政審議の在り方に関する事項、[3]議員の諸経費に関する事項の３テーマについてそれぞれ

部会を設け、討議が行われた。調査局は、「国会の機能をより一層充実、強化させるために

は、議員の活動を支えている事務局の組織の見直しを行うことが必要である」との視点か

ら、調査会の部会等からしばしば説明を求められ、調査局の役割や調査業務について説明

を行った。当時は、調査局が発足してから５年が経過し、局の体制は一応の整いを見せて

おり、その業務の実績について定量的な分析を試みるなどわかり易い説明を心掛けたが、

基本業務である委員会及び委員の具体的要請を受けて行う調査業務については、業務の性

格上なかなか理解されず困難を要した。何よりも、調査会委員の反応に、改めて調査局の

存在感のなさを実感し危機感を覚えたものである。そして、平成13年11月の「衆議院改革

に関する調査会」答申に、衆議院、参議院、国立国会図書館の調査部門及び立法部門の統

合の検討が盛り込まれた。これは、既に、一部の政党からも同じような意見が出されてい

たこともあり、予想された結果ではあったものの、立法補佐及び調査機関としての危機意

識が更に深まる要因となった。 

 

Ⅲ 愚直なまでの活力と迫力 

調査局としては、衆議院内外において調査局への評価と信頼を高めることが必要かつ喫

緊の課題となり、このため、これまでの調査室及び調査局に対する意見や批判等の情報収

集に努めるとともに、危機意識が深まった平成14年に、専門員、首席調査員、調査員等か

らなる業務検討委員会を調査局内に設置し、組織、機能強化に向けての検討を行った。 

それは、政党や国会内での改革論議あるいは説明を通じて、調査局の役割や調査業務に

対する認識の低さを知らされたことなどこれまで進めてきた調査機能の強化に増して、調

査局の存在意義を高めることの必要性を強く実感したことにある。 

その思いは、「これまで、調査員は、裏方として、また、黒子として働くことが善しと

されてきた。そのことが外部からの評価の低さにつながっていたことは否定できない。」と

の反省に立ち、「調査員自らが、資質を高め、各方面からの信頼を得ることが必要かつ重要

である。」また、「その手法としては、個人としての政策提言の公表などがあろう。」とする

平成 14 年度業務検討委員会の答申に繋がって行く。個人としての政策提言の公表など積極

的に外部との接触を図り、しかも、客観的な評価を臆することなく受けることが、結果と

して調査局への評価と信頼を高めることとなるとして、外部評価の重要性を改めて認識し
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たものである。自ら「外部評価の確立」という新たな方向性を打ち出したことは、中立性

の堅持が、ややもすると消極的ととられるこれまでの対応を考えると画期的とは言えない

までも、意識改革に向けての一つの分岐点であったと思われる。そして、業務検討委員会

での検討を経て、「調査業務の深化・充実」及び「外部評価の確立」を図り調査局機能強化

のため総合力を発揮する必要があるとのコンセンサスの下、その集大成として実を結んだ

ものが、議員並びに外部配付を対象とする研究論文誌「RESEARCH BUREAU 論究」の発刊で

ある。少し解説を加えるならば、「論究」発刊の目的は、当時の調査局機能強化の目標であ

る「総合力の発揮」を具現化することにある。総合力の発揮とは、調査局体制の整備及び

調査能力の向上に取り組む意気込みを表した言葉であり、その内容は、調査員の資質の向

上（人材の育成）、調査業務支援体制の強化（組織・体制の強化）、調査業務の深化・充実

（業務の均質化・高度化）など多岐にわたっている。なかでも、調査員の資質の向上、調

査業務の高度化は何よりも増して喫緊に実現すべき課題であり、その実現を図る上で欠か

せない要素としては外部評価の確立が重要とされた。言うならば、個人としての政策提言

の公表など積極的に外部との接触を図り、しかも、客観的な評価を臆することなく受ける

ことが、調査員の資質の向上、調査業務の高度化にとって必要かつ欠くことのできない要

素であり、結果として調査局への評価と信頼を高めることとになるということであろう。

「論究」の発刊は、調査局における意識改革の象徴でもあった。 

 

Ⅳ 危機感と活力と迫力を失わず 

冒頭にも述べたが、10号を迎えた「論究」にとって、成熟期に入るこれからが難しくも

重要な時期となることだろう。したがって、論文等の水準を維持し、研究論文誌としての

実効性を高めるためにも、いつまでも危機感と活力と迫力を失わず、魅力のある「論究」

であってほしいものである。 

当時も同じ思いから、「論究」を発刊するに当たり、論文等の水準を維持し、長期安定的

に発刊を続けていくことが極めて重要であり、研究論文誌としての実効性を高めるために

も、それらを保障するシステムが必要不可欠であると考え、調査局員及び客員調査員によ

る研究会方式の導入を図るとともに、局内に企画編集委員会を新設し、それぞれが補完す

る仕組みを構築した。即ち、研究会は、調査員の資質の涵養に資するとともに調査業務の

深化、充実を具現化するシステムであり、さらに、得られた研究成果は「論究」に供給す

る有効な手段となる。また、企画編集委員会は、研究会の設置や局の研究論文誌である「論

究」の企画・編集を行うなど、司令塔としての役割を担うことにより、「論究」の刊行が継

続されることをシステムとして担保している。言うならば、「論究」「研究会」「企画編集委

員会」の三者は能楽における三種の鼓のように欠くことのできない関係にあり、まさに拍

子が揃うがごとく連携が何よりも重要となる。したがって、「研究会」「企画編集委員会」

のいずれかが欠けた場合には、「論究」の水準維持や長期継続は難しくなるであろうことを

十分認識し、より質の高い研究論文誌が今後も続いて行くことを願うものである。 

 「論究」の構成は、創刊以来変わっていない。外部学識経験者等の寄稿論文、調査局員

による論文（公募、大学院派遣経験者）、研究会による研究論文、海外調査等の調査レポー

ト、主要法案の解説等からなっている。当時、外部学識経験者等の寄稿論文を取り入れた
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理由としては、学術的な論文誌としての評価を期待するとともに、公募論文の提出状況に

応じ、編集において柔軟に対応することが可能となることを念頭に置いたものである。ま

た、各年度の編集を企画するに当たっては、常に議員等のニーズや社会情勢の動向を考え、

読者の意識に立って行うことが重要であるとした。 

 さらに、「論究」の別冊として、タイムリーな国政課題等に関しての分析や解説等を簡潔

に記述した「RESEARCH BUREAU 別冊論究」を随時作成し、議員等に配付することとした。

これは、「論究」が年一回の発行であることから、重要案件や課題に関し、期を逃さずに提

供するなど、発行までの間における諸問題を補完するものとして考えられたものである。 

 

Ⅴ 荒削りだが迫力がある 

以前、調査局の他紙に、「調査局が国会における立法、調査活動の補佐機関として評価・

信頼されるためには、日々調査能力の向上に努めるとともに、的確で、より良いサービス

を提供することが何よりも重要となる。サービスは、専門性という基礎・土台の上に能力

という素材を積み上げ商品化する。しかし、これだけでは、補佐機関としての評価・信頼

は得られない。いかに顧客のニーズに合ったサービスを的確に商品化し提供したかが問わ

れる。」と書いた。多少比喩的な表現ではあるが、言うまでもなく、「サービス・商品」と

は、調査局、すなわち、立法、調査活動の補佐機関が提供する成果物のことである。代表

的なものとしては予備的調査報告書、法律案の要綱及び参考資料等が挙げられるが、これ

を「論究」に限定してみると、調査局員による論文、研究会による研究論文、海外調査等

の調査レポート、主要法案の解説等がそれに当たるものと思われる。 

「論究」発刊の目的は、前述したように組織の活性化に資することにあり、具体的には

調査員の資質の向上（人材の育成）、調査業務の深化・充実（業務の高度化）を具現化する

ことにある。根源的なことを言えば、組織活性化の源は人材である。調査局は、創設以来、

人的・知的交流の促進、内外の大学院、研究機関等への調査員の派遣、客員調査員制度の

活用等に取り組み、調査機能の強化を図るとともに人材の育成を中心とした体制の整備を

進めてきた。しかしながら、人材育成の究極の目標は、「専門性という基礎・土台の上に積

み上げるべき能力を熟成し、的確な成果物を結実する」そんな人材を育成することにある。

一朝一夕にできることではない。経験を含め多大な時間を要することであろうし、さらに

は、能力を強化し続けるための環境が必要となろう。「論究」発刊の大義もここにある。 

「論究」は、調査局員にとって、自己実現・表現の道場でもあるし、研究室でもあり、

ショーケースでもある。そして、その成果は、各政党の部会や研究会への招聘実績が示す

とおり、間違いなく調査局員にとって財産となる。しかも、その財産は、外部評価・信頼

の確立に資するばかりではなく、調査局の存在意義の高まりに寄与するものと期待される。 

成熟期を迎える今だからこそ、現状の評価・信頼を維持し、間違っても負の評価を受け

てはならないなどという保守的で、独自性のない「論究」になってほしくない。「荒削りだ

が迫力がある」そんな「論究」を継続してほしいものである。改めて第10号の刊行、継続

に感謝である。 
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Ⅰ 国難となる大規模地震・津波候補 

まず、筆頭に挙げられるのは南海トラフ巨

大地震である。ついで、首都直下地震である。

南海トラフ巨大地震が筆頭となる理由は、過

去 12万年の間にすでに、少なくとも 800 回起

こっている証拠があるからだ。だから、必ず

近い将来、起こる。表１は、両地震災害が起

こったときの被害の概要である。いずれの被

害も優に、東日本大震災の 10倍を上回ると想

定されている。首都直下地震については、現

在、中央防災会議の専門調査会で詳細な検討

がなされ、今年末には発表されることになっ

ている。しかし、筆者の長年の研究業績に基

づく直感によって、従来の評価とは全く違う

大きな数字が出てくると予想される。南海ト

ラフ巨大地震の場合がそうであった。 

 

（表１） 

 

これら両地震災害は、被害様相が東日本と

は全く異なろう。南海トラフ巨大地震の場合

は、地震の強い揺れが先行するために、東海

地方から西日本太平洋沿岸、一部瀬戸内海沿

岸の古い社会基盤施設が大被害を被る危険性

が指摘される。これによって、被災地対応が

非常に困難を極めることになろう。揺れと火

災による死者が９万人、津波による死者が 23

万人と想定されている。 

一方、首都直下地震の被害を左右するもの

は火災であろう。ちなみに、1923 年関東大震

災では東京市の人口の 1.9％が犠牲になった。

そこで、現在の東京 23区と震度６弱以上の首

都圏の人口を当てはめた結果を表１に示した。 

これらの数字は地震発生時、どれくらいの風

が吹いているのか、出火点数や時間帯によっ

て大きく左右される。しかも、当時と違って、

首都圏に約 1,600 棟存在する超高層ビル・マ

ンションを中心として中高層ビルによって周

辺の風の場が大きく左右され、これが拡大要

因になることが心配される。これらのビル自

体からの出火がコントロールされているとい

う被害想定における錯覚の存在も恐ろしい。

映画「タワーリング・インフェルノ」のよう

な超高層ビルの炎上の光景の再現は、現実的

である。わが国ではそのような経験がないか

ら、国民一般はもとより、消防関係者や民間

ディベロッパー、建築デザイナーにイマジ

ネーションが不足しているだけの話である。 

もし、いずれの災害が起こっても、国難と

なってわが国は衰退への道を余儀なくされる

であろう。その論理は拙書「新時代の企業防
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災」に詳述した。たとえば、復興資金がまっ

たく不足する事態を考えても、当然である。

海外で国債が購入されないとお手上げである。

そして、東日本大震災の被災地の復興は完全

に忘れ去られるであろう。それどころではな

いのである。このような事態の発生危険性を

現政権がどのように評価するのかが問われて

いるのである。そして、他人事（ひとごと）

と考えた瞬間に、災害が襲ってくるのである。 

図１は、両災害が複合災害として発生し、

江戸幕藩体制が崩壊したストーリーを概述し

たものである。このような事態が再現するこ

とが現在、最も憂慮されている。 

（図１） 

 

 

Ⅱ 災害先行型のわが国の防災対策 

昭和 36 年（1961）に災害対策基本法が施

行された。この法律は、第二次世界大戦後、

毎年のように繰り返された「災害特異時代」

の集大成として成立した。昭和 20年（1945）

の枕崎台風から昭和 34年（1959）の伊勢湾台

風災害まで、この 15年間は毎年、災害による

累積犠牲者が千人を超える時代が続いた。災

害毎に政府の対応は難渋を極めたが、法律的

な背景が整備されてこなかったことが一番の

原因であった。 

災害対策基本法が難産の上に成立したと

き、世界各国でこのように整備された法律は

これだけであった。ただし、当時から大きな

問題を抱えていた。それは“二度と同じ災害

を繰り返さない”という考えに立脚していた

ことである。言い換えれば、“災害が起こらな

いかぎり対策は実施しない”ということであ

る。この時代の背景を考えれば、これは無理

からぬことであった。当時は、国民も国家も

まだまだ貧しかったからである。無駄な投資

は控えるべきだという主張は、多くの関係者

の同意を得たのである。 

唯一の例外が、昭和 53 年（1978）施行さ

れた「大規模地震対策特別措置法」である。

東海地震が予知できるという前提で、爾来、

推定１兆８千億円の公的資金が静岡県中心の

防災対策に投入されてきた。しかし、平成 15

年（2003）に発生した十勝沖地震が、東海地

震と全く同じタイプの地震であったにもかか

わらず、一切の前兆現象がなく、突然発生し

た。これらのことから、予知できない場合を

考えた被害想定も実施され、現在は二本立て

の対策となっている。しかし、これらの前提

は、平成 25年（2013）の地震調査研究推進本

部の新たな発生確率の評価によって、まった

く根拠を失い、現在は法律的に整合性の取れ

ない状態が続いており、早急な対応が必要と

なっている。 

その上、福島第一原子力発電所事故を受け

て発足した原子力規制委員会は、独自のプ

レート境界地震像を想定し、多くの国民の“原

子力発電所は危険である”という考えを背景

に、学術上非常に問題のある見解を無批判に

発表してきた。ここで喫緊に必要な措置は、

地震調査研究推進本部、中央防災会議、原子

力規制委員会のプレート境界地震に対する意

見の調整と集約であり、１機関の独走はどの

ような理由であれ、許されるものではないだ

ろう。 

 

Ⅲ 大規模地震・津波対策の基本的な考え 

 方 

平成７年（1995）に阪神・淡路大震災、平

成 16 年（2004）に中越大震災および平成 23

年（2011）に東日本大震災に遭遇し、その間、
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地方都市での地震災害を含む 125 回の被害地

震を経験して、わが国の地震対策の考え方は、

つぎのように変化しなければならないと考え

られる。 

それは、被害規模にかかわらず、防災・減

災対策には共通的なものが 80％程度あり、残

りの 20％は地域や歴史によって変化するの

で、現場で専門職員が臨機応変に対応すると

いうものである。この考え方は、2012 年 10

月に発生したアメリカ合衆国ニューヨーク・

マンハッタンを襲ったハリケーン・サンディ

災害で有効であることが証明された。そこで

は、事前にタイムラインとして決められた対

応が、各省庁で効率よく実施され、人的被害

の最小化に寄与したことがわかっている。何

しろ、ニューヨークの地下鉄は高潮による浸

水・水没対策はまったくなかったにもかかわ

らず、人的被害は発生せず、経済被害も最小

化されたのである。 

わが国では、2013 年８月 30 日に特別警報

が発令される体制となった。たとえば、伊豆

半島沖に中心気圧 920 ヘクト・パスカルの超

大型台風が接近し、明日、東京湾を直撃する

という予報のもとに特別警報が発令された時、

東京メトロや都営地下鉄を１日前に止められ

るだろうか。ニューヨークはそれを実行でき

て、わが国ではできないとなれば、一体どこ

に問題があるのだろうか。現在、国土交通省

の関係者らとその問題点を洗い出し中である

が、わが国の災害時の意思決定過程は、大変

複雑で、時間を要するのである。これでは、

たとえば東京湾の高潮や利根川、荒川の氾濫

時に 100 万人を超える事前避難の円滑な進行

は不可能である。 

したがって、大規模地震や津波に対しては、

事前準備を中心として対策をプログラム化し

ておくことが大切である。幸い、筆者が座長

で進めた中央防災会議の「地方都市等におけ

る地震防災のあり方に関する専門調査会」の

報告書（平成 24年３月）では、６段階、すな

わち、Ⅰ 準備（震災発生前）、Ⅱ 初動対応（当

日中）、Ⅲ 応急対応（１－３日後）、Ⅳ 応急

～復旧（３日－１週間後）、Ⅴ 復旧対応（１

週間－１か月後）およびⅥ 復興（１か月後－）

に実施しなければならない災害対応を、18項

目にまとめて公表している。これによって、

災害発生時に必要となる基本的な対応を事前

に確認するなど、災害発生前に対策を講ずる

とともに、災害発生時には対応状況（指示、

確認）をチェックすることによって、災害対

応の効率化・円滑化を図ることを目的として

おり、災害対応の各段階（準備、初動、応急、

復旧、復興）において、地方公共団体が実施

すべき対応（18の対策項目）をチェックリス

ト形式でとりまとめていることが特徴である。 

地方公共団体においては、チェックリスト

を積極的に活用し、地域防災計画や災害対応

体制の見直し、訓練や研修等の実施、発災時

の対応の効率化・円滑化など、地震防災対策

の充実・強化に取り組んでいくべきであろう。

また、災害への事前の備えや災害応急対応等

は、地域の実情や対策の取組状況等に応じて

追加・修正することが必要であることから、

地方公共団体においてチェックリストに記載

されている項目を参考に、対応項目を事前に

検討しておくとともに、災害発生時には状況

に応じて、臨機応変に活用していくことが望

まれる。 

これによって、未経験ゆえに地震・津波発

生時に大混乱が起こることは避けられるので

ある。 

  

Ⅳ 南海トラフ巨大地震・津波対策 

人的被害と社会・経済被害およびそれぞれ

に対する減災対策の効果を表２および３と図

２にまとめて示した。ここで社会・経済被害

の減災対策の効果であるが、1)資産等の被害

は、耐震補強などによって５割程度減らせる
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が、2)経済活動への影響では、各種の対策を

行っても、３割程度も減らせないことである。

つまり後者については、被害を減らす特効薬

はなく、多様な対策によって小さな効果を集

約する方法しかないということである。しか

も、気をつけなければいけないことは、生産・

サービスの低下に起因する被害は最初の１年

の推定値に過ぎず、下手をすると復興するま

で毎年、これに近い値が累積していくことで

ある。

 

（表２）                    （表３） 

   

 

（図２） 

 

 

そこで、この地震・津波災害の主な課題と

対策を示そう。南海トラフ巨大地震の特徴は、

超広域にわたり強い揺れと巨大な津波が発生

するとともに、避難を必要とする津波の到達

時間が数分という極めて短い地域が存在する

ことである。このため、その被害はこれまで

想定されてきた地震とは全く様相が異なる、

つぎのようなものになると想定される。すな

わち、1)広域かつ膨大な人的被害、建物被害、

ライフライン、インフラ被害の発生、2)膨大

な避難者や帰宅困難者の発生、3)太平洋ベル

ト地帯の被災による生産・サービス活動への

影響、4)電力、燃料等のエネルギー不足、5)

住民の食料品、飲料水、生活物資の不足、6)

復旧・復興の長期化、および 7)多数の孤立集

落の発生、である。 

この広域で甚大な被害に対して、これまで

の地震・津波対策の延長線上の対策では十分

な対応が困難となることも考えられることか

ら、想定された被害の様相をもとに、過酷な

状況における表４にまとめられるような、人

的被害と社会・経済被害に関する主な課題と

対策なし            対策あり 

（資産等の被害） 

対策なし            対策あり 

（経済活動への影響） 
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減災対策を以下に示す。 

（表４） 

 

  

主な課題と対策１：津波からの人命の確保 

○ 津波高が高いため、高い場所への避難（垂

直避難）あるいは遠くへの避難（水平避難）

が必要であるとともに、津波の到達時間が

短いことから、地震発生後、即座に安全な

場所への避難がなされるよう地域毎にあ

らゆる手段を講じる。 

○ 要援護者などの避難対策は、事前に車い

すを準備し、いざという時には、隣人が協

力して避難所までこれを押す作業を分担

する。東日本大震災では徒歩で避難した住

民は、平均 438ｍしか歩いていない。健常

者であっても高齢になればなるほど長距

離歩行は不可能であり、地域コミュニティ

の協力が必須である。地方出身者が帰郷す

るときには、車いすの購入を進めるほかに、

隣人に対する協力依頼が必須となる。 

○ 車で避難する場合には、事前に地域コ

ミュニティ単位でルールを住民主導で

作っていくことが重要である。行政が提供

するルールは、必ず守らない住民が発生し、

有効でないからである。ちなみに、東日本

大震災で車で避難した人は全体の生存者

の57％であるが、平均走行距離は2.4㎞で、

40％が渋滞に巻き込まれたと報告してい

る。 

○ 津波対策の目標は、津波から「命を守る」

ことであり、海岸保全施設等の整備を前提

として、住民避難を軸に、多重防御の観点

から情報伝達体制、避難場所、避難施設、

避難路を整備するとともに、最も重要なこ

とは、住民一人ひとりが主体的に迅速に避

難することであり、防災教育、避難訓練、

災害時要援護者支援など、総合的な対策を

推進する。 

○ 海岸保全施設等のハード対策や確実な情

報伝達等のソフト対策は全て素早い避難

の確保を後押しする対策として位置づけ

るべきである。 

○ 津波による被災は、地形や町の広がり、

津波の外力など、各地域によって大きく実

情が異なることから、土地利用の変更等、

長時間を必要とする対策を含めて、地域で

の最良の方策を検討する必要がある。 

 

主な課題と対策２：強い揺れによる甚大な被

害への対応 

○ 津波による被害だけでなく、地震の揺れ

とそれに伴う火災による建物等の被害は、

これまでの記録に残る地震災害とは次元

の異なる甚大な規模であり、救急・救命活

動、避難者への対応、経済全体への影響な

ど、対応を誤れば、社会の破綻を招きかね

ないものである。 

○ このためには、人的物的両面にわたって、

被害の絶対量を減らすという観点から、事

前防災の取組みが極めて重要である。 

○ 建物の耐震化対策は、これまでの取組み

により、一定の成果は見られているが、改

めて、南海トラフ巨大地震対策として、人

的被害、物的被害双方の軽減に繋がる耐震

化の重要性を指摘しなければならない。 

○ この場合、「人の命を守る」という観点か

ら、建物全体の耐震化ということだけでな

く、一人一人の居住スペースの「揺れへの

強靭さ」という観点での対策も重要である。

したがって、住宅の部分耐震改修の制度設

計を行う必要がある。これを進めるために

は、国土交通省住宅局の“新制度導入”に

対する挑戦的精神が求められている。府県
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レベルの自治体はそれを希求しており、政

府の決断が残されている。 

○ 「揺れ」に伴う火災に対しても、大量に

火災が発生した場合の消火活動の困難さ

を考えれば、「火災を発生させない」「火災

が発生しても延焼を拡大させない」といっ

た事前の対策を十分講じておく必要があ

る。 

○ 耐震化については、住家や多くの人が集

まる建物の対策だけでなく、地震があって

も経済活動の継続を確保する観点から、工

場や事業所などにおいても推進する必要

がある。 

○ 住宅の耐震化を進めれば、地震保険の掛

け金を安くするとか、家具の固定をすれば、

生命保険料を割り引くなどのインセン

ティブの導入が必要である。 

○ ライフラインやインフラについては、被

災量を減らし、早期復旧を図ることが、避

難者への対応や経済活動への継続や再開

に大きく関係することから、これらの耐震

化についても推進する必要がある。 

○ 超高層マンションは、周辺地域を通過し

て供給される電力、水道、都市ガス、通信

などの途絶で孤立する危険が大きく、強い

地震後、高層階での生活継続は不可能であ

る。現在、民間ディベロッパーの超高層マ

ンション建設が野放図になっていること

を放置せず、例えば居住空間は 10 階以下

に抑えるなどのガイドライン設定などが

喫緊の課題となっている。 

 

主な課題と対策３：超広域にわたる被害への

対応 

○ 南海トラフ巨大地震では、震度６弱以上

または浸水深 30㎝以上で浸水面積が 10

以上となる市区町村は、30都府県、808 市

区町村に及び、その面積は全国の約 32％、

人口は約 6,100 万人を占める超広域にわた

るものである。 

○ この超広域にわたる地震・津波の被害に

際しては、従来の応急対策やこれまであっ

た国の支援システム、公共団体間の応援シ

ステムが機能しなくなるということを考

える必要がある。 

○ 災害応急対策を行うに当たっては、人

的・物的資源が、国、地方、民間を通じて

絶対的に不足するとともに、発災直後には

被害情報が全く不足することを前提に対

策を考える必要がある。 

○ また、度重なる余震や津波警報の頻発に

より、災害応急対策活動が遅れることも想

定されるが、これらにより二次災害（最初

に起こった災害による被害よりも小さい

場合を二次災害と呼び、大きい場合には複

合災害となる）が発生しないよう、現地で

の従事者の安全確保に関する情報が確実

に入るようにすることが必要である。 

○ 被災の範囲が超広域であるが故に、大都

市地域、地方の市町、孤立が想定される地

域など、被災の形態や取るべき対応が大き

く異なることから、潜在的に存在する地域

の課題と被害の様相の兼ね合いを想定し

て、対応策を検討する必要がある。 

○ このため、近隣県自体が被災地域となる

こと、たとえば、関西広域連合が東日本大

震災で実施した対口（たいこう）支援の取

り決めも機能しないケースも想定される

ことから、日本全体としての都道府県間の

支援について、広域災害への連携が機能的

に行われる枠組みを検討する必要がある。

また、被害が比較的少ない都府県は自力で

災害対応を行うと同時に、被害の甚大な地

域への支援も行うという考え方を持つ必

要がある。 

○ また、避難者が大量に発生し、通常想定

している避難所だけでは、大きく不足する

ことが想定されることから、要援護者の福
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祉避難所への直接避難など、避難所に入る

避難者に対するきめ細かな対応などを考

えた方策、住宅の被災が軽微な被災者は在

宅で留まるよう誘導する方策等を検討す

る必要がある。さらに、道路交通等が確保

された以降は、被災地外への広域避難、疎

開等を促す方策を検討する。 

○ 発災直後は、停電、通信の途絶、交通寸

断、自治体等行政機関の被災などにより、

超広域にわたる被害の全体像を速やかに

把握することは非常に難しい。的確な応急

活動の展開のため、航空写真や衛星写真か

ら大まかな被災状況を把握するシステム

開発などを推進すべきである。 

○ また、被災地域では、発災直後は特に行

政からの支援の手が行き届かないことか

ら、まず地域で自活するという備えが必要

であり、食料や飲料水、乾電池、携帯電話

の電池充電器、カセットコンロ、簡易トイ

レ等の家庭備蓄を 1週間分以上確保するな

どの細かい具体的な対応を推進する必要

がある。さらに、災害時要援護者の対応も

避難者同士で助け合うなど、地域で対応す

ることの理解が必要である。 

○ なお、実際の地震の規模や影響範囲は

様々なケースが考えられることから、それ

らに対応できるよう複数の対策を検討す

る。 

  

主な課題と対策４：国内外の経済に及ぼす甚

大な影響の回避 

○ 経済活動が広域化している現代では、サ

プライチェーンの寸断、経済中枢機能低下

など被災地域のみならず日本全体に経済

面で様々な影響が出るものと想定される。 

○ 復旧が遅れた場合、生産機能の海外流出

をはじめ、我が国の国際競争力の不可逆的

な低下を招く恐れもあり、国としての存立

にかかわる問題となる。これまで、これほ

ど大きな災害を想定したことがなく、どの

ような備えが必要かについて検討する。 

○ 甚大な被害の国内外への影響を軽減する

には、まずは被害の絶対量を軽減すること

は言うまでもないが、復旧・復興を早め、

経済への二次的波及を減じることも重要

であり、道路ネットワークを始めとした交

通ネットワークの強化やインフラ・ライフ

ライン施設の早期復旧を図る。 

○ 被災地域のみならず日本全体への経済面

での影響を減じるためには、最悪の被災シ

ナリオを想定した企業のＢＣＰの策定、サ

プライチェーンの複数化、流通拠点の複数

化、経済中枢機能のバックアップ強化、重

要なデータやシステムの分散管理など主

に企業における対策が重要となる。 

○ 諸外国に局所的あるいは偏向的な被災情

報が流れることは、日本全体の被災として

大きな誤解を招き、経済的にも大きなダ

メージを受けることとなる。政府が被災地

対応をしっかり行っている事実を積極的

に海外メディアに発信することが、結果的

に日本の信頼を保持することになるとい

う認識のもと、情報発信の対応が的確にで

きるよう戦略的な備えを構築する必要が

ある。 

○ 復興基金は国債の発行などによって調達

することが考えられるが、約半数の国民が

何らかの影響を震災によって被ることを

考えれば、資金の国内調達が困難なことが

予想される。現状の様に圧倒的に国内で国

債が保持される環境が崩れる危険性があ

り、海外調達をさらに確実にする努力が今

から求められる。 

 

主な課題と対策５：時間差発生等態様に応じ

た対策の確立 

○ 歴史を遡ると南海トラフ沿いの大規模地

震で、時間差を持って発生したものとして、
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1854 年の安政東海地震・安政南海地震では

32 時間の間隔を置いて発生、1944 年の東

南海地震・1946 年の南海地震は約２年間の

間隔をおいて発生している。また、東日本

大震災においては、本震の約１か月後にＭ

7.2 の余震が発生し、復旧を遅らせたとい

う評価もある。 

○ 先に発生した地震で大きな被害を受けた

後、時間差を置いて再び大きな揺れ・津波

が生じた場合、建物等の被害、応急対策の

支障、地盤の崩壊など、二度発生すること

による被害の増大、救助・捜索等の活動中

での発生による二次災害が生じる可能性

がある。このため、複数の時間差発生シナ

リオの検討を行い、二度にわたる被災に対

して臨機応変に対応できるよう、応急活動、

建築物等の応急危険度判定、避難生活者保

護、復旧活動における注意喚起等、対策の

検討を行う必要がある。 

○ 東海地震後、富士山が噴火することも十

分考えておかなければならない。1707 年宝

永地震の49日後、噴火した歴史的事実を直

視し、対策を講じておかなければならな

い。 

 

主な課題と対策６：外力のレベルに応じた対

策の確立 

南海トラフ沿いの地域においては、これま

で防災対策の対象としてきた東海地震、東南

海地震、南海地震とそれらが連動するマグニ

チュード８程度のクラスの地震（以下、便宜

的に「レベル１の地震」という。）から、モデ

ル検討会で設定された最大クラスの巨大な地

震（以下、「レベル２の地震」という。）まで

の様々な地震の発生が想定される。前者の発

生間隔がおおむね 100～150 年であるのに対

し、後者は千年あるいはそれよりも発生頻度

が低いものである。言うまでもなく将来発生

する地震は、二つのレベルで想定された地震

に限定されるものではなく様々な地震が起こ

りうる中で、防災・減災の目標を定めて対策

を講じるものである。 

 

Ⅴ 首都直下地震対策 

１ 人的被害拡大と減災対策 

これまでの地震による犠牲者は、住宅火災

と住宅の全壊・倒壊などで大部分が発生する

と考えてきた。将来発生する首都直下地震で

は、つぎのような原因・拡大過程によって、

最悪の被災シナリオとなり、さらに数多くの

死者が発生する可能性がある。 

○ ラッシュ時の道路と鉄道・地下鉄関係の

事故 

・ 駅構内のエスカレーター（とくに大高低

差）からの乗降客の将棋倒し 

・ 駅のホームからの落下 

・ 鉄道事故（跨線橋の落橋、自動車の線路

内への落下、斜面崩壊や斜面や崖の上の住

宅や建物の線路内への落下、駅舎や駅の

ホームの損壊と列車との衝突、ポイント通

過時の脱線転覆など） 

・ 首都高速道路での自動車事故の多発、

渋滞車列の車両火災の発生 

・ 首都高速道路への沿道の老朽ビルの横

倒し 

○ 長期の停電・断水・ガス供給停止 

・ 大量の病院入院患者（首都圏だけで約 26

万人）への継続治療難航、薬不足 

・ 在宅患者のケア不足・長期中断 

・ 集合住宅や高層・超高層マンションでの

ライフライン中断による居住継続が困難 

○ 海抜ゼロメートル地帯と地下空間の水

没（液状化による地下水漏出と津波浸水） 

首都直下地震によって津波が発生するか

どうかはよくわからない。震源の位置によっ

て決まるからである。ただし、東京湾の海底

地形は大阪湾などに比べて平坦であって、こ

れは規模の大きな逆断層地震が起こっていな
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い証拠であろう。たとえ発生しても、巨大な

津波とはならないと考えられる。ただし、液

状化は避けられないので、つぎのような被害

が想定される。 

・ ゼロメートル地帯の浸水氾濫とビル地下

階からの地下通路、地下ショッピングモー

ルへのはん濫水の流入や地下鉄連絡口か

らの浸水 

・ 地震動による地下鉄や地下街、地下空間

のレンガ壁、連壁部破損と地下水流入 

・ 工事中の建設現場の連壁破損によるネッ

トワーク的浸水空間拡大 

○○ 臨海コンビナート（液状化被害と津波火

災） 

・ 火災発生と道路の通行不可能による消火

活動阻止 

・ 石油・液化天然ガス、各種化学タンク破

損・漏洩による有毒ガスの発生と飛散 

・ 地震と津波による施設被害・出火・隣接

市街地への延焼 

○ 密集市街地火災（火災の広域化と津波火

災による拡大） 

・ 東日本大震災時の気仙沼市のような津波

火災発生と広域化 

・ 帰宅困難者の孤立・被災 

・ 避難所の焼失 

・ 渋滞中の自動車群の焼失 

・ 救助・救命活動支障 

○ 海岸護岸・河川堤防等の耐震性欠如によ

る被災 

・ 不同沈下による浸水 

○ 大規模集客施設でのパニックの発生 

・ 夜間の大規模カーニバル時の強震動と

停電 

・ 夜間の大規模コンサート時の強震動と

停電 

・ ナイター試合時の強震動と停電 

○ 超高層ビルの倒壊・火災発生 

・ 超高層ビル（首都圏で約 1,600 棟）にお

ける制震・免震機能障害・不足による構造

躯体の損傷（ビル自体の傾斜の発生、エレ

ベータ内での長期閉じ込め、ビル火災の発

生など） 

 

２ 社会・経済被害拡大と対策 

代表的な社会・経済被害と減災対策を示す

と、表５のようにまとめられる。それぞれは、

つぎのようである。 

 

 

 

（表５） 

 

 



 

14  RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

特別企画 

主な課題と対策１:広域長時間停電による通

信機能のマヒ 

いま首都直下地震が起これば、現在の東京

電力の出力の約 56％を担っている東京湾沿

岸の火力発電所がすべて停止すると考えられ

る。なぜなら、埋立地での液状化被害が火力

発電施設にとどまらず、これを動かすライフ

ライン系統まで及ぶからである。こうなると

東京電力管内の停電が長期化することは避け

られない。数日程度の燃料備蓄では不足し、

自家発の燃料が不足すれば、コンピュータの

サーバーがダウンし、情報ネットワークが使

えなくなる。そうなると、あらゆる災害対応

に大きな支障が出る。とくに、対応や復旧作

業が遅れることによる被害拡大は必定である。

現状での対策は、柏崎・刈羽原子力発電所の

約１千万キロワットの可及的速やかな給電開

始であろう。各種安全対策の施工との時間の

勝負となっている。 

 

主な課題と対策２：水、食料不足による生活

不可能 

2,200 万人が被災し、直後に約 700 万人が

避難所に避難することを考えると、首都圏の

コンビニやスーパーマーケットから瞬時に食

品や飲料水が無くなることは必定である。た

とえば、ペットボトルの水は幾つかの合理的

な仮定（たとえば、一人一日３リットル必要

など）を置いて計算すれば、輸入も含めた平

時の供給量、さらに平時の２倍に増産（発災

３日後から）に対して、全国の在庫は９日後

あるいは後者でも 10 日後に無くなるという

結果が得られている。井戸水が入手できなけ

れば、１週間分の飲料水の備蓄は家庭や職場

では必要であろう。 

食品の供給は、東京圏（東京、埼玉、千葉、

神奈川の都県）を出発地・到着地とする流通

量が毎日約５万トンと推定されている。道路

事情、電力事情、情報ネットワークの状態に

よってこれが円滑に流通しないことが十分想

定される。しかも、食品業界は中小企業が多

く、首都圏の 50％の市場占有率を 50 社以上

で受け持っている事情がある。したがって、

食品がどこに、どれだけあるのかについての

経済産業省によって情報把握が現状ではなさ

れていないのである。 

2013 年６月に災害対策基本法が第二次改

正され、これまで一度も使われていない緊急

事態条項が強化され、対策本部長である首相

に強い権限が託されても、現行の憲法下では

買占めなどに対して強制力がないので、地域

的な食品不足に十分に対応できないと考えな

ければならない。 

大型の電気冷蔵庫をほぼ食料で一杯にし

ておき、避難所に向かう時はこれをリュック

サックに詰め込むのである。日ごろ食べもし

ない保存食を大量に備蓄しなくてもよくなる

し、保存スペースも不要となろう。 

 

主な課題と対策３：長期にわたる電力不足・

計画停電の発生 

１で述べたように、東京湾内の火力発電所

は、たとえ被害がなくても強震動だけで自動

的にストップする。被害の有無を確認するだ

けでも数日を要し、もし、液状化などで被災

すれば、発電量の激減は避けられない。首都

圏の企業の被災によって需要が減っても供給

量がまったく足らない事態となる。夜は首都

圏は真っ暗であり、犯罪が多発するほかに、

テレビが長期にわたって見られず、また、ス

マホや携帯電話の充電も円滑にできなくなり、

被災地住民が情報不足に陥る。住宅のスマー

ト化による自己完結型の給・蓄電システムを

地域内に広げる自助努力が最も必要だろう。 

 

主な課題と対策４：国際社会や金融市場への

影響 

まず、円安、株安、国債不買が起こる。情
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報不足による「東京が壊滅した」というデマ

が国際金融に与える影響は計り知れない。海

外からの投資家は一斉に引き上げることにな

ろう。当然ながら、政府による積極的な広報

や発表情報の一元化は必須となろう。たとえ

ば、東京証券取引所グループを取り上げてみ

れば、もし夜間に首都直下地震が起これば、

停電下で 850 人余の従業員の何人が出社でき

るのか、バックアップセンターを稼働させる

のか、国際通信網は確保できるのか、電子取

引は可能かどうかの判断に左右されるだろう。

それ以上に重要であるのは、自社グループの

被害想定だけで営業再開できるわけではない

ことである。上場企業約 2,300 社の被害状況

を正確に把握できなければ、企業情報が不正

確となり、公平・公正さに欠ける取引を実施

することになってしまうだろう。つまり、24

時間以内の早期再開は不可能となろう。現状

のＢＣＰの問題点の一端がここにある。この

ほかに、とくに地方銀行の決済ネットワーク

は、利用している固定通信系を含む情報ネッ

トワークのダウンやクラウド・コンピュー

ティングの被災で、停止する危険性が高い。 

  

主な課題と対策５：物流機能の停止 

情報ネットワークが使えないと、円滑な物

流が不可能となる。しかも、被災地では道路

網が寸断され、大規模な渋滞が起こるので、

被災者に救援物資が届かない。また、サプラ

イチェーンが切れて、部品や商品の生産がス

トップする。とくに、食品産業のＢＣＰを充

実するとともに、経済産業省は、各業種に、

事業所の原材料の備蓄と業者間の融通制度を

早急に奨励して、サプライチェーンの途絶を

阻止しなければならない。 

 

主な課題と対策６：報道による不安購買の発生 

東京のテレビ局はすべてキー局である。し

たがって、首都圏で食品やペットボトルの水

不足が報道されると、全国のコンビニ、スー

パーマーケットで品不足が発生する。東日本

大震災の被災地人口 750万人に比べて、首都

直下地震ではこれが３倍以上になることを考

えれば、被災地だけでなく全国的に食品や

ペットボトルの水が不足することは明らかで

あろう。被災状況の先行きが不透明であるか

ら、これに買占めが輪をかけることになろう。 

このような事態の発生を予測して、政府は、

報道各社に対してあらかじめどのように放送

するのかについて協議し、国民の間に不安が

広がらないように、事前対応策を立てて確認

しておく必要がある。 

 

主な課題と対策７：超高層マンションの生活

不可能と地下空間の水没・延焼火災 

首都圏には高さが 60ｍ以上の超高層ビル

が約 1,600 棟、存在している。これらは過去

に震度７や６強の揺れを経験したことがない。

免震、制震能力を上回る地震力を受けて建物

が大きく損傷することが起こると想定される。

マンションの家具や企業の什器類は固定して

いなければ凶器に変わる。南海トラフ巨大地

震と同じく、超高層マンションのライフライ

ンは断絶を免れず、生活継続が不可能となる。

2020 年の東京オリンピック開催を受けて、臨

海地帯での超高層マンション建設が加速され

る恐れがあり、行政の先手先手の取り組みが

必須となっている。 

一方、地震時に営業中の地下の食堂街など

から出火すれば（先進国の都市地下空間には、

わが国のように、広大なショッピングモール

や食堂街が存在しないことに注意する必要が

ある）、道路に溢れた帰宅困難者や自動車の渋

滞によって消防活動が阻害され、消火できな

いと考えなければならない。もしビルの地下

階が地下のショッピングモールや食堂街につ

ながっていたり、隣接しておれば、延焼は免

れない。110 万平方ｍに達する広大で連担す
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る都市地下空間は、地震の強い揺れに対して

危険となっている。従来の“地震時は地下の

方が安全”という考え方は間違っている。 

連担する地下空間拡大の歯止めになる法

律の制定と施行が喫緊の課題である。都市の

開発を民間ディベロッパーに任せてはいけな

い。防災の主流化とは、計画・企画段階で防

災・減災対策を実行するということであり、

旧来の方法では不十分である。とくに、首都

圏には海抜ゼロメートル地帯が 116 平方㎞に

広がり、176 万人が生活している。 

 

主な課題と対策８：帰宅困難者や渋滞による

延焼の拡大と震災廃棄物の処理 

発生する時間帯によっては、道路に溢れた

帰宅困難者や渋滞が消火活動を妨げ、救助・

救急活動に支障が出ることは十分に予想され

る。3.11 で首都圏で発生した 510 万人に達す

る大量の帰宅困難者は、このような修羅場を

経験していない。帰宅困難者問題は量だけで

なく、途中がどのように時空間的に変化して

いるのかによって大きく左右されることを忘

れてはならないだろう。 

環状道路を中心とした道路網の整備と首都

高速道路の出入り口の増設は必須となってい

る。約１億トンに達する震災ガレキの処理は、

関連法律の改正だけでなく、具体的な処理計

画を事前に策定するなど、東日本大震災の二

の舞にならない努力が求められる。環境省が

イニシアティブを取ることが先決であろう。 

 

主な課題と対策９：ラジオ・テレビ放送施設、

放送塔の被災 

強震動による通信・送電接続部の被災のほ

かに、液状化による浸水やショート、断線、

停電によってラジオやテレビ放送施設や放送

塔が機能を発揮できなくなる恐れがある。と

くに、メディアが利用する超高層ビルでは、

電気・通信トラブルが発生した場合、どこで、

どのような不具合が発生し、どのように対応

すればよいのかを知る電気技術者は極端に少

なく、しかも 24時間常駐体制とはなっていな

い。日常の維持・管理の延長上の対処で終わ

らないと考えれば、長期化することは避けら

れない。 

各キー局を中心としたネットワーク間のバッ

クアップに留まらず、ＮＨＫと民放各局との協

議による報道対象の基本的な棲み分けも必要

である。とくに海外に向けての放送の充実は

必須であり、これは政府との協議事項となろ

う。従来の様に任せっぱなしは危険である。 

 

主な課題と対策 10：インターネットの停止 

電力・情報ネットワークが長期間使用でき

ないと、インターネットが使えなくなる。ネッ

トを活用した企業の倒産、金融取引の支障、

在宅治療などに支障が出る。とくに首都圏に

わが国のプロバイダーの約 70％が集中して

いることが問題となろう。データセンターさ

え被災しなければ問題はないと考えるような

対応は、現実的ではないといえるだろう。 

一般に、通信分野というのは、つぎの４つで

構成されている。それらは、①プラットフォー

ム、②コンテンツ、③端末、④通信ネットワー

クである。①には、インターネット接続、クラ

ウド、サーバー、データセンターなどが含まれ、

②には検索サービス、情報システム、データ

ベース、ＳＮＳ、情報提供などがある。そして、

③には、電話、パソコン、携帯電話、スマホ、

タブレット、ＰＨＳ、衛星電話などが含まれ、

④には、光ファイバーネットワーク、携帯・固

定・衛星電話網、有線・無線ＬＡＮなどである。

これらの構成要素のどれかが大きく支障すれ

ば、全体は動かなくなる危険性を有している。

すなわち情報システムそれ自体が脆弱性を

もっているということである。 

将来の国土のグランドデザインを考えれば、

全国で数か所程度のバックアップ体制が必須
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となろう。将来、企業の本社機能が東京に集

中する必要はなく、とくに経済のグローバル

化が一段と進めば、この傾向は顕著となろう。

アメリカ合衆国の本社がニューヨークに集中

していないのは好例である。日本は遅れてい

るだけの話である。 

  

主な課題と対策 11：東京湾の海上火災・コン

ビナート炎上 

湾岸のコンビナートはほとんどすべて埋

立地に立地している。新しい埋立地は海砂を

用いているために、粒径がかなりそろってお

り、液状化が起こり易いのである。3.11 の震

災で、古い埋立地が液状化しにくかったのは、

埋立土の粒度分布が比較的広かったためであ

ろう。液状化が起これば、石油化学工場群の

タンクや配管類からの石油製品や化学物資の

漏出と引火・延焼が大規模化する恐れがある。

発生したときの風向きと風速が被害拡大を支

配するだろう。 

まず、被害を広域に連担させない工夫が必

要である。そのためには、一定面積以上のコ

ンビナートでは防火帯や防油帯を設けること

であろう。さらに、川崎市の様にコンビナー

トと市街地が連続しているような場合、その

境界で延焼火災が止まるようなハード設備が

必須となろう。 

 

主な課題と対策 12：連絡道路被災による耐震

強化岸壁の使用不可 

耐震強化岸壁に通じる道路が液状化など

で段差が発生すると、この岸壁が使用不可能

となる。東京湾臨海部基幹的広域防災拠点に

なっている有明の丘や東扇島に海路、大量の

物資を輸送してもそれらが配送できないこと

になってしまう。橋梁だけでなく、その取付

け部の液状化対策や、防災拠点に直接アクセ

ス可能な首都高速道路の延伸などが必要であ

る。 

主な課題と対策 13：職員・社員の参集困難・

帰宅困難 

職員・社員とその家族が被災するほか、交

通網が寸断されて政府、自治体職員はもとよ

り、ＢＣＰの適用による社員、従業員の参集

や帰宅が困難となる。また、備蓄食料品や飲

料水が不足し、勤務の継続が困難となる。対

策は、まず各企業が最悪の被災シナリオを想

定し、ＢＣＰの実効性を上げることである。 

 

主な課題と対策 14：中長期の鉄道不通と自動

車交通不全 

ＪＲ山手線や中央線などは昔の谷合地形

を走行しており、軌道が液状化被害を受けや

すいほか、長期停電が発生すれば運行ができ

ない。また、沿線で火災が発生すれば、鉄道

路線が巻き込まれる可能性がある。部分開通

や優先開通についてのルールをＪＲ東日本と

民鉄各社の事前協議が必要であろう。実際に

このような状況になった場合、バスによる代

替輸送が考えられるが、そもそも停電してい

るということは交通信号が点灯しないという

ことであり、各交叉点を中心に大渋滞の発生

が予想される。しかも、緊急輸送路は使用で

きないから、円滑な代替輸送は事実上、不可

能と考えなければならない。全国から自家用

車などを用いた救援が活発化した場合、これ

らの車両増によって、都内の道路は至るとこ

ろで渋滞し、道路交通は完全にマヒ状態に陥

ることが心配される。事前に、警視庁などを

中心とした交通管制の周知徹底が必須であろ

う。 

 

主な課題と対策 15：暴動や騒擾の発生 

地震直後から長期にわたって、停電する。

すなわち、夜は真っ暗となる。犯罪が多発す

るのは避けられない。たとえば、食料品や飲

料水がなくなると、必ず略奪が発生する。コ

ンビニＡＴＭは全国で約５万台設置されてい
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るが、その内、１万７千台が首都圏に設置さ

れていると推定されており、これを狙った犯

罪も増えるだろう。そのほか、銀行や宝石店

の襲撃、富裕資産家への強盗など多発する危

険があり、社会不安が助長される。ビルやマ

ンションも停電によってセキュリティシステ

ムが働かなくなり、犯罪と無縁ではありえな

い。一方、警察官はまったく不足するし、肝

心の警察署が被災することを免れない。対策

は、地域コミュニティ単位での見回りぐらい

しか考えられない。 

  

主な課題と対策 16：燃料不足による物流支障 

ガソリンや軽油が不足し、物流に支障が発

生する。東京圏で消費される燃料油は、全国

の 31％に当たる 13.9 万㎘で、原油処理能力

は全国の 32％に当たる 22.7 万㎘となってい

る。したがって、処理能力の減少分を補い、

かつ全国から供給する必要がある。特に心配

なのは、製油所の処理能力が約 30％程度過剰

になっており、施設縮小が始まっていること

である。この原因は、エコカーなどの普及に

より、燃費が向上したことが大きい。2011 年

度の全国の製油所の稼働率は 74.2％であり、

すでにコスモ石油坂出製油所が 2013 年７月

に閉鎖されたのを始め、2014 年４月にはＪＸ

エネルギー室蘭製油所と出光興産徳山製油所

の閉鎖が予定されている。 

わが国の製油所はすべて太平洋側にあり、

首都直下地震や南海トラフ地震では被災する

ことが心配されている。したがって、ＪＸエ

ネルギーのように韓国からの輸入に備えて、

日本海側の５か所で油槽所を整備し、輸入基

地化する計画が進んでいる。これらの変化を

踏まえて、燃料の輸送ネットワークの整備、

製油所のリダンダンシーの確保が必須となっ

ている。 
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Ⅰ はじめに 

 道路、橋りょう、トンネル、水道、下水道、

学校、病院、公民館、図書館、公営住宅など

我々の周辺には多くのインフラが存在する。

これらの多くは、1960，70 年代の高度成長期

に集中的に整備され我々の生活を豊かにして

くれた。できるだけ立派なインフラをできる

だけ多く、できるだけ身近に確保したいとい

うのは自然な欲求だった。だが、これらのイ

ンフラが 40～50 年を経過し老朽化しはじめ

た現在、作り替えようにも財源がない状況に

追い込まれた。近年、高齢化により増大する

社会保障費に財源を譲り、公共事業費はピー

ク時から半減したからである。本稿は、イン

フラ老朽化の問題の所在と、解決の可能性に

ついて論じたものである。 

 

Ⅱ インフラの定義 

 インフラは、一般的には、道路、橋りょう、

水道、下水道、河川施設、港湾、空港などの、

主に土木技術をもとに建設される資産を指し

ている。しかしながら、我々の生活にとって

必要で、同様に老朽化している資産としては、

学校、庁舎、公営住宅、公民館などの公共建

築物も存在する。また、浄水場や下水処理場、

廃棄物処理場、斎場などは、その性質上、プ

ラントと言うべきものである。さらに言えば、

病院の医療機器やパソコンなどの情報機器も

財政的な負担という意味では無視できない。 

これらを包括して社会資本と称するのが

正確だとは考えるが、本稿では、土木系のイ

ンフラと建築物を合わせて「インフラ」と表

現し考察の対象とすることにしたい。 

 

Ⅲ インフラ老朽化の実態 

 日本全国の橋りょうは、1970 年代に毎年１

万本以上建設された後徐々に減少し、近年で

は１千本レベルになっている（図表１）。これ

らの橋は老朽化し、2020年代に法定耐用年数

の 50年を経過する。安全を確保するには架け

かえるべきだが、財源がない。架け替えるべ

き財源としては、現在確保している予算しか

ないがその規模は年間１千本規模しかないか

らだ。「１千本分の予算で１万本の橋を架けか

える」のはそもそも無理な話だ。両者の比率

をバジェットギャップと呼べば、その差は 10

倍と言える。 

図表 1 日本全国の橋りょう建設年別本数 
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 橋りょう分野では、国が音頭を取って既存

施設の長寿命化を進めている。このこと自体

は正しいが、対策としては不十分だ。長寿命

化だけでバジェットギャップを解消するため

には 10 倍の長寿命化をしなければならない

が、少なくとも高度成長期の技術で建設した

橋りょうを 10 倍長持ちさせるのは技術的に

不可能だ。費用対効果をしっかり見極めない

と、長寿命化計画は財源の裏付けのない、も

しくは、計画期間後に大量の架け替えの必要

が発生する不十分な計画となってしまう。 

橋は住民の生命にかかわる重要だからとい

って、橋以外の分野から予算を持ってこよう

としても意味がない。同じことは、インフラ

全般にあてはまるからだ。文部科学省資料に

よると、学校施設も橋りょうと同様に集中投

資の後減少するピラミッド構造が存在するこ

とが分かる。 

 

国土交通省では、インフラ老朽化問題に対

応するために、社会資本整備審議会に社会資

本メンテナンス戦略小委員会を設置して、分

野横断的な検討を始めた。会議資料によると、

他のインフラも同様であることが分かる。道

路が最も多く建設されたのは 1960 年代後半、

橋梁が 70 年代前半、河川（水門、ダム）が

80 年前後、港湾が 80 年代前半、公営住宅が

70 年代前半、公園が 70 年代後半である。す

べてのインフラは、一定時期にピラミッド型

に集中投資しその後大幅に予算が削減される

というピラミッド構造を示しており、老朽化

によりいずれ、第２のピラミッドを迎えるに

もかかわらず、予算はピラミッドの底の部分

にしかないという状況に陥っている（図表３）。

これが老朽化問題の所在である。 

 

このまま何もしなければ物理的な崩壊が待

っている。2012 年末、天井板が崩落し 11 名

の死傷者を出した笹子トンネルの例をみるま

でもなく、放置すればいずれは朽ち果ててわ

れわれの生命に危険を及ぼす。13年１月、首

都高速道路会社は、特に老朽化著しい区間の

改修に最大 9,100 億円の投資が必要と発表し

た。４月には、東日本、中日本、西日本の高

速道路３社が、日常的な修繕によって機能を

維持できるとしていた従来の認識をあらため、

５～10 兆円規模の大規模改修が必要になっ

たと発表した。８月、東京都北区では、区道

が陥没して一人の方が一時意識不明となった。

老朽化した下水道管に土砂が流入して地中に

空洞が生じたことが原因と考えられている。 

 

Ⅳ 公共事業の効果と限界 

こうした中、最近では公共事業拡大に舵が

切られている。このこと自体は正しい。国民

の生命に危険が及んでいる状況に対応するに

は当然の措置である。しかし、誤解してはな

らない。老朽化問題は、数年景気対策として

公共事業を拡大する程度ではまったく追いつ

かない構造的な問題なのだ。 

筆者の試算では、今あるインフラ（建築物、

道路、橋りょう、水道、下水道）を単純に更

図表 2 日本全国の学校施設建築年別校数 

図表 3 日本の公共投資のピラミッド構造 
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新するだけでも、年間 8.1 兆円の投資を 50

年間続けなければならない。更新したインフ

ラも 50年しか持たないとすれば 51年目には

再度同額を投資しなければならない、つまり、

8.1 兆円の投資が未来永劫続くのだ。先進国

中最悪の負債依存度の現在のわが国の財政を

考えれば、これを負債でまかなうことが許さ

れるはずはない。 

われわれは、今、8.1 兆円をどう工面しよ

うかと考えるのではなく、8.1 兆円かけずに

どうインフラを確保していくのかを考えなけ

ればならないのだ。 

まず、老朽化したインフラの維持管理・更

新投資を優先し新規投資を後回しにするとい

う明確な構造転換が必要である。今までも、

維持補修の重要性は指摘されてきた。しかし、

実際に有効に支出されてこなかったのは、同

時に「新規も重要」と言ってきたからだ。維

持補修も新規も重要だと言われれば、誰しも

見栄えの良い新規投資をしたくなる。こうし

て、崩壊寸前の学校施設や道路、橋りょうの

かたわら、新しい文化ホールや図書館が建設

されるというアンバランスが生じてしまった。 

これを明確に切り替えて、まず、現在ある

インフラのうち今後も維持すべきものを選別

した後、最優先で安全安心を確保する。「今あ

るインフラですらすべては維持できないのに、

新しいインフラを優先すべきではない」とい

うメッセージは、多くの国民が納得すること

だと思う（図表４）。インフラの９割は国では

なく地方自治体が所有しており、国の補助金、

交付金の条件として「維持補修・更新優先原

則」を連動させれば実効性があがるはずだ。 

だが、新規投資を抑制するだけでは足りな

い。現在のインフラの選択と集中が必要であ

る。このことは簡単ではない。やみくもに進

めると反発が強い。理論的な裏付けが不可欠

である。 

 

 

 

 

 

図表 4 「維持管理更新を優先すべきか」に対する意識調査 

    （ダイヤモンドオンライン 2013.2.15） 
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図表 5 東洋大学ＰＰＰ研究センターの活動 

Ⅴ 実態の把握 

 この矛盾を解決するため

に、東洋大学ＰＰＰ研究セ

ンターは早くから取り組ん

できた（図表５）。1 

 

第１に診断手法の開発で

ある。まず、地域ごとに将

来どの程度の予算が不足す

るのかを簡単に計算するた

めの更新投資計算ソフトを

開発した。これによって具

体的な危機が可視化される

ようになった。耐用年数到

来時点で同規模を更新する

という簡明な構造は、その

後総務省ソフトにも受け継

がれ、多くの自治体が自ら

計算するようになってきた。

筆者も今まで数十の自治体

で計算したが、更新投資予

算が足りるという結論が出

た自治体は皆無である。 

また、公共施設マネジメ

ント白書を客観的に評価す

るチェックリストを開発し

た。白書は個別施設ごとに

費用や利用情報を網羅して、

将来計画策定の基礎情報と

することを目的として全国自治体に普及しつ

つある。チェックリストにより、単に白書を

作るだけでなく、次に何をすべきかがおのず

と明らかになる仕掛けになっている。 

 

 

 

                             
1 東洋大学ＰＰＰ研究センターＨＰ

〈http://www.pppschool.jp〉 

Ⅵ マネジメント原則 

第２はマネジメント原則である。財源不足

の事実と個々の施設の統廃合の間には、何ら

かの理念を具現化した原則が必要である。ま

ず、公共施設には３階層マネジメントを提唱

している。すべての施設を利用者の範囲の大

小によって３層に分けて、大規模施設は隣接

自治体と広域連携する、学校など校区単位の

施設は学校を中心とする多機能施設に集約す

る、公営住宅など民間施設が存在するものは

図表 6 更新投資計算ソフト使用例（埼玉県宮代町） 
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民間施設に対する費用補助（ソフト化）を進

める。 

これらのマネジメントが十分に達成されれ

ば、土地や建物の余剰が発生する。これを民

間に売却、賃貸すれば収入を得ることができ

る。奈良県は東京に立地する県民子弟のため

の学生寮の余剰地を民間に長期賃貸し、賃貸

マンションを経営することで地代収入を得る

ことで、学生寮の更新資金をねん出した。今

まで利用されていなかった土地の有効活用に

より、税負担が発生せず、入寮者へのサービ

スは維持され、民間にもビジネスチャンスが

与えられた。国であれ自治体であれ、公共部

門は使われていない状態をゼロと考えがちで

あるが、実際には機会費用というコストがか

かっている。このコストをゼロにするという

認識を持って取り組めば多くの地域で財政に

貢献できる動きができるはずである。 

一方、道路、橋りょう、上下水道のインフ

ラは、従来のような障害が発生した時点で対

処する事後保全から、障害が発生しないよう

にケアする予防保全に切り替え、ライフサイ

クルコストを引き下げるとともに民間にアウ

トソースする予防保全マネジメントを提唱し

ている。笹子トンネル事故にみられるように

現実に事故が発生し、人命にも危険が迫って

いる状態では、事後保全は通用しない。何を

さておき人命を守るための予防保全が必要で

ある。今まで行っていなかったので予防保全

費用はかかるが、事後保全費用がかからなく

なり、かつ、結果的に長寿命化しライフサイ

クルコストが低下する。北海道清里町、大空

町では、町内のすべての道路、橋りょう、河

川施設の包括マネジメントを民間委託してい

る。地元企業にも仕事が発生する。このモデ

ルは各地で注目を集めており、東京都府中市

では地区と期間を限定してモデル事業を開始

した。千葉県我孫子市や流山市では、公共建

築物に関する予防保全の包括マネジメントを

民間委託している。 

 

Ⅶ 合意形成手法の開発 

第３は合意形成手法の開発である。方針そ

のものには賛成でも個別の統廃合には反対す

るいわゆる「総論賛成各論反対」が多いと聞

く。だが、筆者が見聞きする限り、実は、行

政が総論自体を十分に説明していない例が圧

倒的に多い。少なくとも、利用者以外の納税

者に対する説明はまったく浸透していない。

納税者に総論を理解してもらうためには、無

作為抽出による市民アンケートが有効である。

実態や将来見込みを解説する資料を付けたう

えで、将来の方法として、統廃合、公民連携、

広域連携、地域移管、余剰地売却、利用料引

上げ、特別課税などの選択肢ごとに賛否を問

う。今までの例では、もっとも抵抗が強いと

思われる統廃合に対しても７割を超す賛成が

得られている。総論の理解が本当に得られれ

ば、各論での反対も大幅に減るはずである。 

さらに、各論では、費用対効果情報を明示

して複数の選択肢を提示するオプション・ア

プローチが有効だ。あるインフラが必要か必

要でないかという二者択一ではなく、その中

間の選択肢を提示する。それを議論するには

数字が必要だ。たとえば、公立図書館を維持

するには一般的に貸出者一人当たり 1,000 円

のコストが必要である。図書資料費 100 円、

人件費 500 円、施設関係費 300 円である。こ

図図表 7 3 階層マネジメント 
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の数字を提示すると、図書館推進派の人でさ

え驚き、コストを減らす必要性に共感する。

指定管理者を導入して人件費を下げる（▲200

円）、学校の空き教室を利用して施設費を下げ

る（▲300 円）という工夫をすれば納税者の

負担は半分になる。オプション・アプローチ

は各論での工夫を市民自ら考える方法である。 

第４は個別地域の再編計画の提案である。

東洋大学では、すでに、埼玉県宮代町、東京

都国立市、武蔵野市で提案してきた。研究で

は、まず、診断によって将来的な予算不足金

額を算出する。予算不足を解消するために、

施設統廃合、公民連携、余剰地売却などのさ

まざまな選択肢を検討し、予算不足を解消す

る組み合わせを複数提示する。一般的に想定

されるよりもはるかに厳しい選択が必要とな

るが、同時に、その地域の社会的な実態分析

も詳細に行って、できるだけ公共サービスの

水準を保つ提案を心がけている。 

 

Ⅷ 意識の変革 

上記の通り、本センターではさまざまな手

法を開発してきた。これらの活動を経て到達

した一つの結論は、解決法は単なるコストカ

ットではなく、われわれ自体が変わる必要が

あるという点である。すなわち「インフラを

大量に保有していることが豊かである」とい

う認識を、「財政負担が少なく質の高いスマー

トなインフラを持つ」という認識に改革する

ことである。筆者は、これを「省インフラ」

として提唱している。 

省インフラとは、「できるだけ公共サービス

の水準を維持しつつ、最大限負担を引き下げ

る技術、システム等の総称」と定義する。言

うまでもなく、省インフラは省エネとの対比

で考えると理解しやすい。かつて、日本人は

石油危機に対して、高くなった石油を今まで

通り買うために景気対策をしたわけではなく、

使う石油を減らそうと省エネルギーを進めた。

自分だけは今まで通り石油をふんだんに使い

たいとわがままを言った日本人は誰一人いな

かったはずだ。だから、日本経済は再生し世

界一の省エネ先進国になった。 

今、インフラ分野で同じことをするべきだ。

省エネを成功させた日本人に知恵がないはず

がない。すでに、萌芽的に登場しているさま

ざまな発想を整理する。 

第１はコンパクト化・多機能化だ。今まで

のインフラは人（や企業）の存在・立地を前

提にできるだけ便利になるように作られてき

た。離れた場所に住んでいる地区の間を結ぶ

ためのインフラを道路や上下水道管でネット

ワークすれば、人口が減るにつれて一人当た

りの負担は大きくならざるを得ない。だが、

人々が近隣に移動して投資を集中させれば負

担は大幅に減る。いわゆるコンパクトシティ

である。高い防潮堤の代わりに高台移転によ

って津波被害を避けるのもコンパクト化の一

例だ。３階層マネジメントで述べた、学校施

設と校区内の公共施設を一体化させる多機能

化も同じ効果を持つ。文部科学省も学校施設

のあり方の検討の中でこの方向を認め始めて

いる。 

第２は分散処理だ。コンパクト化は効果が

大きいが、すべての人が移動してしまうと国

土保全や安全保障上の問題も生じる。そこで、

ある程度の人口が残る地区を準コンパクト拠

点として位置づけ、インフラの機能を分散し

て持たせる必要がある。これが分散処理であ

図表 8 省インフラの概念図 
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る。電力の世界では大量生産、大量流通の原

子力、火力発電所に対して、小水力、風力な

ど自分の足元で生産する再生可能エネルギー

が進められつつある。下水道でもネットワー

ク型の公共下水道ではなく、浄化槽方式を採

用すれば分散処理できる。 

第３はデリバリー化・バーチャル化だ。診

療所、図書館、デイケア施設などの施設を地

区ごとに建設するのは無理でも、配達に変え

ればサービスを維持できるかもしれない。移

動図書館は典型的なデリバリーの例である。

コンビニや美容室などの民間の機能を乗せた

配達サービスは実用化されている。水を給水

車で運ぶのもその一つで、厚生労働省のビジ

ョンでもすでに取り入れられている。行政や

金融機関の窓口サービスにも応用可能だ。固

定的なインフラでは将来人口が大幅に減少し

た場合費用が割高となるが、デリバリーであ

ればサービスを縮小すれば良い。固定費を変

動費に変える発想と言えよう。 

ＩＣＴを用いた遠隔医療や電子図書館など

もこのカテゴリーに入る。この分野の進展は

著しく、デリバリー以上に進んでいる。基本

的にはバーチャル化を進めつつ、物理的なサ

ービスの受け渡しが必要な場合、人と人の触

れ合いの機会を残したい場合はデリバリーに

するという役割分担が妥当だろう。 

第４は予防保全などのコスト削減である。

インフラの絶対量を減らすのではなく、イン

フラ１単位当たりのライフサイクルコスト

（ＬＣＣ）を引き下げる。長寿命化が代表だ

が、人口減少を考えると、逆に短寿命化して

更新のたびにスケールダウン

してＬＣＣを下げる方法もあ

る。道路、橋りょう等の予防保

全マネジメントはこのカテゴ

リーに属する。予防保全費用は

かかるが事後保全費用が不要

になりＬＣＣは低下する。 

 

Ⅸ おわりに 

 江戸時代に存在した寺子屋は省インフラの

一例である。当時、寺は宗教施設だけでなく、

学校、公民館、ホテルなど多機能に使われて

いた。寺子屋には貧しい家庭の子供も分け隔

てなく通い、学ぶことができた。立派な学校

施設がなくても、当時世界最高の識字率を生

んだ。今、ユネスコはこのシステムを新興国

に普及させるためのワールド・テラコヤ・ム

ーブメントという活動を行っている。単なる

方法論ではなく日本人の知恵を称賛する活動

なのだ。ある意味世界遺産に指定されるより

も名誉なことかもしれない。 

このように、省インフラは日本の伝統に根

差した得意技だ。インフラ老朽化問題は今後、

アジア、アフリカなど多くの国で起きるはず

だ。その際、日本の省インフラは何よりの国

際貢献になるのではないだろうか。 

 

図表 9 学校施設の多機能化（文部科学省資料） 
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Ⅰ 農山村集落の動態―本稿の課題― 

 今、農山村では３つの空洞化が重層的に進

行している（図１）。 

 1960 年代から 70 年代前半の高度経済成長

期には、若者を中心に激しい人口流出が生じ

た。いわゆる過疎化現象であり、「人の空洞化」

とも言える。その後、そうした地域では、残

った親世代の高齢化により、農林業が地域の

人々では担えなくなり、一挙に農林地が荒廃

化する「土地の空洞化」が生じた。80年代中

頃以降、耕作放棄地の急増を契機に中山間地

域問題が議論されるようになったのはこのよ

うな背景がある。そして、90 年代には、「む

らの空洞化」が発生する。時代の変化の波に

さらされながらもその機能を維持してきた集

落（むら）も、住民のさらなる高齢化や世帯

数の減少により、揺らぎ始めたのである。相

互扶助の力が低下し、道普請や水路清掃とい

う共同作業の継続が困難化する、いわゆる「限

界集落」1も現れている。 

 このように、農山村では、人、土地、むら

の３つの空洞化が、段階的に、そして折り重

なるように進んでいる。興味深いことに、そ

の時々で議論された「過疎」「中山間地域」「限

界集落」はいずれも造語や新語（新たな意味

で使われた言葉）である。関係者は新しい現

象（「過疎」「限界集落」）やそれが集中的に現

れた地域（「中山間地域」）を問題提起するた

めに、新たな言葉を作らざるを得なかったの

である。 

 本稿では、このように、空洞化が進行する

農山村の実態、特に集落の現状と動態に注目

して、さらに今後の政策対応のあり方を考え

てみたい。 

                             
1  「限界集落」という言葉や定義にかかわる問題点の指摘

として、拙著『農山村再生』（2009 年、岩波書店）46～48

頁を参照。 

図１ 中山間地域における空洞化の進展(模式図) 
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Ⅱ 集落限界化のプロセス 

 現在では、多くの農山村集落は、前述の「土

地の空洞化」に位置付き、「むらの空洞化」の

状況にあるものも少なくない。しかし、しば

しば誤解があるが、それがすぐに集落の消滅

を意味するものではない。それでは、集落機

能の後退はいかなるプロセスで進むのであろ

うか。 

 図２により、農山村集落の機能の脆弱化過

程をまとめてみよう。笠松浩樹氏が作成した

図（図の脚注を参照）を、筆者の議論との接

続を意識して、加筆・修正したものである。

ここでは、人口と集落機能の動態を模式化し

ている。 

 

 農山村集落では、一般的に過疎化の初期の

段階では人口の急減が進行する（Ａ－Ｂ間）。

先の「人の空洞化」の段階である。しかし、

この時点ではまだ集落機能の変化は目立たな

い。世帯数や人口の減少に対応して、例えば

集落の役職の統合や廃止、あるいは集落内の

「班」の再編等を行い、対応する。地域によ

る相違はあるものの、大野晃氏が「限界集落」

の基準として使われる高齢化率 50％以上の

集落は、まだこのステージにあるものがほと

んどである。山下祐介氏が、「人々の『ここに

生きる』意志と努力は、多くの人間が考えて

いるより、はるかに強く深い。集落はそう簡

単に消滅するものではないようである」2と論

じるのは重要な指摘であり、大野氏の「限界

集落論」は集落のこの特性を見逃している。 

 その後、人口減少は自然減が中心となり、

そのスピードは低下する。しかし、ある頃か

ら集落機能の低下が顕在化する（Ｂ点以降）。

筆者が、先に「むらの空洞化」と指摘したの

は、この段階以降のことである。実態調査や

統計分析によれば、この段階で見られるのは

集落の農業関係の活動の後退である。集落営

農をめぐる話し合いなどもこうした段階では

                             
2  山下祐介『限界集落の真実』（筑摩書房、2012年）、100

頁。 

　

図２　集落機能脆弱化のプロセス（模式図）

注：資料＝笠松浩樹「中山間地域における限界集落の実態」『季刊中国総研』
　　 32号（2005年）を大幅に加筆・修正。
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難しい。それでも祭り、道普請等の生活面で

の共同活動はギリギリの状態ながらも続けら

れる。 

 さらに、地域に残る高齢者の死亡や都市部

への「呼び寄せ」により、人口の減少は緩や

かに進む。しかし、ある時から集落機能の急

激かつ全面的な脆弱化が発生する。そこでは、

生活に直結する集落機能さえも衰退する。筆

者の認識では集落の「限界化」はここから始

まる。図では、それを「臨界点」（Ｃ点）と称

している。集落の質が、物理現象で見られる

ように不連続に変化するからである。この段

階になると、住民の諦観が地域の中に急速に

拡がっていく。「もうなにをしてもダメだ」と

いう住民意識の一般化である。この「臨界点」

は、水害や地震という自然災害を受けて生じ

ることが多い。また、鳥獣害も契機となる。

「収穫の喜び」を無にする獣害の地域の人々

への心理的な痛手は大きく、諦めを増幅する。 

 そして、さらに進むと、集落内には、わず

かな高齢者のみが残る状態となる。寄合はな

くなり、すべての共同活動が消滅する。おそ

らく、「限界集落」を論じた大野氏が見たのは、

この段階の集落の現実であろう。このような

集落を歩くと、残存する住民からは「余生を

過ごすのに、今はなにも問題がない」という

静かな言葉が返ってくることがあるが、それ

は一連の流れの中での諦観を示していること

が多い。 

 また、この図でもうひとつ強調したいこと

は、集落機能の消滅は集落の無住化以前に起

こっている点である。集落を特徴づける共同

活動がいっさい消滅しても、２～３世帯が残

存する様子は各地で見られる。人がいるから

「集落は消滅していない」とするのは早計で

ある。 

 以上のプロセスを前提とする、次の２つの

政策的インプリケーションが導かれる。第１

に、集落対策は「臨界点」までが勝負所であ

ると考えられることである。それ以降はほと

んどの政策も機能しない可能性もある。集落

内の内発力が著しく低下しているからである。

そして、第２に、その「臨界点」は外部から

のインパクトが引き金となることが多いので

あれば、発生予測は困難である。したがって、

政策支援を含めた外部からの働きかけは、「む

らの空洞化」以降は直ちに始める必要があり

（Ｂ点からＣ点までの間）、さらに言えば、Ｂ

点までの間の予防的対応が必要になる（本稿

では第Ⅵ節で論じる）。つまり、このステージ

における集落をめぐる楽観論は禁物である。

いまはなんとかやっていっても、極端に言え

ば明日突然、集落機能の急速な減退が発生す

る。先の大野氏の「限界集落論」は楽観論を

戒めるという意味では、その役割を果たした。 

 つまり、集落をめぐっては、極端な悲観論

もそれを批判する余りの楽観論も有効性を持

たない。むしろ、厳しい現実のなかで「どっ

こい生きている」という実態と、しかしその

現実がいつ変化するかわからないという強い

警戒心、そしてそれを前提とした速やかな対

応が必要とされている。「希望の光はある。し

かし時間の余裕は多くない」（新潟県十日町市

池谷集落（後述）の声）のである。つまり、

農山村集落をめぐる認識としては、楽観論と

悲観論を比重正しくバランスを取ることが求

められている。 

 

Ⅲ 人による集落支援―「むらの空洞化」

段階― 

 それでは、一部の集落で進みつつあるこの

「むらの空洞化」段階ではいかなる対応策が

必要であろうか。繰り返し論じているように、

集落の限界化は住民の諦めを随伴する。それ

は「臨界点」以降に全面化するが、それ以前

に既に潜在的に生じている。このような状況
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が少しでも生じたときに、重要になるのが、

行政を含めた様々な主体が、現場に入り、そ

の地域に寄り添い、そして見つめ続けること

である。それにより諦めが広がることに歯止

めをかけられる可能性がある。つまり、集落

対策の第一歩は外からの「まなざし」ができ

るだけその集落に向けられるような仕組みを

作ることである。それをいち早く指摘したの

は、長野県阿智村長の岡庭一雄氏であった。

氏は言う。「他の地域の人々から、気にかけら

れている、見守られているということだけで

心の支えになる」。 

 この数年間、農山村の現場でしばしば聞か

れる「補助金から補助人へ」というスローガ

ンは、このような対応を求めるものであった。

補助金を通じたカネやモノによる支援よりも、

地域住民を精神的に支え、事業ノウハウの形

成をサポートする「人による支援」こそが重

要だという主張である。 

 しかし、なぜそのことが、この時点で強調

されたのであろうか。そこには、次のような

背景がある。 

 第１は、農山村にあった既存の人による支

援システムの相継ぐ撤退、脆弱化である。農

協の営農指導員や普及センターの農業普及指

導員は、単に農業技術にとどまらず、様々な

情報を提供する機能を持っていたが、それが

量のみならず質的にも低下している。そして、

決定的なのは市町村合併による行政職員の

「現場歩き」の後退である。今では、市町村

職員が集落等をお世話する「地域担当制」が

各地で議論・実践されているが、それにあえ

て取り組まなくてはならないほど、合併によ

り遠くなった役場（市役所）の職員が現場に

顔を出す機会が減っている。 

 第２には、「補助人」導入を妨げている行政

上のある種の「原則」である。我が国では、

行財政改革が言われ始めた頃から、国・地方

を問わず、人件費をともなう新たな財政支出

が原則的に抑制されてきた。それは、そのよ

うな支援が恒常化しやすいからだと言われて

いる。つまり、この「原則」からすれば、「補

助金から補助人へ」の転換には行政上の大き

な壁が立ちはだかっている。しかし、既に見

た農山村集落の現実はその壁の突破を強く促

していた。 

 2008 年度以降、急速に整備された集落支援

員や地域おこし協力隊は、「地域サポート人

（補助人）」3を自治体が委嘱することに対し

て、地方交付税（特別地方交付税）により国

からの支援を行う仕組みである。つまり、農

山村集落の実態からの要請に応え、大きな壁

（財政原則）を崩すものであり、それは画期

的なものと言えよう。 

 このうち、集落支援員は地元の地域精通者

が中心であるが、地域おこし協力隊は、都市

圏からの住民票の移動が条件とされているた

めに、多くが都市部の若者である。これらの

制度ではないが、ＮＰＯ等に属し、活動する

若者もいる。いろいろなタイプの「地域サポ

ート人」が、集落や地域産業の再生のために、

各地で活動し始めている。 

 

Ⅳ 「地域サポート人」とその活動の実態 

(1) 「地域サポート人」の概況 

 なかでも地域おこし協力隊の活動は、各方

面から注目され、テレビドラマ化もされてい

る4。総務省の最新調査（2013 年３月末）に

よれば、207 自治体（うち３は都道府県）で

617 名の協力隊員が活躍している。20歳代・

                             
3  各種の「地域サポート人」をめぐる政策の特徴と意義に

ついては、図司直也「農山村における地域サポート人材の

役割と受け入れ地域に求められる視点」（『ＪＣ総研レポー

ト』）第23号、2012年）が詳しい。 
4  2012 年 10月から 12月までフジテレビ系列で放映され

た連続ドラマ「遅咲きのヒマワリ～ボクの人生、リニュー

アル～」は、地域おこし協力隊の主人公の農山村での活躍

をテーマとしたものであった。 
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30 歳代が 80％を占め、37％が女性である。 

 彼らの応募の動機を、移住・交流推進機構

によるアンケート調査(2012 年８月実施）で

見ると（表１）、実に多様であることがわかる。

地域貢献、適職探し、将来の定住準備、田舎

暮らし、興味等の理由に回答が分散し、いず

れも２割を超えることはない。 

 

 筆者の各地でのヒヤリング調査でも、「地域

サポート人」にとって農山村がどのような「場」

なのかを見ると、次の４つタイプに分かれる。

第１は、「仕事の場」である。農山村における

仕事として触れ、それに魅力を感じる若者が

増えている。ただし、アンケート結果には「他

の就職先が見つからなかったから」という回

答は１％未満であるように、協力隊への就職

はやむを得ざるものではない。第２に、「自分

探しの場」がある。非日常的空間で自らを見

つめ直し、自信とエネルギーを得たいという

若者はどの時代にもいる。彼らが農山村に向

かっているのが新たな現象であろう。そして、

第３は「貢献の場」である。周知のように、

東日本大震災の被災地には多くの若者ボラン

ティアが駆けつけが、それ以前より、若者達

は農山村に向かっていた。多くの問題をかか

える地域に対して、「自分たちの世代でなにか

できないか」という熱い思いを持って、地域

活動に参加する若者が増えている。そして、

第４に、「定住の場」である。このアンケート

は「定住のための準備」という回答は 15％で

あるが、実際に、2012 年３月で委嘱期間を終

えた協力隊員（100 名）の行き先を見ると、

67％の者が活動した地域に定住している。こ

のような多様な動機を持つ若者が「地域サポ

ート人」として、農山村に集まっているので

ある。 

 また、表２により、その活動内容を見ると、

隊員の大多数（87％）が「地域行事やイベン

ト等コミュニティ活動の応援」を行い、こう

した形で住民と関わっていることがわかる。

また、「情報発信」や「地域ブランド」「観光」

等、都市出身者ならではの業務を担当してい

る姿も見られる。他方で 42％を占める「農作

業支援、耕作放棄地再生、畜産業支援、林業

支援」や「道路等の清掃」等、現業的活動も

見られる。このように企画から現業までの幅

広い活動をしながら、地域と集落を支えてい

るのである。 

(単位：人、％）
順位 応募理由 回答数 割合

1 地域の活性化の役に立ちたかったから 48 18.0
2 自分の能力や経験を活かせると思ったから 41 15.4
3 現在の任地での定住を考えており、活動を通じて、定住のための準備をしたかったから 39 14.7
4 活動の内容がおもしろそうだったから 33 12.4
5 一度、田舎（地域）に住んでみたかったから 27 10.2
6 現在の任地への何らかの繋がりがあったから 24 9.0
7 誘ってくれる仲間がいたから 6 2.3
8 都会の生活に疲れたから、都会の生活はもういいかなと思ったから 5 1.9
9 地元（同一県内を含む）で働きたかったから 5 1.9
10 他の就職先が見つからなかったから 2 0.8
－ その他 36 13.5

266 100.0

表１　「地域おこし協力隊」の応募理由（アンケート結果、2012年８月）

１．資料＝移住・交流推進機構（JOIN）「地域おこし協力隊・隊員アンケート調査」(2012年８
　　月実施）による。
２．アンケートの設問は「あなたが『地域おこし協力隊』に応募した理由は何ですか」。回答
　　は「最大の理由」で単一回答式。また、回答者数には「未回答」を除く。

回答者数
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 なお、表出は省略するが同アンケート結果

によれば、協力隊員の応募時の職業は、「フル

タイムの正社員・職員」が 25％、「フルタイ

ムの契約社員・職員」15％、「パート・アルバ

イト」が 15％、「学生・大学院生」が 14％で

ある。若者の就業の実態を強く反映している。 

 

(2) 集落と「地域サポート人」 

 他方で、集落サイドはこの「地域サポート

人」とどのようにかかわり、そして変化して

いるのであろうか。その典型例として、2004

年の新潟県中越地震の被災集落であり、それ

からの復興が「奇跡の集落」と称されている

新潟県十日町市池谷集落の事例を見よう。 

池谷集落は 1960 年代には 37 戸（211 名）

の世帯がある中規模な集落であったが、中越

地震時には６世帯、13名（高齢化率 62％）の

小規模高齢化集落になっていた。被災後、国

際協力活動をおこなっているＮＧＯ（東京本

部）の支援を受け、多くのボランティアを受

け入れたことから、集落が徐々に変わる。2010

年には、「地域おこし協力隊」として、東京の

コンサルタント会社に勤務していたＴＡ氏が

集落に家族とともに移り住む。さらに若い女

性２人があいついでこの集落の活動に加わっ

た。このため、現在では９世帯 18名となり、

高齢化率も 44％に低下したことから、マスコ

ミからは「限界集落を脱した『奇跡の集落』」

といわれ、注目されている。 

 被災以降のそのプロセスは以下のようにま

とめられるであろう。 

 

被災→＜復興支援の動き＞→ボランティ

アとの出会い→集落住民による集落再評

価→住民による「集落存続」という共通

目標の設定→＜新住民・協力隊ＴＡ氏家

族参入＞→その目標実現のために地域お

こし協力隊のサポート→＜新住民・女性

参入＞→集落ビジョンの作成→各種事業

の取り組み開始（日本一のにぎやか村プ

ロジェクト） 

 

 つまり、池谷集落では先の図２で見たよう

に、震災というインパクトを集落脆弱化の「臨

界点」につなげることなく、逆に集落の再生

に向けた動きに転化したことを意味している。

その点で注目すべきことは、上記のプロセス

の前半に現れた住民の意識の大きな変化であ

(単位：人、％）
順位 取り組んでいる活動 回答数 回答割合

1 地域行事やイベント等コミュニティ活動の応援 239 86.6
2 地域メディア、インターネットなどを使った情報発信 152 55.1
3 農作業支援、耕作放棄地再生、畜産業支援、林業支援 117 42.4
4 地域ブランドや地場産品の開発・販売・プロモーション 115 41.7
5 地域観光素材の掘り起こしや着地型観光商品の開発 100 36.2
6 都市との交流事業 78 28.3
7 教育旅行事業実施の応援 49 17.8
8 移住者受け入れ促進 43 15.6
9 道路等の清掃 42 15.2

10 伝統芸能や盆踊り等の復活 34 12.3
11 住民の生活支援としての見守りサービス 30 10.9

276 100.0

１．資料＝表１と同じ。
２．アンケートの設問は「現在、あなたは、『地域おこし協力隊』としてどのような活動に取り組んで
　　いますか」。当てはまるものをすべて選ぶ複数回答式。回答割合が１０％以上のもののみを表
　　示している。回答者数には「未回答」を除く。

表２　「地域おこし協力隊」の活動内容（アンケート結果、2012年８月）

回答者数
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る。集落のＴＵ氏は言う。「ボランティアに囲

まれて、ある時から、集落に残るみんなで『こ

の集落を残そう』という同じ目標を言い合え

るようになった。それまではそんなことは口

にするのもはばかれた」。そして、その段階に

なると、むしろ「集落が小さかったのでまと

まりやすい」とさえ思うようになっていたと

いう。 

 つまり、被災直後から始まったＮＧＯ・ボ

ランティアによる集落支援は、地域に寄り添

い、見つめる役割を果たしたのである。この

ことにより、集落の住民自体が、諦めではな

く「なんとかなる」という意識を持ち始めた。

そのＮＧＯが役割を終え、それを引き継ぐよ

うに地域に入った地域おこし協力隊のＴＡ氏

は、集落内に家族とともに移住し、引き続き

地域に寄り添うと同時に、米直売の本格化、

集落資源を活かした新商品（鶏卵）の開発等

を手がけている。「地域サポート人」として、

ゆっくりと動き始めた集落の動きを、無理な

く加速化しようと奮闘している。 

 このように、地域と「地域サポート人」と

の関係を、復興段階（寄り添い段階）－地域

づくり段階（事業実施段階）という形で典型

的に示した点で、池谷集落の挑戦は注目され、

またそれは東日本大震災からの復旧・復興に

重要な教訓を投げかけている。 

 

Ⅴ 「地域サポート人」による集落支援の

課題 

 こうして、全国各地で、集落と都市出身の

若者を中心とする「地域サポート人」の組み

合わせによる、地域再生の挑戦が始まってい

る。しかし、課題も少なくない。 

 それは多岐にわたるが、現場で活動する地

域おこし協力隊からは、意外にも足もとの地

方自治体との関係に関する問題提起が見られ

る。ひとつは、自治体職員と協力隊の役割分

担という点である。一部では、行政職員が地

域おこしの支援を行う余裕がないから協力隊

を導入するという自治体もみられる。しかし、

このような外部人材に地域を任せておけばよ

いという「代替」の発想があるとすれば、そ

れは問題である。先にも触れたように地域担

当制を取る自治体や専任の地域担当職員をお

く自治体もあり、まずはこのような努力が自

治体内で行われることが望まれる。そのうえ

で、外部人材には、「外部」という特質を意識

した活動を委嘱することが必要であろう。つ

まり、行政と協力隊の関係は「代替」ではな

く「補完」の関係が求められており、役割分

担が重要となる、 

 ふたつは、地域おこし協力隊のサポート体

制である。筆者らのヒヤリングによれば、現

在活動する協力隊には、少なからず自治体の

サポート体制に対する不満がある。具体的に

は、担当窓口がたらい回しされる、地域おこ

し活動のため資金を自治体が準備していない

等があるが、それは表面的なことであり、解

決は難しくない。むしろ、協力隊からのより

深い不満は、彼らの受け入れ担当者職員やそ

の部署に地域づくりの「思い」がないことで

ある。「思い」がないために、地域にも協力隊

にも、何をして欲しいかが説明できず、協力

隊が地域内で「放置」されているケースもあ

る。特に、首長からのトップダウンで導入が

決まった自治体ではこうした傾向が少なくな

い。 

 このように、この制度における自治体の役

割を認識せずに協力隊を導入するならば、協

力隊本人にとっても、集落等の地域にとって

もそれは不幸なことであろう。そうならない

ためにも、自治体には相当の準備と体制の調

整が求められている。 

 また、当然のことながら、「地域サポート人」

の雇用終了後の対応はさらに重要な課題であ
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ろう。先にも紹介したように、総務省の調査

によれば、かれらの地元定住率は高い（2012

年３月終了者 100 名中 67名）。定住者のさら

に内訳を見ると「就農」「就業」「起業」がそ

れぞれ 45％、42％、７％を占めている。農山

村という地域を選択し、３年間（最長）の任

期でその地域を深く知り、そして再びその地

域を選択した若者－つまりその地域を２度選

択している－に対する、起業資金、就農資金、

就職の斡旋支援は最優先で準備されるべきも

のであろう。 

 また、地域おこし協力隊の中には青年海外

協力隊の経験者や逆に終了後、海外協力隊に

挑戦する者もいる。さらに受け入れ自治体の

中には、協力隊員を職員として優先的採用す

ることを検討中の自治体もある。彼らのキャ

リア・パスがより広がる制度や仕組みの構

築・改善が至急検討されるべきであろう。 

 

Ⅵ ＜補論＞集落再生の一般的課題―「む

らの空洞化」以前― 

 なお、ここで、先の図１のプロセスにおけ

る「むらの空洞化」以前の集落にかかわる再

生課題についても、「補論」として触れておこ

う。それは、一般的な地域再生の課題であり、

各地の取り組みの中で、そのポイントは地域

コミュニティの再生と地域経済構造の再構築

という形で集約されつつある。紙幅の関係も

あり、ここでは地域経済の再生についてまと

めておきたい。 

 農山村では、所得の減少が進む中で、公共

事業に依存しない産業構造の構築が改めて喫

緊の課題となっている。その具体的イメージ

は、ゆず加工で著名な高知県馬路村や「葉っ

ぱビジネス」として名高い徳島県上勝町の「い

ろどり事業」等が輪郭を示している。それら

を含めて、農山村の新しい地域産業は、次の

「４つの経済」の構築・確立としてまとめる

ことができる。 

 第１は、「第６次産業型経済」の構築である。

地域農林水産物を加工、販売する「第６次産

業」の必要性は、馬路村や上勝町の事例がつ

とに示している。それは、食用農水産物の国

内生産額約９兆円（2005 年）と最終消費飲食

費約 74兆円（同）のギャップに含まれている

付加価値と雇用を、農山村サイドが新たに得

ようとする活動でもある。 

 第２に、「交流産業型経済」の実現である。

交流は、都市住民と農村住民の双方の人間的

成長の機会である。日本におけるグリーンツ

ーリズムのメッカといえる大分県旧安心院町

（現宇佐市）の「農泊」が、高いリピーター

率を誇るのはこうした要因による。そのため、

交流産業はビジネスとしての成立可能性も大

きい。 

 また第３には、「地域資源保全型経済」の実

践である。農山村の地域産業が、地域に固有

の「地域資源」を利活用するのは当然のこと

である。しかし、現在ではそれだけではなく、

その地域資源を保全し、磨き上げる過程があ

ることを外部に適切にアピールすることが必

要である。地域資源の形成・保全・磨き上げ・

利用というプロセスが、ひとつの「物語」と

なって、商品に埋め込まれた時に、都市の消

費者の強い共感が生まれる。たとえば、最近

では、森を守るためには間伐が必要だという

ことは都市住民にもよく知られている。間伐

作業が、森林という地域資源を磨き上げ、保

全することにつながっているのである。その

ため、間伐材を素材とする商品は、「森を守る

ための商品」というわかりやすい物語性を持

っており、高知県馬路村の木製バッグのよう

に、ヒット商品となるものも生まれている。

その背景には地域資源（森林）保全への消費

者の共感がある。 

 そして、最後には「小さな経済」の構築で
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ある。農山村住民へのアンケートによれば、

「あといくらぐらいの月額収入が必要か」と

いう問に対する住民の回答は、必ずしも大き

な金額ではない。特に、高齢者では、月３万

～５万円が中心であり、年間でいえば 36万～

60万円の追加所得である。そこで、このよう

な小さな水準の所得形成機会、すなわち「小

さな経済」を確実に地域内に作り出していく

ことが重要となっている。現在でも、農産物

直売所、農産加工、農家レストラン、農家民

宿や集落営農オペレーターの所得がこの水準

にあり、具体的イメージとなろう。 

 このような「小さな経済」が集積すると、

それを調整・企画・補完する機能と人材が必

要となり、そこに新たに若者の雇用の場面が

形成される可能性が生まれる。つまり、「小さ

な経済」が、若者の就業を可能とする「中規

模の経済」の基礎となることが期待される（こ

れを「積み上げ効果」と筆者は呼ぶ5）。 

 

Ⅶ 農山村集落再生の前提条件―おわり

に― 

 このように農山村の集落に関して、新たな

取り組みやそれを支える政策も徐々に準備さ

れてきた。今後のさらなる具体化と諸政策の

連携、そして一層の体系化が要請されている。 

 しかし、その際には重要な前提が必要であ

る。それは、都市と農村の共生関係の再構築

である。筆者がその点を強調するのは、都市

における高齢化の進行とその影響が背景とし

てある。藤山浩氏によれば、広島市郊外の団

地の高齢化率は 2015 年には、島根県中山間地

域のそれを上回ることが予想されるという6。

最近では、こうした近未来図が見えるにつれ

                             
5  拙稿「農山村再生の戦略と政策」同編『農山村再生に挑

む』（岩波書店、2013年）、240頁。 
6  藤山浩「集落の現場から未来を見つめる」（大西隆・小

田切徳美・中村良平・安島博幸・藤山浩『これで納得！集

落再生』、ぎょうせい、2011年）、158頁。 

て、一部の論者が、「農山村対策より高齢化す

る都市の対策が必要だ」と早速論じ始めてい

る。 

 都市の不満と不安が増大する時には、「地方

や農山村を偏重しすぎたから、都市の危機が

生じた」という筋違いの責任転嫁や農山村バ

ッシングが生じやすい。小泉構造改革期がま

さにその時期であった。 

 この点にかかわり図３を作成した。農山村

の集落問題への国民的関心を測る指標として、

全国紙（日本経済新聞）における「限界集落」

という言葉の時期別の登場頻度を示している。

これによれば、2007 年から 08 年頃に紙上へ

の登場回数が急増している。直ちに予想され

るように、その直接の契機は 2007 年７月の参

議院議員選挙結果のインパクトであろう。詳

細は省略するが7、この選挙では地域格差問題

が大きな争点となり、選挙で敗北した政府与

党（自民党）はその事後対策として、「限界集

落」を象徴とする農山村の集落対策のために

急速に動き出した。本稿で見た「人による集

落支援」が急遽推進されたのも、このような

背景があったのであろう。しかし、注目すべ

きは、この「ブーム」はごく短期間で終わっ

ている。農山村集落への国民的関心もまた、

持続的ではないことが予想される。 

 しかし、国民の農山村への関心が薄く、そ

の結果、都市と農山村の感情的対立や国論の

不毛な分裂が生まれる中では、社会の未来は

生まれない。両者の共生を軸とするユニーク

な国づくりへ向けた前進こそが求められてい

る。それを十分に意識しない政策は、都市、

農山村双方の将来に取り返しがつかない禍根

を残すことになるだろう。 

 むしろそのような時だからこそ、「人の空洞

                             
7  この点の詳細は、拙稿「農山村再生策の新展開」（小田

切徳美編『農山村再生の実践（仮題）』、農山漁村文化協会）

を参照。 
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化」から約半世紀にわたり取り組まれてきた、

地域再生に向けた農山村の英知やその教訓を、

農山村は都市に発信し、また都市はそれを学

ぶことを含めた真の意味での都市と農村の連

携と共生が求められているのである。 

 

 それに応じて、国レベルの農山村の戦略的

な位置づけも求められている。周知のように、

新しい世紀に入り、食料、エネルギーの価格

動向が世界的に注目されている。穀物や原油

の価格は、乱高下を繰り返しながらも、基本

的には従来にない高い水準で推移している。

その要因は、グローバルマネーによる投機で

あると言われている。つまり、これらの素材

は、ひとたび国境を越えれば、投機、したが

って政治の対象となる「国際的戦略物資」と

しての性格を露わにしているのである。 

 その「戦略物資」としては、食料、エネル

ギーのみでなく、水、二酸化炭素吸収源も当

てはまる。そして、重要なことは、それらは

日本国内では、いずれも多くが農山村から供

給されていることである。エネルギーでは、

地球温暖化の要因となる火力発電や惨事を引

き起こした原発に代わりバイオマスや小水力

発電が期待されるが、それらはまさに農山村

でこそ立地可能である8。 

 したがって、これらを国内供給する農山村

は、国際的視点から見れば、「戦略地域」と位

置づけられ、その保全や再生が国家的課題と

されるべきものであろう。さらにまた、この

４つの物資の安定的供給は、国際的情勢に過

度に振り回されることのない状況をわが国が

内部から作り出していくことにつながり、自

国の利害のみを語る単なる安全保障論を超え

た国際的貢献に資することとなろう。 

 農山村の集落問題はこの様なレベルから位

置づけることが求められているのである。 

 

                             
8  室田武・倉阪秀史・小林久・島谷幸宏・山下輝和・藤本

穣彦・三浦秀一・諸富徹『コミュニティ・エネルギー』（農

山漁村文化協会、2013年）を参照のこと。 
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図３ 新聞紙上（日本経済新聞）における「限界集落」の登場頻度
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図３ 新聞紙上（日本経済新聞）における「限界集落」の登場頻度 
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Ⅰ はじめに 

日本は高齢化、核家族化の進行により、平

成 23年現在、全世帯の約４割が 65歳以上の

高齢者のいる世帯であるが、そのうち３割が

夫婦のみの世帯、2.5 割が単独世帯である1。

高齢化が急速に進む日本では、誰にも看取ら

れず、死後数日経って発見されるようなこと

は当たり前と思わなければいけないのだろう

か。もちろんそのような死に方をゼロにする

ことは不可能であろうが、孤立死のリスクを

できる限り減らすことは可能であろう。こう

した世帯の高齢者は、地域や社会とのつなが

りが希薄化し、地域から「孤立」した暮らし

になりがちで、「孤立死」が増加する可能性が

高いと報告されており2、孤立を防ぐことで孤

立死を防ぐことが可能であることは言うまで

もない。しかし孤立しそうな高齢者、あるい

は孤立死する可能性の高い高齢者は誰なのか

を明らかにすることができれば、より「孤立

                             
1  財団法人 厚生統計協会：国民衛生の動向・厚生の指標 

増刊，59(9)，p45．2012/2013． 
2  高齢者が一人でも安心して暮らせるコミュニティづく

り推進会議（「孤立死」ゼロを目指して）：報告書，p1-11，

2010． 

死」を防ぐことは可能であろう。 

筆者が委員長として行ったセルフ・ネグレ

クトと孤立死に関する調査3で、孤立死に至っ

た事例の生前の状態は、約８割がセルフ・ネ

グレクトの状態であった可能性があるという

結果が得られた。本稿では、孤立死をセルフ・

ネグレクトとの関連から述べ、セルフ・ネグ

レクトおよび孤立死の実態から、今後の対策

と課題を述べていく。 

 

Ⅱ セルフ・ネグレクトの実態 

１ セルフ・ネグレクトの定義 

セルフ・ネグレクトについては、未だ日本

で統一された定義は示されていないが、津村

ら4は海外の研究論文等を参考に「高齢者が通

常一人の人として、生活において当然行うべ

き行為を行わない、あるいは行う能力がない

ことから、自己の心身の安全や健康が脅かさ

れる状態に陥ること」と定義している。津村

らは、「当然行うべき行為を行わない、あるい

は行う能力がない」者を含めているのは、認

知力や判断力の低下がない者が自分の意思で

行うこと（意図的）、何らかの疾患等で認知力

や判断力が低下している者が行為やその結果

をわからず行うこと（非意図的）、どちらもセ

ルフ・ネグレクトであると定義している。認

知症や精神疾患等により認知・判断力が低下

してセルフ･ネグレクトの状態に陥っている

                             
3  ニッセイ基礎研究所：セルフ・ネグレクトと孤立死に関

する実態把握と地域支援のあり方に関する調査研究報告

書（委員長；岸恵美子），p47-57，2011． 
4  津村智恵子，入江安子，廣田麻子他：高齢者のセルフ・

ネグレクトに関する課題．大阪市立大学看護学雑誌，2：

p1-10，2006． 
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場合でも、認知・判断力の低下はなく、本人

が自分の意思で行っている場合であっても、

生命や健康に関わる状態であれば、他者が介

入して支援する必要があると考える。具体例

としては、いわゆるゴミ屋敷や多数の動物の

放し飼いによる極端な家屋の不衛生、本人の

著しく不潔な状態、医療やサービスの繰り返

しの拒否などにより、健康に悪影響を及ぼす

ような状態に陥ることをさす。 

また「東京都高齢者虐待対応マニュアル」5

では、「一人暮らしなどの高齢者で、認知症や

うつなどのために生活能力・意欲が低下し、

極端に不衛生な環境で生活している、必要な

栄養摂取ができていない等、客観的にみると

本人の人権が侵害されている事例」を「いわ

ゆるセルフ・ネグレクト（自己放任）」と定義

したうえで、高齢者虐待に準じて対応するべ

きとしている。高齢者虐待は他者により高齢

者の人権が侵害される状態に陥ることである

が、セルフ・ネグレクトは自分自身を放置・

放任することにより、人権が侵害される状態

に陥ることであり、結果的にどちらも人権が

侵害されることに変わりはない。 

高齢者虐待とセルフ・ネグレクトは、他者

によるものか自分自身によるものかの違いで

あって、結果的にはどちらも人権が侵害され

ている状態であり、そのような高齢者の人権

を擁護し、その人らしい生活を支援すること

が専門職の役割であると考える。 

  

２ 高齢者虐待とセルフ・ネグレクト 

高齢者虐待とセルフ・ネグレクトは、結果

的に人権が侵害されるという点で同様である

とすでに述べたが、高齢者虐待とセルフ・ネ

グレクトは極めて密接な関係にある。 

たとえば、家族から繰り返し虐待を受ける

                             
5  東京都：高齢者虐待防止に向けた体制構築のために－東

京都高齢者虐待対応マニュアル－，2006． 

ことにより、高齢者自身が自分の存在価値を

低いと感じ、生きていること自体が家族に迷

惑をかけると思いこみ、パワーレスな状態に

陥ることが少なくない。パワーレスに陥った

高齢者は、積極的に他者に助けを求めること

や、相談しようとする気力さえ失われてしま

う。当然のことながら、家族の介護の放棄・

放任により、高齢者が適切に介護されない状

態が続くと、要介護状態である高齢者本人は

自分自身のケアができないため、やむなくセ

ルフ・ネグレクト状態に陥ることになる。一

方、高齢者本人がセルフ・ネグレクト状態で

家族の支援を拒否するような場合には、周囲

からみると家族が介護の放棄・放任をしてい

るように見えることがある。家族は高齢者を

支援したくても、高齢者が支援を受け入れて

くれないため、どう対応してよいか迷い、結

局家族が諦めて高齢者を放棄・放任せざるを

得ない状況になることもある。 

高齢者虐待であってもセルフ・ネグレクト

であっても、他者によるものか自分自身によ

るものかの違いであって、高齢者の健康や安

全が損なわれている状態であるという点が重

要であり、高齢者虐待とセルフ・ネグレクト

は表裏一体の関係にあり、対応する専門職は

連動して考える必要がある。 

 

３ セルフ・ネグレクトの実態と背景 

筆者らは全国の地域包括支援センター

（4,038 か所）を対象に、日本で初めてセル

フ・ネグレクトに関する悉皆調査6を実施した。

1,046 か所の地域包括支援センターから有効

回答（有効回収率 25.9％）を得、地域包括支

援センターが関わったセルフ・ネグレクト状

態（疑いを含む）の高齢者 846 事例を分析し

                             
6  岸恵美子，吉岡幸子，野村祥平他：専門職がかかわる高

齢者のセルフ・ネグレクト事例の実態と対応の課題－地域

包括支援センターを対象とした全国調査の結果より，高齢

者虐待防止研究，7(1)，p125-138，2011． 
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た。その結果、約７割が独居の高齢者であり、

そのうち別居家族の支援がある者が約３割、

別居家族の支援がない者が約７割であった。

近隣住民との関わりについては、関わりがあ

る者が約３割、関わりがない者が約７割を超

えており、別居家族からの支援も、近隣から

の支援もない人たちが少なくない現状が明ら

かになった。また介護保険を申請していない

人が約６割を占め、このような高齢者は、行

政からの訪問などがない限り、全く人との交

流なく毎日を過ごすことになるだろう。 

健康問題では、「性格や人格に問題がある

者」が約６割、「アルコール問題のある者」「精

神疾患がある者」がそれぞれ約２割、「糖尿病

に罹患している者」が約１割、「糖尿病以外の

治療が必要な内科的な慢性疾患がある者」が

約４割を占めていることが明らかになった

（図１）。この結果から、セルフ・ネグレクト

そのものが健康に悪影響を及ぼしたとは言い

切れないが、少なくともセルフ・ネグレクト

の高齢者の中に、健康状態が悪化しているに

も関わらず治療や必要なサービスを拒否して

いる者がいることや、性格や人格に問題があ

るために、支援を受け入れることが困難な者

が少なくないことが推測された。

 

図１ セルフ・ネグレクト事例の介入初期の状態 

 

岸恵美子他；セルフ・ネグレクトに対応する介入プログラムの開発と地域ケア 

システムモデルの構築，2008～2010 年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））研究成果報告書，p16－31，2011． 

 

また 846 事例の介入初期の状態を探索的に

因子分析したところ、「不潔で悪臭のある身体

の放置」「地域の中での孤立」「生命を脅かす

自身による治療やケアの放置」「失禁・排泄物

の放置」「不適当な金銭・財産管理」「不衛生

な住環境」「奇異に見える生活状況」および「必

要な医療・サービスの拒否」の計８因子が抽

出された7。これらの因子構造については今後

精査が必要であるものの、これら８因子のう

ち、「不潔で悪臭のある身体の放置」「不衛生

な住環境」の２因子が特化している事例では、

                             
7  岸恵美子他；セルフ・ネグレクトに対応する介入プログ

ラムの開発と地域ケアシステムモデルの構築，2008～2010

年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ））研究成果報告書，

2011． 



孤立死の実態から見た課題と対策 

RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 39 

ゴミ屋敷といわれる状態になっていると考え

られる。 

  

４ セルフ・ネグレクトのリスク要因 

セルフ・ネグレクトになりやすいのはどの

ような人か、またセルフ・ネグレクトのリス

クを高めるのはどのようなことであろうか。

リスク要因（リスクファクター）については、

現段階でまだ明確になっていない部分も多い

が、Pavlou ら8は 16 のリスクファクター（危

険因子）をあげている。①併存症（Medical 

Co-Morbidity）、②認知症、③うつ、④アルコー

ル問題、⑤不安障害や恐怖症（anxiety 

disorders and phobias）、⑥統合失調症や妄

想性障害、⑦強迫神経症、⑧人格障害や生れ

ながらの人格特徴、⑨その他の精神障害、⑩

感覚障害（Sensory Impairments）、⑪身体の

障害、⑫社会的孤立、⑬教育、⑭貧困、⑮人

生の困難なこと、⑯自立を維持したいという

プライド、であるが、これらのリスク要因と

セルフ・ネグレクトの因果関係はまだ証明さ

れていない。 

筆者も委員として関わった内閣府が実施

したセルフ・ネグレクト高齢者の調査9では、

原因が特定できない事例が多かったものの、

セルフ・ネグレクト状態に陥った背景として、

「認知症・物忘れ・精神疾患等の問題」「親し

い人との死別の経験」及び「家族・親族・地

域・近隣からの孤立、関係悪化など」がそれ

ぞれ約３割、「疾病・入院など」が２割、「家

族関係のトラブル」と「身内の死去」がそれ

ぞれ約１割であった。 

セルフ・ネグレクトの要因については、未

だ明確になっていない部分も多いが、認知

                             
8  Pavlou MP, Lachs MS.： Could self-neglect in older 

adults be a geriatric syndrome? Journal of the American 

Geriatrics Society, 54(5), 831-842. 2006． 
9  内閣府；セルフ・ネグレクト状態にある高齢者に関する

調査―幸福度の視点から 報告書，平成 22 年度内閣府経

済社会総合研究所委託事業，2011． 

症・うつ・精神疾患・疾病・貧困・社会的孤

立など、現代の高齢化社会の問題がそのまま

反映されていると考えられる。少子高齢化社

会が進むわが国において、今後認知症・うつ・

貧困・社会的孤立の問題は深刻化し、日本に

おけるセルフ・ネグレクトはますます増加す

ると推測される。 

 

Ⅲ セルフ・ネグレクトと孤立死 

１ 孤立死の実態と背景 

「孤立」とは広辞苑によれば「他とかけ離

れてそれだけであること」「ただ一人で助けの

ないこと」とされている。「孤独」は広辞苑で

は「仲間のいないこと」「ひとりぼっち」であ

り、孤独死は「看取る人もなく一人きりで死

ぬこと」とある。「一人きりで死ぬこと」は、

高齢者の増加、加えて一人ぐらし高齢者や高

齢者のみ世帯の増加から避けられないとする

考えもあるだろう。しかし「孤立死」は広辞

苑に記載されていないが、「孤立」+「死」で

あると考えれば、「地域から孤立して亡くなる

こと」と解釈される。生前に「孤立」してい

たかどうかは、死後には確認することは困難

であり、「孤立死」は、「誰にも気づかれずに

亡くなり、死後すぐに発見されないこと」あ

るいは、「自宅にて死亡し、死後発見までに一

定期間経過すること」とされ、現在は孤独死

とほぼ同義で用いられている。 

東京都監察医務院は、東京都 23 区内で発

生したすべての不自然死を死体解剖保存法第

８条に基づいて死体の検案及び解剖を行う東

京都の行政解剖施設で、365 日死体検案書を

発行している機関である。東京都監察医務院

は東京都 23区における「異状死（明らかに病

死だと診断された死体以外のすべての死体）

のうち、自宅で亡くなられた一人暮らしの人」

を「孤独死」として、死因や死後の経過日数
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を報告している10。孤独死の発生件数は、1987

年では、男性 788 人、女性 335 人であったが、

その後男女とも年々増加傾向にあり、特に男

性での伸び率が高く、2006年は男性2,362人、

女性 1,033 人であったと報告されている。 ま

た死後発見されるまでの平均日数は、1987 年

では男性 7.44 日、女性 3.33 日であったが、

2011 年は男性 13.5 日、女性 7.4 日と２倍で

あったという。さらに男女とも死因としては

病死が多く、特に心臓疾患が多いが、男性の

場合は、アルコール問題に関連した疾患で亡

くなる人が多い傾向にあるという。また区ご

との孤独死率では、男性で明確な地域格差が

いずれの都市でも観察されるという報告もあ

り、孤独死の悉皆調査が実施できれば、地域

における孤独死の疫学的特徴と行政統計デー

タとの相関分析などが可能となるとしてい

る11。 

筆者らの調査12では、孤立死の事例の情報

収集を行っている自治体は 22.5％であり、そ

のうちデータ管理を行っている自治体は

24.9％に過ぎず、孤立死の実態把握は全国的

にはされていない。そこで全国の実態を推測

するために、東京都監察医務院が公表した

データをもとに、全国の孤立死の推計値を示

したのが図２である。これは 2009 年時点の

「東京都 23区における孤独死の発生数」と、

2010 年版の「人口動態統計（厚生労働省）」

を用いて、「東京 23区における性・年齢階級

別の高齢者孤立死の発生確率」を算出し、全

国市区町村の性・年齢階級別死亡数にあては

め、得られた各市区町村の高齢者の孤立死数

を全て合算して算出したものである。 

全国推計をみると、65歳以上高齢者の孤立

                             
10 金涌佳雅，阿部伸幸，谷藤隆信他；東京都 23 区におけ

る孤独死の実態，東京都監察医務院，2010． 
11 金涌佳雅，阿部伸幸，谷藤隆信他；東京都 23 区ごとの

孤独死実態の地域格差に関する統計．厚生の指標，60(7)：

p1-7，2013． 
12 前掲注３ 

死数は、発見までに４日以上経過した事例で

は全体で年間 15,603 人と推計され、65 歳以

上高齢者の死亡数全体の 1.6％と、おおよそ

100 人に１人程度の割合で発生していること

になる。内閣府が実施したセルフ・ネグレク

ト高齢者の調査13では、全国でセルフ・ネグ

レクト状態にあると考えられる高齢者の推計

値は、9,381～12,190 人（平均値 10,785 人）

と報告されているが、これはまだ氷山の一角

に過ぎないと考える。 

 

図２ 高齢者の孤立死の発生確率と全国推計 

 

ニッセイ基礎研究所：セルフ・ネグレクトと

孤立死に関する実態把握と地域支援のあり方に

関する調査研究報告書（委員長；岸恵美子），p2，

2011．より引用 

 

２ 孤立死とセルフ・ネグレクトの関連 

筆者らは孤立死とセルフ・ネグレクトの関

連を分析するために、2010 年 12 月 14 日～

2011 年１月 31 日に、全国の自治体の地域包

括支援センターと生活保護担当課にセルフ・

ネグレクトと孤立死に関わる質問紙調査を実

施し、2010 年１月～12月までの間に発見され

た孤立死と思われる事例を収集した14。この

調査では、「孤立死」を「自宅にて死亡し、死

後発見までに一定期間経過している人」と定

                             
13 前掲注９ 
14 前掲注３ 
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義した。セルフ・ネグレクトに関しては、「身

体衛生」「環境衛生」「他者とのかかわり拒否」

「健康管理」「金銭管理」の５領域、15 項目

の下位概念から構成される簡易版の測定指標

を用いて、生前の状態を記入してもらった。

簡易版の測定指標については、信頼性・妥当

性を検証したものではないが、筆者ら研究班

が文献検討およびセルフ・ネグレクトの全国

調査の結果から抽出された項目をもとに作成

したものである。 

結果として、孤立死事例のうち、生前にセ

ルフ・ネグレクトを構成する領域に１項目で

も該当した事例は、約８割を占めていた。ま

た、２領域～４領域に該当する事例は約５割、

５領域全てに該当する事例は約１割であり、

全体の約６割が複数領域に該当するセルフ・

ネグレクト状態にあった。また、生前セルフ・

ネグレクトに該当する事例で、死後の発見ま

での経過日数の記載があった事例について分

析したところ、死後の経過日数の平均が８日

を超えていた。 

つまりセルフ・ネグレクトの高齢者を社会

が放棄・放任することで、８割が孤立死につ

ながる可能性があり、セルフ・ネグレクトは

孤立死の予備軍とも考えられるということで

ある。海外では、シカゴにおける 1993 年から

2005 年のコホート調査の結果、セルフ・ネグ

レクトの１年以内の死亡リスクは、高齢者虐

待の約４倍であることが明らかにされてい

る15。早急に全国の自治体において、実態把

握のために孤立死調査がされることで、その

実態が把握できるだけでなく、有効な予防や

対策が検討できるのである。 

 

 

                             
15 XinQi Dong, Melissa Simon and Carlos Mendes de Leon, 
et.al. ； Elder Self-Neglect and Abuse and Mortality 

Risk in a Community-Dwelling Population, The Journal 

of The American Medical Association, 302(5), 517-526，

2009. 

Ⅳ セルフ・ネグレクト事例への介入と孤

立死予防 

１ 支援が必要なセルフ・ネグレクトとは 

専門職が支援すべきセルフ・ネグレクト状

態は、①生活に関わる判断力、意欲が低下し

ている、②本人の健康状態に悪影響が出てい

る、③近隣とのトラブルが発生し孤立してい

る、などの事例であると考える。すぐに支援

が必要と考えられるのは、認知力や判断力が

低下してセルフ・ネグレクトに陥っている人

である。次にグレーゾーンの人たちで、遠慮

や気兼ね、生きる意欲の低下によりセルフ・

ネグレクトに陥っている可能性がある人たち

であり、これからどのように生きていきたい

のか、どのような生活を望んでいるのかなど

を聞き、自己決定を含めて支援をしていく必

要がある。最後にピラミッドの底辺となる、

認知力や判断力の低下はなく、必要な情報を

得て、自分の意思と判断に基づいて行動して

いるが、客観的に見るとセルフ・ネグレクト

に陥っていると考えられる人たちである。こ

のような人たちには、現段階では本人の選択

の自由があり、介入する必要がない、あるい

は介入が難しいと思われるが、本人が置かれ

ている状況、自己決定に関わる意思も時間と

ともに変化する可能性があるので、何かあっ

た時に相談できるよう、専門職が見守りを続

けていく必要があると考える。 

 

 

 

図３ 支援が必要なセルフ・ネグレクト 
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２ 見守りの「量」と支援の「質」の強化 

既に述べたように、2006 年４月に施行され

た「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律」では、「セルフ・ネ

グレクト(自己放任)」は他者が介在しない自

分自身による行為であることから、虐待の定

義から除外されている。そのため、現在日本

においては、生命や健康に悪影響を及ぼして

いるセルフ・ネグレクト高齢者が介入を拒否

した場合、介入の根拠となる直接的な法律が

ない。 

それではどのような支援が可能であろう

か。すでに多くの自治体では、見守りを強化

するためのさまざまな工夫がなされているが、

今後必要なのは、見守りの「量」と支援の「質」

の強化、それを「重層的」「包括的」にシステ

ム化して実施していくことであると考える。

セルフ・ネグレクト事例は発見が困難である

ため、①地域の中に潜在するセルフ・ネグレ

クト事例を掘り起こし、②地域の気づきや情

報を行政や専門職につなげる仕組みをつくり、

③介入困難な事例に専門職のスキルと連携で

介入する、というシステムの構築が必要であ

ろう。 

見守りの量の強化としては、行政機関だけ

でなく、地域住民や民間事業者、ＮＰＯとの

協働により、「見守りの目」を緻密にし、ネッ

トワークを構築することである。特に、生命

や健康に関わるリスクが高いセルフ・ネグレ

クト高齢者を早期に発見するためには、ライ

フラインに関するガス・水道・電気などの事

業所、日常的に生活を支えている新聞販売所、

郵便集配に関わる郵便局などの協力を得るた

め、行政機関と契約を交わすなどをすでに多

くの自治体が進めている。また、潜在的なセ

ルフ・ネグレクト高齢者を発見するために、

見守りボランティアの育成や、ＮＰＯなどの

積極的な導入も有効である。また不動産業者

が、家賃の滞納をしている高齢者や、ゴミ捨

てや片付けがうまくできない高齢者を行政に

連絡してくれることで、早めに対応ができた

という事例もある。行政機関はもちろん、地

域にあるさまざまな社会資源やサービスを活

用し、それぞれの関わり自体は声かけや、玄

関チャイムを鳴らすことであっても、それが

セルフ・ネグレクト高齢者の安心感につなが

り、その際のちょっとした変化への気づきが

早期発見につながる。 

次に、支援の質の強化である。上記の見守

り量の強化で発見できたとしても、本人の支

援拒否により容易に介入できない事例が多い。

精神疾患やアルコール問題、認知症、性格や

人格の問題がある高齢者には、専門的なスキ

ルがなければ容易に介入できないことがある。

また介入できたとしても、受診への勧めや

サービス導入については、簡単には受け入れ

てくれないことも多い。このような事例は、

まずは認知力・判断力の低下につながる疾患

がないかどうかの専門的な視点での見極めが

必要であり、精神保健センターや地域の診療

所の医師によるアウトリーチが有効な手段で

ある場合も多い。 

 

３ 極端に不衛生な家屋のセルフ・ネグレク

ト事例への対応 

すでに述べたように、筆者らの研究ではセ

ルフ・ネグレクトのうち、極端に不衛生な家

屋で生活している、身体が不潔、が特化して

いる場合、いわゆる「ゴミ屋敷」あるいはゴ

ミ屋敷予備軍としている。ゴミ屋敷とは、ゴ

ミ集積所ではない建物で、ゴミが積み重ねら

れた状態で放置された建物、若しくは土地を

指す。悪臭やねずみ・害虫の発生等により近

隣の住民に被害が及ぶだけでなく、火災や放

火などの犯罪に遭いやすいことから、コミュ

ニティ全体の問題にもなりうる。 

居住者が自ら出したゴミだけでなく、近隣

のゴミ集積所からゴミを運び込んだり、リサ
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イクル業を営んでいると言い、ゴミをため込

む人も中にはいるため、近隣住民にとっても

生活する上で深刻な問題となっている。ゴミ

屋敷はセルフ・ネグレクトの一つのパターン

でもあるため、セルフ・ネグレクトの要因や

リスク要因が関連するが、それだけでなく、

「ゴミを積極的にため込む」結果としてゴミ

屋敷になることもある。日本でゴミ屋敷の研

究はほとんどないが、情報を整理する決断が

できないことや、物への愛着をコントロール

できないという、決断と愛着の問題があるの

ではないかという指摘もあり16、人との信頼

関係を持ちにくい人たちが、物に囲まれるこ

とで安心感を得たり、不安を軽減できるので

はないかとも考えられる。 

では、対応として何ができるのか。一般に

「ゴミ」とされる物については「所有権」が

あり、第三者から見て明らかにゴミが堆積し

ていても、本人が「ゴミではない」と主張す

れば、行政や近隣住民が強制的に排除できな

い。またそれが私有地であればなおさらで、

正当な理由がなく立ち入ることができず、入

れば「住居侵入罪」等が成立することもある。

ゴミ屋敷を片づけるように行政側が指導して

も、「ゴミではなく大切なもの」と主張し全く

片付けなかったり、仮に支援者が片づけても、

すぐに元の状態に戻ってしまう事例が少なく

ない。 

このような状況を何とか打破しようと、最

近は自治体が新たな条例をつくるなどして、

「執行権をもつ」ところがわずかではあるが

出てきている。しかし実際には条例ができた

から簡単に対応できるものではなく、むしろ

条例をつくることによって、プロセスを踏み、

システム的に対応していく仕組みづくりがス

タートしたことが評価できると言える。「自由

                             
16 ランディ・Ｏ・フロスト/ゲイル・スティケティー（春

日井晶子訳）；「ホーダー 捨てられない・片づけられな

い病」，ジオグラフィック社，2012． 

権」が認められている我が国では、本人の自

由意思に基づく行為に強制介入が出来るしく

みがない。そのため、新たに条例を作っても、

本人に説明や説得を繰り返し、本人の生活を

壊すのではなく、自己決定を尊重し支援する

ことが必要である17。ゴミを処分しようとす

れば「ゴミではない」と主張し、支援者が勝

手に処分すれば財産権の侵害にもなり得る。

このような事例では生活の大きな変化を期待

することは難しく、時間はかかっても信頼関

係を築いて少しずつでも支援を受け入れても

らい、個人の意思を尊重した関わりが必要で

ある。ゴミを片づけることが目標ではなく、

あくまでも対象者の「自己決定」を支援し、

「その人らしい生活」へ導くことが目標であ

る。 

最近は、若者の中にも「ゴミマンション」

や「ゴミアパート」等のゴミ屋敷にすむ人が

増えていることが特殊清掃業を営む人たちの

話からも実感するところである。ゴミ屋敷は、

高齢者に限ったことではない。ゴミ屋敷問題

は、地域や家族の崩壊、高齢化、孤立などの

現実の日本の問題を反映していると言える。

ゴミ屋敷の片付けや掃除などについて、ＮＰ

Ｏ法人等が参入し、早期に対応することにより

孤立を防いだ事例も増えてきており、コミュ

ニティ全体として対応していく必要がある。 

  

Ⅴ セルフ・ネグレクトをめぐる課題 

１ 定義をめぐる課題 

現段階では、どの範囲の状態（横軸）がど

の程度の状態（縦軸）であればセルフ・ネグ

レクトと判断するか、明確な定義がないこと

が課題である。また、他者からの権利侵害で

ある高齢者虐待と異なり、自らの意思でこの

ような状態にある者もいることから、安易に

                             
17 岸恵美子；「ルポ ゴミ屋敷に棲む人々 孤立死を呼ぶ

「セルフ・ネグレクト」の実態」，幻冬舎，2012． 
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セルフ・ネグレクトと他者が断定してしまう

こと自体が自由権の侵害になりうる可能性が

あり、セルフ・ネグレクトそのものの定義も

そうであるが、支援の対象とするセルフ・ネ

グレクトについても慎重に定義をする必要が

あるだろう。 

しかしここで重要なことは、客観的に援

助が必要な状態に着目することである。セル

フ・ネグレクトの高齢者は、自らは「何も困っ

ていない」「自分で何とかするから放っておい

てくれ」と言うことがあるが、それを支援者

が鵜呑みにしてしまうことで、潜在的ニーズ

を把握できなければ、専門職の対応とは言え

ないだろう。またそのようなことを行政が

行った場合には、社会によるネグレクトにも

なりえる。なぜならば、高齢者は何らかの疾

患による認知・判断力の低下、親しい人の死

や自分の病気などのライフイベントによる生

きる意欲の低下、家族や近隣との関係性の悪

化による孤立の状態にあり、必ずしも自分か

らＳＯＳを出すことができない状況に置かれ

ているからである。 

チームでは支援の方向性、目標を共有し、

何かの責任が個人に問われることのないよう

に、検討したことを会議録や個人の記録に記

載しておくことが必要である。支援が消極的

にならないよう、権利擁護であるから社会福

祉士だけで対応するのではなく、地域包括支

援センターの３職種はもちろん、医師、弁護

士、警察など多機関・多職種で対応すること

が重要である。複数の専門職で議論すること

により、判断はより公平に客観的になる。 

 

２ セルフ・ネグレクトの意図性をめぐる課 

 題 

認知・判断力の低下がない場合、「自分で

自分のことがわかってやっているのだから、

介入や支援の必要はない」と考える支援者も

いるかもしれない。しかし、日本人は歴史的

背景、文化的背景から、必ずしも本心を第三

者に語らないことがある。たとえ、本人が自

分の自由意思で行っていると主張しても、な

ぜそのような判断に至ったのかには複雑な背

景や心理があり、その理由を対象のライフヒ

ストリーを聞きながら探る必要がある。本人

が本心でそのような判断をしたのか、他者と

の力関係や気兼ねで、やむを得ずそのような

行為に至ったのかを見極めることが必要であ

る。本心の見極めは難しいが、特に「本当は

介入してほしい」のに遠慮や気兼ねをしてセ

ルフ・ネグレクト状態になっていると思われ

る高齢者の本心を見逃さないことが重要であ

る。 

また、高齢者の中には、配偶者との死別や、

親しい人の死、自分自身の病気やけが、リス

トラなどの出来事により、生活する意欲や気

力が低下し、これからの人生に希望を見出せ

なくなり、セルフ・ネグレクトに移行する者

も少なくない。そのような高齢者が、さらに

地域の中で孤立することにより、孤独感が増

し、孤立状態が加速されることで、生きる意

欲はさらに低下することにつながる。親身に

向き合う人がいることにより、これまでの人

生で心残りのことや、片をつけられない出来

事に片をつけ、新たな人生の一歩を踏み出せ

るのではないだろうか。 

 

３ 法整備・行政の体制の課題 

高齢者虐待防止法で、セルフ・ネグレクト

が虐待と定義されていないから対応できない

わけではない。たとえば、老人福祉法では、

高齢者の安全や健康を守ることが定められて

いる。老人福祉法第 10条では、「福祉の措置」

として、「市町村は、65歳以上の者であって、

身体上又は精神上の障害があるために日常生

活を営むのに支障があるものが、心身の状況、

その置かれている環境等に応じて、自立した

日常生活を営むために最も適切な支援が総合
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的に受けられるように・・・・地域の実情に

応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努め

ること」とうたっている。65歳以上の者であ

って、身体上又は精神上の障害があるために

日常生活を営むのに支障があるものが、やむ

を得ない事由により介護保険法によるサービ

スを利用することが著しく困難であると認め

るときは、居宅における介護や老人ホームへ

の入所等の便宜を供与する措置を講ずること

が市町村に求められているのである。 

しかし、現在日本においては、生命や健康

に悪影響を及ぼしているセルフ・ネグレクト

事例に介入できる直接的な法律がないため、

関わりや支援を拒否するために介入できない

ことも事実である。そのために生命を救えな

い、あるいは健康に悪影響を及ぼしていなが

ら対応できないことで、本人の自由意思をど

こまで尊重するかということと、健康や安全

を守らなければいけないという責務でジレン

マに陥っている専門職も少なくない18。セル

フ・ネグレクトを高齢者虐待防止法に含める

など、法的整備を早急に進めることが対策と

して急務であると考える。また、ゴミ屋敷の

場合には、本人の人権を尊重するだけでなく、

近隣住民の人権をも尊重しなければならない。

本人がコミュニティの中で阻害されないよう、

多職種が連携して調整を図るためには、自治

体の条例化だけに頼るのではなく、ゴミ屋敷

に対応できる法的整備も必要であると考え

る。  

 

Ⅵ おわりに 

セルフ・ネグレクト事例を早期に発見し孤

立死を防ぐためには、見守りの量と、支援の

質を強化し、高齢者への個別的支援、継続的

支援の仕組みとしての法的整備と援助システ

                             

18 浜崎優子，岸恵美子，野尻由香他：地域包括支援センター

における「セルフ・ネグレクト」の対応上の困難およびジ

レンマ．日本在宅ケア学会誌，15(1)；26-34．2011． 

ムの構築をすることが喫緊の課題であると考

える。また、システムを作る際には、自治体

が先導するのではなく、地域の特性を活かし

たコミュニティ再生の観点から、住民の意識

啓発、ボランティア育成などの住民との協働

が重要であるが、高齢者だけでなく若い世代

をコミュニティ再生にどのように取り込むか、

さらにＮＰＯだけでなく民間企業にもいかに

参入してもらうかが課題であろう。「見つけ

る」「つなげる」「見守る」「介入する・支援す

る」が地域でシームレスに行われることで、

地域力が上がり、孤立死予防にとどまらず、

セルフ・ネグレクトの早期発見や高齢者虐待

の早期発見、そして孤立予防につながると考

える。 
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冷戦後米国の拡散対抗政策 

―その弊害と弊害緩和の模索― 
 

衆議院調査局調査員 

藤 田  紘 典 

（安全保障調査室） 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

冷戦後、大量破壊兵器（ＷＭＤ）の拡散に対応すべく米国がとってきた拡散対抗政策は、広

く弊害を生じさせてきた。例えば、ミサイル防衛や拡散対抗の一環として行われた軍事力行使

は、中露や一部の同盟国からの批判や反発を招き、米国との関係悪化の一因となった。またミ

サイル防衛は、特にロシアとの軍縮・軍備管理を停滞させ、その停滞は、拡散対抗における核

兵器の役割重視とともに、核不拡散条約（ＮＰＴ）を中心とする核不拡散体制の動揺にも繋が

った。 

そのような弊害に対し、米国がいかに対応してきたのかという点については、これまであま

り焦点が当てられてはこなかった。本稿では、冷戦後の米国の拡散対抗政策がもたらしてきた

弊害について振り返るとともに、そうした弊害を緩和・解消するために、米国がいかなる対応

を行ってきたのかを論じた。 

米国は、ミサイル防衛の推進に際しても相当な対外的配慮を見せ、また、核兵器の役割低減・

削減に向けた動きを示すことで核不拡散体制の正当性低下の阻止に努めてきた。さらに、拡散

対抗政策は米国に対する単独行動主義批判をも助長したが、実際には相当程度国際協調や多国

間枠組を重視する姿勢を米国は示してきたといえる。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに 

Ⅰ 拡散対抗政策の弊害 

Ⅱ 弊害への米国の対応 

おわりに 

 

はじめに 

冷戦終結後、ソ連との核戦争の脅威に代わ

って、「ならず者国家」（rogue states）など

への大量破壊兵器（ＷＭＤ：Weapons of Mass 

Destruction）と弾道ミサイルの拡散への対応

が、米国の最重要の政策課題として位置付け

られるようになった。これに対応すべく、米

国は既存の多国間枠組の拡充といった形で不

拡散体制の強化を図った。しかし同時に、ソ

連崩壊に伴う核流出の問題や、湾岸戦争での

イラクの弾道ミサイル使用とその後のＷＭＤ

開発計画の露呈などにより、ＷＭＤと弾道ミ

サイルの拡散が既に進行し、不拡散の徹底が

困難であるとの認識も生じていた。そのため、

米国は不拡散政策のみならず、拡散の進展を

前提として、これに対処する「拡散対抗」

（counterproliferation）政策をとるように

なった1。 

拡散対抗政策はジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシ

ュ（George H. W. Bush）政権期から検討が進

                             
1 counterproliferation の訳語としては、「対抗拡散」や

「拡散阻止」なども見受けられるが、本稿では「拡散対抗」

を用いる。 
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められ、1993年12月にビル・クリントン（Bill 

Clinton）政権によって「拡散対抗イニシアテ

ィ ヴ 」（ Ｃ Ｐ Ｉ ： Counterproliferation 

Initiative）として正式に打ち出された2。拡

散対抗政策は当初幅広い政策体系として提唱

され、米国政府による規定の仕方も時ととも

に変化してきたが、一貫してミサイル防衛の

ような防御手段の構築や先制も視野に入れた

攻撃能力の追求が含まれ、ジョージ・Ｗ・ブ

ッシュ（George W. Bush）政権期には特にそ

れらに重点が置かれた3。さらに、拡散対抗の

一環として、1998 年のスーダン、イラクへの

空爆や、2003 年のイラク戦争などの軍事力行

使も実行に移された4。 

拡散対抗政策は、従来は伝統的な不拡散が

中心であった米国のＷＭＤ拡散に対する政策

全体において、軍事的対応の比重を高めるも

のであり、その一部は、不拡散など他の政策

への悪影響や、他国からの批判や反発といっ

た弊害を生じさせるものと捉えられてきた。 

例えば、拡散対抗政策の大きな要素の１つ

であるミサイル防衛は、しばしば、ロシアや

中国との関係悪化の一因となり、軍縮・軍備

管理の停滞を招くと同時に、同盟国との間に

も軋轢を生じさせるものと位置付けられてき

た。また、ブッシュ政権期にＷＭＤ拡散に対

                             
2 全米科学アカデミーにおけるレス・アスピン（Les Aspin）

国 防 長 官 の 演 説 を 参 照 。 "Counterproliferation 

Initiative Presidential Decision Directive PDD/NSC 18 

December 1993," Federation of American Scientists 

<http://www.fas.org/irp/offdocs/pdd18.htm>. 
3 例えば、ブッシュ政権が2002 年 12月に公表した『大量

破壊兵器と闘う国家戦略』は、ＷＭＤ拡散への対応を①拡

散対抗、②不拡散の強化及び③結果管理の３つの柱に整理

し、拡散対抗をその筆頭に掲げ、特にその必要性を強調し

た。George W. Bush, National Strategy to Combat Weapons 

of Mass Destruction, December 2002, p. 2. 
4 1998 年のスーダンとイラクへの空爆が拡散対抗の一環

であったと論じているものとして、例えば、Gilles 

Andréani, "The Disarray of US Non-Proliferation 

Policy," Survival, Vol. 41, No. 4, Winter 1999-2000, 

pp. 50-51、など。また、イラク戦争を拡散対抗の一環で

あったと位置付けているものとして、例えば、吉田文彦『核

のアメリカ―トルーマンからオバマまで』岩波書店（2009）

197-198 頁、など。 

する先制的な軍事力行使の可能性が強調され、

イラク戦争で実行に移されたことは、米国の

単独行動主義への懸念を増大させ、広く批判

を招いた。さらに、拡散対抗政策に伴う核軍

縮への逆行ともとれる動きは、米国と非核兵

器国との対立を激化させ、2005 年の核不拡散

条 約 （ Ｎ Ｐ Ｔ ： Treaty on the Non- 

Proliferation of Nuclear Weapons）運用検

討会議での最終文書の採択失敗に象徴される

核不拡散体制の動揺の一因になったとも目さ

れた5。 

このように、米国の拡散対抗政策は、広く

弊害を生じさせるものであったと評されてき

た。しかし、多くの場合、ミサイル防衛など

個別の政策との関連で指摘されるにとどまり、

拡散対抗政策そのものの弊害が包括的に論じ

られることはなかった。また、そうした弊害

に対し、米国がいかに対応してきたのかとい

う点についても、あまり焦点が当てられては

こなかった。そこで本稿では、冷戦後の米国

の拡散対抗政策がもたらしてきた弊害につい

て振り返り、そうした弊害を緩和・解消する

ために、米国がいかなる対応を行ってきたの

かを論じてみたい。 

 

Ⅰ 拡散対抗政策の弊害 

１ 中露との軋轢 

(1) ミサイル防衛をめぐる対立と軍縮・軍備

管理の停滞 

米国が拡散対抗の一環として推進したミサ

イル防衛は、公式には「ならず者国家」やテ

ロリストへのＷＭＤ・ミサイルの拡散に対抗

しようとするものであって、ロシアや中国の

弾道ミサイルの迎撃を意図したものではなか

った。しかし、ロシア・中国との軋轢を生じ

させただけではなく、実際に軍縮・軍備管理

                             
5 石川卓「変容する軍備管理・不拡散と『新世界秩序』」

『国際安全保障（第 35 巻第４号）』国際安全保障学会

（2008.3）８頁 
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の分野において問題を引き起こしてきた。 

まずロシアは、主に米国の本土ミサイル防

衛（ＮＭＤ：National Missile Defense）計

画とその配備を可能にする弾道弾迎撃ミサイ

ル（ＡＢＭ：Anti-Ballistic Missile）制限

条約の改廃の動きに反発してきた6。米国のＮ

ＭＤ計画が限定的なものにとどまるという確

証を得られなかったことや、ロシアの弾道ミ

サイルの老朽化や減衰などにより、ＮＭＤ配

備がロシアの対米抑止力を損なう危険がある

と捉えられたのである7。そしてロシアの反発

は、米露の戦略兵器削減条約（ＳＴＡＲＴ：

Strategic Arms Reduction Treaty）交渉の停

滞をも招くこととなった。 

クリントン政権は当初ＮＭＤに対して消極

的な姿勢を見せていた。しかし、議会により

設置された「米国への弾道ミサイルの脅威評

価委員会」（いわゆる「ラムズフェルド委員会」）

が 1998 年７月に公表した報告書が、「懸念国」

（Countries of Concern）による弾道ミサイ

ル保有の脅威を強調したことや、共和党議員

からのＮＭＤ推進要求の強まりにより、クリ

ントン政権はＮＭＤ計画への積極化を余儀な

くされ8、1999 年７月には、クリントン大統

領が、技術的に可能になり次第、限定的なＮ

ＭＤシステムを速やかに配備するというＮＭ

Ｄ法案に署名する。同年 10月には、ＮＭＤシ

ステムの迎撃実験も実行に移された。 

これに対しロシア側はＡＢＭ条約違反であ

ると抗議し、米国がＡＢＭ条約を廃棄すれば、

ＳＴＡＲＴ I 及び II の合意やＳＴＡＲＴ 

                             
6 ＡＢＭ条約は、戦略弾道ミサイルを迎撃するミサイルシ

ステム等の開発・配備を制限するもので、米ソ間で 1972

年５月締結された（同年10月発効）。なお、他の締約国に

６か月前に通知することで脱退することが可能であった。 
7 小川伸一「ミサイル防衛の戦略的意義と国際安全保障に

与える影響」『防衛研究所紀要（第６巻第１号）』防衛省防

衛研究所（2003.9）17頁 
8 戸﨑洋史「ＮＭＤと軍備管理・不拡散―共存の可能性」

『国際公共政策研究（第５巻第２号）』大阪大学大学院国

際公共政策研究科（2001.4）149 頁 

III に関する協議をも危険に晒すであろうと

強く非難した9。さらに同年 11 月には、ＡＢ

Ｍ条約の遵守を訴える決議案を、中国、ベラ

ルーシとともに国連総会第１委員会（軍縮・

国際安全保障）に提出している。 

こうした反発を繰り返しながらも、2000 年

３月にロシアはＳＴＡＲＴ II を批准する。

しかし、その際、ＡＢＭ条約から米国が脱退

した場合は、ロシアがＳＴＡＲＴ II から脱

退する権利を留保する旨の条件が付されるこ

ととなった。 

続くブッシュ政権は、本土防衛用の迎撃シ

ステムも含むミサイル防衛の積極的な推進を

掲げ10、2001 年 12 月にはＡＢＭ条約からの脱

退を通告する。その６か月後の 2002 年６月に

米国が正式に脱退すると、ロシアはＳＴＡＲ

Ｔ II から離脱した。これによりＳＴＡＲＴ 

II が発効しなかったため、ＳＴＡＲＴ III

交渉が進展することはなかった。 

2007 年に入ると、ブッシュ政権がミサイル

防衛の東欧配備計画を本格化させたことで11、

ロシアのミサイル防衛への反発が顕著に見ら

れるようになる。例えば、ウラジミール・プ

ーチン（Vladimir V. Putin）大統領が、同年

２月に米国のミサイル防衛を新たな核軍拡競

争をもたらすものであるとして批判したほか12、

                             
9 Craig Cerniello, "NMD System Achieves First 

Intercept: U.S. Clarifies ABM Negotiating Position," 

Arms Control Today, Vol. 29, No. 6, September/October 

1999. 米露は、1991 年７月に戦略核削減を初めて規定し

たＳＴＡＲＴ Iに署名（1994 年 12月発効）した後、1993

年１月に、戦略核弾頭を 3,000～3,500 発まで削減するこ

となどを規定するＳＴＡＲＴ IIに署名し、その発効後に

ＳＴＡＲＴ IIIの交渉を開始することで合意していた。 
10 クリントン政権のミサイル防衛は、同盟国等を防衛する

戦域ミサイル防衛（ＴＭＤ）と米本土を防衛する本土ミサ

イル防衛（ＮＭＤ）とに分けられていたが、ブッシュ政権

はこれらを統合した。 
11 ブッシュ政権は 2007 年１月に、ポーランドに地上配備

型迎撃体（ＧＢＩ）を、チェコに移動式の早期警戒レーダ

ー（Ｘバンドレーダー）を配備する計画を発表した。"U.S. 

Missile Defense in Europe to Counter Rogue States," 

January 26, 2007 <http://www.defense.gov/News/ 

NewsArticle.aspx?ID=2828>. 
12 The New York Times, February 11, 2007, p. 1-1. 
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４月の年次教書演説において、米国のミサイ

ル防衛計画に対抗して欧州通常戦力（ＣＦ

Ｅ：Conventional Armed Forces in Europe）

条約の義務の履行凍結を宣言するのが適切だ

と述べた13。同年７月には、プーチンが履行

を一時停止する大統領令に署名し、12月には

ＣＦＥ条約の履行が正式に停止されるに至っ

た。さらに、2007 年 10 月には、中距離核戦

力（ＩＮＦ：Intermediate-Range Nuclear 

Forces）全廃条約からの離脱にも言及した14。 

ミサイル防衛システムの東欧配備問題は、

新ＳＴＡＲＴ交渉の停滞も招くこととなった。

2008 年４月、ブッシュとプーチンは 2009 年

12 月に失効が迫っていたＳＴＡＲＴ I に代

わる新たな枠組の必要性を確認した。しかし、

2008 年 11 月にドミトリー・メドベージェフ

（Dmitry A. Medvedev）大統領が、東欧配備

計画への対抗措置として、ポーランドに隣接

するカリーニングラードに短距離ミサイルを

配備すると警告するなど15、ロシアの反発が

続き、ブッシュ政権期には結局新ＳＴＡＲＴ

の交渉を開始することができなかった。 

その後、バラク・オバマ（Barack H. Obama）

政権の誕生を契機とした「リセット」の機運

の高まりなどもあり、2009 年４月に交渉が開

始され、2010 年４月にようやく新ＳＴＡＲＴ

の署名に至る16。しかし、条約署名の際にロ

シアは、米国のミサイル防衛システムがロシ

                             
13 The Washington Post, April 27, 2007, p. A1. ＣＦＥ

条約は、大西洋からウラル山脈に至る地域における通常戦

力の保有上限等を規定するもので、1990 年 11月にＮＡＴ

Ｏ加盟国とワルシャワ条約機構加盟国との間で署名され

た（1992 年 11月発効）。 
14 The New York Times, October 13, 2007, p. A3. ＩＮ

Ｆ全廃条約は、地上配備の中距離核戦力（射程 500～

5,500km）の全廃を規定するもので、1987 年 12 月に米ソ

間で署名された（1988年６月発効）。 
15 The New York Times, November 6, 2008, p. A6. 
16 新ＳＴＡＲＴは、発効から７年以内に、米露それぞれが、

核弾頭配備数の上限を 1,550発まで削減し、大陸間弾道ミ

サイル（ＩＣＢＭ）や爆撃機等の核弾頭運搬手段配備数の

上限を 700（未配備数も含め 800）基（機）まで削減する

ことなどを内容としている。 

アの核戦力にとって脅威となった場合には条

約から脱退するとの声明を発出している。

2011 年３月に新ＳＴＡＲＴは発効するが、同

年 11月にメドベージェフ大統領が、米国が欧

州配備計画を独自に進めた場合に、対抗措置

をとることや新ＳＴＡＲＴから脱退すること

を示唆する声明を出すなど17、その後も米露

間に軋轢をもたらすこととなった。 

他方、中国も米国のミサイル防衛に強く反

発してきた。その大きな理由の一つとして台

湾問題がある。米国が台湾に戦域ミサイル防

衛（ＴＭＤ：Theater Missile Defense）を供

与すれば、米台関係が軍事的・政治的に緊密

化し、台湾が独立志向を高める可能性が考え

られた18。日本へのＴＭＤ導入も、特にイー

ジス艦配備のシステムが台湾防衛に使用され

かねないという危惧や、台湾海峡で武力衝突

が発生した場合の日本の軍事的役割を高めか

ねないとの懸念を中国に生じさせるものであ

った19。 

また、中国はＮＭＤにも反対してきた。米

国本土に到達できる中国の核戦力は量的に限

られていることから、米国が配備するＮＭＤ

の種類や規模によっては無力化される可能性

があった。通常戦力でも米国に大きく劣る中

国にとって、米国本土に対する核攻撃能力を

失うことは、台湾海峡などにおける武力衝突

への米国の介入を抑止する能力を失うことで

もあったのである20。 

実際中国は、米国による台湾へのＴＭＤ供

与が内政干渉であり主権侵害に当たると主張

し米国を牽制してきた。また、日本とのＴＭ

                             
17 The New York Times, November 24, 2011, p. A20. 
18 戸﨑洋史「能力ベース・アプローチに基づく米国のミサ

イル防衛計画―軍備管理及び不拡散の重要性」『国際安全

保障（第 29 巻第４号）』国際安全保障学会（2002.3）30

頁 
19  Kori Urayama, "China Debates Missile Defence," 

Survival, Vol. 46, No. 2, Summer 2004, pp. 125-126. 
20 前掲注 18 30頁 
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Ｄ協力についても中国は反発を繰り返し、

1998 年９月の日米共同技術研究の合意や、同

年 12 月の日本政府によるＴＭＤの共同技術

研究開始の正式決定に対して、軍事的な安定

性の崩壊に繋がるものである旨の批判を行っ

ている21。 

ミサイル防衛への中国の反発は、ＮＰＴ運

用検討会議の場でも繰り返し示されている。

2000 年の会議で中国は、米国のＮＭＤが国際

的な安全と安定に否定的な影響を与え、軍拡

競争を惹起するものであると批判し、米国の

ミサイル防衛を理由に、兵器用核分裂性物質

生産禁止条約（ＦＭＣＴ：Fissile Material 

Cut-Off Treaty、カットオフ条約）について

の交渉を「宇宙空間における軍備競争の防止」

（ＰＡＲＯＳ：Prevention of Arms Race in 

Outer Space）と同時並行すべきであると主張

した22。さらに、2005 年の会議では、ブッシ

ュ政権によるＡＢＭ条約の廃棄を非難すると

ともに、ミサイル防衛が宇宙の兵器化の危険

を招くものであると批判し23、2010 年の会議

でもグローバルな戦略的安定性を脅かすミサ

イル防衛は放棄されるべきであると述べてい

る24。 

こうした中国の反発は、ＦＭＣＴの交渉を

停滞させる一因にもなった。2000 年のＮＰＴ

運用検討会議ではＦＭＣＴの即時交渉開始と

５年以内の妥結が言及されたが、その後のジ

                             
21 『朝日新聞』（1998.9.23）第３面；『朝日新聞』（1998.12.31）

第２面 
22 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, "Final 

Document," Vol. III, Part IV, 2001, p. 18. ＦＭＣＴ

は、核兵器製造のための核分裂性物質の生産などを禁止す

るもので、1993 年９月の国連総会での演説でクリントン

が提唱して以降、米国がその牽引役になってきた。その交

渉は、主にジュネーヴ軍縮会議の場で進められていた。 
23 "Statement by Mr. Zhang Yan, Head of the Chinese 
Delegation in the General Debate at the 2005 NPT Review 

Conference," May 3, 2005. 
24 "Statement by H.E. Ambassador Li Baodong, Head of the 
Chinese Delegation at the 2010 Review Conference of the 

Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons," May 4, 2010. 

ュネーヴ軍縮会議の 2000 年会期で中国がＰ

ＡＲＯＳについての特別委員会の設置を強く

求め、ＦＭＣＴ交渉との同時並行を主張した

ため、交渉を開始することができなかったの

である。中国には、米国の反対するＰＡＲＯ

ＳとＦＭＣＴを結びつけることで、米国のＮ

ＭＤを牽制する意図があったとされる25。 

 

(2) 軍事力行使への反発と警戒 

1998 年のスーダン、イラクに対する空爆や、

2003 年のイラク戦争など、米国が拡散対抗の

一環として行った軍事力の行使も、中露から

の強い批判や反発を生じさせた。 

1998 年８月、ケニアとタンザニアの米国大

使館が爆破されるテロ事件が発生し、クリン

トン政権は、これを国際テロ組織アル・カー

イダ（Al-Qaeda）によるものと断定し、その

関連施設であるとして、アフガニスタンの訓

練キャンプとともに、スーダンの化学兵器工

場と目された施設に対しトマホーク巡航ミサ

イルによる空爆を行う26。これに対し、ロシ

アのボリス・エリツィン（Boris N. Yeltsin）

大統領は、事前にロシアへの通告が無かった

ことにも触れた上で強く非難し27、中国も批

判的な外務省声明を発出した28。 

さらに、同年 12月には、湾岸戦争後もＷＭ

Ｄの開発疑惑が払拭されず、国連と国際原子

力機関（ＩＡＥＡ：International Atomic 

Energy Agency）の査察にも非協力的な姿勢を

見せていたイラクに対してもクリントン政権

は空爆を実施する。これに対しエリツィンは、

国連憲章を侵害するものであり、中止を要求

すると述べ米国を牽制し29、駐米大使の本国

                             
25 前掲注８ 157頁 
26 ただし、米国が空爆したスーダンの「化学兵器工場」は、

後に製薬工場であったことが判明する。 
27 The New York Times, December 17, 1998, p. A14. 
28 The New York Times, December 18, 1998, p. A25. 
29 The New York Times, December 17, 1998, p. A14. 
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召還などの抗議行動もとった。中国も同様に、

国連憲章や国際法に違反するとの趣旨の批判

を行っている30。 

周知のように、2003 年のイラク戦争も、そ

の開戦前から中露の批判や反発を招くことと

なった。国連監視検証査察委員会（ＵＮＭＯ

Ｖ Ｉ Ｃ ： United Nations Monitoring, 

Verification and Inspection Commission）

とＩＡＥＡによるイラクへの査察継続を主張

するロシアは、米英が追求した対イラク武力

行使を容認する国連安保理決議に対し仏独と

ともに否定的な立場をとり、中国もこれに同

調したのである。 

2002 年 10 月に米国はイラクに対し「必要

なあらゆる手段を使う」とした決議の草案を

国連安保理に提出するが、ロシアはイラクへ

の査察再開を優先すべきであると反発し、中

国もロシアに賛同した。後述するように、こ

の決議案には仏独も反対したため、同年 11

月に採択された安保理決議 1441 では「深刻な

事態を招く」との曖昧な表現が使われ、米国

が妥協する形となった。2003 年２月に米国は

英国・スペインとともに、査察打ち切りとイ

ラクへの武力行使を容認する決議を模索する

が、ロシアはこれにも反対し、米国が武力行

使を容認する決議案を国連安保理に提出した

場合には、拒否権を行使する旨を繰り返した。 

イラク戦争の開戦前、９．11事件を機に米

露関係は協調的な方向に進展しており、対テ

ロ戦争のために中央アジアに米軍が駐留する

ことまでロシアは容認していた。しかし、イ

ラク戦争は、米国の単独行動主義に対する中

露の警戒感を増大させるとともに、中央アジ

アにおける米国の影響力拡大への懸念も生じ

させた。こうした懸念によって中露の接近が

促され、上海協力機構（ＳＣＯ：Shanghai 

Cooperation Organization）を通じ米国への

                             
30 『朝日新聞』（1998.12.19）第２面 

牽制が行われた結果、2005 年９月に米軍がウ

ズベキスタンから撤退することにもなったと

の指摘もある31。 

 

２ 同盟国との不和 

(1) ミサイル防衛への不安と懸念 

ミサイル防衛は、中露との関係の悪化だけ

ではなく、同盟国との関係にも悪影響を及ぼ

してきた。 

まず、米国のミサイル防衛は、しばしば欧

州の同盟国に「デカップリングの不安」をも

たらすものと位置付けられた。特にクリント

ン政権期において、欧州の同盟国の間で、米

国がＮＭＤシステムを配備し本土の安全を確

保すれば、脅威に対処する上でリスクが共有

されなくなるため、米国の欧州への防衛コミ

ットメントが低下することを懸念する向きが

見られたのである32。 

また、欧州の同盟国は、ＡＢＭ条約を戦略

的安定性のために重要なものと捉え、米国の

ＮＭＤがロシアとの軍備管理に多大な影響を

与え、米露関係が悪化することにも大きな懸

念を持っていた。デカップリングを懸念する

見方は大勢を占めるまでには至らなかったと

いう指摘もあるとおり33、ＮＭＤに対する欧

州の同盟国からの懸念の多くは、この戦略的

安定性をめぐる問題に対し向けられた。 

1999 年半ばまでは、ロシアが特に反発する

ＮＭＤ計画が本格的に進められていなかった

こともあり、欧州諸国は概して米国のミサイ

ル防衛計画を消極的に支持する姿勢を示して

いた。しかしその後、クリントン政権が限定

的なＮＭＤ配備への動きを見せるようになる

                             
31 恒川潤「9.11後の米・中・露関係―単独行動主義と中央・

東南アジア」防衛省防衛研究所編『東アジア戦略概観 2007』

国立印刷局（2007.3）49-51 頁 
32  Charles Ball, "The Allies," James J. Wirtz and 
Jeffrey A. Larsen, eds., Rockets' Red Glare: Missile 

Defenses and the Future of World Politics, Westview 

Press, 2001, pp. 260-261. 
33 前掲注７ 20頁 
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と、特に仏独が声高に米国のミサイル防衛計

画への反対を叫ぶようになる。 

例えば、1999 年 11 月にＡＢＭ条約の見直

しに理解を求めた米国に対し、フランスのジ

ャック・シラク（Jacques Chirac）大統領が、

戦略的な均衡の崩壊と新たな核軍拡競争を招

くことは避けるべきであると断じたほか34、

2000 年６月には、ドイツのゲアハルト・シュ

レーダー（Gerhard Schroeder）首相も、米国

のＮＭＤ計画がロシアとの間で新たな軍拡競

争をもたらしかねないと批判した35。 

ブッシュ政権の発足後もミサイル防衛に対

する仏独の批判は続いたが、2001 年 12 月の

ＡＢＭ条約からの一方的な脱退通告に対して

は、欧州の同盟国から大きな反発が巻き起こ

ることはなかった。さらに、2002 年 11 月に

はＮＡＴＯがあらゆる射程の弾道ミサイルか

らＮＡＴＯの領域を防衛するミサイル防衛の

研究を開始することで合意に至るなど、欧州

の同盟国の態度にも一定の変化が見られた36。 

しかし、2007 年に入り東欧へのミサイル防

衛システム配備をめぐって米露間で激しい対

立が生じると、欧州の一部の同盟国はロシア

への配慮から再び慎重な立場を示すこととな

る。例えば、2007 年２月にドイツの外相が、

ポーランド、チェコに提案する前にロシアと

協議するべきであったと批判し37、2008 年 11

月には、フランスのニコラ・サルコジ（Nicolas 

Sarkozy）大統領が、米国に対して、ポーラン

ドとチェコに建設予定のミサイル防衛施設に

ついて再考を求める考えを明らかにした38。

こうした批判的な姿勢を裏づけるように、

2009 年９月にオバマ政権が東欧への配備計

                             
34 The New York Times, December 3, 1999, p. A20. 
35 The New York Times, June 2, 2000, p. A10. 
36 Wade Boese, "Missile Defense Post-ABM Treaty: No 
System, No Arms Race," Arms Control Today, Vol. 33, No. 

5, June 2003. 
37 The Independent, February 20, 2007, p. 18. 
38 The New York Times, November 15, 2008, p. A8. 

画の見直しを表明した際には、ロシアととも

に仏独はその決定を高く評価するのである39。 

 

(2) 軍事力行使への批判と同盟国間の亀裂 

拡散対抗の一環として行われた一連の軍事

力行使についても、一部の同盟国の理解は得

られず、時に反発を呼ぶこととなった。 

1998 年８月のスーダンへの空爆に対して

は、英独が米国の攻撃を支持する一方で、フ

ランスは「米国の攻撃が、合法的手段にのっ

とり国際法に違反しない形で行われたか注視

している」と述べるなど40、明確に賛意を表

明することを避けた。 

また、2003 年のイラク戦争も、同盟国であ

る仏独からの強い反発を招くこととなった。

例えば 2002 年 11 月に、シラク大統領が、先

制的な武力行使を正当化しうる「ブッシュ・

ドクトリン」は決して受け入れられない旨を

表明し41、2003 年２月には、「戦争を正当化で

きるものは何もない」とも述べている42。ド

イツも、2002 年８月にシュレーダー首相が、

イラクを攻撃することがあってもドイツはそ

れに参加しないことを明言した43。 

2002 年 10 月に米国が提示した国連安保理

決議の草案に対してもイラクへの査察継続を

主張する仏独は反対した。さらに、2003 年２

月に米英西が提出した新決議案に対し、ロシ

アのみならずフランスも拒否権の発動を示唆

したため、最終的に米英はイラクに対する武

力行使容認決議の採択を断念し、既存の決議

を根拠に攻撃に踏み切ることとなった。 

さらに、イラク戦争をめぐっては、ＮＡＴ

Ｏ内でもこうした同盟国間の対立を象徴する

ような出来事が発生した。2003 年１月に、米

                             
39 The New York Times, September 25, 2009, p. A29. 
40 The Washington Post, August 22, 1998, p. A15. 
41 The New York Times, November 10, 2002, p. 4-14. 
42 The Washington Post, February 11, 2003, p. A1. 
43 The New York Times, August 18, 2002, p. 4-2. 
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国がイラクへの武力行使に備え、ＮＡＴＯの

同盟国に対してトルコ防衛のために早期警戒

管制機や地対空ミサイル・パトリオットの提

供などを求めたのに対し、仏独がベルギー、

ルクセンブルクとともに難色を示したのであ

る。この問題は同年 2月の北大西洋理事会で

も協議されたが、仏独ベルギーはトルコ防衛

の支援に反対の立場を崩さず、最終的にはフ

ランス抜きの防衛計画委員会の決定という形

で支援計画が合意されることとなった44。 

 

３ 核不拡散体制の動揺 

米国はＷＭＤによる攻撃を抑止することを

拡散対抗の重要な要素として位置付け、その

ために核兵器を含む攻撃能力を保有すること

を繰り返し明言してきた。特にブッシュ政権

は、包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ：

Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty）に

一貫して批判的な姿勢を見せ、強化型地中貫

通核兵器（ＲＮＥＰ：Robust Nuclear Earth 

Penetrator）や小型核の研究を進めるなど45、

拡散対抗における核兵器の役割を重視してき

た。 

こうした拡散対抗における核兵器の意義の

強調は、非同盟運動（ＮＡＭ：Non-Aligned 

Movement）や新アジェンダ連合（ＮＡＣ：New 

Agenda Coalition）を中心とする非核兵器国

からの批判や反発を招き、米国などへの核軍

縮の要求を強めることとなる。また、前節で

論じたようなミサイル防衛に起因する米露の

核軍備管理交渉の停滞も、非核兵器国の不満

を増大させるものであった。そして、米国と

                             
44 Eric Terzuolo, NATO and Weapons of Mass Destruction: 
Regional Alliance, Global Threats, Routledege, 2006, 

pp. 118-119. 
45 ＲＮＥＰは、深さ数十フィートの地中に貫通した後に爆

発することによって、堅固な地下目標を破壊する能力を高

めようとする核兵器であり、2003 年５月から研究が開始

さ れ た 。 Jonathan Medalia, "Robust Nuclear Earth 

Penetrator Budget Request and Plan, FY2005-FY2009," 

CRS Report for Congress, March 24, 2004, pp. 1-2. 

非核兵器国との対立は、特に 2000 年以降のＮ

ＰＴの再検討プロセスに悪影響を与え、ＮＰ

Ｔを中心とする核不拡散体制に動揺を生じさ

せることにもなった。 

2000 年のＮＰＴ運用検討会議は、結果的に

コンセンサスで最終文書の採択に成功したも

のの、米国のＮＭＤ計画とそれが招いたロシ

アとの戦略兵器削減交渉の停滞が非核兵器国

からの強い批判を受けた。また、最終文書で

示された核軍縮のための 13項目の措置に、核

兵器国による全面的な核兵器廃絶に向けた

「明確な約束」やＣＴＢＴの早期発効に加え、

米露の戦略兵器削減交渉の進展、ＡＢＭ条約

の維持・強化が盛り込まれたことにも46、非

核兵器国の不満や反発が反映されたといえる。 

ブッシュ政権は、こうした非核兵器国から

の要求とは裏腹に、当初より政府としてＣＴ

ＢＴの批准反対を明言し、2001 年 12 月には

ＡＢＭ条約からの脱退をロシアに通告した。

さらに、2002 年４月に開催された 2005 年Ｎ

ＰＴ運用検討会議の準備委員会では、2000 年

のＮＰＴ運用検討会議で合意された 13 項目

のうち、既に脱退したＡＢＭ条約の維持・強

化や、ＣＴＢＴについては支持できないこと

を明言し、非核兵器国側からの強い反発を受

けることとなった47。 

このような米国の拡散対抗政策への批判・

反発は、決裂という形で幕を閉じた 2005 年５

月のＮＰＴ運用検討会議でピークに達するこ

ととなる。例えば、ＮＡＭは会議に提出した

作業文書の中で、米国のミサイル防衛計画と

ＡＢＭ条約の廃棄を戦略的安定性とＰＡＲＯ

Ｓに対する挑戦であるとして非難し、ミサイ

ル防衛に絡んでＳＴＡＲＴ II が発効しなか

ったことを批判するとともに、米国による新

                             
46 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, "Final 

Document," Vol. I, Part I, 2001, pp. 14-15. 
47 黒澤満『核軍縮と国際平和』信山社（2011）87-88頁 



冷戦後米国の拡散対抗政策 

―その弊害と弊害緩和の模索― 

RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 55 

型核兵器の研究・開発とＣＴＢＴの批准拒否

にも深刻な懸念を表明した48。ＮＡＣも、新

型核兵器の研究・開発は、新たな核軍拡競争

を惹起しうるものであり、ＮＰＴに反するも

のであるとの主張を展開した49。 

最終的に 2005 年の会議では、実質的な合意

文書を採択することができなかった。その背

景には様々な要因があろうが、ブッシュ政権

の拡散対抗政策が、核軍縮への逆行として上

述のような強い反発を招いたことが大きな原

因の一つであったと考えられる50。また、2000

年から 2005 年会議に至るまでの時期は、北朝

鮮のＮＰＴ脱退宣言や核兵器保有宣言、ある

いはイランのウラン濃縮計画の露呈など、核

拡散をめぐる状況も悪化を見せていたが、米

国の拡散対抗政策が拡散を助長する一因にな

ったという見方もある51。 

2010 年５月のＮＰＴ運用検討会議では、同

年の新ＳＴＡＲＴ署名など米露間の核軍備管

理交渉の前進もあり、2005 年の会議のような

米国と非核兵器国の激しい対立は見られず、

最終文書の採択に成功する。しかし、2007 年

の準備委員会では、米国のミサイル防衛や核

                             
48 2005 Review Conference of the Parties to the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, "Working 

Paper Presented by the Members of the Group of Non- 

Aligned Movement States Parties to the Treaty on the 

Non-Proliferation of Nuclear Weapons," April 26, 2005. 
49 ＮＡＣを代表して行われた、ニュージーランドによる演

説。2005 Review Conference of the Parties to the Treaty 

on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 

"Statement by Hon Marian Hobbs Minister for 

Disarmament and arms Control, New Zealand," May 2, 

2005. 
50 例えば、ジョセフ・シリンシオーネ（Joseph Cirincione）

は、この会議の結果を「ブッシュ政権の拡散対抗戦略が失

敗したことの象徴」と評している。Joseph Cirincione, 

"Nuclear Regime in Peril," YaleGlobal, May 17, 2005 

<http://yaleglobal.yale.edu/content/nuclear-regime-

peril/>. 
51 例えば、ジェフリー・ノッフ（Jeffrey W. Knopf）は、

核兵器の役割を強調した米国の政策がイラン・北朝鮮に核

保有の動機を与えた側面があると論じている。Jeffrey W. 

Knopf, "Nuclear Tradeoffs: Conflicts between U.S. 

National Security Strategy and Global 

Nonproliferation Efforts," James J. Wirtz and Jeffrey 

A. Larsen, eds., Nuclear Transformation: The New U.S. 

Nuclear Doctrine, Palgrave Macmillan, 2005, p. 170. 

戦力削減の停滞について、ＮＡＣやＮＡＭか

らはそれまでと同様の批判が繰り返されてい

たのである。 

 

Ⅱ 弊害への米国の対応 

１ ミサイル防衛に対する中露の懸念の緩和 

米国が拡散対抗政策として重視したミサイ

ル防衛は、中露からの批判や反発を招き、米

国との関係を悪化させるものであった。しか

しその一方で、ミサイル防衛に対する中露の

懸念を緩和しようとする動きや、関係悪化を

防ぐ取組も各政権を通じて見られてきた。 

まずクリントン政権は、拡散対抗政策を打

ち出した当初より、とりわけロシアの懸念に

配慮しながら、慎重にミサイル防衛計画を進

めていった。クリントン政権はロシアの強い

反発を惹起しうるＮＭＤよりもＴＭＤを優先

し、ＴＭＤを推進する上でもＡＢＭ条約を尊

重する姿勢を見せたのである。また、ＡＢＭ

条約には条約の対象となるＡＢＭが明確に定

義されていないという曖昧さがあったが52、

クリントン政権は、その曖昧さを払拭するこ

とで、ロシアの疑念を解消しようと努めた。 

1994 年１月の『国防報告』では、ＴＭＤが

最優先でＮＭＤはこれに次ぐ優先事項である

ことが明記され、ＴＭＤの推進に際しても、

ＡＢＭ条約で許容されるミサイル防衛システ

ムの範囲を明確にするために、ロシアとの合

意を目指すとの方針が示された53。次いで、

1995 年５月の米露首脳会談で発出されたミ

サイル防衛に関する共同声明では、ＡＢＭ条

約が米露の「戦略的安定性の礎石」（a 

cornerstone of strategic stability）とし

                             
52 ＡＢＭ条約は戦略弾道ミサイルを迎撃するミサイルシ

ステム等を規制するものであったが、戦略弾道ミサイルと

その他の弾道ミサイルとの違いや、戦略弾道ミサイルを迎

撃するミサイルとその他の弾道ミサイルを迎撃するミサ

イルとの違いを、明確に区分していなかった。 
53 Les Aspin, Annual Report to the President and the 
Congress, January 1994, pp. 47, 54-55. 



 

56 RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

論論  文 

て位置付けられ、ミサイル防衛に関する活動

はその違反や迂回を避ける形で行うことが明

示された。また、ＴＭＤの配備は互いの戦略

核戦力の現実的な脅威になってはならないと

し、ＴＭＤとＡＢＭ条約で制限されるＡＢＭ

とを峻別するための合意を目指すこととされ

た54。 

クリントン政権は、このＴＭＤ／ＡＢＭ峻

別合意を実現すべくロシアとの交渉を重ね、

1996 年６月及び 1997 年３月の合意を経て、

同年９月にＴＭＤとして展開可能な迎撃ミサ

イルとＡＢＭとの区別を明確にする合意声明

の署名に至っている。同時に、ＴＭＤの開発・

実験などの計画に関する情報を毎年交換する

ことなどを規定する共同声明も署名され、米

露間で信頼醸成のための措置を実施していく

ことも確認された55。 

その後、議会からの圧力の高まりなどによ

り、クリントン政権は限定的なＮＭＤ配備へ

の傾斜を余儀なくされるが、その一方でＮＭ

Ｄに対するロシアの懸念を緩和しようとする

動きを示し続けた。 

1999 年１月にウィリアム・コーエン

（William S. Cohen）国防長官が発表した限

定的なＮＭＤ開発計画では、ＮＭＤ推進に必

要なＡＢＭ条約の改定に関しては、ロシアと

交渉していく方針が示された56。さらに、そ

の計画の概要説明の中でコーエンは、米国の

ＮＭＤはロシアの核抑止力に対抗するような

能力は有していないとも明確に述べている57。 

                             
54 "Russia-United States Joint Statement on Missile 
Systems, May 10, 1995," Public Papers of the Presidents 

of the United States, William J. Clinton, 1995, Book 

I, Government Printing Office, 1996, p. 799. 
55 ただし、これら一連の合意は、ＮＭＤ推進派が多数を占

める議会の批准の目処が立たなかったため、政権から議会

に送付されることはなかった。 
56 "Cohen Announces Plan to Augment Missile Defense 
Programs," January 20, 1999 <http://www.defense.gov/ 

releases/release.aspx?releaseid=1955>. 
57 "DoD News Briefing, Secretary Cohen and Gen. Shelton, 
Subject: Missile Defense," January 20, 1999 

米国のＮＭＤが各国から厳しい批判を受け

ることとなった 2000 年５月のＮＰＴ運用検

討会議の中でも米国は、米国のミサイル防衛

はロシアの抑止力低下を意図したものではな

いと述べるとともに、ミサイル防衛に関連し

て同盟国や中露を含む各国から提起された懸

念に対しては、その解消に向けて取り組んで

いることを強調している58。また、時期を同

じくして米露間の信頼醸成のための取組も進

展を見せ、同年６月にミサイル発射の早期警

戒情報を共有するための統合データ交換セン

ター（ＪＤＥＣ：Joint Data Exchange Center）

設置に関する合意覚書が、12月には弾道ミサ

イルなどの事前・事後発射通知システム（Ｐ

ＬＮＳ：Pre- and Post-Launch Notification 

System）設置の了解覚書が署名された。 

こうしたＮＭＤに対するクリントン政権の

慎重な姿勢は、政権の最後まで続いた。ＮＭ

Ｄの配備決定を次期政権に委ねた 2000 年９

月の演説で、クリントンはロシアとの相互抑

止に基づく戦略的安定性が現在でも重要であ

るとの認識を示し、ＮＭＤはＡＢＭ条約の精

神に則って推進されるべきであると述べた。

また、中国に関しても、核戦力の増強といっ

たＮＭＤに対する中国の反応がアジアの安全

保障環境を悪化させる可能性にも触れ、次期

政権はこの点にも十分考慮する必要があると

指摘したのである59。 

このように、クリントン政権期にはミサイ

ル防衛がもたらす懸念の緩和に向けた取組が

広く見られた。これには、クリントン大統領

自身が、ＴＭＤとＡＢＭの定義に係る曖昧さ

がロシアに懸念を生じさせていると認識し、

                                         
<http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx

?transcriptid=865>. 
58 前掲注 22 p. 17. 
59  William J. Clinton, "Remarks at Georgetown 

University, September 1, 2000," Public Papers of the 

Presidents of the United States, William J. Clinton, 

2000-2001, Book II, Government Printing Office, 2002, 

pp. 1747-1748. 
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ＮＭＤの配備がＳＴＡＲＴ I の履行に悪影

響を与えかねないと懸念していたことも60、

強く影響していたと考えられる。 

次にブッシュ政権の対応を見てみると、ク

リントン前政権が重視していたＡＢＭ条約の

廃棄や東欧への配備計画の推進など、ミサイ

ル防衛を強行的に進めていった感は否めない。

しかし、ブッシュ政権もまた、ミサイル防衛

に向けられたロシアや中国の懸念を払拭しよ

うとする姿勢を示してきた。 

2001 年５月に国防大学で行った演説にお

いてブッシュは、「今日のロシアは敵ではない」

と述べるとともに、不信と相互脆弱性に基づ

く関係を永続させるＡＢＭ条約に代わる新し

い枠組を構築するために、米国はロシアとと

もに努力していくべきであると論じた61。こ

こで提唱された「新戦略枠組」は、冷戦期の

ような敵対関係からの決別を説き、ロシアと

の関係の変化を訴えることで、ミサイル防衛

に対するロシア側の懸念を緩和する意図があ

ったと考えられる。 

さらに、この国防大学演説の中でブッシュ

はブースト段階迎撃（ＢＰＩ：Boost Phase 

Intercept）の意義を強調したが62、このこと

も核抑止力の低下を危惧する中露に対する配

慮であったといえる。ＢＰＩシステムでは、

ロシアや中国の内陸深くから発射される大陸

間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ：Intercontinental 

Ballistic Missile）を迎撃することは物理的

に困難であることから、ミサイル防衛に対す

る中露の懸念の解消に繋がりうるものであっ

                             
60 ビル・クリントン（楡井浩一訳）『マイライフ―クリン

トンの回想 下巻』朝日新聞社（2004）345, 438頁 
61 George W. Bush, "Remarks by the President to Students 
and Faculty at National Defense University," May 1, 

2001 <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/ 

news/releases/2001/05/20010501-10.html>. 
62 弾道ミサイルの飛翔経路は、①発射後ロケットエンジン

が燃焼し加速しているブースト段階、②ロケットエンジン

の燃焼が終了し慣性運動によって大気圏外を飛行してい

るミッドコース段階及び③大気圏に再突入して着弾する

までのターミナル段階の３つに一般的に区分される。 

た63。 

2001 年 12 月にブッシュ政権が行ったＡＢ

Ｍ条約からの離脱宣言は一方的なものであっ

たが、その際に出されたブッシュ大統領の声

明では、ロシアとの経済関係の進展やロシ

ア・ＮＡＴＯの関係強化に触れ、ロシアと新

たな戦略関係を構築していくことが強調され

ている64。中国に対しても、事前に条約脱退

の意向を伝えた上で、米中間で戦略対話を進

めていく用意があると述べるといった配慮を

見せていた65。 

2002 年５月に締結された戦略攻撃能力削

減条約（ＳＯＲＴ：Strategic Offensive 

Reduction Treaty、モスクワ条約）も、ロシ

アへの配慮を多分に含むものであった。米国

がロシアに対し第一撃能力を有するようにな

っているともいわれる中66、戦略核戦力の量

的均衡を規定した同条約は、ロシアが米国と

肩を並べる核大国としての体面を保てること

を意味するものであった。また、ＳＯＲＴは

ＳＴＡＲＴ II で全廃することとされていた

個別誘導多弾頭（ＭＩＲＶ：Multiple 

Independently Targetable Reentry Vehicle）

化ＩＣＢＭの配備を容認しており、この点も

ＭＩＲＶ化ＩＣＢＭを多数保有するロシアに

とって都合の良い側面であった67。さらに、

                             
63 Charles L. Glaser and Steve Fetter, "National Missile 
Defense and the Future of U.S. Nuclear Weapons Policy," 

International Security, Vol. 26, No. 1, Summer 2001, 

pp. 54, 57. 
64  George W. Bush, "President Discusses National 

Missile Defense," December 12, 2001 <http:// 

georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2

001/12/20011213-4.html>. 
65 The New York Times, December 14, 2001, p. A1. 
66 米国の核戦力の質的向上やロシアの核報復能力の減衰

などにより、こうした傾向は 1990 年代から既に見られて

いたとされる。Keir A. Lieber and Daryl G. Press, "The 

End of MAD? The Nuclear Dimension of U.S. Primacy," 

International Security, Vol. 30, No. 4, Spring 2006, 

pp.7-44. 
67 小川伸一「モスクワ条約の意義と課題」『防衛研究所紀

要（第５巻第２号）』防衛省防衛研究所（2003.3）101-102

頁 
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ＳＯＲＴと同時に署名された共同宣言では、

ミサイル防衛計画に関する情報交換や監視要

員の相互受入れなど、米露間で信頼醸成や透

明性向上を図っていくことも謳われた68。 

2007 年に入ると、東欧へのミサイル防衛シ

ステム配備計画が本格化し、ロシアの激しい

反発を招いた。しかし当初より、ミサイル防

衛庁（ＭＤＡ：Missile Defense Agency）の

ヘンリー・オベリング（Henry Obering）長官

が、米国が配備を計画しているシステムには

ロシアが保有する高度なＩＣＢＭを迎撃する

能力はないことを明言し、ロシアやＮＡＴＯ

の同盟国と緊密に協議していくことを表明す

るなど69、ロシアの懸念を緩和しようとする

姿勢が見られていた。 

2007 年 10 月に行われた米露の外務・防衛

閣僚級会合でも、米国は、東欧へのシステム

の配備はロシアの核抑止力の脅威にはならな

いという説明を繰り返し、ミサイル脅威に関

する情報共有やロシア側の監視要員の受入れ

といった信頼醸成措置の実施や、システム稼

動の当面の見合わせなどの提案をロシアに行

っている70。2008 年３月の外務・防衛閣僚級

会合でも米国側からほぼ同様の提案が行われ、

翌月の首脳会談で発出された米露戦略枠組宣

言では、こうした米国の提案がロシア側の懸

念の解消のために重要かつ有益であることが

明記されたのである71。 

東欧へのミサイル防衛計画は、2009 年９月

                             
68 "Text of Joint Declaration," May 24, 2002 <http:// 
georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/ 

2002/05/20020524-2.html>. 
69 "U.S. Missile Defense in Europe to Counter Rogue 
States," January 26, 2007 <http://www.defense.gov/ 

News/NewsArticle.aspx?ID=2828>. 
70 Wade Boese, "U.S., Russia Swap Arms Ideas," Arms 
Control Today, Vol. 37, No.9, November 2007. 

71  "U.S.-Russia Strategic Framework Declaration," 

April 6, 2008 <http://georgewbush-whitehouse. 

archives.gov/news/releases/2008/04/20080406-4.html>. 

ただし、ポーランド及びチェコへのミサイル防衛システム

の配備に対しロシアは反対するという旨も併せて明記さ

れている。 

にオバマ政権によってその見直しが発表され

る。これはポーランド、チェコへの当初のシ

ステム配備計画を中止したものの、欧州への

システム配備の方針を抜本的に見直したもの

ではなく、ロバート・ゲーツ（Robert M. Gates）

国防長官も、ロシアに対する譲歩であるとい

う見方を否定している72。しかし、オバマは、

就任当初よりロシアとの関係改善や核軍備管

理交渉の進展の必要性を強調してきた。また、

その見直しの主要な理由としてイランに対す

る脅威認識の変化を挙げ、長距離弾道ミサイ

ルよりも短・中距離ミサイルの脅威を強調し

たことなどに鑑みると73、やはり自国の戦略

攻撃能力の無効化を懸念するロシアに対する

一定の配慮や妥協があったことは否定し難い

といえよう。 

 

２ 核不拡散体制の正当性の確保 

米国が拡散対抗政策における核兵器の意義

を強調した側面や、ミサイル防衛が招いた米

露の戦略兵器削減の停滞は、多くの非核兵器

国から核軍縮に反する動きとして受け取られ、

ＮＰＴを中心とする核不拡散体制への支持を

弱め、その正当性を低下させるものであった。

しかし一方で米国は、核兵器の役割低減や削

減への動きを見せることで、非核兵器国の不

満の解消、不拡散体制の正当性低下の阻止に

も努めてきた。 

まずクリントン政権は、1993 年 10 月の『ボ

トム・アップ・レビュー報告』（ＢＵＲ：

Bottom-Up Review）などでＷＭＤによる攻撃

を抑止するための核を含む攻撃能力の重要性

                             
72 "DOD News Briefing with Secretary Gates and Gen. 
Cartwright from the Pentagon," April 21, 2011 <http:// 

www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcr

iptid=4815>. 
73  Barack H. Obama, "Remarks by the President on 

Strengthening Missile Defense in Europe," September 17, 

2009 <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/ 

remarks-president-strengthening-missile-defense-eur

ope>. 
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は認めつつも74、拡散対抗政策を打ち出した

当初より、核兵器の役割低減や量的削減を強

調してきた。 

例えば、1994 年９月の『核態勢見直し報告』

（ＮＰＲ：Nuclear Posture Review 1994）で

は、冷戦が終結し米国の安全保障における核

兵器の役割は縮小しているとの認識が示され

ている75。また、1995 年４月に開催されたジ

ュネーヴ軍縮会議では、クリントン政権は他

の核兵器国とともに、ＮＰＴ加盟国である非

核兵器国に対しては、他の核兵器国と同盟又

は連携して攻撃を行わない限り核兵器を使用

しないことを宣言した76。こうした「消極的

安全保証」（negative security assurance）

は、核兵器の政治的な価値や有用性の低下に

資する措置であったといえる77。 

さらに、クリントン政権はＣＴＢＴを重視

し、その成立に向けて積極的な姿勢も見せた。

例えば、1995 年１月には、ＣＴＢＴ発効まで

米国の核実験モラトリアムを延長することを

宣言し、発効後 10年で脱退を可能にすべきと

いう従来の主張を撤回するなどの譲歩を示し

ている78。 

1995 年のＮＰＴ再検討・延長会議でも米国

は、安全保障における核兵器の役割が低下し

ているとの認識を改めて示すとともに、これ

                             
74 Les Aspin, Report on the Bottom-Up Review, October 
1993, p. 6. 

75 1994 年のＮＰＲは非公開とされたが、1995 年２月の『国

防報告』にその概要が記載されている。William J. Perry, 

Annual Report to the President and the Congress, 

January 1995, pp. 83-92. 
76  "Letter Dated 7 April 1995 from the Permanent 

Representative of the United States of America to the 

Conference Addressed to the Secretary-General of the 

Conference on Disarmament Transmitting the Text of the 

United States Statement Containing the United States 

Declaration on Security Assurances," April 7, 1995. な

おクリントン政権は、同月中にその内容を確認する決議を

国連安保理に共同提案し、全会一致で採択されている。 
77 黒澤満『軍縮国際法』信山社（2003）177頁 
78 Anthony Lake, "A Year of Decision: Arms Control and 
Nonproliferation in 1995," The Nonproliferation 

Review, Vol. 3, No. 2, Winter 1995, pp. 57-58. 

まで米国が実施してきた戦略・非戦略核兵器

の削減などに触れ、ＮＰＴ第６条の核軍縮の

義務を真摯に果たしていることを強調した79。

また、ＣＴＢＴに関しても、可能な限り早急

に交渉を妥結させるべく全力を尽くすと述べ、

その成立に向けた意欲を示した80。 

その後、1996 年９月の署名開放と同時に米

国はＣＴＢＴに署名し、1997 年３月に設置さ

れた包括的核実験禁止条約機関（ＣＴＢＴ

Ｏ：Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty 

Organization）の準備委員会にも加わってい

る。1999 年９月に上院がＣＴＢＴの批准決議

を否決するが、クリントン政権は上院に批准

を承認するよう再三要請し、また、2000 年の

ＮＰＴ運用検討会議でも、核実験のモラトリ

アムやＣＴＢＴＯ準備委員会の活動への支持

を継続することを表明した81。 

続くブッシュ政権は、拡散対抗における核

兵器の役割を強調し、ＲＮＥＰなど新型核兵

器の開発に意欲を示し、クリントン政権が重

視したＣＴＢＴにも否定的な態度を取った。

既に述べたように、それが核軍縮への逆行で

あるとの反発を強めることとなったが、ブッ

シュ政権も一方では核兵器の役割低減に向け

た動きを見せており、その量的削減も実施し

ている。 

2001 年 12 月にブッシュ政権が議会に提出

したＮＰＲ 2001 は、堅固で地中深くに埋め

られた目標の破壊といった核兵器の任務を掲

げ、ＲＮＥＰなどの新たな核兵器の開発を示

唆するものであった。しかし、そこで打ち出

                             
79 実際、クリントン政権は、ＳＴＡＲＴ Iの着実な履行と

ともに欧州や朝鮮半島の非戦略核の撤去を進めており、核

兵器の総量は 1990 年代を通じて約半数まで減少したとさ

れる。梅本哲也『アメリカの世界戦略と国際秩序―覇権、

核兵器、ＲＭＡ』ミネルヴァ書房（2010）142頁 
80 1995 Review and Extension Conference of the Parties 
to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons, "Final Document," Part III, 1996, p. 223. 
81 Jonathan Medalia, "Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty: Background and Current Developments," CRS 

Report for Congress, August 3, 2012, p. 2. 
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された①核・非核の攻撃能力、②防御能力及

び③防衛インフラからなる「新たな三本柱」

（new triad）の概念は、全体としては通常戦

力の役割を高めることで核兵器への依存を減

らすものであると説明されていた82。 

2003 年５月のＮＰＴ運用検討会議準備委

員会でも米国は同様の説明を繰り返し、ブッ

シュ政権が打ち出した核政策は核使用の敷居

を下げるものではなく、非核兵器国に対する

消極的安全保証にも変更はないとも述べるな

ど、非核兵器国の不満・不安の解消に努めて

いる。さらに、米国はＣＴＢＴを支持しない

とする一方で、核実験モラトリアムは維持し、

核実験を実施する計画もないと述べ、核実験

に対して自制的な態度を示している83。 

また、ブッシュ政権は、2001 年５月に表明

した「新戦略枠組」を核兵器の一層の削減を

促すものであると位置付け84、ロシアとの戦

略兵器削減交渉が停滞する中で自主的な核兵

器の削減にも取り組んだ。同年 11月の米露首

脳会談では、米国が配備戦略核弾頭を今後 10

年間で 1,700～2,200 発まで削減することを

表明し85、2002 年５月に締結されたＳＯＲＴ

の基礎を築いた。さらに、2004 年６月には、

                             
82 2001 年のＮＰＲの全文は非公開とされたが、2002 年１

月にその概要説明が行われ、その一部が公開されている。

"Special Briefing on the Nuclear Posture Review," 

Assistant Secretary of Defense for International 

Security Policy Jack D. Crouch, January 9, 2002 

<http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx

?transcriptid=1108>. また、非公開部分については、例

えば、"Nuclear Posture Review Report [Reconstructed]," 

Federation of American Scientists <http://www.fas.org 

/blog/ssp/united_states/NPR2001re.pdf>、などを参照。 
83 "Article VI of the NPT," J. Sherwood McGinnis, Deputy 
U.S. Representative to the Conference on Disarmament, 

Remarks to the Second Session of the Preparatory 

Committee for the 2005 NPT Review Conference, May 1, 

2003 <http://2001-2009.state.gov/t/isn/rls/rm/24919. 

htm>. なお米国は、2005 年５月のＮＰＴ運用検討会議で

も、2003年の会議とほぼ同様の主張を行っている。 
84 前掲注 61 
85 George W. Bush, "President Announces Reduction in 
Nuclear Arsenal," November 13, 2001 <http:// 

georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2

001/11/20011113-3.html>. 

今後８年間で備蓄核弾頭数をブッシュ政権発

足時のほぼ半分まで削減する方針も明らかに

している86。2005 年のＮＰＴ運用検討会議で

は、こうした取組を米国の核兵器削減の進展

として強調した87。 

このように、ブッシュ政権も核兵器の役割

低減や量的削減を繰り返し主張していた。し

かし、2005 年のＮＰＴ運用検討会議の決裂が

象徴するように、一部の非核兵器国の理解は

得られなかった。続くオバマ政権が強調した

核兵器の役割低減や量的削減という方向性自

体は、かなりの程度ブッシュ政権から継続す

るものであった一方、その失敗も強く反映し

たものであったといえる。オバマ政権は、広

く知られるように「核兵器のない世界」の追

求を掲げ、核兵器の役割低減や削減に向けた

努力をブッシュ政権以上に前面に出すように

なったのである。 

2010 年４月に公表されたＮＰＲ 2010 では、

核兵器の役割に関し、いわゆる「唯一目的」

論の採用が打ち出されることはなかったもの

の、米国とその同盟国などへの核攻撃の抑止

が「基本的な役割」（fundamental role）であ

ると明記された。また、ＮＰＴ加盟国であり、

かつ核不拡散義務を遵守している非核兵器国

に対しては核兵器の使用やその威嚇を行わな

いことも宣言された88。これは、そうした非

核兵器国が生物・化学兵器を用いたとしても、

米国が核兵器による報復を行わないことを意

味するもので、消極的安全保証のコミットメ

                             
86 Wade Boese, "Hill Reviews Defense Policies; Nixes 
Warhead," Arms Control Today, Vol. 38, No. 1, 

January/February 2008. 
87 "U.S. Implementation of Article VI and the Future of 
Nuclear Disarmament," Ambassador Jackie W. Sanders, 

Special Representative of the President for the 

Nonproliferation of Nuclear Weapons, Statement to the 

2005 Review Conference of the Treaty on the 

Nonproliferation of Nuclear Weapons, May 20, 2005 

<http://2001-2009.state.gov/t/isn/rls/rm/46603.htm>. 
88 Robert M. Gates, Nuclear Posture Review Report, April 
2010, pp. 15-16. 
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ントをより進展させるものであった89。 

さらに、同文書では、米国は核実験を実施

せず新型の核弾頭も開発しないという方針も

明示され、前政権が否定的な態度を示してい

たＣＴＢＴについても、批准と早期発効を追

求することとされた90。これに加え、ブッシ

ュ政権が検証措置を含めることに難色を示し

ていたＦＭＣＴに関しても、監視・検証措置

を含む条約の交渉を早期に開始することを支

持する旨が明記された91。 

2010 月４月には米露の配備戦略核弾頭数

を 1,550 発まで削減する新ＳＴＡＲＴが署名

に至り、米露間の戦略兵器削減交渉も大きな

進展を見せた。それに加え、ＮＰＲ 2010 で

は、新ＳＴＡＲＴ発効後も、さらなる削減と

透明性の向上を図るためにロシアと交渉して

いくことが明記され92、米露の核戦力削減の

停滞への批判を繰り返す非核兵器国の不満を

解消しようとする姿勢が強く示された。 

2010 年５月のＮＰＴ運用検討会議でも、オ

バマ政権は、核兵器の役割低減と削減に取り

組むという方針を強調した。前述のように、

ブッシュ政権もＮＰＴ運用検討会議の場で核

兵器の役割低減・削減は主張していたが、オ

バマ政権は、透明性向上のために備蓄核兵器

や 1991 年以降に解体した核兵器の数を公表

していくとの方針も明らかにし、前政権が否

定的だったＣＴＢＴの批准の追求やＦＭＣＴ

の交渉の促進にも言及したのである93。この

ことからも、2005 年会議の失敗を踏まえ、

2010 年の会議を成功させようとする意識が

オバマ政権に強く働いていたと考えられる。 

                             
89 梅本哲也「米国の核政策と『核兵器なき世界』」『国際問

題（第 595号）』日本国際問題研究所（2010.10）６頁 
90 前掲注 88 pp. 38-39. 
91 前掲注 88 p. 13. 
92 前掲注 88 p. 12. 
93  "Statement by Secretary of State Hillary Rodham 
Clinton to the 2010 Review Conference of the Treaty on 

the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, General 

Debate", May 3, 2010. 

３ 国際協調・多国間枠組の重視 

拡散対抗政策の中でも、ミサイル防衛や先

制的な軍事力の行使は、しばしば中露や同盟

国を含む各国から米国の単独行動主義の表れ

であるという批判を受けた。それはブッシュ

政権期において特に顕著であった。しかし、

一方で米国は、国際協調や多国間枠組を重視

することで、単独行動主義との懸念を払拭し

ようとする姿勢も見せていた。 

クリントン政権は、拡散対抗政策を正式に

打ち出したとはいえ、ＷＭＤ拡散への対応に

おいて当初より重視していたのは多国間枠組

を通じた不拡散の強化であった。例えば、1994

年７月の『関与と拡大の国家安全保障戦略』

（ＮＳＳ：National Security Strategy 1994）

でも多国間枠組の重要性が強調され、その具

体策としてＮＰＴの無期限延長の支持、ＩＡ

ＥＡの強化、ＣＴＢＴや化学兵器禁止条約（Ｃ

ＷＣ：Chemical Weapons Convention）の批准

追求、生物兵器禁止条約（ＢＷＣ：Biological 

Weapons Convention）の強化などが挙げられ

た94。こうした方針は、その後のクリントン

政権のＮＳＳでもほぼ引き継がれている。 

実際、クリントン政権がＣＴＢＴの成立に

積極的な姿勢を見せたことは前節で述べたと

おりである。さらに、1994 年９月にはＢＷＣ

の検証議定書の策定を提案し、1997 年４月に

は前政権が署名したＣＷＣへの同意を議会か

ら取り付け同月中に発効させたほか、同年５

月に採択されたＩＡＥＡの保障措置強化のた

めの「モデル追加議定書」も主導している。 

一方、拡散対抗政策の軍事的側面が前面に

出されたブッシュ政権期には、ＣＴＢＴの否

定、ＡＢＭ条約の廃棄、対イラク武力行使へ

の国際的な批判が示すように、米国の単独行

動主義に対する各国からの懸念や反発が特に

                             
94 William J. Clinton, A National Security Strategy of 
Engagement and Enlargement, July 1994, p. 11. 
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強まることとなった95。しかし、ブッシュ政

権も国際協調や多国間枠組を必ずしも軽視し

ていたわけではなかった。 

例えば、2002 年 12 月の『大量破壊兵器と

闘う国家戦略』は、拡散対抗をＷＭＤへの対

応策の筆頭に掲げ、先制的な軍事行動を示唆

する一方で、外交や多国間枠組を通じた不拡

散も重視するものであった。同文書では、不

拡散の強化として２国間・多国間協議の必要

性や既存の多国間枠組の重要性が強調され、

ＮＰＴ／ＩＡＥＡや、ＣＷＣ、ＢＷＣの強化

などが具体的な目標として掲げられた96。そ

して、拡散対抗と被害管理を含む包括的なＷ

ＭＤ拡散への対応強化のためには、国際協力

が重要である旨も明記されたのである97。 

さらにブッシュ政権は、米国がそれまで単

独で実施してきた協調的脅威削減（ＣＴＲ：

Cooperative Threat Reduction）プログラム

のような旧ソ連のＷＭＤの管理・廃棄への支

援を、自ら継続するだけではなく、国際的な

枠組にまで拡大している。2002 年６月のカナ

ナスキス・サミットで「ＷＭＤ及び関連物質

の拡散に対するＧ８グローバル・パートナー

シップ」が合意され、ロシアのＷＭＤ及び関

連資機材の解体・管理を支援するためにＧ８

諸国が今後10年間で合計200億ドルの資金を

拠出することが約束されたのである98。 

国際的な非難を浴びたミサイル防衛に関し

ても、ブッシュ政権は当初より国際協調を重

視する姿勢を見せている。2001 年５月の国防

大学での演説では、ミサイル防衛の配備は一

方的な決定ではなく、同盟国・友好国との協

議の下でミサイル防衛を進めることが明言さ

                             
95 ただし、その一因には、気候変動枠組条約京都議定書や

国際刑事裁判所ローマ規定からの離脱などもあったと思

われる。 
96 前掲注３ pp. 3-4. 
97 前掲注３ p. 6. 
98 なお、その後、2003 年６月のエビアン・サミットなどを

経て、Ｇ８諸国以外にも支援国の広がりが見られている。 

れた99。ここではまた、従来の戦域防衛と本

土防衛との区別が避けられ、グローバルな安

全を提供するミサイル防衛を展開していくこ

とが述べられるなど、欧州の同盟国から提起

されたデカップリングの不安の解消にも努め

ている100。 

2003 年のイラク戦争も、国際協調や国連の

軽視であるとの批判・反発を広く惹起したが、

ブッシュは 2002 年９月の国連総会での演説

で国連安保理決議の重要性を強調し、イラク

問題解決のために安保理と協力すると述べ101、

国際社会に対する一定の配慮も示していた。

また、対イラク武力行使を容認する新たな決

議は不要としながらも、建前的には安保理決

議を経た上での武力行使という形を取ろうと

し、実際、開戦の根拠として湾岸戦争の停戦

決議（安保理決議 687）の違反や、湾岸危機

発生後の武力行使容認決議（安保理決議 678）

を挙げるなど102、安保理決議を尊重する姿勢

も見せた。さらに、2003 年９月の国連総会演

説でも述べられたように、米国はイラク復興

において国連などの国際機関と連携していく

意向も示している103。 

このように、イラク戦争以前から、ブッシ

ュ政権は国際協調・多国間枠組を一定程度重

視し、単独行動主義批判を和らげようとする

姿勢を示していた。そうした傾向は、イラク

戦争後、より顕著に見られるようになる。 

                             
99 前掲注 61 
100 石川卓「ミサイル防衛と『軍備管理』の終焉」黒澤満

編『大量破壊兵器の軍縮論』信山社（2004）79頁 
101 George W. Bush, "President's Remarks at the United 
Nations General Assembly," September 12, 2002 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/re

leases/2002/09/20020912-1.html>. 
102 George W. Bush, "President Says Saddam Hussein Must 
Leave Iraq within 48 Hours," March 17, 2003 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/re

leases/2003/03/20030317-7.html>. 
103 George W. Bush, "President Bush Addresses United 
Nations General Assembly," September 23, 2003 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/re

leases/2003/09/20030923-4.html>. 
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2003 年５月に打ち出された「拡散に対する

安全保障構想」（ＰＳＩ：Proliferation 

Security Initiative）は104、有志連合的なも

のではあったが、ミサイル防衛や先制攻撃な

ど単独行動主義的な色彩の強かった拡散対抗

政策を、多国間の枠組にまで広げたという意

義が指摘できる。同年９月に採択されたＰＳ

Ｉの「阻止原則宣言」では、当初各国から出

された法的正当性に対する懸念に応える形で、

既存の国際法及び各国の国内法の枠内で実施

することとされたが105、これもイラク戦争へ

の反発を踏まえ国際的な支持を得ようとした

側面が強かったと考えられる。 

2004 年２月の国防大学演説でブッシュが

表明したＷＭＤの脅威に対抗するための７項

目の提案も、国際協調・多国間枠組の重視と

いう側面が強いものであった。この提案では、

ＩＡＥＡの検証能力の強化、ＰＳＩにおける

協力の拡大、前述のＧ８グローバル・パート

ナーシップの支援国・被支援国の拡大など、

多国間枠組の強化・拡充に特に力点が置かれ

たのである106。この中では、各国がＷＭＤ拡

散の犯罪化や厳格な輸出管理のための法整備

を行うことも提案され、同年５月の国連安保

理決議 1540 の採択を経て、国連を通じた不拡

散の強化も図られることとなった。 

さらに、北朝鮮とイランの核問題の対応で

も、ブッシュ政権は国際協調を重んじる姿勢

を見せた。イラクに対しては武力攻撃を伴う

                             
104 ＰＳＩは、拡散懸念国やテロリストによるＷＭＤとそ

の関連物質の移転阻止のための試みであり、北朝鮮の貨物

船によるミサイル運搬を阻止できなかった2002年12月の

「ソ・サン号」事件が契機になったともいわれる。Mary 

Beth Nikitin, "Proliferation Security Initiative 

(PSI)," CRS Report for Congress, June 15, 2012, p. 1. 
105  Andrew C. Winner, "The Proliferation Security 

Initiative: The New Face of Interdiction," The 

Washington Quarterly, Vol. 28, No. 2, Spring 2005, p. 

133. 
106 George W. Bush, "President Announces New Measures 
to Counter the Threat of WMD," February 11, 2004 

<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/re

leases/2004/02/20040211-4.html>. 

強硬な対応をとった一方で、北朝鮮とイラン

の核問題には、いずれも多国間協議や国連を

通じた解決を図ろうとしたのである。北朝鮮

については 2003 年８月以降米国を含む六者

会合による打開が試みられ、2006 年 10 月の

核実験に対しては、北朝鮮への経済制裁を規

定した安保理決議 1718 が採択されている。イ

ランについては、英仏独による交渉やＩＡＥ

Ａの査察に委ねる一方、2008 年７月にはＥＵ

とイランとの直接交渉に米国も参加している。

また、2006 年 12 月以降、イランに対しても

経済制裁のための安保理決議が採択されてい

る。こうした姿勢も、イラク戦争での教訓か

ら、ＷＭＤ拡散問題における国際協調の必要

性が改めて認識されたことの表れであったと

いえる。 

このように、ブッシュ政権も単独行動主義

批判に対し無配慮であったわけではなく、国

際協調や多国間枠組を重視する姿勢を繰り返

し示しており、イラク戦争後はその傾向が特

に強まった。しかし、「アラカルト多国間主義」

（a la carte multilateralism）あるいは「選

択的多国間主義」（selective multilateralism）

などとも評されたように107、そのような変調

は必ずしも能動的なものとは受け取られなか

ったといえる。既に触れたように、ＣＴＢＴ

の否定や東欧へのミサイル防衛システム配備

などの方針は維持され、国際的な批判を受け

続けることとなったのである。 

そうした中で発足したオバマ政権は、2009

年４月のプラハ演説に見られるように、当初

より国際協調や多国間枠組をより一層重視す

る姿勢を示し、2010 年５月に公表されたＮＳ

Ｓ 2010 でも、同盟国との関係の強化や他の

主要国・国際機関との協力の促進がより強調

                             
107 Joseph S. Nye, The Paradox of American Power: Why 
the World's Only Superpower Can't Go It Alone, Oxford 

University Press, 2002, pp. 154-163. 
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された108。ＣＴＢＴの批准追求やミサイル防

衛システムの東欧配備計画の見直しなどに見

られるように、確かにオバマ政権は国際協調

をより重視する方向へと転換したといえる側

面もあった。しかし、それはブッシュ政権期

から既に見られていた傾向でもあったのであ

る。 

 

おわりに 

本稿ではまず、拡散対抗政策に伴い、いか

なる弊害が生じてきたかを振り返ってきた。 

拡散対抗政策の中でも、特にミサイル防衛、

先制攻撃も含む軍事力行使、核兵器への依存

といった軍事的な側面は、広く批判や反発を

招くものであった。特にミサイル防衛は、ロ

シアとの軍縮・軍備管理交渉をたびたび膠着

させ、また、拡散対抗における核兵器の役割

を強調したことは、核戦力削減の停滞と併せ

て核不拡散体制の正当性低下を助長し、不拡

散も含む米国のＷＭＤ拡散に対する政策全体

に悪影響を与えた。さらに、拡散対抗政策の

軍事的な側面は、米国に対する単独行動主義

批判を強める一因にもなってきた。クリント

ン政権期には、こうした弊害の一部が既に見

られていたが、拡散対抗政策の軍事的側面を

特に偏重したブッシュ政権期により顕著に見

られるようになった。 

このように多くの弊害を伴う拡散対抗政策

を採用することで、米国は複合的なジレンマ

に陥ってきたといえる。拡散対抗政策により

ＷＭＤ拡散後の対応を進めると、拡散の未然

防止をめざす不拡散のための努力を損ないか

ねず、また、ＷＭＤを追求する「ならず者国

家」への対応を強めると、ＷＭＤ拡散への対

応において協力や協調が求められる中露との

関係を不安定にしかねなかったのである。 

                             
108 Barack H. Obama, National Security Strategy, May 
2010, pp. 43-47. 

これに対し米国は、ミサイル防衛の推進に

際しても相当な対外的な配慮を見せ、また、

核兵器の役割低減・削減に向けた動きを示す

ことで核不拡散体制の正当性低下の阻止にも

努めてきた。確かに拡散対抗政策は米国への

単独行動主義という批判を助長したが、各政

権とも相当程度国際協調や多国間枠組を重視

する姿勢を示してきたのである。 

こうした取組には、必ずしも拡散対抗政策

の弊害を意識して行われたとはいえない部分

もあると思われるが、批判的に論じられがち

なブッシュ政権を含め、歴代の政権はいずれ

も拡散対抗政策の弊害を緩和・解消しようと

する姿勢を見せてきた。拡散対抗政策が多く

の弊害を生じさせてきたことは否めないとは

いえ、その点を批判的に捉えるだけでは一面

的にならざるを得ないように思われる。 

無論、ミサイル防衛に対するロシアの反発

や、核政策に対する非核兵器国の批判が続い

たように、米国が講じてきた緩和策の全てが

功を奏したとはいえない。その一因には、冷

戦後の米国を単極とする国際政治構造ゆえの

難しさがあったと考えられる。もとより、一

国の突出した力は不可避的に他国の懸念や反

発を生じさせやすいといわれるが109、そうし

た単極構造の下でミサイル防衛や攻撃能力と

いった軍事的手段の追求が進められてきたこ

とが、米国に対する警戒や単独行動主義批判

を助長したと考えられる。加えて、米国が拡

散対抗政策と同時にとり続けてきた不拡散政

策が、核不拡散体制の不平等性を助長しかね

ないものであったことも110、非核兵器国から

                             
109 Kenneth N. Waltz, “Structural Realism after the Cold 
War,” International Security, Vol. 25, No. 1, Summer 
2001, pp. 27-28. 

110 例えば、ブッシュ政権が 2004年２月に提案した原子力

供給国グループ（ＮＳＧ）による濃縮・再処理関連の資機

材の供与制限や、2006 年２月に提唱した国際原子力エネ

ルギー・パートナーシップ（ＧＮＥＰ）など。石川卓「核

不拡散体制の動揺と米国の拡大抑止」『海外事情（第 55巻

第７・８号）』拓殖大学海外事情研究所（2007.7）32-33

頁 
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の批判や反発が継続する一因になったと思わ

れる。 

他方、ミサイル防衛が招いたロシアの反発

により米露間の軍縮・軍備管理の停滞がしば

しば生じてきたが、紆余曲折を経ながらも、

新ＳＴＡＲＴ妥結に見られるように米露の核

戦力削減交渉は一定の前進を見せている。ま

た、ブッシュ政権期には、拡散対抗政策を一

因として核不拡散体制の動揺も生じたが、結

局その崩壊には至っていない。 

米国が行ってきた拡散対抗政策の弊害の緩

和・解消に向けた取組は、その全てが成果を

挙げたわけではなかった。しかし、米国がそ

うした姿勢を示し続けてきたからこそ、多く

の弊害を伴いながらも米国は拡散対抗政策を

とり続けることができ、また、それが伝統的

な不拡散政策や軍縮・軍備管理と共存できた

側面もあったといえるのではないだろうか。 

オバマ政権は、ブッシュ前政権期に拡散対抗

政策に対する国際的な懸念や反発が嵩じ、一

定の変調後もその払拭に至らなかったことを

受けてか、核軍縮志向や国際協調路線をより

強めるようになった。しかし、その一方でミ

サイル防衛や攻撃能力の追求など、拡散対抗

政策の中でも特に弊害を生じさせてきた部分

は、トーンダウンを伴いながらも継続してい

る。オバマ政権発足後は、ＮＰＴ運用検討会

議の決裂やＳＴＡＲＴ交渉の行き詰まりが見

られたブッシュ政権期ほど弊害が表面化して

いないとはいえ、拡散対抗政策をとり続けて

いく以上は、それがもたらしうる弊害への対

応は、おそらく今後も重要な課題となり続け

るであろう。 
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 男女雇用機会均等法の施行後、女性の就業者数が増加し、現状安定的な推移を示している。

人口減少社会が到来し、我が国の潜在成長率の低下が意識される中、女性の就業を推進するこ

とは成長戦略の中核とされている。女性就業を取り巻く環境は産業構造というマクロ面で、医

療・福祉産業の労働需要の増大という「女性安定・男性不安定」な状況にある一方で、ミクロ

面で職場・家庭環境は依然として就業継続が難しいという「男性安定・女性不安定」な状況が

ある。マクロの趨勢に対し、ミクロの問題をどのように解決し経済成長に結び付けるか、また、

本分野において良く引き合いに出される「欧米諸国の働き方」を参考としつつも、我が国独自

の女性就業モデルを創っていくことがカギとなろう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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おわりに 

 

はじめに 

 労働面における女性の活躍が言われ始めて

久しい。少子高齢化に伴う人口減少社会の到

来によって、我が国の生産年齢人口の減少が

顕在化し始め、潜在的な労働の担い手として

女性が期待されている。これまで打ち出され

た各成長戦略においても、必ず言及されてき

たところである。労働面における女性の活躍

は、生産年齢人口の減少を食い止め、世帯の

所得を増加させるなどの期待を持たれている。

女性の労働をめぐる大きな変革として、昭和

60年の男女雇用機会均等法1、平成 11年の男

女共同参画社会基本法の成立などが挙げられ

る。こうした政策的なバックアップもあり、

我が国における女性就業は、着実に進展して

いる。また、産業構造の変化も大きく、医療・

福祉産業においては女性の就業者数2が、安定

的に増加する可能性がある。女性の就業を取

り巻く環境は、男性に比べて様々なものがあ

ると考えられることから、以下考察する。 

 

Ⅰ 我が国における女性就業の現状 

１ 女性の就業者数 

昭和 60 年以降女性の就業者数は平成９年

まで増加しており、近年はほぼ横ばい傾向に

ある。他方、男性の就業者数は平成９年をピ

ークに、それ以降は、増減はあるものの減少

傾向にあることがうかがえる。平成９年を基

                             
1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律 
2 就業者＝従業者＋休業者 
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準に考えると、24年時点で、男性は 276 万人

減（7.1％減）、女性は 11万人減（0.4％減）

となっている（図１）。 

男女間で減少幅に大きな差異が生じた原

因としては、我が国の産業構造の変化が大き

いが、この点についてはⅡで論じる。 

 

 

（図１）男女別就業者数 

 

（出所）総務省「労働力調査」より作成 

 

 

２ Ｍ字カーブの現状 

 女性の就業について考える際、年齢階級別

労働力率3のいわゆる「Ｍ字カーブ」の存在が

挙げられる。Ｍ字の底があるということは、

一旦職を離れ非労働力化する割合が多い年齢

階層があることを示している。平成 24年の統

計4では、依然としてＭ字の状態にあることが

示されているが、底に当たる年齢階層が 35～

39 歳へシフトするとともに、10年前の底の数

値である60.3％から67.7％へ7.4ポイント上

昇するなど、女性の年齢階級別労働力率のフ

ラット化が進んでいることも読み取れる（図

２）。 

                             
3 労働力率＝労働力人口／15歳以上人口 
4 総務省「労働力調査」 

（図２）Ｍ字カーブの現状 

 

（出所）総務省「労働力調査」より作成 

 

 

なお、欧州諸国や米国は、Ｍ字カーブから脱

却し、台形の状態にあるとされる（図３）。 

 

 

（図３）Ｍ字カーブの国際比較 

 

（出所）総務省「労働力調査」、独立行政法人労働政

策研究・研修機構「データブック国際労働

比較 2013」より作成 

注．日本以外は 2011 年の数値 
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年齢階級別労働力率を配偶関係で見てみ

ると、未婚者と有配偶者との間に大きな差異

があることが分かる（図４）。結婚の有無にか

かわらず、女性の労働力率を高めることは重

要であろう。 

 

（図４）配偶関係で見た年齢階級別労働力率 

 

（出所）総務省「労働力調査」より作成 

 

 

３ 高い非正規雇用者の割合 

 我が国の雇用者のうち非正規の職員・従業

員の割合は増加を続けており（図５）、特に女

性においては 54.5％と半数を超えている。 

 

（図５）雇用者総数に占める非正規の職員・

従業員の割合 

 

（出所）総務省「労働力調査」より作成 

 

 

 

 非正規雇用は、正規雇用者との賃金格差や、

キャリア形成において不利であるとされる。

他方、「多様な働き方」といった見地や、Ⅲで

述べる就業抑制的な税制及び社会保障制度と

合致するという側面もあり、女性の就業希望

者の約７割が非正規雇用を希望5していると

いう実態もある。 

 

  

                             
5 内閣府「男女共同参画白書」（平成 25年版）  
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Ⅱ 就業構造の変化と女性就業（マクロ） 

１ 産業別就業者数の増減 

図６は平成 14年から 24年までの各産業別

就業者数の増減を比較したものである。総数

は 71万人（1.1％）の減少であるが、製造業

は 170 万人、建設業は 115 万人と大幅な減少

になっている。他方、医療・福祉産業につい

ては 232 万人の増加と就業者を大きく伸ばし

ていることが分かる。こうした産業構造の変

化は男女間の雇用情勢に大きな影響を及ぼし

た。この 10年間で就業者数を大きく伸ばした

医療・福祉産業の男女比は多少の増減はある

ものの、ほぼ横ばいであった（図７）。女性が

約 75％を占める医療・福祉産業において女性

の就業者数は増加し、総数を押し上げること

となった（図８）。非正規の職員・従業者の割

合も、同産業は相対的に低い（図９）。 

 なお、第３次産業活動指数を見ても、同産

業は着実な伸びを示している（図 10）。 

 

 

 

（図６）産業別就業者数の増減 

 

（出所）総務省「労働力調査」より作成 

注１．各産業の和と統計上の総数が一致しないため、各産業の和を総数として用いた。 

注２．※は「他に分類されるものを除く」である。 
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（図７）医療・福祉産業における男女比 

 

（出所）総務省「労働力調査」より作成 

 

 

（図８）女性就業者総数増減率と寄与度分解 

 
（出所）総務省「労働力調査」より作成 

 

 

（図９）主な産業別女性の非正規職員・従業

員の割合 

 

（出所）総務省「労働力調査」より作成 

注．※は「他に分類されるものを除く」である。 

（図 10）各指数の増減 

 

（出所）経済産業省「鉱工業生産指数」及び「第３

次産業活動指数」より作成 

 

２ マクロ的な就業構造は「女性安定・男性 

不安定」 

図 11 は男性の就業者数を寄与度分解した

ものである。便宜的に４分類としたため、正

確に論じることはできないが、2008 年のリー

マン・ショック以降、主として製造業、建設

業による就業者数の押下げがあり、医療・福

祉産業が押し上げてはいるものの、総数とし

ては前年比マイナスの状態が続いている。男

性の就業は景気変動の影響を受けにくく、着

実に就業者数を増加させた医療・福祉産業へ

の労働移動が進まなかった。マクロ的な就業

構造を考えた場合、男性の就業者数は減少し

続けており、また、医療・福祉産業の男女比

が固定的であったことから、「女性安定・男性

不安定」な状態が続いている。なお、完全失

業率も男性が女性を上回る状況が続いている

（図 12）。 
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（図 11）男性就業者総数増減率と寄与度分解 

 

（出所）総務省「労働力調査」より作成 

 

 

（図 12）男女別完全失業率（季節調整値） 

 

（出所）総務省「労働力調査」より作成 

 

 

３ 女性の医療・福祉産業就業者数増加の要

因と今後 

図 13 は社会保障給付費と医療・福祉産業

の就業者数との関係を表したものである。社

会保障給付費は高齢化の進展により毎年増大

している。これまで、同給付費の着実な増加

とともに、医療・福祉産業の女性就業者数は

「自然増」と言えるような増加を示してきた。

同給付費については、今後も増大が予測され

ており、労働に密接に関わる「医療・介護、

子ども子育て」に対する給付の割合は増加し

続ける見通しである（図 14）。 

ただし、今後の同産業における女性就業者

数の増加トレンドについては、次のような変

動要因を考慮する必要があるだろう。 
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（図 13）社会保障給付費と医療・福祉産業就業者数（女性）の関係 

 

（出所）総務省「労働力調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「社会保障給付費」より作成 

 

 

（図 14）社会保障給付費の将来推計 

 

（出所）厚生労働省「社会保障に係る費用の将来推

計の改定について」（平成 24 年３月 30 日）

より作成 
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(1) 労働生産性の上昇 

現状では、労働集約的な同産業の労働生産

性は他産業に比べて低い状態6にあり（図15）、

生産性の向上が大きな課題とされている。労

働生産性が上昇すれば、同産業就業者数の増

加幅を抑えることとなり、図 13で示した増加

トレンドが変化することとなる。現状の旺盛

な労働需要に対する同産業の今後の対応につ

いて、４ケースの想定7がある（図 16）。 

 

（図 15）時系列でみた１就業者当たりの生産

性指標 

 

（出所）株式会社第一生命経済研究所「経済関連レ

ポート」 

 

（図 16）医療・介護分野における対応 

 

（出所）公益社団法人日本経済研究センター「第 39

回中期経済予測」 

 

                             
6 熊野英生「社会保障分野を成長分野とみる誤解」『経済

関連レポート』第一生命経済研究所（2011 年１月 13日） 
7 「第 39 回 中期経済予測」による想定では、対応が経

済全体の生産性に及ぼす影響として、ケース１：過去の上

昇率よりも低い、ケース２：過去の上昇率よりも高い、ケ

ース３：過去の上昇率よりも低いが、ケース１よりも低下

幅は小さい、ケース４：過去の上昇率を維持、としている。 

(2) 労働移動の進展による男女比率の変動 

 政府は、「日本再興戦略」（平成 25 年６月

14 日閣議決定）において、「新陳代謝を加速

させ、新たな成長分野での雇用機会の拡大を

図る中で、成熟分野から成長分野への失業な

き労働移動を進めるため、雇用政策の基本を

行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型へ

と大胆に転換する。」としている。従来、我が

国は諸外国に比べて、解雇規制が厳しく、円

滑な労働移動を妨げているとされてきた。男

性労働者が、現状としては労働需要が低い製

造業・建設業から、景気変動の影響を受けに

くく労働需要が高い医療・福祉産業への労働

移動を行えば（図 17）、固定的であった同産

業の男女比率の変動はあり得る。 

しかし、医療・福祉産業は「人が人を支え

るサービス」であるという意味で労働集約型

の産業であり、また、就業に当たっては専門

的な技能を必要とし、人材育成に時間を要す

るため、円滑な労働移動は簡単ではない。 

同産業への就業促進のためには、男性・女

性、正規・非正規に職業訓練といった人的投

資を行い、中長期的に全体の雇用に結び付け

ていく必要があろう。 

 

（図 17）産業別新規求人数（抜粋） 

 

（出所）厚生労働省「一般職業紹介状況」より作成 

注１．パートを除いた実数 

注２．同統計の産業分類は平成 19年に改定 

 

ケース１ 現状のまま
ケース２ ITやロボット技術の活用

ケース３
（社会全体として）女性や
高齢者の労働参加促進、外
国人労働者の受け入れ

ケース４ 需要の増加に対応できない
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Ⅲ 女性就業定着の促進（ミクロ） 

１ ミクロ面での不安定 

 これまで女性就業に対するマクロ的な側面

として、産業構造の変化に伴う安定的な労働

需要を見てきたが、労働供給、すなわち就業

継続のし易さやミスマッチなど、個人の事情

によるところとなるミクロな面では女性の就

業は依然として不利な状況にあるとされる。

経済成長に結び付けるために重要なことは、

女性が仕事を続けることが「当たり前」な社

会の創造であろう。結婚や出産・育児といっ

たライフイベントにも対応できる就業環境が

構築されなければならない。 

 

(1) 育児による就業の中断 

 底は浅くなっても、依然としてＭ字カーブ

は存在する。一旦、仕事を辞める要因として

主なものは「家事・育児に専念」である（図

18）。 

第１子出産後に就業を継続する割合は

32.8％であり（図 19）、結果的に約７割の女

性就業者が離職している8。就業継続の手立て

としては、保育所等の整備9（図 20）や世界

的に見て低い男性の家事・育児への参加（図

21）が考えられている。女性が就業を継続す

ることが「当たり前」となるためには、男性

が家事・育児を行うことも「当たり前」とな

る必要があるだろう。 

女性が非正規雇用を積極的に選択してい

る10という現状からも、「夫が主として働く。

妻は主に家事・育児を担い、補助的に働く」

ことは、我が国の典型的な「夫婦間ワークシ

ェアリング」モデルであると考えられる。女

                             
8 なお、結婚の時点で約28％が離職している。 
9 日本経済新聞「経済教室」（2013 年６月 11日）。著者の

宇南山卓氏によれば、「保育所の整備状況が最大にしてほ

ぼ唯一の両立可能性の決定要因である」とされている。 
10 内閣府「男女共同参画白書」（平成 25年版）によれば女

性就業希望者が希望する就業形態の 71.9％が非正規雇用

である。 

性の就業者数の増加や就業継続のための環境

が構築されれば、女性が「補助的に働く」か

ら「お互いに働く」へと今後は変化していく

可能性があろう。 

 

（図 18）末子妊娠時の就業形態別末子妊娠時 

の退職理由 

 

（出所）厚生労働省「平成23年版 働く女性の実情」 

 

（図 19）ライフイベントによる女性の就業形 

態の変化（平成 23年） 

 

（出所）内閣府「男女共同参画白書 平成 25 年版」 

 

（図 20）保育所整備と女性の就業継続率 

 

（出所）経済産業研究所「RIETI Discussion Paper」 
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（図 21）男性の家事・育児時間比較 

 
（出所）内閣府「男女共同参画白書 平成 25 年版」 

 

(2) 職種のミスマッチ 

一般的に女性は「事務職」を希望する割合

が高いとされる。希望する職種について平成

15年に厚生労働省、19年に東京都が行った調

査11によれば、それぞれ 59.8％（男性は

15.4％）、52.9％となっている。職種分類にお

いては、医療・福祉産業の就業者は主として

専門的・技術的区分に分類されるが、同区分

への希望割合はそれぞれ 13.7％（男性は

16.0％）、21.6％となっている。しかし、有効

求人倍率を見れば事務的区分は 0.2 近傍と低

く、専門的・技術的区分、特に保健師等にお

いては 3.0 を超えるなど、マクロの構造変化

を背景とした顕著な差異のあることが分かる

（図 22）。また、専門的・技術的区分は多年

にわたり、就業者数の押上げ要因となった（図

23）。 

なお、同区分においては資格を有していて

も就業していない「潜在的有資格者」が多く

いると指摘されている。有効求人倍率が高く、

働く機会があるにもかかわらず働いていない

主な理由は「家事・育児」にあると思われる12

ものの、「働かない」ことを選択する理由とし

て、次の(3)で述べる「壁」の存在があるので

はなかろうか。 

                             
11 厚生労働省「労働力需給のミスマッチの状況に関する調

査」（平成15年）及び東京都「女性の再チャレンジに関す

る調査研究」（平成19年） 
12 厚生労働省「看護職員就業状況等実態調査結果」（平成

23 年）及び「介護労働者の確保・定着等に関する研究会

（中間取りまとめ）」（平成20年） 

（図 22）職種別有効求人倍率の推移 

 

（出所）厚生労働省「一般職業紹介状況」より作成 

注．パートを除いた数値である。 

 

（図 23）就業者数増減と職業寄与度分解 

 

（出所）総務省「労働調査」より作成 

注１．統計上の総数と一致しないため、各職業の

和を総数とした。 

注２．平成 23年以降は新基準の分類である。 

 

(3) 税制及び社会保障制度 

 女性の雇用者の 54.5％を構成する非正規

の職員・従業員において顕在化するのが、配

偶者控除及び第３号被保険者制度13という

「壁」の存在である。 

配偶者控除における「壁」は、配偶者の所

得が年間 103 万円を超えると、世帯の主たる

納税者本人に対する 38 万円の所得控除が減

額される、というものである。 

                             
13 同制度対象者の約99％は女性である。 
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また、第３号被保険者制度の「壁」は、配

偶者の所得が年間 130 万円を超えると、この

被保険者としての要件から外れてしまい、配

偶者本人に健康保険及び年金の掛金の支払い

義務が発生するようになる、というものであ

る。 

上記の２制度、特に世帯の負担の急増を招

く第３号被保険者制度は、年収を 130 万円以

下に抑えるような就業行動を招いてしまうと

される。さらに、同制度の適用を受けない「働

く女性」からは、保険料を払わず被用者年金

全体から給付が行われるため、働いていない

者の社会保障負担を肩代わりしているとの不

満14があるとされる。 

共働き世帯の増加（図 24）や女性の労働力

上昇が顕著となるのであれば、配偶関係によ

る差異を招き、有配偶女性の就業を抑制しか

ねない両制度については見直していく必要も

あろう。 

 

（図 24）共働き世帯数等の推移 

 

（出所）総務省「労働力調査」、厚生労働省「厚生年

金保険・国民年金事業年報」及び「厚生年

金保険・国民年金事業の概況」より作成 

  注．第３号被保険者数は年度末の数値である。 

 

 

                             
14 朝日新聞「（お金のミカタ）早川幸子さんの『同じパー

トで働いても夫の職業で違う社会保険料』」（2013 年６月

22日） 

２ ミクロの不安定解消に向けて 

 ミクロの不安定の要因は、保育所が依然足 

りていないという外的な要因があるとしても、

家庭や職場等における人々の意識の影響が大

きい。待機児童の問題や、就業抑制的な税・

社会保障制度が存在することは、まだまだ女

性が働くことが「当たり前」と考えられてい

ないことの証左であろう。 

Ｍ字カーブの推移を見ると、台形の状態に

ある欧州諸国や米国をモデルとした女性就業

環境への、移行の過渡期にあるとも考えられ

る。過渡期であるゆえであろうか、内閣府が

行った世論調査を見ると、「夫は外で働き、妻

は家庭を守るべきである」ことに「賛成」又

は「どちらかといえば賛成」の割合が男女共

に約５割と 10年前に比べて増加しており（図

25）、マクロの就業情勢とミクロの個人意識が

乖離していることが分かる。 

人々の意識が変わるには、中長期的な時間

を要する。まずは先述した、個人に密接に関

わる就業抑制的な制度・環境を変え、その上

で、女性が働くことや男性が家事・育児を行

うことが「当たり前」であるような社会的意

識を醸成することが肝要であろう。 

政府が標榜する労働における全員参加型

社会とは、職場などで誰もが「お互い様」と

いう意識を持ち、働きやすい環境がある社会

ではないだろうか。 

 

（図 25）「夫は外で働き、妻は家庭を守るべ

きである」という考え方について 

 
（出所）内閣府「男女共同参画社会に関する世論調

査（平成 24年 10月調査）」より作成 
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おわりに 

 メディア等において女性の労働問題が特集

される場合、各企業における就業継続のし易

さ、あるいは困難さといった、いわばミクロ

面のものが多く、女性は依然働きづらい状況

があるという「男性安定・女性不安定」の状

況は見えてくる。他方マクロ面、すなわち就

業構造が「女性安定・男性不安定」の状況に

あることは、なかなか見えてこないものであ

る。マクロの趨勢をアナウンスし、個人が労

働移動等においてより合理的に就業行動をと

ることで、労働市場が最適化されれば、経済

成長に結び付くのではないか。 

 政策的には女性就業のモデルとして、「欧米」

型の年齢階級別労働力率、すなわち台形を目

指していると考えられるが、例えば短時間勤

務者の分布を見ると、その中身は「欧米諸国

の働き方」といった定型的な分類はできず、

各国で全く異なった状況であることが分かる

（図 26）。 

 

 

 

（図 26）男女就業者に占める短時間労働者の 

割合 

 

（出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構「デ

ータブック国際労働比較 2013」より作成 

注１．2011 年の数値である。 

注２．短時間労働者とは週 30時間未満の者 

 

マクロの就業情勢とミクロの個人意識が

一致していない過渡期である現在、Ⅲで述べ

た自然発生的な「夫婦間ワークシェアリング」

の状況も見られるが、どのような女性就業の

モデルが我が国の労働市場において最適であ

るのかを考え、我が国の潜在成長率の上昇に

どのように結び付けていくかがカギとなろう。 
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米国のＴＰＡ（貿易促進権限）の復活に向けた動向 

 

衆議院調査局調査員 

信 太  道 子 

（農林水産調査室） 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 米国のＴＰＡ(貿易促進権限)は、貿易協定交渉を行う大統領の権限及びそれに伴う義務、連

邦議会における迅速な審議と修正なしの採決等を内容とする審議手続を定めた制度である。Ｔ

ＰＡを定めた 2002 年超党派貿易促進権限法は 2007 年に失効しているが、ＴＰＰ（環太平洋パ

ートナーシップ）交渉や環大西洋貿易投資パートナーシップ交渉に取り組む米国にとって、こ

れらの貿易交渉を推進し、貿易協定を批准する上でＴＰＡの復活・再導入が必要とされている。

こうした認識の下、本稿は、1974 年通商法制定以降のファスト・トラック及びＴＰＡの経緯、

2002 年超党派貿易促進権限法の内容、ＴＰＡの復活に向けたこれまでの議論等を明らかにする。 

ＴＰＡ復活のための法律制定は貿易政策の形成そのものである。このため、米国における「貿

易交渉の目標」や連邦議会と通商代表部との協議の在り方についての議論が、ＴＰＡ復活のた

めの法律にどう反映されるか十分注視し、分析することが求められる。（本稿は平成 25 年 11

月８日までに収集した情報を基に執筆した。） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに 

Ⅰ ＴＰＡの意義 

Ⅱ ファスト・トラック及びＴＰＡの経緯 

Ⅲ 2002 年貿易促進権限法の内容及び失効後

の手続 

Ⅳ 2007 年５月 10日合意 

Ⅴ ＴＰＡ復活に向けた議論 

おわりに 

 

はじめに 

ＴＰＡ（Trade Promotion Authority、貿易

促進権限）とは、米国連邦議会調査局の資料1

によれば、連邦議会への報告、協議を含め、

                             
1 米国連邦議会調査局（衆議院調査局農林水産調査室仮訳）

「入門『米国の貿易』 ～貿易の概念、状況、政策に関す

るＱ＆Ａ～」（平成 19年６月）（原書名：”Trade Primer: Qs 
and As on Trade Concepts, Performance, and Policy” , 
Congressional Research Service, March 27, 2007） 

大統領が貿易交渉における一定の法的義務を

遵守するのであれば、連邦議会が大統領に対

して、関税障壁及び非関税障壁に関する互恵

的な貿易協定を締結する権限を付与し、迅速

な（ファスト・トラック2）立法手続により貿

易協定実施法案を審議することを認める法的

メカニズムのことを言い、クリントン政権

（1993～2001 年）の時まで「ファスト・トラ

ック権限」と呼ばれていたものとほぼ同じも

のである3。2002 年に導入されたＴＰＡは、

2007 年に失効し、現在（2013 年 11 月）、米国

                             
2 ファスト・トラック（Fast Track）は追い越し車線を意

味する。 
3 「ＷＴＯ交渉について」2007年４月 経済産業省通商政

策局通商機構部 ８頁 ＜http://www.meti.go.jp/pol

icy/trade_policy/wto/negotiation/doha/wto-ugoki-hp.

pdf＞ 

 なお、本稿ではファスト・トラックの変遷やＴＰＡとフ

ァスト・トラックの比較を考察の対象としておらず、特に

Ｉでは、ＴＰＡとファスト・トラックは同じものという前

提で執筆した。 
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内でその復活に向けて議論が行われている。 

 米国は、ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉が停

滞する中、2010 年にＰ４協定加盟国、オース

トラリア、ペルー及びベトナムと共にＴＰＰ

（環太平洋パートナーシップ）交渉を開始し4、

また、2013 年にはＥＵと環大西洋貿易投資パ

ートナーシップ交渉を開始した。我が国は、

2013 年７月からＴＰＰ交渉に参加し、2013

年中の妥結という目標を他の参加国と共有し

て、集中的に交渉に取り組んでいる。ＴＰＰ

交渉の成否、さらにはＴＰＰ協定の発効の時

期を見極めることは、我が国の今後の政策の

在り方を考慮する上で必要不可欠であろう。 

ＴＰＰ交渉で主導的役割を果たしている米

国のＴＰＡの復活は、ＴＰＰ交渉の進展、Ｔ

ＰＰ協定の発効及びその経済的価値と深く関

わってくるため、ＴＰＡの復活に向けた米国

内の動向を考察することが必要と考えられる。

本稿は、連邦議会及び大統領の憲法上の権限

とＴＰＡの関係を中心にＴＰＡの意義を整理

し、ファスト・トラック及びＴＰＡの経緯、

ＴＰＡについて定めた 2002 年貿易促進権限

法の内容及び 2007 年５月 10日合意について

概観した上で、ＴＰＡ復活に向けた議論につ

いて考察する。 

 

Ｉ ＴＰＡの意義 

米国連邦議会調査局の資料5は、ＴＰＡの目

的を「貿易協定実施法案の審議について連邦

議会の憲法上の役割を損なわないようにする

こと」及び「貿易協定実施法案の審議が迅速

に行われ、修正が加えられないことを保証す

ることにより、行政機関の交渉上の信頼性を

高めることにある」と説明している。そこで、

まず、①米国憲法に定められた連邦議会及び

                             
4  Ｐ４協定加盟国は、シンガポール、ニュージーランド、

チリ及びブルネイである。また、2010 年 10月にマレーシ

アが、2012 年 11月にメキシコ及びカナダがＴＰＰ交渉に

参加した。 
5  前掲注１ 

大統領の権限とＴＰＡの関係、②ＴＰＡのメ

リットについて考察する。 

 

１ 連邦議会及び大統領の米国憲法上の権限

とＴＰＡの関係 

(1) 連邦議会の権限とＴＰＡ 

米国の連邦議会には、米国憲法第１条第８

節に規定されている「租税、関税、輸入税及

び消費税を賦課し、徴収する権限」（第１項）、

「諸外国との通商、各州間の通商及びインデ

ィアン部族との通商を規制する権限」（第３

項）、また、一般原則としての「必要かつ適当

な全ての法律を制定する権限」（第 18項）に

基づき、国際的な経済政策の立案及び国際的

な貿易を規制する役割があるとされている。 

そのため、大統領は、米国憲法第２条第２

節第２項に基づき外国政府と関税について交

渉する権限を有するが、関税を変更する権限

は連邦議会にある6。法律の改正・制定を必要

とする非関税障壁についての外国政府との交

渉及び変更についても関税と同様である。し

たがって、米国の関税及び非関税障壁の変更

に係る大統領と外国政府との間の合意内容を

履行するためには、連邦議会の立法措置が必

要となる。詳細は後述するが7、ＴＰＡは、関

税障壁及び非関税障壁に関する協定（以下「貿

易協定」という。）の締結及び貿易協定の実施

に関する法案（以下「貿易協定実施法案」と

いう。）の連邦議会への提出前に、連邦議会に

対する報告・協議を大統領に義務付けている。

貿易協定実施法案には、貿易協定の承認のみ

ならず、その実施に伴い必要となる行政措置

の承認や法律の改正・制定が含まれる8。ＴＰ

Ａに基づき、貿易協定締結前、あるいは貿易

                             
6  Jeanne J. Grimmett “Why Certain Trade Agreements Are 

Approved as Congressional-Executive Agreements Rather 

Than as Treaties” Congressional Research Service, 

January 19, 2011, p. 1. 
7  Ⅲ１参照 
8  Ⅲ１(3)ア参照 
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協定実施法案の連邦議会への提出前の、連邦

議会に対する報告・協議を大統領に義務付け

ることで、貿易協定の締結・実施に係る連邦

議会の見解・勧告が通商代表部9等の行政機関

に十分考慮・検討されるため、連邦議会に貿

易協定実施法案が提出される前に、法律の改

正・制定が必要な事項も含め、諸課題の解決

が図られる10。この点で、ＴＰＡは、連邦議

会の立法権の行使を保証し、憲法上の役割を

損なわないようにしていると言えよう11。ジ

ョージ・Ｗ・Ｈ・ブッシュ政権下（1989～1993

年）のヒルズ通商代表は、1991 年に上院財政

委員会において、貿易協定に係る連邦議会の

役割の強さについて、連邦議会には貿易協定

実施法案を否認することもできることを理由

に、「交渉の方針を決める全過程を通じて、連

邦議会には完全な役割がある」と発言してい

る12。 

 

(2) 条約と立法行政協定としての貿易協定 

ア 米国憲法上の条約 

米国憲法第２条第２節第２項で「大統領は、

上院による事前ないし事後の助言と同意によ

り条約を締結する権限を有する。ただし、上

                             
9  米国通商代表部（Office of the United States Trade 

Representative, USTR）は国際貿易、直接投資等を所掌す

る組織で、これらの案件に関する二国間又は多国間の交渉

の際には国内の行政機関を主導してその任に当たる。通商

代表部の長官に相当する通商代表は大使の地位を持つ閣

僚級のポストである。 
10 米国下院歳入委員会編（福島栄一監訳）『米国の通商関

連法 その背景と法律解説』日本貿易振興会（1982）204

頁 
11 2013 年６月に就任したフロマン通商代表は、「ＴＰＡは、

連邦議会が貿易交渉の枠組みを定めるものであり、憲法上

の連邦議会の権限の行使するもの」と指摘している。

（“Remarks by U.S. Trade Representative Michael Froman 

at the Economist Buttonwood Conference”（2013.10.30）

＜http://www.ustr.gov/about-us/press-office/speech 

es/transcripts/2013/October/Froman-Economist-Button

wood＞） 
12 “Treaties and Other International Agreements: The 

Role of United States Senate”, Congressional Research 

Service Library of Congress, January 2001, p. 38. ＜

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-106SPRT66922/pdf/

CPRT-106SPRT66922.pdf＞ 

院の出席議員の３分の２の賛成を必要とする」

とされており、大統領に外国と条約を締結す

る権限が、上院に外交に関する強い権限がそ

れぞれ与えられている。出席議員の３分の２

以上の賛成の要件は相当厳しいものであり、

議論の多い条約については、審議に入らない

状態が長期間継続することもあり、上院での

承認を得るのは時間がかかるとされている。

また、米国憲法は上院には条約を承認・否認

する権限とともに、条約に修正を求めた上で

同意する権限も与えている13。上院により条

約の修正が求められた場合、大統領は相手国

と条約の修正のために再交渉することになる。 

下院は条約についての審議を行うことはで

きない。しかし、法律の制定に関して上下両

院は対等の権限がある。このため、条約の完

全な履行に法律の改正・制定が必要とされる

場合、下院は当該法案の審議を行う14。必要

な立法措置がなされなければ、条約の履行は

不完全なままである。 

イ 行政協定15 

そもそも、条約（treaty）とは、「国の間に

おいて文書の形式により締結され、国際法に

よつて規律される国際的な合意」16のことを

言い、法的拘束力を有する国家間の合意であ

る17。米国の場合、批准のための国内手続の

違いから、上院の出席議員の３分の２以上の

賛成を必要とする条約（treaty）と上院の出

席議員の３分の２以上の賛成を必要としない

行政協定（executive agreement）に大別され、

貿易協定は行政協定の一種である立法行政協

定（congressional-executive agreement）に

                             
13 阿部竹松『アメリカ憲法』成文堂（2008） 361頁 
14 前掲注 12 p. 20. 
15 主要な参考文献は、前掲注 12 pp. 4-5. 
16 条約法に関するウィーン条約第２条第１項 
17 条約には、広義には、憲章（charter）、規約（covenant）、

条約（convention）、協定（agreement）、議定書（protocol）

等を表題とするものも含まれる。 
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分類される18。 

行政協定には、①立法行政協定、②条約補

完協定（agreement pursuant to treaty）、③

単 独 行 政 協 定 (presidential or sole 

executive agreement)の３種類があるとされ

ている。 

立法行政協定とは、連邦議会の承認を必要

とする行政協定である。立法行政協定には、

連邦議会により事前に協定締結の権限が直接

的あるいは間接的に大統領に与えられ、かつ、

事後に連邦議会の承認を必要とするものと、

連邦議会の事後の承認のみを必要とするもの

がある。ＴＰＡは、大統領に対し一定の要件

の下での貿易協定の締結を事前に認め、また、

締結後の連邦議会の審議手続を定めているこ

とから、ＴＰＡの対象となる貿易協定は立法

行政協定に該当する19。立法行政協定は協定

の履行に伴い必要な国内法の改正等も一括し

て行う。貿易協定以外にも、郵便、軍事支援、

経済援助等に関する協定や国際機関への加盟

や新たな領土の購入に関する承認が、立法行

政協定として扱われてきた。 

条約補完協定とは、先行する条約により締

結することが認められた行政協定で、安全保

障条約に基づく協定や覚書がこれに該当する。 

単独行政協定とは、大統領の独立した憲法

上の権限（第２条第１項の大統領の行政権、

第２条第２項第１号の軍の最高司令官として

の権限等）に基づき締結される行政協定のこ

とで、条約や法律に、直接的あるいは間接的

                             
18 我が国の場合、条約を民主的コントロールのために国会

の承認を必要とするもの（国会承認条約）と外交関係処理

として行政府限りで結びうるものに区別されている。国際

約束が、①法律事項を含む場合、②財政事項を含む場合、

③法律事項又は財政事項を含まなくても政治的に重要な

事項を含み、それゆえに、発効のために批准が要件とされ

ている場合は、国会の承認を必要とする。これは、昭和

49 年２月 20 日（第 72 回国会）の衆議院外務委員会にお

いて大平外務大臣により表明されたもので、「大平三原則」

と称されている。 
19 滝井光夫「大統領の通商交渉権限と連邦議会」『季刊国

際貿易と投資』（財）国際貿易投資研究所（2007．Autumn）

38頁、Jeanne J. Grimmett 前掲注６ p. 1. 

な根拠を有しないものである20。 

第２次世界大戦後、行政協定の件数が著し

く増加しているが、その理由は、新たな独立

国の増加、国家間で協調して取り組む課題の

増加、米国の対外的地位の向上等とされてい

る21。全ての行政協定は、情報提供法（The Case 

Act of 1972）の定めるところにより、締結後

60 日以内に連邦議会に報告されなければな

らないが、締結された条約補完協定や単独行

政協定を連邦議会が拒否する権限についての

規定はないとされている22。 

ウ 条約と貿易協定の連邦議会審議の相違 

条約と貿易協定の連邦議会における審議に

ついて比較してみると、条約であれば、①交

渉相手国との間で確定した条約文であっても

上院により修正される可能性がある、②条約

の承認の際に下院の審議・採決は不要だが、

施行に伴う法改正は条約の承認とは別に上下

両院の審議・採決が必要である、③審議日数

の制限がないことが特徴である。 

一方、貿易協定を米国憲法上の条約ではな

く、ＴＰＡに基づき立法行政協定として連邦

議会の審議を行う場合、①交渉相手国との間

で確定した協定文を連邦議会により修正され

ることはない、②貿易協定の承認は上下両院

の審議・採決が必要だが、貿易協定の施行に

伴う法律の改正・制定を協定の承認と一括し

て行う、③審議日数の制限があること23が特

徴である。 

このため、立法行政協定としての貿易協定

は、承認と必要な法改正を別々に審議する条

                             
20 米国の裁判所は、単独行政協定について、抵触する州法

に優越すると指摘しているが、連邦法との関係については

意見が分かれている。 
21 前掲注 12 pp. 38-40. 行政協定の件数の変遷につい

ては同書に掲載されている。 

廣瀬淳子『アメリカ連邦議会 世界最強議会の政策形成と

政策実現』公人社（2004） 
22 阿部・前掲注13  362-363 頁 
23 貿易協定の修正の禁止、審議日数の制限についてはⅢ１

(3)イ参照 
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約よりも効率的と言われている24。また、連

邦議会による貿易協定本体の修正の可能性を

排除できることや、審議日数が制限されてい

ることから、連邦議会に貿易協定実施法案が

提出されれば貿易協定の批准がより確実なも

のになる。 

以上を踏まえれば、ＴＰＡは、連邦議会と

大統領の権限の関係及び連邦議会内の上院と

下院の関係を調和させた巧妙なメカニズムと

しての側面を有すると言うことができよう。 

 

(3) 貿易協定の手続に関する議論 

貿易協定を連邦議会の手続において条約と

して扱わないことの是非について、ウルグァ

イ・ラウンド協定の実施法案が審議された

1994 年頃から議論があった25。1998 年７月に

「ＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定）は条約

（treaty）であり、批准には上院の３分の２

以上の賛成が必要である。ＮＡＦＴＡが上下

両院の過半数で成立したのは憲法違反であり、

無効」として、米国政府を相手に訴訟が提起

されたが、連邦最高裁判所は 2001 年 11 月 26

日、「訴えは政治的問題を含むもので裁判所の

管轄外」という判断を下し、ＮＡＦＴＡは条

約か協定かという点に関する判断を避けた26。 

 

２ ＴＰＡのメリット 

ＴＰＡにより、貿易協定実施法案について、

上下両院の委員会及び本会議における審議日

数や議事妨害活動につながる動議や討論が制

限されており、一定期間内で審議を終えるこ

ととなる。また、貿易協定実施法案の修正が

認められていないため、貿易協定は、条約と

は異なり、修正されることがない。こうした

連邦議会の手続が担保されていることで外国

                             
24 前掲注 12 p. 25. 
25 Jeanne J. Grimmett 前掲注６ p. 6. 
26 「ＮＡＦＴＡは条約か協定か－最高裁、明確な判断を避

ける－（ニューヨーク発）」『通商弘報』（2001.12.4） 

政府は貿易協定が迅速に審議されることを確

信することとなる27。米国は、交渉相手国か

らファスト・トラックの再導入を求められた

例もある28。ＴＰＡがあることで米国の行政

機関の交渉上の信頼性が対外的に高まると言

えよう。 

換言すれば、ＴＰＡがなければ、貿易交渉

を行っても、国家間で合意した内容がそのま

ま米国で実施される保証がないことから、合

意自体が実質的に困難となる。 

現在、米国は、日本も参加するＴＰＰ交渉

やＥＵとの環大西洋貿易投資パートナーシッ

プ交渉に取り組んでおり、こうした大型の貿

易交渉を進めるためにもＴＰＡが必要とされ

ている29。 

 

Ⅱ ファスト・トラック及びＴＰＡの経緯 

１ ファスト・トラックの導入と延長・失効 

1973年９月に開始されたガット東京ラウン

ド交渉への対応が課題になったことを背景に、

貿易協定締結に関する大統領の権限や貿易協

定の連邦議会における手続を定めたファス

ト・トラックが、1974年通商法により制度化

され、1975年１月３日に施行された。ファス

ト・トラックは、1979年に東京ラウンド交渉

合意の実施法案の審議において、初めて適用

された。その後、1984年通商関税法により、

二国間の貿易協定もファスト・トラックの対

象とする規定が追加された。ファスト・トラ

ックは、1988年包括通商競争力法とその延長

                             
27 前掲注 12 pp. 25-26. 
28 1994～1995 年頃、米国はチリのＮＡＦＴＡ加盟を試みた

が、チリは米国に対しファスト・トラックの再導入を要請

し、ファスト・トラックを欠いたままで実質的な交渉に入

ることを拒否したため、チリのＮＡＦＴＡ加盟交渉は頓挫

した。（「米国の中南米政策（98年 10月中旬～12月中旬ま

での動き）（ニューヨーク発）」『通商弘報』（1998.12．23）） 
29 瀧井光夫「米国の貿易交渉と貿易促進権限」『桜美林エ

コノミックス第３号（通巻 59 号）』（2012.3） 抜刷 １，

12 頁、「米政権、通商交渉迅速に 貿易促進権限 議会に

要請 ＴＰＰにらみ６年ぶり」『日本経済新聞』（2013.3.30）、

「米国とＥＵがＴＴＩＰ交渉を始動（ニューヨーク事務

所）」『通商弘報』（2013.6.21） 
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により1994年４月15日まで継続され、米加自

由貿易協定、ＮＡＦＴＡ、ウルグァイ・ラウ

ンド協定の実施法案等の審議において適用さ

れた。 

1994年のファスト・トラック失効後、その

再導入の議論が行われたが、労働及び環境の

問題に関して、報復的な通商政策を認めるよ

うな条項を貿易協定に含める場合にもファス

ト・トラックを適用したいとするクリントン

政権と、それに反対する共和党との間で調整

がつかず、1997年にファスト・トラック権限

を付与する法案30が提出されたものの翌年９

月に否決された31。 

 

２ 2002年貿易促進権限法の成立と延長・失

効 

2001年に発足したジョージ・Ｗ・ブッシュ

政権下（2001年１月20日～2009年１月20日）

で、ＴＰＡは2002年通商法（Ｐ.Ｌ.107-210）32

の一部として制定された。 

ＴＰＡに関する法案（Ｈ.Ｒ.3005）33は2001

年10月３日に下院に提出され、同月16日に下

院歳入委員会で採決、同年12月６日に下院本

会議を僅差（賛成215、反対214）で通過した。

翌2002年４月、ＴＰＡに関する法案は、貿易

調整支援制度34の延長のための法案及び一般

                             
30 アーチャー議員（下院歳入委員長）が提出したもの

（105th Congress Ｈ.Ｒ.2621）で、①外国の労働及び環

境等に関する政策や慣行が貿易障壁とならないようにす

ること、②外国政府が貿易・投資上の優位性を得るために

自国の労働及び環境等に関する現行の措置を制限又は撤

回しないようにすることを貿易交渉の目標に含めること

等を内容とする。 
31 『財務金融統計月報第 582号』大蔵省（2000.10） 
32 連邦議会の審議を終えて大統領に送付された法案は、大

統領の署名により法律（public law）となり、連邦議会の

会期ごとに通し番号が付される。Ｐ.Ｌ.107-210は、第 107

議会の期間中(2001-2002 年)、大統領が 210番目に署名し

た法律を意味する。 
33 連邦議会に提出された議案には会期ごと及び議案の種

類ごとに、通し番号が付される。通し番号の前に付された

「Ｈ.Ｒ.」は下院に提出された法案、「Ｓ.」は上院に提出

された法案、「Ｓ.ＡＭＤＴ」は上院に提出された修正案を

示している。 
34 輸入増加で被害を被った失業者を救済し、新たな産業構

特恵関税法の延長のための法案とともに、ア

ンデス特恵関税法の延長のための法案（Ｈ.

Ｒ.3009）に一本化され、５月29日に上院本会

議で可決された。その後、両院協議会による

意見調整とその報告書に対する上院及び下院

の本会議採決が行われ、８月６日、ブッシュ

大統領の署名によりＴＰＡを含む2002年通商

法が成立した。 

同法において、大統領の貿易協定を締結す

る権限に関する有効期限は、①2005年７月１

日まで、又は、②大統領が連邦議会に2005年

４月１日以前に延長要請をし、かつ、上院又

は下院で2005年７月１日以前に延長否認決議

が採択されなかった場合は、2007年７月１日

までに締結された貿易協定に関する実施法案

について適用することと規定されていた35。

この規定に従い、2005年３月30日、ブッシュ

大統領は連邦議会にＴＰＡの延長を要請した

ところ、期日までに延長を阻止するための決

議案が可決されなかったため、ＴＰＡは2007

年７月１日まで延長された36。 

2007 年１月 31 日にブッシュ大統領は、同

年７月１日限り失効予定のＴＰＡの延長を連

邦議会に要請する考えを明らかにした37。ま

た、民主党は「労働及び環境」の項目の強化

を条件にＴＰＡの延長を認める考えを示して

                                         
造への適応を促す制度で、1962 年通商拡大法で導入され

た。①職業教育訓練の提供、②所得補償としての貿易調整

手当の支給、③求職活動や転職に伴う手当の支給から構成

されている。 
35 2002 年貿易促進権限法制定時では、①2005 年７月１日

まで、又は、②大統領が連邦議会に 2005 年３月１日以前

に延長要請をした上で上院又は下院で 2005 年６月１日以

前に延長否認決議を採択しなかった場合は 2007 年７月１

日までに締結された貿易協定に関する実施法案について

適用する旨規定されていたが、2004 年 12月３日の法改正

（Ｐ.Ｌ.108-429）により修正された。下線部が修正され

た箇所である。 
36 上院では 2005 年４月６日に８名の議員が共同で延長否

認決議案を財政委員会に提出したが、同決議案は委員会で

採決されなかったため、上院本会議でも可決せず、廃案と

なった。 
37 「ブッシュ政権、通商権限の延長要請 富裕層農家向け

補助金削減も」『Fujisankei Business』（2007.2.2）  
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いた38。同年２月 14日には共和党の下院議員

がＴＰＡを延長する内容の法案を提出した

が39、労働問題等について行政府側と連邦議

会側の協議が進展しない中、大統領による延

長要請がなされず、また、共和党提出法案も

審議されなかったことから、ＴＰＡは同年７

月１日に失効した。 

 

３ オバマ政権の取組 

第１期オバマ政権（2009年１月20日～2013

年１月 20日）は、締結済みのＦＴＡ（自由貿

易協定）の追加交渉等の課題を抱え、ＴＰＡ

の復活について連邦議会に積極的な働きかけ

を行わなかった。 

2011 年９月 20日、上院本会議における「一

般特恵関税システム及び貿易調整支援制度に

関する法案（Ｈ.Ｒ.2832）」についての審議の

際に、ＴＰＰ等の貿易協定のためにＴＰＡを

復活させることを内容とする修正案（Ｓ.ＡＭ

ＤＴ626）がマコネル上院議員（共和党）から

提出されたが、同修正案は、同日、否決され

た。同修正案について、上院財政委員会委員

長のボーカス議員（民主党）は、「2002 年の

ＴＰＡと変わらない。ＴＰＡ導入以降 10年の

間に様々な変化があった。環境及び労働の問

題が存在し、また、中国が競争力をつけてい

る。2002 年の法律は今日の世界情勢を反映し

ておらず、その内容を改めるべきである」旨

の反対意見を表明した40。 

2013 年に入り、連邦議会はＴＰＡの復活の

ための法案の作成に向けた作業に取り組んで

いるものの難航している41。そのため、米国

                             
38 「ＦＴＡ交渉の妥結期限迫る（ニューヨーク発）」『通商

弘報』（2007.1.31） 
39 ヘンサーリング議員提出 110th Congress Ｈ.Ｒ.1042 
40 CONGRESSIONAL RECORD SENATE September 20, 2011 ＜

http://beta.congress.gov/congressional-record/2011/

09/20/senate-section/＞ 
41 ミレヤ・ソリース「エンドゲーム ＴＰＰ交渉妥結に向

けた米国の課題」『国際問題』No.622（2013.6）29 頁、

“AFL-CIO Plans Fall Resolution On Trade As Unions Rally 

は、連邦議会による迅速な審議と修正のない

採決という保証を欠いたまま、ＴＰＰ交渉や

環大西洋貿易投資パートナーシップ交渉とい

った極めて複雑な貿易協定の交渉を進めてい

る状況にある42。 

 

Ⅲ 2002 年貿易促進権限法の内容及び失

効後の手続 

１ 2002 年貿易促進権限法の内容43 

ＴＰＡについて定めた 2002 年超党派貿易

促進権限法（Bipartisan Trade Promotion 

Authority Act of 2002）（以下「2002 年貿易

促進権限法」という。）は、2002 年通商法の

ディビジョンＢ44「超党派貿易促進権限」の

ことであり、合衆国法典集（U.S. Code）の第

19編（関税）第 24章に収められている。 

2002 年貿易促進権限法は「法律の略称と連

邦議会の所見（第 3801 条）」、「貿易交渉の目

標（第 3802 条）」、「貿易協定権限（第 3803

条）」、「協議及び評価（第 3804 条）」、「貿易協

定の施行（第 3805 条）」、「連邦議会監視グル

ープ（第3807条）」等の13条から構成される。 

 

(1)法律の略称と連邦議会の所見（第 3801 条） 

第 3801 条(a)で法律の略称は、「2002 年超

                                         
To Oppose TPP” Inside U.S. Trade, Aug 23, 2013 他 難

航の理由については、「Ｖ ＴＰＡ復活に向けた議論」参

照 
42 ミレヤ・ソリース・前掲注 41 37 頁 
43 「超党派大統領貿易促進権限（ＴＰＡ）（仮訳）」日本貿

易振興機構（2003.5）を参考にした。原文のうち合衆国法

典集収載のものは Office of the Law Revision Counsel of 

the United States House of Representatives ＜

http://uscodebeta.house.gov/＞、2002 年の法制定時の

ものはＴＨＯＭＡＳ（連邦議会調査局ホームページ）Trade 

Act of 2002 (Enrolled Bill [Final as Passed Both House 

and Senate] - ENR)＜http://beta.congress.gov/107/

plaws/publ210/PLAW-107publ210.pdf＞から入手した。 

なお、本稿において法律の条文番号は原則として U.S. 

Code に準じた表記をするが、本稿で紹介する条文は全て

合衆国法典集第 19 編の条文であるため、「第 19 編」は省

略した。 
44 2002 年通商法は、ディビジョンＡ「貿易調整支援制度」、

ディビジョンＢ「超党派貿易促進権限」、ディビジョンＣ

「アンデス特恵貿易法」、ディビジョンＤ「一般特恵関税

システムの延長」及びディビジョンＥ「雑則」で構成され

る。 
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党派貿易促進権限法」とするとされている。 

同条(b)「連邦議会の所見」では、国際貿易

の拡大が米国の国家安全保障にとって必須の

ものであること、貿易の拡大は経済成長の牽

引力であること、貿易協定は米国経済の主要

な分野や構成要素の機会を最大化すること等、

国際貿易や貿易協定の意義についての連邦議

会の所見が示されている。 

 

(2) 貿易交渉の目標（第 3802 条） 

第 3802 条(a)で「全般的な貿易交渉目標」、

(b）で「主要な貿易交渉目標」を、また、(c)

で大統領が優先的に取り組むべき課題が示さ

れている。 

同条(a)「全般的な貿易交渉目標」では、第

3803 条の規定に従って行われる貿易交渉に

関する全般的な目標、例えば、「より開放され

た、公平で相互に利益のある市場アクセスを

獲得すること」等９つの目標が列挙されている。 

同条(b)「主要な貿易交渉目標」ではサービ

ス貿易、対外投資、知的財産権、農業分野に

おける互恵的貿易、労働及び環境等の 17項目

が列挙されている。 

例えば、農業分野に関して、「ＷＴＯにおけ

る一般的多角的交渉を 2005 年１月１日まで

に完了することに努力し、同時的な一括交渉

が米国のセンシティブな輸入農産品（関税割

当に委ねる品目を含む。）に与える影響を認識

して、多国間交渉、地域交渉及び二国間交渉

において、可能な限り広範囲な市場アクセス

を求めること」とされており、2001～2002 年

の法制定当時、ＷＴＯ交渉等の貿易交渉に対

する米国政府の姿勢を伺い知ることができる。 

また、「労働及び環境」は、2002 年貿易促

進権限法において初めて「主要な貿易交渉目

標」に位置付けられた項目である45。その内

容は、①貿易協定締結国がその国の環境法又

                             
45 瀧井・前掲注 29 ６頁 

は労働法を効果的に実施できないことがない

ようにすること、②米国は、貿易協定締結国

が効果的に環境法又は労働法を実施している

ものと認識すること、③中核的労働基準の尊

重を促進すること、又は環境を保護するため

に、貿易相手国の能力強化に努めること、④

労働、環境、健康又は安全に関する政策・慣

行が偽装された貿易障壁として米国の輸出品

に対して恣意的に又は不当に差別を行うこと

がないようにすること等である。 

同条(c)では、大統領が取り組むべき特定分

野の優先課題 12項目が示されている。これは、

主として貿易協定締結国における労働問題に

対処することを目的とした内容であり、労働

問題等について貿易協定締結国と協議する仕

組みの創設や、下院歳入委員会及び上院財政

委員会に報告を行うこと等を大統領に求めて

いる。その他、同項では、為替操作実施の有

無を調査する仕組みを貿易協定締結国と創設

することを求めている。 

同条(d)では、通商代表部は、貿易交渉開始

前や貿易交渉の過程で、連邦議会監視グルー

プ46や上下両院の関係委員会と緊密に協議を

行うことが定められている。 

 

(3) 貿易協定権限（第 3803 条） 

ア 大統領の貿易協定を締結する権限 

第 3803 条(b)(1)で、2005 年７月１日若し

くは貿易協定権限の延長手続が取られた場合

は 2007 年７月１日までに、関税障壁及び非関

税障壁に関する協定（貿易協定）を締結する

大統領の権限を定めている47。 

同条(b)(2)で、貿易協定を締結する大統領

の権限は、3802 条(a)及び(b)に掲げられた目

標の達成を進め、かつ、第 3804 条に定められ

た条件を満たした貿易協定にのみ認められる

                             
46 Ⅲ１(6)参照 
47 第3803条(a)で関税障壁に関する協定を締結する大統領

の権限について定められているが、本稿では割愛する。 
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としている。 

さらに、同条(b)(3)で、同条(b)(1)の大統

領の権限に基づき締結された貿易協定を履行

するための法案（貿易協定実施法案）は、第

2191 条（1974 年通商法第 151 条）48で定めら

れた連邦議会の審議手続（本稿では「貿易協

定審議手続」という。）が適用されるとしてい

る。貿易協定実施法案は、①貿易協定の承認、

②貿易協定を実施するために必要な行政措置

の承認、③貿易協定を実施するために必要な

法改正を内容としているため、貿易協定と関

連する法改正等が一括して審議されることに

なる。 

同条(c)(1)で、第 2191 条の審議手続が適用

される貿易協定の締結期限を 2005 年７月１

日以前とし、また、大統領がこの期限の延長

を求める場合の手続や連邦議会による延長否

認決議とその手続について定めている49。 

イ 連邦議会における貿易協定審議手続（第

2191 条（1974 年通商法第 151 条）） 

貿易協定実施法案の連邦議会における審議

について適用される第 2191 条では、修正の禁

止、審議日数の制限（下院における委員会の

審議日数は最長 45日、下院本会議、上院の委

員会及び本会議の審議日数はそれぞれ最長

15 日）、動議の制限、本会議の討論時間の制

限（20時間以内）等が定められている。これ

らの規定により、貿易協定実施法案の連邦議

会での審議期間は最長でも 90日となり、また、

フィリバスターと呼ばれる議事妨害・審議引

き延ばし戦術を避けることができるとされて

いる。 

また、貿易協定実施法案に対する修正は禁

止されているため、締結された貿易協定その

                             
48 タイトルは「Bills implementing trade agreements on 

nontariff barriers and resolutions approving 

commercial agreements with Communist countries」（非

関税障壁に関する貿易協定実施法案及び共産圏諸国との

商業協定の承認決議案） 
49 Ⅱ２参照 

ものに対する連邦議会による修正はなされな

いこととなる。 

 

(4) 協議及び評価（第 3804 条） 

第 3804 条では、連邦議会の貿易協定審議手

続が適用される貿易協定について、交渉の開

始や締結に当たって大統領が連邦議会に対し

て行うべき報告・協議及び国際貿易委員会50

が行う評価等について規定されている。 

まず、大統領は、交渉開始の少なくとも 90

日前に、交渉開始に関する大統領の意図を書

面で連邦議会に通知しなければならないとさ

れている。書面による通知の前後に、大統領

は、下院歳入委員会、上院財政委員会、その

他の関係委員会及び連邦議会監視グループと

交渉に関する協議を行うこととしている。特

に、農産物や繊維・衣料品については、大統

領は更なる関税引下げの妥当性等を評価し、

上下両院の関係委員会と協議するものとされ

ている。 

また、大統領は、貿易協定を締結する前に、

下院歳入委員会、上院財政委員会、その他の

関係委員会及び連邦議会監視グループと、①

貿易協定の性質、②本法で定められた貿易交

渉の目標の達成見込み、③貿易協定の既存の

法律に対する影響等について協議するものと

されている。 

さらに、締結予定の貿易協定の内容が、1930

年関税法第７編や1974年通商法第２編第１章

の修正を必要とする場合、当該貿易協定を締

結する 180 日前に下院歳入委員会及び上院財

政委員会にその旨報告するものとされている。 

また、大統領は、貿易協定を締結する少な

くとも 90 日前に国際貿易委員会に対しその

時点における貿易協定の内容を報告し、国際

貿易委員会は、締結後 90日以内に大統領及び

                             
50 独立の準司法機関であり、幅広い国際貿易問題について

研究、報告及び調査を実施し、大統領及び連邦議会に勧告

を行う。 
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連邦議会に対して貿易協定による影響を報告

するものとされている。 

 

(5) 貿易協定の実施（第 3805 条） 

ア 締結前の通知及び貿易協定実施法案の提

出 

第 3805 条(a)では、大統領が貿易協定を締

結する場合、少なくともその 90日前に下院及

び上院に対して締結する意思を通知し、連邦

公報にその旨を掲載することが定められてい

る。また、貿易協定締結後 60日以内に、貿易

協定の施行に伴い必要な法改正について報告

することとされている。 

大統領は貿易協定締結後、貿易協定実施法

案の原案、貿易協定実施のために提案された

行政措置の説明に関する書類等とともに、確

定した貿易協定の条文の写しを会期中に連邦

議会に提出することとされている。 

なお、前述のとおり、貿易協定実施法案の

連邦議会における審議日数は最長でも 90 日

であるが、貿易協定実施法案の連邦議会への

提出時期については、特段の定めがない。こ

のため、貿易協定の発効時期は、その実施法

案の提出時期に左右されることになる。様々

な要因により、実施法案の提出時期が遅れれ

ば、それだけ貿易協定の発効も遅れることに

なる。 

イ 貿易協定審議手続の適用否認決議 

第 3805 条(b)では、連邦議会における貿易

協定審議手続の適用否認決議、すなわち、貿易

協定審議手続の制限について定められている。 

下院又は上院の一方が、大統領が連邦議会

への貿易協定に関する通知又は協議を怠った

ことを理由に、貿易協定審議手続の適用の否

認を決議し、その後 60日以内に他の院がこれ

に同意した場合、当該貿易協定実施法案には

第3803条(b)―第2191条で定められた貿易協

定審議手続（連邦議会における審議時間の上

限や修正の禁止等）―は適用されないことと

されている。 

 

(6) 連邦議会監視グループ（第 3807 条） 

第 3807 条(a)で下院歳入委員会の委員長及

び筆頭委員（ranking member）、上院財政委員

会の委員長及び筆頭委員等から構成される連

邦議会監視グループを設置するものとされて

いる。連邦議会監視グループは本法律が適用

される貿易協定交渉の米国の代表団に対して

助言を行う公式のアドバイザーとして認定さ

れる。また、連邦議会監視グループは特定の

貿易協定の目標や交渉戦略等の立案について

通商代表部と協議し、助言を与えることとさ

れている。 

 同条(b)で、通商代表部は、連邦議会監視グ

ループとの協議を促進するためのガイドライ

ンを作成することとされており、そのガイド

ラインは、①通商代表部が連邦議会監視グル

ープに対して定期的に（貿易交渉の最終段階

には頻繁に）行う報告、②連邦議会監視グル

ープの構成議員及び適切な安全性が確保され

たスタッフによる機密事項を含む交渉に関す

る関係書類へのアクセス、③交渉中の重大局

面における通商代表部と連邦議会監視グルー

プの緊密で実際的な調整等について規定する

こととされている。つまり、連邦議会監視グ

ループは、交渉中の関係書類へのアクセスが

許容されており、かつ、アドバイザーという

立場からその意見を貿易交渉に反映させるこ

とが可能となっている。 

また、連邦議会監視グループは、そのメン

バーの過半数で貿易交渉の開始前、又はその

他いつでも交渉に関する会議の開催を要請す

ることができるが（第 3807 条(c)）、通商代表

部がその要請を拒み、会議を開催しなかった

場合、貿易協定審議手続の適用否認決議（第

3805 条(b)）の提出理由となりうる。 

そもそも、下院歳入委員会及び上院財政委

員会は、貿易交渉開始前や貿易協定締結前に
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行われる大統領と連邦議会の協議の当事者で

あり、貿易協定審議手続の適用否認決議案や、

貿易協定実施法案が提出された際の付託先で

ある。その上で、下院歳入委員会の委員長及

び筆頭委員、上院財政委員会の委員長及び筆

頭委員に対しては、彼らから構成される連邦

議会監視グループを設置し、通商代表部への

アドバイス、機密事項を含む交渉に関する関

係書類へのアクセスや交渉の重大局面におけ

る通商代表部との調整等の特別な役割を認め

ていると言える51。 

なお、連邦議会議員を通商代表部のアドバ

イザーに任命する類似の制度は 1974 年通商

法にも規定があり、下院歳入委員会及び上院

財政委員会の各５名の委員が通商代表部に対

する公式のアドバイザーとして任命されるこ

ととされていた52。また、貿易協定交渉以外

の外交交渉でも上院議員の関与を認めた例が

ある53。 

 

２ ＴＰＡ失効後の貿易協定交渉に関する手

続 

通商代表部は、ＴＰＰ交渉に係る手続は、

2007 年に失効したＴＰＡの手続を踏襲して

いるとされ54、貿易交渉を開始する遅くとも

90 日前までに連邦議会に通知を行うことと

されている。日本のＴＰＰ交渉参加について

も、通商代表部は米国時間 2013 年４月 24日

午後（日本時間 25日朝）、連邦議会に対して

その意図を通知し、日本のＴＰＰ交渉会合へ

                             
51 ＴＰＡは、連邦議会における貿易協定実施法案の迅速な

審議かつ修正のない採決を特徴としていると一般に評さ

れているが、連邦議会の憲法上の役割を果たすために、連

邦議会監視グループに交渉への間接的な関与を法的に認

めている点も特色の一つと言える。 
52 第 2211 条。タイトルは「Congressional advisers for 

trade policy and negotiations」（貿易政策及び交渉に関

する連邦議会アドバイザー） 
53 上院議員が交渉団に参加したり（北大西洋条約締結交

渉）、公式のアドバイザーに任命された（第２次戦略兵器

削減交渉）例がある。前掲注 12 p. 37. 
54 「ＴＰＰ協定交渉の現状（説明資料）」 平成 25年 ２月 

内閣官房 ６頁 

の参加は、この通知の 90日後の７月 23日午

後（日本時間）から認められた。また、米国

のＴＰＰ交渉参加の際、通商代表部は 2009

年12月16日の連邦公報でその意図を通知し、

かつ、意見を公募した際に、「ＴＰＰ貿易協定

交渉に関する連邦議会への通知と協議につい

て、通商代表部は、2007 年７月１日以前に締

結された貿易協定に適用された 2002 年貿易

促進権限法を遵守している」として、2002 年

貿易促進権限法上の手続を踏襲していること

を強調している55。 

 

Ⅳ 2007 年５月 10日合意 

１ ５月 10日合意の成立 

 2007 年、ブッシュ政権と連邦議会は、締結

済みのＦＴＡ（ペルー、コロンビア）や締結

を控えたＦＴＡ（韓国、パナマ）をめぐる協

議を進めた結果、同年５月 10日、ＦＴＡの連

邦議会での審議に入るための条件等を定めた

通商政策に合意したこと（合意した日にちな

み「May 10 agreement」、「May 10」と称され

ることがあるため、本稿では「５月 10日合意」

という。）を発表した。５月 10日合意は、同

年３月 27 日に下院民主党議員団がまとめた

政策提案書「米国の新通商政策」を土台に通

商代表部と連邦議会との間で協議が進められ

たため、同提案書の内容が反映されている。 

 

２ ５月 10日合意の内容56 

 ５月 10日合意は、「労働」、「環境」、「ジェ

ネリック医薬品（知的財産）」、「投資」、「政府

                             
55 日本のＴＰＰ交渉参加に係る通知と意見募集の際も同

様の文言がある。＜http://www.regulations.gov/#!docu

mentDetail;D=USTR-2013-0022-0001＞ 
56 下院歳入委員会ホームページ「A New Trade Policy for

America」＜http://waysandmeans.house.gov/media/enews

letter/5-11-07/07%2005%2010%20new%20trade%20policy%

20outline.pdf＞、通商代表部ホームページ「BipartisanTr

ade Deal」＜http://www.ustr.gov/sites/default/files

/uploads/factsheets/2007/asset_upload_file127_11319.

pdf＞、「労働・環境規定の適用は連邦法だけにとどめる－

新通商政策に基本合意（２）－」『通商弘報』（2007.5.17） 
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調達」「港湾安全」及び「戦略的労働者支援・

訓練」で構成される。各項目の主要な内容は

次のとおりである。 

 

(1) 労働 

 ５月 10日合意では、①ＦＴＡ締結国が「労

働における基本的原則及び権利に関するＩＬ

Ｏ宣言（1998 年）」に規定された５つの基本

的労働基準57を各国の法律の中で採用・維

持・執行すること、②ＦＴＡ締結国が労働基

準を引き下げることを禁止すること、③ＦＴ

Ａ締結国が政府の予算・人的資源上の制約や

執行上の優先順位の問題を理由に５つの基本

的労働基準に関連する法律の不履行の正当化

を制限すること、④ＦＴＡ上の他の義務と同

様の紛争解決手続・罰則を適用することを求

めている。 

 通商代表部58によれば、締結国は法律及び

慣行で５つの基本的労働基準を採用し維持す

る法的拘束力のある双務的な義務を負うこと、

また、５月 10日合意は既存のＦＴＡにおける

労働法の定義を変更するものではなく連邦法

のみに適用される（すなわち、州法には適用

されない）こと59、ＦＴＡ上の義務違反は貿

易と投資に影響があるものに限定すること等

と説明されている。 

 

(2) 環境 

５月 10日合意では、ＦＴＡには、①７つの

多国間環境条約・協定60をＦＴＡ締結国が法

                             
57 ５つの基本的な労働基準とは、「結社の自由」、「団体交

渉権の効果的な承認」「あらゆる形態の強制労働の禁止」、

「児童労働の廃絶及び最悪な形態の児童労働の廃止」及び

「雇用・就業における差別の排除」のことである。なお、

1998 年のＩＬＯ宣言の中では、「結社の自由」と「団体交

渉権の効果的な承認」を一つの項目としてまとめ、４原則

が示されている。 
58 通商代表部・前掲注 56 
59 本件措置は、米国における労働法の不備をＦＴＡ交渉相

手国から問題視されるリスクを回避する目的があったた

めとされている。（通商弘報・前掲注 56） 
60 ７つの多国間環境条約・協定とは、「絶滅のおそれのあ

律で適用・維持・執行すること、②ＦＴＡ締

結国の環境基準の引下げを禁止すること、③

ＦＴＡ上の他の義務と同様にＦＴＡ上の紛争

解決手続・罰則を適用すること、④多国間環

境条約・協定上の義務がＦＴＡ上の義務に影

響する場合、ＦＴＡを理由に多国間環境条

約・協定上の義務を引き下げることを禁止す

ることを求めている。なお、同合意において

ペルーとのＦＴＡが特記されており、ペルー

の違法伐採問題に対処することを求めている。 

通商代表部によれば、米国は７つの条約・

協定全てに署名していること、環境関係の法

律における遵守事項を努力義務から罰金を伴

う義務に厳格化すること、この措置は連邦法

に限定されること等と説明されている。 

 

(3) ジェネリック医薬品（知的財産） 

５月 10日合意で「ジェネリック医薬品」と

いうタイトルで要求されている項目は、通商

代表部の資料61では「知的財産」というタイ

トルで説明されている。 

５月 10日合意では、①「データ排他性」（特

許権者は一定期間、ジェネリック医薬品メー

カーに対して、新薬の臨床試験データの共有

を控えることができる）規定を変更すること、

②ＦＴＡ締結国が行う公衆衛生のための措置

等に関してはデータ排他性規定の例外とする

こと、③「特許リンケージ」（ジェネリック医

薬品の販売申請がされた場合に特許権侵害が

ないことが証明されるまで、医薬品規制官庁

がジェネリック医薬品の承認を保留する措置）

を撤回すること、他方、製薬会社の持つ特許

                                         
る野生動植物の種の国際取引に関する条約」、「オゾン層を

破壊する物質に関するモントリオール議定書」、「廃棄物そ

の他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」、「全

米熱帯まぐろ類委員会の設置に関するアメリカ合衆国と

コスタ・リカ共和国との間の条約」、「特に水鳥の生息地と

して国際的に重要な湿地に関する条約」、「国際捕鯨取締条

約」及び「南極の海洋生物資源の保存に関する条約」のこ

と。日本は全て加盟済みである。 
61 通商代表部・前掲注 56 
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権が尊重されることを保証するために締結国

における裁判手続の強化・迅速化を求めるこ

と、④特許や医薬品規制官庁の承認に係る手

続の遅延による医薬品の特許期間の延長要求

を廃止するとともに、新薬の特許取得や承認

促進を図ることを求めている。 

通商代表部によれば、本項目については、

知的財産権保護の強化に関する全体的な方向

性の中で、ＦＴＡ締結国である開発途上国に

対して柔軟に対応すること、この措置は開発

途上国が医薬品の開発促進と入手促進の適切

なバランスを達成するためのものであること、

合意内容は政府の従来の通商方針と合致して

いること等が説明されている62。 

 

(4) 投資 

５月 10日合意では、米国内の外国人投資家

に対しては米国人投資家よりも実質的に有利

な権利を与えられないことを明確にするとさ

れている。 

通商代表部によれば、この点について、2002

年貿易促進権限法の貿易交渉の目標は、投資

の保護について「米国における外国人投資家

は米国人投資家よりも実質的に有利な権利を

与えるものではないこと」としており、ペル

ー、コロンビア、韓国及びパナマとの４つの

ＦＴＡは、過去５年間に合意された他のＦＴ

Ａと同様に上記の 2002 年貿易促進権限法の

目標を完全に満たしていると説明されている。 

 

(5) 政府調達 

５月 10日合意では、連邦政府及び州政府が

                             
62 ５月 10 日合意における知的財産権に係る事項は、ＦＴ

Ａ締結国が開発途上国の場合、５月 10 日合意以前のＦＴ

Ａにおける米国の要求水準（特許権設定の遅延を補うため

の特許期間の延長等）を緩和し、開発途上国において手頃

な価格での医薬品の入手を可能にしたことを評価する指

摘もある。（国境なき医師団「環太平洋パートナーシップ

（ＴＰＰ）協定―医薬品入手機会への影響」(2013.2)、

“Staff Efforts On Fast-Track Bill Slow Down Over 
Negotiating Objectives” Inside U.S. Trade , July, 19, 
2013） 

５つの基本的労働基準や適切な労働条件・賃

金の遵守を契約の要件とすることができる条

項をＦＴＡに含めることとしている。 

通商代表部によれば、本項目では、ＦＴＡ

締結国が、政府との契約の当事者が、物品を

製造し、サービスの提供を受けている国にお

ける労働関係の法令（労働安全や健康に係る

労働条件について明確にした法令を含む。）を

遵守していることを契約の要件とできること

を明確にしていると説明されている。 

 

(6) 港湾安全 

５月 10日合意では、国家安全保障の観点か

ら、米国の港湾の運営に外国企業が携わるこ

とを阻止することができる権限が米国政府に

あることを明確にすることを求めている。 

通商代表部によれば、５月 10日合意以降の

ＦＴＡには、港湾サービスも含め、安全保障

に関する例外条項を設け、当該条項はＦＴＡ

上の係争の対象にしないことを明確にすると

いう方針が説明されている。 

 

(7) 戦略的労働者支援・訓練 

５月 10日合意では、貿易と技術革新の影響

により損害を受けた地域社会全体のために、

貿易調整支援制度を拡充・強化した効果的な

支援・訓練・再活性化の施策、具体的には、

①官民共同で行う若年層教育、②労働者の技

能の向上・更新、③科学教育・研究の振興、

④医療扶助・年金の給付及び所得補助の提供

等の施策を講じることを求めている。 

 

３ ５月 10日合意の位置付け 

５月 10日合意により、同合意に示された内

容がＦＴＡに含まれていれば、ＦＴＡ実施法

案の連邦議会での審議入りに向けた超党派の

支持が得られることが期待された63。さらに、

                             
63 米国ペルーＦＴＡ、米国コロンビアＦＴＡは、５月 10
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５月 10 日合意の行政府側の当事者であった

シュワブ通商代表（当時）は、５月 10日合意

について「ＴＰＡに係る超党派の取組に道を

開くものである」と評しており64、その時期、

失効が確実になったＴＰＡの復活につなげよ

うとする意図があったことが伺える。 

ＴＰＰ交渉をめぐる議論の中でも５月 10

日合意が意識されている。例えば、2011 年７

月 26日、下院歳入委員会の民主党議員 14名

がカーク通商代表（当時）に対し、ＴＰＰ協

定は５月 10 日合意を踏まえるよう求める旨

の書簡を送っている65。 

 

Ⅴ ＴＰＡ復活に向けた議論 

2013 年に入ってから、ＴＰＡの復活につい

て、オバマ政権はこれまでと比べて前向きな

姿勢を示しており66、連邦議会においても法

制定に向けた意見調整が行われているが、そ

の進捗状況は順調とは言い難い。 

フロマン通商代表は、指名承認を受ける前

の上院財政委員会公聴会（2013 年６月６日）

においてＴＰＡの復活に取り組むとしつつ

も67、就任後の下院歳入委員会（同年７月 18

日）における質疑で、いつまでにＴＰＡ復活

                                         
日合意を踏まえ協定そのものを修正するために再交渉が

行われた。また、米韓ＦＴＡは、５月 10 日合意を踏まえ

た追加協議を行った上で、2007 年６月 30日に署名され条

約文が確定したものの、オバマ政権発足後、自動車の関税

撤廃スケジュールの見直し等について再交渉が行われた。

詳しくは、瀧井・前掲注 29 3-5,7 頁 
64 通商代表部・前掲注 56 
65 「ＴＰＰ協定交渉に関連した各国関連業界等の関心事項

の例」平成 23年 10月 25日 外務省 
66 例えば、2013年大統領通商政策課題報告書ではＴＰＡに

ついて「市場開放に向けた交渉の妥結、承認、発効を促す

ため、議会とＴＰＡについて協議していく」としており、

前年の「ＴＰＡに関する諸課題を調査する」という記述に

比べ踏み込んだ表現となっている。（「大型通商交渉の推進

に向けての議会と協議へ－2013 年大統領通商政策課題報

告書」『通商弘報』（2013.3.13）） 
67 上院財政委員会ホームページ “FINANCE COMMITTEE 
QUESTIONS FOR THE RECORD United States Senate 

Committee on Finance Hearing on Confirmation of Mr. 

Michael Froman to be United States Trade 

Representative”, June 6, 2013 ＜http://www.finance. 

senate.gov/hearings/hearing/?id=a0c1c7fe-5056-a032-

52d8-95de8eecf054＞ 

のための法律が成立していればいいのかとい

う問いに対し、「ＴＰＰ協定実施法案の連邦議

会への提出準備が整う前にＴＰＡに関する新

法が成立していることが重要」と回答し、特

定の時期を明言していない68。 

一方、上院財政委員会ハッチ筆頭委員（共

和党）は「ＴＰＡに対する大統領の行動的な

リーダーシップや国民の支持がなければ、Ｔ

ＰＡ復活に向けた我々の取組を成功させるこ

とは難しい」69として、ＴＰＡ復活に向けた

連邦議会の取組に対する大統領の積極的な対

応を要請している。こうした中、オバマ大統

領は2013年７月30日の演説の中で、初めて、

連邦議会に対してＴＰＡを要請する意向を表

明した70。しかしながら、2013 年 11 月上旬の

時点で、ＴＰＡ復活のための法案は提出され

ておらず、連邦議会における本格的な議論は

始まっていない。 

下院歳入委員会及び上院財政委員会の委員

長及び筆頭委員が、ＴＰＡ復活のための法案

の作成に取り組んでいるものの、上院財政委

員会委員長であるボーカス議員（民主党）は、

ＴＰＡの復活について、2013 年 12 月 31 日に

失効予定の貿易調整支援制度の延長と併せて

行う考えを示している一方、ハッチ上院議員

（共和党）はＴＰＡの復活と貿易調整支援制

度の延長をともに進めるのは問題が多いとい

う見方をしている71。法案提出の方法や法案

の構成をめぐって共和党と民主党で意見の相

違があることが法案の提出が遅れている一因

と考えられる。 

                             
68 “Staff Efforts On Fast-Track Bill Slow Down Over 

Negotiating Objectives” Inside U.S. Trade, July 19, 
2013 

69 “ HATCH STATEMENT AT SENATE FINANCE COMMITTEE 

CONFIRMATION HEARING CONSIDERING MICHAEL FROMAN FOR 

U.S.TRADE REPRESENTATIVE”（2013.6.6）＜http://www.

finance.senate.gov/newsroom/ranking/release/?id=216

7e363-8ccd-40ef-bac1-f35775790c7d＞ 
70 “Obama Asks For Fast-Track Authority Froman Defers 

to Congress On Bill” Inside U.S. Trade, August 2, 2013 
71 前掲注 69 
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また、法案に盛り込むべき内容については、

貿易交渉の目標の設定の在り方や、連邦議会

と通商代表部の協議の在り方等、連邦議会に

おいて意見調整が必要な課題が考えられる。

以下、その概要について述べる。 

 

１ 貿易交渉の目標 

2002 年貿易促進権限法では、大統領は貿易

協定を締結する前に、下院歳入委員会、上院

財政委員会及び連邦議会監視グループ等と、

同法が定める貿易交渉の目標の実現の見込み

とその貿易協定の関係について協議すること

とされている（第 3804 条）。 

 したがって、ＴＰＡ復活のための法律で貿

易交渉の目標に掲げられる事項（2002 年貿易

促進権限法第 3802 条(a)及び(b)に相当する

項目）は、米国政府がそれ以降どのような姿

勢で貿易交渉に臨むかを示す指標となる。 

今後、制定されるであろうＴＰＡ復活のた

めの法律における貿易交渉の目標との関連で

特に注目すべき点は、①５月 10日合意の主要

領域（労働、環境、知的財産）の取扱いと②

電子商取引、国有企業、為替操作等の新たな

課題への対応である72。 

労働及び環境に関して、５月 10日合意は、

ＦＴＡ締結国による自国の基準引下げの禁

止や、「労働における基本的原則及び権利に

関するＩＬＯ宣言」における諸権利をＦＴＡ

締結国が遵守すること、ＦＴＡ締結国が多国

間環境条約・協定を批准すること等を求めて

おり、2002 年貿易促進権限法で定められた貿

易交渉の目標よりも高い水準の条件を盛り込

んでいる73。５月 10日合意を踏まえ労働及び

環境に関する貿易交渉の目標の充実を求める

                             
72 “Freshmen House Dems Express Opposition To TPA Bill 
Staff Efforts Slow” Inside U.S. Trade, June 20, 2013 
ミレヤ・ソリース・前掲注 41 37頁 

73 “Obama Asks For Fast-Track Authority Froman Defers 

to Congress” Inside U.S. Trade, August 2, 2013 

意見がある一方、ハッチ上院議員（共和党）

はそうした意見に否定的であると言われて

いる。また、ＴＰＰ交渉において、米国は

労働及び環境を他の経済関連の条項と同様

に協定上の紛争解決処理の対象にしようと

しているが、これに反対する参加国もあ

る74。 

2002 年貿易促進権限法は、貿易協定の知的

財産関連条項は米国並みの保護基準を反映し

た内容にすることを貿易交渉の目標としてい

る。５月 10日合意はその要件を緩和したもの

との見方があるが、医薬品に関する知的財産

の保護の在り方について、厳格な保護を求め

る見解がある。こうした見解は、米韓ＦＴＡ

の知的財産条項に反映され、同条項は、デー

タの排他性、特許リンケージ、特許期間の延

長の点で５月 10 日合意よりも厳しい内容と

なっている75。一方、通商代表部は、ＴＰＰ

交渉において、米韓ＦＴＡと同様に厳格な知

的財産保護を求める内容の提案を行ったが、

米国内においても幅広い支持を得ているわけ

ではない76。 

ＴＰＰ交渉参加国の間で意見の相違が多い

分野の一つである国有企業については、2002

年貿易促進権限法の貿易交渉の目標において

は触れられていない。 

また、為替操作については、2002 年貿易促

進権限法において為替操作の有無を調査する

協議機関の設立が、大統領が優先的に取り組

む課題の一つとして位置付けられているが、

現在、米国内では、ＴＰＰ協定において為替

操作禁止の条項を設けるべきという意見が出

                             
74 “Labor Negotiators Wrap Up Technical Work, No Plans 
To Meet In Malaysia” Inside U.S. Trade, July 5, 
2013“TPP Negotiators in Malaysia Spending Most Time 
On Toughest Area Of Talks” Inside U.S. Trade, July 19, 
2013 

75 ミレヤ・ソリース・前掲注 41 33-35 頁 
76 ミレヤ・ソリース・前掲注 41 36 頁 
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ており77、法案審議の際に議論になる可能性

があろう。 

インターネット業界からは貿易交渉の目標

に、国境を越えたデータのやりとりに対する

障壁を削減・撤廃することや、第三者のコン

テンツに関するインターネット接続事業者の

法的責任の保護等を追加することを求める具

体的な提案が示されている78。2002 年の法制

定以降浮上してきた課題を法律上の貿易交渉

の目標に反映させる必要性があると民主党議

員の間で認識されているものの、共和党は貿

易交渉の目標を大きく変更する必要はないと

認識しており、連邦議会内の意見の相違が指

摘されている79。 

 

２ 連邦議会と通商代表部間の協議及び連邦

議会監視グループの在り方 

前述のとおり、2007 年以降ＴＰＡは失効し

ているものの、通商代表部は、ＴＰＡに即し

て貿易協定交渉に係る手続を進めていると言

われている80。日本のＴＰＰ交渉参加につい

ても、日本は通商代表部の連邦議会への通報

の 90 日後に正式に交渉会合に参加すること

ができた。そのため、新たに制定されるＴＰ

Ａ復活のための法律は、貿易協定締結前の手

続等の大統領と連邦議会との関係について、

2002 年貿易促進権限法と同様の仕組みが基

                             
77 下院歳入委員会レビン筆頭委員（民主党）は、2013 年７

月 13 日に日米自動車貿易についての提案をしており、そ

の中で自動車の関税撤廃の在り方とともに、為替の問題に

ついてＴＰＰ参加国に対し為替相場への介入を行わない

という義務をかけることやＴＰＰ参加国以外の国による

為替操作に共同で対応すること等を提案している。

（“U.S.-JAPAN AUTOMOTIVE TRADE: PROPOSAL TO LEVEL THE 
PLAYING FIELD” ＜http://www.iie.com/publications/ 

papers/levin20130723proposal.pdf＞） 
78  “Internet Companies Press For Updated Digital 

Objectives in Fast-Track Bill” Inside U.S. Trade, 
August 23, 2013 

79 “Staff Efforts On Fast-Track Bill Slow Down Over 
Negotiating Objectives” Inside U.S. Trade, July 19, 
2013、“Obama Asks For Fast-Track Authority Froman 

Defers to Congress” Inside U.S. Trade, August 2, 2013 
80 Ⅲ２参照 

本となる可能性が高いと考えられる。 

しかし、連邦議会議員からはＴＰＰ交渉の

透明性の欠如に不満を持つ意見や81、交渉か

ら承認に至る過程における連邦議会と大統領

の協議の充実を求める意見82が出ている。 

ＴＰＰ交渉は、非常に秘密性の高い交渉で

あり83、交渉における書簡や提案等は協定発

効から４年間秘匿しなければならないこと等

を内容とする保秘契約があるとされている84。

一方で、連邦議会議員の一部に対してＴＰＰ

協定草案の閲覧が認められており、特に上院

財政委員長等に対してはＴＰＰ協定草案の全

分野の閲覧が認められていると報じられてい

る85。2002 年貿易促進権限法の下で、連邦議

会監視グループに対して、機密事項を含む交

渉に関する関係書類へのアクセスが認められ

てきたことや86、現在でも通商代表部は 2002

年貿易促進権限法を踏襲した手続をとってい

ることから、連邦議会監視グループ等の一部

                             
81 「ＴＰＰの悪影響を問題視 ＴＰＡ付与に懸念／米国民

主党の新人議員 36人」『日本農業新聞』（2013.6.25） 
82 Congressional Members Circulate letters Opposing New 
Fast-Track Bill ,Inside U.S. Trade, August 9, 2013 

83 紙智子参議院議員提出の「ＴＰＰマレーシア会合に関す

る質問主意書」（平成25年８月５日）における、秘密保持

契約の内容、対象及び違反した場合の取扱いに関する質問

に対して、政府は答弁書で「我が国は、ＴＰＰ協定交渉に

参加するに当たって、交渉参加国間で合意された手続をと

った中で秘密保護に関する書簡を交換したが、当該書簡に

ついては、ＴＰＰ協定交渉参加国との信頼関係もあり、詳

細についてお答えすることは差し控えたい。」と回答して

いる。 
84 「ＴＰＰ会合日本初参加 国益確保に時間の壁」『毎日

新聞』(2013.7.24)  
85 「ＴＰＰ米国の本音 国民会議調査団の報告から③ 対

外秘の協定 閲覧する議員」『日本農業新聞』（2013.5.15） 

「ＴＰＰ草案 米議員はみた ネットで告発「企業利益優

先」」『日本農業新聞』（2013.6.23） 
86 Ⅲ１(6)参照 

実際には、2002 年貿易促進権限法制定以前も、東京ラ

ウンドの頃から 1974年通商法の規定（「貿易政策及び交渉

に関する連邦議会アドバイザー」（第 2211 条））に基づく

議員の活動を通じて、交渉中の部外秘の書類の閲覧が一部

の議員に許容されていたと言われている。（S.D.コーエン

『アメリカの国際経済政策 その決定過程』三嶺書房

(1995)129‐130 頁 （原書名：Stephen D. Cohen, The 

Making of United States International Economic Policy: 

Principals, Problems, and Proposals for Reform ,4th ed., 

Praeger Publishers, 1994）） 
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の連邦議会議員に対してＴＰＰ協定草案への

アクセスが認められてきた可能性がある。ま

た、ＴＰＡ復活に係る議論の中で、交渉中の

草案や交渉相手国の提案に係る書類に関する

閲覧の制限との関係で、交渉開始前及び交渉

中の案件に関し、連邦議会に対する大統領の

義務（連邦議会に対する報告、協議等）の充

実を図ろうとする意見もある87。 

この他、締結された貿易協定が貿易交渉の

目標に合致しない場合、貿易協定実施法案を

貿易協定審議手続の対象としないことを連邦

議会の所管の委員会が決定する権限を導入す

ることも検討されている88。 

今後、ＴＰＡ復活のための法案が審議され

る際に、連邦議会に対する大統領の義務、連

邦議会監視グループに認められた権限の在り

方及び交渉中の関係書類へのアクセスについ

てどのように議論されるか、また、ＴＰＡが

復活し、従前どおり、連邦議会監視グループ

が法定化された場合、あるいは、その機能が

強化された場合、ＴＰＰ交渉における機密事

項を含む書類が連邦議会と通商代表部との間

でどのように扱われるのか、さらには、連邦

議会監視グループが交渉の帰趨にどのように

影響を及ぼすのか、注視していく必要があろ

う。 

 

おわりに 

米国の国内政治は、米国の貿易政策の形成、

ＴＰＰ交渉等の貿易交渉の進展及び貿易協定

の批准の成算に対して、大きな役割を果たし

ていると言われているが89、ＴＰＡ復活のた

めの法律制定は貿易政策の形成そのものであ

                             
87 “Staff Efforts On Fast-Track Bill Slow Down Over 
Negotiating Objectives” Inside U.S. Trade, July 19, 
2013 

88  “House, Senate Committee Democrats Uneasy About 
Emerging Fast-Track Bill” Inside U.S. Trade, November 
8, 2013 

89 ミレヤ・ソリース・前掲注 41 37 頁 

る。2013 年 11 月上旬の時点で、ＴＰＡ復活

を支持する連邦議会議員の中で、ＴＰＡを復

活させることでＴＰＰ交渉を前進させようと

する立場と、ＴＰＰ協定実施法案の審議に先

立ってＴＰＡ復活のための法律が成立すれば

よい、すなわち、ＴＰＰ協定の内容を見定め

た上でＴＰＡ復活のための法案の審議に着手

しようとする意見があり90、ＴＰＰ交渉の進

展とＴＰＡ復活に向けた議論が並行的に進行

する様相となっている。ＴＰＡは貿易協定実

施法案の迅速な審議を定めるものであるが、

ＴＰＡ復活のための法案の審議は通常の立法

過程に従うため、法案提出後、審議に一定の

時間を要することが予想される。ＴＰＡ復活

のための法案の内容、特に、貿易交渉の目標、

連邦議会の役割に係る規定をどのように整理

するのか、法案提出後の審議の動向を十分注

視し、分析する必要がある。 

また、ＴＰＡが復活しても、貿易協定実施

法案の連邦議会への提出の期限が定めがない

場合、締結から実施法案提出まで相当な期間

を要する可能性も否定できない。米国が締結

したコロンビア、韓国及びパナマの各国との

ＦＴＡは、連邦議会での審議そのものは 10

日間で終えているが、最初の条約文確定から

連邦議会への貿易協定実施法案の提出まで４

年以上要している91。そのため、貿易協定実

施法案の提出・審議入りは、連邦議会と通商

代表部間の意見調整や政治的環境が整うこと

が大前提になる。このことはＴＰＰ協定につ

                             
90  “Republican TPP Caucus Chairs Begin Informal 

Whipping On Fast-Track” Inside U.S. Trade, November 1, 
2013 

91 2008 年４月、ブッシュ政権が下院との協議が整わないま

ま、対コロンビアＦＴＡ実施法案の提出を強行したため、

下院が同月 10 日に同実施法案についてＴＰＡに基づく採

決期限ルールを適用しないことを決議した。このため、ブ

ッシュ政権はコロンビア、韓国及びパナマとの３件のＦＴ

Ａの批准を断念した。３件のＦＴＡの実施法案は 2011 年

10月３日に連邦議会に提出され同月12日に上院本会議採

決の後、翌日オバマ大統領に送付された。（瀧井・前掲注

29 ７頁） 
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いても当てはまる。 

ＴＰＰ交渉の進展のみならず、連邦議会の

議論から浮上してくる貿易協定に対する米国

の姿勢及び米国の政治動向を慎重に見極める

必要があるだろう。 

 

 

ファスト・トラック及びＴＰＡ関連年表 

1973 年 ９月 ガット東京ラウンド交渉の開始が宣言される。 

1975 年 １月 ３日 1974 年通商法の施行（ファスト・トラックの導入） 

1979 年 ７月 1979 年通商関税法によりファスト・トラックの期限を延長 

ガット東京ラウンド交渉終結 

1984 年 10 月 1984 年通商関税法によりファスト・トラックの期限を延長 

1986 年 ９月 ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉の開始 

1988 年 ８月 1988 年包括通商競争力法によりファスト・トラックの期限を延長 

1991 年 ６月 ＮＡＦＴＡ交渉開始 

1994 年 １月 ＮＡＦＴＡ発効 

４月 15 日 マラケシュ閣僚宣言によりガット・ウルグァイ・ラウンド交渉終結 

４月 16 日 ファスト・トラック失効 

12 月 米国連邦議会、ウルグァイ・ラウンド協定実施法案を可決 

2001 年 10 月 ＴＰＡに関する法案が連邦議会下院に提出される。 

11 月 ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉の開始 

2002 年 ８月 ６日 2002 年通商法の施行（ＴＰＡの導入） 

2003 年 １月 米豪ＦＴＡ交渉開始 

2004 年 ４月 米国パナマＦＴＡ交渉開始 

５月 米国コロンビアＦＴＡ交渉開始 

2005 年 １月 米豪ＦＴＡ発効 

2006 年 ６月 米韓ＦＴＡ交渉開始 

11 月 米国コロンビアＦＴＡの署名 

2007 年 ５月 10 日 貿易協定実施法案の連邦議会審議入りの条件等を内容とする通商政策に連邦

議会と通商代表部が合意（５月 10 日合意） 

６月 米国パナマＦＴＡ、米韓ＦＴＡの署名 

７月 １日 ＴＰＡ失効 

2008 年 ４月 ８日 米国コロンビアＦＴＡ実施法案が連邦議会下院に提出されるが、同月 10 日に、

下院は同実施法案の審議手続を変更する決議を行う。 

2010 年 ３月 ＴＰＰ交渉開始 

2011 年 ２月 米国及び韓国はＦＴＡに関する追加交渉（米国の自動車関税の撤廃時期の延長

等）に合意 

10 月 ３日 米国コロンビアＦＴＡ、米国パナマＦＴＡ、米韓ＦＴＡの実施法案が連邦議会

下院に提出される。下院・上院とも同月 12 日に３件のＦＴＡ実施法案を可決。 

2012 年 ３月 米韓ＦＴＡ発効 

５月 米国コロンビアＦＴＡ発効 

10 月 米国パナマＦＴＡ発効 

2013 年 ７月 23 日 日本がＴＰＰ交渉に参加 

（出所）本稿の参考文献に基づき筆者作成 

注：網掛け部分はファスト・トラック又はＴＰＡが有効となっていた期間 
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）
 

大
統
領
 

(
議

案
提

出
前
) 

・
関
係
国
と
交
渉
し
条
約
文
を
作
成
。
 

・
交
渉
開
始
の

90
日
前
ま
で
に
そ
の
意
思
を
連
邦
議
会
に
通
知
。 

・
交
渉
中
は
連
邦
議
会
監
視
グ
ル
ー
プ
等
に
報
告
。
 

・
貿
易
協
定
締
結
の

90
日
前
に
連
邦
議
会
に
通
知
。
 

・
貿
易
協
定
締
結
後

60
日
以
内
に
、
貿
易
協
定
の
施
行
に
伴
い

必
要
な
現
行
法
の
改
正
に
つ
い
て
連
邦
議
会
に
通
知
。
な
お
、

貿
易
協
定
実
施
法
案
の
提
出
時
期
は
法
定
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 

下
院
 

 
歳
入
委
員
会
 

・
貿
易
協
定
実
施
法
案
を
審
議
。
45

日
以
内
に
報
告
書

を
作
成

・
採
決
。
 

 本
会
議
 

・
委
員
会
報
告
の

15
日
以
内
に
貿
易
協
定
実
施
法
案
に
つ
い
て

採
決
。
貿
易
協
定
実
施
法
案
の
修
正
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

所
管
委
員
会

（
省
略
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
）
 

・
付
託
さ
れ
た
法
案
の
逐
条
審
査
等
を
行
い

、
報
告
書

を
作
成

・
採
決
。
 

議
事
規
則
委
員
会
 

・
当
該
法
案
の
本
会
議
で
の
審
議
方
法
を
決
定
。
 

本
会
議
 

・
法
案
の
審
議
・
採
決
。
 

上
院
 

外
交
委
員
会
 

・
付
託
さ
れ
た
条
約
を
審
議
。
報
告
書
を
作
成
し
、
条
約
批
准
決
議

案
（
条
件
付
き
又
は
無
条
件
）
と
と
も
に
本
会
議
に
提
出
。
 

 本
会
議
 

・
条
約
批
准
決
議
案
（
条
件
付
き
又
は
無
条
件
）
を
出
席
議
員
の
３

分
の
２
以
上
の
多
数
で
可
決
⇒
大
統
領
に
送
付
。
 

・
会
期
末
ま
で
条
約
批
准
決
議
案
の
審
議
・
採
決
を
行
わ
な
い
⇒
次

の
会
期
に
外
交
委
員
会
に
再
付
託
。
 

・
条
約
批
准
決
議
案
を
否
決
⇒
外
交
委
員
会
に
再
付
託
、
又
は
、
大

統
領
に
差
戻
し
。
 

財
政
委
員
会
 

・
貿
易
協
定
実
施
法
案
を
審
議
。
15

日
以
内
に
報
告
書

を
作
成

・
採
決
。
 

  本
会
議
 

・
委
員
会
報
告
の

15
日
以
内
に
貿
易
協
定
実
施
法
案
に
つ
い
て

採
決
。
貿
易
協
定
実
施
法
案
の
修
正
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
採

決
後
、
大
統
領
に
送
付
。
 

  

所
管
委
員
会

（
省
略
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
）
 

・
付
託
さ
れ
た
法
案
の
逐
条
審
査
等
を
行
い

、
報
告
書

を
作
成

・
採
決
。
 

本
会
議
 

・
下
院
送
付
案
の
可
決
⇒
大
統
領
に
送
付
 

・
下
院
送
付
案
の
否
決
⇒
廃
案
 

・
下
院
送
付
案
の
修
正
⇒
下
院
に
送
付
 

  
 
 

    

大
統
領
 

(
連

邦
議

会
の

審
議

後
) 

・
①
無
条
件
の
条
約
批
准
決
議
が
可
決
さ
れ
た
場
合
、
又
は
、
②
条

件
付

き
条

約
批

准
決

議
で

も
条

約
本

体
の

修
正

が
必

要
な

い
場

合
⇒
大
統
領
の
署
名
。
関
係
国
と
条
約
の
批
准
書
の
交
換
・
寄
託

等
（
条
約
の
発
効
）。

 

・
③
条
約
本
体
の
修
正
を
必
要
と
す
る
条
件
付
き
の
条
約
批
准
決
議

が
可
決
さ
れ
た
場
合
、
又
は
、
④
条
約
批
准
決
議
案
が
否
決
さ
れ

条
約
が
大
統
領
に
差
し
戻
さ
れ
た
場
合
⇒
条
約
を
批
准
し
な
い
、

又
は
、
関
係
国
と
再
交
渉
す
る
。
 

・
大
統
領
の
署
名
。
関
係
国
と
貿
易
協
定
の
批
准
書
の
交
換
又
は

寄
託
（
協
定
の
発
効
）
。
 

     ・
大
統
領
の
署
名
、
法
律
が
成
立
。
 

・
大
統
領
が
拒
否
権
を
行
使
⇒
上
下
両
院
の
本
会
議
で
３
分
の
２

以
上
の
多
数
で
再
可
決
を
す
れ
ば
法
律
が
成
立
。
 

下
院
本
会
議
 

・
上
院
修
正
案
に
同
意
⇒
大
統
領
に
送
付
 

・
上
院
修
正
案
を
さ
ら
に
修
正
⇒
上
院
に
再
送
付
 

・
上
院
修
正
案
に
不
同
意
で
、
両
院
協
議
会
開
催
を
申
入
れ
 

両
院
協
議
会
 

両
院
の
相
違
を
調
整
し
、
両
院
協
議
会
報
告
書
を
作

成
⇒

上
下

両
院

の
本

会
議

が
同

報
告

書
を

可
決

し
た
上
で
先
議
の
院
が
大
統
領
に
送
付
。
 

実
際

に
は

両
院
で

並
行

的
に

審
議
さ

れ
る

こ
と

が
多
い
 

（
出
所
）
本
稿
の
参
考
文
献
に
基
づ
き
筆
者
作
成
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米国のＴＰＡ（貿易促進権限）の復活に向けた動向
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再生可能エネルギー導入に伴う経済・国民活動への影響分析 

―ドイツ・スペインの先行事例に学ぶ― 
 

衆議院調査局調査員 

磯 部  亮 太 

（経済産業調査室） 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

我が国では、2012 年７月から「再生可能エネルギー固定価格買取制度（フィード・イン・タ

リフ、以下：ＦＩＴ）」が導入されており、2012 年４月から 2013 年５月末までに導入された再

生可能エネルギーの設備容量は、約 335.9 万 kW に達している。再生可能エネルギーは、導入に

よる投資効果、ＣＯ２削減、化石燃料削減といったプラスの効果がある一方で、ＦＩＴの買取費

用は電気料金から回収されるため、我が国に先んじて同制度を導入したドイツでは、急激な導入

量の増加により電気料金が上昇するなどそのマイナス面も指摘されているところである。 

上記のような認識を踏まえて、2030 年度時点の再生可能エネルギーの電気料金への賦課金を

推計すると、2.17 円/kWh～3.95 円/kWh となり、一般家庭の電気料金は 2013 年と比較して約

7.7％～約 15.3％、産業用の電気料金も約 16％～約 29％上昇する見込みとなる。再生可能エネ

ルギーの導入に伴うトータルコストを各種の前提条件をおいて試算し比較した場合、プラスの

効果よりもマイナスの効果が大きく、相応の国民負担を強いられる可能性が高い。 

政府はＦＩＴの見直しも含め制度自体の在り方を再考した上で、負担と導入による便益につ

いても国民的合意を得て、我が国における最適な再生可能エネルギーの導入を図っていく必要

がある。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに 

Ⅰ 再生可能エネルギー導入の背景と政策の変

遷 

Ⅱ 諸外国の再生可能エネルギー政策（ドイ

ツ・スペイン等） 

Ⅲ 再生可能エネルギーの導入による経済効果 

Ⅳ 再生可能エネルギーの導入に伴う課題と影

響 

おわりに 

 

はじめに 

 我が国では、2011 年３月 11 日に発生した

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力

発電所事故の影響により、大部分の原子力発

電所が稼働を停止しており1、原子力発電の代

替燃料として、火力発電用の化石燃料の輸入

が増大している。化石燃料の輸入額は 2012

年には年間約 24兆円2に上り、震災前の 2010

年と比較すると年間 6.7兆円増加しており、

そのコストが電気料金へ転嫁されることで、

国民の負担は増大している。 

このような中、自民党はこれまでのエネル

ギー政策を見直し、「遅くとも 10年以内には

将来にわたって持続可能な電源構成のベスト

                             
1 2013 年９月に大飯原発３、４号機が定期検査入りした

ことで、１年４か月ぶりに我が国における原発稼働がゼロ

となった。 
2 財務省「貿易統計（平成24年分報道発表）」 
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ミックスを構築する3」としており、2013 年

中に新しい「エネルギー基本計画」を打ち出

す方針を示している4。我が国では、東京電力

福島第一原子力発電所の事故以降、石油・石

炭・天然ガス等の二酸化炭素を排出する化石

燃料とは異なるクリーンなエネルギー源であ

る再生可能エネルギーの導入を志向する動き

がある5。 

そのような中、我が国では、2012 年７月か

らＦＩＴが導入されて着実に導入量が拡大し

ているが、我が国に先んじてＦＩＴを導入し

たドイツ、スペインでは導入量の増加により

国民負担が増大しており、制度自体の見直し

が議論されるなど様々な課題が浮き彫りとな

っている。 

このような認識のもと、本稿ではまずこれ

までの政府における再生可能エネルギー政策

の変遷を把握した上で、ドイツ・スペイン等

の欧州の先行事例を分析することで我が国に

おける同制度の在り方をさぐる。その上で、

再生可能エネルギーの導入により我が国にお

いて顕在化しつつある課題を示しつつ、中長

期的な電気料金への影響を推計し、国民生活

へ与える影響について分析を行う。 

 

Ⅰ 再生可能エネルギー導入の背景と政策

の変遷 

(1) 再生可能エネルギー導入の意義 

再生可能エネルギーは、石油・石炭・天然

ガス等の化石燃料とは異なり、発電や熱利用

時において地球温暖化の原因となる二酸化炭

素をほとんど排出しないエネルギーである。 

                             
3 平成25年２月28日の経済財政諮問会議において茂木経

済産業大臣はエネルギーのベストミックスについて７年

後の 2020年に完成させたいとし、第 46回衆議院議員選挙

の公約に示した期限よりも３年早く実現させる意向を明

らかにしている。 
4 茂木経済産業大臣閣議後記者会見（平成 25年３月１日） 
5 自民党の第 23 回参議院議員選挙の選挙公約においても、

今後３年間再生可能エネルギーの導入を最大限促進する

としている。（参議院選挙 2013 15 頁） 

現在、我が国の電力供給のうち再生可能エ

ネルギーの占める割合は約１割（水力含む）

に過ぎず、残りの９割弱6を石油、石炭、天然

ガス等の化石燃料が占めており、その大部分

を海外に依存している。近年の新興国の経済

発展などを背景としたエネルギー需要の増大

や化石燃料の市場価格の高騰、さらに、化石

燃料の利用に伴って発生する温室効果ガスの

削減という観点からも、エネルギーの安定供

給に資して資源枯渇のおそれが少ない再生可

能エネルギーの導入が志向されている。ただ

し、一口に「再生可能エネルギー」といって

も、具体的に何が該当するのかは自明ではな

い。そこで法令上の定義を見れば、「エネルギ

ー供給構造高度化法7」において「エネルギー

源として永続的に利用することができると認

められるもの」として、太陽光、風力、水力、

地熱、太陽熱、大気中の熱、バイオマス等が

規定されている。 

なお、我が国では「再生可能エネルギー」

とは別に、「新エネルギー」と呼ばれる分類が

ある。新エネルギーは、「新エネ法8」におい

て非化石エネルギーのうち、「技術的に実用段

階に達しつつあるが、経済性の面での制約か

ら普及が十分でないもの」と定義されており、

バイオマス、太陽熱、地熱、風力等が指定さ

れているが、1,000kW を超える水力発電や潮

力・波力発電は除かれている9。また、支援対

象としてもこうした規模の大きい水力発電は

含まれていない（図１）。 

 

                             
6 電気事業連合会「電源別発電電力量構成比」（2013年５

月） 
7 正式名称：「エネルギー供給事業者による非化石エネル

ギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促

進に関する法律」 
8 正式名称：「新エネルギー利用等の促進に関する特別措

置法」 
9 2008 年４月の「新エネルギー利用等の促進に関する特

別措置法施行令」の一部改正により、新エネルギーを再生

可能エネルギーの一部とする概念整理がなされている。 
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（図１）新エネルギーの概念整理 

 

（出所）経済産業省総合資源エネルギー調査会配布

資料より作成 

 

(2) 我が国の再生可能エネルギー導入支援策

の変遷 

ア 技術開発 

我が国はこれまでに再生可能エネルギー・

省エネルギーに対して約１兆円に上る政府予

算(1974 年～2002 年)をかけて技術開発を実

施しており、1980 年以降において、エネルギ

ー関連の研究開発費が減少傾向であったＯＥ

ＣＤ諸国とは対照的である10。 

背景には第一次石油危機があり、これを契

機として、石油代替エネルギーの必要性が認

識され、そのエネルギー源として再生可能エ

ネルギーの可能性に注目が集まることとなっ

た。我が国では、エネルギー問題とともに深

刻化しつつあった環境問題の解決を図る観点

からも、新エネルギーの導入を推進すること

とし、1974 年には、通商産業省工業技術院（現 

独立行政法人産業技術総合研究所）において、

新エネルギーの技術開発として、我が国最初

の長期的な技術開発計画である「サンシャイ

ン計画」を発足させている。同計画は、石油

資源の枯渇によるエネルギー危機を克服する

ため、2000 年をめどとして太陽エネルギー・

                             
10 ＩＥＡ「Energy R＆D Statistics 2003」 

水素エネルギー等のエネルギーを活用する技

術を開発することを目的に、太陽エネルギー、

地熱、石炭、水素エネルギーについて重点的

に研究開発が進められた11。 

1993 年には新エネルギー、省エネルギー、

地球環境技術についてそれぞれ独立して技術

研究開発が行われてきたものを総合的・技術

的な観点から有機的な連携を図り推進する必

要性が認識されたことから、新エネルギーの

技術開発である「サンシャイン計画」、省エネ

ルギーの技術開発である「ムーンライト計

画12」及び「地球環境技術研究開発13」が統合

され、「ニューサンシャイン計画」として、研

究開発が進められることとなった。その後「ニ

ューサンシャイン計画」は、2001 年の中央省

庁再編成を契機として、従来の同計画に基づ

く研究開発テーマは、「研究開発プログラム方

式14」によって実施されることとなった（図

２）。 

また、一般財団法人電力中央研究所では、

これまで実施されてきた政府のエネルギー研

究開発プロジェクトについて８件を取り上げ

て事例分析を行った結果、「太陽光発電やガス

タービンといった国際競争力のある産業形成

のベースとなっているだけでなく、実用化に

至らないプロジェクトであっても、政府が導

入目標などの形で政策の方向性を示し、継続 

                             
11 同計画の推進のため、1980年に「新エネルギー総合開発

機構」（現：新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥ

ＤＯ））が設立されている。 
12 同計画は 1978 年～1993 年度まで実施され、エネルギー

転換効率の向上、未利用エネルギーの回収・利用、エネル

ギー利用効率の向上等エネルギーの有効利用を図る技術

の研究開発を目的とし、大型省エネルギー技術および先導

的・基盤的省エネルギー技術の開発、民間の省エネルギー

技術研究開発の助成、国際研究協力および省エネルギー標

準化等の施策が推進された。 
13 1989 年から工業技術院各研究所において二酸化炭素関

連の技術開発を推進した。 
14 経済産業省の全ての研究開発プロジェクトを政策目標

ごとに分類し、成果の市場化に必要な関連施策と一体的に

推進。研究開発プロジェクトの選定にあたっては、イノベ

ーションプログラムにおける政策目標を基に技術戦略マ

ップに位置付けられた重要技術課題を抽出し戦略的に企

画立案している。 

大規模水力

新エネルギー

再生可能エネルギー

従来の新エネルギーを再生可能エネルギーの一部として整理

太陽光発電 太陽熱利用 風力発電

バイオマス発電 バイオマス熱利用

バイオマス燃料製造

温度差熱利用 雪氷熱利用

中小水力発電
(1,000kW以下）

地熱発電
(バイナリ方式）

波力発電 海洋温度差熱発電



 

102 RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

論論  文 

的な技術開発の枠組みを用意することによっ

て、当該技術の市場形成への期待を醸成し、

開発投資や技術・ノウハウの蓄積を促す効果

があった」との報告がなされており、政府に

おける技術開発が一定程度の効果があったと

の見解を示している15。 

 

（図２）研究開発制度(エネルギー・環境)の

変遷 

 

（出所）経済産業省産業構造審議会産業技術分科会

研究開発小委員会配布資料 

 

イ 法制度及び制度的変遷 

我が国は上述した再生可能エネルギーの技

術開発を行うとともに、導入を促進するため、

様々な制度的支援を実施してきた。２度の石

油危機当時、石油依存度が７割を超えていた

我が国のエネルギー供給構造の改善を図る観

点から、1980 年には石油代替エネルギーの開

発及び導入を促進する法的枠組みである「石

油代替エネルギー法16」が制定されている。 

 その後、新エネルギーや原子力等の非化石

エネルギーの導入促進等の観点から策定され

た「長期エネルギー需給見通し」において、

2010 年の目標が示され、その達成に向けて

1997 年に「新エネ法」を制定している。同法

では、国や地方公共団体、事業者、国民等の

                             
15 電力中央研究所『政府エネルギー技術開発プロジェクト

の分析』(2007年３月) 
16 正式名称：「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進

に関する法律」 

各主体の役割を明確化する基本方針の策定や

新エネルギー利用等を行う事業者に対する金

融上の支援措置等を定めることで新エネルギ

ーの導入を促進している。 

我が国で本格的に再生可能エネルギーの導

入が進んだのは「電気事業者による新エネル 

ギー等の利用に関する特別措置法17」（通称：

ＲＰＳ（リニューワブル・ポートフォリオ・

スタンダード）法）によるところが大きい。

同法は 2002 年６月に制定され、2003 年４月

より完全施行されたもので、同法に基づきＲ

ＰＳ制度が実施され、電気事業者（一般電気

事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業

者）に対して、毎年その販売量に応じた一定

割合以上の再生可能エネルギーを変換して得

られる電気の利用が義務付けられた。同法の

施行により再生可能エネルギーの導入量は増

加し、2012 年度の対象電気事業者 72 社に課

せられた利用義務量約 80 億 2,486 万 kWh18に

ついて、2013 年３月末に電気事業を廃止した

１社を除いた全ての事業者が義務量以上の導

入を達成した19。 

 また、2009 年 11 月からは「エネルギー供

給構造高度化法」に基づいて「太陽光発電の

余剰電力買取制度」が導入されることとなっ

た。同制度では太陽光発電設備で作られた電

気のうち、余剰電力（自家消費分を差し引い

た余りの電気）を法令で定める条件により電

力会社が買い取り、その買取費用は「太陽光

発電促進付加金」として電気料金に上乗せさ

                             
17 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法」が 2012 年７月から施行されたことに伴

い、同法附則第 11 条の規定により「電気事業者による新

エネルギー等の利用に関する特別措置法」（ＲＰＳ法）は

廃止されている。 
18 経済産業省「電気事業者による再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法附則第 11 条の規定による廃止

前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特

別措置法の2012年度の施行状況について」（2013年７月） 
19 2012 年度の義務量については、基準利用量（2012 年４

月１日から６月30日までの間）及び経過措置利用量（2012

年７月１日から 2013年３月 31日まで）の合計量となって

いる。 
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れることとされた。同制度の導入により、制

度導入前に累計約 214 万 kW（約 50 万世帯）

だった太陽光発電の導入量が、施行後３年間

で 491 万 kW（100 万世帯超）へと倍増してい

る20。 

 

(3) ＦＩＴの概要と制度導入後の再生可能エ

ネルギーの導入状況 

これらの政策的変遷を経て、2012 年７月か

ら、「電気事業者による再生可能エネルギー電

気の調達に関する特別措置法（以下、ＦＩＴ

法）」に基づいて、ＦＩＴが施行されることと

なった。 

先述したように、2011 年の通常国会におい

て「ＦＩＴ法21」が成立し、2012 年３月から、

国会の同意を得た上で任命される委員から構

成される経済産業省の「調達価格等算定委員

会」において、買取に係る条件（価格、期間）

に関する検討が行われた。その後、国民から

の意見募集（パブリックコメント）を経て、

同年７月から制度が開始されているが22、

2012 年４月から 2013 年５月末までに導入さ

れた再生可能エネルギーの設備容量は、約

335.9 万 kW となっており、そのうち約９割を

太陽光発電が占めている23（図３）。 

 

 

                             
20 経済産業省「再生可能エネルギーの固定価格買取制度に

ついて」（2012年７月） 
21 同法は衆議院において修正が行われた。主な修正内容は、

①生産原単位が業種平均の８倍を上回る電力多消費産業

に対して賦課金を少なくとも 80/100 軽減する措置を認め

る、②東日本大震災で著しい被害を受けた者に対する賦課

金の支払を免除する、③制度実施後３年間に限り調達価格

を定める際に、電気を売る側の利潤に特に配慮する、等で

ある。なお、同法は、施行後少なくとも３年ごとに実績を

踏まえて検討を行い必要な措置を講ずるとし、2021 年３

月 31 日までに制度の抜本的見直しを行うこととしている。

（第 10条第２項、第３項） 
22 2013 年度の電気料金への賦課金は１kWh 当たり 0.35 円

となっており、標準家庭の負担水準は毎月約 120円となる

（使用量：300kWh、太陽光発電促進付加金を含んで計算）。 
23 2009 年 11 月から開始された住宅における太陽光発電に

係る余剰電力買取制度は、当面上記と並行して実施される。 

（図３）再生可能エネルギーの導入状況(平成

25年５月末時点) 

 

（出所）経済産業省「再生可能エネルギーの導入状

況について」 

 

同制度は、再生可能エネルギー源（太陽光、

風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発

電された電気を電源別・規模別・様態別に、

国が定める固定価格で一定期間、電気事業者

に調達を義務付けるものである。買取価格の

改定はシステム価格の低減等を考慮して、原

則１年ごとに見直され、電気事業者が買取に

要した費用は、電気料金の一部として使用電

力に比例した賦課金という形で需要者が負担

することとなっている。なお、施行後の３年

間については、普及促進の観点から売電する

事業者の利潤に配慮した価格設定により導入

促進を図っている24。 

2013 年度における調達価格は、2013 年１

月 21日から委員会において議論が開始され、

委員会は同年３月 11日に「平成 25 年度調達

価格及び調達期間に関する意見」を取りまと

めた。この意見を踏まえて、2013 年度の調達

価格が決定されたが、太陽光発電については

システム価格の低減を考慮し、平成 24 年の

42 円/kWh から 37.8 円/kWh（10kW 以上）、38

                             
24 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法」附則第７条 
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円/kWh（10kW 未満）へと調達価格の引下げが

実施されている(太陽光以外は 2012 年度と同

様)25 （図４）。 

 

（図４）電源別の調達価格（平成 25年度） 

 

（出所）経済産業省ＨＰより筆者作成 

 

Ⅱ 諸外国の再生可能エネルギー政策（ド

イツ・スペイン等） 

諸外国においても再生可能エネルギーの導

入に積極的に取り組んでおり、ＦＩＴやＲＰ

Ｓ制度を導入している国は欧州、アジア、オ

セアニア、北米、南米、アフリカの一部など

88か国に及んでいる。そのうちＦＩＴを導入

している国は 53か国に及び、ＦＩＴとＲＰＳ

制度の双方を導入している国も 13 か国に及

んでいる26。以下では、我が国に先んじてＦ

ＩＴを導入しているドイツ、スペインの事例

を取り上げて解説する。 

 

(1) ドイツ 

ア 支援策の概要 

ドイツにおける再生可能エネルギーへの支

援は、「再生可能エネルギー法（以下、ＥＥＧ

法）」に基づくＦＩＴを主要な導入促進策とし

                             
25 調達価格については、調達価格等算定委員会の意見を踏

まえて、関係大臣（農林水産大臣、国土交通大臣、環境大

臣、消費者担当大臣）への協議等を経た上で、経済産業大

臣が毎年度告示することとなっている。(法第３条) 
26 電気事業連合会「海外電力関連解説情報：世界各国の再

エネ導入に伴う、雇用創出・ＣＯ２削減の状況」(2013年

4月 26日) 

ているが、ドイツ復興金融公庫による金融支

援策も併せて実施している27。また、各州政

府による補助金や蓄電池・送電設備等の関連

技術に関する研究開発プログラムも設けられ

ている。ドイツにおける再生可能エネルギー

の導入目標をみると、電力部門では 2020 年ま

でに 35％、2050 年までに 80％とする目標を

掲げている。この目標を達成するため、ＥＥ

Ｇ法に基づくＦＩＴが 2000 年から導入され

ており、太陽光、風力、水力、地熱、バイオ

マスを対象として買取が実施されている28。

買取期間は 20年に設定されており、買取に要

した費用は我が国と同様に需要者の電気料金

に転嫁されることとされている。 

2000 年以降の再生可能エネルギーの導入

量をみると、風力、バイオマスの導入が大幅

に増加しており、近年は太陽光発電が急激に

増加している。特に 2004 年８月にＥＥＧ法が

改正され、太陽光及びバイオマスの買取価格

が引き上げられたことで導入が加速し、2001

年に約７％であった総発電量に占める再生可

能エネルギーの割合は、2011 年には 22.9％ま

で拡大している29。 

イ 再生可能エネルギー関連投資の現状 

ドイツでは再生可能エネルギー関連への投

資が大きく拡大しており、2011 年までの累計

投資額は220億9,000万ユーロに達している。

投資額の内訳をみると、太陽光発電が全体の

約 70％を占める 150 億ユーロ、次いで風力発

電の約 29億 5,000 万ユーロとなっている。太

陽光発電パネルは中国等からの輸入が増加し

ているが、太陽光設備のうちパネル以外のイ

                             
27 マーシャル基金から発生して作られた金融基金で、ドイ

ツだけでなく世界的にプロジェクト支援を実施しており、

ドイツ国内では再生可能エネルギーの分野で重要な働き

をしている。 
28 一定規模以上の水力発電（5,000kW 以上）、バイオマス発

電（20,000kW 以上）についてはＦＩＴの買取対象に含ま

れない。 
29 ドイツ連邦環境・自然保護・原子炉安全省「Development 

of renewable energy sources in Germany 2012」 

電源

調達区分
10ｋＷ
以上

10ｋＷ
未満

(余剰買取）

20ｋＷ
以上

20ｋＷ
未満

1.5万ｋＷ
以上

1.5万ｋＷ
未満

1,000kW以上
30,000kW

未満

200kW以上
1,000kW未満

200kW未満

調達価格
(税込）
(１kWh）

37.8円 38円 23.1円 57.75円 27.3円 42円 25.2円 30.45円 35.7円

調達期間 20年 10年

電源

バイオマス
の

種類

ガス化
(下水汚

泥）

ガス化
(家畜糞

尿）

固形燃料
燃焼

(未利用
木材）

固形燃料
燃焼

(一般木
材）

固形燃料
燃焼

(一般廃棄
物）

固形燃料
燃焼

(下水汚泥）

固形燃料
燃焼

(リサイクル
木材）

調達価格
(税込）
(１kWh）

33.6円 25.2円 13.65円

調達期間 20年

20年15年

40.95円 17.85円

バイオマス

太陽光 風力 地熱 中小水力

20年
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ンバーター等の国内投資が好調である点も好

影響を及ぼしている30。 

また、再生可能エネルギーに関連している

雇用者数は、38万2,000人となっており、2004

年の 16万人から約 2.5 倍に拡大している。特

に太陽光発電分野での雇用拡大が大きく、風

力やバイオマスについても雇用は着実に拡大

している31（図５）。 

 

（図５）直接投資額と雇用者数（2011 年） 

 

（出所）ドイツ連邦環境・自然保護・原子炉安全省

（ＢＭＵ）資料より筆者作成 

 

ウ 電気料金への影響 

先述したように、再生可能エネルギーの買

取費用は我が国と同様に消費者の電気料金に

転嫁されることとなっており、再生可能エネ

ルギーの導入拡大に伴って電気料金への賦課

金（サーチャージ）が大きく膨らんでいる。

2013 年の一般家庭の電気料金は、28.5 ユーロ

セント/kWh であるが、そのうち再生可能エネ

ルギーの買取による電気料金への賦課金は約

5.3 ユーロセントとなっており、電気料金に

占める割合は約 18.5％に達している。一般家

庭の１か月の平均負担額をみると、1999 年に

0.3 ユーロであったものが、2013 年は 15ユー

                             
30 ドイツ連邦環境・自然保護・原子炉安全省「Energy Policy 

With a focus on Renewable Energies in Germany ‒ 
Developments and Perspectives」 

31 前掲注 29 

ロと約 50倍に膨らんでいる32（図６）。 

 

（図６）ドイツにおける家庭用電気料金 

（年間需要 3,500kWh）の推移 

 

（出所）ドイツ連邦環境・自然保護・原子炉安全省

（ＢＭＵ）資料より筆者作成 

 

再生可能エネルギーの買取価格は法令で規

定された年低減率に即して、翌年以降の買取

価格を低減させていく仕組みを基本としてい

る。 

一方で、近年ドイツでは太陽光発電の導入

拡大による費用負担の増加が懸念されており、

2011 年のＦＩＴによる賦課金の内訳をみて

も全体の 56.2％を太陽光が占めるに至って

いる。政府はこのような状況を踏まえ、2010

年、2011 年とＥＥＧ法を改正し、買取価格の

見直しを実施しており、2012 年の太陽光の買

取価格は 2011 年と比較して９％減少し、改定

期間も１年から半年に短縮している（図７）。

しかし、価格改定直前に駆け込み導入が相次

ぐなどしたため、2012 年６月に両院協議会で

の合意を経て、①2012 年４月１日以降の新規

太陽光発電設備に適用する買取価格を 20～

29％引き下げる、②2012 年４月１日以降に系

統連系する 10～1,000kW の設備の買取対象電

力量を年間発電量の 90％に制限する、③太陽

                             
32 １か月の電力使用量を約 300kWh で計算。ドイツエネル

ギー機関（ＤＥＮＡ）によると 2014 年の一般需要者の再

生可能エネルギーのコスト負担は 6.0～6.3 ユーロセント

/kWh に拡大する見通しを示している。 
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光の累積設備容量が5,200万kWに達した時点

で固定価格による買取を終了する等の内容を

含むＥＥＧ法が同年４月１日に遡って施行さ

れている。同法の施行に伴い 2012 年５月から

１か月ごとに太陽光の買取価格の改定を実施

しているが、今後も再生可能エネルギーの導

入による賦課金の上昇による国民負担の増加

が懸念されていることから、2012 年 10 月、

政府はＥＥＧ法の改正によるＦＩＴの抜本的

見直しに言及している33。政府では現在ＥＥ

Ｇ法の改正案の作成に向けて作業が進められ

ているが、連邦政府と州政府の間で電力多消

費産業への減免措置等の扱い等で意見が割れ

ており、2013 年秋に予定されている連邦議会

下院選挙後に協議が持ち越されている34。 

 

（図７）再生可能エネルギー買取価格（2012

年１月） 

 

（出所）ドイツ連邦環境・自然保護・原子炉安全省

（ＢＭＵ）資料より筆者作成 

 

(2) スペイン 

ア 支援策の概要 

スペインでは、化石燃料の対外依存度の高

止まりが、恒常的な貿易赤字の主因となって

おり、エネルギー問題が経済全体に与える影

                             
33 2050 年に電力供給の 80％を再生可能エネルギー源とす

る現行目標は維持するが、太陽光は 5,200 万 kW、バイオ

マスと風力についても買取上限を設定し、併せて買取価格

の低減規則を設けて再生可能エネルギーの市場化を目指

すとしている。 
34 電気事業連合会「海外電力関連トピックス情報」(2013

年５月２日) 

響が大きいことから再生可能エネルギー電源

の開発に積極的に取り組んでいる35。1992 年

には、同国初となる再生可能エネルギー電源

の導入計画36が策定され、1994 年に「国家電

力市場再編法」に基づいて、ＦＩＴが導入さ

れている。しかし、再生可能エネルギーの導

入量が伸び悩んだことから、2004 年、2007

年に太陽光発電の買取価格の引上げを実施し、

総発電量に占める再生可能エネルギーの割合

は全体の約 34％（大型水力除く）に達してい

る37。 

イ 買取費用の増加による影響 

再生可能エネルギーの導入が進んでいる同

国は世界有数の再生可能エネルギー発電国と

なっているが、2004 年、2007 年の太陽光の買

取価格の引上げにより、太陽光発電の導入が

急拡大したことを受けて、2008 年には買取価

格の引下げ、2009 年には買取対象設備に年間

の上限枠の設定など、導入抑制策を実施して

いる。また、風力発電に関しては、2007 年以

降に設置された風力発電所に遡及して、買取

価格の引下げや買取中止を行う措置を 2010

年に実施している。 

買取価格が引き下げられた背景には、買取

費用の負担が巨額になったことがある。我が

国と同様に配電系統運営者が買取に要した費

用は需要者に転嫁されるが、政府により電気

料金に対する規制がかけられていることで適

切な価格転嫁を実施できず、買取費用の約３

割～５割が電気料金への賦課金として回収で

きていないとの指摘もなされている38（図８）。 

                             
35 海外電力調査会「スペインの電気事業」 
36 2011 年の 11 月に発表した「再エネ国家行動計画

2011-2020 年」では、2020年に向けて、陸上風力を3,500

万 kW（2010年比で 1.7倍）、太陽光を 725万 kW（同比 1.9

倍）、太陽熱を 480 万 kW（同比 7.6 倍）、バイオマス・ガ

スを 195 万 kW（同比 2.4 倍）と大幅に増加させる計画を

発表している。 
37 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA「2010 The Spanish electricity 

system Summary」 
38 井上裕史、渡邊裕美子、井上貴至「海外における再生可

能エネルギー固定価格買取制度の動向」『太陽エネルギー』

ユーロセント/kWh 2011年からの減少幅

水力 3.4～12.7 1.0%

バイオマス 6.0～25.0 2.0%

地熱 25.0～30.0 0.0%

陸上風力 4.87（8.93） 1.5%

洋上風力 3.5（15.0） 0.0%

太陽光 17.94～24.43 9.0%

注：（　）内の数字は、当初補償額を示しており、当該施設の稼働後最初の数年間にお
いては、補償額は1kWhにつき基本補償額よりさらに引き上げられた価格となっている。

内陸の風力発電施設に対しては５年間、洋上の風力発電施設に対しては12年間が適用さ
れている。
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（図８）賦課金総額の推移 

 

（出所）経済産業省「欧州の固定価格買取制度につ

いて」 

 

配電会社の赤字は41億ユーロ（2011年）、2011

年までの累積赤字は 240億ユーロに達してお

り39、2009 年以降、政府はこの赤字を解消す

るため、買取価格の引下げに加えて買取対象

設備の年間上限枠を設けている。 

その後、2011 年の総選挙により保守政権へ

の政権交代が起きたことにより、2012 年１月

にはＦＩＴに基づく新規の再生可能エネルギ

ーの買取を一時凍結するに至っており、新規

の再生可能エネルギーの買取再開時期の見通

しは立っていない。 

 

Ⅲ 再生可能エネルギーの導入による経済

効果 

第Ⅱ章における諸外国のＦＩＴ導入後の動

向をみると、ドイツ等では設備導入に伴って

関連投資が増加するなど、経済への好影響も

確認されている。我が国でもＦＩＴの導入に

伴い再生可能エネルギー設備の導入が急増し

ているが、本章では再生可能エネルギーの導

入による影響を、2030 年度における再生可能

エネルギー比率について 35％と 20％の２つ

のシナリオを想定して、その影響を分析する。 

以下、（１）、（２）、（３）に共通する推計の

                                         
日本太陽エネルギー学会（2012） 33頁 

39 前掲注 35 

前提条件を記す。 

 

試算の前提条件（共通） 

・ 各シナリオにおける再生可能エネルギー

の電源別比率の内訳については、2012年９

月に発表された「革新的エネルギー・環境

戦略」策定の議論において示された比率

（35％シナリオでは火力は65％、20％シナ

リオでは火力は35％）を参照しており、導

入量については2030年に向けて一定の比率

で導入すると仮定 

・ ＦＩＴ法では「2021年３月31日までに抜

本的見直しを行う」（同法附則第10条第３項）

としているが、本推計においては、2030年

度まで同制度が継続すると仮定 

・ 2030年度時点の総発電電力量は省エネ効

果等を考慮し、現状よりも約１割減の１兆

kWhと仮定 

・ 2012年度の導入量については実績値を使

用しており、中小水力（ＦＩＴで買取りを

対象としている３万kW未満を想定）の2012

年度の発電量は設備利用率60％で計算 

・ 再生可能エネルギーのシステム価格40は

太陽光、風力については、累積導入量が２

倍になると価格が20％低下41にて低減する

こととし、バイオマス、地熱、中小水力に

ついてシステム価格は一定と仮定 

・ 設備利用率は、太陽光12％、風力30％、

地熱80％、中小水力60％、バイオマス80％

（未利用木材）を想定（エネルギー・環境

会議「コスト等検証委員会報告書（平成23

年12月）」の設備利用率を引用） 

 

                             
40 2013 年度のシステム価格として、調達価格等算定委員会

「平成 25 年度の調達価格及び調達期間に関する意見」に

おいて示された建設費及び運転維持費の合計を用いてい

る。 
41 コスト等検証委員会「太陽光発電の技術革新・量産効果

の見通しについて」(平成 23 年 11 月)、「風力発電の技術

革新・量産効果の見通しについて」(平成 23年 11月)を参

考に前提を置いている。 
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(1) 関連投資及び雇用の増加 

ア 関連投資の増加 

先述したドイツの事例(Ⅱ(1)イ参照)のよ

うに、再生可能エネルギーの導入が進むこと

で関連産業への投資の増加が期待される。  

2030年度までに発生する再生可能エネルギ

ー設備の新規設置に伴って発生する直接投資

額をみると、約11兆円（20％シナリオ）～約

22.7兆円（35％シナリオ）となることが想定

される。 

その内訳をみると、太陽光発電への投資は

約4.3兆円（20％シナリオ）～約５兆円（35％

シナリオ）となっており、20％シナリオでは

他の電源と比較しても最大の投資セクターと

なる。なお、本推計では太陽光発電について、

中国製等の輸入パネルの増加の影響を考慮し

50％を輸入品として推計を行っており、その

他の各電源は全て国内製品でまかなうことを

想定している。 

風力発電への直接投資額をみると、約1.2

兆円（20％シナリオ）～約７兆円（35％シナ

リオ）となり、35％シナリオでは20％シナリ

オの約６倍となり、最大の投資セクターとな

る。 

また、風力発電の導入を増加させるには、

洋上風力発電の早期の実用化が鍵となるが、

政府ではポテンシャルの高い洋上風力発電の

研究開発を加速させており、導入実現に向け

た積極的な取組を実施している42。 

地熱発電についても、2030年度までに約

7,300億円（20％シナリオ）～約4.1兆円（35％

シナリオ）の直接投資額が見込まれる。我が

国の地熱発電は世界第３位のポテンシャルを

有するなど開発可能性は高く43、経済産業省

による発電規模の想定では、１基当たりの設

                             
42 洋上風力発電の実証研究事業として、経済産業省では千

葉県の銚子沖や福島県沖等で、環境省では、長崎県五島列

島沖で洋上風力の実証実験が行われている。 
43 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（Ｎ

ＥＤＯ）「再生可能エネルギー技術白書」（2010年３月） 

備容量を約6.5万kWとしており投資効果も期

待できる44。 

中小水力発電についても、我が国における

ポテンシャルは非常に高く、2030年度までに

約3.8兆円（20％シナリオ）～約5.7兆円（35％

シナリオ）の直接投資額が発生する見込みで

ある。バイオマス発電については、各シナリ

オともに約8,000億円の直接投資効果が期待

できる（図９）。 

 

（図９）2030 年までの直接投資額の累計 

 

（出所）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発

電設備の導入状況」の導入実績データを参考

に以下の算出式を用いて筆者推計 

 

試算の前提条件 

・ あくまでもシステム設置に係る直接投資

額の試算（経済波及効果は考慮していない） 

・ 直接投資額の推計については、各電源別

に以下の算出式を採用 

（システム設置価格）×（新規導入設備容量） 

 

イ 雇用の増加 

再生可能エネルギーの普及に当たっては雇

用効果も期待されるところである。本稿では

推計を行っていないが、野村総合研究所の推

計によると、2030年度の電源構成において再

生可能エネルギーを35％普及させるシナリオ

では累計で最大約460万人の雇用効果が期待

                             
44 経済産業省「再生可能エネルギーについて」（2011 年 12

月）４頁 
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できるとしている45。 

 

(2) 化石燃料の使用削減による影響 

ア 二酸化炭素（ＣＯ２）の削減 

現在、我が国は電力の大部分を火力発電に

依存しているため、発電時に大量の温室効果

ガスが排出されており、排出される温室効果

ガスの大部分はＣＯ２となっている46。その

ような状況から世界的に温室効果ガスの削減

が急務となっており、発電時にＣＯ２を排出

しない再生可能エネルギーは、コストこそ化

石燃料による発電と比較して高いものの、地

球温暖化対策として各国が普及拡大に努めて

いる47。 

 以下では、ＣＯ２排出量の削減効果につい

て推計を行っているが、2030 年度時点では、

2011 年度の排出量と比較して、年間の削減効

果は約 3.8％（20％シナリオ）～約 9.4％（35％

シナリオ）となる。本推計はあくまでも発電

部門におけるＣＯ２排出量の削減効果であり、

他の部門による削減効果は含まれていないが、

再生可能エネルギーの導入拡大が一定程度の

ＣＯ２削減に効果があることが確認できる

（図 10）。 

 また、温室効果ガスの削減により、将来的

に我が国が取り組まなければならないＣＯ２

対策にかかる費用が減少することが予想され

る。上記において 2030 年時点におけるＣＯ２

排出量の削減効果を示したが、その推計に基

                             
45 野村総合研究所「平成 23 年度エネルギー環境総合戦略

調査 エネルギーの経済・雇用等への影響 成果報告書」

（2012年３月 30日） 47頁 
46 環境省「我が国の温室効果ガス排出量」（2013 年４月）

によると、2011 年度の温室効果ガスの排出実績のうち約

95％がＣＯ２となっている。 
47 再生可能エネルギーは、発電時には温室効果ガスを発生

しないが、製造時には温室効果ガスを微量に排出する。し

かし、太陽光発電の場合、最新技術で 17～31g-ＣＯ２/kWh

と化石燃料による火力発電（519～975g-ＣＯ２/kWh）の僅

か数％となっている。（独立行政法人産業総合技術研究所）

〈http://unit.aist.go.jp/rcpvt/ci/about_pv/feature/

feature_1.html〉 

 

づいて対策費用の削減効果を算出すると、年

間約 1,780 億円（20％シナリオ）～約 4,450

億円（35％シナリオ）の減少が見込まれる。 

 

（図 10）ＣＯ２排出量の削減効果(2011 年比)  

 

（出所）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発

電設備の導入状況」の導入実績データを参考

に以下の算出式を用いて筆者推計 

 

試算の前提条件 

・ 2011 年度の温室効果ガス排出量は 13億

800 万トン（環境省「我が国の温室効果ガ

ス排出量」(2013 年４月)） 

・ 再生可能エネルギーの増加分は火力発電

を全て代替 

・ 原子力発電の影響については本推計では

考慮していない 

・ 火力発電のＣＯ２排出量の原単位は、

519g/kWh を採用（独立行政法人 産業総合

技術研究所） 

・ ＣＯ２対策費用の原単位については、2030

年時点において 3,430 円/トンを採用（経済

産業省「総合資源エネルギー調査会」第 19

回資料）・・・・・・・・・・・・・・・① 

・ ＣＯ２排出量の削減効果の推計について

は、各電源別に以下の算出式を採用 

（火力発電のＣＯ２排出量原単位）×（再生

可能エネルギー発電電力量）・・・・・・② 

・ ＣＯ２対策費用の削減効果の推計につい

ては、以下の算出式を採用 

① × ② ＝ＣＯ２対策費用の削減効果 
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イ 燃料コストの削減 

再生可能エネルギーの導入により、発電に

使用されている石油、石炭、天然ガス等の使

用量が減少することで、これらの化石燃料の

輸入コストを抑制することが期待できる。先

述したように資源小国である我が国では化石

燃料の大部分を輸入に頼っており、その削減

効果は大きい。 

２つのシナリオに基づいて化石燃料の削減

効果(原油換算)について推計を行った結果、

2030年度時点で、約2.1兆円（20％シナリオ）

～約4.3兆円（35％シナリオ）の削減効果が得

られることがわかった。また、2030年度まで

の累計の化石燃料の削減効果をみても約20.3

兆円（20％シナリオ）～約38.3兆円（35％シ

ナリオ）となっており、化石燃料の輸入コス

トの増加に苦しんでいる我が国にとってその

削減効果は大きい。いうまでもなく化石燃料

価格については世界的な情勢の変化に大きく

影響を受けるため、想定より価格が上昇すれ

ば更に削減効果は大きなものとなる（図11、

図12）。 

 

（図11）化石燃料の削減効果(原油換算)の推移 

 

（出所）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発

電設備の導入状況」の導入実績データを参考

に以下の算出式を用いて筆者推計 

 

 

 

 

 

（図 12）2030 年までの化石燃料の削減効果

(原油換算) 

 

（出所）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発

電設備の導入状況」の導入実績データを参考

に以下の算出式を用いて筆者推計 

 

試算の前提条件 

・ 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総

合開発機構（ＮＥＤＯ）によると、太陽光

発電１kW当たりの原油節約量は約256ℓ/年
とされており、その他の電源については、

設備利用率をもとに原油節約量の想定を置

いて試算 

・ 将来の原油価格の見通しについては、日

本エネルギー経済研究所（ＩＥＥＪ）の「Ａ

／ＷＥＯ2012」におけるエネルギー価格見

通しを採用（2030年時点で122ドル/バレル、

2030年まで一定比率で上昇と仮定）・・・① 

・ 円ドルレートは１ドル＝100 円で 2030 年

まで変化しないと仮定・・・・・・・・② 

・ 化石燃料の削減効果の推計については、

各電源別に以下の算出式を採用 

（各電源別の設備容量）×（各電源別の原

油節約量）・・・・・・・・・・・・・・③ 

よって、① × ② × ③ ＝ 化石燃料の

削減効果 

 

Ⅳ 再生可能エネルギーの導入に伴う課題

と影響 

再生可能エネルギーは第Ⅲ章で示したプラ

スの効果がある反面、様々な課題も指摘され

ているところである。第Ⅳ章ではＦＩＴによ
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り、再生可能エネルギーの導入が拡大してい

る中で顕在化している諸課題について示し、

特に重要な問題となりつつある電気料金の上

昇（賦課金の転嫁）について詳細な分析を行う。 

 

(1) 顕在化している諸課題 

ア 系統制約における課題(送電網の整備) 

再生可能エネルギーの導入が急激に増加し

ているなかで、その地域的な偏在性が課題と

なっている。特に北海道では2012年のＦＩＴ

導入以降は、広い土地の確保のしやすさや土

地代の安さ等の理由から大規模太陽光発電

（出力500kW以上）の導入が増加している。再

生可能エネルギーのうち太陽光や風力は気象

条件や季節等の要因を受ける変動電源であり、

導入量の増加は電力系統に余剰電力の発生や

周波数変動等の系統安定上に大きな支障を来

すおそれがある。そのため系統規模の小さい

北海道では大規模太陽光の連系可能量は40万

～60万kW程度で受入量が限界となるとの指摘

が従来よりなされてきたところであり48、導

入ポテンシャルの大きい風力の導入余地を残

しておく必要性からも、経済産業省は2012年

12月に事業者に対して立地地域の分散を図る

よう注意喚起し、併せて太陽光発電の受入可

能容量を増大させる方策を検討するよう北海

道電力に指示を出している49。北海道電力は、

2013年４月に出力2,000kW以上の大規模太陽

光については、現時点では接続量が40万kW程

度で限界に達するとの見解を示しているが、

北海道では2013年３月時点で2,000kW以上の

大規模太陽光発電設備の受付状況が156.8万

kWとなっている。そのため約75％の事業者が

接続を断られる可能性があり、一部の事業者

                             
48 2013 年３月時点で 2,000kW 以上で 156.8 万 kW、500kW～

2,000kW 未満で 28.9万 kWの受付量となっている（北海道

電力「大規模太陽光発電についての経済産業省からの公表

に対する今後の対応について」（2013 年４月）） 
49 北海道電力「経済産業省からの大規模発電の受入量の拡

大に関わる指示について」（2012年 12月） 

のなかには既に接続を断られる事例も散見さ

れている50。 

また、北海道は風力発電のポテンシャルが 

高いが、風況がよい地域は海側に多く偏在し

ており、こうした地域では地内送電網が脆弱

となっている。さらに、北本連系線51（60万

kW）など基幹送電網の弱さも再生可能エネル

ギー導入拡大の支障となっており、再生可能

エネルギー導入拡大に向けては、基幹送電網

の増強も併せて実施する必要がある52。 

このように、再生可能エネルギーの導入が

集中している北海道では、系統対策を早急に

実施する必要性に迫られている。政府におい

ても北海道・東北地域の送電網を強化するた

めの特殊目的会社（ＳＰＣ)を立ち上げて2013

年度予算に250億円を計上しているが、同事業

は風力への対処が目的とされており、日照条

件がよく大規模太陽光が多く導入される可能

性のある道東の系統はあまり整備されない可

能性も指摘されている53。 

イ 法規制及び手続の長期化 

 再生可能エネルギーの導入に際しては様々

な法律上の規制があり、導入拡大の障壁とな

っている。風力発電は発電時の大きな風切り

音や、野鳥がブレードに巻き込まれるなどの

被害が問題となり、2012年10月から環境影響

評価法に基づく環境影響評価（アセスメント）

の対象となっている。アセスメントの実施期

間は３～４年間と長く、従来よりも運転開始

までの期間が長期化することが予想されてい

る。政府は風力発電所建設に必要なアセスメ

ントについて、自治体の審査後に行っていた

                             
50 『週刊ダイヤモンド』（2013.5.11）16頁 
51 電源開発が運用している北海道と本州の間を結ぶ電力

供給設備 
52 地内送電網の整備には約3,100億円、基幹送電網の整備

に１兆 1,700億円程度（どちらも北海道及び東北地域のみ）

との試算がなされている。（経済産業省「再生可能エネル

ギーの導入拡大に伴う追加的コスト」（2012 年４月）） 
53 『エネルギーフォーラム』（2013.4）35頁 
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国の審査を同時並行で行い、国の審査期間も

短縮することで実施期間を現行の３～４年か

ら１年半程度に短縮する方針を示している54。

また、アセスメントにより事業者の建設コス

トは約１億円増加することも予想され、風力

発電の導入拡大にはスムーズな行政手続を行

う事で少しでも事業者に負担のかからない運

用が求められる。 

 また、太陽光発電は用地の取得に際して「農

地法」の制約を受けており、原則として農地

に指定されている土地を農業以外の用途に用

いることができず、長年にわたって農作物を

つくっていない耕作放棄地も規制の対象とな

っている。全国には耕作放棄地が多く点在し

ており、その多くが太陽光発電を導入できる

可能性が高い。2013年３月に農林水産省が太

陽光パネルを設置する支柱を高くするなどし

てパネルの下でも農業を行えることを条件に

耕作放棄地でも太陽光発電を行うことを認め

ている55。 

同様に、水力発電についても「河川法」に

よる規制の対象となっている。水力発電を行

うには、流水を占用する権利（水利権）を国

や自治体から取得するための許可の手続が必

要となる。2013年４月には同法施行令の改正

により1,000kW未満の小水力発電については

許可の手続が簡素化されているが、導入拡大

にはより一層の手続緩和も求められる56。 

 地熱発電は、自然公園法により国立公園や

国定公園等の国が指定する自然公園内での発

電所の建設が原則認められておらず、我が国

の大部分の火山地域が自然公園内に含まれて

いるため、地熱発電の導入拡大の障壁となっ

                             
54 内閣府「規制改革に関する答申～経済再生への突破口～」

（平成 25年６月） 
55 農林水産省「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設

備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」

（2013年３月 31日） 
56 2013 年 6月には河川法が改正され、従属発電のための水

利使用について登録制を導入し、手続を簡素化する措置が

講じられている。 

ている。2012年３月には環境省が住民の同意

や環境への配慮などを条件に発電のための掘

削を条件付きで容認する方針を決めているが、

今後の導入加速に向けて更なる規制緩和も求

められる。 

ウ ＦＩＴ導入による影響 

2012年７月からＦＩＴが導入されたことに

より、同制度の課題が次々と浮き彫りになっ

ている。同制度の導入に伴って投資の増加に

より再生可能エネルギー関連の国内市場が拡

大することが予想されるが、国内メーカーが

その市場を獲得できるとは限らない。2007年

以降、中国や台湾メーカーの生産シェアは大

きく拡大しており、2011年には世界シェアの

８割にまで達している現状もある57。我が国

に先んじて同制度を導入しているドイツでは、

中国製の太陽光パネルの市場への流入により、

モジュール価格が2009年～2011年にかけて約

70％下落しており、2000年代半ばに世界の生

産量で第１位であったドイツメーカーのＱセ

ルズは中国メーカーとの価格競争に敗れて経

営が悪化し、2012年４月に経営破綻したとい

う事実もあるなど、再生可能エネルギーの導

入が必ずしも我が国の産業の育成に資すると

は限らない。 

最近では再生可能エネルギーの買取価格に

ついての問題も指摘されている。再生可能エ

ネルギーの買取価格の適用には国への設備認

定と電力会社への接続契約の双方を満たした

段階で系統権利と買取価格が確定される。し

かし、その導入時期については決められてお

らず、2012年４月から2013年５月末までに導

入された再生可能エネルギーの設備容量は、

約335.9万kWとなっている一方で、認定を受け

ているがいまだ稼働していない設備は約

2,237万kWもある。これらの中には数年後に建

                             
57 ＥＰＩＡ「GLOBAL MARKET OUTLOOK FOR PHOTOVOLTAICS 

UNTIL 2015」（2011） 



再生可能エネルギー導入に伴う経済・国民活動への影響分析 

―ドイツ・スペインの先行事例に学ぶ― 
 

RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 113 

設コストが安くなった段階で導入することで

多くの利益をあげることができるなど、高い

買取価格での先行取得も含まれていると考え

られる。また悪質なものとしては、国の設備

認定が土地を所有していなくても、設備や費

用の見積もりがそろっていれば得られること

に着目して権利だけを取得し、その権利を売

買するような事例も続出している58。 

経済産業省は2012年12月から一定規模以上

の認可申請に際して土地の確保を証明する書

類を求めることとしたが、各地域の送電網へ

接続できる供給量には限度があるため、まっ

とうな事業者が接続を拒否されることがない

ような仕組みを整備する必要がある。 

また、国民への影響として最も重要なもの

は電気料金の上昇である。ドイツやスペイン

の事例に見られるように、ＦＩＴの導入によ

り、再生可能エネルギーの買取費用は需要者

の電気料金に転嫁され、国民負担が大きくな

ることが予想されている。先述したようにド

イツでは、2013年の一般家庭の電気料金（85.5

ユーロ：１か月に300kwhの使用を想定）に占

める賦課金の割合は15.9ユーロ（約18.5％）

に達し、一般家庭の１か月の平均負担額をみ

ると、1999年～2013年にかけて約50倍に膨ら

んでいるなど需要者の負担は増加しており、

ＦＩＴ制度の在り方について見直しの議論が

行われるなど制度自体の存続すら危ぶまれて

いる。 

このような諸外国の状況を踏まえて、(2)

においては、我が国におけるＦＩＴ導入によ

る賦課金の推計を行い、同制度の今後の見通

しを探る。 

 

(2) 再生可能エネルギー導入を踏まえた賦課

金の将来予測（シナリオ別分析） 

再生可能エネルギーの導入に係るコストは

                             
58 『朝日新聞』(2013.7.21） 

電気料金を通じて、需要者が負担することと

なるが、先述の諸外国の事例のように賦課金

の上昇による影響が国民生活に大きな負担と

なることが予想される。第Ⅳ章(2)では、2030

年度時点における再生可能エネルギーの賦課

金の電気料金へ与える影響について推計を行

った。2030年度における再生可能エネルギー

比率については第Ⅲ章で示した35％と20％の

２つのシナリオを想定して、その影響を分析

する。 

 

試算の前提条件（共通） 

・ 各シナリオにおける再生可能エネルギー

の電源別比率の内訳については、2012年９

月に発表された「革新的エネルギー・環境

戦略」策定の議論において示された比率

（35％シナリオでは火力は65％、20％シナ

リオでは火力は35％）を参照しており、導

入量については2030年に向けて一定の比率

で導入すると仮定 

・ ＦＩＴ法では「2021年３月31日までに抜

本的見直しを行う」（同法附則第10条第３項）

としているが、推計においては、2030年度

まで同制度が継続すると仮定 

・ 2030年度時点の総発電電力量は省エネ効

果等を考慮し、現状よりも約１割減の１兆

kWhを想定 

・ 2012年度の導入量については実績値を使

用しており、中小水力（ＦＩＴで買取りを

対象としている３万kW未満を想定）の2012

年度の発電量は設備利用率60%で計算 

・ 再生可能エネルギーのシステム価格は太

陽光、風力ついては、累積導入量が２倍に

なると価格が20％低下にて低減することと

し、バイオマス、地熱、中小水力について

システム価格は一定と仮定 

・ 設備利用率は、太陽光12％、風力30％、

地熱80％、中小水力60％、バイオマス80％
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（未利用木材）を想定（エネルギー・環境

会議「コスト等検証委員会報告書（平成23

年12月）」の設備利用率を引用） 

・ ＦＩＴの電源別の買取価格については、

システム設置価格の低減に比例して減少

（バイオマス、地熱、中小水力は一定） 

・ 買取金額と賦課金の推計については、以

下の算出式を採用 

（電源別の発電電力量）×（電源別の買取

価格）＝ 買取金額 

・ 買取金額 －（回避可能費用59）＝ 賦課金 

・ 回避可能費用の試算については、日本エ

ネルギー経済研究所（ＩＥＥＪ）の「Ａ／

ＷＥＯ2012」におけるエネルギー価格見通

し（2030年時点で、原油122ドル/バレル、

ＬＮＧ739ドル/トン、石炭139ドル/トン）

を参考に、「革新的エネルギー・環境戦略」

において示された2030年度時点における火

力の電源構成をもとに加重平均して算出 

 

ア 再生可能エネルギーの買取金額と賦課金

の推移 

各シナリオにおける2030年度時点に発生す

る買取費用と電気料金への賦課金の推移をみ

ると、買取費用は約2.7兆円（20％シナリオ）

～約5.3兆円（35％シナリオ）となっている。

35％シナリオでは、特に太陽光発電と風力発

電による買取費用が大きく、太陽光発電は約

1.4兆円、風力は約1.7兆円となる。また、地

熱発電は一般的に計画から発電開始まで約10

年を要することから、2022年度以降、導入が

拡大することで2030年度時点には約１兆円と

なっている。20％シナリオでは、太陽光発電

による買取費用が約1.2兆円と全体の約40％

を占めている。 

2030年度時点の電気料金への賦課金は2.17

                             
59 他者から電力を購入することにより、自ら発電所を建

設・運営した場合に生じる費用を回避できたと考えたとき、

建設・運営にかかったであろうコストを指す。 

円/kWh（20％シナリオ）～3.95円/kWh（35％

シナリオ）となる60（図13、図14）。一般家庭

の１か月当たりの平均使用量である300kWhを

用いて計算すると、35％シナリオでは１か月

当たり1,185円と現在の約10倍の負担となり、

2030年度においても電気料金が一定と仮定し

た場合、電気料金は2013年度と比較して約

15.3％上昇する61。一方、20％シナリオでは

１か月当たり651円と現在の約６倍の負担と

なり、約7.7％上昇する。 

 また、産業用（特別高圧62）の電気料金に

ついてみると、エネルギー使用量の多い電力

多消費産業への賦課金の減免措置等を考慮し

なければ、それぞれ35％シナリオでは約29％、

20％シナリオでは約16％の上昇となる。 

 

（図13）買取金額と賦課金の推移（35％シナ 

リオ）

 

（出所）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発電設

備の導入状況」の導入実績データを参考に試算の

前提条件（共通）で用いた算出式にて筆者推計 

 

                             
60 2013 年度の賦課金は 0.38円/kWh（経済産業省） 

〈 http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/surcharge.

html〉 
61 東京電力管内の一般家庭で１か月 300kWh を使用するこ

とを想定した金額は約7,000円となっている。（東京電力） 

〈http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/data/charge

list/chargelist01-j.html〉 
62 主に大規模な工場などで、標準電圧 20,000 ボルト以上

で受電されているもの。東京電力の特別高圧電力Ｂの電力

量料金を参照 

〈http://www.tepco.co.jp/e-rates/corporate/charge/

index-j.html〉 
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（図14）買取金額と賦課金の推移（20％シナ

リオ） 

 

（出所）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発電設

備の導入状況」の導入実績データを参考に試算の

前提条件（共通）で用いた算出式にて筆者推計 

 

イ 再生可能エネルギー導入に伴うトータル

コストの推移 

 再生可能エネルギーの導入については、こ

れまで本稿でそのメリット・デメリットにつ

いて触れてきたが、トータルコストとしてみ

た場合の比較を以下で実施している。以下で

は第Ⅲ章において示した、直接投資効果、Ｃ

Ｏ２削減効果、化石燃料削減効果をプラスの

効果、買取費用と系統対策コストをマイナス

の効果として推計を行った。 

35％シナリオでは、差し引きで2030年度時

点で年間約5,000億円、2030年度までの累計で

約8.2兆円のマイナス効果となり、2030年度に

かけて毎年拡大傾向を示している。一方の

20％シナリオにおいても、2030年度時点で年

間約3,000億円、2030年度までの累計で約3.6

兆円のマイナス効果となる。35％シナリオよ

りは緩やかなものの、こちらも2030年度にか

けて毎年拡大傾向を示すなど、どちらのシナ

リオを選択した場合においても相応の国民負

担を強いられる可能性が高い（図15、図16）。 

 

 

 

（図15）トータルコストの推移（35％シナリ

オ） 

 

（出所）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発電設

備の導入状況」の導入実績データを参考に試算の

前提条件（共通）で用いた算出式にて筆者推計 

 

（図16）トータルコストの推移（20％シナリ 

オ） 

 

（出所）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発

電設備の導入状況」の導入実績データを参考に試算

の前提条件（共通）で用いた算出式にて筆者推計 

 

試算の前提条件 

・ これまでⅢ(1)、(2)において示した前提

条件を踏まえて試算 

・ 系統対策コストは、経済産業省総合資源

エネルギー調査会基本問題委員会において

示された数値を採用（35％シナリオ21.1兆

円、20％シナリオ7.2兆円） 
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おわりに 

これまで第Ⅲ章、第Ⅳ章において再生可能

エネルギーの導入による効果を分析したが、

再生可能エネルギーの導入には一定の国民負

担を強いられる可能性が高く、ＦＩＴを我が

国に先んじて導入しているドイツ・スペイン

では、賦課金の増大による電気料金の上昇に

より、制度自体が曲がり角に来ている。 

我が国のＦＩＴの第１の問題点は買取価格

の設定が高いことであり、今後の同制度の運

用においては価格の柔軟な見直しを行う必要

がある。買取価格はシステム価格の低減等を

考慮して、原則１年ごとに見直されることと

なっているが、同制度は発足後３年間につい

て再生可能エネルギーの導入促進期間という

ことで従来よりも高い利益率が価格に上乗せ

されており、通信や流通といった異業種から

大規模太陽光事業への参入が表明されるなど

多くの企業が再生可能エネルギー事業へ名乗

りを上げている。その結果、2013年５月まで

に約2,200万kWを超える再生可能エネルギー

設備が同制度による認定を受けており、今後

の２年間で更に認定が増加することが予想さ

れる。今後これらの設備が運転開始すること

で電力料金の将来的な大幅な上昇も予想され

るため、このような高い買取価格の柔軟な見

直しを行うなど、電気料金の上昇が大きくな

らないうちに制度自体の見直しを行う必要が

あると考える。 

また、ＦＩＴについては、先述したように

ドイツ・スペインでは縮小傾向にあり、ドイ

ツでは新技術開発に補助金を支出する計画を

実施する方向を示すなど技術支援を加速する

方向に転換しつつあるのが現状である。再生

可能エネルギーの導入を増加させるためには

設備のコストダウンが重要となるが、導入量

の増加によるコスト低下（規模の経済）は需

要者側の費用負担という面で大きなリスクを

内在することになるため、技術開発によるコ

スト低下を重視するなど、従来よりも更に技

術開発面での支援強化を行う必要がある。 

第２の問題点は、電気料金の上昇が我が国

の産業へ与える影響である。第Ⅳ章において、

2030 年度時点の産業用の電気料金の推計を

行った結果、約 16％（20％シナリオ）～約 29％

（35％シナリオ）の上昇となることが予想さ

れるなど、電気料金の上昇によりコスト負担

が大きくなる素材産業等の製造業では、海外

移転の動きが加速することも予想される。そ

のため、電力料金の上昇に対して産業競争力

への配慮から電力依存度の高い産業のコスト

負担を抑制する取組が重要となる。我が国で

は、ＦＩＴにおいてエネルギー多消費業種に

対する電気料金の賦課金の減免措置が既に導

入されているが63、将来的に我が国の産業を

国内にとどめておくためにも減免措置制度の

対象拡充などを考慮する必要もあると思われ

る。その際、産業部門における減免措置の拡

充は家庭用等のその他の部門への負担のしわ

寄せとなるため、可能な限り事前に周知を行

い、国民の理解を得たうえで実施することが

重要である。 

 第３の問題点は政府における導入目標が不

明確な点である。2012 年９月に発表された民

主党政権下における「革新的エネルギー・環

境戦略」においても、最終的な再生可能エネ

ルギーの電源構成に占める割合は示されてい

ない。現政権ではこれまでのエネルギー政策

を見直し、「遅くとも 10年以内には将来にわ

たって持続可能な電源構成のベストミックス

を構築する」とし、2013 年中に新しい「エネ

ルギー基本計画」を打ち出す方針を示してい

る。今後の賦課金の急上昇を避けるためには、

発電コストの高い太陽光ばかりに偏って導入

                             
63 製造業に属する事業者は、売上高 1,000円当たりの電力

使用量（kWh）が、製造業全体の平均値の８倍、製造業以

外の業種に属する事業者は、その平均値の 14 倍となる事

業者に対して賦課金の８割を減免する。 
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されるのではなく風力、中小水力、地熱など

がバランスよく組み合わされることが重要と

なる。そのため、再生可能エネルギーの価格

が従来型電源と同等の価格になる期限とそれ

に見合う導入見通しのロードマップを早急に

作成し、それを国民に提示することで政府と

しての導入目標を明確化することが重要であ

る。 

 以上のように、再生可能エネルギーの導入

に向けては様々な課題を有しているのが現状

である。しかし、本稿冒頭でも述べたが再生

可能エネルギーは、エネルギーの安定供給や

化石燃料の利用に伴って発生する温室効果ガ

スの削減という観点からも、エネルギー自給

率の低い我が国にとって、将来にわたって促

進すべき重要な電源となり得るものである。

今後は負担と導入による便益について国民的

合意を得た、我が国における最適なエネルギ

ー・ミックスを構築し、再生可能エネルギー

の導入を図ることが求められる。 
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宅地の液状化対策の動向 

―東日本大震災後の取組を中心として― 
 

衆議院調査局調査員 

石 原  晃 彦 

（国土交通調査室） 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 地震による地盤の液状化は、一般的に地震の揺れによる建物の倒壊や津波による被害のよう

な大きな人的被害をもたらすものではないと言われているが、宅地地盤における液状化の発生

は、住宅の不同沈下やライフラインの損傷をもたらし、地域住民の生活や財産へ及ぼす影響に

は大きなものがある。 

東日本大震災においては、東北の被災地から遠く離れた首都圏で広範囲にわたって液状化が

発生し、臨海部の戸建て住宅地などに深刻な影響、被害が生じたことから、震災後、その教訓

を踏まえて、国による道路と宅地の一体的な対策工事に対する支援制度の創設や、対策工事の

実施効果についての簡易評価方法の開発などがなされ、これらを活用して各地域において液状

化被災宅地の復旧に向けた具体的な取組が始められている。 

今後、南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の発生に備え、宅地の液状化対策を更に普及さ

せていくために、宅地の液状化に関する情報の一層の整備・活用、専門家との連携やその育成、

既設住宅地に適用できる合理的な対策工法の開発、再度被害抑制に向けた支援の充実などが課

題として考えられる。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに（宅地の液状化の概要） 

Ⅰ 東日本大震災における液状化の発生 

Ⅱ これまでの宅地の液状化対策に関する状況 

Ⅲ 東日本大震災後の取組 

Ⅳ 今後の課題等 

おわりに 

 

はじめに（宅地の液状化の概要） 

 地盤の液状化は、地下水位の高い砂地盤が、

地震の震動で高まった水圧に耐えきれずに破

壊されて液体状になる現象であり、液状化の

発生により、地盤上の重い構造物の沈下・傾

斜や、軽い構造物が浮き上がる被害が生じる

ことがある。我が国では、昭和 39年の新潟地

震において、地盤の液状化により共同住宅が

倒壊、沈下する被害が大きく取り上げられて

注目されるようになり、阪神・淡路大震災に

おいてもポートアイランドなどの埋立てによ

る人工島などにおいて大規模な液状化が発生

している。平成 23年の東日本大震災において

は、震源から遠く離れた首都圏の臨海部や河

川沿いの埋立地などで大規模な液状化が発生

し、各地でその復旧対策が課題となっている。 

埋立地など地盤が軟弱な地域においては、

現在では、中高層の建築物等の建築に当たっ

ては、支持地盤まで杭を打って建物を支えた

り、地盤改良を行うことが一般的になってい

るが、戸建て住宅については、コスト等の問

題からそこまでの十分な対策がとられないこ
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とも多い。また、地震により建物本体に大き

な損傷はない場合でも、地盤の液状化による

建物の沈下や傾斜、ライフラインの寸断など

によって生活が困難になり、その復旧にも多

大な費用と時間がかかることがあるため、液

状化の可能性の高い地域ではその対策の必要

性が指摘されている。 

 

Ⅰ 東日本大震災における液状化の発生 

東日本大震災では東北から関東にかけて

の広い範囲で液状化現象が発生し、液状化に

よる住家の被害は９都県 80 市区町村で約

27,000 件に及んでいる1。 

関東地方においては、１都６県にわたって

液状化現象が見られ、特に東京湾岸部や利根

川下流域等の埋立地、旧河道・旧池沼等で集

中して発生している。またその被害は、宅地

における家屋の倒壊や傾斜だけでなく、下水

道やマンホールの損壊、道路の沈降、不陸（路

盤の凹凸）の発生など、公共施設やライフラ

インに広範な被害が生じている。特に液状化

による住家被害が多かった市町村は、千葉県

浦安市（8,700 件）、千葉県習志野市（3,916

件）、茨城県潮来市（2,400 件）などであり、

上位 10 市のうち７市が千葉県内の市となっ

ている2。 

一方、支持地盤まで杭基礎を打ったり、地

盤改良を行って建築することが一般的な大規

模な建築物自体については、液状化による大

きな被害は報告されておらず、戸建て住宅地

等の被害が特に目立つ結果となっている。 

 

 

 

 

 

                             
1 国土交通省 東日本大震災における液状化被害状況（平

成 23年９月 27日現在） 
2 同上 

 

＜関東地方における液状化発生状況＞ 

 

  （国土交通省関東地方整備局ＨＰより） 

  

 

（平成 23 年３月 13 日 千葉市美浜区内で筆者撮影） 



 

120 RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

論論  文 

Ⅱ これまでの宅地の液状化対策に関する

状況 

この章では、宅地の液状化対策に関して、

これまで東日本大震災が発生するまでの間に

行政や学会等により実施されてきた、情報や

基準の整備、指導の状況などについて概観す

る。 

 

１ 液状化の可能性についての情報（被害想

定、液状化危険度マップ等） 

 地震時の液状化の発生予測については、こ

れまでも各地方公共団体において、地震被害

想定の一環として実施されてきており、また

その結果について地図上で表示した液状化危

険度マップ等を作成、公表している地方公共

団体も多い。 

 国においても、広域的な被害の予想される

大規模地震についての被害想定調査の中で液

状化による建物被害棟数の推計も行っており、

平成 15年には東海地震に係る被害想定（液状

化被害（全壊）約 2.6 万棟）、東南海・南海地

震に係る被害想定（液状化被害（全壊）約 8.3

万棟）、平成 16年には首都直下地震に係る被

害想定（東京湾北部地震の場合の液状化被害

（全壊）約 3.3 万棟）、平成 19年には中部・

近畿圏の内陸地震に係る被害想定（上町断層

帯の地震の場合の液状化被害（全壊）約 2.2

万棟）などの結果が公表されてきている。 

 なお、国土交通省のハザードマップポータ

ルサイトによると、平成 24年４月の時点で、

全国で 40都道府県、281 市町村において地盤

被害（液状化）マップが公表されている。 

 

２ 宅地の液状化対策に関連する基準や指導 

国は、一定の宅地造成や建築行為に対して

法令等により安全性に関する基準を設定して

いるが、宅地の液状化対策については、都市

計画法、宅地造成等規制法や建築基準法など

において、宅地地盤や基礎の安全性に関連す

る基準を設け、その基準への適合を求めてい

る。 

 

(1) 宅地の造成 

 まず宅地の造成については、都市計画法や

宅地造成等規制法において、開発許可3や宅地

造成工事許可4の基準の中で、地盤関係の技術

的基準が示されている。 

都市計画法では、開発許可の技術基準の中

で、地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による

災害を防止するため、開発区域内の土地につ

いて、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置

その他安全上必要な措置が講ぜられるように

設計が定められていることを求めている5。 

宅地造成等規制法では、宅地造成工事許可

の技術的基準の中で、地盤について講ずる措

置に関する基準が規定されている6ほか、関連

するマニュアル（宅地防災マニュアル）にお

いて、地盤の液状化の調査や判定方法、液状

化対策工法の検討などについて示されてい

る7。 

 

(2) 住宅・建築物の建築 

住宅や建築物の建築に関しては、建築基準

法において敷地の安全性についての規定が置

かれており、湿潤な土地、出水のおそれの多

い土地又はごみその他これに類する物で埋め

立てられた土地に建築物を建築する場合に、

盛土、地盤改良その他衛生上又は安全上必要

                             
3 開発行為を行おうとする場合に必要な都道府県知事等

の許可。「開発行為」とは、建築物の建築等の用に供する

目的で行う土地の区画形質の変更（都市計画法第４条） 
4 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工

事に際して必要な都道府県知事等の許可（宅地造成等規制

法第８条） 
5 都市計画法第33条 
6 宅地造成等規制法施行令第５条 
7 そのほか造成宅地の安全性については、阪神・淡路大震

災や新潟県中越地震等の際に大規模に谷を埋めた盛土造

成地の崩落等が多発したことを踏まえ、平成 18 年の宅地

造成等規制法の改正により、新たに造成宅地防災区域を指

定し、宅地所有者等に対し必要な措置を勧告又は命令する

ことができる制度が創設されている。 
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な措置を講じなければならないこととされて

いる8。 

また、建築基準法では建築物の構造耐力に

関する基準が設けられており、建築物は、自

重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水

圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して

安全な構造のものとして、建築物の区分に応

じて定められている基準に適合するものでな

ければならないこととされ9、その具体の基準

は政令や告示で定められている。また、小規

模な建築物を除き、構造計算によって安全性

を確かめることが必要とされるが、木造戸建

て住宅等の小規模な建築物については、柱の

径や筋かいの設置など仕様書的に規定されて

いる基準に従えば、詳細な構造計算による安

全性確認までは求められてはいない10。 

 これらの規定の中には基礎についての規定

もあり、建築物の基礎は、地盤の沈下又は変

形に対して構造耐力上安全なものとしなけれ

ばならないこととされているが、構造計算を

要しない木造戸建て住宅等の場合については、

地盤の液状化の具体的判断基準までは規定さ

れてはおらず、その判断は設計を行う建築士

に委ねられている11。 

 建築士が建築設計を行うに当たっての具体

的な地盤調査方法や基礎の設計方法等につい

ては、一般社団法人日本建築学会による指針

等が参考とされ、特に戸建て住宅については、

「小規模建築物基礎設計指針」において液状

化の検討などについても詳しく解説されてい

る。 

                             
8 建築基準法第 19条 
9 同法第 20条 
10 建築基準法施行令第 36 条。なお、構造計算が必要な場

合に関係のある同法施行令第93条や関係告示（平成13年

国土交通省告示第 1113 号）においては、地盤の強度の基

準等が示されており、地震時に液状化するおそれのある地

盤の場合等においては、建物の自重による沈下その他の地

盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な

損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめることとされ

ている。 
11 同法施行令第 38条 

(3) その他 

 このほか、平成 12年に施行された「住宅の

品質確保の促進等に関する法律」に基づく住

宅性能表示制度12の中で、地盤や基礎につい

ては、「地盤又は杭の許容支持力等及びその設

定方法」、「基礎の構造方法及び形式等」の事

項があり、地盤や基礎についての情報を確か

める手段にもなっているが、液状化などの危

険性に関する情報まではこれまでは取り扱わ

れてこなかった13。 

 

＜宅地の液状化対策に関する基準、指針等＞ 

観点 基準・指針等 趣旨 

宅 地 の

造成 

開発許可基準 

（都市計画法） 

地盤沈下等の防

止のための締固

め等 

宅地造成工事許

可基準（宅地造成

等規制法） 

宅地防災マニュ

アル 

盛土工事の際の

沈下防止措置 

住 宅 等

の建築 

建築基準法 敷地の安全性の

確保 

基礎の構造安全

性の確保 

小規模建築物基

礎設計指針など 

基礎の設計方法

等 

住宅性能表示制

度（住宅品質確保

法） 

地盤等の許容支

持力 

基礎の構造方法 

（筆者作成） 

 

 

 

 

                             
12 耐震性や耐火性など各種の住宅性能について評価、表示

するルールを定めた制度 
13 平成 13年国土交通省告示第1346 号（日本住宅性能表示

基準） 
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Ⅲ 東日本大震災後の取組 

この章では、東日本大震災の発生後に、そ

の教訓を踏まえて国や地方公共団体、関係団

体、学会等において実施されてきた宅地の液

状化対策に関連する取組について取り上げる。 

 

１ 液状化被災地の復旧・復興、宅地の液状

化対策工事等の支援 

(1) 公共施設と宅地の一体的な液状化対策 

① 市街地液状化対策事業 

国土交通省では、東日本大震災復興交付金

の対象事業として、道路・下水道等の公共施

設と隣接宅地等との一体的な液状化対策を支

援する「市街地液状化対策事業」を創設して

いる。この事業は、公共施設と宅地との一体

的な液状化対策の実施により、民間の宅地所

有者が負担する宅地内の対策費用の軽減化を

図るとともに、民間宅地内で実施する道路等

の公共施設の液状化対策費については公費で

負担しようとするものである。 

本事業は一定のまとまりのある区域で宅

地所有者の理解を得て進められることが想定

されており、区域面積が 3,000 ㎡以上あるこ

とや宅地所有者等の 2/3 以上の同意が得られ

ていることなどの要件を満たす必要がある。 

平成 24 年４月には、東日本大震災の液状

化被災市街地における再建の流れ等を取りま

とめた「東日本大震災による液状化被災市街

地の復興に向けた検討・調査について（ガイ

ダンス（案））」が、国土交通省都市局及び国

土技術政策総合研究所から示され、現在各液

状化被災地において、対策実施に向けた調査

等が進められている。 

 

 

 

 

 

 

＜公共施設と宅地の一体的な液状化対策のイ

メージ＞ 

  

（国土交通省ＨＰより） 

 

② 平成 25 年度予算による宅地耐震化推進

事業の拡充 

平成 25年度予算では、平成 24年度補正予

算から新たに設けられた防災・安全交付金を

活用し、東日本大震災の被災地以外の地域で

の宅地防災対策についても充実が図られてお

り、従来の宅地耐震化推進事業を拡充して、

液状化被害予測の調査や宅地液状化マップの

作成支援とともに、液状化対策が必要と判定

された造成宅地における、道路等の公共施設

と宅地との一体的な液状化対策工事の費用に

ついても支援を行うこととしている。 

 

(2) 個別の住宅・宅地の復旧支援 

液状化による被害を受けた住宅地の復旧

に利用できる低利の融資制度として、（独）住

宅金融支援機構において、「災害復興住宅融資」

を提供しており、東日本大震災による被害か

らの復旧については、基本融資額の金利を当

初５年間は０％とするなど、金利の引下げを

行っている。また、宅地のみを補修する場合

のため、新たに「災害復興宅地融資」の制度

を新設している。 
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＜災害復興融資制度の融資限度額＞（万円） 

制度  基本融

資額  

特例

加算  

整地

費等  

災害復興住宅融資  

（建設）  

（補修）  

 

1,460 

640 

 

450 

 

 

390 

390 

災害復興宅地融資  390 200  

（住宅金融支援機構ＨＰより筆者作成） 

 

また、液状化による被害も含め、震災で住

宅が全壊（半壊の場合で、やむを得ない事由

により住宅の解体に至ったもの等を含む）又

は大規模半壊した世帯に対しては、被災者生

活再建支援制度により、被害の程度や住宅再

建方法に応じた支援金の支給14も行われてい

る。 

 

２ 液状化可能性の判定方法等に係る情報 

(1) 簡易な宅地の液状化被害判定方法 

東日本大震災における宅地の液状化被害

の多発を受け、国土交通省の研究会では、戸

建て住宅等の宅地被害の可能性をボーリング

調査に基づき３段階で判定する「宅地の液状

化被害可能性判定に係る技術指針」を取りま

とめ、平成 25年４月に公表している。この指

針では、ボーリング調査の結果をもとに判定

図を使用して液状化被害の可能性を比較的簡

易に判定することができる方法が示されてお

り、既存宅地も含め幅広く活用されることが

期待されている。 

また、国土交通省の国土技術政策総合研究

所において、液状化被害可能性を容易に判定

できるようにするための計算ソフト（日本語

版及び英語版）を作成し平成 25年７月から公

開しており、海外の液状化被害の対策にも適

                             
14 基礎支援金（住宅の被害程度に応じて支給）：全壊等100

万円、大規模半壊50万円 

  加算支援金（住宅の再建方法に応じて支給）：建設・購

入 200万円、補修 100万円等 

用できる技術情報として有効に活用されるこ

とが期待されている。 

 

＜宅地の液状化被害可能性判定に係る技

術指針の概要＞ 

 

（国土交通省ＨＰより） 

 

(2) 宅地の液状化に関する情報表示の検討 

個々の宅地の液状化可能性等についての

情報については、これまで、その表示のルー

ル等が定まっていなかった。このため、国土

交通省において地盤の液状化に関する情報表

示についての検討が行われた結果、住宅性能

表示制度の見直しの中で、液状化に関する情

報については評価や等級表示の対象とはしな

いものの、液状化に関して把握されている情

報を住宅性能評価書の特記事項に任意で記載

することで参考情報として提供できるように

するための関連告示改正が予定されており、

平成 27年度からの施行が見込まれている。 

 

３ 宅地の液状化対策工法の検討、効果の評

価 

(1) 宅地の液状化対策工法についての情報提

供 

 国土交通省都市局と国土技術政策総合研究

所では、住宅が建ったままでも実施可能で、

公共施設と宅地の一体的な液状化対策の枠組

みになじみやすい工法の１つである地下水位
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低下工法15について、その考え方や適した地

盤条件、効果、タイプ別の実施例などの情報

をまとめた「液状化被災市街地における地下

水位低下工法の検討・調査について（ガイダ

ンス（案））」を作成し、平成 25年１月に公表

している。また、平成 25年４月には、「液状

化被災市街地における格子状地中壁工法16の

検討・調査について（ガイダンス（案））」も

公表されている。 

 

(2) 対策の効果・影響に関する評価の支援 

 地下水位低下工法は、地盤下部に粘性土の

層がある場合には圧密沈下17を招くおそれも

あることから、国土技術政策総合研究所では、

地下水位低下工法の効果・影響について、エ

クセルファイル上で計算のできる技術支援ツ

ールとして「地下水位低下工法の効果・影響

簡易計算シート」（試行版）を作成し、平成

24年８月からＨＰ上で提供している。 

また、平成 25 年２月には、地下水位低下

工法と同様に住宅地への適用可能性の高い格

子状地中壁工法についても、同研究所におい

て「格子状地中壁工法の効果の簡易評価シー

ト」（試行版）を開発し、液状化に対する安全

率や沈下量を算定し、適用の可否を検討する

ための支援ツールとして提供している。 

 

 

 

 

 

 

                             
15 地下水位低下工法は、液状化の可能性のある地盤の地下

水位を強制的に低下させることにより、液状化が発生する

可能性を軽減するもので、道路・宅地一体型の事業の枠組

みになじみやすい工法として紹介されている。 
16 格子状地中壁工法は、セメントなどの改良材と原地盤の

軟弱土を混合撹拌して地中に柱列状の壁を造成し、これら

を格子状に配置して液状化地盤を囲い込む工法で、粘性土

と砂質土の双方に適用できる。 
17 地盤が荷重を受けて徐々に沈下すること。 

＜格子状地中壁工法＞ 

   

（国土交通省ＨＰより） 

 

４ 被害想定の見直し 

 東日本大震災後、地震被害想定についても

あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震

を想定することの重要性が指摘され、国にお

いては、中央防災会議に設置された南海トラ

フ巨大地震対策検討ワーキンググループが、

平成 24 年８月に南海トラフ巨大地震に係る

被害想定（第一次報告）を公表している。 

その報告によると、液状化による全壊被害

は最大で約 13.4 万棟になる（震源域が陸側ケ

ースの場合）と想定されており、また、揺れ

による全壊棟数の推計結果はケースによって

約２倍の開きがあるのに対し、液状化による

全壊棟数の推計結果はそれほどの違いはなく、

いずれのケースでも 10 万棟を超える大きな

被害が予想されるという結果が示されている。 

 また首都直下地震についても東日本大震災

後に中央防災会議に設置された首都直下地震

対策検討ワーキンググループにおいて被害想

定調査が行われつつある。 

 

５ 地盤に係る住家被害認定の運用見直し 

 地震災害時等のり災証明（各種の被災者支

援制度において適用の判断材料として使われ

る）は、被災者の住宅の被害認定に基づいて

発行され、内閣府の「災害に係る住家の被害

認定基準運用指針」において被害の標準的な

判定方法等が示されているが、東日本大震災
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における液状化による被害の実態を踏まえ、

その運用が見直されている。 

この見直しにより、不同沈下により基礎と

柱が直角を保ったまま一体的に傾いた場合の

傾斜による判定方法が追加され、また、傾斜

の大きさにより、全壊のほか、大規模半壊、

半壊に判定できることとされている18。さら

に、住宅の基礎等の地盤面下への潜り込み量19

によっても、全壊、大規模半壊、半壊の判定

ができることされた。 

 

＜不同沈下による被害認定のイメージ＞ 

 

（傾斜による判定については、従来は柱や外壁のみ
が傾斜するケースを想定した判定だったが、今回、
不同沈下により基礎と柱が一体的に傾いた場合に
ついての判定方法を追加した。） 

（内閣府（防災担当）ＨＰからの図に、筆者加筆） 

 

６ 地方公共団体の取組 

(1) 液状化被災地区の復旧対策 

 東日本大震災により大規模な液状化の発生

した千葉県や茨城県内の地方公共団体におけ

る液状化被災地区の復旧対策の取組から、い

くつかを取り上げる。 

 

① 浦安市 

沿岸部で大規模な液状化の発生した千葉

県の中でも、特に顕著な被害がみられた浦安

市では、３つの学会（公益社団法人地盤工学

会、公益社団法人土木学会、一般社団法人日

本建築学会）と協力して平成 23年７月から浦

                             
18 住家の四隅の傾斜の平均が1/20以上の場合に全壊、1/60

以上 1/20未満の場合に大規模半壊、1/100以上 1/60未満

の場合に半壊と判定される。 
19 住宅の床上１ｍまで地盤面下に潜り込んだ場合は全壊

と判定される。 

安市液状化対策技術検討調査委員会を設置し

て、直下型地震が発生した場合の液状化被害

程度の予測や対策の検討を行い、同年 12月に

は市民報告会も実施している。 

さらに、平成 24 年度には液状化対策実現

可能性技術検討調査委員会を設置し、浦安市

の戸建て住宅地の状況を反映した街区モデル

を設定して、格子状地中壁工法と地下水位低

下工法を中心に、想定地震動に対する液状化

軽減効果、事業概算費用、問題点などについ

ての検討を行っており、液状化層の厚い浦安

市の地盤では、地下水位低下工法による場合

には地盤沈下量が大きくなることなども予測

されている。 

また、液状化抑止効果の高い格子状地中壁

工法により道路と宅地の一体的な液状化対策

を実施する場合には、100 万円を上限として

個人負担費用の 1/2 を市が補助することや、

住宅金融支援機構との協議により、同機構の

「災害復興宅地融資」を活用できることとす

るなど、個人負担の軽減を図りながら地域に

適した液状化対策の実現に向けた取組を進め

ており、その動向が他の自治体からも注目さ

れている。 

 

② 千葉市 

千葉市においても、平成 24 年１月から開

催している千葉市液状化対策推進委員会にお

いて地下水位低下工法と格子状地中壁工法に

ついての検討を実施し、特に格子状地中壁工

法では、モデル地区における試算において宅

地所有者負担が高額になることが予測された

ため、200 万円を上限として宅地所有者負担

の 1/2 の支援を行うこととしている。 

そのほか千葉県内では、香取市、旭市、我

孫子市、習志野市などでも学識者等による検

討委員会での検討を経て、市街地液状化対策

事業を実施することとしている。 
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③ 潮来市 

 東日本大震災において、液状化により市内

の日の出地区（約 200 ）で 2,400 戸を超え

る住宅が被害を受けた茨城県潮来市では、潮

来市液状化対策検討委員会を設置して対策事

業の検討を行っており、現地での実証実験な

どを経て、道路地下に有孔管を埋設して「み

ずみち」を整備することにより、道路と隣接

宅地との地下水位を一体的に低下させて液状

化の再発を抑制する地下水位低下工法を選定

している。 

平成 25 年４月には、同工法による市街地

液状化対策事業の実施について地区の土地所

有者の 2/3 以上の同意も取得して事業計画書

を復興庁に提出しており、約 136 億円の全体

事業費により平成 25 年度内にも工事に着手

することとしている。 

 このほか茨城県内では、利根川に近い神栖

市や鹿嶋市、稲敷市などでも市街地液状化対

策事業の検討を行っており、神栖市では地下

水位低下工法のほか、地盤に空気を注入して

地盤の液状化強度を増加させる「不飽和化工

法」の導入についても実証実験による検討を

行っている。 

 

(2) 個別の住宅解体や地盤修復に対する支援 

 前述のように、住宅が全壊又は大規模半壊

した世帯は、国の被災者生活再建支援制度が

利用できるが、千葉県では、この制度が適用

されない半壊や一部損壊住宅の世帯に対して

も、市町村と連携して、液状化等の住宅地盤

災害により被害を受けた住宅の解体や復旧に

関して次のような独自の支援金の支給（千葉

県液状化等被害住宅再建支援事業）を実施し

ている。 

 

 

 

 

＜千葉県液状化等被害住宅再建支援事業によ

る支援金＞ 

支援金の対象世帯 支援金の上限額 

液状化等による住宅を解

体した世帯 

100 万円（複数

世帯） 

液状化等による住宅地盤

を復旧した世帯 

100 万円（複数

世帯） 

半壊被害を受けた住宅を

補修した世帯 

25 万円 

（千葉県ＨＰより筆者作成） 

 

 また、横浜市においても、半壊以上と認定

された住宅に対して行う住宅補修工事・地盤

改良工事、一部損壊と認定された住宅のうち

地盤に起因する被害が発生したものに対して

行う地盤改良工事に対して、150 万円を上限

に市独自の助成（横浜市液状化被害戸建住宅

等緊急支援事業）を行っている。 

 

(3) 被害想定、液状化マップの見直しや相談

体制の整備 

① 東京都 

東京都は、東日本大震災における都内での

液状化被害の発生を受けて設置された東京都

建築物液状化対策検討委員会による提言を踏

まえ、平成 25年３月には「液状化による建物

被害に備えるための手引」を作成し、ＨＰ上

で公表している。 

 また、東京都と一般社団法人東京建築士会

は平成 25 年３月に液状化対策アドバイザー

制度の実施に向けた協定を締結し、建て主や

建物所有者が液状化対策について安心して相

談のできる体制を整備することとしている。 

 一方、首都直下地震に関する被害想定の見

直しも進められ、平成 24年４月には、新たな

被害想定の結果を公表している20。 

                             
20 東京湾北部地震での液状化による全壊は約1,100棟と想

定。ゆれによる全壊の１％程度 
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また、平成 25 年３月には、多数の地質デ

ータや東日本大震災において液状化現象が発

生した地域での地質調査結果などをもとに、

液状化の可能性により３段階で地図上に表現

した新たな「東京の液状化予測図」を発表し

ている。 

 

＜東京の液状化予測図＞ 

 

 

（東京都ＨＰより） 

 

② 千葉県 

 千葉県は、東日本大震災の際に県内で広域

にわたって甚大な液状化被害が生じたことを

踏まえ、平成 24年４月に、県や市町村等から

のボーリングデータをもとに、特定の地震を

対象としない震度ごとの液状化のしやすさを

250ｍメッシュで表した「液状化しやすさマッ

プ」を作成してＨＰ上で公表している。また、

地震発生時の地盤のゆれやすさを６段階で相

対的に表した「ゆれやすさマップ21」も同時

                             
21 地震の揺れが工学的基盤から地表までの間にどれだけ

大きくなるか（増幅率）を示したもの 

に公表している。 

 

③ 横浜市 

 横浜市は、東日本大震災後の平成 24 年 10

月に、被害想定調査で対象とした３つの地震

の液状化危険度分布を 50ｍメッシュで表示

した液状化マップをＨＰ上で公表している。 

 

７ 関係団体・学会等の動向 

① 日本建築学会 

 一般社団法人日本建築学会は、従来から「小

規模建築物基礎設計指針」など、建築物の液

状化対策等も含めた基礎設計の参考指針を作

成公表しており、また、一般向けの液状化対

策等に関する情報提供にも力を入れている。 

 

② 地盤工学会 

公益社団法人地盤工学会は、平成 24 年６

月に「地震時における地盤災害の課題と対策

―2011 年東日本大震災の教訓と提言」を取り

まとめ、地盤の液状化についても、戸建て住

宅に適用できる標準的な液状化判定法の開発

の必要性などを指摘しているほか、丘陵地の

造成宅地の被害について、建設後の維持管理

に関わるシステムの整備や、戸建て住宅販売

者による地盤の品質説明の必要性などを提言

している。 

また、平成 25 年からは地盤工学会や日本

建築学会等が中心となって地盤品質判定士協

議会が設立され、宅地造成業者や不動産業者、

住宅メーカー等と住宅・宅地取得者の間に立

って、調査の立案や調査結果に基づく地盤評

価と対策の提案等を行うことのできる技術者

資格として、新たに地盤品質判定士の資格制

度を創設している。 

 

③ 建築士会 

 各都道府県の建築士会は、従来から耐震診

断の実施や被災建築物の応急危険度判定など
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地方公共団体に協力した活動を行っているほ

か、無料建築相談などを通じて地域住民の住

まいに関する安全・安心のサポートを実施し

ており、一般社団法人東京建築士会では平成

25年度から東京都と協定を結び、液状化対策

アドバイザーとしての相談対応なども実施し

ている。 

 

④ 日本建築構造技術者協会 

一般社団法人日本建築構造技術者協会は、

平成 23年７月にまとめた「東日本大震災を受

けてのアクションプラン」の中で、液状化被

害については、「設計者は、今後は戸建て住宅

であっても液状化検討や対策は必ず行うべき

であることを発注者に伝えるべきである。ま

た、敷地の液状化履歴または液状化に関する

ハザードマップなどを調べ、発注者に早期の

段階、できれば土地取得時に情報を伝えるべ

きである。」と指摘している。 

 

Ⅳ 今後の課題等 

 上述したような東日本大震災後の国や地方

公共団体等の取組の動向を踏まえ、今後の宅

地の液状化対策の普及に向けた課題と思われ

る点についていくつかを以下に提示する。な

お、これらはいずれも筆者の個人的な見解で

ある。 

 

１ 宅地の液状化に関する情報の一層の整

備・活用 

地震被害想定調査や液状化マップ作成等

により、市町村単位での液状化被害棟数予測

やメッシュ単位での液状化可能性予測など、

地域の液状化関連情報の充実が図られてきて

いるが、近年大きな被害の生じていない地域

も含め、こうした液状化関連の情報の一層の

拡充、普及が望まれる。 

一方、現在の液状化マップ等の情報は、液

状化の可能性の判断のための参考資料ではあ

るが、個々の宅地の詳細な地形や地盤状況ま

で正確に反映されているとは限らないため、

今後は更に個々の宅地単位などよりきめ細か

な地盤情報の整備が進められることが望まれ

る。また、政府においても、住宅性能表示制

度の中で液状化に関する情報を提供できるよ

うにするための制度改正を予定しているが、

こうした個々の宅地の液状化に関する信頼で

きる情報提供の仕組みが早期に整備され、普

及することが期待される。 

さらに、公共工事によって得られる地盤情

報のほか、民間の宅地造成や建築時の地盤デ

ータを幅広く集約し、活用することのできる

仕組みの整備が望まれる。この点に関しては、

平成 25 年６月に総務省から「地盤情報の公

開・二次利用促進のためのガイド」が公表さ

れており、建築確認申請の際に添付されるボ

ーリング柱状図なども含め、官民の有する地

盤情報の公開、活用の促進につながることが

期待される。 

 

２ 専門家との連携やその育成 

液状化の可能性等に関する情報の整備は

国や地方公共団体、関係団体などで進められ

つつあるが、戸建て住宅の建築の際には、地

盤の液状化可能性の検討と対策の実施は、設

計・監理を行う個々の建築士等の専門家の判

断によるところが大きいため、建築士等の専

門家により、設計時に十分な検討が確実にな

され、またその情報が依頼者や居住者に適切

に説明、伝達されるような環境整備が望まれ

る。 

また、東京都が地元の建築士会と協力して

実施しているアドバイザー制度のように、地

域におけるきめ細かな情報提供や事前対策の

普及を図るため、行政と専門家との連携を強

化し、相談に確実に応じられる体制を整備す

ることは重要と思われる。 

一方、最近まで宅地地盤の専門家資格がほ
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とんどなかったこともあり、今後、宅地の液

状化対策を普及させていくために必要とされ

る専門家の不足が懸念されることから、液状

化対策に関する高度な知識・経験を有する建

築士や、関係学会により新たに創設された地

盤品質判定士資格者等の育成や普及が望まれ

る。また、こうした専門家の活用により、住

宅取得を検討している消費者や既存住宅の居

住者が液状化対策の実施について相談をしや

すい環境整備が進むことが期待される。 

 

３ 既設の住宅地における合理的な液状化対

策工法等の開発・普及 

更地に新たに住宅を建てる場合には、液状

化の可能性のある地盤では地盤改良などの液

状化対策を実施することも多いと思われるが、

既設の戸建て住宅地での液状化対策の事例は

まだ少なく、また狭い敷地内での施工やその

ための機械、騒音・振動の影響の問題なども

あるため、こうした既設住宅地において適用

できる施工性の高い対策工法の開発やその実

績の蓄積による一層の改良が進むことが期待

される。 

また、地盤の状況や対策のレベル等により

そのコストや効果、影響なども変わることか

ら、地方公共団体等により、地域住民の意向

も踏まえた合理的な対策工法の選択肢が示さ

れることが望まれる22。 

東日本大震災において液状化被害が生じ

なかった地域の既設住宅地においても、今後

の大規模地震の発生に備えた液状化対策の検

討が進むよう、様々な対策工法等に関する情

報提供や支援の実施が望まれる。 

なお、平成 25年６月に閣議決定された「科

学技術イノベーション総合戦略」において、

                             
22 浦安市の「市街地液状化対策実現可能性検討調査報告書」

では、格子状地中壁工法などの道路と宅地の一体的な対策

工法のほか、宅地ごとに個別に対策を行う場合の様々な工

法についても効果やデメリットなどの情報が示されてい

る。 

災害にも強い次世代インフラの構築に関する

取組の成果目標の１つに「市街地における低

コスト液状化対策技術の開発」が位置付けら

れ、2018 年の実用化を目指すこととされてお

り、技術開発の促進や普及に向けた政府の取

組が期待される23。 

 

４ 液状化被災地における再度被害抑制等の

ための支援の充実 

液状化被災地では、復旧だけでなく、再度

の液状化被害を抑制するための対策が望まし

く、国においても、宅地と公共施設との一体

的な液状化対策への支援制度を創設し再度被

害の抑制対策を進めようとしているが、事業

実施に当たっての個人負担や関係者間の合意

形成などは大きな課題であり、円滑な事業実

施に向けたコーディネートが重要になってい

る。 

国土交通省が復興交付金で支援する「市街

地液状化対策事業」では対象地域内の 2/3 以

上の同意が得られていることが要件となって

おり、また、格子状地中壁工法など連続した

壁体で液状化層を囲む工法では、地域内で事

業に反対する住宅の部分の対策工事がなされ

ない場合に、地域全体としての液状化対策効

果が低下する恐れも考えられる24。このため、

地域内の多くの世帯の協力・参画を得て対策

工事が行われることが望ましいが、宅地所有

者の負担費用がネックとなる可能性もあり、

浦安市や千葉市で実施しているような、宅地

所有者負担軽減のための助成措置など、事業

促進を図るための支援の充実が望まれる。 

また、大規模地震時の住宅被害世帯に適用

                             
23 道路と宅地を一体として液状化対策を行う格子状改良

工法も、1986 年～1992 年にかけて建設省土木研究所と民

間会社の共同研究で開発された工法である。（浦安市の調

査報告書より） 
24 浦安市の調査報告書では、１住戸ごとに地盤改良壁で囲

う場合の方が４住戸ごとに囲う場合よりも液状化に対す

る安全性が高くなることが示されている。 
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されている被災者生活再建支援制度による支

援は住宅が大規模半壊した世帯までが対象と

されているため、液状化により大規模半壊に

は至らないものの解体や地盤復旧をした場合

には支援が得られない状況にある。このため、

東日本大震災後に千葉県や横浜市などではこ

のような場合にも支援する独自の制度を設け

ているが、制度が複雑になっており、液状化

被災世帯に対してもより分かりやすい生活再

建支援制度の構築が望まれる。 

 

 

＜液状化被害防止に向けた多様な対策＞ 

 

（筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに 

 南海トラフ巨大地震に係る政府の被害想定

では、最大津波高や人的被害の大きさが特に

注目されているが、液状化による建物等の被

害についても 10 万棟を超える多大な被害の

可能性が指摘されている。また、東日本大震

災では臨海部の埋立地での液状化被害が大き

く取り上げられたが、宅地の液状化は内陸部

の旧河道の地域などでも発生しており、臨海

部だけに特有の現象ではない。 

 前述したように、東日本大震災を経て、宅

地の液状化可能性や既存宅地での液状化対策

工法などに関する情報、液状化対策実施に関

する支援等も徐々に充実が図られてきている。

建築物の耐震改修の促進や老朽化した社会資

本の維持管理対策など、構造物の安全対策が

重要な課題となっている今日、既存民間宅地

の液状化対策も含め、安全な住まいづくり、

まちづくり、地域づくりに向けた取組が、幅

広い関係者の協力・連携により全国的に進め

られることを願ってやまない。 

安 全 ・
安 心 な
宅地

情報の整
備・活用

合理的な
対策工法
の開発

被害抑制
対策の
支援
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の連携、
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 本稿の目的は、社会的孤立の観点から論じられている社会問題について、高齢者の社会的孤

立を例として、孤独という視線から見直すことにある。高齢者の社会的孤立は、孤立死、高齢

者による犯罪などの問題を引き起こしているとされる。しかし社会的孤立は、社会的関係の断

絶という客観的状態であり、これだけでこれらの問題を説明しきれない。そこで本稿では、社

会的孤立のうち、孤立死及び高齢者の犯罪について、社会的関係の断絶に伴う主観的苦痛を意

味する孤独を加えた検討を試み、「社会的孤立から孤独への推移」という視点を示した。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

はじめに 

Ⅰ 社会的孤立と孤独 

Ⅱ 我が国における高齢者の社会的孤立 

おわりに 

 

はじめに 

本稿の目的は、社会的孤立の観点から論じ

られている社会問題について、高齢者の社会

的孤立を例に、孤独という視線から見直すこ

とにある。 

高齢者については、平成 22年版高齢社会白

書で「高齢者の社会的孤立と地域社会～『孤

立』から『つながり』、そして『支え合い』へ

～」と題された一節が設けられ、高齢者の社

会的孤立の問題が論じられた。それによれば、

「高齢者の中には、一人で暮らし、家族はい

ないか、いても行き来がまれで、隣人や友人

との付き合いも乏しく、日常的な人との交流

のない社会的に孤立した生活を送る人もいる

1」とされ、こうした高齢者に関する問題とし

                             
1 内閣府『平成 22年版高齢社会白書』 52頁 

て挙げられているのは、孤立死、高齢者によ

る犯罪などである2。高齢化が急速に進む我が

国においては、大きな課題になっている。 

しかし、社会的孤立は社会的関係の断絶と

いう客観的状態であり、即孤立死などの問題

につながるわけではない。 

そこで、これらの問題に対して孤独という

視点を付加するものである。孤独は、社会的

関係の断絶という客観的状態とされる社会的

孤立に対してその断絶に伴う主観的苦痛を意

味する。孤独は、精神上の健康など人の様々

な側面に影響を与えることが指摘されている。

例えば、孤独は、精神衛生上の問題（不安、

抑うつ、自殺行動）とともに、多くの心理社

会的な困難（低い自尊心、低い社会的コンピ

テンシー、より貧困な社会との相互交流）と

の関連性3、注意集中力など実行制御能力への

障害4などが指摘されている。精神衛生上の問

                             
2 前掲注１ 57-61頁 
3 Liesl M.Heinrich and Eleonora Gullone，“The clinical 

significance of loneliness: A literature review”

Clinical Psychology Review, 26, 2006, pp. 703-704. 
4 John T. Cacioppo et al., “Lonely traits and concomitant 
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題に付随する身体的兆候（食生活・睡眠の乱

れ、頭痛、吐き気）、アルコール消費量との関

連性及び身体的病気へのかかりやすさも指摘

されている5。 

本稿では、第 1に社会的孤立と孤独の概念

を整理し、孤独に伴う主観的苦痛を中心とし

た「社会的孤立から孤独への推移というプロ

セスを示す。第２に高齢者の社会的孤立のう

ち、孤立死及び高齢者の犯罪について、「社会

的孤立から孤独への推移」という視点を踏ま

え、議論を行う。最後に考察及び本稿の限界

を示す。 

 

Ⅰ 社会的孤立と孤独 

１ 社会的孤立及び孤独の概念 

社会的孤立とは、「家族やコミュニティとほ

とんど接触がないこと6」であり、客観的なも

のである。一方、孤独は、「仲間づきあいの欠

如あるいは喪失による好ましからざる感じを

持つこと7」であり、主観的経験を伴うもので

ある。 

社会的孤立の状態にあっても、誰もが必ず

しも不快な感じを持つ孤独に至るとは限らな

いとされる8。不快な感情を伴わない、一人で

いる（Aloneness）という状態もある9。また

                                         
physiological processes: The MacArthur social 

neuroscience studies. ”  International Journal of 

Psychophysiology, 35, 2000, ,pp. 147−148. 
5 レシシア・アン・ペプロー、ダニエル・パールマン「孤

独感に関する展望」レシシア・アン・ペプロー、ダニエル・

パールマン編（加藤義明監訳）『孤独感の心理学』誠信書

房（1988）16頁（Letitia Anne Peplau and Daniel Perlman, 

“Perspectives on Loneliness,” Letitia Anne Peplau 

and Daniel Perlman (Eds.）， Loneliness: A sourcebook 

of current theory， research and therapy : New York: 

Wiley Interscience, 1982.） 
6 ピーター・タウンゼント（山室周平監訳）『居宅老人の

生活と親族網 戦後東ロンドンにおける実証的研究』垣内

出版株式会社（1974）227頁 
7 前掲注６ 227頁 
8 Karen S. Rook, “Promoting Social Bonding Strategies 

for Helping the Lonely and Socially Isolated,”American 

Psychologist，39, 1984, p. 1391. 
9 Ester S. Buchholz and Rochelle Catton,“Adolescents' 

perceptions of aloneness and loneliness,” Adolescence，

34, 1999, p. 211. 

自ら一人になるソリチュード（Solitude）は、

深く集中する機会を提供するとされる10。 

孤独の形成においては、社会的関係におけ

る望みと達成したところの落差が重視され、

これについての気付きが大きな役割を占める

とされている11。 

 

２ 社会的孤立 

社会的孤立とは、失業、退職、離婚、配偶

者との離別等ライフイベントの変化など何ら

かの理由で本人と家族やコミュニティなどと

の社会的関係が断絶することである。日本で

は、低学歴、不健康、男性、高齢などネット

ワーク形成で不利を被るおそれのある人は孤

立に陥りやすいとする研究もある12。 

しかも現代日本では、「孤立」が許容される

環境も醸成されている。プライバシーの意識

や他人の世話になることを良しとしない信条

から、自ら「孤立」した状態になることが好

まれる風潮にあり、特に生活環境が充実して

いる都市部では経済的余裕があれば「孤立」

したまま生活することもできるとされる13。 

社会的孤立は、客観的概念であり、そのた

め社会的接触という基準によって測定するこ

とができる14。例えば、家族・友人等との会

話（電話、電子メールも含む）、夕食、近所づ

きあいなどの頻度である。社会的孤立は、客

観的基準によって測定できる点で、主観的要

                             
10 Reed W. Larson，“The Solitary Side of Life: An 

Examination of the Time People Spend Alone from 

Childhood to Old Age.” Developmental Review，10, 1990, 

pp. 175-177. 
11 Daniel Perlman and Letitia Anne Peplau，“Toward a 

social psychology of loneliness,” Steve.Duck and  

Robin.Gilmour(Eds.）， Personal relationships: 3 . 

Personal relationships in disorder ：London:Academic 

Press, 1981, p. 32. 
12 石田光規『孤立の社会学 無縁社会の処方箋』勁草書房

（2011）89頁 
13 厚生労働省高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミ

ュニティづくり推進会議（「孤立死ゼロ」を目指して）報

告書（2008年３月）８頁 
14 前掲注６ 227-228頁 
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素を含む孤独よりも把握しやすい。しかし社

会的孤立でも、社会的接触の有無の実質的な

判断を主観的認知に拠っている15。つまり、

社会的関係を情緒関係とみるものである。こ

れは、後述の孤独を決める要因と関連してお

り、この場合、社会的孤立は、孤独の入口で

あると位置付けることができる。 

なお、社会的孤立は、死や病気に対する主

要なリスク要因とされており、そのメカニズ

ムには社会的関係の欠如が関係しているとさ

れる16。社会的関係は、その人にとって支持

的であるか否かという理由で健康に影響を与

えるだけではなく、健康を増進する上での人

の考え、気持ち及び行動を制御し、支配する

ことになるからである。しかし、この社会的

関係の内容などについては更に研究が必要で

あるとされる17。苦痛という主観的要素を伴

う孤独も心身に大きな影響を与えるとされて

いることから、今後、両者の関係についても

掘り下げる必要がある。 

 

３ 社会的孤立から孤独へ 

社会的孤立は、関係の断絶であるが、孤独

はその断絶に伴う心理的苦痛である。 

孤独には、所属欲求（Need to Belong）が

関係しているとされる。人には、対人関係に

ついて、少なくとも最小限の接触を行い、維

持したいという欲求（所属欲求）が、存在し

ており、これは、生存と子孫を残すために社

会的な絆を形成し、維持しようとするもので、

進化の過程にその基盤を求めることができる

と推定されている18。 

                             
15 前掲注 12 73-74頁 
16 James S.House et al.,“Social Relationships and 

Health.”Science, 241, 1988,pp. 540-545. 
17 前掲注 16 p. 543. 
18 Roy F. Baumeister and Mark R. Leary,“The Need to 

Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a 

Fundamental Human Motivation. ”  Psychological 

Bulletin 117, 1995, p. 499. 

所属欲求には、少なくとも葛藤や否定的情

動が伴わない他人との頻繁な接触や交流が必

要とされ、安定性、情動的関心、明確な将来

への継続性によって意味付けられた対人関係

や絆の存在に対する気付きが必要であるとさ

れる19。そして対人関係を通じて、それに応

じた供給（Provisions）を受け、人は欲求を

満たすものとされる20。対人関係を通じて供

給されるものとしては、例えば、親や配偶者

との関係からの「愛着（Attachment）」、友人

関 係 か ら の 「 社 会 的 統 合 （ Social 

Integration）」、子どもに提供される「養育の

機会（Opportunity for Nurturance）」、同僚

との関係からの「価値の再確認（Reassurance 

of Worth）」、家族や親族との関係からの継続

的な「信頼関係があるという感覚（A Sense of 

Reliable Alliance）」、指導者との関係からの

「指導の獲得（The Obtaining of Guidance）」

があげられている。これらの関係性に基づく

供給は、個人や人生における場面によって重

要度が異なり、必要なときに供給を受けられ

るかどうかが重要であり、これらの供給が受

けられなくなると、心理的苦痛がもたらされ

るとされる21。 

この関係性に基づく供給は、人間関係の心

理的機能として、他者から提供を受ける、他

者と共有する、他者に提供するという三種が

考えられるべきであるとされる22。人は、こ

の心理的機能を通じて欲求を満たす。 

この欲求充足は、主観的側面が強い。例え

ば、社会的関係においては、接触頻度などの

                             
19 前掲注 18 p. 500. 
20 所属欲求を満たす他人との関係性について、一人の人間

との関係が失われても、ある程度別の人間との関係で補う

ことができるとされている。一方、成人の人間関係の基盤

として子どもの時の母親との結び付き（アタッチメント）

の影響を強調する立場もある（前掲注 18 pp. 499-500.）。 
21  Robert S. Weiss, “ The provisions of social 

relationships,” Zick. Rubin (Ed.)， Doing unto others. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.1974, pp.23-25. 
22 高橋惠子『人間関係の心理学 愛情のネットワークの生

涯発達』東京大学出版会（2010）60頁 
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社会的関与に関する量的測度よりも、現在の

関係に対する満足度の方が孤独の予測因とし

て有効であるとする研究がある23。また実験

では、催眠術を使って、被験者の中に孤独及

び社会とつながっている感じを再現すること

に成功している24。ただ社会的接触などを通

じて欲求充足の前提となる情報が伝えられる

ものと考えられるため、客観的側面について

も考慮される必要がある。 

 

４ 孤独に伴う苦痛とそれに対する対処行動 

孤独の心理的苦痛の内容としては、因子分

析の結果、「絶望」（自暴自棄の、うろたえた、

孤立無援の、など）、「抑うつ」（悲しい、空虚

な、疎外された、など）、「耐えがたい退屈」

（イライラした、退屈な、どこかよそに行き

たい、など）、「自己非難」（魅力のない、自己

卑下、愚かな、など）という４つの感情が導

かれた25。そして孤独に伴う苦痛の内容につ

いては、主にこの４つの感情に要約されると

する指摘がある26。 

これらの孤独に伴う苦痛に対しては、さま

ざまな対処行動がとられる。例えば、人の認

知作用を重視する立場から、「現状を受容する

ための対処」（置かれている状況を評価する基

準の変更、一人でいる状況を楽しむことがで

                             
23 キャロリン・Ｅ・カトロナ（広沢俊宗訳)「大学への適

応：孤独感と社会的適応の過程」レシシア・アン・ペプロ

ー、ダニエル・パールマン編（加藤義明監訳）『孤独感の

心理学』誠信書房（1988）190-192頁（Carolyn E.Cutrona,

“Transition to collage: Loneliness and the process of 

social adjustment,” Letitia Anne Peplau and Daniel 

Perlman (Eds.）， Loneliness: A sourcebook of current 

theory，  research and therapy : New York: Wiley 

Interscience, 1982.) 
24 前掲注４ p. 151. 
25 カーリン・ルーベンスタイン、フィリップ・シェーバー

（工藤力訳)「孤独感の経験」レシシア・アン・ペプロー、

ダニエル・パールマン編（加藤義明監訳）『孤独感の心理

学』誠信書房（1988）95頁（Carin M.Rubenstein and Phillip 

Shaver，“The experience of loneliness,” Letitia Anne 

Peplau and Daniel Perlman (Eds. ）， Loneliness: A 

sourcebook of current theory， research and therapy : 

New York: Wiley Interscience, 1982.) 
26 前掲注３ p. 705. 

きる課題の選択）、「より高い社会的関係の実

現」（社交クラブへの参加、現在の人間関係の

質をより深めること）、「孤独の最小化」（孤独

そのものの否認・合理化、アルコールや薬物

使用など孤独の否定的影響を緩和するための

行動への従事）があげられる27。 

実際に被験者に対し、孤独を感じた時の対

処方法について尋ね、あらかじめ示した対処

項目の中から選んでもらった結果をまとめ、

因子分析を行い、抽出された因子について同

時に測定した孤独との関係を調べた研究が米

国と日本にある（表１、２）。 

 

                             
27 前掲注 11 pp. 52-54. 
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米国の研究（表１）28では、「悲しき無抵抗」、

「積極的独居」、「浪費」、「社会的接触」とい

う４つが導き出された。そして「孤独」とい

うキーワードを含む８つの質問項目から構成

されるＮＹＵ孤独感尺度によって測定された

孤独との相関を調べてみると、「悲しき無抵抗」

の因子は、孤独と正の強い相関を示した。し

かし、「積極的独居」、「浪費」などの因子では、

孤独とほとんど相関がみられなかった。「社会

的接触」では若干の負の相関が示された。 

一方、日本における同様の研究（表２）29で

は、「身近な気晴らし」、「忍耐」、「対人接触」、

                             
28 前掲注 25 99-101 頁 
29 工藤力ほか「孤独感に関する研究（Ⅲ）: 孤独感に対す

る対処行動の解明」『大阪教育大学教育研究所報21』（1986）

67-70 頁 

「音楽的活動」、「創造的活動」、「脱環境的行

動」、「ギャンブル」、「彷徨」、「諦観的悟り」、

「受動的行動」の10の因子が導き出された。

この研究では、20の質問で構成されたＵＣＬ

Ａ孤独感尺度改訂版30の邦訳版31によって測

定された孤独（感）との相関をもとに、被験

者が孤独（感）高群と低群に分類された。そ

して孤独の強さと対処行動の関係が分析され、

各因子について孤独（感）高群と低群の平均

と標準偏差が示された。この結果から、孤独 

                             
30 Dan Russell et al,，“ The revised UCLA Loneliness 

Scale : Concurrent and discriminant validity evidence.” 

Journal of Personality and Social Psychology，39，1980,  

pp.  472-480. この尺度は、ＮＹＵ孤独感尺度と異なり、

質問には「孤独」という言葉を含んでいない。 
31 工藤力・西川正之「孤独感に関する研究（Ⅰ)－孤独感

尺度の信頼性･妥当性の検討－」『実験社会心理学研究 22』

（1983）99-108頁 

（表１）孤独（感）の強さとそれに対する対処行動（米国） 

対象 

複数の新聞に掲載された孤独に関する質問に対する回答のうち、マサチュー

セッツ州ウスターの新聞に対するもの（1,500）及びニューヨークの新聞に対

するもののうち、無作為に抽出したもの（2,000）を合わせた計3,500 

因子名 

対処項目 

「悲しき無抵抗」 

泣く、眠る、黙考する、何もしない、過食、精神安

定剤を飲む、テレビをみる、飲酒（深酒）する 

孤独と正の強い相関

（r=.42，p<.001） 

「積極的独居」 

勉強する、仕事する、著述する、音楽鑑賞、運動す

る、散策、趣味に熱中する、映画鑑賞、読書する、

音楽を演奏する 

孤独とほとんど相関

がみられず 

（r=.02， p<.001） 

「浪費」 

浪費する、ショッピングする 

孤独とほとんど相関

がみられず 

（r=.07， p<.001） 

「社会的接触」 

友達に電話する、誰かを訪問する 

孤独と若干の負の相

関 

（r=-.12，p<.001） 

注）ｒ：相関係数 ２つの変数間における関係の強さを示す。ｒの値は－１と１の間を示し、

絶対値１に近いほど両者の関係が強いことを示す。プラス・マイナスは関係の方向性を示す。

p：危険率 ｒの示したのと同じ結果が偶然に起こりうる確率を示す。

（出所）脚注 28に示した文献をもとに注を加筆の上作成 
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（表２）孤独（感）の強さとそれに対する対処行動（日本） 

  NS.：not significant  ***：p＜.001 **：p＜.01 *：p＜.05 

（出所）脚注 29に示した文献をもとに作成 

対象 

982名（大学生男性293名、大学生女性281名、20代社会人男性209名、30代社会人男性

117名、40代社会人男性82名） 

このうち孤独（感）高群は208名（孤独感得点44点以上の上位25％）、孤独（感）低群

は220名（孤独感得点31点以下の下位26.2％） 

因子名 

対処項目 

孤独感高群  孤独感低群 

Ｔ Ｐ 平均 標準偏差  平均 標準偏

差 

「身近な気晴らし」 

泣く、料理を作る、日記や手紙を書

く、ショッピングをする、食べる 

-0.124 0.793  0.009 0.931 1.591 NS 

「忍耐」 

思索する、時を待つ、自分を見つめ

る、じっと耐える、ひとりっきりで

いる、何もしないでいる 

0.179 0.833 ＞ -0.161 0.914 4.026 *** 

「対人接触」 

親しい人に会う、人に電話する、誰

かを訪問する 

-0.381 0.904 ＜ 0.358 0.781 9.038 *** 

「音楽的活動」 

音楽を聞く、楽器をひく 
-0.133 0.826 ＜ 0.083 0.725 2.885 ** 

「創造的活動」 

仕事や研究に打ち込む、何か（趣味

など）に熱中する 

-0.095 0.858 ＜ 0.117 0.735 2.756 ** 

「脱環境的行動」 

車やバイクを運転する、旅に出る、

知らない人に話しかける 

0.086 0.716  0.018 0.788 0.935 NS 

「ギャンブル」 

ギャンブルをしに行く、パチンコを

する 

0.165 0.941 ＞ -0.034 0.889 2.255 * 

「彷徨」 

外出する、歩きまわる、人の多い所

へ行く 

-0.057 0.765  0.025 0.841 1.056 NS 

「諦観的悟り」 

忘れるようにする、開き直る 
-0.127 0.774 ＜ 0.070 0.801 2,592 ** 

「受動的行動」 

テレビを見る、ラジオを聞く 
0.102 0.833 ＞ -0.122 0.763 2.910 ** 
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（感）高群が低群に比べて有意に採用する対

処行動は、「忍耐」、「ギャンブル」、「受動的行

動」であり、孤独低群が採用する対処行動は

「対人接触」、「音楽的行動」、「創造的活動」、

「諦観的悟り」であることが示された。 

これら２つの研究を比較すると、孤独に対

する対処行動では、孤独を強く感じている場

合には、米国の「悲しき無抵抗」、日本の「忍

耐」、「受動的行動」に共通するような消極的、

非活動的な特徴を有する対処行動がとられや

すいことがわかる。 

 

５ 悪循環に陥る危険性のある孤独 

前述したように孤独は、人の精神面、身体

面に大きな影響を与えるとされている。その

ため孤独のリスクを回避するとともに、孤独

に陥ってしまった場合には、脱出を目指すこ

とが望ましい。 

 孤独と所属欲求の関係を前提にすれば、こ

の欲求が断たれた状態である孤独から回復し

ようとする逆の欲求があってもおかしくはな

い。実際、社会的に排除されると、新しい友

人と接触したいという欲求が増加し、また将

来は一人ぼっちになるだろうという偽の脅か

しを伝えると他人といっしょに働きたいとい

う選好が強まるという研究がある32。孤独に

対する対処行動における「社会的接触」、「対

人接触」はその現れとみることができる。 

 しかし、これに対する障害になりうる要因

も存在する。孤独によってもたらされる実行

機 能 の 制 限 及 び 低 い 自 尊 心 （ lower 

self-esteem）である。まず実行機能とは、注

意力や抑制力を含む脳の統合機能を意味し、

日常生活において大きな役割を担っている。

しかし孤独によってこの機能が阻害されるこ

                             
32 Jon K. Maner et al.,“ Does Social Exclusion Motivate 

Interpersonal Reconnection? Resolving the Porcupine 

Problem”Journal of Personality and Social Psychology, 

92, 2007, pp. 45-46. 

とがある。例えば、孤独を抱えた人は、そう

でない人に比べて「両耳分離聴課題（dichotic 

listening task）」33では、注意力を発揮でき

ないことが示されている34。また、大学の学

部生に「将来、孤独になる」「将来、良い人間

関係に恵まれる」「将来、事故に遭う」との予

測を示し、グループに分けた上で、テスト（正

答はなし）と称された幾何学図形をトレース

する課題を与えたところ、一番早く諦めたの

は「将来、孤独になる」グループだった35。 

これは、将来の孤独に対するおそれは、「将来、

事故に遭う」おそれよりも、実行機能の持続

力、すなわち、根気を奪うことを示している。

こうした能力がうまく使えない場合、新しい

人間関係の形成に支障をきたすことになりか

ねない。 

また、自尊心とは、自分自身に対する評価

である。自分にとって大切な人物との関係の

喪失や、孤独に至った原因が自分にあるとと

らえることは、自尊心を混乱させ、それを低

いものとすることがある36。こうしてもたら

された低い自尊心のもとでは、社会的関係を

自己否定的に解釈するようになるとされる37。

孤独によって新しい人間関係を築こうとする

欲求が強められることを示した先の研究でも、

他人から否定的に評価されることに対する恐

れが高いと新しい人間関係を形成しようとす

る欲求が削がれてしまうという結果が示され

ている。これは、一度他人から否定されるこ

                             
33 左右の耳に同時に異なる聴覚刺激を与える課題。通常、

右利きの人は右耳優位であり、左耳に入ってくる情報を聞

き取るには注意力を必要とする。 
34 前掲注４ pp. 147-148. 
35 Roy F. Baumeister et al., “Social Exclusion Impairs 

Self-Regulation” Journal of Personality and Social 

Psychology, 88, 2005, pp. 595-596. 
36 Letitia Anne Peplau et al.,“Loneliness and self-

evaluation” Letitia Anne Peplau and Daniel Perlman 

(Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, 

research and therapy. New York: Wiley, 1982. pp. 

146-147. 
37 前掲注 36 p. 145. 
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とによって傷ついたため、防衛機構が作用し

たものとみられている38。 

これらの障害となりうる要因のために孤独

からの脱出に失敗した場合、例えば「低い自

尊心と孤独（感）の悪循環」39が形成される。

つまり、孤独からの脱出の失敗が、低い自尊

心を強化し、さらに孤独の中に閉じこもらせ

るような再循環を形成することになる。この

孤独を癒すために、自滅的との認識を持ちつ

つも、アルコール、薬物などの極端な摂取、

病的な賭博などの行為が習慣的になること

（アディクション）もある。 

以上、社会的孤立と孤独についてまとめて

みると、次のようになる。 

社会的孤立は、何らかの理由で家族やコミ

ュニティなどとの社会的関係が断絶すること

である。この社会的関係には、情緒関係がつ

いて回ることが多く、その意味で孤独の入り

口と位置付けることができる。 

前述のように、孤独は、人の持つ所属欲求

が関係しているものと考えられる。社会関係

を通じて相互にもたらされる心理的機能は人

に充足感を与えるが、この関係が断絶すると

充足感も失われ、苦痛をもたらすとみられる。

こうした苦痛に対しては対処行動がとられる

ほか、充足感の獲得に向けて新たな社会的関

係の形成に向けた動機付けが働く。しかし、

孤独によってもたらされた阻害要因が動機付

けを抑制しようと作用した場合には、結果と

して社会的関係の形成に支障をもたらす。社

会的関係の形成に失敗すれば、さらに孤独の

再循環を形成するおそれもある。このときに

は、苦痛の解消手段として社会的関係の形成

の代わりにアディクションを選択する場合も

ある。 

すなわち、社会的孤立から孤独へ推移する

                             
38 前掲注 32 p. 53. 
39 前掲注 25 100頁 

ことは一つのシナリオとして考えることがで

きる（図１）。 

 

Ⅱ 我が国における高齢者の社会的孤立 

前節では、社会的孤立と孤独に関する一般

論を展開した。本節では、我が国における高

齢者の社会的孤立の現状、現実化している問

題（孤立死、高齢者の犯罪40）、我が国の基本

的枠組み及び最近の主な取組及び孤独の観点

からみた高齢者の社会的孤立について述べる。 

 

１ 我が国の高齢者の社会的孤立の現状 

我が国では、超高齢化が進んでおり、単独

世帯数も増加する傾向にある。 

我が国の総人口は、平成 25 年３月現在、

１億 2,734 万人となっており、65歳以上の者

の人口は、3,129 万人で、総人口に占める割

合は、24.6％である41。また、60 歳以上の人

口は、4,126 万人で国連が規定する超高齢社

会の基準（60歳以上の者が総人口に占める割

合が21％を超過）42を超える32.4％である43。

65 歳以上の単独世帯数は、平成 22 年に 501

万８千世帯を占め、平成元年の 159 万２千世

帯に比較して大幅に増加している44。そして

平成 47年には、762 万世帯まで増加すると予

測されている45。 

 

                             
40 ここで取り上げた問題以外にも、例えば、社会的に孤立

した高齢者は、社会的消費契約のトラブルに巻き込まれや

すいとの指摘もある（前掲注１ 59頁）。 
41 総務省統計局『人口推計』（平成 25年８月報） 
42 国連人口基金東京事務所ＨＰ＜http://www.unfpa.or.jp/

issues/glossary.php?eid=00002＞（last access 2013.

8.15） 
43 前脚注 41 
44 厚生労働省『平成24年 国民生活基礎調査』平成 22年

の数値を使ったのは、同 23 年の数値が、岩手、宮城、福

島各県を除いたものであり、同 24 年の数値が福島県を除

いたものであるためである。 
45 国立社会保障･人口問題研究所『日本の世帯数の将来推

計（全国推計）』（平成 25年１月推計） 
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（図１）「社会的孤立から孤独への推移」の概念

 

 

                           

また、60歳以上の高齢者のうち、８割近く

は生きがいを感じている。しかし友人・仲間

のいない者は 40.4％、近所づきあいがほとん

どない者は、51.2％しか生きがいを感じてい

ない（表３）。同じような結果を示した調査も

ある46。表によれば、同居形態が単身世帯の

者のうち、68％が生きがいを感じているとさ

れる。 

以上を踏まえれば、友人・仲間がいないこ

とや近所づきあいがないことは、情緒関係を

喪失した状態（社会的孤立）であり、高齢者

の中にはこうした社会的孤立の状態にある者

が少なからず存在するものとみることができ

る。一方、同居形態が単独世帯の者は、一概

に情緒関係を喪失しているとは断定できない。

単独世帯になったきっかけに注目する必要が

                             
46 内閣府『高齢者の地域社会への参加に関する意識調査』

（平成 20年） 

ある。例えば、失業、退職、離婚、配偶者と

の離別などは、社会的関係の喪失につながる

ため、社会的孤立に陥る可能性が高まる。 

そして今後の単独世帯の増加とともに、社

会的孤立に陥る潜在的危険性も増大すること

になる。 

こうした社会的孤立は、孤立死、高齢者に

よる犯罪などの現実化している問題の素地と

なるだけではなく、生きがいや尊厳といった

外部から見えない高齢者の内面にも深刻な影

響をもたらしているとされる47。 

 

２ 現実化している問題 孤立死 

孤立死については、報道で取り上げられる

ことも多い。しかし、定義の曖昧さを理由に

把握は進んでおらず、行政上の目的のために 

 

                             
47 前掲注１ 57頁 

孤孤 独 社会的孤立

情緒関係

からの充

足感の喪

失 

（脚注 21）

脱出成功

脱出失敗 実行機能の制限

（脚注 34、35）

客
観
的
孤
立 

苦
痛
（
脚
注
25
、
26
）

対
処
（
脚
注
28
、
29
）

障害となり

うる要因

低い自尊心

（脚注 37、38）

「低い自尊心と

孤独（感）の悪

循環」（脚注 39）



 

140 RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

論論  文 

（表３）どの程度生きがい（喜びや楽しみ）を感じているか 

 

（出所）内閣府『平成 21年度高齢者の日常生活に関する意識調査』（平成 22年４月）をもとに作成 

 

統計を取っているのは、47都道府県のうち宮

城、高知、鹿児島の３県にとどまるという報

道もある48。孤立死の実態を端的に示すもの

の一つとしては、東京都福祉保健局東京都監

察医務院が独自に把握しているデータがある。

ここでは孤独（孤立）死を「単身世帯の者が

                             
48 『毎日新聞』（2012.9.2） 

自宅で死亡したこと、あるいはそのような死

亡の様態49」と定義し、東京都特別区 23区内

で自宅で死亡した 65 歳以上の一人暮らしの

者はこのところ毎年 2,000 人以上にも上る。 

なお、この東京都監察医務院の 2009 年時点

                             
49 金涌佳雅ほか『東京都 23 区における孤独死統計（平成

20～23年）：世帯分類別異状死統計調査』東京都監察医務

院編（2012）５頁 
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のデータ及び 2010 年版の「人口動態統計」を

もとに算出された 65 歳以上の高齢者の孤立

死の全国推計値として、死後「２日以上」経

て発見される死亡者数は、年間 26,821 人（男

性 16,616 人、女性 10,204 人）という数値が

示されている50。 

孤立死は、人間の尊厳を損なうものである

とされる51。また、孤立死による社会的影響

も無視できない。例えば、遺体の処理、遺品

整理などの後始末に関する人的経済的コスト

がかかる、コミュニティなどの地域に波風を

立てる、孤立死のあったマンションなどの資

産価値を下げる、などの影響が示されてい

る52。 

３ 現実化している問題 高齢者による犯罪 

高齢者の犯罪者数は増加傾向にあるとされ

る。高齢者の検挙人員は、他の年齢層と異な

り、増加傾向が著しく、平成 23年は、同４年

の検挙人員の約 6.3 倍となっており、また、

一般刑法犯検挙人員の人口比の推移について、

各年齢層で比較すると、平成４年と比較した

同 23 年の人口比の伸び率では、高齢者は約

3.4 倍にまで上昇しているとされる（20～29

歳で約 1.1 倍、30～39 歳で約 1.4 倍、40～49

歳で約1.3倍、50～64歳で約1.7倍の上昇）53。 

こうした高齢犯罪者の実態を知るために、

は、法務総合研究所が、東京地方検察庁及び

東京区検察庁の協力を得て、有罪の裁判が確

定した者による刑事事件の記録を精査するこ

とにより実施した特別調査の一環として高齢

者犯罪者の犯行の背景にあると推測される要

因を取りまとめた（表４）。 

その特定された８つの要因を対象者の４つ

                             
50 ニッセイ基礎研究所『セルフ・ネグレクトと孤立死に関

する実態把握と地域支援のあり方に関する調査研究報告

書』（2011）22頁 
51 前掲注１ 58頁 
52 前脚注 13 5-7頁 
53 法務省『平成 24年版犯罪白書』 165-166頁 

の基準に応じた分類に沿って整理したものが

（表５）である。 

対象者は、「高齢初発群」（本件までに前歴

（微罪処分又は起訴猶予までの処分）及び前

科がなく、本件が初犯の者のグループ）、「前

歴あり群」（本件までに 1回以上の前歴を有し

ているが、受刑歴はない者のグループ）、「前

科あり群」（本件までに 1回以上の前科を有し

ているが、受刑歴はないグループ）及び「受

刑歴あり群」（本件までに 1回以上の受刑歴を

有する者のグループ）という基準に沿って分

類された。 

特定された要因の中には、犯罪の背景に社

会的孤立との関係をうかがわせる要素がある。

例えば、「疎外感・被差別感」は、孤立した生

活を前提としている。「問題の抱え込み」では

頼るべき相手がいないことが前提となってい

るし、「頑固・偏狭な態度」では自分が原因で

他者との関係に支障を来たしている。 

なお、前歴、前科、受刑歴がある場合、そ

のことが社会的関係を形成するためのハンデ

ィキャップとなり、自尊心の低下につながる

可能性もある。 

研究のまとめでも、高齢者犯罪の発生を防

止するために地域住民の支援や就労先の確保

等地域社会において高齢者を孤立させないシ

ステムの構築の必要性が指摘されている54。

 

                             
54 法務省『平成 20年版犯罪白書』 283頁 
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(表４)高齢者犯罪者の犯行の背景にあると推測される要因 

 

名   称 内             容 

経済的不安 現在又は将来の経済的不安

健康不安 老化による体力の衰えや病気への不安、死に対する恐怖感等

問題の抱え込み 頼るべき相手がわからなかったり、迷惑を掛けたくないなどと思い、

あるいは福祉等に関する知識や理解が不十分で行政にも頼れないなど

と追い詰められた心境

頑固・偏狭な態度 適切な判断や認識ができにくく、柔軟な発想が困難になりがちで他者

との対応に支障が生じやすかったり、頑固でゆがんだ考えを捨てない

態度

疎外感・被差別感 「周囲の人々から嫌われている」、あるいは「相手にされていない」と

感じていたり、対人関係が希薄で孤独な生活を送っていること

自尊心・プライド 「若い者にばかにされているような気がする」「年長者として敬意が払

われていない」などの不満

開き直り・甘え 「高齢者だから、多少の違法行為は見逃してもらえるだろう」などと

いう安易な考え

あきらめ・ホーム

レス志向

現実から逃避し、自分が築いてきたものを投げ出すような心理的傾向

や無気力な生活習慣

（注）当表は、「当該高齢者が犯行に至った経緯・動機、犯行状況等、前科・前歴、従前の生活態

度・就業状況等に関する供述内容等を、調査者において総合的に勘案・評価し、当該事案の背景に

あると推測される要因を特定したもの」（法務省『平成 20 年版犯罪白書』 282 頁）である。 

（出所）法務省『平成 20 年版犯罪白書』をもとに作成 
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（表５）高齢者の前科・前歴別犯行の背景 

 

 

注１ 法務総合研究所の調査による。

 ２ 複数選択である。

 ３ 各分類の総数を占める比率である。

 ４ （ ）内は、実人員である。

（出所）法務省『平成 20 年版犯罪白書』 

 

４ 基本的枠組み及び最近の主な取組 

こうした高齢者の社会的孤立を防止する

ための国の施策の基本的枠組みは、高齢社会

対策基本法（平成７年法律第 129 号）及びそ

れに基づく「高齢社会対策大綱」（平成 24年

９月７日閣議決定）に定められている。 

高齢社会対策基本法は、「政府は、政府が

推進すべき高齢社会対策の指針として、基本

的かつ総合的な高齢社会対策の大綱を定め

なければならない」（第６条）と定めている。 

また「一人暮らしの高齢者等が住み慣れた

地域において、社会から孤立することなく継

続して安心した生活を営むことができるよ

うな体制整備を推進するため、民生委員、ボ

ランティア、民間事業者等と行政との連携に

より、支援が必要な高齢者等の地域生活を支 
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（表６）平成 25 年版高齢社会白書に記載された 

高齢者の社会的孤立を防止するための国の主な補助事業等 

取組名 主な内容 備考

安心生活創造事業

（厚生労働省）

高齢者も含む一人暮らし世帯等が地域において

安心して暮らすことができるよう、定期的な基

盤支援（悲惨な孤立死などを予防するための見

守り・買物支援）が必要な者を対象に実施する

事業を支援する事業（平成 21年より実施） 

平成 25 年度はこの取

組を総合的なものへと

拡充した「安心生活基

盤構築事業」を実施 

地域福祉等推進特

別支援事業

（厚生労働省）

災害時の要援護者支援、孤立死・徘徊等の予防、

ボランティアの振興等の地域福祉等の推進のた

めの先駆的・試行的取組に対する補助事業

寄り添い型相談支

援事業

（厚生労働省）

生きにくさ、暮らしにくさを抱える人々に対し、

いつでも電話による相談を受けて悩みを傾聴す

るとともに、必要に応じ、面接相談や同行支援

を実施して具体的な問題解決に繋げる事業

被災地とそれ以外の地

域を対象とした事業

いわゆる「孤立死」

防止対策

（厚生労働省）

社会的孤立にある人の情報を行政窓口で一元化

することや関係者間の連携強化などを盛り込ん

だ総合的通知を自治体に通知

「地域において支援を

必要する者の把握及び

適切な支援のための方

策について」（平成 24 

年５月 11 日社援地発

0511 第１号厚生労働

省社会・援護局地域福

祉課長通知） 

地域自立型買い物

弱者対策支援事業

（経済産業省）

近隣に生鮮三品をはじめとした生活必需品を扱

う店舗がなくなり、日常の買い物に不便を感じ

ている高齢者等のいわゆる「買い物弱者」に対

して、買い物機会を提供する事業

平成 24 年度補正予算

事業 

（出所）平成 25 年版高齢社会白書、厚生労働省資料、経済産業省資料をもとに作成

えるための地域づくりを進める各種施策を

推進していく」55とされている。 

高齢者の社会的孤立を防止するための国

の施策については、まず生活保護制度や介護

保険制度がある。その他に市区町村が主体と

なって実施する地域福祉活動（社会福祉法

（昭和 26年法律第 45 号）に基づくもの）が

ある。また国は、各種の地域活動を支援する

                             
55 『高齢社会対策大綱』 17 頁 

ため補助事業等を実施している。最近の取組

として、平成 25 年版高齢社会白書に記載さ

れたものは表６のとおりである。 

５ 孤独の観点からみる高齢者の社会的孤

立 

ここでは、いままでの孤独に関する議論を

踏まえ、「社会的孤立から孤独への推移」と

いう視点から、孤独に伴う主観的苦痛を踏ま
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え、高齢者の社会的孤立に関する問題につい

て一つのシナリオを示す。

前述のように「社会的孤立から孤独への推

移」のプロセスでは、まず社会的孤立の中で、

対人関係を通じた生きがいなどの主観的充

足感が獲得できないと、苦痛を感じるように

なる（孤独への推移）。次にこの苦痛を解消

するために対人接触などの行動を起こし、孤

独から脱出を図る（孤独からの脱出）。とこ

ろが高齢者では、このとおりには進まず、孤

立死や犯罪などの社会問題との関係が指摘

されるに至る。

こうした結果をもたらすと考えられる高

齢者特有の要因の一つは、高齢者が、肉体的

衰え、退職による収入の減少などの点から、

もともと社会的孤立に陥りやすい関係弱者

であるという指摘がある56。これは、高齢者

が一度社会的孤立から孤独に至ると、その状

況から脱出するためには、高いハードルを越

えなければならないことを意味する。

孤独に伴う苦痛を解消するために対人接

触などの行動を起こすにしても、例えば病気

によって行動が制限され、あるいは経済的に

困窮するなかで、新たに人間関係を構築して

いくのは困難である。

さらに孤独によって自尊心が低くなり、ま

た実行機能が損なわれている場合も、この状

況からの脱出はより難しいものとなる。 

孤独からの脱出の失敗は、低い自尊心をさ

らに強化し、孤独の悪循環を形成する。この

中で孤独から脱出することをあきらめ、その

まま孤立死に至るか、あるいは例えば、犯罪、

アディクションなど忍耐を必要としない安

易な孤独からの脱出方法を選択することが

想定される。 

以上が想定されるシナリオである。 

高齢者が一人でいるからといって常に社

                             
56 前掲注 12 94 頁 

会的孤立に陥るとは限らない。しかし、前述

のように高齢者には、孤立に陥る潜在的危険

性がある。不幸にして社会的孤立に陥り、孤

立死や犯罪の問題に直面したとしても、孤立

しているというだけでは、これらのことは説

明できない。孤立死では、なぜ誰かに助けを

求めなかったのか、高齢者の犯罪では、何が

犯罪に走らせたのか、という疑問に対し、孤

独に伴う主観的苦痛とそれに対する対処に

ついて考慮することで説明できるようにな

る。すなわち、「社会的孤立から孤独への推

移」があり、孤独に伴う主観的苦痛という要

素を考慮することで社会的孤立の文脈に深

みを加えることができるようになるのであ

る。 

 

おわりに 

本稿では、高齢者の社会的孤立に係る問題

のうち、孤立死、高齢者の犯罪について、「社

会的孤立から孤独への推移」という視点から、

孤独に伴う主観的苦痛を加えることで、より

説明しやすくなることを示した。 

こうした「社会的孤立から孤独への推移」

を念頭においたアプローチとしては、２つの

ものが考えられる。第１は社会とのつながり

を保つことである。例えば、「高齢社会対策

大綱」における「社会とのつながりを失わせ

ないような取組」である。「安心生活創造事

業」による見守りによって、少なくとも高齢

者の持つ孤独感の軽減や高齢者への安心感

の提供につながる57。

第２は情緒関係の形成である。社会的孤立

となり、孤独を最終的に癒すためには、情緒

関係から供給を受けることが不可欠なので

ある。しかし、孤立となり、孤独に陥った者

が新たな情緒関係を形成していくことは困

                             
57 厚生労働省『安心生活創造事業推進検討会報告書』（2011）

10 頁 
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難を伴う。また、外見上、社会的に孤立して

いるようにみえても、一人でいることを楽し

んでいる高齢者もいるはずである。したがっ

て、公的機関なり、コミュニティがどこまで

関与したらよいのかという線引きも難しい。

これはすでに行われているさまざまな取組

を踏まえて試行錯誤していくしかない。 

また、何らかの理由で社会的孤立に陥り、

そのまま苦痛を伴う孤独に推移して抜け出

せなくなるというプロセスはこのほかにも

適用できるケースはあるものと考えられる。

例えば、自殺、ひきこもり問題である。 

自殺については、内閣府の「平成25年版自

殺対策白書」によると、我が国の自殺者数は、

平成10年以降、14年連続で３万人を超える状

態が続いていたが、平成24年の自殺者数は、

総数２万7,858人であり、15年振りに３万人

を下回ったとされる58。しかし自殺死亡率と

内閣府の「国民生活に関する世論調査」にお

ける「日頃の生活の中で、悩みや不安を感じ

ている」との質問に対する回答との関連性が

指摘されている59。 

ひきこもりについては、15～39 歳の 5,000

人を対象とし、3,287 人（65.7％）の回答を

もとに「ふだんは家にいるが，自分の趣味に

関する用事の時だけ外出する」とする準ひき

こもりを含めた広義のひきこもりの推定数

は、69.6 万人とされている60。ひきこもりに

なった主なきっかけは、「職場になじめなか

った」（23.7％）、「病気」（23.7％）、「就職活

動がうまくいかなかった」（20.3％）とされ

ている61。ひきこもりの継続については、「年

齢相応の学習や社会的体験の機会を逃すだ

けでなく、学校や社会の通常の活動に再び参

加するチャレンジの場を提供される機会が

                             
58 内閣府『平成 25 年版自殺対策白書』 ２頁 
59 同上 26 頁 
60 内閣府「若者の意識に関する調査」（2010） 
61 同上 

徐々に減っていき、さらにはひきこもってい

た時期が就労での障害となりやすいことな

どもあり、長期化はひきこもり状態から社会

参加への展開を妨げる高い壁を形成する可

能性があります」62との指摘がある。いずれ

のケースでもすでに国等による対策がとら

れている。しかし、これらの問題について、

「社会的孤立から孤独への推移」という視点

を加えてみることは有益であると考えられ

る。 

高齢者の問題については、第１次的に社会

的に孤立しないようにすることは言うまで

もない。加えて様々な施策の実施について、

孤独とそれに伴う主観的苦痛についても念

頭に置くことも有意義ではないかと考える。

このために、今後、社会的孤立と孤独の関係

についての知見を深めていくことが期待さ

れる。 

                             
62 「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」（2007）

12 頁（厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究

事業「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態

把握と精神医学的治療・援助システムの構築に関する研

究」） 
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学校における道徳教育の変遷と課題 
 

衆 議 院 調 査 局 

教育制度等に関する研究会 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 我が国の学校における道徳教育は、明治初期の尋常小学校の修身口授に始まり、当初は、西

洋の近代市民倫理と伝統的な儒教主義道徳のいずれに重点を置くのか論争があった。その後、

伝統的儒教主義の傾向が強まり、教育勅語の渙発後はその趣旨に基づいて修身教育が展開され

た。明治 37 年から昭和 20 年までは、５期にわたって国定修身教科書が使用された。その内容

は、個人や社会に関する内容に重点が置かれた第一期から、第一次世界大戦後の国際協調が重

視された第三期を経て、戦時下を背景に国家に関する内容に重点が置かれた第五期まで変遷し

ており、各時代を反映した特徴がみられる。 

 終戦後、道徳教育については、日本側には修身に代えて新たに公民科を設ける構想もあった

が、昭和 20 年末のＧＨＱの指令により修身の授業は停止された。その後、新たな教育制度の

導入とともに、道徳教育は社会科を中心に行われることとなるが、十分でないとの声は根強く、

昭和 33 年に小中学校に道徳の時間が特設された。以後、道徳の時間を要として学校の教育活

動全体で道徳教育が行われることとなり現在に至るが、この間、学習指導要領の改訂とともに、

道徳教育の在り方については、様々な問題提起があり、政府の各種審議会等でも検討が行われ

てきた。 

 道徳の教科化の検討に当たっては、教科書や教員免許等の制度面のみならず、他の教育活動

との関連も含め、教育内容・方法についても、実態に即した十分な議論が期待される。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構成》 

はじめに 

Ⅰ 修身科の成立と変遷 

Ⅱ 戦後の道徳教育(1) 

―道徳の時間の特設まで― 

Ⅲ 戦後の道徳教育(2) 

―道徳の時間の特設後― 

Ⅳ 道徳教育の充実と教科化の課題 

おわりに  

 

はじめに 

平成 25年２月、政府の教育再生実行会議は、

道徳の教科化の方向を打ち出し、現在、文部

科学省において検討が進められている。そこ

で、本稿では、今後の道徳教育の在り方の議

論に資するため、我が国の学校における道徳

教育がどのように展開してきたか、大きく分

けて次の三点について、その概要を示すこと

とする。 

第一に、道徳の教科化に関する議論では、

戦前の修身の復活を懸念する指摘もみられる

が、明治維新後、学校における道徳教育は、

どのように行われてきたのか。明治期におけ

る修身科の成立と変遷、５期にわたる国定修

身教科書の内容について概観する。（Ⅰ章） 

第二に、戦後、道徳教育については、ＧＨ

Ｑの指令により修身の授業が停止された後、

社会科を中心に行うこととされ、主権回復後、
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道徳の時間の特設に至るが、教科とはされな

かった。道徳の時間の特設までの道徳教育を

めぐる経緯を整理して述べる。（Ⅱ章） 

第三に、道徳の時間の特設後から現在まで

の道徳教育に関わる動き（学習指導要領の改

訂、臨時教育審議会、教育基本法の全面改正、

教育再生会議、心のノート など）を整理す

るとともに、道徳教育教科化の検討に当たっ

ての現状や課題についても触れることとした

い。（Ⅲ章、Ⅳ章） 

 

Ⅰ 修身科の成立と変遷1 

１ 学制制定から教育勅語渙発までの道徳教

育 

(1) 「学制」の制定と「修身
ぎょうぎ

口授
のさとし

」 

明治維新直後は、江戸時代以来の諸藩がな

お存続しており、個別独自に藩内の教育を統

括していたが、明治４年（1871）７月の廃藩

置県の後、全国の教育行政を統括する機関と

して文部省が設置され、翌５年（1872）８月

に太政官布告として維新政府による初めての

近代学校制度である「学制」が公布された2。 

学制の第 21章において、「人民一般必ス学

ハスンハアルへカラサルモノトス」とされた

尋常小学校下等の教科のうち、道徳教育に直

接かかわる修身は６番目に挙げられていた3。 

 

 

 

 

 

                             
1 以下Ⅰ章の歴史的な経過等に係る記述に関し、本文、脚

注等で特に記載がない場合は、文部省『学制百年史』帝国

地方行政学会（1974）のほか後掲の参考文献によった。 
2 全国を８大学区、１大学区を32中学区、１中学区を210

小学区に区分し、学区制により学校（大学校８校、中学校

256 校、小学校 53,760 校）を設置しようとするものであ

った。 
3 学制においては、「下等小学教科」として、「１ 綴字、

２ 習字、３ 単語、４ 会話、５ 読本、６ 修身、７ 書牘、

８ 文法、９ 算術、10 養生法、11 地学大意、12 理学大

意、13 体術、14 唱歌」と掲げられていた。 

（図１）学制（表紙） 

 

（出所）文部省『学制百年史』帝国地方行政学会

（1972）巻頭 

 

その後同年９月に公布された「小学教則」

において、修身は、尋常小学校下等第八級（入

学１年目の前半６か月）から第五級（入学２

年目の後半６か月）に「修身
ぎょうぎ

口授
のさとし

」として位

置付けられ、下等小学の最初の２年間に課す

べきものとして置かれた。その教授方法は、

次に示すように、文部省が指定する修身教科

書を用いて教師が口授によって教えるものと

されていた。 

 

第八級 六ヶ月 一日五字一週三十字ノ課程

日曜日ヲ除ク以下之ニ倣ヘ 

修身口授 一週二字 即二日置キニ一字 

民家童蒙解・童蒙教草等ヲ以テ教師口ツ

カラ縷々
る る

之ヲ説諭ス4 

 

文部省が指定した修身教科書としては、小

学教則で示された『民家童
どう

蒙
もう

解
かい

』（青木輔清訳）、

『童
どう

蒙
もう

教
おしえ

草
くさ

』（福沢諭吉訳）のほか、『修身論』

（阿部泰蔵訳）、『泰西勧善
かんぜん

訓
くん

蒙
もう

』（箕作麟祥訳）

などがあったが、いずれの修身教科書も欧米

の著述を日本人が翻訳したものであった。 

 

                             
4 「一日五字一週三十字」は「１日に５時間、１週間で

30時間」の意であり、「修身口授」は、「１週間に２時間、

すなわち２日おきに１時間」とされていた。 
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（図２）童蒙をしへ草 

 

（出所）チャンブル（福澤諭吉訳）『童蒙教草』（1872）

（原書名：Roberts Chambers, The Moral 

Class-Book） 

 

(2) 道徳教育の在り方をめぐる論争の高まり 

ア 「教育令」の公布 

学制の制定後、政府、地方官は学校の普及、

就学の奨励などに努め、就学率の上昇をみた

が、もともと学制は、欧米の教育制度を模範

としており、我が国の実情に合わない点も多

く、全国的に実施することが困難な状況にあ

った5。 

このため政府は、明治 12（1879）年９月に

学制を廃止し、教育令を公布した。教育令で

は、「小学校ハ普通ノ教育ヲ児童ニ授クル所ニ

シテ其学科ヲ読書習字算術地理歴史修身等ノ

初歩トス」（第３条）と規定されており、修身

は学科の最後に位置付けられていた。 

イ 明治天皇による「教学聖旨」 

明治 12（1879）年夏、「教学聖旨」が示さ

れた。これは、明治天皇が前年の夏から秋に

かけて全国各地を巡幸した際に、諸学校を詳

細に視察し、その感想を侍講
じ こ う

の元田永孚
ながざね

に起

草させて下賜したものであり、「教学大旨」と

「小学条目二件」からなる。 

 

 

                             
5 文部省『学制百年史』帝国地方行政学会（1972）145 頁 

（図３）教学聖旨 

 

（出所）国民精神文化研究所編『教育勅語渙発関係

資料 第一巻』（1938） 

 

 

(ｱ) 「教学大旨」 

「教学大旨」では、我が国の教学の要は仁

義忠孝を明らかにして知識や才芸を究め、人

の人たる道を完
まっと

うすることであり、今後は、

過度の欧化主義を改め、孔子の教えを道徳の

模範として、その上で各学科を修めるべきで

ある、という趣旨が述べられている。 

(ｲ) 「小学条目二件」 

「小学条目二件」では、 ①仁義忠孝の道徳

心は幼少のころからつちかい育てなくてはな

らない、そのために忠臣、義士、孝子、節婦

の絵図を用いて忠孝の大義を第一に感覚させ

ることが大切である、 ②徒に西洋語を学んで

も、多くの場合は高尚な空論だけで終わるこ

とが少なくない。それよりも、農商には農商

の学科を設けて、やがてその道のためになる

教則ができることが望ましい、という内容で

あった。 

以上のように「教学聖旨」では、儒教的な

道徳教育が我が国の教学の中心として確立さ

れるべき旨が強調されている。 
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ウ 徳育論争6 

(ｱ) 伊藤博文の「教育議」 

この「教学聖旨」に対する意見を求められ

た伊藤博文内務卿は、明治 12（1879）年９月

にその見解を「教育議」として天皇に奏上し

た。「教育議」の内容は、①道徳の頽廃は、明

治維新という大変革によって生じたものであ

り、再び儒教道徳に戻るのは誤りであること、

②一つの国教（国の道徳的規準）を立てるこ

とは望ましくない、というものであった。 

(ｲ) 元田永孚
ながざね

の「教育議付議」 

伊藤博文の「教育議」に対して元田永孚
ながざね

は、

「教育議付議」として反論意見をまとめ、改

めて天皇に奏上した。その内容は、①西洋の

倫理は君臣の義が薄く、夫婦の道徳を父子の

道徳の上位に置いているが、これはキリスト

教を基本としたものであり、我が国の伝統的

な道徳とは矛盾している、②国教は新しいも

のではなく、皇祖皇宗の遺訓を明らかにする

ことであり、明治天皇が在位している今こそ

国教を明らかにする時期である、というもの

であった。 

こうした伊藤博文と元田永孚
ながざね

に代表される

道徳教育の在り方をめぐる論争（徳育論争）

は、明治 23（1890）年に教育勅語（教育ニ関

スル勅語）が渙発されるまで続いた。 

 

(3) 儒教主義と暗記中心の修身科への転換 

ア 「小学修身訓」の刊行 

明治 13（1880）年３月、文部省に設置され

た編輯局の局長に西村茂樹が就任し、翌４月

に『小学修身訓』（上下二巻）が文部省から刊

行された。 

上巻は学問、生業、立志、修得の４項目、

下巻は養智、処事、家倫、交際の４項目から

構成され、その内容は主として東洋の古典か

                             
6 伊藤博文の「教育議」及び元田永孚（ながざね）の「教

育議付議」の内容に係る記述は、貝塚茂樹『道徳教育の教

科書』学術出版会（2009）27頁によった。 

ら格言名句を選んで集録したものであり、仁

義忠孝を中心とする儒教主義が基本7となっ

ている。同書の凡例では「小学教師タル者ハ。

此ノ書ニ載スル所ノ格言ヲ以テ本文トシ。或

ハ其義ヲ敷衍シ。或ハ故事ヲ引用シテ之ヲ講

解シ。以テ生徒ノ心ヲ感発開悟スルコトアラ

シメンヲ要ス」と示されていた。嘉言を暗記

させて道徳を体得させようとする教授法は、

「小学生にはむずかしい内容だと思われるが、

『熟読暗記』させて忘れないように記憶させ

れば、生徒は次第にその意味を了解し、一生

道徳的に役立てることができるであろう8」と

いう理解に基づいていた。 

 

（図４）文部省『小学修身訓』(1880) 

 
（出所）海後宗臣監修『図説 教科書の歴史』日本

図書センター（1996）297 頁 

 

『小学修身訓』の刊行により、それまでの

欧米の翻訳修身教科書から儒教主義の修身教

科書への流れが明確になるとともに、口授が

主体であった修身科の教授方法は、暗記と読

解を中心とするものへと大きく変化した9。 

イ 教育令の改正 

教育令は、公布翌年の明治 13（1880）年 12

月に改正された。政府の統制、府知事県令の

                             
7 文部省・前掲注５ 164 頁 
8 勝部真長・渋川久子『道徳教育の歴史』玉川大学出版部

（1984）36頁 
9 押谷由夫編著『道徳性形成・徳育論』放送大学教育振興

会（2011）108-109頁 
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権限や就学義務に関する規定の強化等ととも

に、改正教育令第３条では、「小学校ハ普通ノ

教育ヲ児童ニ授クル所ニシテ其学科ヲ修身読

書習字算術地理歴史等ノ初歩トス」とされ、

これまで学科の最後に置かれていた修身科が

筆頭の学科として置かれた。 

同年６月、文部省は、地方学務局の中に取

調掛を設置し、当時使用されていた教科書を

調査し、不適当と認めた教科書名を同年８月

と９月に公示してその使用を禁止した。その

中には、かつて文部省が修身教科書として指

定した『修身論』（阿部泰蔵訳）や『泰西勧善
かんぜん

訓
くん

蒙
もう

』（箕作麟祥訳）といった翻訳教科書のほ

か、福沢諭吉、加藤弘之などの著書も含まれ

ていた。このことからも、欧米の翻訳修身教

科書から儒教主義修身教科書への転換がうか

がえる。 

ウ 「小学校教則綱領」の制定 

明治 14（1881）年５月に文部省が制定した

「小学校教則綱領」では、小学校は初等科３

年、中等科３年、高等科２年の８年とし、全

ての学年に修身科が置かれ、第 10条で修身科

について、次のように規定している。 

 

第 10 条 初等科ニ於テハ主トシテ簡易ノ格

言、事実等ニ就キ中等科及ビ高等科ニ於テ

ハ主トシテ稍高尚ノ格言、事実等ニ就テ児

童ノ徳性ヲ涵養スベシ。又兼テ作法ヲ授ケ

ンコトヲ要ス 

 

さらに、修身科の授業時間数についても、

初等科・中等科は週６時間、高等科で週３時

間が課された。学制期には、最初の２年間の

みに各週１～２時間とされていたことと比較

すると、修身科が大幅に重視されたことが読

み取れる。 

 

 

 

(4) 修身教科書を巡る動き 

ア 届け出制から事前の認可制へ 

学制制定後、学校で使用する教科書は、各

府県、学校で選択することとされていたが、

前述の「小学校教則綱領」において、採択し

た教科書を文部省に届け出る「開申制」とさ

れた。その後、明治 16（1883）年７月、府県

が採択使用する教科書を事前に文部省が認可

する「認可制」となり、明治 19（1886）年の

「検定制」へと変遷していった。 

イ 「小学修身書編纂方大意」の交付 

明治 15（1882）年５月、文部省が改正教育

令と小学校教則綱領の方針に基づいて府県に

交付した「小学修身書編纂方大意」では、学

校教育に従事する者の心得として、「我国体ヲ

明ニシ…（中略）…尊王愛国ノ心ヲ養成スル

ヲ以テ一大主脳ト為スベシ」とされた。そし

て、小学校の教育を一つの宗教に任せること

は好ましくない、欧米各国における修身学を

そのまま我が国の学校で教えることにも弊害

があるとした上で、儒教を我が国の教学と考

えてよいとしている10。 

このほか、修身科の教授法について、主に

以下のように示された11。 

 

一、小学修身ノ教授ハ修身学ヲ研究セシムルニ

非ズ。信用、謹慎、畏敬、愛望ノ諸感覚ヲ誘

導スルニ在リ 

一、初等科ノ口授ハ修身書中ニ掲載シタル聖賢

ノ善行、若クハ嘉言ヲ取リ、勉メテ平易ノ語

ヲ用ヒテ之ヲ演ジ、粗ヨリ精ニ及ボスヲ要ス 

一、小学ノ修身科ハ誦読ト口授トヲ兼用スベシ 

一、修身教科書ハ生徒ヲシテ之ヲ暗誦セシムベ

シ 

 

ウ 『小学修身書』の刊行 

文部省は明治 16（1883）年６月に『小学修

                             
10 押谷・前掲注９ 110頁 
11 宮田丈夫編著『道徳教育資料集成１』第一法規出版

（1959）11-14頁 
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身書 初等科之部』、翌 17（1884）年 11 月に

『小学修身書 中等科之部』を刊行した。 

 

（図５）文部省『小学修身書』（1883） 

 

（出所）海後宗臣監修『図説 教科書の歴史』日本

図書センター（1996）298 頁 

 

『小学修身書 初等科之部巻一』の巻頭に

掲げられている「教師須知七則」では、本書

は「古人の名言を輯録
しゅうろく

」したものであるから、

児童にそれらを暗誦させること、ただし、修

身科は特性の涵養を目的とするものだから、

読本の学習のように文字に拘泥しすぎないこ

と、暗誦させる際にも、児童の平常の言行に

注意し、なるべく編中の語を引証しながら、

善をほめ、非を戒めて、善に進ませるように

指導すること、また、わが国の人々は貴賤の

別なく、幼い時から「皇室を尊ぶの念」をお

こさなければならないこと、などを示してい

る12。 

 

(5) 教育勅語の渙発と道徳教育 

ア 森
もり

有礼
ありのり

文部大臣の下での道徳教育 

(ｱ) 小学校令の公布 

明治 18（1885）年 12 月に内閣制度が創設

され、初代の文部大臣に森有礼が就任した。

森文部大臣は、就任後、教育制度全般の改革

に着手し、明治 19（1886）年４月に公布した

小学校令では、「小学校ノ教科書ハ文部大臣ノ

検定シタルモノニ限ルヘシ」（第 13 条）と規

                             
12 勝部・前掲注８ 36頁 

定され、教科書の「検定制」が採用され、小

学校とともに中学校・師範学校についても実

施された。 

森文部大臣は、儒教経典からの嘉言集を教

科書として、これを児童に暗誦させ、字義の

解釈を主とする修身授業の在り方には批判的

であった。明治 19（1886）年５月に公布され

た「小学校ノ学科及其程度」の第 10条では、

修身科について「児童ニ適切ニシテ且理会シ

易キ簡易ナル事柄ヲ談話シ、日常ノ作法ヲ教

ヘ、教員身自カラ言行ノ模範ト」なることな

どを求めた。 

(ｲ) 修身教科書を採定しないよう通達 

森文部大臣は明治 20（1887）年５月、修身

科については必ずしも教科書を必要とせず、

むしろ使用しないことを可とする方針を決め、

地方長官に対し修身科の教科書を採定しない

ようにとの趣旨を通達し、その結果、修身科

の教授が教師の品性や能力に直接左右されて

しまうなどの弊害を生ずることにもなったと

される13。 

イ 地方長官会議の建議 

徳育論争が続く中14、明治 23（1890）年２

月に開かれた地方長官会議において、徳育問

題が議題とされた。同会議は、今後とるべき

方策として、①わが国にはわが国固有の倫理

の教えがある、この固有の倫理に基づいて徳

育の主義を確立すること、②徳育の主義が確

定したら、師範学校から中・小学校に至るま

で、倫理修身の教科書を選定してこの教えを

全国に宣べひろげ、かつ倫理修身の学科時間

を増し、徳育を盛んにすること、を内閣に建

                             
13 勝部・前掲注８ 55頁 
14 文部省・前掲注５ 277-278 頁では、「（明治）15年以後

になると、条約改正問題を控えて欧化主義思想が国内を支

配し、従来の徳育の方針と激しい対立を示すようになった。

そして徳育の方針に関し、論者は互いに自説を立てて論争

し、いわゆる『徳育の混乱』と称せられる状況を現出した。」

とされている。 
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議した（「徳育函養ノ義ニ付建議」）15。 

ウ 教育勅語の起草 

この建議を契機として、山縣有朋総理大臣

と芳川顕正文部大臣の責任の下に教育勅語

（教育ニ関スル勅語）の起草が進められ、そ

の文案は、井上毅
こわし

法制局長官による草案を骨

子として、元田永孚
ながざね

枢密顧問官らが加わり何

度かの修正を経て成文化された。 

教育勅語は、①政治に左右されないこと、

②哲学的、難解な理論を避けること、③特定

の宗教、宗派に偏らないこと、④漢学にも洋

学にも偏らないこと、等に留意しながら、国

民の誰もが心がけ実行しなければならない徳

目を掲げることを目的として作成された。 

渙発に際しては、「凡テ法律勅令其ノ他国務

ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス」という

施行直前の明治憲法の規定（第 55条）はあっ

たが、関係大臣は副署せず、天皇から直接国

民に下賜されるという形式によって示された。 

教育勅語の起草において徳育論争で意見を

闘わせた井上毅、元田永孚らが参加している

ことから、教育勅語は、「『国憲ヲ重シ国法に

遵ヒ』という近代市民倫理と儒教倫理が折衷

されたもの16」との指摘もある。 

エ 教育勅語の内容 

明治 23（1890）年 10月 30 日に渙発された

教育勅語は本文 315 文字からなり、その内容

は三つに分けられる。始めに「教育ノ淵源」

としての「国体ノ精華」を説き、次に臣民が

守り行うべき徳目を列挙し、最後にこれらの

道が「皇祖皇宗ノ遺訓」であり、普遍性を持

つものであることを強調して遵守を求めてい

る。 

教育勅語渙発の翌日、芳川顕正文部大臣は、

訓示を発し、「聖旨ヲ奉体シテ研磨薫陶ノ務」

を怠らず、特に、学校の式日などには生徒を

                             
15 海後宗臣『教育勅語成立史の研究』厚徳社（1965）142

頁 
16 貝塚・前掲注６ 28-29頁 

集めて教育勅語を奉読した上で、生徒をよく

諭して導き、心に留めるようにすべきである

とし、教育勅語の謄本を全国の学校に配布し

た17。 

 

（参考）教育勅語（現代かなづかい

による読み方 ） 
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(6) 教育勅語渙発後の道徳教育 

ア 「小学校令」の改正 

教育勅語の渙発を目前に控えた明治 23

（1890）年 10月７日に、小学校令が改正・公

布され、明治 19年の小学校令は廃止された。

新たな小学校令第１条では、「小学校ハ児童身

                             
17 渙発翌年の明治 24（1891）年６月に制定された「小学校

祝日大祭日儀式規程」に、紀元節・天長節などの祝日・大

祭日には儀式を行い、その際には「教育ニ関スル勅語」を

奉読し、また勅語に基づいて訓示をなすべきことが定めら

れた。（文部省・前掲注５ 281 頁） 
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体ノ発達ニ留意シテ、道徳教育及国民教育ノ

基礎並其生活ニ必須ナル普通ノ知識技能ヲ授

クルヲ以テ本旨トス」と規定され、道徳教育

が目的の一つとして明確に示された。 

イ 修身教科書の取扱い 

大木喬
たか

任
とう

文部大臣は、教育勅語渙発後の明

治 24（1891）年 10 月７日の通牒で修身教科

書の採用を指示し、明治 20（1887）年の修身

の教科書を用いないとした森有礼の方針を転

換した。その２年後の明治 26（1893）年８月

23 日、井上毅
こわし

文部大臣は、大木喬
たか

任
とう

の方針

を変更し、教育上、経済上の理由により、教

科書は必ず使用させなければならないもので

はないと緩和している18。 

ウ 「小学校教則大綱」の制定 

明治 24（1891）年 11 月の「小学校教則大

綱」第１条では、「徳性ノ涵養ハ教育上最モ意

ヲ用フヘキナリ 故ニ何レノ教科目ニ於テモ

道徳教育、国民教育ニ関連スル事項ハ殊ニ留

意シテ教授センコトヲ要ス」と規定され、道

徳教育が最重視された。 

また、第２条では修身について、「修身ハ教

育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キ児童ノ良心ヲ啓

培シテ其徳性ヲ涵養シ人道実践ノ方法ヲ授ク

ルヲ以テ要旨トス」などと規定され、尋常小

学校においては、孝悌、友愛、仁慈、信実、

礼敬、義勇、恭倹等の徳目を教え、「尊王愛国

ノ志気」を養うことなどを求めている。また、

女児にあっては、特に「貞淑ノ美徳」を養う

こととされた。 

エ ｢小学校修身教科用図書検定基準｣の公示 

明治 24（1891）年 12月 17 日に「小学校修

身教科用図書検定基準」が公示された。この

基準において、修身教科書に掲載する事項は、

前述の「小学校教則大綱」第２条の趣旨に適

合することを条件として、学年ごとに道徳全

体に及ぶ内容を教えること、学年が進むにし

                             
18 勝部・前掲注８ 82-83頁 

たがって「漸次易ヨリ難ニ」となる内容とす

ること、例話は、「勧善的」なものであり、な

るべく日本人の教材を使用することについて

規定された。 

オ 検定教科書の内容・特徴 

教育勅語が渙発された後の検定修身教科書

については、その特徴によって、二つの時期

に分けることができる。 

(ｱ) 徳目主義の修身教科書 

第一は、明治 26（1893）年ごろから明治 30

年代初めに至る時期である。その内容は、教

育勅語や「小学校教則大綱」に示された徳目

に沿った教材配列であり、例えば、孝行、友

情、恭倹、博愛、義勇、忠君、愛国といった

徳目を掲げて、それを説明するための訓言、

格言等によって教材を構成し、各学年におい

て系統的に教えるという方法（いわゆる「徳

目主義」）が採られていた（図６、図７）。 

 

（図６）重野安繹編『尋常小学修身 巻二』 

 

（出所）宮田丈夫編著『道徳教育資料集成１』第一

法規出版（1959）253 頁 
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（図７）重野安繹編『高等小学修身 巻三』 

 

（出所）宮田丈夫編著『道徳教育資料集成１』第一

法規出版（1959）338 頁 

 

 

 

(ｲ) 人物主義の修身教科書 

第二は、明治 30 年代から明治 36（1903）

年の国定教科書の成立までに至る時期である。

その内容は、例えば、二宮尊徳、加藤清正な

どといった児童の模範となる人物の伝記や逸

話、言行などを教材として取り上げ、その中

に各種の徳目や訓言を織り込むなどしたもの

であり、児童の興味を喚起して道徳教育の効

果を上げようとする方法（いわゆる「人物主

義」）が採られていた（図８、図９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図８）小山左文二・古山榮三郎『修身教本 

尋常小学校用 巻二』 

 

（出所）宮田丈夫編著『道徳教育資料集成１』第一

法規出版（1959）386 頁 

 

（図９）小山左文二・古山榮三郎『修身教本 

高等小学校用 巻二』 

 

（出所）宮田丈夫編著『道徳教育資料集成１』第一

法規出版（1959）455 頁 
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２ 国定教科書制度の確立と修身科の内容 

(1) 国定教科書制度の確立 

ア 「小学校令施行規則」の制定 

 明治 33（1900）年８月 20 日に小学校令が

改正され、これまで３年でも可とされていた

義務教育年限が４年と改められた。翌 21日に

は「小学校教則大綱」に代えて「小学校令施

行規則」が制定された。同規則は、第１条に

おいて、「道徳教育及国民教育ニ関連セル事項

ハ何レノ教科目ニ於テモ常ニ留意シテ教授セ

ンコトヲ要ス」と規定し、道徳教育を重視す

ることを明示するとともに、修身科について

は、第２条において、①「教育ニ関スル勅語

ノ旨趣」に基づいて児童の徳性を涵養し道徳

の実践を指導すること、②尋常小学校におい

ては、孝悌、親愛などの事項から教え始め、

「忠君愛国ノ志気」を養うこと、③女児には、

特に「貞淑ノ徳」を養うことなどを規定して

いる。 

イ 教科書の国定に向けた動き 

明治 33（1900）年４月、文部省は修身教科

書調査委員会を設置した19。同委員会は、教

科書を国定にすることに反対があったため、

国定教科書の編纂ではなく、修身教科書の標

準と模範を示すことを目的としていた。 

明治 35（1902）年 12 月のいわゆる教科書

事件20を受け、翌明治 36（1903）年１月、菊

池大麓
だいろく

文部大臣は、教科書を将来国定とする

こと、特に修身と国語に限って明治 37（1904）

年４月から実施することを決めた。 

明治 36（1903）年４月 13 日、小学校令第

24条が「小学校ノ教科用図書ハ、文部省ニ於

テ著作権ヲ有スルモノタルベシ」と改正され、

                             
19 これに先立ち、貴族院において、明治 29（1896）年２月、

「国費ヲ以テ小学校修身教科用図書ヲ編纂スルノ建議案」

が、翌 30年に、修身教科書と国語読本の国定を求める「国

費ヲ以テ教科用図書ヲ編纂スルノ建議案」が可決され、32

年には、衆議院において「小学校修身書ニ関スル建議案」

が可決されていた。 
20 教科書採択を巡る大規模な贈収賄事件。約 200名が摘発

され、そのうち 100名以上が有罪判決を受けた。 

文部省検定済みの教科書の中から府県の審査

委員会の審査に基づいて当該府県の小学校で

使用する教科書を採択する従来の検定制度か

ら、国定教科書制度へと移行した。これによ

り、修身、日本歴史、地理の教科用図書及び

国語読本は必ず国定のものとされた21。 

 

(2) 国定修身教科書 

国定教科書は、昭和 20（1945）年までに４

回の改訂を経て、５期にわたり編纂された。

その編纂にあたり、特に重視されたのが修身

科であった。 

国定修身教科書の使用開始年度は、第一期

が明治 37（1904）年、第二期が明治 43（1910）

年、第三期が大正７（1918）年、第四期が昭

和９（1934）年、第五期が昭和 16（1941）年

である。 

国定修身教科書の最も大きな特徴は、５期

を通じて教育勅語の趣旨に基づいて編纂され

たことである。ただし、各期の社会情勢に対

応して、その具体的内容や重点の置き方は変

遷してきた。以下、先行研究を基にその概要

を述べる。 

唐澤富太郎は、修身教科書の各課の内容を、

それぞれその最も重点とするところに焦点を

絞り、家庭・個人・学校・社会・国家・国際

社会という６つの生活領域（以下本項「(2)

国定修身教科書」において「領域」という。）

に分類22して、第一期から第五期の特色を分

析した。この分類によれば、各領域に含まれ

る道徳の内容は、（表１）のとおりである。 

また、この分類によって、５期にわたる国

定修身教科書に現れた道徳の内容について、

尋常小学校の最終学年向けの内容を例に示す

と（表２）のとおりである。 

                             
21 その他の教科書については、文部省検定の教科書を採用

する余地があったが、４月 29 日、小学校令施行規則が改

正され、国定教科書に限られる教科が増加した。 
22 唐澤富太郎『教科書の歴史－教科書と日本人の形成－』

創文社（1956）227-228 頁 
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（表１）国定修身教科書に現れた各領域に含まれる道徳の内容 

家  庭 

 

個  人 

 

学  校 

社  会 

祖先と家、孝行、兄弟、男女、親類、召使 

勉学、迷信、規律、忍耐、勇気、自信、謙遜、

立志進取、自立自営、職業、倹約、勤勉、発明

工夫、正直、習慣、健康衛生 

学校、師弟 

寛容、盟友、信義、責任、近所の人・郷土、敬

老、礼儀、公正、規則、博愛、謝恩、協同、公 

 

国  家 

 

 

国際社会 

総  括 

益、産業 

我が国体、天皇、皇室、皇大神宮、祝祭日、国

旗国歌、忠義、海外発展、国憲国法、公民、教

育 

国交・国際愛 

よい日本人 

 

※総括とは、多くの修身教科書の最後に出ている「よい日本人」のような全体の徳目を総括した項目をいう。 

（出所）唐澤富太郎『教科書の歴史－教科書と日本人の形成－』創文社（1956）、別冊「第一表 五期国定

教科書に現れた道徳内容の分析」を基に作成 

 

（表２）国定修身教科書に現れた道徳の内容の例（尋常小学校の最終学年向け） 

区 分 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 

家  庭 
家庭 
主人と召使 

祖先と家 
忠孝 
男子の務と女子の務 

祖先と家 
忠孝 
男子の務と女子の務 

祖先と家 
孝 

私たちの家 

個  人 

勉学 
勉学(つづき) 
迷信 
忍耐 
勇気 
勇気(つづき) 
自立自営 
職業 
僥倖 
産業に工夫をこらせ 
正直 
徳行 
公衆衛生 

迷信を避けよ 
規律正しくあれ 
胆力を養へ 
胆力を養へ(つづ
き) 
沈勇 
自立自営 
勤勉 
勤勉(つづき) 
産業に工夫をこらせ 
独を慎め 
衛生 
 

沈勇 
進取の気象 
自立自営 
勤勉 
工夫 
清廉 
良心 

勇気 
自立自営 
職分 
勤勉 
創造 
至誠 
徳器 

高田屋嘉兵衛 
伊能忠敬 

学  校 ― 師を敬へ 師弟 師弟 
師につかへる 
松阪の一夜 

社  会 

度量 
朋友 
同情 
人身の自由 
慈善 
公益 
産業を興せ 

慈善 
公益 

慈善 
共同 
公益 

仁愛 
協同 
公益 

鉄眼の一切経 
岩谷九十老 
ダバオ開拓の父 

国  家 

天皇陛下(その一) 
天皇陛下(その二) 
天皇陛下(その三) 
公民の心得 
国民の務 

栄行く御代 
栄行く御代（つづき） 
栄行く御代（つづき） 
栄行く御代（つづき） 
皇大神宮 
忠君愛国 
国民の公務 
教育 

国運の発展 
国運の発展（つづき） 
皇大神宮 
忠君愛国 
憲法 
国民の務(其の一) 
国民の務(其の二) 
国民の務(其の三) 
教育 

国運の発展 
国運の発展（つづき） 
皇室 
皇大神宮 
忠 
憲法 
国民の務(其の一) 
国民の務(其の二) 
国民の務(其の三) 
教育 

青少年学徒の御親
閲 
大嘗祭の御儀 
父と子 
松下村塾 
野村望東尼 
国民皆兵 
戦争祝賀の日 
帝国憲法 
納税 

国際社会 ― ― 国交 国交 ― 

総  括 よき日本人 

教育に関する勅語 
教育に関する勅語 
(つづき) 
教育に関する勅語 
(つづき) 

教育に関する勅語 
教育に関する勅語 
(つづき) 
教育に関する勅語 
(つづき) 

教育に関する勅語 
教育に関する勅語 
(つづき) 
教育に関する勅語 
(つづき) 

大御心の奉体 
日本刀 
新しい世界 

※尋常小学校の最終学年（入学後６年目）向け国定修身教科書を例にとり、各領域に分類される各課の名称を掲載した（尋
常小学校が４年であった第一期については、６年目の高等小学校第２学年向け）。 
 

（出所）唐澤富太郎『教科書の歴史－教科書と日本人の形成－』創文社（1956）、別冊「第一表 五期国定

教科書に現れた道徳内容の分析」を基に作成 
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さらに、５期にわたる修身教科書全体につ

いて、領域ごとに取り扱われている内容の割

合を算出し、第一期から第五期までの推移を

示すと、（図 10）のとおりである。 

 

（図 10）国定修身教科書に現れた道徳分類図 

 

 

※【 】は最大値で、( )は最小値である。 

区分 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 

家  庭 
10.4 【14.3】 12.0 10.5 (5.8) 

17 23 19 17 ７ 

個  人 
【41.7】 37.9 35.4 34.6 （26.7） 

68 61 56 56 32 

学  校 
3.1 (1.2) 1.3 4.3 【6.7】 

５ ２ ２ ７ ８ 

社  会 
【27.6】 23.6 27.2 25.3 (15.8) 

45 38 43 41 19 

国  家 
(14.7) 18.0 18.4 19.8 【37.5】 

24 29 29 32 45 

国際社会 
(０) (０) 0.6 0.6 【1.7】 

０ ０ １ １ ２ 

総  括 
2.5 5.0 5.1 4.9 5.8 

４ ８ ８ ８ ７ 

※下段は、各領域に分類される課の数。 

（出所）唐澤富太郎『教科書の歴史－教科書と日本

人の形成－』創文社（1956 年）228 頁を基に作成 

 

（図 10）からは、例えば、第一期から第五

期に時代が進むにつれて「個人」に関する内

容が減少し、「国家」に関する内容が増加して

いることなど、修身科の内容の変化を読み取

ることができる。 

 以下、各期ごとに、その内容を具体的に示

す。 

ア 第一期（明治 37（1904）年～） 

明治 37（1904）年４月に使用が開始された

第一期国定修身教科書23については、同年１

月に文部省から出された小学修身書編纂趣意

報告において、その編纂要旨等が主に次の①

～⑤のように示されている。 

①教育勅語の趣旨に基づいたものであるこ

と、②外見的には徳目主義24をとるが、内容

的には人物主義25によること、③毎学年同一

の徳目を反復する「環状教案」によるが、徳

目を数学年にわたって授ける「段階教案」の

長所も取り入れること、④例話について、第

１・２学年用には架空の人物、第３・４学年

用では歴史上の人物を用い、第４学年用では

訓辞のみのものも用いること、⑤第１学年は

教授用掛図を用いて授業をすること。 

第一期の特色としては、まず、（図 10）に

示されるように、「個人」や「社会」の領域に

分類される道徳の内容が５期を通じて最も多

いことが挙げられる。 

具体的には、「社会」、「社会の進歩」におい

て、近代的な市民倫理や職業倫理を説いてい

ることや、「他人の自由」において、社会の安

寧秩序を妨げないことを前提として、思想や

信仰の自由を説いていることなどが例26とし

て挙げられる。 

 

 

                             
23 尋常小学修身書第２～４学年用、高等小学修身書第１～

４学年用全てが、同時に使用開始された。 
24 例えば、孝行、友情などの徳目を掲げて、それを説明す

るための訓言、格言などによって教材を構成し、各学年に

おいて系統的に教える方法 
25 児童の模範となる人物の伝記などを教材として取り上

げ、その中に各種の徳目や訓言を織り込むことにより、児

童の興味を喚起して道徳教育の効果を上げようとする方

法 
26 以下、修身教科書及び編纂趣意報告などの引用に当たっ

ては、通用字体を用いた。また、教科書において改行の際

１字下げになっていない場合も１字下げて表記した。 

個人【41.7】 

社会【27.6】 

家庭 
【14.3】 【6.7】 

(5.8) 
【1.7】 

(14.7) 
国家 

(％)  

学校(1.2) 
国際社会 

(0.0) 

【37.5】 

(26.7) 

(15.8) 
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「第七課 社会」（高等小学修身書 第三学年） 

人は、家族の人人の外に、社会一般の人人より種

種の便益を受く。されば、社会一般の人人に対して、

種種のつとめを有す。 

社会に生活するものの、第一に心がくべきことは、

共同なり。共同は人人各自のためのみならず、社会

のためにも必要なれば、早くより、共同の習慣をつ

くるべし。 

 

「第二十三課 社会の進歩」（高等小学修身書 第三

学年） 

社会の盛になるも衰ふるも、多くは、その中に生

活する人人の心得如何による。されば、何人も社会

の進歩をはかる心がけなかるべからず。 

社会の進歩をはかるには、まづ、わが職業に勉励

して、その成功を期すべし。また、進んでは、世の

ために有益なる事業をおこして、社会の利益を進む

べし。一身一家ををさめずして、世のためにはから

んことをつとむるは、順序を誤れるものなり。 

 

「第十二課 他人の自由」（高等小学修身書 第三学

年） 

社会の安寧秩序を妨げざるかぎりにおいて、何人

も行動の自由を有す。されば、決して、他人の行動

を妨ぐることなかれ。 

また、社会の安寧秩序を妨げざるかぎりにおいて、

何人も思想の自由を有す。されば、他人と思想を異

にすることありとも、その人に対して、決して、思

想の自由を妨ぐるごときことあるべからず。 

われ等は、また、社会の安寧秩序を妨げざるかぎ

りにおいて、信教の自由を有す。おのれの信ずると

ころによりて安心するは、人人の自由なれば、決し

て他人の信仰を妨ぐべからず。 

 

次に、第一期は欧米人の逸話が５期を通じ

て最も多く登場していることが特色として挙

げられる。取り扱われている欧米人は、次の

13人である（括弧の中は課の名称に示された

徳目である。第二期においても同様。）27。 

①フランクリン（自立自営、規律正しくあ

れ、公益、勤労、修徳）、②リンカーン（勉学、

正直、同情、人身の自由）、③ワシントン（正

直、度量、謙遜）、④ナイチンゲール（生き物

をあはれめ、親切、博愛）、⑤ジェンナー（志

を堅くせよ）⑥ネルソン（忍耐）、⑦ニュート

ン（職業）、⑧ネピアー（約束）、⑨エドワー

ズ（忍耐）、⑩インス（自立自営）、⑪ダ・ゲ

ッソー（時を重んぜよ）、⑫ソクラテス（勇気）、

⑬コロンブス（忍耐）。 

また、日本人の逸話として、二宮金次郎（孝

行、勤勉、学問、自営）、貝原益軒（度量を大

きくせよ、健康）、楠木正成（忠君）などの歴

史上の人物が、尋常小学の第１学年では１課、

第２学年では２課、第３学年では 21課、第４

学年では 12課で取り扱われ、高等小学の第１

学年では 14課、第２学年は 13課で取り扱わ

れている28。その中には、日清戦争における

陸海軍兵士も取り挙げられ、その戦功をたた

える形で「勇気」が説かれている。 

 

「ダイ二十四 ユーキ」（第二学年 尋常小学修身

書） 

キグチコヘイ29 ガ、 テキ ノ チカク デ、 ス

コシ モ オソレズ、 三ド マデ、 イサマシク、 シ

ングン ノ ラッパ ヲ フキマシタ。 ソノタメ、 

ワガ グン ハ、 ススンデ、 テキ ヲ ウチヤブ

ル コト ガ デキマシタ ガ、 コヘイ ハ、 タ

マ ニ アタッテ、 タフレマシタ。 アト デ ミ

タラ、 コヘイ ハ、 ラッパ ヲ クチ ニ アテ

タママ デ、 シンデヰマシタ。  

 

「ダイ二十五 ユーキ（ツヅキ）」（第二学年 尋常

                             
27 唐澤・前掲注 22 238 頁 
28 文部省『小学修身書編集趣意報告』（1904）第五号表及

び第六号表 
29 木口小平は、第一期においては第２学年の「ユーキ」（勇

気）で、第二期から第四期においてそれぞれ第１学年の「チ

ユウギ」（忠義）で取り扱われている。 
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小学修身書） 

ワガ クニ ノ スイライテイ ガ、 ヤミ ノ 

バン ニ、 ススンデイッテ、 テキ ノ グンカン 

三ゾー ヲ ウチシヅメマシタ。  

 

イ 第二期（明治 43（1910）年～） 

明治 40（1907）年３月、小学校令が改正さ

れて、義務教育年限が、４年から６年に改め

られた。なお、高等小学校は、就学年限が２

年となり、延長して３年とすることもできる

とされた。 

この改正では、修身科に関する規定につい

ては変更はなかったが、第一期国定修身教科

書が近代的な職業倫理や市民倫理などを多く

扱ったことに対しては、忠孝の大義や祖先崇

敬などの教えが欠けているなど、さまざまな

批判があった30ことから、文部省は、明治 41

（1908）年９月に教科用図書調査委員会を設

置し、国民道徳を一層国民に徹底させること

とした。 

そして、明治 43（1910）年３月、「小学校

用修身教科書修正ニ付キ其ノ目的貫徹方」に

おいて「此ノ修正ニ就キテハ教育ニ関スル勅

語ノ旨趣ニ基キ忠孝ノ大義ヲ明ニシ、国民固

有ノ徳性ヲ発揮セシムルニ於テ特ニ意ヲ致セ

リ」と訓令し、同年、第二期国定修身教科書

の使用が開始された31。 

第二期の特色としては、まず、前掲（図 10）

に示されるように、第一期の特色であった「個

人」や「社会」の領域に分類される内容が減

少し、代わりに、「国家」や「家庭」の領域に

分類される内容が増加したこと、特に、「家庭」

の領域に分類される内容の割合は、５期を通

じて最も高くなっていることが挙げられる。 

これについては、家や祖先などの家族主義

                             
30 唐澤・前掲注 22 276 頁 
31 尋常小学修身書巻一及び巻二は明治 43（1910）年から、

巻三及び巻四は明治 44年から、巻五及び巻六は明治 45年

から使用が開始された。 

的な要素と天皇などの国家主義的な要素を整

合的に結び合わせた家族国家観に基づく道徳

が強調されたことによるとの指摘がある32。

この家族国家観に基づく道徳は、例えば、「忠

孝」に現れている。 

 

「第十一課 忠孝」（高等小学修身書 新制第三学年

用） 

（前略） 

子の父母を敬愛するは人情の自然に出づるものに

して、忠孝の大義は此の至情より発するものになり。

前にも説きたる如く、我が国は家族制度を基礎とし

国を挙げて一大家族を成すものにして、皇室は我が

国の宗家なり。我等国民は子の父母に対する敬愛の

情を以て万世一系の皇位を崇敬す。是を以て忠孝は

一にして相分れず。況や我等の祖先は数千年来列聖

の深厚なる恩沢を蒙り常に報効を図り来れるものな

れば我等が皇室に忠を尽すは即ち祖先の志を成す所

以なるに於てをや。忠孝の一致は実に我が国体の特

色なり。 

家の団結は家長によりて統一せられ、国の団結は

皇位によりて統一せらる。而して忠孝は此の統一を

確実にし、其の団結を強固ならしむるなり。是の故

に人人忠孝の大義を弁へて之を失はずば、家国の繁

栄期して待つべし。 

（後略） 

 

また、第一期においては、13人登場してい

た欧米人が、第二期には、①フランクリン（自

立自営、規律正しくあれ、公益）、②ワシント

ン（正直）、③ナイチンゲール（生き物をあは

れめ、博愛）、④ジェンナー（志を堅くせよ）、

⑤コロンブス（忍耐）の５人と大幅に減少し

た。代わって、二宮金次郎（親の恩、孝行、

兄弟仲良くせよ、仕事にはげめ、親類、学問、

勤倹）、渡邊登33（孝行、兄弟仲良くせよ、学

                             
32 貝塚・前掲注 16 34 頁 
33 渡邊登（崋山）は三河国田原藩の家老。文人としても著

名で、洋学者からなる尚歯会（蛮学社中）に属した。 
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問、規律）、徳川光圀（皇室を尊べ、倹約）な

どをはじめとする日本人の逸話を用いた人物

主義の傾向が顕著となったことが特色として

挙げられる。 

例として、二宮金次郎（図 11）と渡邊登を

次に示す。 

 

（図 11）尋常小学修身書 巻二 

 

（出所）『復刻 国定修身教科書』大空社（1990 年） 

 

「第三 かうかう」（尋常小学修身書 巻三） 

渡邊
わたなべ

登
のぼる

はうちがまづしい上に、父がびやうきにな

つたので、うちのくらしをたすけるために、ゑをか

くことをけいこしました。又長い間父のかんびやう

をして、少しもおこたりませんでした。 

父母ノオンハ山ヨリモ高ク、海ヨリモフカシ。 

 

「第四 兄 弟
きやうだい

」（尋常小学修身書 巻三） 

うちがまづしかつたため、登の弟やいもうとは、

皆早くからよそへやられました。登が十四の年、八

つばかりになる弟もほかへつれられて行くことにな

りました。その時登は雪がふつてさむいのに、とほ

い所までおくつて行つて、なくなくわかれました。 

 

「第五 べんきやう」（尋常小学修身書 巻三） 

 登はゑを売つてうちのくらしをたすけながら、な

ほなほゑのけいこをはげみました。又その間にがく

もんもしました。がくもんするひまが少いので、毎

朝早くおきて、ごはんをたき、その火のあかりで本

をよみました。 

 カンナン、ナンヂヲタマニス。 

「第六 きりつ」（尋常小学修身書 巻三） 

 登はだんだんと重い役に取立てられましたが、日

日のしごとのじこくをさだめておいて、毎日その通

りおこなひました。このやうにきりつただしくしま

したので、ゑも大そう上手になり、がくもんもすす

んで、のちにはえらい人になりました。 

 

さらに、高等科の１、２年に「高等小学修

身書 巻一 女生用」、「高等小学修身書 巻

二 女生用」が作られ、女子には男女共通の

道徳とともに、「舅姑」、「貞操」、「女子の本分」

などの女子特有の道徳が教えられるようにな

ったことも特色として挙げられる34。 

なお、第一期には尋常小学第１学年用の教

科書は発行されなかったが、これを要望する

意見が強かったため、第二期からは発行され

ることになった。 

ウ 第三期（大正７（1918）年～） 

大正７（1918）年に使用が開始された35第

三期国定修身教科書は、第一次世界大戦（大

正３（1914）年～大正７（1918）年）後の大

戦景気を背景に市民的自由の拡大や大衆の政

治参加を求める社会運動（大正デモクラシー）

を反映し、国際協調、平和主義、民主主義36な

どが重視されている。 

具体的には、前掲（図 10）に示されるよう

に、「国際社会」の領域に分類される内容であ

る「国交」が初めて登場するとともに、「社会」

に分類される内容が第一期に次いで多く掲載

されている。 

 

 

                             
34 勝部・前掲注８ 106頁 
35 尋常小学修身書巻一は大正７（1918）年に使用が開始さ

れ、巻二以降は学年進行で使用が開始された。 
36 例えば、地方議会及び帝国議会の選挙について、第二期

においては、第６学年の「国民の公務」で一括して説明し

ていたが、第三期においては、第５学年の「公民の務」で

地方議会について、第６学年の「国民の務（其の三）」で

帝国議会についてそれぞれ記載し、選挙における投票や当

選した者の心得をより詳細に説明している。 
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「第四課 国交」（尋常小学修身書 巻六） 

（前略） 

世界大戦役の終に平和会議がパリーで開かれた時、

我が国もこれに參加しました。この会議の結果、出

来上つたのが平和条約で、将来世界の平和に大切な

国際連盟
れんめい

規約はこの条約の一部です。この条約の実

施された大正九年一月十日に、今上天皇陛下は詔書

を下し賜はつて、万国の公
こう

是
ぜ

によつて平和の実を挙

げ我が国力を養つて時世の進歩に伴
とも

なふやうに勉
つと

め

よと国民にお諭
さと

しになりました。 

大正十年、皇太子は欧 州
おうしゅう

諸国をご巡歴になりまし

た。半年の間殿下は到る所の国々でご交際におつと

めになり、いつも非常に好
よ

い感じをお与へになりま

した。これがため各国との和親がどれ程増したかは

かり知られません。 

我等も国交の大切なことを忘れず、つとめて外国

の事情を知り、外国人と交際するに当つては、常に

彼我
ひ が

の和親を増やすやうに心掛けませう。 

 

「第二十課 国民の務（其の三）」（尋常小学修身書 

巻六） 

帝国議会は憲法の規定によつて毎年召集され、我

か国の法律や予算などを議決する大切な機関です。

議会で議決したことは天皇の御裁可を経て公布され

ます。 

帝国議会は貴族院と衆議院から成立つてゐます。

貴族院は皇族・華族
か ぞ く

の議員や勅任された議員で組織
そ し き

され、衆議院は選挙権をもつてゐる国民が公選した

議員で組織されてゐます。 

我等は将来、帝国議会の議員を選挙し、或はその

議員に選挙されて、国の政治に参与することができ

ます。帝国議会の議決は国の盛衰
せいすい

に関係しますから、

したがつて議員の適否
て き ひ

は国民の幸不幸となります。

我等はさきに市町村会議員を選挙する心得を学びま

した。帝国議会の議員を選挙するにも、同様によく

注意して、候補者
こうほしゃ

の中から、性行が善良であり、り

つぱな考をもつてゐる人を選挙しなければなりませ

ん。自分だけの利益のために投票し、又は他人に強

ひられて適任者と思わない人に投票してはなりませ

ん。また理由もないのに、自分の選挙権を棄
す

てて投

票しないのは、自分のすべきことを怠つて自分を軽

んずる行です。 

また帝国議会の議員に選ばれた者は、その職責の

重大なことを思ひ、常に国事を以て念とし、かりそ

めにも私情に動かされず、忠実に職責を果たさなけ

ればなりません。 

 

一方で、大正６（1917）年に臨時教育会議

が、修身について「国民道徳教育ノ徹底ヲ期

シ児童ノ道徳的信念ヲ鞏固ニシ、殊ニ帝国臣

民タルノ根幹ヲ養ウニ一層ノ力ヲ用フルノ必

要ヲ認ム」と答申したことから、同答申に沿

って、引き続き、我が国の国体や忠良なる臣

民としての心得についての教育が強化されて

いる。 

具体的には、前掲（図 10）に示されるよう

に、「国家」の領域に分類される内容が、わず

かではあるが第二期より増え、「よい日本人」

に見られるように、国家、国体、忠君愛国の

説き方がより詳細になっている37。 

 

「第二十七課 よい日本人」（尋常小学修身書 巻

五） 

我が大日本帝国は万世一系の天皇を戴
いただ

き、御代々

の天皇は我等臣民を子のやうにおいつくしみなり、

我等臣民は数千年来、心をあはせて克く忠孝の道に

尽くしました。（中略）忠君愛国の道は君国の大事に

臨
のぞ

んでは、挙国一致して奉公の誠を尽し、平時にあ

つては、常に大御心を奉じて、各自分の業務
げ ふ む

に励ん

で、国家の進歩発達をはかることであります。（後略） 

（中略。孝行、信義、誠実などの徳目についての

記述。） 

是
これ

等
ら

の心得を守るのは、教育に関する勅語の御

趣意
し ゆ い

にかなふわけであります。我等はこの御趣意を

深く心にとめ、至誠をもつて是等の心得を実行し、

あつぱれよい日本人とならなければなりません。 

                             
37 勝部・前掲注８ 116頁 
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なお、第三期国定修身教科書は、全巻が口

語体に改められる38とともに、児童の興味を

ひき、理解を得やすくするために、文章を平

易にし、挿絵の内容や画風を改めるなどの工

夫がこらされている。 

エ 第四期（昭和９（1934）年～） 

第四期国定修身教科書は、昭和６（1931）

年に起きた満州事変などをきっかけに、軍国

主義の体制が進み、昭和８（1933）年には国

際連盟からの脱退を通告するという社会情勢

を背景に、昭和９（1934）年４月に使用が開

始された39。同年２月に出された尋常小学修

身書巻一編纂趣意書において「教育ニ関スル

勅語ノ御趣旨ニ基ヅキ、忠良ナル日本国民タ

ルニ適切ナル道徳ノ要旨ヲ授ケ、以テ児童ノ

徳性ヲ涵養シ、道徳ノ実践ヲ指導シ殊ニ国体

観念ヲ明徴ナラシム」とされており、「国体観

念」が特に強調され、臣民としての心構えが

説かれている。 

例えば、「テンノウヘイカ」では、次のよう

に家族国家観に基づいて臣民と天皇の関係が

説かれている。 

 

「二十一 テンノウヘイカ」（尋常小学 巻二） 

テンノウヘイカハ、ワガ大日本
ダイニツポン

テイコクヲオヲサ

メニナル、タットイオンカタデアラセラレマス。 

テンノウヘイカハ、ツネニ、シンミンヲ子ノヤウ

ニオイツクシミニナッテイラッシャイマス。 

（後略） 

 

また、新年、紀元節、天長節、明治節につ

いて、第三期においては、第３学年で「祝日」

で一括して簡単に説明していたが、第四期に

おいては、第１学年で「テンチョウセツ」、第

２学年で「キゲンセツ」、第３学年で「明治節」、

                             
38 第一期には、尋常小学校用は口語体、高等小学校用には

文語体が、第二期には、巻一から巻四までは口語体、巻五

と巻六には文語体が用いられていた。 
39 尋常小学修身書巻一は昭和９（1934）年に使用が開始さ

れ、巻二以降は学年進行で使用が開始された。 

第４学年で「国家」を配し、また、「キゲンセ

ツ」では、神武天皇の即位の話だけではなく、

東征の途中あらわれて苦戦を救った「金鵄」

の神話が新たに加えられるなど、より詳細に

説明されるようになった。 

 

「二十二 キゲンセツ」（尋常小学修身書 巻二） 

ワガ国ノダイ一ダイノテンノウヲ、ジンムテンノ

ウトマウシアゲマス。 

ソノコロ、ワルモノガ大ゼイヰテ、人人ヲクルシ

メテヰマシタ。テンノウハ、ワルモノドモヲゴセイ

バツニオ出カケニナッテ、大ソウゴナンギヲナサイ

マシタ。ソノ時、金色ノトビガトンデ来テ、テンノ

ウノオンユミノ先ニトマリ、イナビカリノヤウニテ

リカガヤキマシタ。ワルモノドモハ、ソノタメニ、

目ガクランデ、イクサニマケテシマヒマシタ。 

テンノウハ、ワルモノドモヲミンナオタヒラゲニ

ナッテ、カシハラノ宮デ、テンノウノミクラヰニオ

ツキニナリマシタ。キゲンセツハソノオメデタイ日

ニアタルノデ、国ヂュウ、日ノマルノハタヲ立テテ、

オイハヒイタシマス。 

 

（図 12）尋常小学修身書 巻二 （扉） 

 

（出所）『復刻 国定修身教科書』大空社（1990 年） 

 

 なお、第四期国定修身教科書は、表紙が青

色になり、挿絵が巻一及び巻二において全部

が色彩刷りになるなど装丁が一新された。ま
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た、命令調の禁止的表現を少なくして児童の

自発性を引き出すように努め40、児童の経験

に即し、心情にふれるように教材の選択、配

列をするなど、それまで以上に児童に親しみ

深いものとなるよう配慮されている41。 

オ 第五期（昭和 16（1941）年～） 

昭和 16（1941）年３月１日、小学校令が改

正されて新たに国民学校令が制定され、小学

校は国民学校に改められた。国民学校の目的

は、皇国の道に則り初等普通教育を施し国民

の基礎的錬成を為すこととされた（国民学校

令第１条）。また、修業の年限は、初等科６年、

高等科２年に改められ、教科が広域的に編成

された。修身は国語、国史及び地理とともに、

国民科の一部とされた。 

同月 14 日に公布された国民学校令施行規

則は、第２条で、国民科の目的を「国体」の

精華を明らかにして皇国の使命を自覚させる

こととし、第３条で、修身の目的を「教育ニ

関スル勅語ノ旨趣ニ基キテ国民道徳ノ実践ヲ

指導シ児童ノ徳性ヲ養ヒ皇国ノ道義的使命ヲ

自覚セシムル」ものとした。 

第五期の国定教科書においては、児童の精

神発達の４つの段階（①初等科第１・２学年、

②初等科第３学年、③初等科第４・５・６学

年、④高等科第１・２学年）に即応して、教

材の体系を組織化し、皇国民の錬成を行うこ

とが編纂方針として掲げられた42。 

同年４月１日の国民学校の発足と同時に第

五期国定修身教科書の使用が開始された43。

第五期の特色としては、前掲（図 10）に示さ

                             
40 文部省『尋常小学修身書巻二編纂趣意書』（1935）21頁 
41 文部省『尋常小学修身書巻一編纂趣意書』（1934）２頁 
42 文部省『国民学校教科書編纂趣旨解説』（1941）日本放

送協会編 4-13 頁 
43 「ヨイコドモ 上」及び「ヨイコドモ 下」（初等科の

第１及び第２学年用）は昭和16（1941）年から、「初等科

修身 一」及び「初等科修身 二」（初等科の第３及び第

４学年用）は昭和 17年から、「初等科修身 三」及び「初

等科修身 四」（初等科の第５及び第６学年用）は昭和 18

年から使用が開始された。 

れるように、「国家」の領域に分類される道徳

が、５期を通して最も多いことが挙げられる。 

例えば、「日本ノ国」、「特別攻撃隊」、「皇国

の女子」に見られるように、第四期の「国体」

を強調する内容がさらに顕著となり、神国観

念が強調されている。 

 

「十九 日本ノ 国」（ヨイコドモ 下） 

明カルイ タノシイ 春ガ 来マシタ。 

日本ハ、 春 夏 秋 冬ノ ナガメノ 美シイ 

国 デス。 

山ヤ 川ヤ 海ノ キレイナ 国 デス。 

コノ ヨイ国ニ、 私タチハ 生マレマシタ。 

オトウサンモ、 オカアサンモ、 コノ 国ニ オ

生マレニ ナリマシタ。 

オジイサンモ、 オバアサンモ、 コノ国ニ オ生

マレニ ナリマシタ。 

日本 ヨイ 国、 キヨイ 国。 

世界ニ 一ツノ 神ノ 国。 

 

日本 ヨイ 国、 強イ 国。 

世界ニ カガヤク エライ 国。 

 

（図 13）ヨイコドモ 下 

 
（出所）『復刻 国定修身教科書』大空社（1990 年） 

 

「十五 特別攻撃隊」（初等科修身 三） 

昭和十六年十二月、特別攻撃隊の勇士たちは、ひ

そかに基地
き ち

を出港した。（中略） 

航海することいく日か。つひに、「敵の太平洋艦隊

を撃滅
げきめつ

せよ」との命令が出た。めざすハワイは、刻々

に近くなつてゐる。 
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岩佐大尉
ゐ

以下の隊員に、特別命令がくだる。 

「航空部隊が襲撃
しふげき

する八日 暁
あかつき

までに、真珠湾内

所定
しよてい

の位置に潜入すべし。」といふのである。 

（中略） 

この時。折から明けそめた真珠湾の空には、わが

日本の爆撃機・電撃機・戦闘機が雲霞
う ん か

のやうに押し

寄せてきた。それと同時に、特別攻撃隊の全艇は、 

「発射用意。」 

「撃て。」 

めざす舷側
げんそく

から、猛然
まうぜん

と水煙が天にのぼる。命中。

航空部隊の攻撃も、すでに始つてゐる。その間を隊

員は一艦一隻たりとものがさじと、大物ばかりをめ

じるしに攻撃を続けたのであつた。 

（中略） 

かうして、戦は続けられた。 しかし、特別特攻

隊の隊員は、つひに帰らなかつた。 勇士たちは、

ほんたうに生死をこえて、敵艦を撃滅することだけ

を考へてゐたのである。そうして、攻撃隊の一人が、

ハワイ時間午後十時四十一分に発した「襲撃に成功

せり。」との無電放送が、とうとう最後のものとなつ

てしまつた。 

 

「十五 皇国の女子」（女子用 高等科修身 一） 

昔は戦争が起つても、女子はそれに関係のあるも

のとは思はれてゐませんでした。（中略） 

今日の戦争は、決して将兵だけの戦ではなく、全

国民の戦であります。 前線と銃後とは、その距離

が幾百里あるといふやうなことでは、区別がつかな

くなりました。（中略） 

それ故、現代戦では、全国民がみんな戦ふととも

に、私ども女子の力も、最大の限度に、発揮されな

ければなりません。（中略）女子は、わが父、わが子、

わが兄、わが夫を戦場に送るばかりでなく、その戦

う弾丸や兵器を生産し、（中略）わが家、わが郷土、

わが国土を護らなければならないのです。 

（中略）一切を忘れて献身奉公する男子の陰に在

りながら、よく家を斉
とゝの

へて、忍従の力、貞淑の美徳

を発揮して、国に報じなければなりません。（後略） 

 

なお、戦時下で教科書用の資材の確保など

が困難となるにつれて、初等科の第１・２学

年用の教科書の色刷りが廃止され、昭和 19

（1944）年には各教科書の表紙が墨一色に改

められ、紙質が低下し、頁数が減らされるな

どの措置がとられるようになった44。 

 

（参考） 

 これまでⅠ章で述べてきた道徳教育に関す

る主な歴史的経緯等について年表にまとめる

と、（表３）のとおりである。 

 

（表３）戦前の道徳教育に関する主な経緯 

明治４（1871）年 

 ７月 廃藩置県 

文部省設置 

明治５（1872）年 

８月 「学制」制定 

９月 「小学教則」制定（修身口授） 

明治 12（1879）年 

８月 明治天皇「教学聖旨」を下賜 

９月 「教育令」制定（「学制」廃止） 

明治 13（1880）年 

４月 「小学修身訓」刊行 

12 月 「教育令」改正（修身は筆頭学科に） 

明治 14（1881）年 

５月 「小学校教則綱領」制定 

明治 15（1882）年 

 ５月 「小学修身書編纂方大意」交付 

明治 16（1883）年 

６月 「小学修身書」刊行 

明治 19（1886）年 

４月 「小学校令」制定（教科書検定制） 

５月 「小学校ノ学科及其程度」制定 

明治 20（1887）年 

５月 森有礼文部大臣が修身教科書を用

いないよう指示 

                             
44 文部省・前掲注５ 577-580頁 
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明治 23（1890）年 

10 月 「小学校令」改正（道徳教育重視） 

「教育勅語」渙発 

明治 24（1891）年 

10 月 大木喬任文部大臣が修身教科書の

採用を指示 

11 月 「小学校教則大綱」制定 

12 月 「小学校修身教科用図書検定基準」

公示 

明治 36（1903）年 

４月 「小学校令」改正（小学校教科書の

国定教科書制度の確立） 

明治 37（1904）年 

 第一期国定修身教科書の使用開始 

明治 43（1910）年 

 第二期国定修身教科書の使用開始 

大正７（1918）年 

 第三期国定修身教科書の使用開始 

昭和９（1934）年 

 第四期国定修身教科書の使用開始 

昭和 16（1941）年 

 ３月 「国民学校令」公布 

第五期国定修身教科書の使用開始 

 

Ⅱ 戦後の道徳教育(1) 

―道徳の時間の特設まで― 

１ 終戦直後の道徳教育 

(1) 文部省による新日本建設の教育方針 

昭和 20（1945）年９月 15日、文部省は「新

日本建設の教育方針」（以下「新教育方針」と

いう。）を公表した。 

この新教育方針は、連合国軍最高司令官総

司令部（ＧＨＱ/ＳＣＡＰ）45（以下「ＧＨＱ」

という。）による我が国の占領教育政策の具体

的な方針や指令が示される以前の我が国側に

                             
45 英語の正式な名称は「General Headquarters/ Supreme 

Commander for the Allied Powers」である。ＧＨＱの占

領教育政策の具体については、内部部局としてのＣＩＥ

（民間情報教育局 The Civil Information and Education 

Section）により実施された。 

よる教育方針であった。  

新教育方針の前文においては、「戦争終結に

関する大詔の御趣旨を奉体して世界平和と人

類の福祉に貢献すべき新日本の建設に資す

る」ため、「従来の戦争遂行の要請に基づく教

育政策を一掃」し、「文化国家、道義国家建設

の根基に培う文教諸施策の実行に努める」こ

とが宣言されている。そして、そのための具

体的な取組として、①教育方針については、

国体の護持を基本としつつ、軍国的思想及び

施策を払拭した上で、平和国家を建設するこ

とを目標に掲げ、国民の教養の向上、科学的

思考力のかん養、平和愛好の信念の養成など

を教育の重点目標とすること、②教育の体制

については、戦時から平時への復帰、学校に

おける軍事教育の全廃及び戦争直結の研究所

等を平和的なものに改変すること、③教科書

については、新教育方針に即応して根本的に

改訂するものとし、差し当たり訂正削除すべ

き部分を指示すること、④教職員については、

新事態に即応する教育方針に従って教育に当

たることが肝要であり、教職員の再教育計画

を策定中であること等を示した。 

新教育方針に基づき、その後、文部省から

多くの通牒や文書が出され、学徒動員の解除、

学徒軍事教練の廃止、平常授業の再開、学徒

隊の廃止、集団疎開学童の復帰等の多くの措

置がとられ、戦時教育から平時教育へ移行が

なされた。 

 

(2) 文部省の公民教育刷新委員会 

新教育方針の公表後、昭和 20（1945）年 11

月１日、文部省内に「公民教育刷新委員会」

が設置され、戦後の新しい道徳教育を「公民

教育」ととらえ、実施していくことについて

の検討がなされた46。 

                             
46 委員には、大河内一男、田中二郎、和 哲郎、戸田貞三

らが任命された。 
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同委員会は 12月 22 日に第一号答申を、同

月 29日に第二号答申をそれぞれ行った。これ

らの答申においては、戦後の新しい公民教育

が「教育に関する勅語の趣旨に基く」ことを

前提としつつ、これまでの修身科に見られた

「徳目の教授を通しての道義心の昂揚と、社

会的知識技能の修得並びにその実践とを抽象

的に分離して取扱ふが如き従来の傾向」につ

いては、「是正さるべきである」とされた。 

その上で、戦後の道徳教育について、「道徳

は元来社会に於ける個人の道徳なるが故に、

『修身』は公民的知識と結合してはじめて其

の具体的内容を得、その徳目も現実社会に於

て実践さるべきものとなる。従つて修身は『公

民』と一本たるべきものであり、両者を統合

して『公民』科が確立さるべきである」とす

る方針を示し、以下のような「根本方向」を

示した。 

 

今後の公民教育に於ける根本方向 
① 道徳、法律、政治、経済に関する諸問題につ

いての普遍的一般原理に基づく理解の徹底 

② 共同生活における個人の能動性の自覚 

③ 社会生活に対する客観的具体的認識とそれに

基づく行為の要請 

④ 合理的精神の涵養、非合理的感情的態度の排 

 除 

⑤ 科学の振興と国民生活の科学化、科学の社会

的意義と役割の認識 

⑥ 純正な歴史的認識の重視、実証的合理的精神

の徹底 

 

このようにして、昭和 20（1945）年 12 月

の公民教育刷新委員会の答申においては、道

徳の知識と公民的知識との密接な関係を重視

した形での、新たな教科としての「公民科」

を学校教育の中に新設すべきであることが主

張された。 

 

(3) ＧＨＱ「修身、日本歴史及び地理の停止」

に関する指令 

米国においては、戦時中の昭和 17（1942）

年以降、陸軍省及び国務省などにおいて、戦

後占領時の教育政策の立案に資するため、我

が国の国定教科書についての分析作業が進め

られていた。例えば、国務省においては、修

身科について、その内容から軍国主義的・超

国家主義的傾向を取り除く等の改訂を実施す

るべきとの分析結果を示した47。 

昭和 20（1945）年 12 月 31 日、ＧＨＱは、

「修身、日本歴史及び地理の停止」に関する

指令を発出した48。この指令は、①三教科の

全ての授業を直ちに停止し、ＧＨＱが許可す

るまで再開しないこと、②三教科の教科書や

教師用参考書を回収すること、③三教科の代

行教育計画実施案及び教科書の改訂案を立て

てＧＨＱに提出することを主な内容とするも

のであった。この指令の基本的な立場は、修

身教科書の書き直しを命じたものであり、修

身科を改訂して教科として再開することを否

定はしていなかった。 

 

(4) 第一次米国教育使節団報告書 

昭和 21（1946）年３月、米国からＪ・Ｄ・

ストッダードを団長とする総勢 27 名からな

る教育使節団が来日した。同使節団は、我が

国側からの委員とともに視察を行い、３月 21

日に「第一次米国教育使節団報告書」を作成

し、３月末にＧＨＱに報告を行った。ＧＨＱ

は４月７日に同報告書を公表し、これに覚書

                             
47 国務省は、昭和８（1933）年改訂（翌年から使用開始さ

れた）の第四期国定修身教科書の内容に軍国主義的色彩が

強いと指摘する一方で、大正デモクラシー期に当たる大正

７（1918）年改訂の第三期国定修身教科書においては、平

和主義的であるとの認識を示した。そして、連合国の目的

に違反しない教科書で有効なものは使用すべきであるが、

生徒に日本の軍国主義と神話を鼓吹する教科書はできる

限り早く改訂されるべきであり、差し当たり、大正期の教

科書を昭和期の教科書に代用すべきであるとした。（貝塚

茂樹『戦後教育改革と道徳教育問題』日本図書センター

（2001年）30-36頁） 
48 このほか、昭和 20（1945）年には、ＧＨＱから、①「日

本教育制度の管理」に関する指令（10 月 22 日）、②「教

育及び教育関係者の調査、除外、認可」に関する指令（10

月 30 日）、③「国家神道、神社神道に対する政府の保証、

支援、保全、監督並びに弘布の廃止」に関する指令（12

月 15日）が発出された。 
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を付した上で承認した。これにより、戦後の

我が国の教育改革の路線が同報告書に基づき

進められることとなった。 

この報告書において、修身科については、

当初は従順な公民の育成を目的としていたが、

「その手段はやがて不正な目的と結びつくと

ころとなった」ため、現在は授業の停止がな

されているとされた。その上で、戦後の民主

主義の中における道徳教育について、①民主

主義的制度も他の制度と同様、一つの倫理を

必要とし、その特有の徳目を教えることは可

能なことであり、学校においても教えるべき

であること、②民主主義は価値の多様性を表

すものであるから、その目的への手段そのも

のも多様であること、③日本の伝統から、父

兄も生徒も特別の倫理の科目を期待しており、

日本人の現在持っている礼儀をもって修身科

を始めるならそれで良いことなどを報告した。 

 

(5) 文部省による公民科構想と「社会科」の

設置 

ＧＨＱは、公民教育の振興ということに関

しては基本的に理解を示していた。 

しかし、昭和 20（1945）年 12 月に出され

た文部省の公民教育刷新委員会答申の示した

修身科に代わる新しい「公民科」の設置方針

については、前述の「修身、日本歴史及び地

理の停止」に関する指令（修身教科書の書き

直しを命じたもの）に反する占領政策違反と

して、ＧＨＱに問題視されるところとなった。 

この対立を収拾すべく、その後、数次にわ

たり文部省とＧＨＱの間で折衝が行われた結

果、修身教科書の暫定教科書は作成せず、公

民科の教師用指導書のみを作成することで合

意がなされた。 

昭和 21（1946）年５月７日、文部省は、「公

民教育実施に関する件」の通牒を出し、公民

科の位置付けについて、停止中の修身科の授

業再開ではなく、ＧＨＱの了解の下、修身科

の授業再開までの当分の間行われる道徳教育

とし、教師用指導書の作成などその実施に向

けての取組を進めていった49。 

この教師用指導書の作成段階における折衝

の際、ＧＨＱの担当者が社会科に好意的な者

に交代したこともあり、ＧＨＱから文部省に

対して、同省の構想する「公民科」について

は「社会科」の一部として考えるべきである

との修正指示がなされた。 

その後、文部省を中心として、米国の社会

科関係の資料の研究が行われることとなり、

また、ＧＨＱの要求により、社会科の設置が

図られることとされた50。 

しかし、米国において行われていた社会科

は、歴史や地理を含めた広域的な総合教科で

あり、道徳的要素が見られないものであり51、

公民科の代わりに社会科を設置するというこ

とは、これまでの修身科のような形で道徳教

育を担う教科がなくなることを意味するもの

であった。 

 

(6) 学習指導要領（試案）の刊行 

昭和 22（1947）年３月に刊行された「学習

指導要領一般編」は、その目的について、「新

しく児童の要求と社会の要求とに応じて生ま

れた教科課程をどんなふうに生かしていくか

を教師自身が自分で判断して行く手びきとし

て書かれたものである」として、教科課程の

構成については、「それぞれの学校で、その地

                             
49 教師用指導書については、昭和21（1946）年９月に国民

学校用が、同年10月に中等学校・青年学校用が発行された。 
50 社会科の設置が決定された（昭和 21（1946）年８月 13

日）後、その学習指導要領と教科書の作成については、米

国の「ソーシャル・スタディーズ」をモデルとして進めら

れた。（貝塚・前掲注 16 46頁） 
51 この点について、馬場四郎は、「ほとんど無信仰に近い

現在の我が国の実情において、宗教的情操の問題に無関心

の態度を示していてよいものかどうか。合衆国のように、

一応教会や日曜学校での祈りの生活が、家庭や校外におい

てそれぞれ自由な形で営まれていて、それを前提として学

校における社会科が行われる場合とは、事情が大いに異な

るであろう」と宗教的背景の違いについて疑問を述べてい

る。（馬場四郎『社会科の本質－構成とその運営』同学社

（1948）39-40頁） 
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域の社会生活に即して教育の目標を吟味し、

その地域の児童生徒の生活を考えて、これを

定めるべき」ものとしている。また、新設教

科となる「社会科」に関しては、「今日のわが

国民の生活から見て、社会生活についての良

識と性格とを養う」観点から、「これまでの修

身・公民・地理・歴史などの教科の内容を融

合して、一体として」学ぶべき教科としてい

る。 

同年５月に刊行された「学習指導要領社会

科編」52においては、「社会科は、民主主義社

会の建設にふさわしい社会人を育て上げよう

とする」教科であるものとして、多くの項目

を掲げているが、道徳に関わる主なものは次

のとおりであった。 

 

学習指導要領社会科編における「目標」のう
ち、道徳に関わる主なもの 
① 生徒が人間としての自覚を深めて人格を発展

させるように導き、社会連帯性の意識を強めて、

共同生活の進歩に貢献するとともに、礼儀正し

い社会人として行動するように導くこと。 

② 生徒に各種の社会、すなわち家庭・学校及び

種々の団体について、その構成員の役割と相互

の依存関係とを理解させ、自己の地位と責任と

を自覚させること。 

③ 社会生活において事象を合理的に判断すると

ともに、社会の秩序や法を尊重して行動する態

度を養い、（略）正義・公正・寛容・友愛の精神

をもって、共同の福祉を増進する関心と能力と

を発展させること。 

 

２ 新教育制度の発足と教育勅語 

(1) 新教育制度の発足 

昭和 21（1946）年 11 月３日、日本国憲法

が制定された。新憲法では「主権在民」「象徴

天皇制」が取り入れられた。この新憲法の精

神に則り、昭和 22（1947）年３月 31 日、教

育基本法、学校教育法が制定され、戦後の我

                             
52 学習指導要領社会科編は、1943 年版の米国・バージニア

州の「コース・オブ・スタディ」（バージニア・プラン）

を参考として、学習指導の基本原理や目標などの総論部分

の作成がなされた。 

 

が国の新しい教育制度が発足した。 

 

(2) 教育勅語の取扱いの問題 

戦後の我が国の新たな教育理念を構築する

という観点から、戦後において教育勅語をど

のように取り扱うかが、教育基本法制定の際

に大きな問題となった。 

ア ＧＨＱの立場 

教育勅語を天皇制と表裏一体の関係と見て

いたＧＨＱでは、新しい時代に即応する詔書

として新教育勅語の渙発も検討された53。 

しかし、米国政府の天皇制存置の方針を受

けて、教育勅語については、教育勅語そのも

のには直接には手を付けずにおきながら、学

校儀式等における教育勅語の神格的要素の排

除に力点を置く方針を選択した54。 

イ 教育刷新委員会における議論と文部次官

通牒の発出 

昭和 21（1946）年８月 10 日、内閣に「教

育刷新委員会」（昭和 24（1949）年６月、教

育刷新審議会と改称）が設置された55。 

教育勅語の取扱いの問題については、同委

員会の第一特別委員会において集中的な議論

がなされた。 

具体的な議論としては、①日本国憲法は象

徴天皇の地位を認めるのであるから、その範

囲において、教育勅語の効力を認めることは

憲法違反とはならないとする保守的な立場か

                             
53 昭和21（1946）年に来日した第一次米国教育使節団への

協力のために設置された「日本教育家の委員会」（後の「教

育刷新委員会」につながるもの）が作成した報告書におい

ては、教育勅語に関する意見として新教育勅語渙発の要請

がなされた。また、同年２月、安倍能成文部大臣とダイク

ＣＩＥ局長との会談においては、新教育勅語渙発の合意が

なされ、同文部大臣によって天皇にまで内奏されたが、Ｃ

ＩＥ側や米国政府における渙発についての慎重論、さらに

は、渙発に反対する新聞等の世論などにより、結果として、

実現されることはなかった。（貝塚・前掲注47 53-54頁、

152頁） 
54 貝塚・前掲注 47 58 頁 
55 委員会においては、安倍能成が委員長、南原繁が副委員

長に就任した。また、第一特別委員会は、羽渓了諦主査の

下、天野貞祐、務台理作、関口鯉吉、河井道、島田孝一、

芦田均、森戸辰男が委員となった。 



 

170 RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

研  究 

らの見解（芦田均など）と、②日本国憲法下

においては、教育の在り方は「詔勅」で決定

されるべきではなく、法律の形で国会が決定

するべきとする民主主義的立場からの見解

（森戸辰男など）を主な対立軸として展開さ

れた56。 

同特別委員会においては、学校における教

育勅語の取扱いについても議論がなされ、こ

れを受けて、昭和 21（1946）年 10 月８日、

文部次官通牒「勅語及詔書等の取扱について」

が発出された。 

この通牒の内容は、①教育勅語をもって我

が国教育の唯一の淵源となす従来の考え方を

去って、これと共に教育の淵源を広く古今東

西の倫理、哲学、宗教等にも求むる態度を採

るべきこと、②式日等において従来教育勅語

を奉読することを慣例としたが、今後はこれ

を読まないことにすること、③勅語及び詔書

の謄本等は今後も引き続き学校において保管

すべきものであるが、その保管及び奉読に当

たってはこれを神格化するような取扱いをし

ないこと、の３項目であった。 

ウ 国会における教育勅語等排除・失効確認

決議 

前述の文部次官通牒「勅語及詔書等の取扱

について」は、教育勅語を神格化する取扱い

をしないこととしたが、その謄本を引き続き

学校で保管すべきものとするなど、教育勅語

それ自体の廃止を求めたものではなかった。 

そのため、昭和21（1946）年11月に日本国

憲法が、翌年３月に教育基本法がそれぞれ制

定され、戦後の我が国の新しい教育制度が発

足する中、教育勅語の効力の有無についての

疑義が生じた。 

教育勅語の効力を巡る疑義について、衆議

院の「教育勅語等排除に関する決議案」の松

                             
56 鈴木英一『教育行政（戦後日本の教育改革第３巻）』

（1970）169-174頁 

本淳造文教委員長による提案理由説明におい

ては、同通牒に関して、「きわめて消極的であ

りまして、徹底を欠いているうらみがあるの

でありますから、ほんとうに勅語を廃止した

のか、失効せるものとして認めておるのか」、

「徹底的な措置がなされているとは言いがた

い」と述べられている。さらに、発出後の状

況に関して、「今もなお教育勅語の謄本は、各

学校に保管させて、そのままにしているよう

な状態であり」、「国民におきましても、はた

して勅語が失効したのか、効力をもつている

のであるか、生きているのであるか、その辺

が判断がわからないのであり」、「そこにいろ

いろな誤解が生れてくる」と述べられてい

る57。 

また、政府においては、例えば、第 92回帝

国議会における教育基本法案の審議に当たり、

高橋誠一郎文部大臣は、佐々木惣一議員から

の教育基本法成立後における教育勅語の存続

性についての質問に対し、①教育勅語は統治

権者の意思を示したものであり、国民を拘束

すべき効力を有すること、②日本国憲法の施

行と同時にこれと抵触する部分はその効力を

失い、教育基本法の施行と同時にこれと抵触

する部分は効力を失い、その他の部分は両立

すること、③教育勅語は、政治的・法律的効

力を失い、孔孟の教え、モーゼの戒律と同じ

ようなものとして解釈すべきであることとの

答弁を行っている58。 

こうした状況の中、昭和 23（1948）年６月

19日、国会の衆議院本会議において「教育勅

語等排除に関する決議」が、参議院本会議に

おいて「教育勅語等の失効確認に関する決議」

が議決された。 

 

                             
57 第２回国会衆議院会議録第67号670頁（昭23.6.20） 
58 第92回帝国議会貴族院教育基本法案特別委員会議事速

記録第２号６頁（昭22.3.20） 
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教育勅語等排除に関する決議 

（昭和 23年６月 19日 衆議院本会議） 

 民主平和國家として世界史的建設途上にあるわが國の現

実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認す

るを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なこと

は教育基本法に則り、教育の革新と振興とをはかることに

ある。しかるに既に過去の文書となつている教育勅語並び

に陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の教育に関する諾詔勅

が、今日もなお國民道徳の指導原理としての性格を持続し

ているかの如く誤解されるのは、從來の行政上の措置が不

十分であつたがためである。 

 思うに、これらの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話

的國体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、

且つ國際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法

第九十八條の本旨に從い、ここに衆議院は院議を以て、こ

れらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないこと

を宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、

排除の措置を完了すべきである。 

 右決議する 

 

教育勅語等の失効確認に関する決議 

（昭和 23年６月 19日 参議院本会議） 

 われらは、さきに日本國憲法の人類普遍の原理に則り、

教育基本法を制定して、わが國家及びわが民族を中心とす

る教育の誤りを徹底的に拂拭し、眞理と平和とを希求する

人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明し

た。その結果として、教育勅語は、軍人に賜はりたる勅諭、

戊申詔書、青少年学徒に賜はりたる勅語その他の諸詔勅と

ともに、既に廃止せられその効力を失つている。 

 しかし教育勅語等が、あるいは従来の如き効力を今日な

お保有するかの疑いを懐く者あるをおもんばかりわれらは

とくに、それらが既に効力を失つている事実を明確にする

とともに、政府をして教育勅語その他の諸詔勅の謄本をも

れなく回収せしめる。 

 われらはここに、教育の眞の権威の確立と國民道徳の振

興のために、全國民が一致して教育基本法の明示する新教

育理念の普及徹底に努力を致すべきことを期する。 

 右決議する。 

 

この衆議院及び参議院の決議は、ＧＨＱ内

部において、教育を管轄したＣＩＥ（民間情

報教育局）の指示によってではなく、国会を

管轄したＧＳ（民政局）の指示によってなさ

れたものであった59。特に、衆議院において、

教育勅語を日本国憲法第98条60に違反する違

                             
59 明星大学戦後教育史研究センター『戦後教育改革通史』

（1993）112頁 
60 日本国憲法第 98条第１項においては、「この憲法は、国

の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅

及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効

憲詔勅ととらえての立場から決議を行ったこ

とは、教育勅語が過去の文書として権威を失

うとともに、その効力についても失われたこ

とを示していたとの指摘もある61。 

エ 国会における教育勅語等排除・失効確認

決議後の文部省の対応 

国会における教育勅語等排除・失効確認決

議を受け、文部省は、昭和 23（1948）年６月

25日、文部次官通達「教育勅語等の取扱いに

ついて」を発出し、国会でなされた同決議の

趣旨の徹底と教育勅語の謄本の本省への返還

を指示した。 

 

３ 「社会科」設置後の道徳教育の状況 

 社会科の設置以後、社会科を中心とした道

徳教育が模索されている中、昭和 25（1950）

年８月に第二次米国教育使節団62が来日した。

同使節団は、９月 22日に報告書をＧＨＱに提

出した。同報告書では、道徳及び精神教育に

ついて、道徳的価値は周囲の至る所にあり、

教員は青少年がその価値を認識し生かすこと

を、機会あるごとに指示することができると

した上で、「道徳教育は、ただ社会科だけから

くるものだと考えるのはまったく無意味であ

る。道徳教育は、全教育課程を通じて、力説

されなければならない」として、道徳教育の

役割を社会科のみに求めることに疑問を呈し、

道徳教育は学校教育全体で行うべきだとする、

いわゆる「全面主義道徳教育」の見解を提示

                                         
力を有しない。」と規定されている。 

61 なお、参議院の決議における提案理由説明では、教育勅

語の理念に基づく諸法令が既に全廃されていることから、

教育勅語は道徳訓に関する過去の単なる文献に過ぎず、第

98条に違反する違憲詔勅として無効となるのではないし、

そもそも第 98 条とは全く無関係であるが、この事実を未

だ十分理解せず、教育勅語を神格化等する者がいること等

から、改めて教育勅語が効力を失っている事実を明確にす

るために決議をする旨が述べられた。当時の参議院文教委

員長は、戦後、文部省局長・文部大臣を歴任した田中耕太

郎であった。（鈴木・前掲注 56 178-179 頁） 
62 本使節団は、第一次米国教育使節団報告書で勧告した教 

育の成果の確認等のためにＧＨＱに招請された。（宮田丈 

夫編著『道徳教育資料集成３』第一法規出版（1959）  

22 頁） 
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している63。 

 

４ 修身科復活論と全面主義道徳教育 

(1) 天野文部大臣の問題提起 

 終戦直後の青少年を巡る状況は、その社会

的混乱から経済復興への過程で戦災孤児や家

出少年が増加し、少年犯罪の数が昭和 26

（1951）年頃まで増加の一途をたどってい

た64。このような青少年の非行問題の顕在化

という社会的背景もあり、道徳教育の振興を

求める声が高まっていた。 

 また、前述したように、昭和 23（1948）年

６月 19日、衆参両院において教育勅語等排除、

失効の確認決議がそれぞれなされた。 

このような中、第三次吉田内閣の文部大臣

であった天野貞祐は、昭和 25（1950）年 11

月７日、全国都道府県教育長協議会の席上で、

修身科や教育勅語に代わるものの必要性につ

いて次の意見を述べた65。 

「私はもとの修身のような教科は不必要だ

と考えていたが最近の実情を熟慮した結果こ

れが必要であると思うようになった。地方を

歩いてみると教育関係の法令はいろいろ整っ

てきたがこれにそなわる内容がないので教育

者の修身復興の要望が非常に強いので教育勅

語に代る教育要綱といったようなものを決め

たいと思う」 

また、天野文部大臣は、新聞紙上において、

教育勅語に代わるものの必要性を問題提起66

し、また従来の修身科へ「復帰しようなどと

考えるのではありません」としつつ、「これま

での修身科と社会科とを契機としてここに新

                             
63 勝部・前掲注８ 168頁 
64 『平成 11年度青少年白書』 
65 『読売新聞（夕刊）』（昭和 25.11.7） 
66 後に、天野貞祐は、文部大臣退任後の昭和 28年、「第一 

章 個人」（「人格の尊厳」等 16項目）、「第二章 家」（「和 

合」等６項目）、「第三章 社会」（「公徳心」等 10 項目）、 

「第四章 国家」（「国家と個人」等９項目）からなる「国 

民実践要領」を刊行した。 

しい道徳教育の工夫」をしたいと述べた67。 

この一連の発言の内容は、これまであいま

いなまま残されていた道徳教育を巡る課題の

所在を的確に表現したものであった68。 

 

(2) 世論の反応 

 天野文部大臣の一連の発言を受けて、道徳

教育における修身科の是非について活発な議

論が展開された。 

 天野文部大臣の問題提起に対する当時の新

聞（社説）の論調は、（表４）のとおりであっ

た。 

 

（表４）各社の論調 

新聞社 賛否 社説の見出しと主な主張 

毎日 賛成 

「青少年のしつけ」（25.11.8） 

道徳の基礎的考え方等を教える修

身は必要 

東京 賛成 

「『修身』復活の声に和す」（25.11.11） 

 道徳教育尊重としての修身が教育

の基本となるものとして必要 

朝日 ― 

「道徳教育の在り方」（25.12.1） 

修身という科目に代表される教育

内容を、いかに教えるかが重要 

日経 賛成 

「修身徳目の権威の問題」（25.12.8） 

修身に、社会共通の倫理観による

権威の裏付けが必要 

読売 反対 

「修身科無用論」（25.12.9） 

道徳教育は社会科をはじめ教育全

般で取り組むべきで、修身科を設け

ることは無用 

（出所）各社社説を基に作成 

 

 また、読売新聞が行った「修身科復活是か

非か」と題した紙上討論においては、全部で

755 通の投稿のうち、修身科復活を是とする

投稿が 482 通（約 64％）、非とする投稿が 273

通（約 36％）であり、それぞれの主な意見は

次のとおりであった69。 

                             
67 『朝日新聞「私はこう考える－教育勅語に代るもの－」』 

（昭和 25.11.26） 
68 貝塚・前掲注 47）287 頁、398頁 
69 『読売新聞』（昭和 25.12.8） 
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○是とする意見 

 ・敗戦後の思想混迷にあえぐ青少年に精神的支柱 

を与える 

 ・あらゆる家庭で子供の行儀やしつけに困ってい 

  る 

 ・社会科教育では徳育教育の効果が上がらない 

○非とする意見 

 ・すべての生活、あらゆる教育の場面を通じて教 

えるべきで、特定の科目を設けるべきでない 

 ・社会科教育の内面的充実で十分だ 

 ・大人の世界の浄化が先決だ 

 ・子供の考え方を尊重せよ 

 

(3) 全面主義道徳教育と社会科の役割 

ア 教育課程審議会における検討 

 このような状況の中、昭和 25（1950）年 11

月 16 日、天野文部大臣は教育課程審議会に

「道徳教育振興について」を諮問した。翌 26

（1951）年１月４日、この諮問に対し、「道徳

教育振興に関する答申」が出された。同答申

は、「道徳教育は、学校教育全体の責任である」

とした上で、「道徳教育振興の方法として、道

徳教育を主体とする教科あるいは科目を設け

ることは望ましくない」と述べた70。また、「社

会科をはじめ各教科は、それぞれ道徳教育に

深い関係をもっているから、その教育計画お

よび指導に当たっては、格別の配慮を必要と

する」とした。 

イ 道徳教育の方針と社会科の役割 

 上記答申を受けて同年７月に改訂された

「学習指導要領一般編」においても、道徳教

育は「教育のある部分でなく、教育の全面に

                             
70 答申を踏まえ発表された「道徳教育のための手引書要

綱」においては、「道徳教育を主とした教科を設けること

の可否は、学校の段階によりいちがいにいうことはできな

いが、もしとくに教科を設けるということをした場合には、

道徳教育に関する指導を教育の一部面のみにかぎる傾向

を、ふたたびひきおこすおそれがすくなくないといわなく

てはならない。ことに現在、そのような教科をおいた場合、

それが実際の運営において、また従来の修身科の性格に帰

っていくという危険性については、とくに注意を要するで

あろう。」としている。 

おいて計画的に実施される必要がある」とし

て、いわゆる「全面主義道徳教育」の方針が

示された。 

 また同時に改訂された「小学校学習指導要

領社会科編」においては、「社会科は、人間生

活・社会生活に対する正しい理解を得させる

ことによって、これらの態度の裏づけをし、

たえず統一のある生活態度を進展させるとい

う使命をになっている点で、道徳教育に関す

る特別な使命を負っているということができ

る」としている。 

 

 このように、天野文部大臣の問題提起を受

けて惹起された修身科復活論議は、単に道徳

教育を担う新しい教科を設置するか否かとい

う問題に留まらず、新設された社会科をどの

ように評価するかといった点も争点になって

いたと言える71。 

 

５ 主権回復直後の社会科の改善 

 昭和 27（1952）年４月 28 日、サンフラン

シスコ平和条約の発効により我が国は主権を

回復した。主権回復後の道徳教育は、社会科

の改訂問題を中心に議論が展開していく。 

 同年 12月、岡野清豪文部大臣が教育課程審

議会に「社会科の改善、とくに道徳、地理、

歴史教育について」を諮問した。翌 28（1953）

年８月７日、この諮問に対し、「社会科の改善

に関する答申」が出された。同答申では、社

会科における道徳教育の位置付けを次のよう

に述べ、全面主義道徳教育を維持しつつも、

道徳教育における社会科の役割について、よ

り踏み込んだ見解を次のように示している。 

「道徳教育は、社会科だけが行うもののよう

に考えることは誤りであって、これは学校教

育全体の責任である。しかし、社会科が道徳

教育に対して、責任をもつべき主要な面を明

                             
71 貝塚・前掲注 47 278 頁 
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確に考え、道徳教育に確実に寄与するように、

その指導計画および指導法に改善を加えるこ

とは重要なことである」 

これを受け、昭和 30（1955）年、文部省は

「小学校学習指導要領社会科編」を改訂した。

同社会科編では「社会科の目標と児童の望ま

しい生活態度（社会科における道徳教育の観

点）」の節を設け、その中で、「社会科は、社

会生活に対する正しい理解を得させることに

よって、児童の正しい判断力の基礎を養い、

望ましい態度や心情の裏づけをしていくとい

う使命をになっている点で、道徳教育につい

て特別な地位を占めている」としている。 

 

６ 「道徳の時間」の特設 

 昭和 31（1956）年３月 15 日、清瀬一郎文

部大臣は教育課程審議会に対して、「小学校中

学校教育課程ならびに高等学校通信教育の改

善について」を諮問し、主権回復後初めての

学習指導要領全体の改訂に着手した。この諮

問を受け、審議会は初等教育課程分科審議会

と中等教育課程分科審議会に分かれて審議を

行ったが、同年度内にまとまった案は示され

なかった。 

 翌 32（1957）年９月、松永東文部大臣は、

青少年の非行や基本的なしつけの欠如が看過

できない状況を踏まえ、学校教育において積

極的な措置を講じ道徳教育の充実を図るべき

時期であるとして、教育課程審議会に対し、

改めて小学校、中学校の教育課程の改善につ

いて審議を要請した72。 

 同年 11月９日、教育課程審議会は、今後の

道徳教育の徹底強化を図るため、道徳教育の

時間を特設する必要があるとする中間発表を

行った。 

 そして、翌 33（1958）年３月 15 日、教育

課程審議会は、「小学校・中学校教育課程の改

                             
72 『文部時報第 963号』文部省調査局編（1957）41頁 

善について」を答申した。同答申では、これ

までの道徳教育について、「社会科をはじめ各

教科その他教育活動の全体を通じて行われ

て」きたところ、「その実情は必ずしも所期の

効果をあげているとはいえない」と現状分析

を行っている。その上で、「今後もこの学校教

育の全体を通じて行うという方針は変更しな

い」が、「現状を反省し、その欠陥を是正し、

すすんでその徹底強化をはかるために、新た

に道徳教育のための時間を特設する」ものと

した。 

 これを受け文部省は、同年３月 18日、通達

「小学校・中学校における『道徳』の実施要

領について」を発出した。この通達は、①昭

和 33年度から道徳の時間を特設すること、②

道徳は、毎学年、毎週１時間実施すること、

③道徳の時間の指導は、学級担任の教師が担

当することを主な内容とするものであった。 

 また、同年８月 28日、学校教育法施行規則

が改正された。改正内容は、①道徳の時間を

法的に裏付けし、②道徳を、教育課程の一領

域として位置付ける73とともに、③道徳の時

間は、９月１日から実施すること等であった。 

 

                             
73 教科とは位置付けられなかった点について、押谷由夫は、

「当時は、戦前の道徳教育教科である修身への批判から、

教科ではなく、学校現場での対応を柔軟にするために（戦

前の修身科とは違うという意味合いを出すためと言った

ほうが適切かもしれない）、領域として設けられた」と指

摘している。（押谷・前掲注９ 250 頁） 
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Ⅲ 戦後の道徳教育(2) 

―道徳の時間の特設後― 

１ 道徳の時間の実施 

(1) 道徳の時間の内容 

 教育課程審議会における答申を踏まえて昭

和 33（1958）年に策定された学習指導要領74は、

従前の学習指導要領試案との位置付けから、

教育課程の基準として文部大臣が公示するも

のに改められた。特設された道徳の時間も、

学習指導要領に明記され、より詳細に示され

ることとなった。 

具体的には、小学校学習指導要領に、教育

課程の一領域として明確に位置付けられ、年

間の授業時数は小学校第１学年で 34 単位時

間、第２学年～第６学年で 35単位時間を下回

ってはならないこととされ、目標、内容、指

導計画作成および指導上の留意事項について

定められた75。 

学習指導要領総則においては、「学校におけ

る道徳教育は、本来、学校の教育活動全体を

通じて行うことを基本とする。したがって、

道徳の時間はもちろん、各教科，特別教育活

動および学校行事等学校教育のあらゆる機会

に、道徳性を高める指導が行われなければな

らない」とされた。その内容については、学

習指導要領道徳編において、「日常生活の基本

的行動様式」、「道徳的心情、道徳的判断」、「個

性の伸長、創造的な生活態度」、「国家・社会

の成員としての道徳的態度と実践的意欲」の

４つに分類され、「生命を尊び、健康を増進し、

安全の保持に努める」など 36項目の事項が次

のとおり示された。 

 

 

 

                             
74 昭和 33（1958）年８月に学校教育法施行規則が改正され

学習指導要領が法的に位置付けられるとともに、各教科等

の年間最低授業時数等が明示された。 
75 中学校学習指導要領においてもほぼ同様に規定された。 

小学校学習指導要領に示す道徳の内容 
 主として「日常生活の基本的行動様式」に関する内容  
(１) 生命を尊び，健康を増進し，安全の保持に努める。  
(２) 自分のことは自分でし，他人にたよらない。  
(３) 服装・言語・動作など，時と場に応じて適切にし，
礼儀作法を正しくする。  

(４) 身のまわりを整理・整とんし，環境の美化に努め
る。  

(５) ものや金銭をだいじにし，じょうずに使う。  
(６) 時間をたいせつにし，きまりのある生活をする。  
 
 主として「道徳的心情，道徳的判断」に関する内容  
(７) 自他の人格を尊重し，お互の幸福を図る。  
(８) 自分の正しいと信ずるところに従つて意見を述
べ，行動し，みだりに他人の意見や行動に動かされな
い。  

(９) 自分の考えや希望に従つてのびのびと行動し，そ
れについて責任を持つ。  

(10) 正直でかげひなたなく、真心を持った一貫性のあ
る行動をする。  

(11) 正を愛し不正を僧み，誘惑に負けないで行動する。  
(12) 正しい目標の実現のためには，困難に耐えて最後
までしんぼう強くやり通す。  

(13) 自分を反省するとともに，人の教えをよく聞き，
深く考えて行動する。  

(14) わがままな行動をしないで，節度のある生活をす
る。  

(15) いつも明るく，なごやかな気持で，はきはきと行
動する。  

(16) やさしい心を持つて，動物や植物を愛護する。  
(17) 美しいものや崇高なものを尊び，清らかな心を持
つ。 

 
 主として「個性の伸長，創造的な生活態度」に関する
内容  
(18) 自分の特徴を知り，長所を伸ばす。  
(19) 常により高い目標に向かつて全力を尽し，大きな
希望を持つ。 

(20) ものごとを合理的に考えて行動する。  
(21) 創意くふうをこらして生活をよりよくしようとす
る。  

(22) 常に研究的態度を持って，真理の探究に努める。  
(23) よいと思ったことは進んで行い，新しい分野も開
いていく。  

 
 主として「国家・社会の成員としての道徳的態度と実
践的意欲」に関する内容  
(24) だれにも親切にし，弱い人や不幸な人をいたわる。  
(25) 自分や世の中のために尽してくれる人々に対し，
尊敬し感謝する。  

(26) 互に信頼しあい，仲よく助けあう。  
(27) 自分の好ききらいや利害にとらわれずに，公正に
ふるまうとともに，だれに対しても公平な態度をとる。  

(28) 人の立場を理解して，広い心で人のあやまちをも
許す。  

(29) 規則や，自分たちで作るきまりの意義を理解し，
進んでこれを守る。  

(30) 権利を正しく主張するとともに，自分の果すべき
義務は確実に果す。  

(31) 勤労の尊さを知るとともに，進んで力を合わせて
人のためになる仕事をする。  

(32) 公共物をたいせつにし，公徳を守り，人に迷惑を
かけない。  

(33) 家族の人々を敬愛し，よい家庭を作りあげようと
する。  

(34) 学校の人々を敬愛し，りっぱな校風を作りあげよ
うとする。  

(35) 日本人としての自覚を持って国を愛し，国際社会
の一環としての国家の発展に尽す。  

(36) 広く世界の人々に対して正しい理解を持ち，仲よ
くしていこうとする。 

 

 



 

176 RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

研  究 

指導計画作成および指導上の留意事項とし

ては、「指導計画は、学校の教育活動全体を通

して行う道徳教育の計画の一環として、各教

科、特別教育活動および学校行事等における

道徳教育を補充し、深化し、またはこれと相

互に交流しうるよう、組織的、発展的なもの

でなければならない」ことなど、10の事項が

定められた。このように、道徳教育は、学校

の教育活動全体を通じて行うこととされ、道

徳の時間はそれらを補充し、深化するものと

位置付けられた。 

 

(2) 道徳の時間の特設を巡る世論等 

小・中学校学習指導要領道徳編は昭和 33

（1958）年８月 28日に出され、道徳の時間は、

９月から先行して実施されることとなった。

このため、全国の５つの会場で都道府県道徳

教育講習会の指導者を育成するためのブロッ

ク別講習会が開催され、その後、都道府県ご

とに講習会が開催されることとなった。しか

し、これらの講習会は、日本教職員組合、労

働組合等の妨害活動76にあい、激しい混乱が

生じた。例えば９月 16日に仙台で開催された

ブロック別講習会については、「講習会を阻止

しようとする宮城県教組をはじめ東北各県教

組、宮城県労評の組合員や学生約千人（警察

側発表）が７時ごろからピケを張り、会場外

で警官隊と大乱闘を起こして数人の負傷者と

検挙者を出した」などと報じられている77。 

当時の世論調査の状況を見ると、道徳の時

間の特設前、昭和 32（1957）年 12月 25 日発

表の総理府（内閣官房審議室）の「教育に関

する世論調査」（新旧両教育の比較、道徳教育

の必要性等）では、「①道徳教育を早急に実施

する必要性＝あり 62％、なし 19％、②道徳教

                             
76 日教組は、「文部省主催のブロック別道徳指導者講習会

を労組、民主団体の協力を得て大衆行動で阻止せよ」と各

県に指令した。（日本教職員組合編「日教組 50年史」（1999）

282 頁） 
77 朝日新聞（1958.9.16） 

育で最も大切なのは何か＝親を大切にするこ

と 36％、礼儀作法その他 15％、愛国心９％、

③修身教育の必要性（大部分が昔のままの修

身や忠孝では困ることを前提として）＝ある

程度必要 70％」 等の結果であったと報道さ

れている78。また、昭和 35（1960）年４月 11

日に読売新聞が公表した教育に関する全国世

論調査において、「あなたはいまの教育に何を

望みますか」との問いに対して、最も多かっ

た回答が「道徳教育を望む 48％」であり79、

同紙は「新教育の弱点をついたものだし、い

かに両親や社会が子どものしつけに悩み、学

校にそれを期待しているかがわかる」と評し

ている。 

 

(3) 「学校における道徳教育の充実方策につ

いて」（答申） 

 道徳の時間の特設後、文部省は、指導計画

や指導方法を解説した道徳指導書、指導事例

集、指導資料等を刊行し、道徳教育の充実を

図った。こうした中、昭和 37（1962）年 10

月５日、荒木萬壽夫文部大臣は「小・中学校

では、さきの教育課程の改訂により、新たに

「道徳」の時間が設けられたが、この指導の

実態をみると、地方によってまちまちで、じ

ゅうぶんその目的が達成されているとは考え

られない」として教育課程審議会に対して「学

校における道徳教育の充実方策について」を

諮問した。 

これを受け、教育課程審議会では道徳教育

の充実に関して議論が行われ、昭和 38（1963）

年７月 11日、「学校における道徳教育の充実

方策について」を答申した。 

                             
78 朝日新聞（1957.12.26） 
79 全国から被調査者 3,000 人を選び、直接面会して意見を

聞き、2,598人から回答を得た世論調査であり、それ以外

の回答は、「教育費がかかりすぎる 13％、教育費の全額国

庫負担 10％、教科書の統一 8％、学力を向上させる６％、

社会に役立つ教育３％、教育設備の充実２％、教員の素質

をよくする２％、教組運動を改めよ１％、教員待遇改善

１％、試験地獄の解消１％、その他５％」であった。 
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答申では、道徳教育の基本方針として、①

個人の価値をたっとぶとともに国家社会のよ

き形成者たる自主的精神に充ちた心身ともに

健康な日本国民の育成をめざすものでなけれ

ばならないこと、②日常生活の中から生きた

教材を選ぶとともに、古今東西の教訓に学び、

特にわが国の文化、伝統に根ざしたすぐれた

ものをじゅうぶんに生かして内容的に充実し

ていく必要があること、③世界における日本

の地位と果たすべき重要な使命にかんがみ、

国民としての自覚を高め、公正な愛国心を培

うように一層努力する必要があること、④今

後宗教的あるいは芸術的な面からの情操教育

が一層徹底するよう、指導内容や指導方法に

ついて配慮する必要があることの４点を示し

た。 

また、現状の問題点としては、「道徳の指導

について熱意に乏しく自信と勇気を欠いてい

る者も見られる」、「一部ではあるが、道徳の

時間を設けてすらいない学校が存在してい

る」、「一部では学校経営が弛緩し、秩序がじ

ゅうぶんに保持されていないような状況が見

られる」、「教育委員会などにおける道徳教育

の指導については、指導主事の配置がふじゅ

うぶんであり、指導が徹底しない面がある」

ことなどを指摘している。 

このような状況を踏まえ、同答申は、充実

方策として、①目標内容の具体化、②教師用

の指導資料の提供、③児童生徒用の読み物資

料の提供、④教員養成の改善、⑤現職教育の

充実、⑥校内体制の確立、⑦家庭や社会との

連携協力、⑧教育委員会等などにおける指導

の強化の８つを提言した。 

文部省ではこれらの提言を踏まえ、昭和 39

（1964）年から、各学校における道徳指導の

ための指導資料等を全国の学級担任に配布し

たほか、道徳教育研究学校の指定、道徳教育

講習会の開催など道徳教育の充実方策に取り

組んだ。 

２ 「期待される人間像」と学習指導要領の

実施状況 

(1) 「期待される人間像」 

昭和 38（1963）年６月 24 日、荒木萬壽夫

文部大臣は、義務教育後の後期中等教育の拡

充整備を図るべき段階に至っているとして、

「後期中等教育の拡充整備について」を中央

教育審議会に諮問した。その際、「検討すべき

問題点」として「期待される人間像について」

を挙げ、後期中等教育の拡充整備を図るに当

たっては、その理念を明らかにする必要があ

り、そのためには今後の国家社会における人

間像はいかにあるべきかという課題を検討す

る必要があるとして具体的な検討を要請した。 

これを受けて中央教育審議会は総会、第 19

特別委員会（期待される人間像に関するもの 

主査：高坂正顕）、第 20特別委員会（後期中

等教育のあり方に関するもの 主査：平塚益

徳）において議論を始めた。その後、昭和 40

（1965）年１月 11日、第 19特別委員会は国

民から広く意見を求めるため、中間草案を発

表した。この中間草案は、大きな反響を呼び、

第 19 特別委員会において主査をつとめた高

坂正顕は、特に論議を呼んだ項目は、第一に

愛国心であり、第二には象徴としての天皇に

関する節についてであった等と述べている80。 

その後、文部省において中間草案に寄せら

れた意見を分析、整理して公表81するなどし、

昭和 41（1966）年 10月 30 日、中央教育審議

会から「後期中等教育の拡充整備について」

が答申された。 

「期待される人間像」は、答申の別記に掲

載されることとなった。その内容は、２部構

                             
80 高坂正顕「期待される人間像について」『文部科学時報 

第 1072 号』（1966）36-39 頁 
81 文部省が公表した「期待される人間像（中間草案）に対

する意見」によると、草案に対しての否定的意見、肯定的

意見はそれぞれ約 30パーセントで、中間的見解は残り 40

パーセントであった。また、内容としての項目で最も反響

の大きかったものは「日本の象徴」の部分に言及したもの

であった。 
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成で「第一部・当面する日本人の課題」では、

今日の日本及び日本人が直面している現在と

近い未来の課題が記されている。「第二部・日

本人にとくに期待されるもの」では、第一部

に掲げられている課題に答えるためにはどう

いう徳性が必要なのかを示している。 

 

「期待される人間像」の構成 

まえがき 

第一部 当面する日本人の課題 

  一 現代文明の特色と第一の要請 

二 今日の国際情勢と第二の要請 

三 日本のあり方と第三の要請 

第二部 日本人にとくに期待されるもの 

 第一章 個人として 

   一 自由であること 

   二 個性を伸ばすこと 

   三 自己をたいせつにすること 

   四 強い意志をもつこと 

   五 畏敬の念をもつこと 

 第二章 家庭人として 

   一 家庭を愛の場とすること 

二 家庭をいこいの場とすること 

   三 家庭を教育の場とすること 

   四 開かれた家庭とすること 

 第三章 社会人として 

   一 仕事に打ち込むこと 

   二 社会福祉に寄与すること 

   三 創造的であること 

   四 社会規範を重んずること 

第四章 国民として 

一 正しい愛国心をもつこと 

二 象徴に敬愛の念をもつこと 

三 すぐれた国民性を伸ばすこと 

 

「期待される人間像」を含めた答申につい

ては、その後の教育課程審議会において、教

育課程の審議を行う際の参考とされた。 

 

(2) 学習指導要領の改訂（昭和 43年82、昭和

52年） 

昭和 43（1968）年の学習指導要領の改訂は、

望ましい人間形成の上から調和と統一のある

教育課程の編成を図ること等を基本方針とし

た。 

                             
82 学習指導要領の改訂は、小学校、中学校が同時に行われ

る場合や段階的に行われる場合があり、本稿で改訂年を示

している場合は、小学校学習指導要領の改訂された年を表

すものとする。 

道徳に関しては、学校における道徳教育の

役割及び道徳の時間の性格を一層明確にし、

各教科、特別活動との関連及び小・中学校間

の関連を考慮する等とした。具体的には、小

学校学習指導要領において内容を 36 項目か

ら 32項目に精選・集約するなどとしたほか、

道徳と各教科との関連性を考慮し必要な改善

を加えている83。 

その後、昭和 52（1977）年には社会の変化

などを踏まえて学習指導要領が改訂された。

各教科の基礎的・基本的事項を確実に身につ

けられるように教育内容の厳選・標準授業時

数の削減などがなされたが、知・徳・体の調

和のとれた人間性豊かな児童生徒の育成を図

ること等が基本方針とされた。 

道徳に関する事項については、学校の教育

活動全体を通じて日常生活に必要な基本的な

行動様式をしっかり身につけさせ、道徳的な

実践力を身につけさせるとしており、小学校

学習指導要領の内容においては 32 項目から

28項目に精選されている84。 

 

(3) 道徳教育の実施状況に関する調査 

 その後、昭和 58（1983）年５月に道徳教育

の実施状況についての全国調査が道徳の時間

の特設後、初めて行われた。この調査は、児

童生徒の問題行動を未然に防止し、健全な青

少年を育成するため、学校における道徳教育

の充実を図る必要があることから、実施され

たものであり、その主な内容は次のとおりで

ある。 

 

 

 

 

                             
83 中学校学習指導要領における道徳の内容についても４

つの区分が整理されており、項目数は 21項目から 13項目

となった。 
84 中学校学習指導要領は、小分類のある 13項目から 16項

目になった。 
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公立小・中学校における道徳教育の実施状

況に関する調査結果（抜粋） 

○昭和 58年度用の全体計画の作成状況 

区 分 作成している 作成していない 

小学校 72.0％ 28.0％ 

中学校 78.7％ 21.3％ 

○昭和 57年度における１年間の道徳の授業の実施状況 

区 分 小学校 中学校 

道徳の時間を 35時間以上実施した学級数 51.4%  24.7%  

道徳の時間を 30～34時間実施した学級数 34.3%  39.6%  

道徳の時間を 25～29時間実施した学級数 11.1%  23.3%  

道徳の時間を 20～24時間実施した学級数 2.5%  8.6%  

道徳の時間の実施が 19時間以下である学級数 0.75%  3.8%  

○道徳の時間における副読本の使用状況 

区 分 小学校 中学校 

各自に所持させて使用 39.6%  48.4%  

学校備え付けにして使用 41.1%  27.9%  

学校に備え付け、各自にも所持させて使用 4.9%  5.6%  

使用させていない 14.4%  18.1%  

○児童生徒各自に所有させている副読本の購入状況 

区 分 小学校 中学校 

児童生徒各自で購入 70.2%  73.7%  

公費で購入し無償で配布 29.8%  26.3%  

 ※ 道徳の時間において副読本を各自に所持させて使用させている場合のみ回答 

○道徳の時間について昭和 58年度の時間割への位置付け 

区 分 小学校 中学校 

全学級とも道徳の名称で位置付け 99.6%  99.6%  

全学級とも道徳以外の名称で位置付け 0.3%  0.4%  

一部の学級では位置付けていない 0.1%  0.03%  

全学級とも位置付けていない 0%  0%  

 

昭和 58（1983）年８月５日、文部省では、

こうした調査結果を踏まえて、「公立小・中学

校における道徳教育の実施状況の調査につい

て（通知）」を発出し、道徳教育の改善を求め

た。その内容は、①道徳教育の全体計画ある

いは、「道徳」の時間の年間指導計画を作成し

ていない学校があるので、速やかに作成する

こと、②「道徳」の授業時数が標準授業時数

をかなり下回る学校が見られるので、その確

保に努めること、③「道徳」の時間の指導資

料に関しては、その計画的な活用の面におい

てまだ不十分と思われるので、資料を一層整

備・充実して、その効果的、計画的活用につ

とめること、④週の時間割に「道徳」の時間

が明確に位置付けられていない学校が、わず

かにあるので、これを是正すること等であっ

た。 

 

３ 臨時教育審議会及び学習指導要領の改訂

（平成元年、平成 10年） 

(1) 臨時教育審議会における議論 

昭和 50年代、受験戦争の過熱や、全国各地

の小・中学校で続発したいじめ、校内暴力、

青少年非行などの教育荒廃といわれる現象が

目立ち憂慮すべき事態となっていた。このよ

うな中で、中曽根康弘内閣総理大臣は、社会

の変化及び文化の発展に対応する教育の実現

を期して各般にわたる施策に関し必要な改革

を図るための「臨時教育審議会」を設置して、

教育に関する幅広い議論を行うこととした。 

臨時教育審議会は、臨時教育審議会設置法

が施行された昭和 59（1984）年８月 21 日、

内閣総理大臣の諮問機関として総理府に設置

され、３年間にわたって審議し、４回の答申

を行った。この答申の内容は広範に及ぶもの

で、初等中等教育では、単位制高等学校制度

の創設、６年制中等学校の設立、初任者研修

制度の創設、教育財政の合理化・効率化、民

間活力の導入などを提言した。 

 

臨時教育審議会の答申の概要 

○第一次答申（昭和 60年６月 26日） 

 教育改革の基本的考えと審議会の主要課題を設定し、

当面の具体的改革を提言 

○第二次答申（昭和 61年４月 23日） 

  21 世紀に向けての教育の基本的在り方を示すととも

に、家庭・学校・社会を通ずる諸課題に対しての総合的・

基本的改革を提言 

○第三次答申（昭和 62年４月１日） 

  生涯学習体系への移行、初等中等教育の改革、高等教

育機関の組織・運営の改革等の残された重要課題への改

革を提言 

○第四次答申（昭和 62年８月７日） 

  これまでの三次の答申を総括し、今後の教育改革推進

の方策を示した 

(出所)教育政策研究会『臨教審総覧』第一法規(1987)を基に作成 
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道徳に関しては、主に、第２次答申におけ

る初等中等教育改革の「徳育の充実」で取り

上げられている。そこでは、①初等中等教育

段階では基本的なしつけ、自己抑制力や基本

的な行動様式の形成・定着、公衆道徳など日

常の社会規範を守る態度、郷土や国を愛する

心等の育成を重視すること、②都市と農山漁

村等との相互交流や森林、河川等の自然との

触れ合いのなかで、同年齢・異年齢からなる

集団生活を体験する自然教室を拡充・推進す

ること、③小・中学校の教育課程における特

設「道徳」の位置付けは現行どおりとするが、

①の観点から見直す必要があること、④道徳

教育用教材については、適切な副読本を使用

するよう奨励すること、⑤教員については道

徳教育の指導力を高めるとともにカウンセリ

ングに関する知識を高めること等を提言して

いる。 

 

(2) 平成元年の学習指導要領の改訂 

 平成元（1989）年の学習指導要領の改訂は、

臨時教育審議会の提言や教育課程審議会の答

申を踏まえ、①豊かな心を持ち、たくましく

生きる人間の育成を図る、②自ら学ぶ意欲と

社会の変化に主体的に対応できる能力の育成

を重視する、③基礎的・基本的な内容を重視

し、個性を生かす教育の充実をはかる、④国

際理解を深め、我が国の文化と伝統を尊重す

る態度の育成を重視する等の基本方針の下に

行われた。道徳教育については、昭和 33

（1958）年以来の大きな改訂が行われたが、

その内容は次のとおりであった。 

ア 道徳の内容の再構成 

小・中学校共通に、道徳性を①主として自

分自身に関すること、②主として他の人との

かかわりに関すること、③主として自然や崇

高なものとのかかわりに関すること、④主と

して集団や社会とのかかわりに関することの

４点からとらえ、その視点から内容項目を分

類整理して示し、発展的・系統的な指導を一

層充実させた。 

イ 道徳の内容の重点化 

全学年で道徳の内容を網羅的に指導するこ

とを改め、児童生徒の道徳性の発達段階に応

じて、例えば、小学校低学年ではしつけなど

の基本的生活習慣、中学年では日常の社会規

範を守る態度、高学年では公共に尽くそうと

する態度、また、中学校では人間としての生

き方の自覚などに留意して、内容を精選し重

点的に示した85。 

ウ 全体計画の作成等の強化 

各学校において必ず道徳教育の全体計画を

作成することとし、学校の教育活動全体を通

じて行う道徳教育と道徳の時間との関連を深

め、指導の効果を高めるようにした。また、

例えば、国語科では道徳性を養うことに資す

る教材が取り入れられるよう教材選定の観点

を示すなど、各教科等の特質に応じた道徳教

育の充実を図った。 

エ 学校・家庭・社会の連携の重視 

学校は家庭や地域社会と連携を深め、豊か

な道徳性の育成を図るよう配慮することとし

た。 

 

(3) 平成 10年の学習指導要領の改訂 

 平成 10（1998）年の学習指導要領の改訂に

ついては、平成８（1996）年８月に奥田幹生

文部大臣から教育課程審議会への諮問が行わ

れた。これに対して、後述する中央教育審議

会答申「幼児期からの心の教育の在り方につ

いて」に留意して平成 10年７月に答申がまと

められ、ゆとりのある教育活動を展開する中

で、基礎・基本の確実な定着を図り、個性を

                             
85 なお、幼稚園教育要領においては、「道徳性の芽生えを

培うに当たっては、基本的な生活習慣の形成を図るととも

に、幼児が他の幼児とのかかわりの中で他人の存在に気付

き相手を尊重する気持ちで行動できるようにし、また、自

然や身近な動植物に親しむことなどを通して豊かな心情

が育つようにする」とされた。 
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生かす教育の充実を図ることとされた。 

道徳教育については、改善の基本方針とし

て、体験活動等を生かした心に響く道徳教育

の実施、家庭や地域の人々の協力による道徳

教育の充実、未来へ向けて自らが課題に取り

組み、共に考える道徳教育の推進等が挙げら

れた。これを踏まえて、善悪の判断や郷土を

愛することなどの内容を充実するとされた。

また、体験活動を生かした多様な取組の工夫

や魅力的な教材の開発や活用などを行うこと、

子どもや学校の実態に応じた重点的な指導を

工夫すること、校長が指導力を発揮して学校

全体で取り組むようにすること、学校の道徳

教材に地域の人々の参加・協力を積極的に求

めたりすること等とされ、総合的な学習の時

間などにおいても道徳との関連を図ることと

された。また、幼稚園教育要領では、第２章

の「ねらい及び内容」の「人間関係」におい

て、道徳性の芽生えを培うに当たって、「人に

対する信頼感や思いやりの気持ちは葛藤やつ

まずきをも体験し、それらを乗り越えること

により次第に芽生えてくることに配慮するこ

と」が盛り込まれることとなった。 

 

(4) 中央教育審議会答申「幼児期からの心の

教育の在り方について」 

平成９（1997）年８月４日、小杉隆文部大

臣は、中央教育審議会に対して「幼児期から

の心の教育の在り方について」を諮問した。

諮問理由では、子どもたちの間にみられるい

じめ、薬物乱用、性の逸脱行為等といった憂

慮すべき事態のほか、神戸市須磨区の児童殺

傷事件等は心の在り方と深い関わりがある問

題であるとして、心の教育の在り方について

の幅広い検討を指示した。 

中央教育審議会では、小委員会を設置する

などして議論を行った後、平成 10（1998）年

６月 30日、「幼児期からの心の教育の在り方

について」を答申した。答申では、家庭、地

域社会、学校に対して具体的な提言をしてい

る。学校に対しては、心を育てる場として道

徳教育を改善充実するために、道徳の時間の

時間数の確保、教材等の工夫、道徳教育で学

んだことが生活や体験で活用できるようにす

ることや、カウンセリング体制の整備・充実

等を提言している。また、幼稚園・保育所の

役割を見直す中で、「幼児の発達段階を踏まえ

つつ、教員や保育者が幼児期の道徳性の芽を

伸ばし、育てる適切な働きかけをしていくこ

とをお願いしたい」として幼児期の道徳性の

芽生えを培うことが提言された。 

 

「幼児期からの心の教育の在り方について

（答申）」の構成 

第 1章 未来に向けてもう一度我々の足元を見直そう 

（1）「生きる力」を身に付け、新しい時代を切り拓く積極的な心を育てよう 

（2）正義感・倫理観や思いやりの心など豊かな人間性をはぐくもう 

（3）社会全体のモラルの低下を問い直そう 

（4）今なすべきことを一つ一つ実行していこう 

 

第 2章 もう一度家庭を見直そう 

①家庭の在り方を問い直そう 

②悪いことは悪いとしっかりしつけよう 

③思いやりのある子どもを育てよう 

④ 子どもの個性を大切にし、未来への夢を持たせよう 

⑤家庭で守るべきルールをつくろう 

⑥遊びの重要性を再認識しよう 

⑦異年齢集団で切磋琢磨する機会に積極的に参加させよう  

 

第 3章 地域社会の力を生かそう 

（1）地域で子育てを支援しよう 

（2）異年齢集団の中で子どもたちに豊かで多彩な体験の機会を与えよう 

①長期の自然体験活動を振興しよう 

②ボランティア・スポーツ・文化活動、青少年団体の活動等を活発に展開しよう 

③地域の行事や様々な職業に関する体験の機会を広げよう  

④情報提供システムを工夫し、子どもたちの体験活動への参加を可能にしよう 

（3）子どもの心に影響を与える有害情報の問題に取り組もう 

 

第 4章 心を育てる場として学校を見直そう 

（1）幼稚園・保育所の役割を見直そう 

（2）小学校以降の学校教育の役割を見直そう 

①我が国の文化と伝統の価値について理解を深め、未来を拓く心を育てよう 

②道徳教育を見直し、よりよいものにしていこう－道徳の時間を有効に生かそう 

③カウンセリングを充実しよう 

④不登校にはゆとりを持って対応しよう 

⑤問題行動に毅然として対応しよう 

 

 文部省においては、この答申を受け、スク

ールカウンセラーの各学校への派遣、「心の教

室相談員」の配置、「心の教室」の整備、24
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時間電話相談体制の整備などに取り組んだ。 

 

４ 「心のノート」の作成・配布 

文部科学省は、平成 10（1998）年に改訂さ

れた学習指導要領が完全実施された翌年の平

成 14（2002）年４月に全ての小・中学生を対

象として「心のノート」を配布した。「心のノ

ート」は、子どもたちが身につける道徳の内

容を学校段階や学年に応じて子どもたちにと

ってわかりやすく表し、道徳的価値について

自ら考えるきっかけとし理解を深めていくこ

とができる教材とされ、自らを振り返ったり

するきっかけとなるイラストや写真、詩や文

章、自らの思いや考えを記入する欄などで構

成されている。 

「心のノート」の作成に当たっては、河合

隼雄京都大学名誉教授を座長とする作成協力

者会議において意見を求め、100 名あまりの

学識経験者や小・中学校の教員の協力を得て

行われた86。また、「心のノート」は教科書で

はなく、道徳の時間に活用される副読本や指

導資料等に代わるものでものなく、これらの

教材と相まって活用されることにより道徳教

育の充実に資する補助教材であるとされた87。 

 その後、平成 16（2004）年 11 月に道徳教

育の推進状況に関する調査結果が公表されて

おり、平成 14年度に道徳の時間に「心のノー

ト」を利用した状況については、小学校

97.1％、中学校 90.4％であった88。 

その後、「心のノート」については、平成

20 年改訂の学習指導要領の趣旨を踏まえて

平成 21（2009）年３月に改訂版が配布された。 

 

 

                             
86 「心のノート」の活用について」『文部科学時報 第 1520

号』（2003） 
87 平成 14年４月 22日付け、都道府県教育委員会教育長等

宛て 文部科学省初等中等教育局長通知「「心のノート」

について（依頼）」 
88 平成 15年度道徳教育推進状況調査 

５ 教育基本法の改正と平成 20 年の学習指

導要領の改訂 

(1) 教育基本法の改正 

 教育に関する基本的な理念を定める教育基

本法については、昭和 22（1947）年に制定さ

れて以来一度も改正されることなく経過して

きた89が、小渕恵三内閣総理大臣の私的諮問

機関として設置された「教育改革国民会議」

の報告をきっかけに教育基本法の改正に向け

て動き出した。 

平成 12年３月 24日に設置された「教育改

革国民会議」は、後を継いだ森喜朗内閣総理

大臣に、平成 12年 12 月 24 日、「教育改革国

民会議報告 教育を変える 17の提案」を報告

した。提案の中で「学校は道徳を教えること

をためらわない90」と道徳に関する具体的な提

言が盛り込まれている。 

 

教育改革国民会議報告 教育を変える 17 の提案 

人間性豊かな日本人を育成する   

・教育の原点は家庭であることを自覚する  

・学校は道徳を教えることをためらわない  

・奉仕活動を全員が行うようにする  

・問題を起こす子どもへの教育をあいまいにしない  

・有害情報等から子どもを守る  

                             
89 改正されなかった理由としては、「一つは改正に対して

強い抵抗が予想されたことである。もう一つには強い抵抗

を押し切ってまであえて強行しなければならないほど差

し迫った必要はなかったことである」（市川昭午『教育基

本法改正論争史』（株）教育開発研究所（2009）27頁）と

の指摘がある。 
90 教育改革国民会議報告の本文において、次の(1)～(4)の

具体的提言を行っている。 

提言 

(1)小学校に「道徳」、中学校に「人間科」、高校に「人生

科」などの教科を設け、専門の教師や人生経験豊かな

社会人が教えられるようにする。そこでは、死とは何

か、生とは何かを含め、人間として生きていく上での

基本の型を教え、自らの人生を切り拓く高い精神と志

を持たせる。  

(2)人間性をより豊かにするために、読み、書き、話すな

ど言葉の教育を大切にする。特に幼児期においては、

言葉の教育を重視する。  

(3)学校教育においては、伝統や文化を尊重するとともに、

古典、哲学、歴史などの学習を重視する。また、音楽、

美術、演劇などの芸術・文化活動、体育活動を教育の

大きな柱に位置付ける。  

(4)子どもの自然体験、職場体験、芸術・文化体験などの

体験学習を充実する。また、「通学合宿」などの異年齢

交流や地域の社会教育活動への参加を促進する。 



学校における道徳教育の変遷と課題 
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一人ひとりの才能を伸ばし、創造性に富む人間を育成する  

・一律主義を改め、個性を伸ばす教育システムを導入する  

・記憶力偏重を改め、大学入試を多様化する  

・リーダー養成のため、大学・大学院の教育・研究機能を強化する  

・大学にふさわしい学習を促すシステムを導入する  

・職業観、勤労観を育む教育を推進する  

・新しい時代に新しい学校づくりを  

 

教師の意欲や努力が報われ評価される体制をつくる  

・地域の信頼に応える学校づくりを進める  

・学校や教育委員会に組織マネジメントの発想を取り入れる  

・授業を子どもの立場に立った、わかりやすく効果的なものにする  

・新しいタイプの学校（“コミュニティ・スクール”等）の設置を促進する  

 

教育振興基本計画と教育基本法  

・教育施策の総合的推進のための教育振興基本計画を  

・新しい時代にふさわしい教育基本法を 

 

また、報告の「新しい時代にふさわしい教

育基本法を」については、①新しい時代を生

きる日本人を育成する、②伝統、文化など次

代に継承すべきものを尊重し、発展する、③

これからの時代にふさわしい教育を実現する

ために、教育基本法の内容に具体的方策を規

定する、の三つの観点で教育基本法の見直し

の議論をすべきであるとした。 

この報告を受け、遠山敦子文部科学大臣は

平成 13（2001）年 11月 26 日中央教育審議会

に対して、「教育振興基本計画の策定と新しい

時代にふさわしい教育基本法の在り方」に関

して諮問した。中央教育審議会では、総会及

び基本問題部会において議論を重ね、平成 15

（2003）年３月 20日、「新しい時代にふさわ

しい教育基本法と教育振興基本計画の在り方

について」を答申した。答申の中で、教育基

本法に新たに規定する理念として「社会の形

成に主体的に参画する「公共」の精神、道徳

心、自立心の涵養」が盛り込まれた。 

その後、与党内で議論が行われ91た後、政

府は中央教育審議会の答申や与党内における

議論を踏まえて教育基本法を全文改正する

                             
91 「与党教育基本法改正に関する検討会」等において議論

され、平成 18（2006）年１月に「教育基本法に盛り込む

べき項目と内容について（最終報告）」を取りまとめた。 

「教育基本法案」を第 164 回国会の平成 18

年４月 28日に提出した。 

教育基本法案における道徳に関する規定に

ついては、第２条に教育の目標として、「幅広

い知識と教養を身につけ、真理を求める態度

を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、

健やかな身体を養うこと」や「個人の価値を

尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、

自主及び自律の精神を養うとともに、職業及

び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態

度を養うこと」等が規定された。 

教育基本法（平成 18年法律第 120号） 

 

（教育の目標）  

第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を

尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるも

のとする。  

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を

養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな

身体を養うこと。  

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性

を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及

び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う

こと。  

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重ん

ずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の

形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。  

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与す

る態度を養うこと。  

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が

国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会

の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

 

（義務教育）  

第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めると

ころにより、普通教育を受けさせる義務を負う。  

２ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する

能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培

い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基

本的な資質を養うことを目的として行われるものとす

る。 

３ 略 

４ 略 

国会では、教育全般に関しての広範な議論

が行われ、道徳教育に関しては、総論として、

①これまで行われてきた道徳教育を検証する

必要性、②教育基本法改正による道徳教育の

具体的な変化、③教育基本法改正によって変

化する教員養成課程における道徳教育のカリ

キュラムの内容などの質疑がなされた。各論

としては、教育基本法案の質疑でも最も大き
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な論点となった「我が国と郷土を愛するとと

もに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展

に寄与する態度」のほか、「公共の精神」、「生

命の尊重」、「職業及び生活との関連を重視し、

勤労を重んずる態度」なども議論となった。 

 

教育基本法案の審議の際の「道徳」等に関す

る質疑の例 

問 戦前の修身が教育課程の中の筆頭科目として位置
付けられていたが、道徳が教育基本法に規定されるこ

とによって戦前と同じように道徳が優位な位置を占
めるのではないか 

答弁（田中生涯学習政策局長） 中央教育審議会からこ

れからの教育に必要な新たな理念というものが示さ
れたところでございまして、従来から「教育の目的」
に入っておりました事柄と新たに中央教育審議会か

ら答申をいただきました事柄を整理いたしまして、
「教育の目標」ということで第二条に掲げさせていた
だいておるところでございまして、幅広い知識と教

養、それから豊かな情操と道徳心、健やかな体という
ことで知育、徳育、体育にわたり書いておるところで、
決して道徳に特化したものとはなっておらないと考

えているところでございます。 
（平成 18年 12月５日参・教育基本法に関する特別委員会） 

 

問 道徳教育と修身教育についての違い 
答弁（伊吹文部科学大臣） いわゆる戦前の修身教育で
すか、家族愛だとか友情だとか博愛だとか、いいこと

はたくさん書いてあります。それは現在においても何
ら間違ったことでは私はないと思います。問題は、戦
前の教育は一時期非常に不幸な事態があったという

こと以前に、日本の戦後の教育基本法と憲法の下では
戦前の立憲君主国じゃなくなったということですね。
そして、修身教育というものの根底は、当時、立憲君

主国であった、天皇陛下の個人的なお言葉である教育
勅語というものをベースにいわゆる修身の内容が構
成されていると。ですから、極めて形式的な私は議論

だと思うんですが、やはり戦後の民主主義の時代にお
いては、国民が選んだ国会によって決められているも
のを基本に教育を組み立てるべきだという考えがあ

ったということだけであって、修身の中に記述されて
いる今に当然通用する徳目というものは、当然それは
尊重して現在の教育をやるべきだとは思います。 

（平成 18年 12月 13日参・教育基本法に関する特別委員会） 
 
問 「豊かな情操と道徳心を培う」を規定した理由 

答弁（田中生涯学習政策局長） 法案の第二条第一号は、
教育の目的のうち、教育全般を通じて基礎となるも
の、今おっしゃっていただきましたけれども、知徳体、

この三つの分野につきまして規定をさせていただい
ておるところでございます。 
 豊かな情操と道徳心でございますけれども、情操

とは、美しいものやすぐれたものなどに接して感動
する心であり、また道徳心とは、社会における善悪
の判断基準として一般に承認されている規範を守

り、これに従おうとする心をいうものでございます。
これらはいずれも人格完成において非常に重要なも
のである、そしてこれらを培うことが教育の基本的

な機能であることから、新たに目標として明示をさ
せていただいておるところでございます。 
（平成18年６月８日 衆・教育基本法に関する特別委員会） 

 
 

問 教育基本法を改正することによる今後の道徳教育
の具体的な変化 

答弁（小坂文部科学大臣） 道徳教育につきましては、
これまで、道徳の時間を中心に学校の教育活動全体を
通じて取り組むこととしているわけでございまして、

その際、児童生徒の実態を最もよく理解する学級担任
がさまざまな指導方法で工夫しながら指導を行う、こ
ういうふうにしてきたところではありますが、実際に

は道徳の時間が振りかえられているという実態もあ
ることは事実でございます。 
 道徳の教科化については、平成 12 年 12 月の教育

改革国民会議報告におきましても、小学校に道徳、
中学校に人間科、高校に人生科などの教科を設けて
専門の教師や人生経験豊かな社会人が教えられるよ

うにすべきではないかという提言がされているとこ
ろでございまして、現在、中央教育審議会におきま
しても学習指導要領の見直しについて検討を行って

いるところでございます。 
 道徳のあり方につきましては、学習指導要領の改
訂を通じての論議の中で引き続き重要な課題として

検討を進めてまいりたいと考えております。 
（平成 18年５月 31 日衆・教育基本法に関する特別委員会） 

※ 答弁者については、当時の肩書きを使用している。

また、発言等を掲載するに当たって一部簡潔にまとめ

た。 

 

教育基本法案は、衆議院において継続審議

となったが、衆議院約 104 時間、参議院約 85

時間にも及ぶ質疑が行われ、第 165 回国会の

平成 18（2006）年 12月 15 日に参議院本会議

において可決して、法案は成立し、同月 22

日、公布・施行された。 

 

(2) 教育再生会議の提言 

 平成 18（2006）年 10 月、安倍晋三内閣総

理大臣は、教育の基本にさかのぼった改革を

行うことを目的として「教育再生会議」を閣

議決定により設置した。道徳に関しては、同

会議の第２次報告において「徳育を従来の教

科とは異なる新たな教科と位置づけ、充実さ

せる」と報告し、その後の報告においても実

施に向けての提言がなされた。 
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 教育再生会議第１次報告～最終報告の概要 

区 分 報告の概要 

第１次報告 

（平成19年１月） 

７つの提言（初等中等教育を中心に） 

１ 「ゆとり教育」を見直し、学力を向上する 

２ 学校を再生し、安心して学べる規律ある教室にする 

３ すべての子供に規範を教え、社会人としての基本を徹底

する 

４ あらゆる手だてを総動員し、魅力的で尊敬できる先生を

育てる 

５ 保護者や地域の信頼に真に応える学校にする 

６ 教育委員会の在り方そのものを抜本的に問い直す 

７ 「社会総がかり」で子供の教育にあたる 

 

４つの緊急対応 

１ 暴力など反社会的行動をとる子供に対する毅然たる指導

のための法令等で出来ることの断行と、通知等の見直し(い

じめ問題対応) 

２ 教育職員免許法の改正（教員免許更新制導入） 

３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正（教育

委員会制度の抜本改革） 

４ 学校教育法の改正（学習指導要領の改訂及び学校の責任

体制の確立のため） 

第２次報告 

（平成19年６月） 

１ 学力向上にあらゆる手だてで取り組む 

２ 心と体－調和の取れた人間形成を目指す 

３ 地域、世界に貢献する大学・大学院の再生 

４ 「教育新時代」にふさわしい財政基盤の在り方 

第３次報告 

（平成 19 年 12 月）

１ 学力の向上に徹底的に取り組む 

２ 徳育と体育で、健全な子供を育てる 

３ 大学・大学院の抜本的な改革 

４ 学校の責任体制の確立 

５ 現場の自主性を活かすシステムの構築 

６ 社会総がかりでの子供、若者、家庭への支援 

７ 教育再生の着実な実行 

最終報告 

（平成20年１月） 

１ 提言の実現に向けて 

２ これまでに実施された提言実現のための取組 

３ 提言の実効性の担保のために 

 

(3) 平成 20年の学習指導要領の改訂 

 教育基本法の改正や教育再生会議 の提言

を受け、平成 19（2007）年に学校教育法が改

正された。 

この改正により、教育基本法に新たに規定

された内容等を踏まえて学校種ごとの目的規

定が整備された。また、義務教育の目標とし

て、学校教育法第 21条に、「規範意識、公正

な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に

社会の形成に参画し、その発展に寄与する態

度を養うこと」、「生命及び自然を尊重する精

神、環境の保全に寄与する態度を養うこと」

などが定められた。 

 一方、教育基本法や学校教育法の改正前の

平成 17（2005）年２月、中山成彬文部科学大

臣は中央教育審議会92に対し、学習指導要領

全体の見直しについて検討課題を示した上で

審議要請を行っており、審議中に成立した教

育基本法、学校教育法を踏まえて、同審議会

は平成 20（2008）年１月に学習指導要領改訂

の答申を行った。 

平成 20（2008）年の学習指導要領の改訂は、

教育基本法、学校教育法の規定に則り、「生き

る力」の育成、基礎的・基本的な知識・技能

の習得、思考力・判断力・表現力等の育成バ

ランスを取ることを基本方針とし、授業時数

の増加、指導内容の充実、小学校外国語活動

の導入等が行われた。 

道徳教育については、教育基本法、学校教

育法の規定を踏まえて内容の改訂がなされた。 

改正された教育基本法への対応としては、

総則に「伝統と文化を尊重し、それらをはぐ

くんできた我が国と郷土を愛し」「公共の精神

を尊び」が追加されている。 

道徳教育の推進では、「各学校においては、

校長の方針の下に、道徳教育の推進を主に担

当する教師（道徳教育推進教師93）を中心に、

道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導

計画を作成する」とされた。具体的には、道

徳教育推進教師は道徳教育の充実のための中

心的な存在になることが期待されるものであ

るとされ、道徳用教材の整備・充実・活用、

道徳教育の情報提供や情報交換などがその役

割であるとされている。 

他の教科との関連などでは、道徳の時間を

要として学校の教育活動全体を通じて行うも

のであることが明確化された。具体的には、

全ての教科等における指導計画の作成と内容

                             
92 従来の教育課程審議会は、平成 13（2001）年 1月の中央

省庁等再編に伴い、中央教育審議会の初等中等教育分科会

教育課程部会に再編された。 
93 道徳推進担当教師は、平成 20（2008）年１月の学習指導

要領改訂の答申における道徳教育の具体的改善事項にお

いて「学校教育全体で取り組む道徳教育の実質的な充実の

観点から、道徳教育主担当者を中心とした体制づくり」と

提言されたものである。 



 

186 RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

研  究 

の取扱いに道徳の時間との関連を考慮しなが

ら、道徳の内容について、当該教科等の特質

に応じて適切な指導をすることが明記された。

また、高等学校学習指導要領では、新たに道

徳教育の全体計画の作成が義務付けられた。 

このほか、先人の伝記、自然、伝統と文化

など児童が感動を与える教材の開発と活用な

どにより充実することも盛り込まれている。 

 

（参考） 平成 20 年改訂学習指導要領の小学校(第１学年及び第２学年)（注）、中学校における道徳の内容 
 

 

（小学校の第１学年及び第２学年の「内容」） 

1.主として自分自身に関すること。  

（1） 健康や安全に気を付け，物や金銭を大切にし，身の回りを整え，わがままをしないで，規則正しい生活をする。 

（2） 自分がやらなければならない勉強や仕事は，しっかりと行う。 

（3） よいことと悪いことの区別をし，よいと思うことを進んで行う。 

（4） うそをついたりごまかしをしたりしないで，素直に伸び伸びと生活する。 

2.主として他の人とのかかわりに関すること。  

（1） 気持ちのよいあいさつ，言葉遣い，動作などに心掛けて，明るく接する。 

（2） 幼い人や高齢者など身近にいる人に温かい心で接し，親切にする。 

（3） 友達と仲よくし，助け合う。 

（4） 日ごろ世話になっている人々に感謝する。 

3.主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。  

（1） 生きることを喜び，生命を大切にする心をもつ。 

（2） 身近な自然に親しみ，動植物に優しい心で接する。 

（3） 美しいものに触れ，すがすがしい心をもつ。 

4.主として集団や社会とのかかわりに関すること。  

（1） 約束やきまりを守り，みんなが使う物を大切にする。 

（2） 働くことのよさを感じて，みんなのために働く。 

（3） 父母，祖父母を敬愛し，進んで家の手伝いなどをして，家族の役に立つ喜びを知る。 

（4） 先生を敬愛し，学校の人々に親しんで，学級や学校の生活を楽しくする。 

（5） 郷土の文化や生活に親しみ，愛着をもつ。 

 

（中学校の「内容」） 

1 主として自分自身に関すること。 

（1） 望ましい生活習慣を身に付け，心身の健康の増進を図り，節度を守り節制に心掛け調和のある生活をする。 

（2） より高い目標を目指し，希望と勇気をもって着実にやり抜く強い意志をもつ。 

（3） 自律の精神を重んじ，自主的に考え，誠実に実行してその結果に責任をもつ。 

（4） 真理を愛し，真実を求め，理想の実現を目指して自己の人生を切り拓いていく。 

（5） 自己を見つめ，自己の向上を図るとともに，個性を伸ばして充実した生き方を追求する。 

2 主として他の人とのかかわりに関すること。 

（1） 礼儀の意義を理解し，時と場に応じた適切な言動をとる。 

（2） 温かい人間愛の精神を深め，他の人々に対し思いやりの心をもつ。 

（3） 友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち，互いに励まし合い，高め合う。 

（4） 男女は，互いに異性についての正しい理解を深め，相手の人格を尊重する。 

（5） それぞれの個性や立場を尊重し，いろいろなものの見方や考え方があることを理解して，寛容の心をもち謙虚に他に学ぶ。 

（6） 多くの人々の善意や支えにより，日々の生活や現在の自分があることに感謝し，それにこたえる。 

3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。 

（1） 生命の尊さを理解し，かけがえのない自他の生命を尊重する。 

（2） 自然を愛護し，美しいものに感動する豊かな心をもち，人間の力を超えたものに対する畏敬の念を深める。 

（3） 人間には弱さや醜さを克服する強さや気高さがあることを信じて，人間として生きることに喜びを見いだすように努める。 

4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。 

（1） 法やきまりの意義を理解し，遵守するとともに，自他の権利を重んじ義務を確実に果たして，社会の秩序と規律を高めるように努める。 

（2） 公徳心及び社会連帯の自覚を高め，よりよい社会の実現に努める。 

（3） 正義を重んじ，だれに対しても公正，公平にし，差別や偏見のない社会の実現に努める。 

（4） 自己が属する様々な集団の意義についての理解を深め，役割と責任を自覚し集団生活の向上に努める。 

（5） 勤労の尊さや意義を理解し，奉仕の精神をもって，公共の福祉と社会の発展に努める。 

（6） 父母，祖父母に敬愛の念を深め，家族の一員としての自覚をもって充実した家庭生活を築く。 

（7） 学級や学校の一員としての自覚をもち，教師や学校の人々に敬愛の念を深め，協力してよりよい校風を樹立する。 

（8） 地域社会の一員としての自覚をもって郷土を愛し，社会に尽くした先人や高齢者に尊敬と感謝の念を深め，郷土の発展に努める。 

（9） 日本人としての自覚をもって国を愛し，国家の発展に努めるとともに，優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献する。 

（10） 世界の中の日本人としての自覚をもち，国際的視野に立って，世界の平和と人類の幸福に貢献する。 

 
（注） 現行の小学校学習指導要領では、「第１学年及び第２学年」、「第３学年及び第４学年」、「第５学年及び第６学年」の３つに区分して内

容を定めている。ここでは、「第１学年及び第２学年」の学習指導要領の内容を記載した。 
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（参考） 

これまでⅡ章及びⅢ章で述べてきた道徳教

育に関する主な歴史的経緯等について年表に

まとめると、（表５）のとおりである。 

 

（表５）戦後の道徳教育に関する主な経緯 

昭和 20（1945）年 

９月 「新日本建設の教育方針」 

12 月 「公民教育刷新委員会答申」 

「修身、日本歴史及び地理の停止」

に関する指令 

昭和 21（1946）年 

３月 「第一次米国教育使節団報告書」 

10 月 「勅語及詔書等の取扱について」 

（文部次官通牒） 

11 月 日本国憲法制定 

昭和 22（1947）年 

３月 教育基本法、学校教育法制定 

学習指導要領一般編（試案） 

５月 学習指導要領社会科編Ⅰ（試案） 

８月 教育刷新会議 

昭和 23（1948）年 

６月 教育勅語等排除・失効確認決議 

（衆参本会議） 

昭和 25（1950）年 

９月 「第二次米国教育使節団報告書」 

11 月 天野貞祐文部大臣発言 

 「道徳教育振興について」教育課程

審議会に諮問 

昭和 26（1951）年 

１月 教育課程審議会「道徳教育振興に関

する答申」 

２月 道徳教育振興方策 

４月 道徳教育のための手引書要綱 

７月 学習指導要領一般編改訂 

９月 サンフランシスコ平和条約調印 

昭和 27（1952）年 

12 月 「社会科の改善、とくに道徳、地理、

歴史教育について」教育課程審議会

に諮問 

昭和 28（1953）年 

３月 「国民実践要領」出版 

８月 教育課程審議会「社会科の改善に関

する答申」 

社会科の改善についての方策 

昭和 30（1955）年 

12 月 小学校学習指導要領社会科編改訂 

昭和 31（1956）年 

３月 「小学校中学校教育課程ならびに高

等学校通信教育の改善について」

教育課程審議会に諮問 

昭和 32（1957）年 

９月 教育課程審議会再開、再諮問 

11 月 「小・中学校における道徳教育の特

設時間について」中間発表 

昭和 33（1958）年 

３月 教育課程審議会答申「小学校・中学

校教育課程の改善について」 

 「小学校・中学校における『道徳』

の実施要領について」（文部事務次

官通達） 

８月 学校教育法施行規則改正 

 小学校・中学校学習指導要領道徳編 

９月 道徳教育指導者講習会 

10 月 小学校・中学校学習指導要領改訂 

昭和 38（1963）年 

７月 教育課程審議会答申「学校における

道徳教育の充実方策について」 

昭和 41（1966）年 

10 月 中央教育審議会答申別記 

「期待される人間像」 

昭和 43（1968）年（～昭和 45（1970）年） 

学習指導要領改訂 

昭和 52（1977）年（～昭和 53（1978）年） 

学習指導要領改訂 

昭和 59（1984）年 

９月 臨時教育審議会設置 

平成元（1989）年 

学習指導要領改訂 

幼稚園教育要領改訂 

平成 10（1998）年 

６月 中央教育審議会答申「幼児期からの

心の教育の在り方について」 

平成 10（1998）年～平成 11（1999）年 

学習指導要領改訂 

平成 13（2001）年 

３月 教育改革国民会議設置 

平成 14（2002）年 

４月 「心のノート」の配布（小中学生） 

平成 18（2006）年 

10 月 教育再生会議設置 

12 月 教育基本法改正 

平成 19（2007）年 

６月 学校教育法改正 

平成 20（2008）年（～平成 21（2009）年） 

学習指導要領改訂 
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Ⅳ 道徳教育の充実と教科化の課題 

１ 道徳教育の充実への取組 

(1) 教育再生実行会議の提言 

 平成 24（2012）年７月、前年 10 月に起こ

った滋賀県大津市の中学２年生の男子生徒が

自殺した問題の報道を契機として、全国でい

じめが背景事情として認められる自殺事案等

への注目が高まった。各方面において様々な

対応策が議論され、政府においても、文部科

学省が、いじめ緊急調査等を実施したほか、

「いじめ、学校安全等に関する総合的な取組

方針～子どもの「命」を守る～」（平成 24年

９月５日）を策定した。この方針の中で、子

供の豊かな人間性の育成、道徳教育等を重視

した教育活動等の推進等に取り組むこととさ

れた。 

平成 24（2012）年 12月の第 46回衆議院議

員総選挙後、自民・公明連立政権が発足し、

第２次安倍内閣に置かれた「教育再生実行会

議」（座長：鎌田 薫（早稲田大学総長））で

は、いじめ問題について集中的に議論を行い、

平成 25（2013）年２月 26日、第一次提言「い

じめ問題等への対応について」を取りまとめ

た。第一次提言では、いじめ問題の本質的な

解決を目指すために心と体の調和の取れた人

間を育成すること、そのためには道徳教育を

充実させる必要があり、道徳を新たな枠組み

により教科化すること等を提言した。 

 

いじめの問題等への対応について（第一次提

言）（平成25年2月26日 教育再生実行会議）

（概要）一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

(2) いじめ防止対策推進法の成立 

 平成 25（2013）年６月 20 日に成立し、９

月 28 日に施行された「いじめ防止対策推進

法」（平成 25年法律第 71号）においても、第

15条で「学校の設置者及びその設置する学校

は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心

の通う対人交流の能力の素地を養うことがい

じめの防止に資することを踏まえ、全ての教

育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充

実を図らなければならない」と規定された。

その後、同法の規定に基づき、同年 10 月 11

日に文部科学大臣が決定した「いじめの防止

等のための基本的な方針94」においては、国

が実施すべき施策の一つとして、社会性や規

範意識、思いやりなどの豊かな心を育むため、

学校の教育活動全体を通じた道徳教育を推進

することが明記された。また、国は、道徳教

育用教材の活用や道徳教育に関する教職員の

指導力向上のための施策を推進するとともに、

各地域の実態に応じた道徳教育を推進するた

め、地域教材の作成や外部講師の活用をはじ

めとする自治体等の取組を支援することとさ

れた。 

 

(3) 道徳教育の充実に関する懇談会 

平成 25（2013）年３月、教育再生実行会議

の第一次提言を踏まえ、文部科学省は「道徳

教育の充実に関する懇談会」（座長：鳥居泰彦

（慶應義塾学事顧問））を設置し、心のノート

の全面改訂、教員の指導力の向上など道徳教

育の改善・充実のための方策、道徳教育の特

性を踏まえた新たな枠組みによる教科化の具

体的な在り方に向けた課題等について検討を

行っている95。 

 

                             
94 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/
130770.htm 

95 平成 25 年 12 月を目途に報告書を取りまとめ、その後、

中央教育審議会において審議される予定である。 

１．心と体の調和の取れた人間の育成に社会全体

で取り組む。道徳を新たな枠組みによって教科

化し、人間性に深く迫る教育を行う。 

○ 道徳を新たな枠組みによって教科化し、指導内容を充実。 

○ 効果的な指導方法を明確化し、全ての教員が習得できるよ

う普及。道徳の教材として具体的な人物や地域、我が国の伝

統と文化に根ざす題材等を重視。 

○ 家庭や地域で大人が率先垂範して一人の人間としての在る

べき姿を示し、しつけるべきことをしつける。 
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(4) 心のノートの全面改訂 

心のノートは、学校の教育活動において

様々な場面で使用できるものとして、平成 14

（2002）年から、全国の小・中学生に配布さ

れてきた。しかし、平成 21（2009）年 11 月

に実施された行政刷新会議の事業仕分けにお

いて、ホームページに掲載することで十分で

ある旨の指摘がなされたこと等を踏まえ、文

部科学省は、小・中学生への配布を取りやめ、

その内容を同省のホームページに掲載し、必

要に応じて印刷できるようにする方式に変

更96した。 

その後、平成 24（2012）年 12 月に成立し

た自民・公明連立政権では、道徳教育の充実

を図るために、「心のノート」を全国の小・中

学生に配布・活用することとし、平成 24年度

補正予算において、平成 25年度使用分に必要

な経費を計上し、平成 25年８月 14日までに

配送を完了した。 

 さらに、前述のとおり、「道徳教育の充実に

関する懇談会」においては、心のノートの全

面改訂に着手し、平成 26（2014）年４月から

の使用を目指し作業を進めている。改訂の方

針として、①学習指導要領に示された内容項

目ごとに読み物部分とノート部分をセットに

し、授業の流れに沿って活用できるようにす

ることや、②先人等の残した名言、国内外の

偉人や著名人、伝統・文化、生命尊重等に関

する読み物等を盛り込むこと等を示している。 

 

２ 道徳教育の教科化に関する課題及び論点 

(1) 新たな枠組みによる教科化 

学校教育法施行規則では、小・中学校の教

育課程について、国語や社会などの各教科97、

                             
96 「『心のノート』と『小学校道徳 読み物資料集』デー

タの文部科学省ホームページへの掲載について」（平成 23

年３月 17 日付け都道府県教育委員会等宛て 文部科学省

初等中等教育局教育課程課長通知） 
97 小学校の各教科について、学校教育法施行規則第 50 条

において、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工

道徳、外国語活動（小学校のみ）、特別活動、

総合的な学習の時間によって編成することが

規定されており、道徳は、「教科」ではなく教

育課程を構成する「領域」とされている。教

科の定義は法制上なされているものではない

が、一般的に、免許を有した専門の教師が教

科書を用いて指導し、数値等による評価を行

うものと考えられている。新たな枠組みによ

る道徳教育の教科化を考えるに当たっては、

このような教科の特性を踏まえた検討が必要

であり、さらに、他の教育活動との関係等に

ついても整理が必要になると考えられる。 

ア 教科書 

 学校教育法第 34条第１項では、「小学校に

おいては、文部科学大臣の検定を経た教科用

図書又は文部科学省が著作の名義を有する教

科用図書を使用しなければならない。」（中学

校等においても準用98）と規定されている。

この条文に教科用図書（教科書）との規定が

あることから、教科には教科書検定制度99に

基づく検定を通過した教科書の存在が前提と

なっていると理解されている100。 

道徳を教科化するに当たっては、まず、教

科書を使用するかどうか、使用する場合は検

定教科書とするか、または文部科学省著作教

科書とするか、あるいは、心のノートと教科

書との関係についてどのように考えるか等の

論点がある。 

教科書使用に関する意見としては、道徳に

おいては、「教材を教える」のではなく、教材

                                         
作、家庭及び体育を規定しており、また、中学校の各教科

について、第 72 条において、必修教科（国語、社会、数

学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語）

及び選択教科が規定されている。 
98 中学校は第 49条、高等学校は第62条、中等教育学校は

第 70条、特別支援学校は第82条において準用規定が設け

られている。 
99 民間で著作・編集された図書について、文部科学大臣が

教科書として適切か否かを審査し、これに合格したものを

教科書として使用することを認める制度。 
100 菱村幸彦「法令から見た教科化」『内外教育 2013 年８

月９日』時事通信社 
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で何かを教える、考えさせることが大事であ

り、通常の教科とは異なり、教材の扱いをじ

っくり考える必要があるとの意見や、各教科

や日常生活、家庭との連携などにも使用し、

授業においては３分の２程度を使うようにし、

後の３分の１は様々な資料を使って授業がで

きるようにしてはどうかといった意見がある。 

また、教科書の検定については、政治的、

宗教的中立性や学習指導要領の範囲との関係、

検定基準の示し方などとの関係で現実問題と

してはなかなか難しいという意見がある一方

で、学習指導要領の趣旨に沿っているか、憲

法や法律の趣旨に沿っているかなどの大きな

基準、枠の中で多様な教材を開発することを

考えれば検定も難しくないのではないかとい

った意見などがある101。 

その他にも、教科書以外にも教育委員会等

で開発した資料、郷土資料や学校で開発した

資料等、児童生徒や学校の実態に応じた資料

などが使えるようにすべきとの意見もある。 

イ 教員免許・教員養成 

 我が国の教員は、勤務する学校の種類や、

担当する教科に応じた免許状が必要とされて

いる。例えば、中学校の普通免許状は、国語、

社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、

保健、技術、家庭、職業（職業指導及び職業

実習を含む。）、職業指導、職業実習、外国語

（英語、ドイツ語、フランス語その他の外国

語に分ける。）、宗教の各教科について授与さ

れることとなっている。 

 前述のとおり、道徳は教科ではなく教育課

程を構成する領域と位置付けられているため、

上記のような専門に応じた免許状は存在せ

ず102、道徳の時間の指導は、原則として、学

級担任が担当する。 

                             
101 文部科学省「道徳教育の充実に関する懇談会」（第８回、

平成 25年 10月 17日開催）配布資料 
102 大学院において道徳教育分野に関する単位を12単位以

上取得した場合は、専修免許状に、大学院での専攻に加え

て「道徳教育」と記入することができる。 

道徳教育の教科化を考える際には、道徳に

関する専門免許状の創設が論点となるが、現

段階の議論では、専門免許状の創設には否定

的な意見が大半であり、現在の学級担任が授

業を行う枠組みを基本とする方向で議論がな

されている103。 

 一方、大学等の教職課程における道徳関連

科目の単位の増加など、教員養成段階におい

て教員の資質向上を図るべきとする意見は多

い。大学における道徳教育関係科目について

は、教育職員免許法に基づき実施される「教

職に関する科目」の中で、教科の指導法など

と並んで、道徳の指導法に関する科目が設け

られている。この道徳の指導法については、

教育職員免許法施行規則104に基づき、教職課

程をもつ多くの大学で半期（半年・２単位、

通常 15回）の授業が置かれている105。つまり、

教員免許取得のために必要な道徳関連科目は

２単位しかなく、養成段階において十分な資

質の育成がなされていないとの指摘がある。 

そのため、道徳教育に関する教員の指導力

の向上を図る観点から、教員免許取得の要件

に道徳の関連科目の単位の増加、教育実習で

の道徳の授業の必修化、それに伴う道徳教育

の指導法の体系的なプログラムの開発の必要

性などの指摘がなされている。 

ウ 学習成果の評価 

 教科における評価に関しては、前述の通り、

一般的に数値等による評価を行うこととされ

ており、指導要録に関する文部科学省通知106

                             
103 文部科学省「道徳教育の充実に関する懇談会」（第９回、

平成 25年 11月 11日開催）配布資料（報告書の骨子案） 
104 教育職員免許法施行規則第６条において、「道徳の指導

法の単位の修得方法は、小学校又は中学校の教諭の専修免

許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつては二単

位以上を、小学校又は中学校の教諭の二種免許状の授与を

受ける場合にあつては一単位以上を修得するものとす

る。」と規定されている。 
105 文部科学省「道徳教育の充実に関する懇談会」（第５回、

平成 25年７月 18日開催）における東京学芸大学提出資料 
106 「小学校児童指導要録、中学校生徒指導要録、高等学

校生徒指導要録、中等教育学校生徒指導要録並びに盲学校、
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において、各教科の評定方法について示され

ている。例えば、小学校の場合、「各教科の評

定は、３段階で表し、３段階の表示は、３、

２、１とする」こと、中学校の場合は「必修

教科の評定は、５段階で表し、５段階の表示

は、５、４、３、２、１とする107」ことが示

されている108。一方、小・中学校の道徳の時

間について、現行の小・中学校の学習指導要

領では、「児童生徒の道徳性を把握し指導に生

かすよう努める必要がある。ただし、道徳の

時間に関して数値などによる評価は行わない

ものとする。」とされており、道徳の教科化を

考える場合、学習成果をどのように評価する

かが課題となる。 

この点、教育再生実行会議第一次提言では、

「各教科等に係る子供の学習の状況や学校に

おける指導の記録を継続的・系統的に蓄積す

る」こととされており、どのような評価を行

うかについては必ずしも明らかではないが、

文部科学省の「道徳教育の充実に関する懇談

会」では、数値による評価を行うことは不適

切であるとの考えは維持すべきであるとし、

一方で、児童生徒の成長の振り返りや指導計

画・指導方法の改善のためにも評価は重要で

あり、児童生徒の意欲や可能性をより引き出

すような記述式の欄を設けることや、「行動の

記録」をより効果的に活用する方向で議論が

進められている109。 

 今後、具体的な評価手法、評価の観点や基

準等について検討する必要があるが、この点、

下村博文文部科学大臣は、「他教科とは違う評

価の仕方を考えなくてはいけない。少なくと

                                         
聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録、中学部生徒指

導要録及び高等部生徒指導要録の改善等について」（平成

13年４月 27日付け都道府県教育委員会等宛て 文部科学

省初等中等教育局教育課程課長通知） 
107 選択教科の評定は、３段階で表し、３段階の表示は、A、

B、Cとすることとされている。 
108 ただし、指導助言であり法的拘束力はない。 
109 文部科学省「道徳教育の充実に関する懇談会」（第９回、

平成 25年 11月 11日開催）配布資料（報告書の骨子案） 

も相対評価は難しいだろう。110」と述べてい

る。 

エ 他の教育活動との関係 

現在、学校における道徳教育は、「道徳の時

間」を要に学校の教育活動全体を通じて実施

することとされている。例えば、現行の小学

校の学習指導要領総則では、「学校における道

徳教育は、道徳の時間を要として学校の教育

活動全体を通じて行うものであり、道徳の時

間はもとより、各教科、外国語活動、総合的

な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質

に応じて、児童の発達の段階を考慮して、適

切な指導を行わなければならない。」と明記さ

れている。 

道徳を教科化した場合、各教科等における

道徳教育の指導の位置付けや内容、評価の在

り方はどのように変わるのかが論点となる。

このため、各教科等における道徳教育の実態

を把握するとともに、道徳と各教科等の関係

を検討する必要があると考えられる。 

また、東京都品川区における「市民科」等、

地域の創意工夫により社会性や規範意識の育

成を目指す教育も行われているが、道徳を教

科化した場合、こうした地域独自の取組をど

こまで認めるのか等、学校における教育課程

全体の中で、教科化の具体的な検討を進めて

いく必要があろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
110 読売新聞朝刊（2013年５月 11日）におけるインタビュ

ー記事 
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（参考）東京都品川区「市民科」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 高等学校における道徳教育の充実 

高等学校の教育課程については、学校教育

法施行規則で各教科に属する科目、総合的な

学習の時間及び特別活動によって編成するこ

とが規定されており、道徳が独立した領域と

しては位置付けられていないが、高等学校学

習指導要領総則では、「学校における道徳教育

は、（中略）人間としての在り方生き方に関す

る教育を学校の教育活動全体を通じて行うこ

とにより、その充実を図るものとし、各教科

に属する科目、総合的な学習の時間及び特別

活動のそれぞれの特質に応じて，適切な指導

を行わなければならない。」などと示されてい

る。 

こうした中、一部の地方公共団体では、高

等学校段階での道徳教育を重視する取組も広

がりつつある。例えば、茨城県は平成 19

（2007）年度から、千葉県は平成 25（2013）

年度から公立の高等学校における道徳を必修

としており、原則として第１学年において 35

単位時間程度実施することとしている。また、

東京都では、平成 19（2007）年度から、都立

高等学校で奉仕体験活動が必修化された。高

等学校への進学率が 98％を超える現状を考

えると、こうした地方公共団体の取組も踏ま

えながら、高等学校における道徳の位置付け

についても再検討が必要であると考えられる。 

（参考）茨城県の高等学校における道徳教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 道徳教育の指導に関する課題 

平成 24（2012）年度に行われた文部科学省

の調査111によると、平成 23年度における道徳

の時間の授業時数は、全国平均で、小学校

35.7単位時間、中学校35.1単位時間であり、

                             
111 道徳教育実施状況調査（平成 24 年 12 月 14 日 文部科

学省） 

１ 目標 

生徒一人一人が道徳的価値や人間としての在り方

生き方に関する自覚を深め、豊かな心を育て、未来に

向けて人生や社会を切り拓いていこうとする道徳的実

践力を高める。 

２ 内容 

｢高等学校学習指導要領｣をもとに、中学校の｢道徳

の時間｣の内容を踏まえ、主として自分自身に関するこ

と、他の人とのかかわりに関すること、自然や崇高なも

のとのかかわりに関すること及び集団や社会とのかか

わりに関することなど、人間としての在り方生き方に関

する学習を行う。 

３ 教育課程上の位置付け 

すべての県立高等学校において、第１学年の全生

徒に、｢総合的な学習の時間｣で｢道徳｣を１単位(35 単

位時間)行う。名称は｢道徳｣とする。なお、体験的な活

動を行う場合は、その時間は６単位時間程度とする。 

４ 評価 

数値的な評価は行わず、文章記述による評価とする。 

５ 授業担当者 

授業担当者については、教員の中から各学校が適

切に決定する。 

６ 教材 

県教育委員会又は学校が作成する生徒用テキスト

を使用する。 

７ 開始年度 

平成 19 年度第１学年(年次)からとする。 

（出所）茨城県教育委員会ＨＰより一部を抜粋 

（出所）品川区教育委員会ＨＰより一部を抜粋 

東京都品川区は、道徳、特別活動（学級活動）、

総合的な学習の時間を「市民科」として統合し、

段階的･系統的に学習するカリキュラムを作成し

実施している。市民科では、社会の一員としての

役割を遂行できる資質･能力とともに、確固たる自

分をもち、自らを社会的に有為な存在（社会の中

の個）として意識しながら生きていける「市民性」

を育てる学習を行うこととされている。 

「市民科」指導のねらい 
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標準授業時数（35単位時間）を上回っている。

しかし、実際には、道徳の時間が他の授業に

振り替えられている例も見受けられること、

校長の取組方針や各教諭の姿勢によって温度

差、充実度の差があること等の指摘がなされ

ている。また、地域間、学校間、教師間の差

が大きく、そもそもの道徳教育に関する理解

も多様であるといった指摘もある112。 

次に、道徳教育を実施する上での課題とし

ては、「指導の効果の把握が困難である」、「効

果的な指導方法がわからない」といった回答

が多くなっている（図 13）。 

こうしたことから、学校や教員の温度差や

地域・学校間の差を解消するためには、全て

の教員に対して、道徳教育の意義への理解を

深めるために、適切な指導方法、必要となる

教材、目標設定と学習成果の測定方法など、

道徳教育に関する専門性と実践力を高める機

会を充実させることが必要であると考えられ

る。前述のとおり、大学における教員養成段

階における体系的なプログラムの開発も必要

であり、同時にそれを支える道徳教育の理論

研究と実践研究を促進することも重要である。 

 

図 13 道徳教育を実施する上での課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
112 文部科学省「道徳教育の充実に関する懇談会」（第５回、

平成 25年７月 18日開催）配布資料 

また、個々の教員の資質向上を図る取組に

加え、学校全体で充実した道徳教育を実施す

るためには、学校教育全体を通じた指導計画

の作成や、それを実施するための指導体制の

構築が不可欠である。現状では、全体計画の

策定及び道徳教育推進教師の配置状況は、

小・中学校ともにほぼ 100％であるが、一方

で、全校的な指導体制を構築している小・中

学校は約 75％にとどまっている（図 14・15・

16）。指導計画の実効性を確保するためにも、

道徳教育推進教師を中心とした全校的な指導

体制を構築することが不可欠である。さらに、

地域の実態を踏まえた道徳教育を展開するた

めには、教員研修の実施や道徳教育の充実の

ための人的な配置等、教育委員会からの支援

も必要となるであろう。 

 

図14 教育活動全体を通じた道徳教育の全体計画の作成 

 

 

 

 

 

 

図 15 道徳教育推進教師の配置状況 

 

 

 

 

 

図 16 全校的な指導体制の構築 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）道徳教育実施状況調査（平成 24 年 12 月 14 日 

文部科学省） 以下、図 14～16 まで同様。 
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おわりに 

 これまで見てきたように、明治以降の学校

教育における道徳教育は、その時代を背景に

変遷してきた。 

 その初期には、道徳教育の基盤を西洋の市

民倫理と伝統的な儒教のいずれに置くのかと

いう、当時の日本が置かれた状況を背景とす

る論争があり、修身科が教育勅語の趣旨に基

づくものとされた後も、その取り扱う内容は、

大正デモクラシー期や戦時体制下に典型的に

見られるように、時代によって内容や重点の

置き方が変化してきた。 

 戦後は、公民科構想を経て新教科である社

会科へ移行するが、道徳教育は学校教育活動

全体で取り組むこととされ、その流れは、道

徳の時間特設後にも引き継がれ、現在に至る。 

 今後の道徳の教科化を巡る議論に当たって

は、教科化や教科書の使用、評価の是非等の

制度的な課題のみならず、本稿で述べたよう

な道徳教育の歴史的経緯や現状を踏まえた上

で、児童生徒の人格の完成と社会の形成者と

しての育成の両面から、今の時代にふさわし

い教育内容や教育方法、他の学校教育活動と

の関係、家庭や地域との連携など、具体的な

内容について更に検討を深めていくことが期

待される。 
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シェール革命 
 

衆 議 院 調 査 局 

エネルギー政策研究会 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 シェール資源については、これまで有望なエネルギー源と見られつつも、地下の大深度に埋

蔵されていることや固い頁岩中に含有されていること等により、従来は効率的かつ経済的な回

収が不可能であった。しかし、1990 年代以降の米国における技術革新によって安価かつ大量な

生産が可能となり、特にここ数年で、米国を中心に急激な生産及び利用の拡大が進められてい

る。 

シェール資源の採掘が可能となった結果、使用される化学物質が地球環境に与える影響を懸

念する声もあるものの、天然ガスの可採年数は２倍以上に伸び、石油も少なくとも２割ほど可

採年数が延びた。また、エネルギーの大消費国である米国においてその需要を賄って余りある

生産が可能となり、これまで米国を向いていた世界のエネルギー資源がその流れを変え、ひい

ては世界の政治経済情勢の様相を大きく変えるほどのインパクトをもたらしている。このため、

シェールを取り巻く一連の動きは、「産業革命」「ＩＴ革命」と並び、「シェール革命」と称さ

れるまでに至っている。 

一方、我が国では東日本大震災以降、原子力代替の化石燃料の輸入増加が顕著であり、貿易

赤字も過去最大規模に達しているにもかかわらず、このようなシェール革命の恩恵を現在まで

のところ享受できていない。したがって、安価かつ安定的なエネルギー源の確保に向けて、世

界の各国・地域のシェールの利用拡大のためには、先行している諸外国の事例を参照しつつ、

民間企業をサポートするとともに、官民を挙げて開発から利用までを一体となって推進する手

法が効果的である。それとともに、シェール革命によって世界で余剰を生じている他の化石燃

料の確保についても、積極的に開発を進めることが有意義であるものと考えられる。 

シェール革命により、今後とも、世界のエネルギー需給状況のパラダイムシフトが生じると

ともに、新たな産業分野の創出も見込まれるが、そのためには環境問題や人材の確保等の課題

への取組も必要となる。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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１ シェールガスについて 

２ シェール革命の意義 

Ⅱ 世界に及ぼす影響 

１ 総論 

２ シェール資源の分布状況 

３ シェール革命が世界のエネルギー事情

に及ぼす効果 
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４ シェール以外のエネルギー源の確保に

ついて 

５ その他我が国産業に及ぼす効果 

Ⅳ 今後の展望と課題 

１ 米国の覇権国への回帰 

２ 今後における世界のエネルギー需給 

３ シェール革命によるガス関連産業への

影響 

４ 今後の課題 

おわりに 

 

はじめに 

「シェール革命」とは、米国のベンチャー

企業における技術開発の結果、従前の技術で

は採掘できなかった地中深くかつ固い頁岩中

に含まれるガス分・オイル分が大量に利用で

きるようになった事実が、単にエネルギー問

題にとどまらず、世界に対して急速かつ甚大

な影響を与えるに至った現象を指す。本稿で

は、「シェール革命」と呼ばれるまでになった

シェールガス／シェールオイルの開発の経緯

から現状、世界に及ぼしている影響を確認す

るとともに、今後の展望について概観してい

きたい。 

 

Ⅰ シェール革命 

１ シェールガスについて 

(1) シェールガスとは 

シェールガスとは、主として地下 100～

2,600ｍにある頁岩（けつがん；shale（シェ

ール））の微細な割れ目に含まれるガスをいう。

ガスの成分はメタンが主であり、エタン等の

成分を含むが、石炭に吸着されているメタン

（コールベットメタン）等と比べると、吸着

率が数％から 50％未満と下回り、回収率が低

くなる性質がある。 

シェールガスの世界全体の資源量は、

16,000Tcf（兆立方フィート）以上とも言われ、

在来型天然ガス資源可採埋蔵量と比べて、２

倍以上のポテンシャルがある。特に、従前の

石油を中心としたエネルギー産出国と異なる

地域に資源が埋蔵されている点が最大の特徴

であり、このために世界に大きな影響を及ぼ

すものとなっている。 

 

（図１）頁岩（シェール）の堆積構造 

 

（出所）ＵＳ ＤＯＥ（米国エネルギー省、以下同じ） 

 

 シェールガスが世界各地に広範囲かつ大量

に存在すること自体は古くから知られていた

ものの、他の石炭・石油等の採掘が容易な化

石燃料資源と異なり1、頁岩は非常に固く、ま

た薄片状にはがれやすいことから、これを破

砕し回収することは困難視されてきており、

従来は利用可能資源としてほとんど顧みられ

ることがなかった。現に、10年前にはシェー

ル革命を予測する者はほとんど見られなかっ

たとされ2、さらに２年前の時点ですら、2050

年に２倍に増加すると予測される天然ガスの

需要に見合う資源量の存在が不安視されてい

た状況であった。1990 年代以降、後述する技

術開発によってシェールガスの採掘が進めら

れてきたが、最近に至るまで、シェールガス

                             
1 非在来型化石燃料の採掘の困難さの技術的理由につい

て、「隙間の多い岩石の中の貯留層に集積され取り出しや

すい『在来型』に比べ、『非在来型』は、ガスの流れやす

さが劣る岩石に残留または吸着した状態にあるため、地下

に穴を開けた状態で自然に地上に噴き出てくる『在来型』

と違って、地下から取り出しにくい」とされている（伊原

賢「石炭やシェールから天然ガスをどうやって取り出す

の？」『石油・天然ガスレビュー Vol.46 No.4』独立行

政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（2012.7）より）。 
2 同上 
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が大量に生産され世界のエネルギー需給に大

きな影響を与えるものとは考えられていなか

ったのが実情である。 

 

(2) シェールガス掘削技術開発の経緯 

1990 年代以降、米国では、政府のベンチャ

ー企業育成策が実り、ベンチャービジネスか

ら開発された「水圧破砕法」「多段階フラクチ

ャリング」「水平坑井」の３つの技術によって、

一気にシェールガスの実用化が進められ、大

量生産への途が開かれた。 

背景としては、平成 25年７月に亡くなった、

シェール革命の父と言われるジョージ・ミッ

チェル氏が、1940 年代から知られていた「水

圧破砕法」を改良し、1990 年代後半に効率

性・採算性を高めた手法を発見したことが大

きい3。これは、超高圧の水を坑内に押し込む

ことによって地層内に割れ目を形成し、頁岩

を破砕して得られるガスやオイルを地上で回

収するものであり、特に、水に「プロパント」

と呼ばれる砂粒状の物質を、流体を流れやす

くするための界面活性剤や割れ目を維持する

ための増粘剤、地層を溶かす酢類等とともに

混入することで、破砕された頁岩をプロパン

トで固定し、隙間を固着するとともに、崩落

を防ぐ技術の開発が最大のポイントとなって

いる。 

「多段階フラクチャリング」は、水圧を加

えることによってどのように割れ目が伸びる

かを、３Ｄセンシングシステムにより数理的

な解析を加えて予測・把握する技術であり、

効率的な水圧破砕法の利用を助ける技術であ

る。 

「水平坑井」は、地表に対して水平に伸び

るシェール層に対し、従来のように垂直に井

戸を掘り進めるのではなく、鉱脈の中心に沿

                             
3 「『シェール革命の父』Ｇ．ミッチェル氏が逝去」『ガス

エネルギー新聞』（2013.8.5）参照 

って水平に、数次にわたり多段階にて掘り進

めることで、シェール資源の効率的な回収を

可能としたものである。 

シェールガスが多く北米に存在すること、

米国がエネルギー多消費国であるがゆえにエ

ネルギーの開発に集中できる環境にあったこ

と、また、ベンチャービジネスの育成という

産業政策を米国が推進していたこと等の事情

に照らすと、シェールの採掘が米国において

開始され、商業化が可能になったことは、あ

る意味で必然と言える。 

 

（図２）シェールガスの開発手法（断面図） 

 

（出所）資源エネルギー庁「平成 24年度エネルギー

に関する年次報告」 

 

(3) シェールオイルについて 

シェールガスと同様に、頁岩中に含有され

る油分である「シェールオイル」も注目を浴

びている。シェールオイルは、シェールガス

と同じく頁岩中より生産されるため、これま

での石油資源と異なる地域において採掘され

る原油資源であり、新たな化石燃料資源とし

て重要性を高めている。シェールガス中には

油分（ＮＧＬ：Natural Gas Liquid、天然ガ

ソリン、コンデンセートとも呼ばれる）が含

まれており、コンデンセートは軽質原油に分

類され精製しにくい残油留分はほとんど含ま

ないため、既存の原油と混ぜて精製すること

により安価に、かつ良質の石油製品に効率よ
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く精製することを可能としている4。シェール

オイルの賦存量は図９に見るようにかなりの

量がある。現状では、頁岩よりも生産が容易

な砂岩層から、タイトオイルもシェールガス

と類似の技術を用いて増産されている。現在

は米国が原油輸出を承認しておらずそれらの

活用は局所的ではあるものの、従来 42年とさ

れていた世界の石油の可採年数を、ベネズエ

ラにおけるオリノコ超重質油等の開発と併せ、

100 年以上にまで伸ばすことに貢献している。 

 

(4) 環境への影響 

新しい技術開発による新たなエネルギー源

としてシェールガス／シェールオイルは急速

に活用が進んでいるところであるが、一方で、

新規に開発された掘削技術による将来の深刻

な環境問題を危惧する声が上がってきている

ことも事実である。 

上述のように、シェールガス／シェールオ

イルは大深度の地層から水圧によりシェール

層を砕きながら資源を回収するものであり、

高圧の水には、掘削を容易にするための界面

活性剤、増粘剤、酢類、腐食防止剤等の化学

物質が添加されている。それらの含有量は水

量の 0.05％ほどに過ぎないが、水圧破砕後の

使用済みの水（フローバック水）が地表近く

の帯水層に含まれる地下水を汚染するのでは

ないかという懸念が指摘されている5。 

また、坑井の設計ないし施工に問題がある

ような場合、坑井の浅い部分から漏れたメタ

ンガスが地下水に浸透し、水道の蛇口からメ

タンガスに汚染された水に火が付くような事

                             
4 残油留分が少なくなることは、設備の簡素化にもつなが

り、コスト削減にもつながるため、在来型の石油資源に比

べても有利な性状である。 
5 米国デューク大学でも 2012年の研究により地下水の経

路を通じて飲料水の井戸を汚染する可能性が明らかにさ

れているとの報道がある（平成25年６月 12日付けＡＦＰ

＝時事（電子版））。 

例も報道されている6。 

さらに、高圧の水圧破砕が断層に衝撃を与

え、群発地震を招く可能性も指摘されており、

米国地震学会の研究チーム等では米国中部に

おける近年の群発地震の増加についてシェー

ルガスの採掘が影響している可能性が指摘さ

れている7。 

 このような環境問題の発生及びこれに起因

する住民運動の発生等を踏まえて、各国では、

シェールの開発に際して規制を設けたり、掘

削を禁ずるような動きもみられる。例えば米

国では、テキサス州において添加する薬品の

内容を公表する義務が 2011 年に制定された

法律で課され、ニューヨーク州及びメリーラ

ンド州では環境調査や対策強化を優先させる

ため、掘削が一時的に凍結されている。更に、

連邦政府においても、2010 年以降、オバマ大

統領の指示により、環境に調和した安全なシ

ェールガスの開発が環境保護庁・エネルギー

省に対して指示されており、環境保護庁に対

しては 2014 年にかけて帯水層汚染リスクの

調査を踏まえた徹底した検証が要請されてい

る8。また、大手企業を中心に、使用薬剤の開

示や、フローバック水の確実な回収・再利用

等の自主的な取組も進められている。なお、

この他、フランスでも、2011 年７月に制定さ

れた法律により、実質的にシェールガスの開

発が禁止されている9。 

                             
6 2010 年のドキュメンタリー映画「ガスランド」（平成25

年６月 12日付け『エコノミックニュース』電子版「シェ

ール・ガスを採掘する水圧破砕による環境への影響」） 
7 「シェールガス採掘、地震誘発？」『朝日新聞』（2012.

4.12）参照 
8 以上、米国におけるシェール開発の環境への影響につい

ては市原路子「シェール層開発で復活する石油天然ガス開

発大国の米国」『石油・天然ガスレビュー Vol.46 No.1』

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（2012.1）

参照 
9 『エコノミックニュース』同上。なおブルガリアにおい

ても環境への影響を理由に水圧破砕法の利用が禁じられ

ている（ＡＦＰ＝時事、前掲）。 
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２ シェール革命の意義 

(1) エネルギー保有国の地位の変遷 

環境への影響など、一部で負の側面も見ら

れるものの、特に 2000 年代後半以降、シェー 

ルガスの生産は急速に進展した。その進展 

のスピードは予測をはるかに超えており10、

米国でも、2008 年以降、特に 2011 年以降は、

関係者のそれまでの認識を超える急激なペー

スで増産されるに至っている11。 

 

（図３）米国のシェールガスの生産量推移 

（出所）ＵＳ ＤＯＥ ＥＩＡ 

 

 

                             
10 生産量は 2008年から急激な上昇曲線を描いている。図

３参照 
11 この原因には、2005年のハリケーン「カトリーナ」「リ

タ」が沖合の天然ガス生産施設に被害をもたらしたこと、

天然ガスには石油のような備蓄制度が存在しなかったこ

とも挙げられている（野神隆之「シェールガス革命は世界

天然ガス市場に何をもたらしたのか、その一考察」『石油・

天然ガスレビュー Vol.47 No.5』独立行政法人石油天然

ガス・金属鉱物資源機構（2013.9）参照）。 
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このようなシェールガス／シェールオイル

の出現及び急激な生産量の拡大は、世界に大

きな影響を与えることとなった。 

例えば、石油情勢についてみると、従来、

世界の石油の可採年数が 42 年と言われてい

たものが、シェールオイルの開発の結果、ベ

ネズエラのオリノコ超重質油やカナダのオイ

ルサンド等の開発も加え、一気に 100 年以上

に延びたとされている。図４に見るように、

これまでの石油資源保有国の第一位はサウジ

アラビアから、オリノコ超重質油を保有する

ベネズエラに替り、サウジアラビアは第二位

に低下し、第三位もオイルサンドを保有する

カナダとなっている。図４はこれまでの石油

資源国の推移であり、今後のシェールオイル

増産の見通しは反映されていないものの、こ

のような新資源の開発による資源国の変遷が

見られるものとなっている。シェールオイル

の採掘により、コンデンセートを含む石油生

産量に関しては、2013 年に米国が非ＯＰＥＣ

の中ではロシアを抜いて第一位となった12。

米国は、将来的には世界第一位の石油生産国

になる可能性もある（原油＋タイトオイル＋

シェールオイル、ただしコンデンセートを含

まず）。 

また、図５にみるように、天然ガス資源に

ついては、これまではロシア、イラン及びカ

タールの３カ国に集中して埋蔵されていた。

しかし、シェールガスについて言えば、中国

が最も多く資源を保有するとされているほか、

上位 10 か国中５か国が北米・南米地域であ

り13、近い将来この地域が天然ガスの主要な

輸出国になることが確実視されている。 

 

 

 

                             
12 生産量ベースでは、現在 1,000 万バレル/日を超える程

になっている。 
13 各国別のシェール資源については後掲図９参照 

（図４）世界の石油埋蔵量の推移 

 

（注）数値は確認可採埋蔵量 

（出所）ＢＰ統計（2013 年版） 

 

（図５）世界の天然ガス埋蔵量の推移 

 

（注）数値は確認可採埋蔵量 

（出所）ＢＰ統計（2013 年版） 

 

このように、シェールガス／シェールオイ

ルの開発によって、世界の資源保有国として

のプレゼンスに対して大きな変化をもたらし

ていることが、シェールガスの可採化が「革

命」とされる理由の一つである。 
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(2) 世界のエネルギーの流れへの波及効果 

シェールガス／シェールオイルの開発が、

特に、エネルギー多消費国である米国におい

て発生したことで、世界のエネルギー貿易の

流れにも文字通り革命的な変化をもたらして

いる。これまで米国は、図６に見られるよう

に、天然ガス資源だけを見ても大量のエネル

ギーを使用し、その多くを輸入に頼っていた。

しかし、近い将来化石燃料輸出国に転じるこ

とが現実視されていることに明らかなように、

大量のエネルギー源を安価に、しかも自国内

で確保することが可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図６）世界の国別天然ガス消費量の推移 

 

（出所）ＢＰ統計（2013 年版） 
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（図７）2035 年時点世界天然ガス生産予測 

 

Conventional＝在来型天然ガス 

Unconventional＝非在来型天然ガス 

（資料）ＯＥＣＤ ＩＥＡ Ｗｏｒｌｄ Ｅｎｅｒｇｙ Ｏｕｔｌｏｏｋ 2011  

 

このことから、従来米国に多く輸入されて

いたエネルギーが米国を名宛人とすることが

できなくなり、結果としてエネルギー貿易の

ベクトルの量・質ともに大規模な転換が生じ

ている。天然ガスをはじめとする化石燃料は、

世界的な貿易の対象となることから、シェー

ルガスの可採化に伴って世界のエネルギーの

需給バランスがこれまでと大きく変わりつつ

ある状況にある。  

これにより、シェールガス／シェールオイ

ルの可採化は、単に資源問題にとどまらず、

資源問題を梃子として、世界の政治・経済情

勢や国際紛争の在り方等にも大きな影響を与

えるに至っている。 

 

(3) 新産業の創出 

シェール革命によって新たに変化したエネ

ルギーの流れに伴い、エネルギー関連産業に

関して新たなマーケットの開拓が見込まれて

いる。具体的には第Ⅳ章で後述するが、シェ

ールガスの輸送に関しては、シェールガスを

液化し運搬するためのＬＮＧ（液化天然ガス）

基地、またタンクローリーやパイプライン等

の輸送手段の整備が必要となり、この他、ガ

スを燃料とする天然ガス車（特に、ＬＮＧ車）

の開発・製造や、船舶用燃料として使用する

ための内燃機関等の分野、また、天然ガスを

原料として石油化学製品やメタノール等のガ

ス化学製品を製造するためのプラント等の開

発の分野等において、新たな産業の創出効果

が見込まれている14。更に、安価なシェール

ガスを原料に合成原油を製造するＧＴＬ（Gas 

to Liquid）分野も注目されている。 

このように、米国発の技術開発によるシェ

ールガス／シェールオイルの可採化は、世界

的な影響、政治経済情勢等への影響、新規産

                             
14 後述第Ⅳ章参照 
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業の創出等、多方面について極めて大きな影

響を与えることに鑑み、これに端を発する一

連の動きは「産業革命」や「ＩＴ革命」等に

なぞらえ、「シェール革命」と称されるに及ん

でいる。 

以下、「シェール革命」の世界及び我が国へ

の影響並びに将来的な展望について、詳細に

見ていくこととする。 

 

Ⅱ 世界に及ぼす影響 

１ 総論 

シェール革命以前、産油国は、原油資源の

偏在による国際貿易を通じて、巨大な富を享

受していた。特に、原油資源の保有国はＯＰ

ＥＣ等の機構を形成し、先進国をはじめとす

る世界中の輸出相手国に対して、経済的に大

きな影響を及ぼすことが可能となっていた。 

しかし、シェール革命によるエネルギー保

有国のパラダイムシフトにより、相対的に従

来の石油産出国の地位が低下し、シェール革

命による恩恵を享受する国・地域の国際発言

力が上がることは間違いないと見られてい

る15。 

国際紛争についても、従来は 1990 年の湾岸

戦争、2003 年のイラク戦争等に見られるよう

に、エネルギーを直接・間接の原因とするも

のが多く見られたところであるが、シェール

革命によって世界の各地域でエネルギー資源

の埋蔵量が急速に増加することによって、エ

ネルギーの重要性は相対的に低下していくと

考えられ、代わって、宗教、領土を原因とす

る国際紛争や、内外の所得格差等に起因する

格差紛争と分類できる紛争が増加していくこ

とが考えられる。 

また、各国のパワーバランスについても、

シェール革命を契機として、リーマンショッ

                             
15 この点、産油国のサウジアラビアでも、王室内で危機感

が持たれ始めている（後述４（５）参照）。 

ク以降覇権国としての地位を失いかけていた

米国が、再びその地位を回復する可能性が認

識されつつある16。 

このように、シェール革命を通じ、エネル

ギーの在り方を巡ってこれまでの国際的な政

治力学のパラダイムに大きな影響を与えるこ

とが、シェール革命の「革命」たるゆえんで

あると言えるであろう。 

 

２ シェール資源の分布状況 

シェール資源（シェールガス及びシェール

オイル）の分布状況については、図８に見る

とおりとなっており、一部産油国・産炭国と

も重なるが、北米やアルゼンチン、中国等、

これまでエネルギー資源国としての印象が強

く持たれていない国々において、相当の埋蔵

量が確認されている。これらの中では、北米

に比してなお生産量が上がっていない国・地

域が存在するものの、アルゼンチンのように

石油メジャー資本が開発に関与しつつあるケ

ースもあれば、中国のように地質及び地形的

理由により現在の技術では採掘が困難な地域、

また、環境への影響に配慮して開発を凍結し

ているフランスのような国々もあることから、

今後、それぞれの実情に応じた課題解決が可

能になれば、一気に開発が進み、シェール資

源の大量生産がなされる可能性もある。 

 

                             
16 相対的に、中国は、多消費型産業構造から高付加価値型

産業構造（サービス型）への転換がスムーズに図られてい

ないこと、人件費の上昇、環境問題の観点から、現に各国

の投資が鈍っている状況にあり、米国との覇権国争いから

脱落するとの予測がある。 
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（図８）シェール資源の賦存／非賦存地域について 

 

（出所）ＵＳ ＤＯＥ ＥＩＡ Ｊｕｎｅ 2013 

 

（図９）シェールガス（表１）及びシェール

オイル（表２）の回収可能量 

 
（注）表中、2013 年現在確認可採埋蔵量については

天然ガス・石油資源全体が対象であり、左欄の「技

術的回収可能量」はこの外数 

（出所）ＵＳ ＤＯＥ ＥＩＡ Ｊｕｎｅ 2013 

 

３ シェール革命が世界のエネルギー事情に

及ぼす効果 

(1) 天然ガス価格 

シェール革命の影響が大きなものとなる理

由としては、直接的なシェールガス資源の利

用による量の増大の影響もさることながら、

革命が米国というエネルギー多消費地域で進

んだことにより、これまでのエネルギー産出

国が輸出をしていた天然ガスやこれと互換性

のある石油、石炭といった化石燃料資源が、

輸出先を失い、いわゆるダブついた状態とな

って、国際取引の流れや量・価格が大きく変

動をするに及んでいることが挙げられる。 

まず、天然ガス価格についてみると、米国

自身の製造業発展戦略もあり、現時点の推測

では短期的に４～５ドル/ＭＭＢＴＵ17近辺

                             
17 ＭＭＢＴＵ＝百万ＢＴＵ（熱量単位）を指す。ＢＴＵは
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で推移し、中期的に見ても最高値で６ドル/

ＭＭＢＴＵ前後にとどまる可能性が指摘され

ており、他国の天然ガス価格に及ぼす影響が

大きくなるものと見られている18。 

 

（図 10）天然ガス価格及び原油価格の推移 

 

（単位：ＵＳドル／ＭＭＢＴＵ（英国熱量単位）） 

（出所）ＢＰ統計(2013 年版)  

 

石炭、原子力など他のエネルギーとの価格

比較から見ると、石炭火力発電、新設原子力

ともに現在の発電原料単価が６ドル/ＭＭＢ

ＴＵであることが、上記の天然ガスの価格形

成に際しては考慮されることとなる。ただし、

これはあくまでも米国のエネルギー戦略によ

る価格の維持であり、「ガス生産に併産される

液体分（ＮＧＬ）の価格が高止まりするので

あればシェールガス自体は無料でも採算が合

う」という戦略選択の結果に負うところが大

きいことが理由であるとも推察される。 

一方では、今後は徐々にシェールガスの開

                                         
British Thermal Unit（英国熱量単位）の略で、１ＢＴＵ

で 252～253 カロリーの熱量を保持するため、ＭＭＢＴＵ

は天然ガスに換算すると約 25㎥となる。 
18 米国では、我が国のように石油価格に連動せず、相対取

引で値決めがされており、ルイジアナ州にある天然ガスの

集積地「ヘンリーハブ」における価格（ヘンリーハブ価格）

が天然ガスの指標価格とされている。このため、我が国に

おけるような原油価格との連動性は弱く、需給によって価

格が形成されるため、シェール革命以後急激な下落傾向を

示しており、2000 年代に７ドルから９ドル前後で推移し

ていたものの 2008 年以降は３ドル前後まで下落している

状況が伺われる（図 10における 2012 年の一番下のトレン

ドがヘンリーハブ価格を指している）。 

発が難しい鉱床を利用せざるを得ず、これに

伴うコスト増により、将来的には今の価格は

維持されず、上昇基調になるとの市場予測も

見られるところである19。 

しかし、現時点においては、米国産シェー

ルガスの価格低下に引きずられ、ロシアがＥ

Ｕに対する天然ガスの価格を 10％引き下げ

ざるを得ないこと等が生じており、価格の面

におけるシェール革命の影響は顕著である。 

 

(2) エネルギー貿易の新たな流れ 

次に、米国が輸入大国でなくなることによ

り、エネルギーの流れが新たなベクトルをた

どる状況について、詳細は各国の状況に関す

る箇所で述べるが、ここで全体像を概観する

と下記のとおりとなる。 

 

                             
19 野神・前掲注 11 58 頁 
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（図 11）シェール革命が世界に与える影響 

 

（出所）資源エネルギー庁「平成 24年度エネルギーに関する年次報告」 

 

図 11 は天然ガス資源の流れの変化を示し

ており、まず、北米がシェール革命の影響に

より、近い将来にエネルギー輸出国に転ずる

との予測を前提に、中東からの米国向けＬＮ

Ｇ（在来型の天然ガス）が米国への行き場を

なくし、ＥＵに流れる動きが加速されると考

えられている。 

こうなると、従前ＥＵを主な輸出先として

いたロシアの天然ガス資源が行き場を失い、

中国や日本といったアジア市場の開拓が志向

されることになるが、中国とは 2006 年以来、

パイプラインによる輸出交渉が難航している

ことから、中国はトルクメニスタンやモザン

ビークを優先するであろうし、また豪州も競

争激化の中で新たな供給開拓と価格交渉を強

いられることになろう、との見通しが「エネ

ルギーに関する年次報告」（エネルギー白書）

では示されている。 

我が国については、中東資源から、北米資

源の輸入へとシフトする可能性が高いだろう

という推測も同白書では示されている20。 

また、発電用等で天然ガスと互換的に用い

られる石油は、やはりシェールガスやオイル

の増産に伴い余剰を生じた状態になっており、

世界の石油メジャーが製油所等の閉鎖を相次

いで発表している状態である21。これを好機

として、中国が中東との関係を深めており、

特にイランとの間での連携を強化している。

また、南米もベネズエラにおける超重質油の

開発等により大産油地域になることが予測さ

れているが、シェール革命に端を発する天然

ガス価格の安値安定との比較において石油は

苦戦している状況である。ただし、今後とも、

しばらくは世界のエネルギー供給の最大のシ

ェアを占めるためその重要性は変わらない。 

 

                             
20 中東資源は政情が不安定であること、またホルムズ海峡

やマラッカ海峡といった海峡が閉鎖されるリスク等があ

り、さらに搬送距離も長くなる等、基本的に地政学的リス

クが高い側面が影響している。 
21 「エネルギー新潮流石油企業の変身（上）」『日経新聞』

（2013.8.6）参照 
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石炭については、より動きがラディカルで

あり、ＣＯ２や硫黄分排出量等の環境負荷が

大きいところから、環境に敏感な米国ではよ

り環境負荷の小さい天然ガスであるシェール

ガスへのシフトが志向されている。 

このため、米国産石炭が輸出用に回り、低

価格と相まってＥＵ22や、福島原発事故以降

原子力の利用がゼロに近く化石燃料の調達に

苦慮している我が国や、アジアの新興国等で

の需要が拡大している。 

2020 年には、世界のエネルギーシェアに関

し、石炭が石油を追い越して、半世紀ぶりに

首位に立つとの見通しも示されるに及んでい

る23。 

以上、全体像を概観したが、シェール革命

及びこれに伴う価格の変動や貿易の流れの変

化、他のエネルギーとの兼合い等により、世

界のエネルギーの流れが大転換点を迎えてい

ることは明らかである。 

 

 

（図 12）二酸化炭素排出量等の比較 

 

 

 

                             
22 ＥＵの環境負荷を全体でカバーできる法改正が、旧西側

諸国での石炭需要増加に追い風となっている。 
23 『日経新聞』（2013.8.6）。英国ＢＰの予測として、2020

年には石炭 30.3％、石油 30.0％、天然ガス 24.7％、再生

可能等 10.0％、原子力 5.0％との見通しを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）資源エネルギー庁「平成 24年度エネルギーに関する年次報告」 
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（図 13）主要国間原油取引フロー米国（2012 年） 

（単位：百万トン） 

 

（出所）ＢＰ統計 

 

（図 14）主要国間天然ガス取引フロー米国（2012 年） 

（単位：百万立方メートル） 

 

（出所）ＢＰ統計 

 

以下、世界各国におけるシェールガスの資

源状況に併せて、シェール革命が直接・間接

に当事国のエネルギー事情に及ぼしている波

及効果について概観する。 
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４ 世界の各地域におけるシェール革命に起

因するエネルギー動向 

(1) 米国 

ア 資源状況 

これまで述べてきたとおり、シェール革命

は米国において発生した現象であり、米国は

シェール革命の「発祥の地」と言える。米国

におけるシェールガスの技術的回収可能量は

中国、アルゼンチン、アルジェリアに次ぐ世

界第４位であり、2011 年における生産量も多

い。米国内のシェール資源の状況については

図 15のとおりとなっており、南部のバーネッ

ト、イーグルフォード、東部のマーセラス、

カナダにまたがるバッケン等が著名な産出地

域となっている。 

 

（図 15）米国のシェールガス層の分布 

 

（出所）ＵＳ ＤＯＥ ＥＩＡ 

 

図 15 に見られるように全米各地にシェー

ル資源が分布することから、先発地域である

ことに伴う技術的優位、石油メジャー・海外

資本の活動等により、今後とも米国において

は活発に開発や商用採掘が進むことが予測さ

れ、図 16 に見るとおり、2011 年では８％の

天然ガスの不足を輸入で補っていたのに対し、

2040 年には 12％の輸出国に転じることが見

込まれている。 

 

（図 16）米国における天然ガス需給予測

（2040 年まで） 

 

（単位：兆立方フィート／年） 

（出所）米国エネルギー省、AEO2013  

 

米国における現在の開発主体は、オイルリ

ッチなシェールガス田であるノースダコタ州

バッケン（80万バレル／日）とテキサス州イ

ーグルフォード（70 万バレル／日）であり、

この２つだけでも 150 万バレル／日のシェー

ルオイルが生産されている。これに伴い、2012

年の米国の石油製品輸出は 300 万バレル／日

となっており、既に世界最大の石油製品輸出

国となっている。原油換算では約 360 万バレ

ル／日に相当する量であり、原油輸出量でみ

ると世界の輸出国ランキングで３～４位相当

となっている。 

ただし、原油価格については急激な低下は

見られていないが、これは、米国における中

東産油国の政情安定化を図る戦略や、中東産

油国に対する武器輸出の対価を確保するため

の価格戦略の結果であるとも考えられる。 

今後、2017 年にはＬＮＧの輸出の開始及び

世界最大級のエチレン製造プラントの稼働に

より、ＬＮＧとしての輸出に加え石油化学製

品の輸出が大規模に行われる見込みとなって

いる。また、シェール革命による石炭から天

然ガスへの転換によりＣＯ２排出量の削減の
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目途が立ったこと等から、2020 年からのポス

ト京都議定書への取組に対し積極的な姿勢が

見られるところである。もともと米国では発

電所等へのパイプラインが敷設されており、

広範囲において、ガスの地産地消を行うイン

フラも整っている。 

イ シェール革命の影響 

本章でこれまで俯瞰し、また、この後も各

国の状況において検証するシェール革命の世

界的な影響については、ほぼ全てが米国に起

因するものであり、全体像についてここで再

掲することは控えることとする。ただし、米

国内において、シェール革命の影響により原

子力発電の経済的競争力が低下しつつあり、

経済性の観点から原子力発電所の閉鎖が発表

されている等24、米国内の原子力産業へは大

きな打撃を与えている状況については付言し

ておく必要があろう。 

 

(2) 南米  

ア 資源の状況 

図９を見ても明らかなとおり、シェール資

源は南米に多く賦存しており、在来型資源と

併せて、将来はベネズエラ、ブラジル、アル

ゼンチン、ペルー、ウルグアイ等を中心に、

南米が大きなＬＮＧ輸出地域となると予測さ

れている。現時点では大規模な輸出をするだ

けの環境は整っていないものの、中長期的に

は北米に加えて南米が世界の資源を制するこ

とになる可能性があると予測される。 

シェール資源については、特に、賦存量の

多いアルゼンチンで開発が進められているが、

同国は 2004 年以降はガスの不足に悩まされ

ており、ボリビア等からの輸入も安定した供

給ではなかったことから、政府は 2008 年に新

                             
24 2012 年 10 月にはドミニオン社のキウォーニー原子力発

電所、2013 年２月にはデュークエナジー社のクリスタル

リバー３号機の閉鎖が発表された（資源エネルギー庁「平

成 24年度 エネルギーに関する年次報告」160頁）。 

規発見や非在来型ガスについては政府と交渉

の上、価格を 4.2～５ドル/ＭＭＢＴＵに設定

することができるとする Gas Plus program

を導入した。これ以降、Exxon Mobil やスペ

インの Repsol、かつて国営企業であったアル

ゼンチンのＹＰＦ等の各社においてシェール

の探鉱に向けた動きが開始された。特に有力

な２つのシェール層である Vaca Muerta、Los 

Molles では層厚も厚く、区画当たりの埋蔵規

模も大きいこと等から、北米のシェール層よ

りも良好な条件となる可能性も指摘されてお

り、Shell やＢＰ等、大手国際資本の権益確

保の動きも活性化している状況にある25。 

 

（図 17）アルゼンチン他の資源分布図 

（出所）ＵＳ ＤＯＥ ＥＩＡ 

 

イ シェール革命の影響 

南米では、ベネズエラが世界最大の埋蔵量

を誇る産油国であるが、チャベス政権におけ

る国営ベネズエラ石油（ＰＤＶＳＡ）が資源

ナショナリズムや外交利害などの国家原理を

重視した結果による生産量の縮小や、マラカ

イボ等における良質な中～軽質油の生産量の

                             
25 舩木弥和子「南米の石油地図は塗り替わるか？」『石油・

天然ガスレビュー Vol.46 No.2』独立行政法人石油天然

ガス・金属鉱物資源機構（2012.3）より。 
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縮減等により、ベネズエラの原油生産量自体

は減退している26。この減少分を、ブラジル

において、リオデジャネイロやサンパウロ沖

の超深海油田地帯であるプレソルトやサント

ス盆地での油田開発により補う形となってい

たが、プレソルトの権益の 30％をブラジルの

Petrobras が確保したこと等から、多くの企

業が探鉱・開発の機会が得られない状況下で、

ギアナ３国やフォークランド諸島の在来型資

源とともに、アルゼンチンのシェール革命へ

の期待が大きくなっているところである27。 

 

(3) ＥＵ 

ア 資源の状況 

図９で見る限り、ＥＵ諸国には世界最上位

に入っている国は存在しないが、ＥＵ地域全

体にまたがる広い地域でシェール資源が確認

されている。 

 

（図 18）欧州におけるシェールガス分布図 

 

（出所）ＩＥＡ「Golden Rules for a Golden Age of 

Gas」より再編加工 

 

 

                             
26 坂口安紀「ベネズエラ：ボリバル革命を支える国営ベネ

ズエラ石油（PDVSA）のジレンマ」『ラテンアメリカ・レポ

ート Vol.25 No.2』参照 
27 舩木・前掲注 25 

ＥＵは米国と並ぶ先進地域であり、また資

源消費量も米国とほぼ同様であるため28、エ

ネルギー源としてのシェールに関する注目度

は高く、旧東欧地域を中心にシェールガスの

開発が進められている29。 

しかし、第Ⅰ章で述べたように、シェール

の採掘に伴う水圧破砕法に由来する回収技術

が、環境に対して大きな負荷を与えることか

ら、環境問題への意識の高いＥＵにおいては

第Ⅰ章に見たフランスのほか、ブルガリアに

おいてもシェールの採掘が禁じられるに至っ

ている。この他、環境問題への影響を懸念す

る動きが随所にみられるところであり、ドイ

ツやルーマニア等でも水資源に及ぼす影響が

強いとして反対運動が見られているところで

ある30。 

イ シェール革命の影響 

シェール革命の結果、これまで中東から米

国に輸出されていたＬＮＧの流れがＥＵや東

南アジアに向かうようになっている。このた

め、従前はロシアからパイプラインを経由し

て天然ガスの供給を受けていたＥＵでは、景

気低迷による天然ガス需要の冷え込みと相ま

って、ロシア産天然ガスから離れていく動き

が見られている。このような状況から、ＥＵ

はロシアとの価格交渉を有利に進め販売価格

の 10％減を達成するに至ったが、シェール革

命の拡大につれて、今後はロシアからの輸入

は減少する可能性が高いと見られている。 

また、シェール革命により天然ガス価格が

抑制されるに至ったことから、主としてポー

ランド・チェコ・ハンガリーなどの旧東欧地

域では効率の悪い古い石炭火力発電所から天

                             
28 図 29参照 
29 特に、米国エネルギー情報局（ＥＩＡ）によると、ポー

ランドの資源量は同国のガス資源の約300年分（5.3兆㎥）

に上るとの報告があり、Chevron、Exxon Mobil 等の石油

メジャーが参加し（後者はのちに撤退）、政府は 2014年か

らの商業化を目指すとされている。 
30 第Ⅰ章注釈におけるＡＦＰ＝時事、エコノミックニュー

ス等参照 
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然ガス発電への燃料転換が進められた。この

ことから、旧東欧地域のＣＯ２排出量は大幅

に削減された一方、ＥＵにおけるＣＯ２の排

出量削減目標はＥＵ全体で設定できるよう運

用方針の変更があったことから、単独では排

出量削減が必要なドイツ、イギリス等におい

ては、米国で余剰が生じている安価な石炭を

利用する石炭火力発電の比率が急激に増加す

る現象が起きている。 

 

(4) ロシア 

ア 資源の状況 

図９で見たように、シェール資源について

は、ロシアは世界でも有数の資源国である。 

 

（図 19）ロシアのシェールガス埋蔵地域 

（出所）ＵＳ ＤＯＥ ＥＩＡ 

 

しかし、同国は既に世界屈指の在来型天然

ガス資源国であり31、むしろ、米国のシェー

ル革命の影響により余剰を生じているＬＮＧ

の売込みに力を入れている状況である。現段

階では、シェール資源開発のパイロットプロ

ジェクト(試掘等)が、Exxon Mobil、Shell、

それにノルウェーの Statoil 等の外資が加わ

って始まったところである。 

                             
31 図５の天然ガス埋蔵量を参照 

イ シェール革命の影響 

ロシアは、天然ガスの世界最大の輸出国で

あり32、これまで見てきたようにシェール革

命の影響を非常に大きく受けている。ロシア

では、国際競争力を有する製造業の発展がみ

られないため、シェール革命による天然ガス

価格の下落は国家収入に直接的な影響を与え

ている。シェール革命に加えてＥＵの不況長

期化を原因として、本来米国に輸出されるは

ずであったカタールや西アフリカ産ＬＮＧの

欧州市場への流入などによって、欧州におけ

るロシアの天然ガス販売シェアが減少傾向に

あり、ＥＵの箇所で述べたように安価な石炭

が欧州市場へ流入している点も、ロシアの天

然ガス販売にとって逆風になっている。 

このような背景から、ロシアは、国営企業

であったガスプロムにおいて独占的に実施し

ていた輸出を石油会社であるロスネフチや民

間企業であるノバテックと競わせること等に

より天然ガスの新規市場の開拓を積極的に模

索しており、特に、今後東アジアへの販売を

見据えた北極圏、東シベリア、サハリンなど

４つのＬＮＧプロジェクトが強力に推進され

る見込みである33。特に我が国に対しては、

平成 25年春以降、大臣級や国営企業の社長が

トップセールスをかける等、売り込み攻勢が

激しくなっている。 

ロシアは、極東に対してはパイプライン敷

設計画を持っているほか34、我が国に対して

は主としてＬＮＧにより輸出を行うプロジェ

クトが進められており、ヤマル半島からの砕

氷船による北極海経由タンカー輸送計画35や、

                             
32 『エネルギー・経済統計要覧 2013』より。 
33 ＬＮＧ輸出であれば、2009 年のウクライナによる天然ガ

スパイプライン封鎖のように、パイプラインを止められる

というリスクもなくなる利点もある。 
34 サハリンでは２つのＬＮＧプロジェクトが検討されて

いる。これ以外にもバレンツ海側に２つのＬＮＧプロジェ

クトが計画中である。 
35 実際に、2012 年 10 月にノルウェー・スノービッドＬＮ

Ｇ基地から、北極海経由で九州・若松のＬＮＧ受入基地ま
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ウラジオストックからＬＮＧを輸出するプロ

ジェクトが日本企業も加わった形で進められ

ている。後者については有望であるとして、

今後も我が国に対し様々なアプローチが来る

と予想される。 

なお、現在、ロシアの石油、天然ガス確保

のため中国が急接近し、上述のようなロシア

の弱みを突いた粘り強い交渉を継続している。

このプロジェクトは、東シベリアから中国東

北部を通り、北京まで送る計画であり、中国

側による代金前払い等の条件提示が行われて

いるものの、2013 年現在交渉が続いていると

ころである。 

 

(5) 中東 

ア 資源の状況 

中東においては、図８で見る通り、主だっ

たシェール資源の埋蔵は未だ確認されていな

い。 

イ シェール革命の影響 

シェール革命によって、これまでＯＰＥＣ

として世界への原油輸出を通じて大きな影響

力を有していた中東については、その影響力

が減少する可能性が高い。従来は米国向けに

充てられていた原油輸出の多くが、北アフリ

カ（リビア、スーダン等）及び西アフリカ（ア

ンゴラ、ナイジェリア等）から調達の軸足を

中東に移した中国や東南アジアに向かってい

る。ここ３～４年における中国の最大の原油

輸入相手国はサウジアラビアであるが、中国

政府はイラクとの関係（ＢＴＢ関係（Bagdad 

to Beijing））の強化に熱心であり、イラクの

原油開発合弁会社の上位はほとんどが中国企

業となっている。このように、原油を通じた

中東の世界への影響力については、これまで

と大きく変わっていくことが予測される。 

                                         
で 30 日間の試験輸送をしていることから（実用段階にお

いては、18日間まで短縮される見込み）、実現は早いもの

と見込まれる。 

現在、サウジアラビアでは国家収入の 92％

は原油販売によるものであるが、米国の方針

により原油価格がそれほど下がっていないこ

とから状況を楽観視する見方が国内にはある

一方、王家の中でもシェール革命に対する危

機感が抱かれるに及んでいる36。また、天然

ガスについても、図 11に見たように、米国へ

の流れがほぼ消滅し、ヨーロッパ市場等の新

規開拓を目指さざるを得ない状況に置かれる

ことになる。 

 

                             
36 平成 25年７月 31日付け日経新聞では、アルワリード・

ビシタール王子が、サウジのヌアイミ石油大臣が米国の原

油生産量の増加を世界の原油価格安定に貢献していると

して歓迎したことに対し、「我々は大臣の発言に賛同でき

ない。北米でのシェールガス産出量増加は避けられない脅

威だと考えている」旨を述べたと報道されている。 
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（図 20）2030 年時点地域別エネルギー消費及び供給予測上下方修正 

 
（出所）Ｅｎｅｒｇｙ Ｏｕｔｌｏｏｋ 2030 ＢＰ 

 

図 20 は、2030 年におけるエネルギー需給

状況の見込みについて、2012 年版と 2013 年

版との相違点を示した図になっているが、こ

れによると、2012 年から 2013 年にかけて、

米国では石油やガスの産出見込みが改善して

いるのに対し、中東の影響（Middle East oil 

& gas supply）は 1年間で大きく低下する見

込みとなった。 

このように、シェール革命は、これまで資

源大国の地位を享受し続けてきた中東の世界

における地位に大きな変化を強いるまでの影

響を及ぼしていると言える。 

なお、この他、中東の天然ガス資源に関し

ては、2010 年にはキプロス沖で「リバイアサ

ン」と呼ばれる約 17兆立方フィート（周辺ガ

ス田を含めると数十兆立方フィート）に及ぶ

大ガス田が発見され、今後、南地中海地域が

大きなＬＮＧ輸出地域となることが見込まれ

る。 

これによりイスラエルが天然ガスの輸出国

となる可能性があるが、これらの動きを巡っ

て、今後中東の政治情勢に影響を与える可能

性がある。 

 

(6) 中国  

ア 資源の状況 

中国は、図９を参照すると、シェールガス

の最多の資源国であり、シェールオイルも世

界第３位となっている。世界有数の面積を誇

る陸地のうち四川省を中心とする東南の地域

に豊富なシェール資源が横たわっている。た

だし、東に行けば行くほど地質構造が複雑と

なっており、四川省を除くと、生産は難しく

なっている。なお、現在我が国との関係上注

目されている東シナ海においては、若干量の

在来型のガス資源が埋蔵されていると見られ

ている。 
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（図 21）中国のシェールガス埋蔵地域 

 

（出所）ＵＳ ＤＯＥ ＥＩＡ 

 

しかし、中国では、シェールガス／シェー

ルオイルが含有される頁岩が存在する地層

（シェール層）の構造が複雑であること、規

模が比較的小規模であること、ガス田が大深

度にあること（1,500～5,000ｍの深度）など

の課題がある。 

（図 22）中国のシェールガス地層構造 

 

（出所）ＵＳ ＤＯＥ ＥＩＡ
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図 22 は中国のシェール層の東西にわたる

断面図であり、東部にいくほど褶曲が激しく

なり、また断層も見られるようになっていく

との地層構造が伺われる。このうち条件のよ

い西側（四川省）でさえ、米国ではシェール

資源が２週間程度で採掘可能であるのに比し

て、11か月程度を要したという報告がなされ

ているほどであり、このような地質構造の複

雑さがシェール資源の活用には大きな問題と

して立ちはだかっている。 

この他、地域によっては採掘に必要な水を

確保することが困難であったり、パイプライ

ンも未整備であること等の多くの課題を抱え

ており、シェール資源の開発ペースが当初計

画より大幅に遅延している状況にある。 

このような技術的課題の解決に向けて、中

国は Shell、Chevron 等の石油メジャーの技術

支援を得て、シェール資源の開発に力が入れ

られているところである。 

イ シェール革命の影響 

中国は原油輸入を従来の北アフリカ（リビ

ア、スーダン）及び西アフリカ（アンゴラ、

ナイジェリア）から中東に軸足を移動させ、

サウジアラビアやイラクとの間で取引を活性

させてきたが、中東でシェール革命の影響に

より米国向け原油輸出が縮減したことを受け

て、さらにイラン等からの輸入増大を図って

いる。 

また、ロシアに関してみたように、ロシア

の天然ガス資源がダブついていることを奇貨

として、東シベリアのパイプラインを利用し

た自国に有利な天然ガス資源獲得交渉を行っ

ている。この他、天然ガスについては、ウズ

ベキスタンなどの中央アジアからの輸入や、

新しく開通したミャンマーからのパイプライ

ン（石油用も併設）を通じて輸入を行ってい

る。併せて、揚子江岸、青島、天津、大連な

どで計画中のものも含め、沿岸地域でのＬＮ

Ｇ受入基地建設を推進していくと考えられる。

さらに、シェール革命による北米・南米から

の天然ガス資源の輸入増加に備え、ニカラグ

ア政府と協力をしてパナマ運河に代わる運河

の建設も計画している。 

このように、中国では国営企業である「中

国石油天然気集団公司」（ＣＮＰＣ）、「中国石

油化工集団」（ＳＩＮＯＰＥＣ）、「中国海洋石

油総公司」（ＣＮＯＯＣ）の３社が主体となっ

て37、国家発展委員会の下でシェール革命の

効果を最大に享受するための布石が着々と打

たれているところであるが、その背景には、

急激な経済成長に伴うエネルギーの利用拡大

への対応という現実的な必要性が挙げられる。 

 

（図 23）アジア太平洋諸国のエネルギー消費

量（2012） 

（単位：石油換算百万トン） 

 

 
（出所）ＢＰ統計（2013 年版） 

 

と同時に、急激な経済成長に伴うＣＯ２排

出削減も大きな課題となっており、１次エネ

ルギー供給における石炭の比率を 65％程度

に抑制し、天然ガスの比率を増やす政策が掲

げらている。その一環として、環境対応車と

して国産の豊富なレアアースを用いた電気自

動車とＣＮＧ（圧縮天然ガス）／ＬＮＧ車を

優先して導入することも決定している。 

                             
37 ３社において、ガス権益確保、ＬＮＧプロジェクト参入

に関し、最近 10件以上のＭ＆Ａを実施している。 
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このようなことから、今後天然ガスの依存

度を高めることを前提としてエネルギー政策

が展開されていると言える。 

 

Ⅲ 我が国に及ぼす影響 

１ 最近の我が国のエネルギー需給状況 

我が国の１次エネルギー源については、従

前、下記のとおり構成割合が変化してきてい

るところであり、大きく言えば、石油が大宗

である状況に変わりはないが、1980 年頃から、

天然ガスと原子力が徐々に割合を増している

状況がうかがわれる。 

 

（図 24）１次エネルギー国内供給の推移 

 

 

（出所）資源エネルギー庁「2011 年度エネルギー需

給実績」（速報）等より作成 

 

これに対し、平成 23年３月の東日本大震災

及びこれに伴う東京電力福島第１原発事故の

発生以降、原子力発電所の稼働がほぼ停止し

ている状況38にあり、直近２年間は電源構成

に占める原子力比率はほとんどゼロに近い状

況で推移している。原発の再稼働には、平成

25 年７月に施行された新規制基準をクリア

する必要があり、平成 25年９月現在、原子力

規制委員会には５電力会社から 14 基の原発

                             
38 関西電力大飯原発３、４号機が、当時の「ストレステス

ト」をクリアしたとして平成 24 年７月から稼働していた

が、平成 25 年９月の定期点検に伴い、いずれも停止し、

10 月以降、国内で稼働している原発は再びなくなってい

る。 

の安全審査の申請がなされているが39、厳格

な審査が実施されており結論までに相当の時

間を要する見込みとなっている。 

東日本大震災の影響により、原発のみなら

ず火力発電所も相当数の停止を強いられてお

り40、震災直後は電気の供給が危ぶまれたこ

とから、計画停電や数値目標付きの厳しい節

電要請、電力使用制限令等が課せられた。ま

た、原発停止に伴う代替エネルギーとして火

力発電が活用されており41、平成 24年、25年

と化石燃料の輸入額が大幅にかさみ、年間ベ

ースでは平成 24年に、半期ベースで見ると平

成 25年上半期には、いずれも、過去最大の貿

易赤字を形成している42。上記のように、原

子力規制委員会における新規制基準適合性の

審査にはしばらく時間を要すると見込まれる

ほか、東日本大震災以前に稼働していた原発

が全て再稼働するかについては厳しい見通し

もあり、電源を原子力代替エネルギー、特に

火力に求める傾向はなおしばらく続くことが

予想される。 

したがって、少なくとも今後当面は、我が国

のエネルギー分野において化石燃料は主要な

地位を占め続けることが予測され、その調達

に要するコストの低減は、今後、中長期的に

も我が国において重点的に対策が必要になる

ものと考えられる。 

化石燃料のうち、今後我が国が石油から主

要なエネルギー源としての位置付けをシフト

                             
39 平成 25 年９月現在、申請を行っている原発は、北海道

電力泊１～３号機、関西電力大飯３、４号機、高浜３、４

号機、四国電力伊方３号機、九州電力川内１、２号機、玄

海３、４号機、東京電力柏崎刈羽６、７号機となっている。 
40 広野、常陸那珂、鹿島等の大規模火力発電所が停止し、

福島原発等と併せて、１千万 kW 以上の供給力が一瞬にし

て失われ、１か月近くそのままであったと指摘されている

（高橋洋「電力自由化」７頁）。 
41 このため、老朽化した火力発電所のオーバーユースによ

る機能劣化・故障発生率の上昇等が懸念されているところ

である。 
42 2013 年上半期においては、火力発電所向け燃料などの輸

入が増加したことにより、半期ベースで過去最大となる４

兆 8,438 億円の貿易赤字となった。 
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させていくことが想定されるのがシェールガ

スを含めた天然ガスである。今後の我が国の

エネルギー需給状況については、世界の趨勢

と異なり、将来にかけて消費総量が漸減して

いく見通しが示されている（図 25参照）が、

エネルギーの構成割合を見ると、石油・原子

力に代わって天然ガスがシェアを伸ばしてい

くことが予測されている。 

シェール革命による価格低減の効果に加え、

環境問題について今後世界的な問題として我

が国も真剣に対策を講じていくことが必要と

なることから43、石油・石炭に比してＣＯ２

排出量が少なく、硫黄分を留めない天然ガス

への誘因は今後とも高まりこそすれ減ること

はないものと考えられる。さらに、シェール

ガス／シェールオイルの輸入相手として、我

が国の主要な貿易相手国であり友好関係を保

ち、しかも地政学的なリスク44の低い米国と

カナダが出現したことで、我が国においては、

天然ガスシフトが今後も進むものと考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
43 我が国のＣＯ２削減量については、2005 年比で 2020 年

までに 3.8％減の目標がＣＯＰ19 において表明されてい

る。 
44 我が国は原油輸入量のうち 85％程度を中東に依存して

いるが、石油輸入を政治情勢が不安定な中東に頼ることで、

オイルショックや、「アラブの春」以降の政治情勢の緊迫

化による価格の高止まり等の影響を直接的に被っている。

この他、上述の通りマラッカ、ホルムズ等の海峡リスクや

運送期間が長期にわたることに伴うリスクの問題を抱え

ている。 

（図 25）我が国の１次エネルギー需要予測 

（石油換算百万トン） 
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（出所）ＯＥＣＤ ＩＥＡ “World Energy Outlook 

2012” 基本ケース：New Policies Scenario 
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２ シェール革命の直接的な影響 

先述したような強い天然ガス資源への希求

を持つ我が国にとって、シェール革命は安価

かつ安定的な資源確保のための好機であり、

この恩恵を最大限享受できるための手立てが

必要となっている。 

さきに、我が国の貿易赤字が過去最大に達

している状況を示したが、燃料輸入額の押上

げ要因としては原子力代替のための化石燃料

の輸入総量の増加のみならず、その単価がシ

ェール革命以前と比較しても依然として高止

まりになっていることが挙げられる。例えば、

2011 年の東日本大震災の発生以降、我が国Ｌ

ＮＧの輸入価格がＭＭＢＴＵ当たり 15 ドル

前後の水準で推移しているのに対し（輸入、

液化等コストを含む）、米国の天然ガスの価格

はＭＭＢＴＵ当たり３ドル台後半の価格水準

で推移しており、コストを差し引いても相当

の高値で購入している状況である45。 

このような状況に対しては、シェール革命

の影響を反映し、2012 年の米国産天然ガス先

物価格をベースにして諸経費を加味するとＭ

ＭＢＴＵ当たり 9.25 ドル程度に抑えられる

との試算があり、米国から輸入しているＬＮ

Ｇの比率 17％をこれに置き換えるだけでも、

日本のＬＮＧ輸入コストが 7.7％低減できる

こととなる可能性が報告されている46 47。

2013 年半ばの米国ガス価格に基づいても、11

ﾄﾞﾙから 12 ﾄﾞﾙ程度での輸入が可能と見られ

ている。 

このように、我が国がシェール革命による

化石燃料価格低減の恩恵を受けていない事情

の構造的要因の一つには、米国との間で自由

                             
45 図 10のうち、「ＬＮＧ：Japan cif」のトレンドを参照 
46 野神・前掲注 11 61 頁参照。天然ガス 2.83 ドル＋2.83

ドル×15％（液化燃料代）＋３ドル（液化施設使用料）＋

３ドル（タンカー運賃）として試算されている。 
47 ただし、将来的な米国産天然ガスの価格上昇に伴い、

7.7％は引き下げの最大限の水準であり将来的にはこれよ

り低下する恐れが懸念されている（野神、同上）。 

貿易協定を結んでいない我が国が米国産の天

然ガスを輸入するためには、米国政府の輸出

許可を得る必要があるとの事情が挙げられる。   

また、我が国の天然ガス輸入価格の設定に

当たっては、ＪＣＣ（Japan Crude Cocktail）

と呼ばれる石油価格連動方式の固定的な契約

方式が取られており、硬直的な価格構成とな

っていることも指摘されている48 49。 

 

（図 26）主要国の天然ガス価格の推移 

 

（単位：ＵＳドル／ＭＭＢＴＵ） 

（出所）ＢＰ statistics 2013 

 

海外でのシェール権益の確保については、

米国の輸出許可への動きがようやく活性化し

始めたことを受けて、昨今、住友商事が米国

コーヴポイントの権益を年 230 万トン確保す

る契約を、三菱商事と三井物産が米国キャメ

ロンの各 800 万トンを確保する契約を、大阪

ガスと中部電力が米国フリーポートでの計

440 万トン確保の契約を締結したところであ

り、このうちフリーポートについては 2013

年５月 17日に、コーヴポイントについては同

                             
48 このように高止まりする（ジャパン・プレミアムと称さ

れる）天然ガス価格の低減に向けて、政府では、平成 25

年４月５日のＬＮＧ先物市場協議会報告書にて、ＬＮＧ先

物市場を東京商品取引所内に現金決済型の先物市場の創

設、取引活性化に向けた機能の整備等が示されている。 
49 また、政府は、平成 25年９月 24日に開催した総合資源

エネルギー調査会の基本政策分科会において、需給に応じ

安く調達できる短期売買を増やす目的で、中東などから輸

入するＬＮＧ短期契約指標価格を平成 25 年度内に公表を

することを発表した。 
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年９月 11日に、それぞれ米国政府より輸出許

可を受けており、2017 年にも輸出が開始され

る見通しである。この他、カナダでも三菱商

事と Shell が共同でＬＮＧプロジェクトを開

始する等、取組が開始されつつあるところで

ある（図 27参照）。 

ただし、米国石油メジャー等と比べ、その

他の国における権益の確保にはそれほど傾注

されておらず、シェール革命の影響を享受す

るために積極的なアクションを起こす余地は

まだまだあると考えられるところである。 

 

（図 27）北米において検討中の主なＬＮＧプ

ロジェクト 

 

（出所）資源エネルギー庁「平成 24年度エネルギー

に関する年次報告」 

 

３ シェール権益の確保の在り方 

(1) シェールガス権益の現状 

我が国による世界各国における在来型天然

ガス権益の確保が、当該国によるガス田への

投資制限やシェアの制限、石油メジャーの優

遇等により困難である一方50、シェール革命

                             
50 ロシア、イラン等はガス田開発への投資が禁止。カター

ルでは欧米オイルメジャーが権益を持っているがシェア

が限定され年々出資条件は悪化。豪州では天然ガス田利権

の確保は容易であり欧米オイルメジャーをはじめ、日本、

中国、韓国などの消費国が出資し大型利権を確保している

が、熟練工の流入を厳しく制限していることから人件費全

体が高騰し、新規大型ＬＮＧプロジェクトの経済性が著し

く低下し、ほとんどの新規プロジェクトが投資決定延期と

いう事態に追い込まれている。 

により新たに開放された北米のシェールガス

権益の自由市場では、大型買収が容易な状況

にあると言える。また、東アフリカのモザン

ビークでもイタリアと共同で我が国の大手商

社が大型の在来型ガスの権益を確保しており、

シェール権益の確保もさほど困難な状況には

ないと言える51。 

このような状況に加え、北米では、シェー

ルガス田を開発している複数の企業が、ヘン

リーハブ市場でのガス価格低迷で十分な利益

確保が出来ず、破綻した企業も出ており、権

益が売りに出ている状況にあるため、世界的

に新たな大型ＬＮＧプロジェクトが出現する

ことによって、2017 年頃には大幅な設備余剰

の可能性もある。 

このような一連の動きに鑑みると、我が国

としては、北米においてもう一度多くのガス

田権益確保の機会が訪れる 2017 年頃を見越

して、適切な権益確保の在り方を模索してい

くことが必要であると考えられる。 

 

(2) シェールガス権益の確保の在り方 

ガス権益の確保に関して大きな問題となる

のが資金の確保の点であり、大型ＬＮＧ開

発・供給ビジネスに必要な投資資金はガス田

開発まで含めると４～５兆円と巨大なものと

なるため、我が国においても一民間企業だけ

でのプロジェクトで権益を確保することは非

常に困難である。 

この点、韓国と中国における権益確保の在

り方が参考になるものと考えられる。     

韓国では、国営企業の韓国ガス公社（ＫＯ

ＧＡＳ）が北米等でのシェールガス田の権益

確保を行い、韓国に運ばれたＬＮＧはＫＯＧ

ＡＳから電力会社のＫＥＰＣＯに販売される

                             
51 図 27 における商事会社による大規模プロジェクトのほ

か、日揮等のエンジニアリング企業であってもカナダと米

国で中規模のシェールガス田の権益を確保できている。ま

た、石油資源開発㈱もカナダでＬＮＧ権益を取得し、ＬＮ

Ｇプロジェクトに取り組んでいる。 
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という形となっている。韓国ＫＯＧＡＳのビ

ジネスモデルは、資源開発からＬＮＧ輸入ま

で全てＫＯＧＡＳで一本化し、韓国で使用さ

れるガスのエネルギーのほとんどを契約する

スタイルであるため効率的であると言える52。  

一方、中国でも国営である「中国石油天然

気集団公司」（ＣＮＰＣ）、「中国石油化工集団」

（ＳＩＮＯＰＥＣ）、「中国海洋石油総公司」

（ＣＮＯＯＣ）の３社が、国家発展改革委員

会の下で国の戦略・指示に従って、ガス田開

発からＬＮＧ受入基地事業までを一気通貫で

行っている。 

したがって、両国におけるビジネスモデル

を勘案すると、個別企業では限界がある投資

規模に対する投資資金の集中化と、政府関与

を強化することが有益であると考えられる。

前者については、現在の日本のように個々の

プロジェクトごとにＬＮＧを輸入するのでは

なく、大規模プロジェクトを選択し、権益の

購入、液化、パイプライン・タンカー輸送、

受入、気化、発電までパッケージで実施し、

川上から川下まで一気通貫のビジネスモデル

の構築によって、中間マージンを最小限度に

抑え、利益を最大限に確保できるコンソーシ

アム53モデルが最適であると考えられる。 

また、国際コンソーシアムを組織するのと

同時に、政府の関与も必須のものとなり、米

国でのＬＮＧ調達に代表されるように資源保

有国にとっても資源開発権益売却と資源輸出

は大きな政治的課題でもあるため、官民一体

となった資源外交交渉が重要となる。また、

資金の調達の面でも、官民一体となっての資

金の集中がカギを握ることになる。 

この点、最近の独立行政法人石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）法の

                             
52 一時、韓国政府が価格抑制をしているとはいえ、その電

力価格は日本に比べて半額以下となっていた（資源エネル

ギー庁「電気料金の各国比較について」（平成 23年８月））。 
53 コンソーシアムとは、企業・団体・政府等の連合体を指

す。 

改正により54、これまで国が支援できるとさ

れた調査段階の補助金のほか、採鉱段階に加

え、開発・生産段階でも国による出資や債務

保証の範囲が拡大されていることは、このよ

うな意義でも有益であろう。 

 

(3) シェールオイル権益 

また、シェールガスに加え、随伴のシェー

ルオイル（軽質原油）にも注目が集まってい

る。シェールオイル自体は軽質であり、日本

で精製しにくい残油留分を多く含まないため、

既存の原油と混ぜて精製することにより、安

くて品質の良い石油製品を生産することが可

能であり、ＣＯ２の排出削減にも寄与するこ

とが見込まれる。豪州、北米などで日本の企

業が権益を確保しているシェールオイルを全

て日本に搬送できれば相当量の確保も期待で

きる。価格については、上述のとおり55急激

に低下することとならない可能性もあるもの

の、日本企業が権益を有することにより自主

開発原油として安定調達が可能となるため、

米国でのＬＮＧ輸出承認交渉と同時に、今現

在米国が輸出承認をしていないシェールオイ

ルの輸出承認についての交渉も行っていく必

要がある。 

 

４ シェール以外のエネルギー源の確保につ

いて 

資源の乏しい我が国としては、これまでに

述べてきたシェール革命の恩恵を享受するた

めの直接的なシェール権益の確保に加え、第

Ⅱ章で述べたような世界のエネルギーフロー

の変動を好機と捉え、その他の化石燃料の調

達の多様化を図ることがエネルギー資源の安

定化や価格の抑制の観点から有益である。そ

こで、以下、在来型エネルギー資源ごとに、

                             
54 平成 24年８月に改正法が成立（平成 24年法律第 76号） 
55 第Ⅱ章の米国に関する記述を参照 
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現在我が国が置かれている状況を確認すると

ともに、採り得る選択肢について概観したい。 

 

(1) 在来型天然ガス 

第Ⅱ章のロシアの項で述べたが、シェール

革命によりロシアは天然ガス販売推進への焦

りを感じており、今後東アジアへの販売を見

据えた北極圏、東シベリア、サハリンなどで

計画されるＬＮＧプロジェクトを強力に推進

することが見込まれる。実際、平成 25年には、

４～６月のガスプロム及びロスネフチ社長、

ロシアエネルギー大臣が我が国を訪れ、また、

ロシア連邦国家院エネルギー委員会も衆議院

経済産業委員会に表敬訪問し、天然ガスの売

り込みを強調した。我が国に対しては、上述

のように東シベリアから内モンゴルを通りパ

イプラインをウラジオストックや北京等の極

東まで敷設する計画、サハリン計画等の構想、

北極圏のヤマルＬＮＧプロジェクトによる運

送の高速化等、様々なアプローチが検討され

ている状況である。 

我が国としても、例えばウラジオストック

のＬＮＧ基地構想等については、ＬＮＧの輸

送に１～２日という地理的な近さを最大限に

活用できる等のメリットもある。エネルギー

源の安定化や価格の抑制のためには調達先の

多様化が欠かせないことから、ロシアの天然

ガスの活用を検討する意義があるものと考え

られるが、政府主導で交渉に長けたロシアを

相手にするに際しては注意深く対処する必要

があり、交渉術等については工夫が必要にな

ろう。 

 

(2) 石油 

石油については、上述のとおり中国がシェ

ール革命により行き場を失った石油資源を中

東から確保するために積極的に動いていると

ころであるが、我が国でも、エネルギー源の

多様化のためには、石油権益の確保にも引き

続き努めることが有意義であろう。特に、シ

ェール革命により「石油メジャーはシェール

や深海油田など利益率の高い資源開発に集中。

欧米に加え英ＢＰはシンガポール、英蘭ロイ

ヤル・ダッチ・シェルもタイで製油所を売却

した」56とされるように、シェール革命によ

り世界の石油権益の確保に関するメジャーの

関心が低下し、製油所を縮小させている現状

がある。また産油国としても「石油メジャー

としか手を組めない」としてきた状況に変化

が見られており、我が国にとっては石油権益

の確保のための好機であると言える57。併せ

て、中東石油の輸入に伴う地政学的リスクの

可否のためには、上述のように米国における

シェールオイルについても、米国の輸出許可

等の状況を見つつ、柔軟に手を打っていくこ

とが必要であろう。 

また、石油資源の適正な管理という観点か

らは、石油備蓄方式の在り方について見直し

を行うことも有意義である。東日本大震災発

生直後にガソリンの供給不足に陥ったことを

受けて、従来の石油備蓄だけでなくガソリ

ン・灯油等の製品備蓄についても備蓄の対象

とするよう平成 24 年の通常国会において石

油備蓄法が改正されているが58、具体的な運

用については、重質原油備蓄を少し減らし、

大都市の近くの製油所における製品備蓄やシ

ェールオイル備蓄に切り替えることや、製品

備蓄については海外に備蓄基地を確保する等

の方策を検討することも有意義であると考え

られる。 

 

 

                             
56 前掲注 22参照 
57 ただし、石油が天然ガスや石炭に比べて割高であり、ま

た、人口減少や車離れにより我が国においても石油依存度

の減少が危惧されている（「エネルギー新潮流石油企業の

変身（下）」『日経新聞』（2013.8.7）参照）。 
58 平成 24年８月の法改正による。なお、当該法改正では、

国家備蓄石油等の放出要件を国内の災害時による供給途

絶も対象とする等の改正が行われている。 
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(3) 石炭 

上述のように、我が国では、福島第１原発

事故の発生を受けて、原子力代替エネルギー

として化石燃料の輸入が急増しているところ

である。このうち石炭については、シェール

革命によってＥＵと並ぶ米国産石炭の輸出先

となっており59、電源として火力発電所にお

いて大いに活用されている状況にある。 

ただし、環境負荷の大きい石炭の利用につ

いては、これまで我が国では抑制的な運用が

なされており、新規の石炭火力発電所の建設

が事実上ストップしていたところである60。

しかし、今後とも安価で推移するものと見込

まれる石炭については、我が国のエネルギー

政策上引き続き重要な意義を有するものと見

込まれ61、エネルギー効率の向上のために現

在我が国でも開発に力が入れられている超々

臨界発電、ＩＧＣＣ（Integrated coal 

Gasification Combined Cycle 石炭ガス化複

合発電62）、環境負荷低減が期待されるＣＣＳ

（Carbon Dioxide Capture & Storage 二酸

化炭素地中貯留技術63）等の一層の開発と並

行して石炭火力発電所の位置付けを明確にす

ることが有意義である。本年４月には石炭火

                             
59 米国からの一般炭（電力用）の輸入は、東日本大震災前

の 2010 年と比較して 2011年は約 1.5倍、2012年は約 2.1

倍に増加している（財務省「貿易統計」より）。 
60 ＣＯ２排出の観点からの環境省による石炭火力発電所

のアセスへの意見の厳格化により、事実上、新設が認めら

れない状態が続いていた。 
61 石炭価格については、一般炭の価格について 2030 年時

点において名目価格で約 1.5 倍（2011 年比）となると見

込まれている（エネルギー経済研究所における「アジア/

世界エネルギーアウトルック 2012」）。 
62 ＩＧＣＣは、コンバインドサイクル発電と組み合わせる

ことにより従来型石炭火力に比べ更なる高効率化を目指

した発電システムを指し、石炭をガス化し、発生させた燃

料ガスを燃焼させてガスタービンを回し、さらに発生した

高温の排ガスをボイラに導いて蒸気を発生させ、蒸気ター

ビンを回す発電方式をいう（株式会社クリーンコールパワ

ー研究所ホームページより）。 
63 ＣＯ２地中貯留とは、火力発電所等の大規模発生源から

分離･回収したＣＯ２を地中の帯水層に貯留することで、

大気中へのＣＯ２排出を削減する技術を指す（公益財団法

人地球環境産業技術研究機構ホームページより）。 

力発電に関する基準の改定が行われ64、最新

技術の導入等の一定の条件を付けて新設を認

めることとされているところでもある。 

 

５ その他我が国産業に及ぼす効果 

(1) サプライチェーンからバリューチェーン

へ 

主要先進国の中でシェールガス資源を持た

ないのは我が国のみであり、無資源国の我が

国がシェール革命の恩恵を享受するためには、

上記のような権益の確保に傾注するのみなら

ず、シェール革命の影響を踏まえたエネルギ

ー戦略の大きな転換も必要となる。1974 年の

第一次石油危機以来、我が国は、近い将来の

枯渇が叫ばれていた石油・天然ガスを安定・

確実に確保するためのサプライチェーン（量

の確保）の構築に官民挙げて注力してきた。  

しかし、シェール革命によって石油・天然

ガスともに可採年数は２倍以上に延び、直ち

に安定確保が困難になるという懸念は当面回

避されるに至ったと言えよう。このような状

況では、資源の量的な確保のためのサプライ

チェーンの重要性は低減し、今後は我が国と

しては大きくはサプライチェーンの構築から

バリューチェーン（安価調達）の構築にエネ

ルギー戦略の軸足を移すことが必要となろう。

安定確保に向けた調達先の多様化という横展

開から、安価調達を目的としたチェーンでの

事業投資という縦展開へのビジネスモデルの

転換であり、資源の調達に腐心することから、

新たな価値を創出し、上手な使い方を志向す

るという、ビジネスモデルのシフトについて

真剣に考えるべき時機が来ていると言える。 

 

(2) 産業分野の戦略的な展開 

エネルギー分野のみならず、我が国として

                             
64 東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議（平成

25年４月 25日取りまとめ） 
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は、シェール革命を踏まえた将来的な産業の

在り方についても再考を迫られていると言え

る。シェール革命に伴い、世界では関連産業

が大幅な展開を見せることが想定されるが

（世界の産業構造の在り方については後述第

Ⅳ章参照）、我が国としても、このような世界

の動きに連動し、国際的プレゼンスを確保す

るための産業戦略を練ることが必要であろう。 

特に、下図に見られるように、世界市場が

大きいにもかかわらず（表中の縦軸）、我が国

のシェアが低い（表中の横軸）産業分野であ

る図の左上のフィールドに見られる石油産業、

電子産業、自動車産業のうち、２つまでが直

接的にシェール革命の影響を受けることから、

我が国として世界の市場を獲得するための重

点的な産業戦略として位置付けることが有益

であろう。 

 

 

（図 28）我が国企業の国際競争ポジション 

 

 

（出所）経済産業省資料 

 

このうちの自動車分野については、後述す

るように、シェール革命以降、世界的にＣＯ

２排出量が比較的少なく、また硫黄分を含有

しない天然ガスをガソリン等の石油製品に代

わる輸送手段の燃料として利用する動きが加

速されている。また、大型トラックを中心に

ＬＮＧ車への切替えが世界的に行われており、

2030年には世界で3,500万台が普及されると

も予測され、特に米国、ドイツ、中国等では、

インフラ整備や具体的な導入計画が推進され

ている。自動車産業を輸出戦略の柱とする我

が国においては、現在進められているハイブ
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リッド車・燃料電池車の開発等と並行して高

効率な天然ガス車の開発を進めることは、今

後の世界における天然ガス車の普及を見据え

た効果的な産業戦略であると考えられる。 

このほか、乗用車や船舶等の燃料分野、さ

らに、シェールガスをＬＮＧとして受け入れ、

運送するためのＬＮＧ基地やタンクローリー

車等のインフラ分野や、シェールガス搬送の

ためのパイプラインの整備等、我が国が強み

を見せる製造業分野において、積極的な海外

展開を実現できる好機と捉えることが、将来

に及ぶ我が国の産業構造の在り方を考える上

で有益であるものと考えられる。 

 

Ⅳ 今後の展望と課題 

本章では、シェール革命が今後の世界情勢

に与える影響について、政治経済情勢、エネ

ルギー需給、他産業に与える影響及びシェー

ル革命に伴う今後の課題等について、これま

での議論と一部重複するものの、俯瞰的な見

地から概観していきたい。 

 

１ 米国の覇権国への回帰 

シェール革命により、米国が、再度、そし

て唯一の覇権国（Ｇ１）に返り咲くことの可

能性が論議されている。エネルギー輸入大国

であった米国が輸出国になることによって、

世界経済へのプレゼンスを再度回復する可能

性が極めて高いとされるが、これは、海外資

源に頼らず自ら製造産業等に用いる資源の確

保が保証されるにとどまらず、中東との石油

戦略の箇所で見たように、世界戦略のための

新たな戦略資源たり得るカードを手に入れた

ことでもある。このようなシェールガスの可

採化による影響力が「シェール革命」と称さ

れるに及んだ理由の一つであるが、エネルギ

ー及び石油化学原料に関して米国内での地産

地消、すなわち、エネルギーの生産地と最終

消費地が直結又は隣接できる形でシェール資

源が埋蔵されていたことが大きな要因であり、

また、国内で成長してきたシリコンバレー・

ベンチャー企業のＩＴ技術に支えられた、水

圧破砕法、３Ｄセンシング技術、水平掘削技

術等の開発の成果を組み合わせ、一つのシス

テムとして利用できたことも大きい。 

このように、シェール革命は、先進国にし

てエネルギー輸入国家であるとともに、技術

開発の芽が育っていた米国でこそ産み出され、

世界的な影響を及ぼすことが可能になったも

のであると言えるであろう。 

 

２ 今後における世界のエネルギー需給 

1980 年以降、世界の各地域における１次エネ

ルギー需給については下記の推移が示されて

いる。概略を述べれば、先進地域である欧州

及び旧ソ連では消費量が停滞し、北米でも漸

増であるのに対し、非ＯＥＣＤ諸国を多く含

むアジア地域での消費量の伸びが顕著であり、

また、同様に中南米・アフリカでも堅調な伸

びを示しているところである。 
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（図 29）世界の１次エネルギー消費量の推移 

 

（単位：石油換算百万トン） 

（出所）ＢＰ統計（2013 年版） 

 

このような従来の傾向から、2030 年におけ

るＯＥＣＤ諸国と非ＯＥＣＤ諸国のエネルギ

ー消費動向に係る各統計機関の予測を比較し

たものが図 30である。 

 

（図 30）エネルギー消費予測各機関推計 

 
（出所）Ｅｎｅｒｇｙ Ｏｕｔｌｏｏｋ 2030 ＢＰ 

 

ＥＩＡ（米国エネルギー省エネルギー情報

局）の予測、ＢＰ社の予測のほか、ＩＥＡ（国

際エネルギー機関）の予測としてＣＰＳ

（Current policy scenario 現在のエネルギ

ー政策の延長線上の成長予測）、ＮＰＳ（New 

policy scenario 現在と異なり、消費量が抑

制されるであろうとの成長予測）の２つが示

されている。左図では、消費総量の伸びが示

されているが、いずれの予測でもＯＥＣＤ諸

国に比して圧倒的に非ＯＥＣＤ諸国が伸びる

であろうという予測がなされている。また、

右図ではＯＥＣＤ・非ＯＥＣＤを合計したエ
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ネルギー源の内訳が示されているが、やはり、

シェール革命の影響により、今後はガスの消

費量が増加するであろうとの見通しが示され

ている。ただし、右端のＩＥＡの予測の中Ｃ

ＰＳでは、石炭がかなり重視されていること

が見てとれる。 

また、同様に 2030 年の需給予測において、

米国・中国・ＥＵの３地域における今後のエ

ネルギー需給バランスを検証した表が下記の

ＢＰ社の予測である。 

 

 

 

（図 31）米欧中エネルギー収支予測 

 

（出所）Ｅｎｅｒｇｙ Ｏｕｔｌｏｏｋ 2030 ＢＰ 

 

本予測によれば、今後 2030 年にかけて、中

国では圧倒的に石油が不足し、天然ガスの輸

入も増加する傾向が、ＥＵでは石油も天然ガ

スも相当程度不足する傾向が示されている。 

一方で、米国では、シェール革命の影響に

より天然ガスが 2030 年までには輸出に転じ

るとともに、シェールオイルの増産によって

石油の輸入も急減する見込みが示されている。 

 

 

このような状況分析にも、今後の世界のエ

ネルギー需給におけるシェール革命の与える

影響が透けて見える。 

 

３ シェール革命によるガス関連産業への影

響 

 これまで、第Ⅱ章、第Ⅲ章でも見てきたが、

次に、シェール革命が世界の産業構造に与え

る影響について若干の俯瞰を試みたい。 
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(1) ガス関連インフラの整備 

シェール革命により天然ガスの増産が見込

まれることに伴い、天然ガスの輸送・運搬に

伴う産業が活性化している。産出されたガス

を気体のままで搬送するパイプライン建設も

活性化しているほか65、海上輸送やパイプラ

イン未整備地域間における輸送に際しては、

一度極低温（－162℃）にしてＬＮＧの形に液

化してタンカー等で輸送するため、ＬＮＧプ

ラントの整備が勢い付いているところである。  

北米では、パナマ運河の拡張工事が 2015

年に完成すれば、太平洋側のＬＮＧ基地だけ

でなく大西洋側のＬＮＧ基地からも容易にＬ

ＮＧをアジア全域に輸送することが可能とな

る。さらに、中国政府はニカラグア政府と協

力をして新たな運河の建設を中米に計画して

いる66。中国においても、現在の沿海のＬＮ

Ｇ輸入基地に加え、揚子江沿いの内陸でも多

くのＬＮＧ受入基地の建設が進んでいる。 

この他、ロシアの箇所で述べたような砕氷

ＬＮＧタンカーの増設や、ＬＮＧの運送に資

するタンクローリー車等の増産が進められる

ことが予想される。 

 

(2) 天然ガス車 

今後、天然ガスの普及拡大が見込まれるの

が、天然ガスを燃料とする自動車産業の分野

である。現在、天然ガスを燃料とするＣＮＧ

（圧縮天然ガス）車は既に東京などの大都市

でバス、宅配車など低公害車として普及して

いるが、気体であるためにタンク容積に制限

があり、長距離輸送の点において欠点を抱え

                             
65 シェールガス・オイルの掘削等にかかわるプラント設備

などへの投資が活発化しつつあるとされ、「生産量の急拡

大で輸送能力が不足しており、中長期にわたって輸送イン

フラの投資が続くとみられる。パイプラインの建設の需要

は強い」ことを受けて、「鉱業部門、ＬＮＧ輸出基地、パ

イプライン、プラントなどの投資は増加する」ため、鉱業

部門の雇用が急増する等の影響が生じている（『エコノミ

スト 8/13･20合併号』毎日新聞社（2013））。 
66 しかし、運河の総距離がパナマ運河の３～４倍となって

いることから、実現の見通しを困難視する向きもある。 

ている。このため、天然ガスを液化すること

でタンク容積を 20分の１から 50分の１程度

に減らすことが出来るＬＮＧ燃料車の導入が

世界的に進みつつある。2030 年には世界で

3,500 万台程度まで普及すると予測されてい

るが、ＬＮＧを利用することによって、ＬＮ

Ｇ燃料車の１回の充填での走行距離は

1,000-1,500 ㎞と飛躍的に延ばすことが可能

となり、インフラ設備の投資がミニマムとな

り、燃料コストも約半分に下げることが可能

となる。 

図 32は、左がＯＥＣＤ諸国と非ＯＥＣＤ諸

国における Light duty（乗用車、商用車）の

自動車燃料の消費量の 2040 年の予測であり、

自動車燃料の使用量は前者では減少するもの

の後者では増加する傾向が示されている。ま

た、天然ガス車については、Light duty では

それほど増えないが、より多量の燃料を消費

する Heavy duty（トラック等の貨物輸送車）

や海上用のガスタービンでも使用が増えると

の予測が示されている。 

 



 

230 RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

研  究 

（図 32）世界の自動車用燃料（大型除く）及び輸送用の天然ガス消費量の予測 

 

（出所）ExxonMobil “The Outlook for Energy: A View to 2040,”2013 

 

ＬＮＧ燃料車の導入が最も進んでいるのが、

米国、ドイツ及び中国である。米国では既に

オイルメジャーがカリフォルニア州を中心に

してＬＮＧ充填ステーションビジネスを展開

しているほか、全国のハイウエー沿いに 150

か所の充填ステーションを整備する計画があ

り、建設が進められている。 

また、ドイツでも 2015 年末までにアウトバ

ーン沿いに 50 か所以上のＬＮＧ充填ステー

ションを整備する計画がある。 

中国においても、大都市圏での新たな交通

システムとして積極的に事業化が検討されて

おり、輸送用燃料の 10％を天然ガスに転換す

る計画がある中、エコ都市を目指す貴州の州

都・貴陽市では、現在 770 万人の人口を抱え

ている中、既に 1,000 台を超えるＬＮＧバス

が走行を開始している。揚子江沿いに海外か

らのＬＮＧ輸入基地が完成した際にはＬＮＧ

燃料車の導入が大幅に拡大されることが見込

まれるほか、中国内陸部では 10か所以上で小

型ＬＮＧプラントがガス田近辺で建設・稼働

しており、ＬＮＧ燃料車用に使用されている

ところである。 

 

(3) 船舶 

現在、船舶用燃料の硫黄分に関する規制基

準は 3.5％となっているが、2020 年には、

0.5％の基準へ規制強化がなされることにな

っており、従来の船舶用燃料である重油では

対応できないため、代替燃料として船舶用燃

料としての新たなＬＮＧ市場が出現すること

が予測される。なおＥＵではこれより早く、
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2015 年から 0.1％に規制される。 

ＬＮＧは船舶用重油に比して、硫黄分が存

在せず、価格も半額程度と安価であり、今後

の普及促進が期待されるものの、燃料ＬＮＧ

タンクの低コスト化等、まだ改善すべき課題

はかなりある。 

 

４ 今後の課題 

これまでみてきたように、シェール革命に

よって、従前のエネルギー供給構造や産業構

造に大きな変革がもたらされ、新たな産業展

開等が見られるに至ったことは、一面では歓

迎すべき事象である。 

しかし、第Ⅰ章で述べたように、現時点で

はなお環境へ与える問題が明らかになってい

るとは言い切れない状態にある。この点を解

決することが、現在シェールガスの採掘を禁

じているフランスやブルガリア等においてシ

ェール革命の恩恵を受けるための一歩となろ

う。 

石炭・石油等の開発史に照らせば、当初は

掘削しやすい地点から開発されるものの、

徐々に掘削の難しい資源の利用が不可避にな

っていくことが明らかであり、シェールガス

についても、このような状況をある程度念頭

において開発を進めることも有意義であると

思われる。例えばシェールガスの埋蔵量の多

い中国において容易にシェール資源を利用で

きるようになるためには、まだ相当の技術開

発が進められることが必要となろう。 

また、産業発展のための大きな課題の１つ

として、質の高いエンジニア人材の不足の問

題も挙げられる。例えば米国では、過去 20

年間にわたる製造業の衰退によって、一件当

たり一兆円を超える超大型新設プロジェクト

が出てこなかったため、ＬＮＧやエチレンコ

ンビナートなど高度なエンジニアリング力を

必要とするエンジニアが国内では十分に育っ

ておらず、日本をはじめとする海外に人的資

源を依存せざるを得ない状況になっている。

加えて、溶接工等の熟練工の確保も既に大き

な問題となっている。今後のシェール革命の

進展に際しては、このような分野における人

材の確保を切り離して考えることはできない

であろう。 

 

おわりに 

我が国では従来より化石燃料資源に乏しく、

シェール革命についても国内資源が存在しな

いことから、一般的にはその重要性はさほど

認識されていない可能性がある。 

しかし、福島第１原発事故以降のエネルギ

ーミックスのシフトを踏まえ、年に数兆円も

化石燃料費として海外に流出している状況に

鑑みると、シェール革命は問題解決のための

絶好の好機と考えられる。このためには官民

の境界を取り払って最新の情報を集積し、分

析する体制を構築することが必要になる。 

これまで見てきたようにシェール革命が世

界に大きな影響を与え、経済関係、ひいては

安全保障環境の変化をもたらし、今後とも世

界地図を書き換える可能性があることに鑑み

ると、我が国と無関係に海外で起こっている

事象と等閑視するのではなく、我が国自身の

問題として、シェール革命について理解を深

める必要があるものと思われる。本稿がその

ための一助になるのであれば幸いである。 
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英国及びドイツにおける公共放送による 

放送番組のインターネット同時配信 
 

衆議院調査局調査員 

本 部  実 香 

（総務調査室） 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

現在、インターネットを通じた番組提供は公共放送の役割のひとつとして重視されており、世

界的に多くの公共放送で既にそのサービスが行われている。一方、我が国の公共放送であるＮＨ

Ｋでは、受信料や著作権、民間放送事業者や新聞業界等との関係もあり、放送法上の本来業務と

しての国内放送のインターネットでの番組の同時配信は行われていない。 

英国では、公共放送ＢＢＣの基本法規である特許状によって、可能な限りあらゆる伝送路でＢ

ＢＣの番組やサービスが利用可能になることを制度的に保障し、2007 年からインターネットを利

用した本格的なサービス「iPlayer サービス」が行われている。ドイツでは、法律上、公共放送

の任務としてインターネットサービスが規定されており、また、放送と通信の融合を踏まえ、本

年（2013 年）、受信料の制度を「放送負担金」制度に改正し、受信機の設置の有無に関わらず住

居ごとに負担金を徴収する方法に改めた。英国、ドイツ双方とも、あらゆる伝送路を使って放送

番組を視聴者に届けることは公共放送の使命であり、インターネットの利用はそのひとつの手段

にすぎないとしている。 

ＮＨＫはインターネットの更なる活用に意欲を示しており、現在、総務省の研究会で議論が行

われているところである。その動向が注目される。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

Ⅰ はじめに 

Ⅱ 英国（ＢＢＣ） 

Ⅲ ドイツ（ＡＲＤ、ＺＤＦ等） 

Ⅳ おわりに 

 

Ⅰ はじめに 

1990 年代以降、技術の発展に伴い、インタ

ーネットを通じた番組提供は公共放送の役割

のひとつとして重視され、世界的に見て、現

在では多くの公共放送で既にそのサービスが

行われている。例えば英国のＢＢＣでは、普

及当初からインターネットを重要な伝送路と

して位置付け、ＨＰで様々なサービスを展開

してきた。 

 

一方、我が国の公共放送であるＮＨＫでは、

本来業務1としての国内放送のインターネッ

トでの番組の同時配信は行われていない。 

しかし、ＮＨＫは「多様な公共放送番組を

国民にあまねく届け、ＮＨＫの役割を十全に

果たすためには、インターネットを含む様々

な伝送路を積極的に活用していくことが不可

欠2」等の理由から、番組のインターネット同

時配信を始めることには意欲的である。ＮＨ

Ｋ会長の諮問機関である「受信料制度等専門

調査会」の報告書（2011 年７月）においても

インターネットサービスを検討すべきとされ

                             
1 放送法により、ＮＨＫが行うことを義務付けられている

業務（放送法第 20条第１項） 
2 平成22年５月21日衆議院総務委員会における福地前Ｎ

ＨＫ会長の発言 
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（図１）インターネット人口普及率の国際比較（2010 年） 

 
（出所）総務省「情報通信産業・サービスの動向・国際比較に関する調査研究」（平成 24 年） 

 

（図２）諸外国の公共放送のインターネット活用業務の概要 

（出所）総務省 放送政策に関する調査研究会第一次とりまとめ 参考資料 

 

ている。また、東日本大震災の際、テレビや

ラジオに接することができない環境でもＮＨ

Ｋの情報が入手できるよう、震災に対するＮ

ＨＫの初動対応として、ニュース番組のライ

ブストリーミング3（番組同時配信）を実施し、

停電でテレビが見られない状況においては貴

重な情報源となったという事実もある。 

                             
3 ストリーミングとは、インターネットなどのネットワー

クを通じて映像や音声などのマルチメディアデータを視

聴する際に、データを受信しながら同時に再生を行う方式。

従来、このようなコンテンツを閲覧するためには、全ての
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ＮＨＫがインターネット同時配信を始めた

いとの意向を示していることに対しては、民

間放送事業者や新聞業界等からは、ＮＨＫが

インターネット同時配信を行うことは、その

コスト負担を受信料で賄うことが受益と負担

の観点から著しく適切さを欠く等の理由から

民業圧迫につながるとし、懸念の声が上がっ

ている。また、ＮＨＫがインターネット同時

配信を始めるに当たっては、現在の受信料制

度の在り方についても同時に考えなければな

らない4。 

なお、現在ＮＨＫが行っているインターネ

ット配信に関する主なサービスには、任意業

務5として、ＮＨＫの放送された番組を有料で

配信するサービスである「ＮＨＫオンデマン

ド6サービス」（2008 年 12 月開始）及び、国

際放送番組のオンライン配信サービスである

「ＮＨＫワールドオンライン」がある。「ＮＨ

Ｋワールドオンライン」では、インターネッ

トによるテレビ、ラジオ放送番組の同時配信

を行っており、世界に向け情報を発信してい

るところである。 

ＮＨＫのインターネット同時配信の問題に

ついては、2010 年放送法改正（通信と放送分

野におけるデジタル化の進展に対応した制度

整備）についての衆議院総務委員会の審査の

中で議論され7、その後の総務委員会でも取り

                                         
データを受信するまで待たねばならなかったため、電話回

線など、転送速度の低い回線では閲覧することはできなか

ったが、ストリーミング方式のアプリケーションソフトを

使うことにより、低速な回線でもマルチメディアデータの

リアルタイム再生が可能となった。 
4  數土ＮＨＫ経営委員会委員長（当時）インタビュー（平

成 23 年７月６日読売新聞）、松本ＮＨＫ会長会見（平成

23年７月７日、平成 25年９月 15日） 
5 目的達成業務であって、その実施がＮＨＫの判断に任さ

れている業務（放送法第 20条第２項） 
6 ユーザーの要求があった時にサービスを提供する方式。

ＷＷＷやメールをはじめとするインターネット上のデー

タ配信は、ほとんどがオンデマンドで行われている。これ

に対し、例えばテレビ放送は、いつどの番組を流すかは視

聴者の意向や要求とは関係なく決められるため、オンデマ

ンドとは言えない。 
7 ただし、その際は、インターネット同時配信については

放送法改正には至っていない。 

上げられてきた8。また、総務省の「放送政策

に関する調査研究会」（平成 24年 11 月～）に

おいても議論が行われているところである。 

本稿では、ＮＨＫと同様に公共放送であり、

その運営が主に受信料によって賄われ、放送

番組のインターネット同時配信をはじめ、先

進的な取組を行っている英国（ＢＢＣ）及び

ドイツ（ＡＲＤ、ＺＤＦ等）の例を取り上げ、

公共放送のインターネットサービスの現状、

法制度、受信料制度等の現状とともに、公共

放送がどのような考え方でインターネットサ

ービスを行っているのかを現地調査（ドイツ

2013年１月25日、英国１月28日～31日訪問）

の結果も踏まえ、また、それぞれの受信料制

度の改正等も含めて報告する。 

 

Ⅱ 英国（ＢＢＣ） 

英国の放送事業は受信許可料を財源とする

公共放送のＢＢＣと、広告収入などを財源と

する商業放送の併存体制をとっている。英国

では、放送事業は公共サービスであるという

原則に基づいて行われており9、ＢＢＣのみな

らず、ＩＴＶ（英国最大の商業放送）、Channel

４（非営利法人運営の放送局）10等も公共サ

ービスであると見なされている。 

ＢＢＣは、1922 年にイギリス放送会社ＢＢ

Ｃ（British Broadcasting Company）として

設立され、1927 年に国王の特許状（Royal 

Charter）に基づく公共事業体（British 

Broadcasting Corporation）となった。主要

財源は受信許可料（Licence fee）であり、広

告放送は禁止されているが、コンサートや大

型イベントの放送については、非営利団体の

                             
8 例えば、衆議院総務委員会における第 180 回国会平成

24 年３月 21 日丹羽秀樹君（自民）、183 回国会平成 25 年

３月 21日瀬戸隆一君（自民）の質問など。 
9 『ＮＨＫデータブック世界の放送 2013』ＮＨＫ放送文

化研究所 116頁 
10 放送法に基づいて設立された非営利法人 Channel Four 

Television Corporation が運営する公共サービス放送局。

広告放送とスポンサーシップを財源とする。 
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スポンサーシップが一定の条件の下に認めら

れている11。ＢＢＣは、受信許可料で作られ

るコンテンツを最大限に活用し、英国の経済

に貢献することを政府から課されている12。 

ＢＢＣは、ＮＨＫと同様に単一の事業体と

して、全国ネットワークのテレビとラジオの

サービスを行っている。アナログ放送からデ

ジタル放送への移行に関しては、1998 年に世

界に先駆けて開始され、2012 年 10 月 24 日に

完了している。 

 

１ ＢＢＣのインターネットサービスの制度

上の根拠  

 イギリスの放送行政は文化・メディア・ス

ポーツ省（ＤＣＭＳ）が所管しており、放送

機関に対する政府の権限は形式上はきわめて

大きい。しかし、歴代政府は放送機関の独立

性を認める方針をとっている。 

ＢＢＣの存立とその業務運営を規定する基

本法規は、国王の特許状（Royal Charter）13

及びＢＢＣと所管する担当大臣（文化・メデ

ィア・スポーツ相）との間で交わされる協定

書（The Agreement）である14。 

 

(1) 特許状（Royal Charter）  

特許状はＢＢＣの存立、目的、企業統治、

責任を定めており、10 年ごとに更新される。

現在の特許状は第８次で、有効期間は 2007

年１月１日から2016年12月31日までである。

特許状の更新・改定は政府の権限事項であり、

                             
11 前掲注９（データブック 2013）117 頁  
12 中村美子「デジタル時代の公共放送のモデルとは イギ

リスＢＢＣの特許状更新議論を終えて」『ＮＨＫ放送文化

研究所年報 2008』ＮＨＫ放送文化研究所 121頁  
13 特許状と協定書の原文は次のサイトに掲載（ＢＢＣのＨ

Ｐより）＜http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/

regulatory_framework/charter_agreement.html＞

（last access 2013.9.20） 
14 その他に放送に関する法律として、2003 年通信法

（Communications Act 2003）がある。2003年７月に成立

したこの法律は、ＥＵの電気通信法の改正を国内法制化し

たものである。公共サービス放送の義務付けや放送事業者

による視聴者への説明責任の義務化等を課している。 

その有効期間の満了が近づく頃に、政府が有

識者による放送調査委員会を設置し、そこで

ＢＢＣの将来等について検討し、その助言を

基に政府が放送政策としてＢＢＣと放送の在

り方について決定してきた。 

今回の第８次特許状では、ＢＢＣの目的に

ついて「市民性と市民社会の維持」「英国と世

界を結ぶ」等とともに「新しい放送通信技術

及びサービスの恩恵を国民にもたらす手助け

をし、さらに、デジタルテレビへの移行を達

成する上で先導的な役割を果たす」と規定し

ており、これらの目的を、現行のラジオ、テ

レビ、オンライン15のみならず、今後生じる

技術や手段も包括的に利用できる、と保障し

ている16。 

 

(2) 協定書（The Agreement） 

協定書は、特許状で規定されたＢＢＣの目

的に沿って、ＢＢＣの業務目的の具体的な内

容、サービスの一覧等、経営面、番組の義務

や役割を詳細に規定しているものである。第

８次特許状に伴う協定書において、①国内公

共サービスは、地上、衛星、ケーブル、ブロ

ードバンド、インターネット等あらゆる伝送

路を利用、②公共的価値テスト（Ⅱ２(3)参照）

の導入、③デジタル移行、④番組基準、独立

プロダクションへの委託などの制度的義務付

け、等が規定されている17。 

ＢＢＣにおけるオンラインサービスは、こ

の現行の協定書においてラジオとテレビに並

ぶ国内公共サービスであると正式に規定され

ている（協定書第 11条）18。 

                             
15 インターネットを利用したサービスはイギリスでは「オ

ンラインサービス」と呼ばれている。 
16 中村・前掲注 12（ＮＨＫ年報 2008）101頁、114頁 
17 前掲注９（データブック 2013）114 頁 
18 中村美子「イギリスの公共放送の制度と財源」『ＮＨＫ

放送文化研究所年報2012』ＮＨＫ放送文化研究所 138頁 

  さらに、国内向け公共サービスについては、広く受信さ

れることを確保するため、地上放送や衛星、ケーブル、ブ

ロードバンド（無線・有線問わず）、インターネットとい
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なお、協定書は特許状と異なり、その内容

を必要に応じて改定することが可能である。

特許状更新時（2007 年）の政権は労働党であ

ったが、2010 年に保守党政権となった後、協

定書の内容の修正が行われている19（Ⅱ４(3）

参照）。 

 

２ ＢＢＣのインターネットサービスの経緯  

(1) 1990 年代 

ＢＢＣがインターネットの可能性に注目し

たのは 1990 年代半ばのことで、1994 年に BBC 

online サービスを開始し20、1997 年に当時の

ジョン・バートンＢＢＣ会長のもと「BBC online」

（現在の bbc.co.uk）を本格的にスタートさ

せた21。 

当時の特許状（第７次：1997 年～2006 年）

において、オンラインサービスは、文化・メ

ディア・スポーツ相の事前の承認を条件に提

供することができる「付随サービス」と位置

付けられ、これがオンラインサービスを行う

法的根拠であるとされた。 

ＢＢＣは、地上デジタル放送の開始に向け、

デジタル化計画を立案する中で、インターネ

ットをラジオ、テレビに次ぐ“第３のメディ

ア”として位置付け、1997 年末には、既存の

「ニュース」「気象情報」「募金」など 10種類

のＨＰを「BBC online」に統一し、本格的な

                                         
った伝送路で、放送あるいはストリーミングやオンデマン

ドで提供することが規定され（同12条。前掲注９（デー

タブック 2013） 117頁）、また、受信許可料徴収とは別

に、国内公共サービスやコンテンツ、視聴覚障害者サービ

スなどを受信するいかなる者にも、直接、間接に料金を課

してはならないと定められている（同 13条。中村・前掲

注 18（ＮＨＫ年報 2012）144 頁）。 
19 『ＮＨＫデータブック世界の放送 2012』ＮＨＫ放送文化

研究所 116頁 
20 ＢＢＣのＨＰより＜http://www.bbc.co.uk/historyof

thebbc/great_moments/milestones.shtml＞（last access

2013.8.13） 

ＮＨＫは 1991 年に nhk.or.jp のドメインを取得し、

ホームページ（ＮＨＫオンライン）が 1995 年 10 月に

初公開された。＜http://www3.nhk.or.jp/toppage/15th/

history/＞（last access 2013.8.23） 
21 原麻里子・柴山哲也『公共放送ＢＢＣの研究』ミネルヴ

ァ書房（2011）233頁、315頁年表 

サービスへと転換させた。なかでも、BBC NEWS 

ONLINE は時間に縛られない「いつでもニュー

ス」を視聴者に提供するサービスとして重点

的に強化した分野であった22。 

また、ＢＢＣは同年、ラジオ国際放送（BBC 

World Service）でもオンラインサービスを開

始し、英語のほか、アラビア語、広東語、北

京語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語のニ

ュースを提供した23。 

 

(2) 第８次特許状 

2003 年 12 月、次期特許状（現在の第８次）

に向けての特許状更新の議論が開始された。 

この議論の中で、政府は、ＢＢＣが受信許

可料を財源とする公共サービスとして、オン

ラインサービスを含む現行のサービスの規模

と範囲を維持し、また、ＢＢＣが公共の利益

を守る監督責任とサービスを提供する執行責

任を明確に分離するため、経営委員会を廃止

し、新設されるＢＢＣトラストと執行役員会

による統治システムに変更する、との方針を

示した。 

その後、2004 年６月、ＢＢＣは将来ビジョ

ン「公共的価値の構築～デジタル時代にＢＢ

Ｃを一新する～」を発表した。そこには、英

国の完全デジタル化への寄与、オンデマンド

の導入や、新たなプラットフォームや技術を

利用した視聴者のアクセスの向上、等が盛り

込まれていた24。 

英国においては、この時期から放送のサー

ビスモデルが、番組を配信する伝送路は従来

の地上放送波に限定せずインターネットを積

極的に活用する、利用者側の端末にはＰＣ、

モバイル端末等様々な新しい情報端末も含む、 

                             
22 中村・前掲注 18（ＮＨＫ年報 2012）144頁 
23 『ＮＨＫデータブック世界の放送 1999』ＮＨＫ放送文化

研究所 102頁 
24 中村・前掲注 12（ＮＨＫ年報 2008）103頁、122頁 
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（図３）ＢＢＣの統治システム 

ＢＢＣトラスト
（最高意思決定機関）

各視聴者審議会
・イングランド
・スコットランド
・ウェールズ
・北アイルランド

各種委員会
・視聴者調査委員会
・視聴者審議会業務監査

委員会
・編集基準委員会
・財務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会
・戦略承認委員会
・報酬・指名委員会
・苦情処理上訴委員会

視聴者

執行役員会
（非執行役員４名以上、
役員数の３分の１以上、
半数未満）

監査委員会
公正取引委員会
報酬委員会
指名委員会

ＢＢＣトラスト事務局

は特許状で設置される監督・
執行の統治システム

補佐 監督 報告

 

（出所） 原・柴山『公共放送ＢＢＣの研究』27頁 

 

等の方向に転換期を迎える。ＢＢＣは、イン

ターネットと連動して視聴者がコンテンツを

主体的に活用できる仕組みを作る必要がある

との認識に立って、2006 年に大規模な組織改

革を行った25。 

2007 年、現在の第８次特許状（2007 年～

2016 年）に更新され、これによってオンライ

ンサービスは、名実ともに受信許可料で提供

する公共サービス業務であると規定された26

（Ⅱ１参照）。 

この第８次特許状では、政府の方針通り、

ＢＢＣの経営委員会を廃止して新たに監督と

規制の役割を担う「ＢＢＣトラスト（ＢＢＣ 

                             
25 この組織改革に当たって、当時のマーク・トンプソンＢ

ＢＣ会長は次のような声明を発表した。「ＢＢＣはもはや、

自らをテレビやラジオの事業者と理解するべきではない

し、ニューメディアを傍流と考えるべきではない、われわ

れは公共サービスコンテンツを視聴者が自宅にいようと

外にいようと、あらゆる媒体、あらゆる機器を用いて提供

することを目指すべきである。われわれはすべてのプラッ

トフォームを考慮し、視聴者にとってより適切で、有益で、

価値のあるコンテンツを彼らがどのようにして入手でき

るかを検討することによって、より多くの公共的価値を提

供することができるようになる。」（米倉律ほか「放送番組

が媒介する新たな公共圏のデザイン」『ＮＨＫ放送文化研

究所年報 2012』８頁） 
26 中村・前掲注 18（ＮＨＫ年報 2012）144頁 

Trust）」が設置される等、ＢＢＣの統治シス

テムが改められ、ガバナンスが強化された。 

ＢＢＣトラストは最高意思決定機関であり、

ＢＢＣの全体的な戦略の方向性を定め、執行

役員会の活動を総合的に監督する27（図３参

照）。ＢＢＣトラストの任務は特許状（第 22

条～）に規定されており、第８次特許状にお

いて、任務のひとつとしてＢＢＣの現行のサ

ービスの重大な変更や新サービスの提案につ

いて実施する「公共価値テスト」が導入され

た（Ⅱ２(3)参照）。 

2009 年１月、政府（当時は前ブラウン労働 

党政権）が公表した「デジタル・ブリテン

（Digital Britain）」中間レポートにおいて、

政府はＢＢＣに対して、ブロードバンド普及

で主導的役割を果たすように促すとともに、

他の公共団体とともに、全てのコンテンツ・

プロバイダーやデバイス製造業に開かれたオ

ープン・スタンダードのプラットフォームの

開発を期待している28。同年６月に公表され

た「デジタル・ブリテン」の最終報告書にお 

                             
27 中村・前掲注 18（ＮＨＫ年報 2012）146頁 等 
28 原・柴山・前掲注 21 241 頁 
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（図４）英国におけるインターネット活用業務の審査（公共価値テスト（ＰＶＴ）） 

 

（出所）総務省 放送政策に関する調査研究会第一次とりまとめ参考資料 

 

いては、政府はインターネットの普及やコン

テンツ振興を含むＩＣＴ29政策の総合的ビジ

ョンを提起しており、その内容に、インター

ネットにアクセスできない世帯への対策や、

市民がデジタル技術の直接的な利益を享受す

る機会を確保する等が盛り込まれた30。 

ＢＢＣのサービス拡大に対しては、市場へ

の影響はマイナス面31が強調されることがあ

るが、全体としては、ＢＢＣは英国経済にプ

ラスの影響を及ぼしているとの見方もある32。 

                             
29 Information and Communication Technology の略。イン

ターネット等の情報通信技術を表す。「ＩＴ」とほぼ同義

語であるが、国際的には「ＩＣＴ」の方が、欧州、中南米、

アジア各国や国連をはじめとする各種国際機関において

広く定着している。 
30 山口広文「英国における情報通信政策の最近の動向

―「デジタル・ブリテン」報告書と「2010 年デジタル経

済法」を中心に―」『レファレンス』国立国会図書館

（2010.8）11頁 
31 ＢＢＣにはブランド力と安定的な受信許可料収入があ

るため、民間と同様のオンラインサービスでも低リスクで

提供することができるとして、競合する民間事業者が反発

しており、また、ＢＢＣの地方向けサイトに対してＢＢＣ

がインターネット上で地方メディアを駆逐している等の

懸念が示されている。（原・柴山・前掲注 21 237-239頁） 
32 原・柴山・前掲注 21 240 頁 

 

(3) 公共価値テスト 

2007 年の特許状の更新に伴い、ＢＢＣの過

度の業務拡大を抑制するため、ＢＢＣの最高

意思決定機関であるＢＢＣトラストによる事

前審査の仕組みとして「公共価値テスト（Ｐ

ＶＴ:Public Value Test）」の制度が導入され

た（図４参照）。これは、ＢＢＣが新規サービ

スを導入しようとする場合や現行のサービス

に大幅な変更を提案する場合に行われるもの

で、ＢＢＣトラストの事務局が行う視聴者/

消費者の意向をはかる「公共的価値の評価（Ｐ

ＶＡ：Public Value Assessment」と独立規制

機関の Ofcom33が行うメディアの「市場影響評

価（ＭＩＡ：Market Impact Assessment）」で

構成され、ＢＢＣトラストがこれらの結果を

基にサービスの可否について最終判断を下す

ものである。このＰＶＴが導入された背景に

                             
33 英国における放送・通信を一元的に規制監督する独立規

制機関。放送・通信免許の付与、放送ガイドラインの制定、

市場調査等の任務が付与されている。（『放送研究と調査』

ＮＨＫ放送文化研究所（2010.3）86頁） 
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は、2004～2005 年にかけて、特にオンライン

の分野でＢＢＣの業務が急激な拡大をしてい

たことが挙げられる。 

ＰＶＴの実施はＢＢＣのサービスに重大な

変化があったときに限定されており、それは

ＢＢＣの業務を過度に規制しないように配意

するためである。また、ＰＶＴは審査に時間

がかかり（６～８か月）、莫大な費用もかかる

ため（およそ 50～70 万￡＝約 7,900 万円～１

億 1,060 万円34。Ofcom が行うＭＩＡの費用も

含む。）、近年ではＰＶＴの実施を避ける傾向

となっている35。 

 

３ ＢＢＣが行っているインターネットサー

ビス等の現状 

現在、ＢＢＣにおけるインターネットを利

用したオンラインサービスは、現行の協定書

でラジオとテレビに並ぶ国内公共サービスで

あると規定されている。ＢＢＣはインターネ

ットの利活用に積極的であり、前述のＢＢＣ

のウェブサイト（bbc.co.uk）は、コンテンツ

提供型のウェブサイトとしてはイギリス最大

である36。 

現在ＢＢＣが行っているインターネットを

使った主なサービスは、次のとおりである。 

 

(1) iPlayer サービス 

2007年12月 25日から始まったサービスで、

テレビ番組をオンデマンドで視聴できるキャ

ッチアップサービス37を中心にテレビ・ラジ

オ番組のライブストリーミング（番組同時配

                             
34 １￡＝約 158円で計算（2013年 10月１日現在）。以下同

じ 
35 2013 年１月 28日、ＢＢＣトラスト訪問の際の説明。実

際、ＰＶＴは 2009年を最後に行われていない。 
36 訪れるユーザーは毎月平均 1,650 万人である。また、海

外からのユーザー数は 5,000万人とも言われている（原・

柴山・前掲注 21 233頁）。 
37 テレビとラジオの番組を放送後、インターネット上に提

供し、ユーザーはそれをダウンロードしてパソコンに保存

できるサービス 

信）も視聴できるサービスである（図５参照）。

構想４年をかけて実現された。このサービス

は、ＰＶＴ（Ⅱ２(3)参照）の対象となったＢ

ＢＣのサービスの第一号である38。 

iPlayer サービスのＰＶＴにあたり、視聴

者から寄せられた意見では、79％が iPlayer

に賛成し、受信許可料で制作されたコンテン

ツはできるだけ無制限にオンデマンドで提供

されるべきだと考えられていることが示され

た。一方、利害関係にある業界は、ＢＢＣに

よるオンデマンドの無料提供に制限を設ける

べきであると主張した。 

また、i-player を多様なプラットフォーム

で提供することについては基本的に賛同を得

たものの、業界関係者からは i-player の伝送

に関わる費用の回収や特別料金の設定を原則

とするべきだとの意見が出されたが、ＢＢＣ

トラストはそうした意見を否定し、基本料金

に含まれるサービスにすべきであるとした39。 

このような経緯を経て、i-player サービス

は開始された。受信許可料を財源とする公共

サービスとして認められ、無料で提供されて

いるが、一部を除き、国内の受信許可料支払

者しかアクセスできない40。 

iPlayer サービスを利用できる者は、テレ

ビ番組とラジオと番組では異なる扱いとなっ

ている。 

テレビ番組については国内に居住する者の

みが利用可能であり、このうち、ライブスト

リーミングが利用できるのは、受信許可料支

払者のみである。つまり、インターネットで

ライブストリーミングを視聴することは、ケ

ーブルテレビや衛星放送を視聴することと同 

                             
38 審査の過程及び結果は、総務省「放送政策に関する調査

研究会」第一次とりまとめ（平成25年８月９日）参考資

料 34頁を参照 
39 中村美子「世界の公共放送のインターネット展開 イギ

リス・ＢＢＣ」『放送研究と調査』ＮＨＫ放送文化研究所

（2008.10）8-9頁 
40 同上（『放送研究と調査』（2008.10））３頁 
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（図５）iPlayer 及び You View の概要 

 

（出所）「総務省 情報通信審議会 情報通信政策部会 新事業創出戦略委員会及び研究開発戦略委員会基本

戦略ボード第３回ＮＨＫ発表資料（2011 年 12月 26 日）」を基に当室作成 

 

じであると考えられている。ＢＢＣは受信許

可料を負担する視聴者すべてに対して、普遍

的にサービスを提供することを目指しており、

iPlayer を利用する場合は視聴する環境を整

えるためにＴＶやＰＣ、インターネットサー

ビスへの加入等のコストはかかることになる

が、それ以外でＢＢＣの放送を視聴すること

自体は無料であるべき、との考えからである

41。しかし、キャッチアップサービスのみの

利用であれば、受信許可料を支払わなくても

利用可能である42。 

ラジオ番組については特に制限はなく、海

外からの利用も可能である43。 

著作権処理については、ＢＢＣが委託制作

した番組は、すべて iPlayer で提供すること

を条件に権利処理が行われていることからキ

                             
41 2013 年１月 28日、ＢＢＣ訪問の際の説明 
42 ＢＢＣの TV Licensing のＨＰで説明されている。 

＜http://www.tvlicensing.co.uk/check-if-you-need-

one/topics/technology--devices-and-online-top8/＞

（lastaccess 2013.8.23） 
43 ＢＢＣのＨＰ（BBC iplayer-Help-Frequent Questions-

Outside the UK） 

なお、ＢＢＣはその理由として①（テレビ番組とは）権

利（著作権）のモデルが異なる。国外の方でより人気な番

組があり、出演者にとって国外へ配信することについての

考え方が前向きな可能性がある、②配信コストが安く済む

③（①とも関連するが）ＤＪ等出演者にとってＢＢＣブラ

ンドとして国外で利用されることが有益である、の３つの

要因をあげている。（2013 年１月 28 日、ＢＢＣ訪問の際

の説明） 

ャッチアップできるが、スポーツや映画、外

国製のドラマ等ＢＢＣが購入する番組はキャ

ッチアップできないようになっている。 

iPlayer は、非常に成功したサービスであ

ると考えられており、利用状況は、2010 年度

に月間の平均視聴回数が１億回を超えた。

2012 年７月から開催されたロンドンオリン

ピックは、本格的なインターネット配信が行

われた初の“デジタル・オリンピック”大会

と言われており、オリンピック開催の翌８月

には１億 9,600 万回利用された44。このよう

にライブストリーミングの利用は大きなイベ

ントがあると増える傾向にある45。 

iPlayer の利用は、2013 年１月の利用状況

が前月より26％増の２億7,200件を記録して

おり、着実に発展していることが伺える46。 

また、iPlayer は前述のとおり受信許可料

支払者のためにあるので、テレビ番組につい

                             
44 総務省情報通信審議会 情報通信政策部会 新事業創

出戦略委員会及び研究開発戦略委員会基本戦略ボード第

３回ＮＨＫ発表資料 ５頁及び前掲注９（データブック

2013 ） 121-122頁 
45 ライブストリーミングの利用は通常でもiPlayerの利用

全体の 15～16％であるが、オリンピックの際は 32％にま

で跳ね上がった。ニュースやエンターティメントでもニー

ズが高い傾向にある。2014 年のＦＩＦＡワールドカップ

でも利用が高くなると見込まれている。（2013 年１月 28

日、ＢＢＣ訪問の際の説明） 
46 『放送研究と調査』ＮＨＫ放送文化研究所（2013.4）64

頁 
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ては海外からのアクセスを制限しているが、

2011 年９月から、ＢＢＣの子会社である BBC 

WorldWide が、iPlayer の国際版を商業サービ

スとして、ヨーロッパ地域とオーストラリア

で開始した。国際版であるため番組内容や配

信方法が国内向けサービスとは異なってい

る47。国際版のサービスは有料であり、利用

料金は月額 6.99€（約 923 円）48又は年額

49.99€（約 6,599 円）となっている49。 

 

(2) BBC World Service（ラジオ国際放送）50 

2012 年９月現在、英語を含む 28 の言語で

全世界に向けて放送を行っており、2011 年度

の週間聴取者は推定 7000 万人である。2012

年には開始 80年を迎え、短波、AM、FM、衛星

放送、インターネットとあらゆる伝送路を通

じて全世界に提供されている51。 

BBC World Service は、1932 年から短波ラ

ジオサービスが開始され、一時はサービス言

語数が 40を超えていたが、近年では数年置き

に体制を見直し、その都度サービス言語数が

減少している（日本語サービスも 1990 年に終

了）。また、短波放送は大規模な送信設備や高

出力の送信機が必要で送信コストが高額にな

るため、最近ではインターネットやＦＭ放送

にサービスを移行するという傾向が顕著にな

っている。 

サービス言語数の減少及びインターネット

への移行の主な理由は財源の問題であり、現

在（2013 年）BBC World Service は政府交付

金により運営されているが、交付金は 2011

年度から 2013 年度までの３年間に 16％削減

                             
47 2013 年１月 28日、ＢＢＣ訪問の際の説明 
48 １€＝約 132 円で計算（2013 年 10 月１日現在）、以下同

じ 
49 前掲注９（データブック 2013）122 頁及び『放送研究と

調査』ＮＨＫ放送文化研究所（2011.９）117頁 
50 ＜http://www.bbc.co.uk/worldserviceradio＞（last 

access 2013.9.20） 
51 前掲注９ （データブック 2013 ） 121頁 

され、さらに 2014 年度からは政府交付金を廃

止し、受信許可料で賄われることが決定され

ている52（Ⅱ４(3)参照）。現在、オンライン

サービスは全 28言語で行なっているが、ラジ

オ放送は 20言語（うち短波は 14言語）のみ

である。 

なお、映像による国際放送は商業サービス

部門として位置付けられており、ＢＢＣの関

連会社である BBC Global News Limited が海

外向けＴＶ放送「BBC World News」を商業配

信している53。運営資金は、広告や有料放送

など商業活動から得る収入で賄われている。 

 

(3) YouView 

2012 年７月４日から始まったサービスで、

ＢＢＣとＩＴＶをはじめとした地上商業テレ

ビ全社と通信事業者のＢＴ（British Telecom）

などとのジョイントベンチャーで行っている、

テレビ番組の同時視聴とオンデマンド視聴の

双方にアクセス可能なインターネット接続テ

レビの共通プラットフォームサービスである

（図５参照）。サービスはすべて無料で利用で

きるが、ブロードバンド接続環境及びデジタ

ルテレビと専用のセットトップボックスの購

入が必要となっている。 

YouView サービスの利用状況は、2013 年４

月末時点で約 40万人となっており、週当たり

のオンデマンド視聴件数は 220 万件程度とな

っている54。 

                             
52 斉藤正幸「変革期の世界の国際放送～効率化の中のメデ

ィア～」『放送研究と調査』ＮＨＫ放送文化研究所（2012.

8）40頁、43-44頁 
53 ＢＢＣワールドニュースＨＰ＜http://www.bbcworld

news-japan.com/about_us/＞より。ＢＢＣ world Newsも

インターネットで視聴できるが、プロバイダーとの有料契

約が必要。＜http://www.bbcworldnews-japan.com/＞

（last access 2013.9.20）の視聴方法を参照 
54 総務省「放送サービスの高度化に関する検討会」第１回

（平成 24年 11月 12日）資料１－３ 23頁及び一般財団

法人マルチメディア振興センターＨＰ「ＩＣＴグローバル

トレンド」イギリス＜http://www.fmmc.or.jp/ictg/

theme/media.html＞（last access 2013.8.15）  
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ＢＢＣは、オンラインサービスを従来のテ

レビ・ラジオの放送サービスを機能的にバッ

クアップするサービスとして考えており、オ

ンラインサービスはまだ成長過程にあり、今

後は、同時配信のサービスをオンデマンドの

サービスとともに発展させていく必要がある

としている55。 

 

４ ＢＢＣの受信許可料制度 

(1) 制度の内容 

ＢＢＣの財源は受信許可料（72％）、政府交

付金（６％）、商業サービス収入（22％）の３

つである。主要な財源は受信許可料（Licence 

fee）であり、原則としては広告放送やスポン

サーシップの放送は禁止されている。 

現在の受信許可料の法的根拠は「2003 年通

信法」であり、その「第４部 テレビジョン

受信免許の付与」の項において、「第４部に基

づく免許によりテレビジョン受信機の設置及

び使用が認められない限り、そのテレビジョ

ン受信機を設置及び使用してはならない（第

363 条）」と規定されており、これはテレビ受

信機の使用は政府の許可制であることを示し

ている。更に、テレビジョン免許（上記第 363

条の免許）を付与された者は、国務大臣が定

めるいずれかの規則が定める受信許可料を支

払う義務を負う（第 365 条）と規定されてい

る。受信許可料の支払い対象となる機器は、

国務大臣が定める「放送通信規則 2004」で定

義されており56、従来のテレビ受信機のほか、

ＰＣ、タブレット端末、携帯電話、ゲーム機、

デジタルテレビ録画機等、テレビ番組サービ

スの同時放送を受信する限り、テレビ受信免

                             
55 2013 年１月 28日、ＢＢＣ訪問の際の説明 
56 本規則では(1)テレビジョン受信機とは（無線電信であ

ろうとなかろうと）テレビジョン番組のサービスの受信を

目的として設置あるいは所有される装置であり、(2)テレ

ビジョン番組サービスを受信するということは、その番組

が放送あるいは配信と並行して、同時（あるいは事実上同

時）に受信されること、とされている。 

許の対象となる。ＰＣなどの機器で放送後の

テレビ番組をオンデマンドで視聴する行為し

か行っていない場合57及びテレビ受信機のセ

ット・トップ・ボックスで映像なしで音声の

みを受信する場合はその受信機は受信許可料

の支払い対象とはならない58。 

受信免許は世帯ごとに交付され、受信許可

料も世帯単位での支払いとなる。現在の受信

許可料額は、年間 145.5￡59（約 22,989 円）

である。なお、75歳以上の年金生活者の世帯

には支払いが免除され、視覚障害者等には割

引が適用される。 

受信許可料の徴収業務はＢＢＣが行うこと

となっているが、実際には外部の民間会社へ

委託されている。受信許可料を支払わない場

合は、刑事罰の対象となり、最高 1,000￡（約

158,000 円）の罰金が科せられる。 

英国においては、テレビ受信機を持つ世帯

のほとんどは受信許可料を支払っており、受

信許可料の不払い率は、ＢＢＣの報告書によ

ると、2009 年度では 5.2％である。なお、2010

年の事業報告書では、ＢＢＣは国民の間で高

い支持を得ていると報告されている60。 

受信許可料の在り方について、現在の受信

許可料制度では、オンラインでライブストリ

ーミングを視聴する場合は受信許可料支払い

の対象となり、オンデマンドのみの視聴は支

払いの対象外とされていることについて、ま

た、今後ＰＣ等によるオンデマンドの視聴形

態が増えていった場合はどうなるのか、等の

疑問が生じてくる。次期特許状更新の際には、

                             
57 前掲注 43、Ⅱ３(1)参照 
58 中村・前掲注 18（ＮＨＫ年報 2012）155-156頁 
59 カラーテレビ料金。白黒テレビ料金の設定（49￡＝7,742

円）もあるが、本項記述中はカラーテレビ料金のみ記載 
60 ＮＨＫ放送文化研究所の 2011 年度調査においてもＢＢ

Ｃへの満足度は 79％であると報告されている。（中村・前

掲注 18（ＮＨＫ年報 2012）157-161 頁） 
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受信許可料とオンラインサービスは当然重要

なテーマとなるだろうとみられている61。 

 

(2) ＢＢＣのインターネットサービスを支え

た財源 

ＢＢＣがインターネットサービスに本格的

に取り込むことができた背景には、1997 年の

特許状で制度的な保証が得られたことととも

に、インターネットを含めたデジタル・サー

ビス財源として受信許可料の値上げが 2010

年まで毎年行われていたことがある。ＢＢＣ

にとってはリスクを顧みずにインターネット

環境を整えることへの投資を継続的に行うこ

とができたことは大きい。 

1997 年から 2007 年までＢＢＣがインター

ネットに充てた費用は総額７億 2,890

万￡（2007 年当時のレート１￡＝200 円で計

算すると、約 1,458 億円）であり、iPlayer

サービスが導入された 2007 年の単年度でみ

ると、１億 8,200 万￡（約 364 億円）である。

当時はまだ通信ネットワークのインフラ基盤

が弱く、マーケットとしても未来が予想でき

ない不安定なイギリスにおいて、受信許可料

に支えられたＢＢＣのサービスがインターネ

ットを育ててきたともいえる62。 

一方で、受信許可料を支払う視聴者の側か

らみれば、ＢＢＣが受信許可料でインターネ

ットサービスを充実させることは、同じ受信

許可料を支払っていながらインターネットを

利用できる世帯と利用できない世帯では、受

益に差が出てくることとなる。このことにつ

いてＢＢＣは、「ＢＢＣは受信許可料を負担す

る視聴者すべてに対して、普遍的にサービス

を提供することを目指しており、視聴する環

境を整えるためにＴＶやＰＣの購入、インタ

ーネットサービスへの加入等のコストは視聴

                             
61 2013 年 1月 29日、ＢＢＣトラスト訪問の際の説明 
62 中村・前掲注 39（『放送研究と調査』（2008.10））12-13

頁 

者自身が負担することになるが、それ以外で

ＢＢＣの放送を視聴すること自体は無料であ

るべきと考える。また、未だブロードバンド

を整備していない世帯もあることから、視聴

者に対してブロードバンドに加入することで

大きな恩恵があると説得を続ける。それでも

全世帯への普及には時間がかかると見込んで

おり、衛星やＣＡＴＶ等、ブロードバンド以

外の伝送路での提供を続けることが必要であ

る。」との考えを示している63。 

 

(3) 受信許可料の使途の変化 

英国において、受信許可料額の決定は政府

の権限事項となっており、文化・メディア・

スポーツ相が大蔵省の同意を得て決定する。

議会にはこの決定を報告し、質疑が行われる

が、議会の承認は必要としない。また、ＢＢ

Ｃが受信許可料を財源とすることは協定書第

75 条に「国務大臣は、大蔵大臣の同意の下、

ＢＢＣに対し受信許可料収入の総額あるいは

それよりも少ない額を支払うことができる。」

と規定されており、これまで受信許可料はす

べてＢＢＣに配分されていた64。 

2007 年の特許状更新の際、ＢＢＣは、地上

デジタル放送完全移行の任務を与えられたこ

とから、デジタル放送強化に伴う費用増のた

め受信許可料の値上げを要求していた。当時

の労働党政権の文化・メディア・スポーツ相

は、受信許可料を段階的に値上げすることを

認めたため、2007 年の年額 135.5￡から毎年

値上げされ、2012 年には 151.5￡に上がる予

定であった。 

しかし、2010年５月の総選挙により保守党・

自由民主党連立政権となったことから、協定

書内容の修正が行われた。公共部門の歳出削

減をうけ、受信許可料額は 2010 年４月に値上

                             
63 2013 年１月 28日、ＢＢＣ訪問の際の説明 
64 中村・前掲注 18（ＮＨＫ年報 2012）150,155頁 
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げされたのを最後に年額 145.5￡のまま 2016

年まで据え置くことが決定され、同時に受信

許可料収入の総額を変えないまま、ブロード

バンドのユニバーサル・アクセスの推進やロ

ーカルメディアの支援、国際放送、Ｓ４Ｃ65と

いうこれまで政府交付金で賄ってきた分野に

おいても 2014 年から受信許可料を割り当て

ることが決定された66。この決定は実質的に

ＢＢＣの予算を削減することとなる。 

この決定について文化・メディア・スポー

ツ省は「（国際放送等へ）の政府交付金の廃止

は国家経済の低調に起因する財政上の制約が

背景にあり、他の公共機関も『公共的価値に

見合ったサービスを行うこと』を政府（保守

党政権）から強く求められており等しく予算

削減されたもので、ＢＢＣだけが逃れること

はできない。」と説明している。更に受信許可

料の性格については「今回の決定が受信許可

料の性格を変えたとは思わない。視聴者の見

方としては『家にテレビがあり、受信許可料

を払えばテレビが見られる。』という点では変

わらない。今のところ、政府の考えは支持さ

れている。」と説明している67。 

 

５ ＢＢＣと英国議会の関係68 

ＢＢＣと英国議会の関係については、議会

はＢＢＣに直接的な影響力を及ぼすような権

限はない69。ＮＨＫの場合は毎年予算につい

                             
65 ウェールズ語と文化を保護するために設立された放送

局。Channel4と同じく放送法に基づく公共法人が運営 
66 中村・前掲注 18（ＮＨＫ年報 2012）150,160頁 
67 2013 年１月 29 日、文化・メディア・スポーツ省訪問の

際の説明 
68 以下、本項目の記述は 2013 年１月 30日の英国下院議会

の文化・メディア・スポーツ委員会担当の議会スタッフへ

の取材に基づく  

69 中村・前掲注 18（ＮＨＫ年報 2012）149頁 

しかし、ＢＢＣは特許状に基づいて設立されており、ま

た受信許可料により運営されている公共放送であるため、

議会において議員がＢＢＣに対し意見を述べることはで

きる。（文化・メディア・スポーツ委員会担当スタッフの

説明） 

て国会に承認を求めることとされているが70、

ＢＢＣはＢＢＣトラストの承認で毎年度の事

業計画を実行することができる71。 

 

(1) ＢＢＣに関する事項について議会の活動 

特許状の更新の際は、法律や制度等に基づ

くものではないが、通常は英国議会の上院・

下院の両方で議論される。しかし、特許状は

政府の権限事項であるため、この議会での議

論は政府に対しては拘束力を持たない。 

ＢＢＣに関する事項は、下院では常設の文

化・メディア・スポーツ委員会（Commons 

Select Committee：Culture, Media and Sport 

Committee72）において、上院ではコミュニケ

ーション委員会（Lords Select Committee: 

Communications Committee）において議論さ

れる。 

特許状更新に際しては、通常、更新の２年

程前に議会において公の諮問を行う。その際、

一般人を含む関係者等から口頭または文書に

よる証言をとり、これをまとめて報告書を作

成し、勧告73として政府に提出する。 

また、委員会ではＢＢＣの年次報告書等も

精査し、ＢＢＣの活動を注視している。ＢＢ

Ｃ会長やＢＢＣトラスト会長を委員会に参考

人として招致し、説明を求めることがある74。

例えば、ＢＢＣトラストの会長の指名は、文

                             
70 ＮＨＫは、毎年事業年度の収支予算、事業計画及び資金

計画を作成し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受け

なければならないこととなっている。（放送法第 70条第２

項）また、ＮＨＫ経営委員会委員は内閣総理大臣により任

命されるが、国会の同意が必要である。（放送法第 31条第

１項） 
71 中村・前掲注 18（ＮＨＫ年報 2012）149頁 
72 ＜http://www.parliament.uk/business/committees/

committees-a-z/commons-select/culture-media-and-

sport-committee/＞（last access 2013.11.27） 
73 政府はその勧告の内容を順守する義務はないが、勧告に

対して回答する義務はある。 
74 例えば、2012 年６月 19 日、下院文化・メディア・スポ

ーツ委員会における退任に際してのマーク・トンプソンＢ

ＢＣ元会長参考人招致 ＜http://www.publications.par

liament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmcumeds/324/120619.

htm＞（last access 2013.8.28） 



 

246 RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

調  査 

化・メディア・スポーツ相が行うものである

が、現在のＢＢＣトラスト会長のパットン卿

の指名に際して、下院の文化・メディア・ス

ポーツ委員会では、パットン卿へのヒアリン

グを行った上で、その指名について同意した。

なお、このような指名について、過去に委員

会で同意されなかった例はない75。 

 

(2) 受信許可料に関して 

前述（Ⅱ４参照）のとおり、ＢＢＣの受信

許可料額は、毎年、ＢＢＣと所管大臣の文化・

メディア・スポーツ相との協議によって決定

される。文化・メディア・スポーツ相は、毎

年議会に対して向こう１年間の受信許可料額

についての説明を行う76。 

政府が決定する受信許可料の使途について

は、議会でも議論されることがある。 

2010 年に政府が、それまで政府交付金で賄

われてきた国際放送やＳ４Ｃの運営資金に

2014 年から受信許可料を充てることを決定

したが、これまでにも受信許可料は、アナロ

グ放送のデジタル化の費用に充てられたり、

ブロードバンドの開発に使われた例がある77。

2010 年の決定についても、受信許可料をＢＢ

Ｃとまったく無関係の目的に使うわけではな

く、ＢＢＣが行っている BBC World Service

（国際放送）（Ⅱ３(2)参照）等への費用に充

てられるものと認識されている。 

                             
75 過去に例がないため、同意されない場合は、議会は大臣

に対してどの程度影響を与えられるのかは定かではない。

（英国下院議会文化・メディア・スポーツ委員会担当の議

会スタッフの説明） 
76 資料提出のみで大臣説明がない場合もある。 

  また、議会には毎年新しい受信許可料を実行するための

規則案が提出される。もし、この規則案が否決された場合

は、政府は新しい受信許可料額を実行できないこととなる。

（英国下院議会文化・メディア・スポーツ委員会担当の議

会スタッフの説明） 
77 例えば、ＢＢＣは現特許状において完全デジタル化の国

家事業を完成する任務を課せられており（原・柴山・前掲

注 21 29 頁）、その費用についてはＢＢＣが負担していた

ものの、受信許可料は毎年その分を上回る率で値上げされ

ていた。（中村・前掲注 18（ＮＨＫ年報 2012）151頁） 

更に受信許可料については、ＢＢＣ以外の

放送局やＢＢＣ以外の目的にも使われるべき

ではないか、との意見もある。ＢＢＣは当然、

受信許可料はすべてＢＢＣの財源となるべき

と考えているが、ＢＢＣの放送サービスを視

聴する人が特に若い世代で少なくなっている

現状78では、受信許可料の使途をＢＢＣ以外

へ振り分けることは、受信許可料の制度の維

持につながるのではないか、との意見もあっ

た79。 

 

Ⅲ ドイツ（ＡＲＤ、ＺＤＦ等） 

連邦共和国のドイツでは、歴史的経緯から、

放送に関する所管は中央の連邦ではなく、州

の権限となっている。このため、各州間の制

度を調和させるため、共通の原則を定めた州

間協定が数種類締結されている。 

ドイツのテレビ放送は、公共放送とともに

ＲＴＬ（Mediengrruppe RTL Deutschland）80

等の商業放送も行われている。 

ドイツの公共放送は、主にテレビ放送のＡＲＤ

（ドイツ公共放送連盟：Arbeitsgemeinschaft 

der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstlten 
der Bundeesrepublik Deutschland）とＺＤＦ

（第２ドイツテレビ:Zweite Deutsche Fernsehe）、

ラジオのドイチュラントラジオ（Deutschlandradio）

の３種類がある。 

ドイツにおいては、第二次世界大戦後国土

が占領軍によって４つの占領地区に分割され、

また、ナチス時代に国家により放送が濫用さ

                             
78 中村美子ほか「世界の公共放送はどう受け止められてい

るか～『公共放送に関する意識』６か国比較調査から～」

『放送研究と調査』ＮＨＫ放送文化研究所（2011.10）8-9

頁 
79 しかし、政府が受信許可料のＢＢＣ以外への使途を決定

したことに対して、受信許可料を支払っている人々の代表

である議会では、はっきりした意見は表明されていない。

（英国下院議会文化・メディア・スポーツ委員会担当の議

会スタッフの説明） 
80 ルクセンブルグに本社を置き、ヨーロッパ各国でテレ

ビ・ラジオ事業を展開するＲＴＬグループのドイツ法人。

傘下のチャンネルに RTL Television、Vox等がある。 
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れた苦い経験から、放送は中央の連邦ではな

く州がそれぞれ、ないしは共同で公共放送を

設立するという放送制度が生まれた。 

ＡＲＤは、ドイツの連邦制を反映し、ドイ

ツ各州が単独または共同で設立する州放送協

会（全９局）が加盟局となって設立された連

合組織体であり、独立した法人格は持たない。

州放送協会の共通の利益を代表し、番組、法

律、技術、経営など様々な共通の問題を処理

することを目的に 1950 年に結成され、1954

年から共同で全国に向けテレビ放送を開始し

た。 

ＺＤＦは、1961 年に全ての州が共同設立し

た第２の公共テレビ放送で、ＡＲＤと異なり

法人格を持つ単一の組織である。1950 年代後

半に、当時のアデナウアー連邦首相が国営テ

レビの設立を構想したが、州側が反発したた

め実現されず、ＡＲＤとは別に受信料と広告

放送を財源とする公共テレビ局を設立するこ

とで合意した81。1963 年から放送を開始した。 

ＡＲＤ、ＺＤＦとも財源は主に「放送負担

金（Rundfunkbeitrag）82」（詳細はⅢ７参照）、

つまり受信料収入であるが、僅かながら広告

放送も認められており、ＡＲＤの 2010 年の総

収入は 64億 2,280 万€（約 8,478 億 960 万円）

で、内訳は受信料83収入が 83.9％、広告収入

が２％、その他 14.1％となっている。ＺＤＦ

の方が若干広告収入が多く、総収入20億5830

万€（約 2,716 億 9,560 万円）のうち受信料収

入は 84.7%、広告収入６％、スポンサーシッ

プ収入 1.2％、その他 8.1％である84。 

ドイチュラントラジオは、旧東ドイツ地域

向けのラジオ放送 Deutschlandfunk（ドイチ

                             
81 杉内有介「ドイツの公共放送の制度と財源」『ＮＨＫ放

送文化研究所年報 2012』ＮＨＫ放送文化研究所 181頁 
82 2013 年から制度が改正された。2012 年までは「放送受

信料（Rundfunkgebühren）」制度であった。 
83 2012 年以前のデータについては「受信料」と表記。以下、

同じ。 
84 前掲注９（データブック 2013）173 頁 

ュラントフンク）等３局がドイツ統一後の

1994 年に統合されてできた公共ラジオ放送

である。財源は放送負担金収入のみで、広告

放送は禁止されている。 

ＡＲＤ、ＺＤＦ及びドイチュラントラジオ

は、地上放送、衛星放送、ケーブルテレビ、

ＩＰＴＶ85といった全ての伝送路を使用して、

合計 21 チャンネルのテレビサービス、54 チ

ャンネルのラジオサービスを提供している。

どの伝送路でもこれらのチャンネル全てを受

信できる86。 

ドイツの国際放送は、連邦法に基づいて設

立されたドイチュ・ヴェレ（Deutsche Welle）

が行っている。テレビ国際放送は、英語のみ

の 24時間の基本チャンネルと、対象地域に合

わせて、英語、ドイツ語、スペイン語、アラ

ビア語の中から２言語を時間帯別に使用した

地域チャンネルの２チャンネル体制で行って

いる。ラジオ国際放送は、対象地域の事情に

合わせ、短波、中波、衛星等によるサービス

を 29言語87で行っている。インターネットサ

ービスは 30言語で提供され、ラジオ、テレビ

番組の配信も行われている。ドイチュ・ヴェ

レの運営は放送負担金ではなく、全額連邦政

府の交付金で運営されている。 

なお、ドイツは、2008 年 11 月にアナログ

放送を終了し、デジタル放送への移行を完了

した。 

  

１ ドイツ公共放送のインターネットサービ

スの法的根拠 

前述のとおり、連邦共和制をとっているド

イツでは放送に関する所管は州の権限となっ

                             
85 Internet Protocol TeleVision（インターネット・プロ

トコル・テレビジョン）の略で、主にブロードバンド回線

を利用し、専用のＩＰ網により映像や音声を視聴・聴取す

るものである。サービスは、大まかにオンデマンド及びス

トリーミングに分かれる。 
86 杉内・前掲注 81（ＮＨＫ年報 2012）182-183頁。ただし、

地上テレビ放送だけはチャンネル数が地域により10～15。 
87 ドイツ語のサービスは 2011 年に終了 
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ているため、州ごとに放送法が存在する。ド

イツにおいては、各州間の共通の原則を定め

た州間協定が締結されており、放送の根拠と

なる法規は次のとおりである。 

 

(1) ドイツ連邦共和国基本法（憲法Grundgesetz） 

憲法は公共放送制度の基盤となるもので、

第５条第１項88に放送によって個人と公共の

自由な意見形成が保障されなければならない

と定めている89。 

また、連邦憲法裁判所は、これまで積み重

ねてきた「放送判決」を通して放送秩序の指

針を示してきた。そのなかで、公共放送の使

命について見解を示しており、それは、①社

会に存在する意見をできる限り幅広く取りこ

ぼしなく反映し、個人と公共の意見形成に寄

与すること、②その際、ニュースや政治解説

番組だけでなく、娯楽番組や、スポーツなど

様々な生活領域に関わる情報番組を通じて、

社会に存在する情報、経験、価値態度、行動

規範の多様性を伝えること、③それによって

民主主義的秩序と文化的な生活にとっても放

送がもつ本質的な機能を果たすこと、と要約

できる90。 

ドイツの公共放送の事業は、放送負担金（詳

細はⅢ７参照）によって行う事業と広告費等

で賄う商業的な事業の２種類がある91。放送

負担金で行う事業は、世論の自由な形成に貢

献するためのものである。テレビ・ラジオ放

送等従来型の分野であり、有料であってはな

                             
88 第５条第１項「各人は、言語、文書、図画によって自己

の意見を自由に表明し流布する権利、ならびに、一般に近

づくことのできる情報源から妨げられることなく知る権

利を有する。プレスの自由ならびに放送およびフィルムに

よる報道の自由は保障する。検閲は行わない。」（出典：初

宿正典・辻本みよ子編（初宿正典訳）『新解説世界憲法集

第２版』三省堂（2010） 
89 前掲注９（データブック 2013）170 頁 
90 杉内・前掲注 81（ＮＨＫ年報 2012）182頁 
91 杉内有介「問われる公共放送の任務範囲とガバナンス～

ＥＵの競争政策とドイツ公共放送～」『放送研究と調査』

ＮＨＫ放送文化研究所（2007.10）40,42,44 頁 

らないとされている。この放送負担金で行う

事業には「テレメディア」（Ⅲ３参照）も含ま

れる。商業的な事業は、法的に独立した子会

社によって行われるものであり、放送負担金

を充てることはできない92。 

 

(2) 放送とテレメディアについての州間協定

（Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien） 
放送とテレメディアについての州間協定

（以下、「放送州間協定」という。）は各州の

放送法の共通原則を定めているもので、ドイ

ツの放送に関する最も基本的な法規として位

置付けられるものである93。憲法に基づく公

共放送の使命を踏まえ、第２章でその任務94

を定めている。 

放送州間協定は 1991 年の制定であるが、こ

れまで 15 回の改正が行われている。2007 年

の改正（第９次）において「テレメディア

（Telemedien）」95の概念が規律され（詳細は

Ⅲ３参照）、名称も従来の「放送州間協定

（Rundfunkstaatsvertrag）」から現在の「放

送とテレメディアについての州間協定」に改

称された96。 

公共放送のインターネットサービスについ

て初めて規定されたのは 1999 年であるが、内

容が曖昧であるとの批判があり、2009 年の改

                             
92 2013 年１月 25日、ケルン大学メディア研究所訪問の際、

Karl-E.Hain 教授の説明 
93 前掲注９（データブック 2013）170 頁 
94 公共放送の任務について、本協定には①個人及び公共の

自由な意見形成過程の媒体かつ要因として機能すること

②欧州、国内・地方の重要なできごとについての包括的な

概観を提供すること③国際的な相互理解、欧州統合、連邦

と州の社会的な連携を促進すること④情報、教養、生活情

報、娯楽に役立ち、特に文化に寄与する番組を提供するこ

と、が定義されている。（杉内・前掲注 81（ＮＨＫ年報 2012）

182 頁） 
95 「テレメディア」の概念が初めて採用されたのは、2002

年の制度改革（「青少年メディア保護州際協定」締結、等）

の際である。（鈴木秀美「メディア融合時代の青少年保護

―ドイツの動向―」『慶応義塾大学メディア・コミュニケ

ーション紀要 No.61』（2011）23-24 頁） 
96 『ＮＨＫデータブック世界の放送 2009』ＮＨＫ放送文化

研究所 174頁及び鈴木・前掲注 95（慶応義塾大学 紀要）

24頁 
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正（第 12次）97の際に公共放送におけるイン

ターネットサービスの範囲が明確化された。 

そのほかの放送に関する規律としては、州

公共放送法（ＡＲＤ加盟の９つの州放送協会

の設立法）、ＺＤＦ州間協定、ドイチュラント

ラジオ州間協定、放送負担金州間協定、放送

財源州間協定等がある。 

  

(3) 「放送」と「テレメディア」の概念 

ドイツでは、メディア融合に対応するため

に「放送」と「テレメディア（Telemedien）」

という２つの概念が用いられている（放送州

間協定第２条第１項 概念規定）。 

放送州間協定では、「テレメディア」を電気

通信法98における「電気通信サービス」でも

なく、この州間協定の意味における「放送」

でもない、あらゆる電子的な情報サービス及

びコミュニケーション・サービスと定義して

いる99。テレビ、ラジオ等の放送以外のオン

ライン・コンテンツとされ、具体的には、ビ

デオ・オン・デマンド、ポッドキャスト、チ

ャットルームなど、とりわけインターネット

上での各種サービスが該当する100。 

また、「放送」の概念は、放送州間協定に

より、「放送(Rundfunk)とは、電磁波振動を用

いての一方的な情報・コミュニケーションサ

ービスで、公衆に向け同時に受信されること

を目的とした特定のイベント及び番組計画に

そった動画や音声のサービスの広範囲な送信

を指す。この概念は暗号化されて放送される

サービス、または特別の料金と引き換えに受

信可能な番組も含む。」101とされる。更に、同

                             
97 各州の調印は 2008 年 12月。2009 年６月１日発効 
98 電気通信法（Telecommunications Act：TKG）総務省Ｈ

Ｐ世界情報通信事情「ドイツ」より＜http://www.soumu.

go.jp/g-ict/country/germany/pdf/049.pdf＞ 
99 鈴木・前掲注 95（慶応義塾大学 紀要）24頁 
100 西土彰一郎『放送の自由の基層』信山社（2011）196頁 
101 総務省「放送政策に関する調査研究会」第一次とりま

とめ（平成 25年８月９日）参考資料 38頁  

条３項には、「放送」から除外されるサービス

が明記されている102。  

これらの定義に当てはめれば、少なくとも

ライブストリーミングは従来型の放送に該当

すると考えられる103。しかし、電気通信を用

いた情報提供サービスが放送に当たるのか否

かは個別事例ごとの判断を必要とするとされ

ている。どのインターネットサービスが放送

に該当するのか、個々の点について多くの議

論がなされている。  

 

２ ドイツ公共放送のインターネットサービ

スの経緯 

ＡＲＤとＺＤＦは 1996 年にウェブサイト

を開設した。以来、ニュース、解説、関連記

事等豊富なコンテンツを配信している。 

前述のとおり、放送州間協定に公共放送の

インターネットサービス任務が初めて規定さ

れたのは 1999 年で、「主に番組に関連する内

容のもの」を提供できるとされ、広告は禁止

された104。2003 年には、「番組に付随し、番

組に関連する内容のもの」との限定が付け加

えられた。 

しかし、ドイツの商業放送と新聞・雑誌業

界は、2002 年から数度にわたりＥＵ域内の競

争問題を所管する欧州委員会に対し、公共放

送が潤沢な受信料財源をもとに法的に根拠が

                             
102 鈴木秀美「通信・放送の融合で揺らぐ放送概念と今後

の方向性」『2013 放送メディア研究 10』日本放送協会放送

文化研究所 151頁 

具体的には、「同時受信のための潜在的利用者が 500 人

よりも少ないサービス」（１号）、「受信機の記憶装置から

直接再生されるサービス」（２号）、「もっぱら個人または

家族のためのサービス」（３号）、「ジャーナリズム的・編

集的に構成されていないサービス」（４号）、「個別料金支

払いに基づいて送信されたサービス」（ノンリニアサービ

ス）（５号）、「自己宣伝するためのサービス」（６号）は放

送ではないと定められている。 
103 以上は、2013年１月 25日、ケルン大学メディア研究所

訪問の際 Karl-E.Hain教授の説明 
104 杉内・前掲注 81（ＮＨＫ年報 2012）183頁 
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あいまいなままサービスの範囲を拡大してい

るとの苦情を申し立てた105。 

2005 年３月、欧州委員会は調査の結果、ド

イツの公共放送制度はＥＵ条約に違反してい

る可能性があると判断し、適切な制度改革を

求めてドイツ政府と協議を重ねてきた。その

結果、2007 年４月に両者は合意に達し、各州

政府はこれを受けた放送州間協定の改正を２

年以内に行うよう求められた106。 

2009 年６月、放送州間協定が改正された

（第 12次）。主な改正内容は、①公共放送の

インターネットサービス範囲の明確化、②公

共放送のデジタル専門チャンネルの再定義、

③「３段階テスト」（英国の「公共価値テスト

に該当。詳細後述）の導入、④商業サービス

を行う場合のガバナンス強化、である。 

このうち①のインターネットサービスの範

囲の明確化については、⑴使命の規定と範囲

の制限、⑵個々のサービスが公共的使命の範

囲内にあるかどうかの事前審査義務（３段階

テスト）、⑶サービスの達成度と将来重点計画

についての２年ごとの報告書の公表義務、の

３点が整備された107。 

改正前は、インターネットを利用したオン

デマンドサービスについて、特別の定めはな

く、ＡＲＤもＺＤＦも自主的な判断で多くの

番組を長期間提供していたが、改正後はこの

サービスの提供期間等を明確にし、公共放送

のインターネットによる番組配信は７日間ま

で、オリンピック等のスポーツのビッグイベ

                             
105 杉内有介「ドイツ公共放送、デジタル時代の任務範囲計

画化へ～第 12次放送州間協定改正で正式調印～」『放送研

究と調査』ＮＨＫ放送文化研究所（2009.2）92頁 

  なお、商業放送等側は 2004 年にこの申し立てに関し、

公共放送のサービスの拡大は民間の投資意欲を削いでい

る、豊富なコンテンツをインターネットで無料提供するた

めには新聞社などの収入源の可能性を狭めている、これら

は公共放送の放送本来の任務から逸脱する、との内容の提

言書を発表した。（杉内・前掲注 91（『放送研究と調査』

（2007.10））36-37頁） 
106 同上（『放送研究と調査』（2009.2））92頁 
107 杉内・前掲注 81（ＮＨＫ年報 2012）184頁 

ントは放送後 24時間まで、また番組に関連し

た様々なコンテンツも同様に７日間までの提

供とするとされた108。 

 

３ インターネットサービスと３段階テスト 

2009 年の放送州間協定改正（第 12 次）に

おいて公共放送によるインターネットサービ

スの範囲が明確化され、同時に、公共放送の

個々のインターネットサービスが公共的使命

の範囲内にあるかどうかの事前審査義務（「３

段階テスト」）が整備された（図６参照）。 

３段階テスト（Drei-Stufen-Test）は、公

共放送が新しいサービスを行う場合または既

存のサービスの目的や性格を大きく変更する

場合に、受信料を財源とする公共サービスと

して提供する必要があるかどうか、市場へ必

要以上の悪影響を与えないか等の点について

事前に審査するもので、英国の「公共価値テ

スト」をモデルにしたものである109（Ⅱ２(3)

参照）。 

公共放送は、インターネット活用業務の新

しいサービスを開始するとき、又は大きく変

更する場合には、この審査を事前に行わなけ

ればならない。３段階テストの対象は「テレ

メディアサービス」であり110、放送番組の同

時配信は（テレメディアのサービスではな

く）放送に分類されるため、審査の対象外で 

                             
108 サービス提供期間の原則から除外されるものもあり、

公共サービスとしての必要性と付加価値が特別に認めら

れる番組については、７日を超えて提供することが許され

る。例えば、政治・経済・社会等の時事動向を解説する情

報番組は６か月、ドキュメンタリーや現代史、文化史に関

する重要な番組は無制限となっている。また、ニュース記

事やその解説などの文章コンテンツについては「新聞・雑

誌類似のサービス」と称され、実際に放送された番組に関

連があるもの以外は提供禁止と明記された。（杉内・前掲

注 105（『放送研究と調査』（2009.2））93頁） 
109 杉内・前掲注 105（『放送研究と調査』（2009.2））93頁 
110 ＡＲＤ加盟局の１つであるＷＤＲ（西部ドイツ放送協

会。ノルトライン・ヴェストファーレン州のケルンに本部

を置く 2012 年のＡＲＤの幹事局）場合、具体的には①

ビデオ・テキストを含む全テキスト情報②インターネ

ット上のウェブサイト③Sportshau.de（スポーツ番組）

④einsfetival.de（ＡＲＤの番組紹介サイト）が対象とな

り、これらのサービスは３段階テストに合格している。 
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（図６）ドイツにおけるインターネット活用業務の審査（３段階テスト） 

  

（出所）総務省 放送政策に関する調査研究会第一次とりまとめ参考資料 

 

ある111。前述（Ⅲ２「ドイツ公共放送のイン

ターネットサービスの経緯」）のとおり、欧州

委員会より、商業放送及び新聞・雑誌業界と

公共放送の競争上の公正性を確保すべきとの

判断が下されたことにより、2009 年の放送州

間協定改正が行われ、これにより、公共放送

のオンラインサービスの提供には広告ポータ

ルサイトやゲーム等が禁止された。この禁止

コンテンツは、放送州間協定第 11d 条第５項

第４文のネガティブリスト112に基づくもので

ある113。 

 

                             
111 2013 年１月 25日、ＷＤＲ訪問の際の説明 
112 公共放送がそのサービスを実施すればその分民間事業

者が利益損失すると懸念していた事項をリストアップし

たもの。内容は出版業界やネット業界の典型的なサービス

が挙げられている。（総務省「放送政策に関する調査研究

会」第一次とりまとめ 参考資料 39頁参照） 
113 2013 年１月 25日、ＷＤＲ訪問の際の説明 

４ ドイツ公共放送が行っているインターネ

ットサービスの現状 

現在、ＡＲＤおよびＺＤＦでは、「メディア

テーク（Mediathek）」とよばれる番組配信ポ

ータルサイトを開設しており、多くの番組を

無料で、オンデマンド及びライブで提供して

いる。更に、携帯端末向けのウェブサイトや

スマートフォン向けのアプリ114を提供してい

る。 

なお、現在の制度下ではドイツの公共放送

は、放送州間協定第 13条115により、有料のサ

ービスは実施できないこととなっており、ま

た、インターネットで番組を配信することは

同第 11 条により任務の枠内とされているた

                             
114 例えば、ＡＲＤのニュースサイト「Tagesschau」 
115 放送州間協定第 13条には、任務の枠内のサービスを特

別の対価をとって行うことは認められない旨規定されて

いる。 
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め、対価をとってコンテンツを提供すること

は認められていない116。したがって、メディ

アテークの利用については、インターネット

に接続されたＰＣがあれば視聴でき117、すべ

て無料で利用できる。 

メディアテークが英国の iPlayer サービス

と大きく異なる点は、メディアテークは、ユ

ーザー側のＰＣ端末に番組をダウンロード・

保存するサービスがないこと及びテレビ番組

であっても配信エリアに制限がなく、世界中

どこからでも無料で利用可能であることであ

る。その理由は、①ドイツの公共放送は放送

負担金で賄われているが、伝統的にできるだ

け制限なく放送番組を届けようとの考え方が

ある、②国外からのアクセスが可能であると

しても、ドイツ語の放送という言語的な障壁

があるため、技術的にブロックする必要はな

い、ということである。ただし、スポーツ番

組のように権利関係から国外流出不可の条件

が付く番組については、オーストリアやスイ

スのようなドイツ語圏に対して、地理的ブロ

ッキングをする場合がある118。 

インターネット配信をしている番組の権利

処理については、個々の制作者との間で包括

的枠組協約の形で、いくつかの番組を一括し

て許諾を得る方式を採用している。ドイツで

は、制作者側が、制作者協会等を形成して標

準契約約款を提供し、個々の制作者はその約

款をそのまま活用して契約をしているため、

手続きがそれほど複雑にはならない。なお、

最近の契約はインターネット上に配信するこ

とを含んでの契約であるため問題はないが、

インターネットを想定していなかった過去の

                             
116 伊藤文「世界の公共放送のインターネット展開 第４回 

ドイツ・ＺＤＦ」『放送研究と調査』ＮＨＫ放送文化研究

所（2008.12）38頁 
117 ＢＢＣの iPlayer と異なり、ユーザー登録やログイン

は不要である。 
118 これはＩＰアドレスをベースにブロックしている。（2013

年１月 25 日ＷＤＲ訪問の際の説明及びケルン大学メディ

ア研究所 Karl-E.Hain教授説明） 

コンテンツについては、個別に許諾をとるべ

く担当部門が対応している119。 

 

５ ドイツ公共放送のインターネットサービ

スの財源 

公共放送の行っているインターネットサー

ビスは、前述の通り、公共放送の使命を達成

するための手段のひとつとして位置付けられ

ているため、動画配信サービスも含め、全て

放送負担金を財源としている。 

公共放送側は、厳しい経済情勢の中、2004

年から 2008 年はインターネット関連支出を

全体支出の 0.75％以内に抑えると自主規制

を設けていたが、2009 年の州間協定改正の際

にインターネットサービスがテレビ、ラジオ

と同列の業務として位置付けられたことに伴

い、その制限も撤廃された。 

2004 年から 2008 年の公共放送全体のイン

ターネットサービス関連支出は２億 8,480 万

€（約 375 億 9,360 万円）だったが、2009 年

から2012年までについては「17次ＫＥＦ120報

告書」（2009 年）の計画値によると６億 1130

万€（約 806 億 9,160 万円）と、２倍以上の規

模となっている121。 

 

６ ドイツの放送負担金制度 

ドイツでは、本年（2013 年）１月から、これ

までの「放送受信料（Rundfunkgebühren）」が全

面改訂され「放送負担金（Rundfunkbeitrag）」制

度が導入された。これまでは日本と同じく、受信

機設置を根拠として受信料が徴収されてきたが、

本年からは、受信機の所有の有無にかかわらず全

ての世帯（住居）と事業所に放送負担金の支払い

                             
119 2013 年１月 25日ＷＤＲ訪問の際の説明より 
120 公共放送の財源需要審査委員会（Kommission zur 

Ermittlung des Finanzbedarfts der Rundfunkanstalten）

独立の第三者委員会で、放送負担金の額はここで決定され

る。（Ⅲ７(1)参照） 
121 杉内・前掲注 81（ＮＨＫ年報 2012）184 頁及び総務省

「放送政策に関する調査研究会」第一次とりまとめ（平成

25年８月９日）47頁 
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義務が課されている。制度の詳細は2011年12月

に全州議会で批准された「放送負担金州間協定

（Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, 2010年）」に

定義され、負担金の額の決定手続きは「放送財源

州間協定（Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag,

1996 年）」において定められている。 

  

(1) 新制度のしくみ 

一般世帯については、放送負担金は「住居」

ごとに１件分が徴収される。支払い義務はそ

の住居に住む 18歳以上の成人が負うが、複数

人が１戸の住居に住んでいる場合は１人が代

表して支払えばよい。居住の定義は地方自治

体に住民登録をしているか、又は、賃貸借契

約を結んでいるか、である。集合住宅の場合

は各戸から、学生寮などの場合は各部屋から

徴収されるが、同一住居のルームシェアリン

グの場合は１件分しか課されない。 

事業所については、従業員数に応じて、例

えば９～19 人の従業員数の事業所は負担金

（住居の）１件分、20人～49人では２件分等、

10段階の額が設定されている122。 

免除規定については、従来と同じく、生活

保護、失業保険、連邦奨学金、職業教育援助

の受給者と盲ろう者は支払いを免除される。

しかし、視覚と聴覚のどちらかに重い障害が

ある人は、これまでは全額免除だったが、公

共放送は字幕や手話サービス、音声解説サー

ビスを提供しているとの理由で 1/3 の額を支

払わなくてはならなくなった123。また、警察、

消防、学校、障害者施設、老人ホーム等は割

                             
122 業務用の車両については、カーラジオが搭載されてい

るとの考えから、２台目以降から１台毎に負担金１件分の

1/3の額が課される。宿泊施設の客室は１室につき 1/3の

額が課される。 
123 杉内有介「始まったドイツの新受信料制度」『放送研究

と調査』ＮＨＫ放送文化研究所（2013.3）25-26頁 

なお、障害者団体からは、このような制度改定に対し反

対意見が出るかと思われていたが、障害者に配慮した放送

の充実を条件に負担金の支払いに応じるとの意見表明が

あった。（2013年１月 25日、ＷＤＲ訪問の際の説明） 

引があり、大使館、領事館、公共放送は全額

免除される124。 

放送負担金の額については、従来と同じく、

ＫＥＦが公共放送側が提出した必要額の申請

を審査し、各州政府に答申して決定される。

改定は通例４年ごとに行われ、2013 年から

2015 年までは従来のテレビ所有者世帯の受

信料と同額で、住居１件分は月額 17.98€（約

2,373 円）である125。 

 

(2） 徴収業務 

放送負担金の徴収業務は、これまでどおり

公共放送が行う。ＡＲＤとＺＤＦが共同で設立

した「ＡＲＤ・ＺＤＦ・ドイチュラントラジオ

負担金サービス（ARD ZDF Deutschlandradio 

Beitragsservice ）」（以下、「負担金サービス」

という。）が徴収業務を行っている。 

世帯からの徴収については、負担金サービ

スは、新制度の導入に伴い、住民登録局から

送られてくるドイツ国内の全成人の住居のデ

ータを活用でき、これまでよりも徴収業務が

効率よく進められるという。一方、事業所に

ついては、未登録の事業所も多く、従業員数

も調査しなければならないため、把握には大

量の作業が発生することが見込まれている。

ドイツの受信料の支払い者構成は、個人から

が 92％、残り８％が非個人（商業分野）126か

らである127。 

不払い者に対する罰則等は旧制度からの変

更はなく、行政上の強制執行による徴収のほ

                             
124 2013 年１月 25日、ケルン大学メディア研究所 Karl-E.

Hain 教授の説明 
125 前掲注９（データブック 2013）172 頁 
126 2013 年１月 25 日、「負担金サービス」訪問の際の説明

及び杉内・前掲注 123（『放送研究と調査』（2013.3））28

頁 
127 新制度導入後の本年（2013 年）の負担金徴収額の総額

見込みについて、旧制度で徴収した昨年（2012 年）と差

がでるかどうかは１年を経ないとわからないとされてい

るが、制度改正の目的は公共放送の財源の確保にあるので、

差はあまり出ないものと推測される。（2013年１月 25日、

「負担金サービス」訪問の際の説明） 
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か、1,000€（約 132,000 円）以下の罰金が科

される。徴収率は旧制度では 91.8％128であっ

たが、今後は新制度による効率化に伴い更に

に引き上げるとしている。 

2011年の受信料収入総額は75億3,350万€
（約 9,944 億 2,200 万円）で、その配分はＡ

ＲＤ71.3％、ＺＤＦ24.2％、ドイチュラント

ラジオ 2.6％、州メディア監督機関 1.9％であ

った129。この配分割合については、新制度導

入後でも、今のところ変更する予定はないと

している130。 

 

(3) 放送負担金制度への改定の経緯 

1996 年に公共放送がインターネットサー

ビスを開始し、2006 年にＰＣが受信料徴収の

対象とされた頃から「受信機の設置を徴収根

拠とする受信料制度自体がもう時代遅れでは

ないか」等の議論があった131。放送と通信の

融合が進み、ＰＣの他にも放送サービスを利

用できる機器が多様化、多機能化しており、

受信機の所有それ自体を受信料徴収の根拠と

することが説得力を失い、また、受信機所有

の確認も困難になっていることから、特に都

市部の若者の間で（受信機所持登録の）未登

録者が多い等の問題が生じてきた132。 

各州政府は 2006 年 10 月から、放送と通信

の融合にふさわしい公平で簡素な受信料の在

り方についての検討会を設置し、議論を重ね

てきた。 

議論の過程において、公共放送側は、公法・

租税法の専門家で元連邦憲法裁判所裁判官の

パウル・キルヒホフ氏に望ましい受信料制度

改革についての鑑定書を依頼した。2010 年５

                             
128 総務省「公平負担のための受信料体系の現状と課題に

関する研究会」第１回会合（平成19年６月１日）資料 
129 前掲注９（データブック 2013 ）172 頁 
130 2013 年１月 25日、「負担金サービス」訪問の際の説明 
131 杉内・前掲注 123（『放送研究と調査』（2013.3））21頁 
132 杉内・前掲注 81（ＮＨＫ年報 2012）193頁 

月、キルヒホフ氏は「受信機の所有に関わら

ず全世帯に一律に課す放送負担金のモデルが、

憲法的観点からも、また実行可能性という観

点からももっとも適切である。133」との見解

を示した通称「キルヒホフ鑑定書」を提出し

た134。さらに、キルヒホフ氏は、ごく少数と

はいえ、今まで受信機を所有していなかった

世帯に対しても負担金を課すことについては、

このような世帯の者も共同体における文化、

民主主義、判断力及び営利活動条件に対する

公共放送システムの機能の恩恵を受けている

と指摘している135。 

2010 年 12 月に各州の首相は、これまでの

「放送受信料州間協定」を廃止し「放送負担

金州間協定」を導入する改正を行い、2011 年

12 月までに各州の議会で批准が行われ、2013

年１月から発効した136。 

 

(4) 「放送負担金」の考え方 

これまでの議論において旧制度における

「放送受信料」は、放送番組の実際の利用頻

度とは関わりなく、放送サービスの利益を受

けることができるという可能性に対して払う

「負担金の性格をもつ料金」である、という

解釈が社会的に広く受け入れられてきた。ま

た、受信料は各州メディア監督機関にも配分

されていることから、ドイツの放送制度全体

を支えるための公的負担金であるとされてい

た137。 

                             
133 この理由として、全世帯・事業所に課す放送負担金と

いう形態は、国家と市場から独立していること、負担者に

とって分かりやすいこと、実行可能であること、回避不可

能であること、プライバシーに介入しないこと、制度とし

て継続性があること、の条件を満たしたことから、公共放

送の財源形態として望ましいとされた。（杉内・前掲注 123 

（『放送研究と調査』（2013.3））24頁） 
134 杉内・前掲注 81（ＮＨＫ年報 2012）194頁 
135 西土彰一郎「通信・放送融合時代の公共放送のあり方」

『2013放送メディア研究 10』日本放送協会放送文化研究

所 228頁 
136 杉内・前掲注 81（ＮＨＫ年報 2012）194頁及び杉内・

前掲注 123 （『放送研究と調査』（2013.3））24頁 
137 杉内・前掲注 81（ＮＨＫ年報 2012）189頁 
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放送負担金は、次のような考え方から新制

度として適切であるとされた。①キルヒホフ

鑑定書により、公共放送の財源として公課（法

律で定める公的賦課金）を徴収することは正

当と考えられる。②ドイツにおける公課には

税金、負担金、料金の３種類があり、料金は

具体的なサービスの対価（例えば証明書の手

数料）であり、負担金とは、公共の財産に対

して利用する機会を得るために支払う対価で

ある。税金は全く別物で使用目的が特定され

ず、国家予算になる。③負担金支払いが住居

（個人）、営業所（事業所）を基準とすること

の根拠について、個人の住居や事業所の営業

所には少なくともひとつはなんらかの形の受

信機があり、また営業用の車にはカーラジオ

があると想定される138。 

この新制度への改革は、公共放送のインタ

ーネットサービスの増加への対応のみではな

く、その背景にメディアの融合、受信端末の

多様化、公共放送の財源の確保の必要性があ

った。公共放送が重要な役割を果たしている

国においては、これらの背景は共通の課題で

あり、公共放送の財政改革を行う理由となる。

ドイツの放送負担金の制度について他の欧州

の公共放送では、スイスは注目しており、オ

ーストリアでも導入の動きがある。一方、フ

ランスでは受信機の所有を前提139とする税金

の制度を採用している。 

 

Ⅳ おわりに   

ケルン大学放送メディア研究所ハイン教授

は「今後は、公共放送の番組に限らず、放送

の視聴はインターネットを通じた受信が増え

てくるだろう。特に、ドイツの多くの若者は

                             
138 2013 年１月 25日、ケルン大学メディア研究所 Karl-E.

Hain 教授の見解。 
139 受信機の所有を根拠とした受信料の徴収方法は様々な問

題があり、将来的には難しくなると考えられる。（2013 年

１月25日、ケルン大学メディア研究所訪問の際のKarl-E.

Hain 教授の見解） 

インターネットから情報を引き出しており、

青少年層ほどインターネットをよく利用して

いることから、放送局側はインターネットに

よる放送の提供を『やらないわけにはいかな

い』状況にある、と認識している。」との見解

を示した。 

ドイツでは、放送負担金制度を導入したこ

とから、財源に関しては不払いの不安が減っ

たとされるとはいえ、若年層の公共放送離れ

を防ぐために、ＡＲＤとＺＤＦは、新しいデ

ジタルサービスによって、それを食い止めよ

うと考えている。それは英国でも同様で、英

国では、2007 年の特許状更新に際して、可能

な限りあらゆる伝送路でＢＢＣの番組やサー

ビスが利用可能になることを制度的に保障し

たため、これを根拠に、今後、公共放送のイ

ンターネットサービスはますます充実してい

くものと思われる。 

今回の現地調査を通じて感じたことは、英

国・ドイツの双方の公共放送は、「あらゆる伝

送路を使って放送を配信することは公共放送

の使命である」としており、インターネット

の利用はそのひとつの手段にすぎない、とい

うことである。ドイツでは公共放送の業務で

ある放送及びテレメディアの概念を法律上で

規定しており、英国は明確に定めてはいない

ものの、インターネットという伝送路がある

のならば、それを利用して配信するのは公共

放送としては当然である、との考えが伝わっ

てきた。 

一方、我が国の放送法においては、第２条

第１項において「放送」の概念を「『放送』と

は、公衆によつて直接受信されることを目的

とする電気通信の送信をいう。」と定義されて

おり、インターネットでの配信サービスは、

受信者の要求に応じて情報がその都度送信さ

れるものとされるため「放送」に該当しない、
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とされている140。しかし、放送をとりまく状

況はめまぐるしく変化しており、放送・通信

に関する技術は日々進歩している。 

現在、総務省の「放送政策に関する調査研

究会」において、ＮＨＫのインターネット活

用業務について議論が行われているところで

あり、本年（2013 年）８月９日に第一次取り

まとめが公表され、ＮＨＫと民放等の主張が

まとめられたところである。 

放送と通信の融合が進む現状において、イ

ンターネットを使ったサービスは諸外国の公

共放送ではますます発展しており、我が国に

おいても、業界の視点からではなく、視聴者

の利便性の向上の観点からその充実を図るべ

きであると考える。 

我が国の放送界の発展に寄与する調査研究

を行うことはＮＨＫの本来業務とされている

ことから141、ＮＨＫには我が国の技術の発展

や放送事業者としてのサービスの充実を牽引

する役目が期待されているのではないだろう

か。 

ＮＨＫは、平成 25年 10 月から、現在の放

送法の範囲内で、放送と通信を連携させた新

しいサービス「NHK Hybridcast」142を開始し

ており、今後の更なるサービスの充実のため

にも、インターネットの活用について、積極

的な姿勢を示している143。今後のＮＨＫのイ

                             
140 金澤薫『放送法逐条解説（改訂版）』情報通信振興会

（2012）33頁 
141 放送法第 20条第１項第３号（金澤・前掲注 140 98-99

頁） 
142 放送の電波で送られてくる番組とインターネット経由

で提供する情報を連携させ、多彩なサービスを実現するも

の。利用するには対応テレビにインターネット回線の接続

が必要（http://www.nhk.or.jp/hybridcast/online/平成

25年８月 21日 ＮＨＫ報道資料より） 
143 ＮＨＫの松本会長は、本年（2013 年）９月５日の会長

会見において、放送のインターネット同時再送信について、

「放送と通信の連携は、時代の流れだと思う。ただし、Ｎ

ＨＫの場合、受信料負担のあり方や、経費の問題、権利の

処理や技術的な問題があり、そうした課題を一体として道

筋をつけることが必要だ。放送通信連携サービスを含む新

しいサービスについて、先日、経営委員会と意見交換をし

た。今後も、意見交換をし、理解を得ていきたい。」と述

べている。 

ンターネット活用業務、受信料制度の在り方

等、その動向を注視したい。 

最後に、本調査についてご協力、ご説明い

ただいた、当室客員調査員の上智大学音好宏

教授、大阪大学鈴木秀美教授、ケルン大学放

送メディア研究所 Karl-E.Hain 教授、ＷＤＲ、

負担金サービス、ＢＢＣ、ＤＣＭＳ、Ofcom、

ＢＢＣトラスト、英国下院議会事務局、在英

日本国大使館、在独日本国大使館の関係者に

対し、心からの感謝と御礼を申し上げます。 
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日、英、独の公共放送におけるインターネットサービスの経緯 

年代 英    国 ド  イ  ツ 日    本 

1991年 ・放送州間協定が制定される。

1994年 ・BBCサイト www.bbcnc.org.uk開設

1995年 ・「NHKオンライン」サイト開設(10月)
1996年 ・ARD及び ZDFがウェブサイトを開設

1997年 ・特許状更新（第 7次）
・「BBC online」開始

1998年 ・地上デジタル放送開始

1999年 ・放送州間協定改正（第４次）
公共放送のインターネットサービスに

ついて規定

2003年 ・次期特許状への更新に向けての議論開
始（12月～）

・放送州間協定改正（第 7次）
インターネットサービスの範囲を限定

・地上デジタル放送開始

・三大都市圏で地上デジタル放送開始

2004年 ・BBC将来ビジョン発表（6月）
 オンデマンド導入等の方針

・民放や新聞業界が公共放送のサービス
拡大は民業圧迫であるとして EUに提訴

2006年 ・各州政府が受信料制度の在り方につい
ての検討会設置（10月）

2007年 ・特許状更新（第 8次）（1月）
オンラインサービスを正式業務として

規定、BBCトラスト設置、等
・i-playerサービス、公共価値テストを実
施した上で、サービス開始（12月）

・民放等の提訴に関し、EUとドイツ政府
が公共放送の制度改革について合意
・放送州間協定改正（第９次）

放送だけでなく「テレメディア」も規
律、「放送とテレメディアについての州間
協定」へ改称。

・放送法改正（12月成立、）
NHK がオンデマンドサービスを行う

ことを任意業務により可能とする。

2008年 ・地上デジタル放送への完全移行完了（11月）・「NHKオンデマンド」開始

2009年 ・政府「デジタル・ブリテン」中間レポ
ート（1月）及び最終報告書（6月）公表
BBCがブロードバンド環境整備等の義

務を課される。

・放送州間協定改正（第 12次）
インターネットサービスをテレビ・ラ

ジオと同列業務へ位置付け及び提供範囲
を明確化、「３段階審査制度」導入、等

2010年 ・英国総選挙（5月）（保守党政権誕生）
・協定書の修正
政府が国際放送等の運営資金に受信許

可料の充当を決定

・「放送負担金」制度が最も適切であると
する「キルヒホフ鑑定書」提出（5月）
・各州が「放送負担金州間協定」を導入
する改正を行う。（12月）

・放送法改正（10月成立）
改正時の議論で NHK のインターネッ

ト同時配信が取り上げられる。

2011年 ・BBC WorldWideが i-playerサービスの
国際版を開始（９月）

・各州議会が「放送負担金州間協定」を
批准（12月）

・NHK「受信料制度専門調査会」報告書
公表（７月）
・地上デジタル放送への完全移行完了（７
月）（東北 3県を除く）

2012年 ・YouView サービス開始（7 月） 
・ロンドンオリンピック（8 月） 
・地上デジタル放送への完全移行完了（10月） 

・放送負担金の徴収を実施する「ARD・
ZDF・ﾄﾞｲﾁｭﾗﾝﾄﾗｼﾞｵ負担金ｻｰﾋﾞｽ」が業務
開始（11 月） 

・総務省「放送政策に関する調査研究会」
開催（11 月～） 

2013年 ・i-playerサービスの月間利用状況が２億
7,200件に（1月）

・「放送負担金」制度導入（1月） ・総務省「放送政策に関する調査研究会」
第一次とりまとめを公表（８月）
・NHK が Hybridcast を放送法の範囲内
でサービス開始（９月）

 

 

【参考文献】本文及び脚注に掲げたもののほか、以下のものを参考とした。 

・鈴木秀美・山田健太・砂川浩慶編著『放送法を読みとく』商事法務（2009） 

・鈴木秀美「ドイツの新しい受信料制度 その概要と問題点」放送文化基金『研究報告』平成 23 年度

助成（人文社会・文化） 

・砂田篤子「ＮＨＫの経営及び公共放送をめぐる最近の論点」『ISSUE BRIEF No.739』国立国会図書館

（2012.3.6） 

・ＡＲＤ ＨＰ http://www.ard.de/home/ard/ARD_Startseite/21920/index.html 

・「ＡＲＤ・ＺＤＦ・ドイチュラントラジオ負担金サービス」ＨＰ 

 http://www.rundfunkbeitrag.de/ 
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キューバにおける社会主義の実態 
 

衆議院調査局調査員 

押 越  嘉 満 

（国家基本政策調査室） 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

キューバは革命後、平等主義社会や国家が国民の生活を全面的に保障するというキューバ型

社会主義福祉国家を目指してきた。しかし、米国による経済封鎖やソビエト連邦の崩壊によっ

て、綻びが生じ、キューバも修正を余儀なくされている。 

二重通貨制度の導入は国民間に格差を生じさせ、また、政府が都市農業に力を入れていても、

実際には国民の食糧は食糧輸入の増額によって確保されている。 

ただ、一方で、医療ネットワークの充実など注目すべき点もあるし、議会制度の在り方や国

際協調主義をとる外交政策など興味を引かれる点もある。 

我が国も、キューバから気付かされ、自らを見つめ直すきっかけとなる部分もあるのではな

いだろうか。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

Ⅰ 序 

Ⅱ 経済 

Ⅲ 農業 

Ⅳ 医療 

Ⅴ 社会福祉 

Ⅵ 議会制度 

Ⅶ 外交政策 

Ⅷ 結び 

 

Ⅰ 序 

 キューバ経済のなかで国際貿易が占める役

割、農業、社会保障の実情、議会制度と民主

主義の関係、外交政策について調査するため、

筆者は平成25年３月10日から16日までキュ

ーバ共和国（ハバナ）に出張してきた。本稿

はその調査結果を中心に社会主義国たるキュ

ーバの実情について論述したものである。 

 

 

Ⅱ 経済 

１ 平等主義体制 

 キューバは 1959 年の革命後、平等主義社会

を目指したことで知られている。閣僚も労働

者もほとんど賃金が変わらないし、基本的な

生活物資は配給によって平等に分配されてい

る。教育も医療も無料であり、誰でも望めば

大学まで無償で通うことができるし、どんな

に貧しくとも病気になれば医者にかかること

ができる。社会保障制度も充実し、失業して

も路頭に迷うことはない1。 

この 1960 年代の平等主義体制の在り方は

時代とともに徐々に変化してきたが、基本的

にはほぼ 1980 年代まで続いた。キューバのこ

の平等主義体制を揺さぶり、改革を迫る背景

となった要因は米国による経済封鎖とソビエ

ト連邦の崩壊であった。 

 

 

                             
1 後藤政子『キューバは今』御茶の水書房（2001）２頁 
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２ 革命直後の経済政策及び米国からの経済

封鎖 

 長きにわたる米国による経済封鎖は、キュ

ーバの平等主義体制を見直す直接的なきっか

けとはならなかったものの、ⅢやⅣで後述す

るように医療や農業の分野を含め、幅広くキ

ューバ社会に大きな影響を及ぼし、平等主義

体制を揺さぶり続けている。 

キューバが革命後その外交政策の中心に据

えてきたのは、長期的には社会主義は資本主

義に勝利するというドグマの下での、反帝国

主義、国家主権の尊重、民族自決、反グロー

バリズムであった2。しかし、これらの政策は

米国との軋轢を生み、米国によるキューバに

対する経済封鎖が行われる基となった。以下、

革命前後の対米関係、革命直後の経済政策、

米国がキューバに対して経済封鎖を行うに至

る過程について説明する。 

キューバは 1902 年にスペインから独立し

たものの、歴史的経緯により政治的、経済的

に米国に対して従属国のような状態にあった。

1939 年時点における製糖工場 174 のうち、米

国が 663を所有しているし4、1950 年における

米国のキューバに対する投資額は、６億 400

万ドルに及んでいた5。 

1959 年１月、フィデル・カストロ率いる「７

月 26 日運動6」がバチスタ政権を打倒し反バ

チスタ独裁闘争で最終的勝利を収めると、５

月には第一次農業改革法により、403 以上

の大農地が接収され、多くの米国製糖企業が

                             
2 田中高「キューバ社会主義体制の維持とＡＬＢＡの展開」

山岡加奈子編『岐路に立つキューバ』岩波書店（2012）132

頁 
3 キューバ 56、スペイン 33、カナダ 10、英国４、オラン

ダ３、フランス２（神代修『キューバ史研究』文理閣（2010）

100 頁） 
4 神代修『キューバ史研究』文理閣（2010）100頁 
5 神代・前掲注４ 133頁 
6 革命運動組織。1965 年に旧共産党を吸収し「キューバ

共産党」となる。1953 年７月 26日、サンディアゴ・デ・

クーバのモンカダ兵営をフィデル・カストロをはじめとす

る 135名の青年達が襲撃し、革命の口火が切られた。 

影響を受け、米国資本・政府との対決が決定

的となった（Ⅲ－１参照）。土地の 40％以上

が社会的所有に移されるというラテン・アメ

リカで初めての徹底した農業改革を前に、米

国はカストロ政権に対する警戒心を強めた。

７月、米国議会上院は、正当な理由なくして

米国資産を国有化した国に対する援助を停止

する権限を大統領に与える法律を承認した。 

 1960 年４月、キューバ政府は米国資本のユ

ナイテッド・フルーツ社の資産を接収し、５

月にはソ連との外交関係を樹立した。そして、

７月、キューバ政府は、米国資本の石油会社

エッソ、シェルを接収した。 

 その後もキューバ政府は８月に、米国資本

の石油精製会社、精糖会社、電話会社等の企

業を国有化し、10月に、銀行、商業、工業の

大企業を国有化した7。これに対抗して米国で

は、同月、キューバへの輸出禁止を実施した。

そして翌 61年１月３日には、アイゼンハワー

政権がキューバとの外交関係を断絶するに至

った。 

 そして、ついに翌 62年２月には米国はキュ

ーバ貿易を全面的に禁止し、キューバを経済

封鎖したのである8。 

 

３ 1991 年のソビエト連邦崩壊による経済

の大打撃 

1991 年のソビエト連邦崩壊は、キューバの

平等主義体制の見直しを迫る直接的なきっか

けとなった。 

輸入依存度の高かったキューバは 1989 年

                             
7 新藤通弘アジア・アフリカ研究所理事によれば、８月に

国有化した米系資本の接収総額は 10 億ドルにのぼるとさ

れ、10月には、105の精糖工場を含む 382の大企業が国有

化された。この結果、従業員 252名以上の企業がほとんど

全て国有化され、この国有化の時点をもって、キューバ革

命の人民・民主主義的性格は社会主義的性格に転化し、社

会主義建設の時期に入ったとキューバでは考えられてい

る。（新藤通弘『現代キューバ経済史』大村書店（2000）

197 頁） 
8 新藤通弘『現代キューバ経済史』大村書店（2000）196-198

頁 
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当時、貿易の 70％をソ連と、15％を東欧諸国

と行っていた9。しかし、ソビエト連邦及び東

欧社会主義圏の消滅並びにその影響によるこ

の地域の経済的困窮のため、キューバの経済

基盤は崩れることとなる。 

ソビエト連邦・東欧社会主義圏が消滅した

ため、キューバ経済に具体的にどのような事

態が起こったかについては、新藤通弘アジ

ア・アフリカ研究所理事が以下のように分析

している。 

すなわち、①貿易の 85％を占めるソ連・東

欧社会主義圏の消滅（東欧諸国との貿易はほ

ぼ停止）による貿易の激減（89年の輸入額 81

億ドルから 92年は 22億ドルに減少）、②ソ連

の砂糖買付け価格の大幅下落（ポンド当たり

40 セントから国際相場の 10 セント以下に下

落）、それからくる輸入能力の 57億ドル（70％）

の減少、クレジットの削除、石油の輸入量の

大幅な減少（89 年の 1,300 万ｔから 92 年は

610 万ｔに減少）などである10。これをキュー

バ政府は、「平和時の非常時」と宣言しており、

現在（2013 年）でもこの「平和時の非常時」

は続いている。 

 

４ 公務員の実質的平均賃金削減と外貨所持

の合法化 

それではキューバがどうやってこの「平和

時の非常時」を乗り切ったかというと、まず、

国民の大多数を占める公務員の実質的平均賃

金を最高で 10分の１まで削減し、調整コスト

を国民一般に強要することで一時的に危機を

乗り越えた11（表１）。 

 

 

 

                             
9 新藤・前掲注８ 218頁 
10 新藤・前掲注８ 220頁 
11 狐崎知己「キューバ社会主義経済の移行問題」山岡加奈

子編『岐路に立つキューバ』岩波書店（2012）162頁 

(表１) キューバの実質賃金動向 
 消費者物価指数

（％） 
名目平均賃金 実質平均賃金 

1989  188 188 

1990 2.6 187 182 

1991 91.5 185 94 

1992 76.0 182 53 

1993 183.0 182 19 

1994 -18.0 185 21 

1995 -11.5 194 24 

1996 -4.9 202 27 

1997 1.9 206 27 

1998 2.9 207 26 

1999 -2.9 222 29 

2000 -2.3 238 32 

2001 -1.4 252 34 

2002 7.3 261 33 

2003 -3.8 273 36 

2004 2.9 284 36 

2005 3.7 330 41 

2006 5.7 387 45 

2007 2.8 408 46 

2008 -0.1 415 45 

2009 -0.1 429 48 

注）実質平均賃金は 1989 年ペソ価格。1994 年以前の

消費者物価指数はフォーマル市場 40％、インフォー

マル市場 60％の比重とし、フォーマル市場はＧＤＰ

デフレータ、インフォーマル市場はＣＥＰＡＬ（国

連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会）推計に基づ

き計算。 

（出所）狐崎知己「キューバ社会主義経済の移行問

題」山岡加奈子編『岐路に立つキューバ』岩波書店

（2012.2.28）162 頁 

 

次に、実質的賃金の抑圧を継続した状態で、

1993 年には規制緩和策の一環として外貨所

持の自由化に踏み切り、外貨が国庫に入って

くるようにした。 

ここで、キューバの外貨政策について説明

する。キューバでは既に 1992 年には観光客は

年間 50万人、観光収入は４億ドルに達してお

り、観光関係労働者が受け取るチップの額は、

年間数千万ドルという無視できない額にのぼ

っていた12。そして、経済的困難のなかで海

外からの家族の送金も増えて、1993 年初頭に

は５億ドルが国民の間に流通するようになっ

ていた13。そのため、この現実を追認する形

で、1993 年に外貨所持が合法化され、1994

年にはキューバ・ペソ（ＣＵＰ）の他、兌換

                             
12 新藤・前掲注８ 75頁 
13 同上 
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ペソ（ＣＵＣ）が導入されたのである。さら

に、国民の間で流通する外貨を吸収するため

に、全国で 250 を超える外貨ショップが開設

された14。外貨所持の合法化によって国民が

自由に米ドルを使用できるようになった結

果15、購買力が限られていたキューバ・ペソ

に代わって（1994 年５月には、１ドル＝100

～120 キューバ・ペソにまでキューバ・ペソ

は下落した16）、米ドルが闇市場や国民の日常

経済活動の決済に幅広く使用されるようにな

り、経済のドル化が進行した。一方でキュー

バ・ペソの流通通貨量は増え続け、国民は、

キューバ・ペソに対する信頼を急速に失っ

た17。 

 

５ 二重通貨制度 

前述のごとくキューバは兌換ペソ（＝１米

ドル）とキューバ・ペソの二重通貨制を採用

している。実勢レートは、１兌換ペソ＝24キ

ューバ・ペソであるが、政府の発表する経済

統計や国営企業が外貨を売買する際には、１

兌換ペソ＝１キューバ・ペソの公定為替レー

トが適用されている。この二重通貨制によっ

て外貨にアクセスできる者とそうでない者と

の格差は大きい。例えば、医師や教師といっ

た専門性が高く高学歴者の従事する職の賃金

が生活に困る程に低いため、正規雇用で働く

よりも僅かな外貨を手に入れる方が豊かにな

れるといったゆがみが、何よりも国民の大き

な不満となっている。キューバ・ペソ賃金と

配給のみに依存せざるを得ない家計では基本

的ニーズの充足に事欠く一方、ドルにアクセ

スし得る市民であっても、一部の特権的エリ

ート集団を除いては、消費物資の不足と価格

                             
14 新藤・前掲注８ 77頁 
15 キューバ政府は、キューバにおいて 2004 年 11月 8日か

ら、それまで流通していた外国通貨のうち米ドルの流通を

禁止 
16 新藤・前掲注８ 77頁 
17 新藤・前掲注８ 75-78頁 

の高さに不満を募らせていった。 

キューバ国内には兌換ペソ専門の各種の店

が見られ、キューバ・ペソ専門の店にはない

贅沢品が並べられている。筆者は、キューバ

出張中、何度かハバナ市内の兌換ペソ専門の

スーパーマーケットを利用したが、おおむね

多くの商品であふれかえっていた（ただし、

商品の種類については、それ程多くない印象

を受けた）。 

政府がこのような二重通貨制を採用してい

る理由の一つは、公的部門の労働者の給与を

低く抑えておかなければならないからである

が、公務員として働く大多数の国民18は、配

給される生活物資が不足しているため、その

不足分を賃金と配給以外から得る必要に迫ら

れるようになった。それが、国公営部門から

の物資の横流し、抜き取りなどの不正行為を

働き、これを闇市場で販売して稼ぐという汚

職につながっている。しかし、政府から支給

されている給料だけでは、生存維持水準の生

活を満足に維持できないともいわれている。 

 

Ⅲ 農業 

 キューバの農業生産は、この 20年間ほぼ停

滞しており、食料供給不足も深刻化している。

このためキューバは、都市農業と有機農業の

振興に力を入れており、日本でもキューバの

都市農業と有機農業について評価する声があ

る。 

 筆者は、ハバナ市にあるオルガノポニ

コ19・デ・アラマル農場を訪問し、同農場の

                             
18 キューバの経済活動人口は501万人でそのうち公務員は

420 万人である（新藤通弘「2012 年キューバ 10 大ニュー

ス(1)」（2013.1.1））＜http://estudio-cuba.cocolog-ni

fty.com/blog/files/13.01.01%202012%E5%B9%B4%E3%82%A

D%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9010%E5%A4%A7%E3%83%8B%E

3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%20(1).pdf＞ 
19 「オルガノポニコ」とは、周囲をブロック等で囲み、そ

の中に堆肥を満たして野菜などを栽培する手法のこと。キ

ューバで食糧が不足した際、市内各地に畑が作られたが、

駐車場やビルの跡地、ごみ捨て場などコンクリートを解体

することは難しかった。オルガノポニコはその際に発明さ
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メダルド・ナランホ・ヴァルデス農場技術部

副部長、キューバ農務省国際部のフアン・ホ

セ・レオン・ヴェガ公式大使及びアライミス・

マルチティス・トレス部長（アジア担当）か

ら説明を受ける機会を得た。同農場は、協同

生産基礎単位（ＵＢＰＣ）という協同組合に

よって営業されており、1997 年１月に設営さ

れ、現在、174 人の組合員が働いている。11.2

の土地を有し、１年に約 300ｔの野菜を収

穫しているという。なお、同農場は、キュー

バで 1987 年から開始された「都市農業運動」

に参加しているとのことであった。 

以下は、説明者からの聞き取りを基に筆者

のその後の調査によって補ったものである。 

 

１ 革命後の農地改革 

 まず、革命後におけるキューバの農地改革

について説明する。キューバは今まで二つの

農地改革を行ってきた。 

第一次農地改革は、1959 年５月の第一次農

業改革法によるものである。これにより当時

の大土地所有者の土地が国有化された。外国

人の土地については全て国に取り上げられ、

キューバ人地主の土地については、403 以

上の土地が接収された。そして、小作人や土

地を持たない農民（約 15万人）に 67 まで

の土地が分与された20。当時は、農民は地主

から土地を借りて田畑を耕し、生産量の約４

割を地主に納めるというやり方をしていたの

であるが、もともとその土地を借りていた農

民に優先的に没収した土地の使用権が与えら

れたのであった。この第一次農業改革法によ

って、キューバの土地の４割は国有、残り６

割は私有となった。 

しかし、この第一次農地改革によって土地

                                         
れた手法であり、ハバナ市内の都市農場の代名詞となって

いる。 
20 後藤政子「第三の農地改革」後藤政子・樋口聡編『キュ

ーバを知るための52章』明石書店（2002.12.25）127頁 

を没収されたかつての大地主の多くは反革命

運動に参加するようになり、農作業を怠るな

どキューバ経済にも悪影響を与えた。また、

反革命家を自分達の土地に隠すようなことも

行った。このため、第二次農業改革法が制定

された。1963 年 10 月のことである。第二次

農業改革法によって、かつての大土地所有者

にそのまま所有が認められていた 403 の土

地についても 67 を超える分について国に

接収され、国有化された。この結果、土地の

７割は国有、３割が私有となった21。 

 

２ 農業の不振 

 以上の農地改革を経たキューバは革命後

30 年近くを経過した 80 年代末になっても農

業国でありながら依然として主要な食料品を

輸入しており、国民への供給量も減少してい

た。農業問題は、常にキューバ革命のアキレ

ス腱であった。 

そして、1991 年のソビエト連邦崩壊により、

これ以降、キューバの農業はより厳しい時期

に入る（Ⅱ－３参照）。フアン・ホセ・レオン・

ヴェガ農務省国際部公式大使によれば、それ

までキューバはソビエト連邦から毎年、動物

の餌を 200 万ｔ、化学肥料を 100 万ｔ、虫よ

けの液体を２万 5,000ｔ、その他トラクター

や部品、石油も購入していたそうである。そ

れらが米国による経済封鎖のなか、支援を受

けていたソビエト連邦が崩壊すると、化学肥

料と化学合成農薬の８割が失われ、石油輸入

量も半減してしまった。その他は全て手に入

らなくなったとのことであった。そして、キ

ューバの貿易は８割が減少した。その結果、

もともと食料自給率がカロリー計算で 42％

                             
21 その後、機械や化学肥料などを投与した近代的農業を発

展させなければ農業も発展せず、農民を過酷な農作業から

開放できないとの理由から、大規模な国営農場の形成に力

を注いだ結果、国有と私有の割合は、1975 年に８：２、

1980 年代末には９：１にまでなった（後藤・前掲注 20 128

頁、新藤・前掲注８ 199頁） 
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しかないなかで、国内農業生産量は半減した。

しかも、輸入食料も半減してしまった。 

 

３ 更なる農業改革 

この危機に対してキューバがどのような対

策をとったかというと、ヴェガ公式大使によ

れば、更なる農業改革であった。 

 第一次農地改革後、国有地には大きな農業

会社を作ったが、1991 年の経済危機に陥り、

農業会社が機能しなくなったので、組合に土

地の使用権を譲渡することが国により決定さ

れた。その際にオルガノポニコ・デ・アラマ

ル農場のような協同生産基礎単位（ＵＢＰＣ）

による協同組合農場を作ったのである。ＵＢ

ＰＣは国営農場から土地を永代無償貸与され、

政府との契約で一定の作物を栽培している22。

全国に1,448あり、250万 を所有している。 

個人農家所有の土地の中には、農民がそれ

ぞれの土地を互いに出し合って共同耕作を行

っている農業生産組合（ＣＰＡ）による協同

組合農場がある。ＣＰＡは全国に 762 か所あ

り、58万 5,000 を所有している。政府との

契約で生産を行う点はＵＢＰＣと同様であ

る23。キューバではこのようなＣＰＡには全

て自由意思によって加入することになってい

て、希望しない者は加入していない。現在、

15 万人の個人農家がＣＰＡに加入しておら

ず、自分の土地で個人農業を行っている。こ

の 15 万人の個人農家が所有する土地は国全

体で 150 万 になる。そのような個人農家は、

全国に 2,473 ある信用サービス協同組合（Ｃ

ＣＳ）に参加している。ＣＣＳは独立農民が

政府からの援助を共同で受け入れたりするた

めに作られたものである24。 

 もう一つの改革は、もともと農民でなかっ

                             
22 後藤・前掲注１ 16頁 
23 後藤・前掲注１ 19頁 
24 後藤・前掲注１ 19頁 

た者にも土地の使用権を与えるというもので

あった。それまであまり使われなかった国有

地のうち140万 の使用権を17万4,000人の

個人に与えたのである。 

これら全ての農業改革後、最終的にキュー

バの土地の 71％で組合又は個人が農業を行

うようになった。残りの 29％の土地に関して

は国営会社が農業を行っている。 

 

４ 都市農業 

都市農業運動は、1987 年 12 月に開始され

た。キューバ全国に広がったのは、90年代に

入ってからである。都市農業を始める前は、

国が化学肥料を作り、都市から離れた地方で

農作物を栽培していた。しかし、米国による

経済封鎖及び 90 年代に入ってからのソビエ

ト連邦・東欧社会主義圏の消滅の影響により、

化学肥料も購入できず、コンバインもトラク

ターも動かせなくなると、昔ながらの牛や馬

を使用したり、有機農法に転換せざるを得な

くなった。また、ガソリンも入手できないよ

うになったため、できる限り都会の近くで野

菜を栽培して、すぐに野菜が国民の手に届く

ようにしたのである。筆者が視察したオルガ

ノポニコ・デ・アラマル農場もこの都市農業

運動に参加している。現在、都市農業に関す

る農場は全国に 50万か所である。そのなかで

１万 600 か所程度は、自給のみでなく、販売

も行っている。全国の都市農場では、１年に

100 万ｔ程度の野菜が採れる。現在、400 万人

のキューバ人がいろいろな形で都市農業にか

かわっている。そしてキューバにおける都市

農業の特色は、有機野菜を栽培していること

である。 

筆者が視察したオルガノポニコ ・デ・アラ

マル農場では、必要とされる有機肥料の８割

を自分たちで生産しているということであっ
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た25。ミミズや微生物の働きによって作られ

た腐植質の液体などのバイオ肥料も生産して

いる26。また、１年に 30ｔの菌根を当農場で

生産するなど微生物を使用した土地の質の改

善を試みている。有機肥料、バイオ肥料によ

って、１㎡ごとに１年で約 18㎏の野菜が栽培

されている。視察の際、筆者に説明してくれ

たメダルド・ナランホ・ヴァルデス農場技術

部副部長によれば、なぜ、それ程多くの野菜

が栽培できるかといえば、同じ土地上で１年

に４回か５回くらい異なった野菜を栽培して

いるからであるそうである。異なる種類の野

菜によって土の養分を計算し、１年で１㎡ご

とに４～６㎏の有機肥料を使用しているとの

ことである。仮にこのやり方で化学肥料を使

用すれば、１㎡当たり１年に２～３㎏の使用

と有機肥料の２分の１で済むが、化学肥料が

１ｔ当たり 1,200 米ドルの値段がするのに対

してミミズの糞や腐植質などの有機肥料であ

れば自分達で生産できるため、低いコストで

済み、また、ヴァルデス農場技術部副部長に

よれば、有機肥料は土にダメージをあまり与

えないことが証明されているとのことである。

しかも、化学肥料を使用した場合の１年の収

穫量は１㎡当たり 15㎏が最大であり、有機肥

料の 18㎏には及ばないそうだ27。 

 

５ 食料供給を補った輸入食品 

しかし、ヴェガ農務省公式大使やヴァルデ

ス農場技術部副部長の説明にもかかわらず、

                             
25 ミミズの糞（牛の糞をミミズの餌に使用）は、１年に 320

ｔ生産（2014 年は、460ｔを生産予定）、微生物によって

発行分解させた堆肥である腐植質は、１年に 160ｔ生産

（2014 年は、300ｔ生産予定）（ヴァルデス農場技術部副

部長からの聞き取り調査） 
26 ミミズの働きにより作られた腐植質の液体肥料は、１年

に１万 ℓ生産、微生物の働きにより作られた腐植質の液体

肥料は、１年に 1.5ｔ生産（ヴァルデス農場技術部副部長

からの聞き取り調査） 
27 ヴァルデス農場技術部副部長の説明は、キューバの農業

データ（出所不明）に基づいているが、野菜の種類によっ

て生産量は異なる。 

この 20 年間ほぼ停滞しているキューバの農

業生産から来る食料供給の不足を補ったのは、

キューバ当局が宣伝している有機農業や都市

農場ではなく、ほぼ２倍に伸びた輸入食料品

の増大である28(2011 年は約 18 億 6,000 ド

ル29)。この点、新藤通弘アジア・アフリカ研

究所理事は、「『ソビエト連邦崩壊を契機に国

中を有機農業に転換し、食料危機を救ったキ

ューバ』という表現が、あいかわらずキュー

バ有機農業信奉者の方々にみられますが、こ

うした事実があれば、キューバ農業は苦悩せ

ずに、とっくに『100％自給』できていること

でしょう」との主旨を述べている30。歴史的

にキューバは、1959 年の革命前も後も食料自

給率は 53％（カロリー計算）を上回ることは

なかった31。現実は、ソビエト連邦崩壊によ

り、輸入と流通・販売を独占している国から

の農業組織・個人に対する化学肥料、化学農

薬などの供給が激減した結果、生産現場では、

利用できるものは何でも利用せざるを得ず、

あるいは、なければ我慢せざるを得なかった

結果、化学肥料や化学農薬の使用を減らした

形態である有機農業で生産を継続せざるを得

なかったということである。その結果、大幅

な生産の減少を招くことになり、それを食料

輸入の増額で国民の食糧を確保しているとい

うのが実態である。キューバ人の日常の食卓

の 80％近くは輸入食料といわれている32。 

                             
28 新藤通弘「2012 年キューバ 10 大ニュース(2)」＜

http://estudio-cuba.cocolog-nifty.com/blog/files/13

.01.03%202012%E5%B9%B4%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E

3%83%9010%E5%A4%A7%E3%83%8B%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82

%B9%20(2).pdf＞（last access 2013.10.15） 
29 Oficina Nacional de Estadí sticas ＜http://www.one.

cu/＞（last access 2013.8.15） 
30 新藤通弘「2011年度キューバ経済速報値」（2011.12.25）

＜http://estudio-cuba.cocolog-nifty.com/blog/files/

11.12.25%202011%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%82%AD%E3%83%A

5%E3%83%BC%E3%83%90%E7%B5%8C%E6%B8%88%E9%80%9F%E5%A

0%B1%E5%80%A4.pdf＞（last access 2013.10.15） 
31 新藤・前掲注 28 
32 CEPAL, Balance Preliminar de las Economias de America
Latina y el Caribe, 2011 ＜http://interwp.cepal.org

/cepalstat/WEB_cepalstat/Perfil_nacional_economico.
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Ⅳ 医療 

 キューバの医療は世界的に定評があり、キ

ューバ国民に無償で提供されているのみなら

ず、Ⅶで後述するようにキューバでは積極的

に医療外交を展開している。その水準もある

程度高く、人口1,000人当たりの医師数は6.7

人（2010 年）であり国際的に多いし（表２）、

乳児死亡率は米国より低い（表３）。 

 

（表２）人口 1,000 人当たり医師数の国際比

較[2010 年] 

国 名 人口 1,000 人当たりの医師数 
キューバ 6.7 
オーストリア 4.8 
スウェーデン 3.8 
ドイツ 3.7 
フランス 3.3 
英国 2.7 
米国 2.4 
日本 2.2 

（出所）World Health Organization、OECD Health 

Data 2012 

 

（表３）乳児死亡率の国別順位（1,000 人出

産当たりの人数）[2010 年] 

順位 国名 
乳児死亡率（1,000 人出

産当たりの人数） 
１ シエラレオネ １１４ 
76 北朝鮮 ２６ 
135 ロシア ９ 
145 米国 ７ 
154 英国 ５ 
154 キューバ ５ 
174 フランス ３ 
174 ドイツ ３ 
186 日本 ２ 

（出所）WHO, World Health Statistics 2012 

  

筆者は、ハバナ市内にあるウィリアム・ソ

レル病院を視察し、エウヘニオ・セルマン・

ホウゼン・ソーサ病院長から当該病院及びキ

ューバ医療全般について説明を受ける機会を

得た。ウィリアム・ソレル病院は、小児心臓

外科を専門とする開設 26 年の病院で、医師

55名、看護師 146 名を含む約 400 名の職員が

勤務している。 

                                         
asp?Pais=CUB&idioma=i＞（last access 2013.8.15） 

１ 医療費の無償 

 ソーサ病院長が力説した点は、全てのキュ

ーバ人は憲法で医療を受ける権利が保障され

ていて、キューバ国民は誰もが無償で平等に

医療を受けることができ、その中には、予防

医療、手術、リハビリを受ける権利も含まれ

ているということであった。政府が望んでい

ることは、国民が健康であることであり、米

国からの経済封鎖を受けているという状況下、

病院はなるべく節約しようとは努めるものの、

患者から治療費は受け取らないという。また、

キューバ国内には民営の医療施設は存在しな

いということであった。 

 

２ ファミリー・ドクター制とウィリアム・

ソレル病院を例にしたキューバの医療ネッ

トワーク 

(1) 地域コミュニティーの充実 

 キューバの医療制度の特色としてファミリ

ー・ドクター制があげられる。ファミリー・

ドクターとは自宅兼地区医院のことで、プラ

イマリ・ケアを受け持っている33。看護師と

組んで１人当たり約 120世帯、700～800 人を

ケアしているといい、キューバでは 1985 年か

ら全国整備が着手された34。2011 年時点で全

国に約１万 1,000 か所存在する。また、ポリ

クリニコと呼ばれる二次医療を担う地域病院

は全国で 452 か所ある（2011 年）35。 

 

 

                             
33 日本では「初期診療」や「一次医療」と訳され、ちょっ

とした病気や怪我をしたときに受ける治療という意味で

使われているが、世界保健機関の定義はもっと奥深く、「健

康状態の改善に必要なあらゆる要素を地域レベルで統合

するための手段」「予防、健康増進、治療、社会復帰、地

域開発活動等を全て包括する総合医療の柱」とされている

（吉田太郎『世界がキューバ医療を手本にするわけ』築地

書店（2007）26頁） 
34 吉田太郎『世界がキューバ医療を手本にするわけ』築地

書店（2007）26頁 
35 Oficina Nacional de Estadí sticas ＜http://www.one.

cu/＞（last access 2013.8.15） 
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(2) 医療ネットワークの充実 

 キューバ医療のもう一つの特色として、医

療ネットワークの充実もあげられる。ファミ

リー・ドクターの役割は、顔が見える範囲で

担当地区の住人の健康状態をチェックし、増

進することにあるが、全てをファミリー・ド

クター一人で背負いこむことも不可能である

ので、同じコミュニティーの内科医、小児科

医、心理学者、統計専門家、ソーシャル・ワ

ーカーたちがベーシック・ワーク・グループ

を作って支援している36。 

 ソーサ病院長の説明によれば、ウィリア

ム・ソレル病院を例にしたキューバの医療ネ

ットワークは以下のとおりである。各県には

小児科専門医がおり、その県の患者を担当し

ている。各県の専門医の中には、緊急医療、

出産、超音波の担当がおり、これら専門医達

が緊密に連絡を取り合っている。その結果、

患者にリスクが発見されると、担当医（県の

小児科専門医）に連絡がいくことになる。 

小児心臓医療については、複数の医師からな

るチームの判断により、必要であれば当病院、

そこまでの必要がなければ、県の病院で患者

を診ることになる。これは 30年前から行われ

ているシステムだそうであり、「全国の心臓病

のネットワーク」と呼ばれている。当病院で

あれ、県の病院であれ、そこでの治療が終わ

ると、再度、地区で最初に診てもらった担当

医に診てもらう。この担当医の判断も含めて、

必要であれば再び当病院で治療を行うことに

なる。生後１か月で心臓手術を行って、20年

後に再び心臓手術を受けた患者の例もある。

地区の担当医は、Ｅメールや電話を用いて当

病院と密接に連絡をとっている。理想はテレ

ビ画像を使用しての連絡が望ましいが、経済

封鎖のため、そこまで機器が賄いきれない。

普通の患者は地区の担当医が診るが、検査は

                             
36 吉田・前掲注 34 50 頁 

ほとんど当病院で行っている。 

 

Ⅴ 社会福祉 

１ 社会主義福祉国家の形成 

キューバでは、1959 年革命で成立した共産

党政権の下で、医療、年金や教育といった社

会政策の拡充が最優先の政策課題に掲げられ

てきた。医療費と教育費は無料であり、希望

すれば大学まで誰でも進学できる。また、国

家による国民に対する生活の保障は、単に社

会政策の拡充にとどまらず、ほとんどの勤労

者が公務員だというように、国民の賃金と雇

用の保障、更に基礎的生活資材は配給制度に

より保障するという社会主義福祉国家37が形

成されていた。 

 

２ 社会福祉制度のほころび 

しかし、こうした国家が国民の生活を全面

的に保障するというキューバ型社会主義福祉

国家は、1991 年のソビエト連邦崩壊により同

国からの支援が絶たれたことで危機に陥り、

部分的改革を行いつつ、キューバ型社会主義

福祉国家の枠組みをいまだ残してはいるもの

の、平等で普遍主義的な社会保障は、その維

持が困難となってきている。 

 

(1) 雇用 

まず、社会主義経済の下でなされていた国

家による国民に対する雇用の保障ができなく

なってきた。キューバ経済・計画省傘下の全

国経済調査所（ＩＮＩＥ）は、1994～1999 年

の間、６％以上の高い失業率が続き（1995 年

                             
37 旧社会主義国家に関する社会保障研究者であるクック

（Linda J. Cook）は、キューバにおける社会保障の性格

を「社会主義福祉国家」と分類している。社会主義福祉国

家とは、ソビエト連邦・旧東欧社会主義諸国の例から抽出

したレジームであり、国家が階層化を行い、分配を独占し、

垂直的に階層化された階層ごとに社会的財とサービスが

分配されている一方、基礎医療や教育などでは極めて普遍

主義的であり、大多数の勤労人口が社会保険に包括されて

いた国家のことである。 
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に最高の 8.1％を記録）、2007 年には 1.8％ま

で低下し、2011 年は 3.2％の失業率であるこ

とを発表している38。このことは、キューバ

政府が公式に失業の存在を認めたことを意味

している39。 

 

(2) 配給 

1991 年のソビエト連邦崩壊に端を発した

経済危機に伴い、基礎的食料・生活財の供給

を保障していた配給制度による配分は減少し

た。ハバナ市における１人当たりの物資の配

給は、1979 年から 2002 年にかけて以下のと

おり変化した。食用油 1.5→0.5 ポンド、米

6.0→6.0 ポンド、豆 1.25→1.25 ポンド、砂

糖 7.0→5.0 ポンド、牛肉 2.5→0.5 ポンド、

鶏肉 1.5→1.0 ポンド等である40。このように

配給物資が減少されると、人々は必要生活物

資を、闇市場か 1994 年に再開された農民自由

市場41で購入せざるを得なくなった。基礎的

物資の価格に関して政府は公定価格を維持し

たままであったが、闇市場での物価上昇が顕

著に見られ、1989 年から 1993 年にかけての

生活必需品の価格の上昇は 25％から 30％で

あったと指摘されている42。 

 

(3) 賃金 

 25％から 30％の生活必需品における価格

の上昇があった 1989～1993 年の間の名目賃

                             
38 ＣＥＰＡＬ（Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe：国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会） 

39 宇佐美耕一「キューバ社会主義国家」山岡加奈子編『岐

路に立つキューバ』岩波書店（2012）191頁 
40 同上 
41 農民自由市場は 1980 年～1986 年まで存続したが、投機

業者が支配し、国民の批判の的となった等のため、一旦閉

鎖された。しかし、「平和時の非常時」に入り、食糧問題

も悪化の一途をたどったことから、国民の間でも農民自由

市場の開設を求める声が次第に高くなり、1993 年半ばに

は農産物の闇市場が拡大して、ほぼ全国に半ば公然と広範

に存在することを、政府も認めざるを得なくなった。1994

年８月、現状を追認する形で、ラウル・カストロ国防相（当

時）は農産物自由市場の創設を発表した。（新藤・前掲注

８ 100-102頁） 
42 宇佐美・前掲注 39  

金は横ばいであり、物価上昇を考慮すると実

質賃金は最高で約 10 分の１にまで低下して

いる（表１、Ⅱ－４参照）。 

 

(4) 社会保障維持の困難性 

こうした比較的高い失業率や配給の減少、

実質賃金の低下は、2000 年代初頭にはキュー

バ型社会福祉国家がもはや国民にその雇用と

基本的な生活物資の供給を保障できない事態

に至っていたことを示している43。失業率は

2007年の1.8％から2011年には3.2％と悪化

し、実質平均賃金は 2009 年には 48ペソとな

り一時期よりも増えてはいるものの、キュー

バが国民にその雇用と基本的な生活物資の供

給を保障できない事態に至っていることに変

わりはない。 

 

Ⅵ 議会制度 

 キューバ議会の特徴は、議員の選出過程に

おける国の議会と地区の議会との関係の密接

さと立法過程において国民の意見をより直接

的に取り入れている点である。「対話を通じた

直接民主主義」というのがフィデル・カスト

ロの民主主義概念であり、そのために 1975

年、キューバに議会制度が導入された際にも、

地区の地方議会に重点が置かれ、住民の声が

反映されるような様々な工夫が凝らされた44。 

筆者は、人民権力全国議会事務局のオマー

ル・ファレス・オリヴァレス氏らからキュー

バの議会制度について説明を受けた。以下は、

オリヴァレス氏からの説明に筆者の調査を補

ったものである。 

 

１ 人民権力全国議会及び国家評議会の構成 

日本の国会にあたる人民権力全国議会は一

院制であり、議員数は 612 人である。通常、

                             
43 宇佐美・前掲注 39 
44 後藤・前掲注１ 36頁 
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１年に２回(通常７月と 12月)の会期がある。 

キューバでは共産党しか党が存在しないた

め、議会内に日本のような会派制度は存在し

ない。 

常任委員会の数は 12であり、各常任委員会

は 30 人～40 人の議員で構成される。委員会

の権限は法案を起草することである（Ⅳ－６

参照）。委員会は適当な大衆組織（Ⅳ－３参照）

と改善しなければならない点について議論を

しながら法案を起草する。その後、法案は本

会議に上程されることになる。各常任委員会

の下に小委員会を作ることはあるが、常任委

員会の他に特別委員会を作ることはない。必

要であれば常任委員会同士の連合審査もあり

得る。 

なお、キューバでは議員の給料というもの

は存在しない。ただし、交通費は支給される

し、人民権力全国議会の議長、第１副議長、

副議長、常任委員会における委員長について

は、人民権力全国議会の予算から役職手当が

支給される。 

閉会中は、国家評議会が議会の権能を代行

する。2013 年９月２日現在、国家評議会の議

長はラウル・カストロである（ラウル・カス

トロは同時に閣僚評議会の議長でもある）。 

国家評議会は議長の他、第一副議長が１人、

その他の副議長が５人、書記が１人、評議員

が 23人で構成されている。国家評議会の構成

員は全員が人民権力全国議会の議員であり、

人民権力全国議会の任期の最初の集まりで選

任される。 

 

２ 選挙制度 

キューバには、日本の国会にあたる人民権

力全国議会、県議会にあたる人民権力県議会、

市町村議会にあたる人民権力市議会が存在す

る。人民権力全国議会議員と人民権力県議会

議員の選挙は５年ごとに行われ、人民権力市

議会議員選挙は、２年半ごとに行われる。最

近では、2012 年 10 月に人民権力市議会議員

選挙が行われ、2013 年１月には人民権力全国

議会議員と人民権力県議会議員の選挙が行わ

れた。 

国、県、市の全てのレベルの選挙に関し、

キューバ共産党が候補者を推薦することはな

い。 

人民権力市議会の候補者については、１選

挙区を２～８地区に分けた各地区で「候補者

選出集会」を行い、挙手方式で１名を選挙区

の候補として選出する。１選挙区には２～８

の候補者が選出される。あくまでも、地区に

住んでいる有権者が候補者を決定し、キュー

バ共産党の役割は選挙が滞りなく実施される

ように監視するための選挙管理委員会を作る

だけである。この選挙管理委員会は地区レベ

ル、県レベル、国レベルの全てのレベルの選

挙で必ず設置されなければならない。選挙は、

無記名、直接投票であり、有効投票総数の過

半数を得た者がいなければ、再選挙となる。 

候補者自らがアピールする形態での選挙運

動は存在しない。有権者は候補者の履歴を読

んで誰に投票するかを決定する。 

人民権力県議会議員及び人民権力全国議会

議員の立候補予定者は、①立候補者選定委員

会の推薦と人民権力市議会の承認を得て、地

方立候補者選定委員会推薦の人民権力市議会

議員及び一般市民が立候補者とされる。しか

し、人民権力市議会議員が、立候補予定者の

半数を超えてはならない。②立候補者の半数

までは地方議員から選出できる。なお、人民

権力県議会議員及び人民権力全国議会議員の

立候補予定者数は、各行政区選出のそれぞれ

の議員数の２倍以上でなければならない。 

オリヴァレス氏によれば、このようなシス

テムのおかげで人民権力全国議会には国内の

全ての職種の代表者が集まっているとのこと

である。 
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（表４）キューバの選挙制度 

 
人民権力全国議会 

(国会) 
人民権力県議会 人民権力市議会 

方法 
直接選挙 

(93 年２月に初の直接選挙を実施。それまでは、間接選挙) 
直接選挙 

議員の任期 ５年 ２年半 

候補者選出 
方法 

(1)県及び全国議会議員の候補者は、県及び全国候

補者委員会の推薦に基づき、人民権力市議会が指名

(2)候補者の 50％までは、人民権力市議会議員の中

から選出が可能 

(1)各地区において住民

が会合を通じて候補者を

指名 

(2)各選挙区２～８名の

候補者を指名(2012 年選

挙では全 14,537 選挙区) 

議員定数 612 名 1,269 名 14,537 名 
被選挙権 18 歳以上の男女 16 歳以上の男女 
選挙権 16 歳以上の男女 

その他 
候補者数は,議員定数と同数であり、事実上の信任

投票。有効投票の過半数を得た者が当選 

各選挙区で有効投票の過

半数を得た者が当選 

（出所）外務省資料 

３ 人民権力市議会 

人民権力市議会議員のなかから人民権力市

議会の議長、副議長、書記が任命される。た

だし、書記については必ずしも人民権力市議

会議員である必要はない（人民権力全国議会

では書記は必ず議員が務めなくてはならな

い）。各人民権力市議会の議員定数は、各市の

人口に応じて決められる。 

投票区と人民権力市議会の間には「大衆組

織45」と呼ばれている大切な機関がある46。「大

衆組織」の代表は人民権力市議会議員でなく

                             
45 大衆組織とは、社会主義国に共通して見られる国民の政

治参加制度の一環である。キューバの大衆組織については、

憲法第７条、第 22 条に規定があり、政府との直接的な関

係がある。革命防衛委員会、キューバ中央労働同盟、小規

模自営農民協会、キューバ女性連盟、大学生連盟、共産主

義青年同盟が存在する。 
46 各レベルの人民権力議会の候補者を決める立候補者委

員会は、キューバ中央労働同盟の議長が委員長を務め、革

命防衛委員会や女性連盟、小規模自営農民協会、大学生連

盟等の代表者が参加する。したがって、大衆組織は立候補

者の選定に深く関わることになり、それぞれの組織の構成

員が組織の利益を代表する候補者として擁立されること

も多い。 

てはならず、また、代表としての給料が支給

される。 

選挙区の有権者が選出議員の議員活動に不

満があれば、当該議員を罷免する制度がある。

この罷免制度は人民権力市議会議員のみでな

く、県及び国の議員にもある。 

人民権力市議会議員は、地域での活動を住

民に報告し、住民の意見を吸い上げるために

報告集会を年に２回開くこと、１週間に１度

のオフィスアワーを設けて住民の相談に応じ

ることなども決められている47。 

 

４ 女性議員 

キューバでは女性議員の人数が多いという

点はオリヴァレス氏が熱心に説明してくれた

ことの一つである。 

2013 年３月現在、人民権力全国議会議員の

49％は女性であり、これは、法律等で女性議

                             
47 後藤・前掲注１ 35頁 
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員の割合が定まっているわけではなく、あく

まで選挙の結果であるとのことであった。ま

た、５人いる国家評議会副議長のうち２人は

女性であるし、23 人の評議員のうち 12 人は

女性である。そして、2013 年３月現在、人民

権力全国議会の副議長と書記は女性であるし、

大臣の中には何人も女性がいるそうである。

また、県の共産党代表（第１書記）にも多く

の女性がいるとのことである。 

もっとも、キューバにおいては、議会のみ

で女性の進出率が高いわけではなく、社会全

体で女性の進出率が高く、キューバには女性

差別は存在しないそうである。例えば、大学

卒業者の 67％以上は女性であり、医療関係及

び教育関係で特に女性の進出が著しいとのこ

とである。女性の社会進出に対して国は支援

を行っている48。 

 

５ 党、議会、行政府の関係 

人民権力全国議会の議長は、キューバ共産

党の中央委員会の委員でもある。 

人民権力全国議会は立法機関であり、国権

の最高機関である（憲法第 69条）。そして人

民権力全国議会は国権の最高機関として全国

レベルのコントロールを行うが、そのコント

ロールは、大臣に人民権力全国議会への出席

を求め、その活動について説明を求めること

によって行われる。また、大臣はこれに応じ

なくてはならない。 

議会と行政府（閣僚評議会）の関係につい

                             
48 女性の解放については、フィデル・カストロの功績も大

きく、彼は革命闘争の中で女性の能力がいかに優れている

かを深く認識させられ、「革命のためにも、また、女性の

解放のためにも女性の社会進出が必要だ」として、働く女

性のための環境整備に力を注いできた。また、キューバに

は女性の全国組織として「キューバ女性連盟」があり、フ

ィデル・カストロが 1986 年の第３回共産党大会において

黒人や若者や女性が「働けど指導せず」という状況にある

ことを明らかにし、改善を訴えると、これを機に 1997 年、

キューバ女性連合内部にフェミニズム研究のための女性

問題研究所もつくられた。（後藤政子「マチスモから女性

解放へ」後藤・前掲注 20 169-171 頁） 

ては、国家評議会が閣僚評議会49のメンバー

を人民権力全国議会に推薦し、人民権力全国

議会がそれを承認することによって閣僚評議

会のメンバーである大臣が決まる。 

議会と党の関係は、憲法上、人民権力全国

議会がキューバの政府のなかで最高の権力を

有する組織である（憲法第 69条）のに対して、

キューバ共産党は、「社会と国家の最高指導勢

力」である（憲法第５条）。 

オリヴァレス氏によれば、議員はキューバ

共産党員と同じ方法（選挙運動はなく、有権

者は候補者の履歴を読むことによって判断）

で選出されるため、議員のほとんどはキュー

バ共産党員であるが、中には、共産党員でな

い者もいるそうである。また、キューバ共産

党員には誰でもなれるわけではなく、党員に

なるにはいろいろな場で審査を受けなければ

ならないとのことであった。例えば、入党希

望者が住んでいる地区で審査を受けたり、入

党希望者が勤務している工場の同僚からその

者が党員になることについてふさわしいかど

うか意見を聞くなどしているそうである。 

 

６ 法律の成立過程 

(1) 法案の起草権者 

法案を起草できるのは、人民権力全国議会

議員（１人からでも可能）、国家評議会、閣僚

評議会のメンバー（各省の大臣）、12 の常任

委員会、キューバの大衆組織（革命防衛委員

会、キューバ中央労働同盟、小規模自営農民

協会、キューバ女性連盟、大学生連盟、共産

主義青年同盟）、最高裁判所、全国検事局、１

万人以上の署名を集めた有権者である（キュ

ーバ共和国憲法第 88条）。ただし、オリヴァ

レス氏によれば、今まで１万人以上の署名を

                             
49 行政府の最高機関は、閣僚評議会（憲法第 95 条）であ

り、閣僚評議会議長は、国家評議会議長が兼任し（憲法第

96条）、内閣首相にあたる。ラウル・カストロは、国家評

議会・閣僚評議会議長である。 
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集めて法案が提案された例はないそうである。

なぜならば、事前に直接国民と相談を行って

いるからであり、大きな改革の前には必ず国

民と相談しているからとのことであった50。 

例として 1994 年に全国規模のイベント（全

国民的討論）が行われた際のことをオリヴァ

レス氏は挙げてくれた。このとき、全国の各

職場で労働者の集会が行われ、その集会で改

善しなければならない多くの点が提案された

が、その一つとして、賃金に税金をかけよう

とする提案がなされたそうである。しかし、

厳しい経済状況のなか、賃金は不足していた

ため、ほとんどの労働者は反対した。また、

国民との議論集会の際に議員も反対したため、

結局、この課税案は認められなかった。その

代わり、給料に課税するのではなく、自営業

など給料外の収入に課税することが認められ

たとのことである。 

2011 年に全国の労働者とキューバの経済

計画政策を議論した際にも多くの提案がなさ

れたが、党が全ての提案を分析することによ

り、経済計画は多くの点が国民の意見を反映

させたものに改正されたそうである。 

 

(2) 国民との討論集会（「全国民的討論」） 

一般的に人民権力全国議会議員は、法案を

作る際に、その法案関係者たちと事前に何回

も相談を行っており、また、自分の選挙区で

議論のための集会があれば必ずその集会に参

加している。全国にいる議員は、自分たちの

選挙区の討論集会に参加し、いろいろな意見

を集めてきているため、人民権力全国議会の

場で審議する前段階で法案についてかなり議

論が尽くされており、人民権力全国議会で議

論される際に異なる意見が出ることはほとん

どないそうである。オリヴァレス氏によれば、

                             
50 キューバでは何か大きな問題が起きると、「全国民的討

論」が繰り広げられる。（後藤・前掲注１ 35頁） 

キューバ人民権力全国議会については、短期

間で法案が可決されると他国から指摘を受け

ることもあるそうだが、実は議会で可決する

前に関係分野の人たちと何回も議論をして、

法案を作っているとのことである。 

オリヴァレス氏は過去に定年年齢を定める

法案について議論した際の例を説明してくれ

た。定年年齢については、欧州等ではいろい

ろな問題が生じているものの、キューバでは

全国から意見を聞き、時間をかけ、あらゆる

分野の人達と何回も相談するなど、国民に法

案の必要性を明確に説明したとのことであっ

た。過去にキューバで組合に関する法律を作

った際には２万 6,000 人の組合員による議論

が行われたが、その中には、人民権力全国議

会議員もいたため、結果的に人民権力全国議

会議員が組合員の意見を直接聞き、直接、組

合員と議論を行った形になったそうである。 

このようにキューバでは国民と密に議論を

行っているため、人民権力全国議会が可決し

た法案は、すなわちキューバ国民自身が可決

した法案と言っても良いとオリヴァレス氏は

評価している。 

 

Ⅶ 外交政策 

１ 反グローバリズム 

Ⅱ－２でも述べたように、キューバが 1959

年の革命後その外交政策の中心に据えてきた

のは、長期的には社会主義は資本主義に勝利

するというドグマの下での、反帝国主義、国

家主権の尊重、民族自決、反グローバリズム

であり51、キューバは長年の間、米国の経済

支配への反発、内政不干渉、民族自決のイデ

オロギーの立場から、首尾一貫して反グロー

バリズムについて主張してきた52。 

 

                             
51 田中・前掲注２ 132頁 
52 田中・前掲注２ 115頁 
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２ 国際協調主義 

 しかし、キューバは米国の経済支配への反

発から反グローバリズムを主張するものの、

国際舞台においては国際協調主義をとってい

る。 

キューバ外務省アジア大洋州部のエルミニ

オ・ロペス・ディアス副部長によれば、キュ

ーバは、国際平和を守り、国家間の争いも平

和的に解決することを望んでいるとのことで

ある。国際関係にはいくつかルールがあり、

それを遵守し続ければ、国際問題の平和的解

決も可能なのではないかと考え、この方針で

キューバ外交はこれまで世界と連帯して活動

を行ってきたということであった。 

以下は、視察の際にディアス副部長から筆

者が直接受けた説明である。 

 

(1) 医療・教育 

世界と連帯した活動としては、特に医療、

教育分野が著しく、キューバよりも貧しい

国々のために人材を使ってこれまで多くのサ

ービスを提供してきたそうである。外国に派

遣されているキューバ人は５万 6,200 人で、

そのうち７割は医療関係者であるとのことで

あり、５万人はラテン・アメリカ諸国に派遣

されているそうだ53。医療分野のサービス提

供の中に「奇跡運動」という大きなプロジェ

クトがあり、様々な国、特にラテン・アメリ

カで白内障の手術を提供しているとのことで

ある。今まで 200 万人の患者が白内障の手術

を受けている。手術はキューバ国内でも外国

でも行っているそうである。 

現在、キューバに来ている留学生は２万

9,300 人であり、うち１万 8,800 人はラテン・

アメリカ諸国からの留学生であるとのことで

ある。キューバ革命後の 50年前から今まで５

                             
53 キューバ保健省の発表によれば、2010 年までに人道目的

で派遣された医療関係者は５万 2,000 人、派遣先は 92 か

国に上る。 

万 5,200 人、134 か国からの留学生が卒業し

たそうである54。 

そして、ラテン・アメリカ諸国と識字運動

を通してその国の教育に貢献しており、具体

的には、ティモール並びにニュージーランド

及びオーストラリアの先住民の識字運動に大

きな貢献をしたとのことである。 

 

(2) 国交 

ディアス副部長によれば、キューバ外交は

世界諸国とでき得る限り友好関係を築くこと

を外交方針の柱としているそうである。国連

加盟国 193 か国のうち、キューバは現在、182

か国と国交を結んでおり、キューバ国内に

111 か国の大使館又は利益代表部が置かれ、

124 か国にキューバの大使館を置いている。

なお、キューバは他のラテン・アメリカ諸国

と異なり、アフリカ、アジアなどいろいろな

国に大使館を置いているとのことであり、こ

の 124 か国という数は、ラテン・アメリカ諸

国のなかでは多いほうであるとのことであっ

た。 

 

(3) 米国による経済封鎖への対処方法 

米国による経済封鎖への対処方法も国際協

調主義にのっとり、多くの諸国との経済関係

を発展させることにより、米国による経済封

鎖の影響を弱めているとのことであった。特

に、ベネズエラ、中国、アンゴラ、ブラジル、

ロシアは大切な貿易相手国であり、経済を初

めとしたその国との関係について外交を強化

することを外交方針としている。欧州諸国や

カナダからのキューバへの投資、観光につい

ても外交を通して強化を図っている。 

また、国連に毎年、経済封鎖に反対する決

議を提出し、ほとんどの国からの同意を得て

                             
54 医師が不足しているアフリカや中米などの途上国から

学生をキューバに招いて本国に帰すプログラムもあり、毎

年 1,500 人が入学し、彼らの国籍は 24か国を数える。 
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いる。昨年は、同決議に反対したのは米国、

イスラエル、パラオのみであり、棄権はミク

ロネシア、マーシャル諸島のみであった。国

連加盟国 193 か国のうち 188 か国が賛成して

いる。ディアス副部長によれば、パラオ、ミ

クロネシア、マーシャル諸島の３か国はあま

りに米国に依存しすぎているため、米国に従

わざるを得なかったとのことである。 

 

３ キューバ経済を支える貿易 

キューバは反グローバリズムを掲げるもの

の、キューバ経済を実質的に支えているのは、

ベネズエラとの援助の枠組みであるＡＬＢＡ

（Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América：米州ボリバル同盟）とサー

ビス輸出を中心とした貿易である点にも言及

しなければならない。 

 

(1) ＡＬＢＡ（Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América：米州ボリバ

ル同盟） 

キューバの外交及び経済政策を語る上でＡ

ＬＢＡの存在は欠かせない。ＡＬＢＡとは

2004 年から開始された石油をてことしたベ

ネズエラによる地域経済協力連携プログラム

のことであり、ベネズエラ、キューバ、ボリ

ビア、ニカラグア、ホンジュラス、ドミニカ、

セントクリストファー・ネイヴィス、エクア

ドル、アンティグア・バーブーダーの９か国

が参加している。中部大学の田中高国際関係

学部教授によれば、ＡＬＢＡの枠組みによっ

てキューバは合計３万人を超える医師や医療

技術者をベネズエラに送っており（医師１万

3,000 人、歯科医師 2,900 人、看護師 4,200

人、医療技術士約１万人）55、ベネズエラ産

の原油が優遇レートでキューバに供給されて

いる（「Ⅶ－３－(2)」参照）。 

                             
55 田中・前掲注２ 124頁 

国内的なレベルでは、ベネズエラからの石

油の供給が不振を極めているキューバの国内

経済を底支えしている形となっており、また、

国内で過剰な人員を抱えるキューバの医療部

門もベネズエラという潤沢な資金を提供する

マーケットが存在することで、何とかその存

在基盤を保持しているといえる56。 

一方、グローバルなレベルでは、キューバ

が外交戦略のスローガンに掲げてきた反帝国

主義、民族自決、反グローバリズムなどの一

連の主張をＡＬＢＡは地域的な統合運動を通

して、国際社会に訴える場として活用されて

いるといえる57。 

 

(2) サービス輸出 

2008 年の貿易収支（財収支）は約 103.7 億

ドルの赤字であったが、サービス収支は約

86.4 億ドルの黒字であり、貿易収支（財収支）

の赤字を海外に住む親戚からの送金（約 10

億ドル58）とサービス輸出（観光収入の外貨

分、海外に派遣された医師、看護師、アーテ

ィストらが政府にもたらす外貨収入）で補う

形で経常収支を約 23.1 億ドルの赤字にとど

めている（表５）。キューバ政府は 2008 年に

ベネズエラから受け取った医療サービス収入

の総額は 64.6 億ドルであることを公表して

いる59。また、医療サービスの輸出額をサー

ビス収支のほとんどである約 86 億ドルとす

る分析もある60。つまり、今のキューバ経済

を実質的に支えているのは医療を筆頭とする

サービス輸出で、医師は重要な戦略輸出品と

なっている61。 

                             
56 田中・前掲注２ 135頁 
57 同上 
58 吉田太郎『「没落先進国」キューバを日本が手本にした

いわけ』築地書店（2009）214 頁 
59 田中・前掲注２ 124 頁 
60 新藤通弘「キューバ経済の現状と課題」『アジ研ワール

ド・トレンド No.168』（2009.9）47頁 
61 吉田・前掲注 58  
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キューバの海外援助も、災害緊急派遣は別

として、一般的には人道的国際主義などとい

うものではない。ベネズエラ、南アフリカな

ど３分の２はバーター方式で有償となってお

り62、政府は医師サービス派遣料を受け取っ

ている63。 

 

（表５）キューバ国際収支 

（注）単位：100万キューバ・ペソ＝100万米ドル 

 2007 2008 2009 

経常収支 

 貿易・サービス収支 

  貿易収支 

  サービス収支 

 所得収支 

 純経常移転収支 

400.6 

1,559.3 

-6,265.0 

7,824.3 

-959.7 

-199.0 

-2,308.8 

-1,735.5 

-10,372.7 

8,637.2 

-1,055.2 

481.9 

-162.4 

1,245.6 

-5,917.4 

7,163.0 

-1,643.0 

235.0 

（出所）Oficina Nacional de Estadí sticas の資料

を基に作成 

 

４ 対米貿易 

キューバが米国の経済封鎖を受けているこ

とからキューバ経済は米国と全く無縁と思わ

れがちである。しかし、現実には、2000 年の

10月、米国議会が、人道的配慮から食料及び

医薬品等の輸出規制を緩和する法案を可決し、

キューバは、2001 年から輸入を開始している。

その後、ハリケーン被害の影響もあり食料・

農産物を輸入した 2008 年まで米国からの輸

入額は年々増加し、2008 年時点では約 9.63

億ドルで米国はキューバにとって世界で第４

位の輸入相手国であった。その後、2011 年の

時点では、米国からの輸入額は 4.30 億ドルで

米国は世界で第７位の輸入相手国となってい

るが64、重要な輸入相手国であることに変わ

                             
62 キューバはベネズエラからの原油供給に対して、合計３

万人を超える保健サービススタッフを派遣している（田

中・前掲注２ 124頁） 
63 吉田・前掲注 58  
64 １位 ベネズエラ、２位 中国、３位 スペイン、４位 

ブラジル、５位 カナダ、６位 メキシコ（Oficina 

りはない。 

米国からの観光客は、2011 年では約７万

4,000 人と国別で 10位であったが65、2010 年

では８位であった。 

 

Ⅷ 結び 

 今回、実際に現地に赴き、キューバに関す

る調査ができたたことは貴重な体験であった。 

 特に、ソビエト連邦の崩壊がキューバの農

業や医療制度などに与えた大きな影響、キュ

ーバの議会制度と民主主義、キューバが国際

協調主義を外交政策としてあげていること等

について理解を深めることができたことは大

変有意義であったと思っている。 

一方、今回の調査で明らかにしたように、

キューバは、例え医療費と教育費が無償であ

っても理想郷ではなかった。キューバの経済、

社会福祉は多くの問題を抱えているし、国民

は横流しなどの闇経済に頼らなければ生活し

ていけないのが実態である。 

少子化の中で社会保障制度の維持と経済成

長の両立を追求する我が国は、高福祉社会を

目指しながらも、それが維持できなくなった

国として、あるいは、日本とは別の価値観を

有する国としてのキューバから気付かされ、

自らを見つめ直すきっかけとなる部分もある

のではなかろうか。 

 

 

 

 

                                         
Nacional de Estadí sticas）  

65 １位 カナダ、２位 英国、３位 イタリア、４位 ス

ペイン、５位 ドイツ、６位 フランス、７位 ロシア、

８位、メキシコ、９位 アルゼンチン（Oficina Nacional 

de Estadí sticas） 
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調調  査 

インターネット選挙運動を解禁する 

公職選挙法一部改正の経緯 
 

衆議院調査局首席調査員 

佐 々 木  勝 実 

（第二特別調査室） 

 

■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 第 183 回国会（常会）の平成 25 年４月 19 日に、インターネットを利用した選挙運動を解禁

する公職選挙法の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 10 号）が成立し、５月 26 日から施

行された。インターネットが急速に普及・発展している状況の下で、我が国の選挙、ひいては

我が国の政治に大きな影響を与える可能性がある法改正が実現することになったのであるが、

ここに至るまでには十数年間にわたる議論の経緯があった。本稿は、このインターネットを利

用した選挙運動を解禁する公職選挙法の改正がなされるまでの経緯を整理したものである。 

まず、インターネットを利用して選挙運動を行うことができるかという新たな問題について、

改正前の公職選挙法上は禁止されるという公的な解釈が固まる平成８年までの経緯（Ⅰ）、次

に、立法によりこの問題を解決するための検討が始まり、平成 10 年以降、各党からインター

ネットによる選挙運動を解禁する公職選挙法の改正案が提出されたが、いずれも審査未了とな

り、与野党協議において法改正の合意に達したが法案の提出に至らなかった平成 22 年までの

経緯（Ⅱ）、最後に、再び解禁の機運が高まった平成 24 年 12 月の衆議院議員総選挙以降、今

回、法律が成立し、解禁が実現するまでの経緯（Ⅲ）についてまとめた。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

《構 成》 

Ⅰ インターネットによる選挙運動と公職選挙

法の規制 

Ⅱ インターネットによる選挙運動の解禁に関

する検討の経緯 

Ⅲ 今回の法改正の経緯 

 

Ⅰ インターネットによる選挙運動と公職

選挙法の規制 

インターネットは、比較的安価かつ手軽に

情報を発信・受信できる手段として、急速に

普及・発展している（図表１）1。 

                             
1 我が国におけるインターネット利用状況は、平成 13 年

には、利用者数 5,593 万人、人口普及率 46.3％であった

が、平成17年には、利用者数8,529万人、人口普及率70.8％

と、70％を超え、平成 24 年には、利用者数 9,652 万人、

政治の分野においても、政党や多くの議員

がホームページ、ツイッターなどを日常の政

治活動に利用している。しかしながら、改正

前の公職選挙法では、インターネットを選挙

運動の手段として使うことはできなかった。 

これに対し、インターネットを選挙運動に

導入することは、候補者情報の充実、政治参

加の促進、有権者と候補者の対話の実現、金

のかからない選挙の実現などの効果が期待で

きるとして、「インターネットを選挙運動手段

として使えるようにすべきではないか」とい

う議論が活発になった。 

 

                                         
人口普及率 79.5％に達している。（『平成 24年通信利用動

向調査』（総務省）） 
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《図表１》 インターネット利用者数及び人口普及率の推移（個人） 

 

（出典）『平成24年通信利用動向調査』（総務省） 

 

１ 改正前の公職選挙法における選挙運動用

文書図画規制の解釈とインターネットによ

る選挙運動 

今回の公職選挙法（以下「公選法」という。）

の一部改正により解禁されるまで、インター

ネットを選挙運動の手段としては使用するこ

とができないとされていたのは、公選法上、

選挙運動で頒布、掲示できる「文書図画」は、

ビラ、ポスター等一定のものに限られていた

ためである（公選法第 142 条、第 143 条）。す

なわち、法律の解釈上、インターネットのホ

ームページや電子メールも「文書図画」に当

たるとされ、また、ホームページを開設した

り、電子メールを送信することは「頒布」（公

選法第 142 条）に当たると解されたため、イ

ンターネットを選挙運動に使用することは法

定外の文書図画の頒布に当たり禁止されると

解されたためであった。 

他方、インターネットを使用して「政治活動」

を行うことについては、公選法は、通常時の政

治活動用文書図画の頒布については規制して

いないので、選挙運動にわたらない政治活動と

してインターネットを使用することは規制さ

れず、候補者や政党が選挙運動性（投票を依頼

する文言等）のない政見をホームページに掲載

することは自由であり禁止されていなかった。

ただし、何人も、選挙運動用文書図画の頒布・

掲示の禁止を免れる行為として、公職の候補者

の氏名等を表示する文書図画を頒布・掲示する

ことは禁止されており（公選法第 146 条）、政

治活動用ホームページであっても、その開設や

書換えが「禁止を免れる行為」に該当する場合

には公選法違反となり、また、政党その他の政

治活動を行う団体は、選挙運動期間中において

政治活動のために掲示・頒布する文書図画に、

当該選挙区の特定候補者の氏名又は氏名類推

事項を記載することは禁止されている（公選法

第201条の13）ので、選挙運動期間中に開設・

書換えする自らの政治活動用ホームページに

特定候補者の氏名又は氏名類推事項を記載す

ることは公選法に違反すると解されていた。 
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《図表２》 平成 25年改正前のインターネットのホームページによる選挙運動・政治活動 

の規制 

  主 体 
内 容   公職の候補者等又は第三者 政党その他の政治活動を行う団体 

選挙運動 

【通常時】 

○事前運動に当たるため禁止 

（法129条） 

【選挙運動期間中】 

○法定外の文書図画の頒布に該当するた

め禁止 

（法142条） 

【通常時】 

○同左 

 

【選挙運動期間中】 

○同左 

 

政治活動 

【通常時】 

○自 由 

【選挙運動期間中】 

○候補者の氏名等を表示しているホーム

ページを開設、書き換えすることによ

り、禁止を免れる行為に該当する場合に

は禁止 

（法146条） 

【通常時】 

○同左 

【選挙運動期間中】 

○ホームページを開設、書き換えする場

合に、候補者の氏名等を表示すること

は、禁止 

（法201条の13①Ⅱ） 

 

（出典）『ＩＴ時代の選挙運動に関する研究会報告書』（総務省） 

 

２ 国会における議論等 

(1) 国会における議論 

国会において、インターネットを選挙運

動に利用することができるかという問題が

取り上げられるようになったのは、平成７

年から８年にかけての委員会における質疑

においてであった。 

平成７年９月 20日（第 133 回国会（臨時

会）閉会後）の参議院決算委員会において、

急速に普及してきたインターネットを選挙

運動に利用するには公選法上どのような規

制があるのかとの委員からの質疑に対し、

政府は、「公職選挙法におきましては、人の

視覚に訴えかけるものについては幅広く文

書図画という形でとらえてきておりますの

で、パソコン通信等による情報が画面に表

示されたもの…についても公職選挙法上の

文書図画に該当するのではないかと考えて

おります。したがいまして、公職選挙法上

では、選挙運動のために使用する文書図画

については一定のものに限って認められる

ということになっておりますので、それら

のパソコン通信等を選挙運動のために使用

するということになれば、公職選挙法上そ

うした規制に触れるおそれがあるのではな

いか、かように考えております。」と答弁し

た2。また、平成８年３月１日（第 136 回国

会（常会））の衆議院予算委員会第三分科会

においても、同様の質疑と答弁が行われた3。 

  

(2) 新党さきがけに対する自治省の回答 

インターネットを選挙運動に利用するこ

とは公選法の解釈上できないという見解が、

政府から明確に示されたのは、平成８年10

月のことであった。 

平成８年10月20日に執行された第41回衆

議院議員総選挙は、平成６年の政治改革に

より導入された小選挙区比例代表並立制に

よる初めての総選挙であったが、この選挙

に際し、インターネットを使用して選挙運

動を行うことができるかとの質問が、立候

                             
2 参議院決算委員会（第 133 回国会閉会後）会議録第

４号 18-19 頁（平 7.9.20）広中和歌子委員（民主）の

質疑に対する自治省行政局選挙部長の答弁 
3 第 136 回国会衆議院予算委員会第三分科会議録第２

号 5-6頁（平 8.3.1）小野晋也分科員（自民）の質疑に

対する自治省行政局選挙部長の答弁 
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補予定者、政党、マスコミ等から自治省（現

総務省）に多数寄せられた4。 

総選挙の公示日前の10月２日には、新党

さきがけ（当時）から自治省選挙部に対し、

インターネット上のホームページの開設と

公選法との関係について「回答願」が提出

され、10月28日に自治省選挙部から、イン

ターネットを選挙運動に使用することは公

選法の文書図画の頒布・掲示規制に違反す

る旨の回答が示された5。 

【回答（抄）】 

Ａの２(a) 公職選挙法の「文書図画」と

は、文字若しくはこれに代わるべき符

号又は象形を用いて物体の上に多少永

続的に記載された意識の表示をいい、

スライド、映画、ネオンサイン等もす

べて含まれます。したがって、パソコ

ンのディスプレーに表示された文字等

は、公職選挙法の「文書図画」に当た

ります。 

Ａの２(b) 公職選挙法の「頒布」とは、

不特定又は多数人に文書図画を配布す

ることをいい、従来より、文書図画を

置き、自由に持ち帰らせることを期待

するような相手方の行為を伴う方法に

よる場合も「頒布」に当たると解して

おります。また、「掲示」とは、文書図

画を一定の場所に掲げ、人に見えるよ

うにすることのすべてをいいます。し

たがって、パソコンのディスプレーに

表示された文字等を一定の場所に掲げ、

人に見えるようにすることは「掲示」

に、不特定又は多数の方の利用を期待

してインターネットのホームページを

開設することは「頒布」に当たると解

                             
4 植村武彦「選挙運動に関して最近問題となった事例

について」『選挙時報（第46巻第１号）』全国市区選挙

管理委員会連合会編（1997）34頁 
5 前掲注４ 35-39 頁 

しております。 

 

この自治省の回答により、公選法上、イ

ンターネットを選挙運動に利用することは

禁止されるという解釈が明確に示されたこ

と6を契機として、以後、インターネットを

選挙運動の手段として活用しようとする立

場からの議論が国会の内外で多くなされる

こととなった7。 

 

Ⅱ インターネットによる選挙運動の解

禁に関する検討の経緯 

公選法は昭和25年に制定された法律であ

るから、インターネットによる選挙運動を

想定していなかったことは明らかである。

新たな事態に対し公選法が適用されるかど

うかについては、条文に照らして判断され

ることになるが、前述のとおり、インター

ネットを利用した選挙運動は公選法の文書

図画の頒布・掲示規制に違反すると解釈さ

れた。そこで、立法によりインターネット

による選挙運動を解禁することに関する検

                             
6 判例においても、その後、自治省選挙部の回答と同

様の見解が示された。平成17年12月22日の東京高等裁

判所判決は、「公選法が、ビラ、はがき等の紙に記録さ

れたものに限って『文書図画』としているのでないこ

とは明らかであり、かつ、上記のとおり、アドバルー

ン、ネオン・サイン、電光による表示、スライドその

他の方法による映写等の類をも禁止していることから

して、コンピューター等のディスプレイに表示された

ものであっても、公選法142条４項、143条１項にいう

『文書図画』に該当することは明らかである。そうす

ると、ホームページ等は上記『文書図画』に該当する。」

とし、また、「ホームページを開設することは、インタ

ーネットを通じて不特定多数の者がホームページにア

クセスすることを期待し、不特定多数の者に対してホ

ームページの画像を到達させることを目的とするもの

であるから、現実にインターネットを通じて画像が送

信されれば、これが、上記『頒布』に該当することは

明らかである。また、電子メールを送信することが『頒

布』にあたることは当然である。」とした。（判例集に

は未搭載、選挙制度研究会編『選挙関係実例判例集（第

十六次改訂版）』ぎょうせい（2009）1127頁を参照） 
7 委員会における議論として、第 141 回国会衆議院公

職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第３号 6-7

頁（平 9.11.27）、第 147 回国会衆議院政治倫理の確立

及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第４号

2-3頁、11-14 頁（平 12.4.13）等 
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討の動きが起こり、政府における検討結果

も踏まえ、各党から法案が提出されること

となった。 

 

１ 総務省の「ＩＴ時代の選挙運動に関す

る研究会」報告書 

総務省においては、平成13年10月に、「Ｉ

Ｔ時代の選挙運動に関する研究会」（座長：

蒲島郁夫東京大学法学部教授（当時））が設

置され、インターネットを利用した選挙運

動の可能性とその問題点等について調査検

討が行われることとなった。設置の趣旨は、

「公職選挙法は、選挙運動のために使用す

る文書図画の頒布・掲示について、同法が

定める形態以外の使用を全て禁止している

が、近年技術進歩の著しいインターネット

等について、利便性、コスト面等から、こ

れを選挙運動手段として認めるため同法を

改正すべきとの意見が出てきているところ

である。一方、インターネット等を選挙運

動手段として認めると虚偽や誹謗中傷の情

報が横行するのではないか等、選挙の公正

確保について懸念も示されているところで

ある。選挙運動をどのようなものとするか

については、選挙運動の主体である各党各

会派の意向も踏まえ、国会において結論を

出すべき問題であるが、インターネット等

これまでにない手法を公職選挙法の体系に

持ち込むためには、技術的・制度的に解決

しなければならない点も多いと思われるこ

とから、インターネットを用いた選挙運動

の問題点について、洗い出しを行い、整理

を行うものである。」とされている8。 

平成14年８月に、研究会での議論を取り

                             
8 「ＩＴ時代の選挙運動に関する研究会について」＜h

ttp://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/258151/www.s

oumu.go.jp/singi/it_senkyo.html＞（last access 20

13.9.10） 

まとめた報告書が公表された9。報告書では、

インターネットを導入した場合の効果とし

て、①候補者情報の充実、②政治参加の促

進、③有権者と候補者との直接対話の実現、

④金のかからない選挙の実現の４点を挙げ、

一方、課題として、①デジタルディバイド

（情報格差）の存在、②インターネットの

悪用、③インターネットに付随する費用の

増加の３点を指摘した上で、期待される効

果と課題とを比較検討し、「研究会としては、

既存の選挙運動手段を維持しつつ、選挙の

公正を確保するために、インターネットの

導入に伴い発生する問題をできるだけ小さ

くするような措置を講じることを前提に、

インターネットを選挙運動手段として追加

することが適当である」との立場を示した。

そして、インターネットによる選挙運動の

範囲については、ホームページと電子メー

ルを区別し10、「メールは、ホームページと

異なり、①利用者にとって、一方的にメー

ルが送られてきて当該通信費が課金される

といった迷惑メールの問題が発生するおそ

れがあること、②なりすまし等の問題が発

生した場合の追跡が困難であること、③メ

ールアドレスの購入・大量発信などにより

金のかかる選挙につながりやすいことなど

の問題点が多い。したがって、ホームペー

ジについてのみ選挙運動手段として是認す

ることとし、メールについては引き続き現

                             
9 「ＩＴ時代の選挙運動に関する研究会報告書」＜htt

p://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/258151/www.sou

mu.go.jp/singi/pdf/houkokusho.pdf＞。なお、この報

告書の解説として、原昌史「ＩＴ時代の選挙運動に関

する研究会報告書の概要について」『選挙時報（第 51

巻第 10号）』全国市区選挙管理委員会連合会編（2002）

1-12 頁 がある。 
10 報告書は、情報発信者が掲載したい情報をあらかじめ

契約するサーバーに記録し、閲覧者が自らの意思で当

該サーバーにアクセスして発信者の情報を閲覧する通

信方式（ホームページ型）と、情報発信者が一方的に、

受信者の契約するサーバーに情報を送信、記録したも

のを受信者が閲覧する通信方式（メール型）の区別は

可能であるとした。 
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行法の規制を適用することが適当である」

とした。そして、以下の具体的提言を行っ

た。 

(1) 現行の選挙運動規制は維持しつつ、

新たにインターネットによって選挙運

動を行うことを可能とすること。 

(2) インターネットによる選挙運動につ

いては、ホームページによる選挙運動

のみとすること。 

(3) ホームページによる選挙運動につい

ては、全ての選挙について導入するこ

ととし、また、量的な制限は設けない

こととすること。 

(4) ホームページによる選挙運動につい

ては、候補者又は政党以外の第三者が

選挙運動を行うことができるようにす

ること。 

(5) 選挙運動を行うホームページは、第

三者による書き込みを行わせることが

できるものとすること。 

(6) 候補者及び出納責任者と意思を通じ

て支出したホームページによる選挙運

動に要する経費については、従来どお

り選挙運動費用に算入すること。 

(7) 候補者以外のホームページによる選

挙運動に要する経費は、出納責任者と

意思を通じることなく支出することが

できるようにすること。その場合に経

費は、選挙運動費用に算入されないも

のとすること。 

(8) ホームページ上のなりすましや誹謗

中傷等の対策として、ホームページの

開設者に電子メールアドレスの表示を

義務付ける等の措置を講じることとす

ること11。 

                             
11 報告書においては、なりすましや誹謗中傷の対策とし

て、ホームページの開設者の連絡先の表示義務を課す

こと、ホームページ上での氏名等の虚偽表示に対して

は、罰則を持って禁止する措置を講じ、氏名等の虚偽

表示に対する抑止効果を期待すること、選挙管理委員

(9) 当該選挙に関する事務を管理する選

挙管理委員会においては、有権者及び

候補者等の便宜を図るため、候補者（比

例代表選挙にあっては政党）のホーム

ページアドレスの周知を図るなど利用

の便宜性に努めるものとすること。 

 

この報告書による、ホームページと電子

メールを分けて解禁を考えるか、候補者又

は政党以外の第三者による選挙運動を認め

るか、なりすましや誹謗中傷対策をどうす

るか等に関する問題点の指摘と提言は、以

後の各党における立法化の検討においても

重要な課題となっていった。なお、総務省

は、この報告書の提言の取り扱いについて

は、選挙運動の在り方そのものにかかわる

ことであるから、各党各会派において議論

をされたい旨、答弁している12。 

 

２ 各党における法改正の検討の動き 

(1) 民主党の法案提出 

 インターネットによる選挙運動を解禁す

るための公選法の改正案を初めて提出した

のは民主党であった。民主党は、早くから

委員会の質疑において解禁の必要性を指摘

していたが13、第142回国会（常会）の平成

10年６月17日に、「公職選挙法の一部を改正

する法律案（田中甲君外３名提出、衆法第

43号）」を衆議院に提出した。内容は、ホー

ムページを用いた選挙運動用文書図画の頒

布を解禁しようとするもので、電子メール

による頒布については現行のとおり禁止す

るというものであった。この法案は、第145

回国会（常会）まで継続したが、平成11年

                                        
会が候補者のホームページアドレスを周知するなどし

て有権者の便宜を図ること等を提言している。 
12 第 164 回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法

改正に関する特別委員会議録第３号 27頁（平 18.4.21）

等 
13 前掲注２、前掲注７ 
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８月13日の会期終了とともに審査未了とな

った。 

民主党からは、その後も、第151回国会（常

会）の平成13年５月18日に、「公職選挙法の

一部を改正する法律案（中野寛成君外15名

提出、衆法第25号）」が、第159回国会（常

会）の平成16年４月13日に「公職選挙法の

一部を改正する法律案（中井洽君外５名提

出、衆法第32号）」が提出されたが、いずれ

も衆議院解散により審査未了となった。内

容は、両案とも、インターネット（ホーム

ページ及び電子メール）による選挙運動を

解禁しようとするものであった。 

 

(2) 平成17年９月総選挙以降の各党の動き 

 平成17年９月11日に執行された第44回衆

議院議員総選挙に際し、自民、民主両党が

選挙運動期間中も政治活動用ホームページ

に選挙関連の情報内容を掲載し、総務省か

ら文書図画規制に抵触するおそれが強い旨

の指摘がなされたことを契機として、各党

においても法改正論議が高まった14。 

自民党では、平成17年10月、選挙制度調

査会の下に設置された「インターネットを

使った選挙運動に関するワーキングチーム」

において、ホームページ及び電子メール等

インターネットを利用した選挙運動につい

て検討が進められ、平成18年５月に、ホー

ムページに限定して解禁する（電子メール

については認めない）こととする「インタ

ーネットを利用した選挙運動に関する最終

報告（案）」が出された15。しかし、平成20

年６月の選挙制度調査会においては、同最

終報告（案）に基づくインターネットを利

                             
14 『読売新聞』『毎日新聞』（2005.8.31）、『朝日新聞』

『日本経済新聞』（2005.9.2）、『日本経済新聞』（2005.

9.3） 
15 『読売新聞』『毎日新聞』（2006.5.31）、選挙制度研究

会編『インターネット選挙運動解禁 改正公職選挙法

解説』ぎょうせい（2013）10-11 頁 

用した選挙運動解禁については結論が先送

りされた16。 

民主党では、平成17年総選挙のマニフェ

ストにおいてインターネット選挙運動の解

禁を掲げていたが、同年12月に、「インター

ネット選挙活動調査会」を設置して検討が

進められ、平成18年５月に中間報告をまと

め、第164回国会（常会）の同年６月13日に、

インターネット等（ウェブサイト、電子メ

ール等）による選挙運動を全ての者に解禁

する「公職選挙法等の一部を改正する法律

案（渡辺周君外７名提出、衆法第40号）」を

衆議院に提出した。しかし、同案は、審査

に入ることなく、平成21年７月21日（第171

回国会（常会））に衆議院解散のため審査未

了となった。 

この間も、平成19年７月の第21回参議院

議員通常選挙に際し、各党が政治活動用ホ

ームページを選挙運動期間中も更新した事

例について、様々な指摘がなされた17。 

 

(3) 平成22年の動き等 

平成21年８月30日に執行された第45回衆

議院議員総選挙の結果、政権が交代し、民

主党、社民党及び国民新党の連立政権が誕

生した。民主党と社民党は、総選挙のマニ

フェストにおいてインターネット選挙運動

の解禁を掲げていた。 

平成22年に入り、７月に予定される第22

回参議院議員通常選挙に向けてインターネ

ットによる選挙運動を解禁しようとする動

きが再度高まった。 

民主党では、「インターネット選挙運動解

禁研究会」において検討が進められ、４月

15日には、公選法改正案を５月の連休明け

                             
16 『毎日新聞』（2008.6.19）等 
17 『読売新聞』（2007.7.14）、『日本経済新聞』（2007.7.

20）、『産経新聞』（2007.7.22） 
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にも提出する方針を固めた18。 

自民党では、選挙制度調査会において議

論が進められ、平成22年４月28日（第174

回国会（常会））に、インターネット等（ウ

ェブサイト等及び電子メール）による選挙

運動を全ての者に解禁する内容の「公職選

挙法の一部を改正する法律案（村田吉 君

外４名提出、衆法第18号）」を衆議院に提出

した。 

与野党間では、同年４月23日に「インタ

ーネットを利用した選挙運動の解禁に関す

る各党協議会」が設置されて協議が開始さ

れ、５月26日の同協議会において、同年夏

の参議院議員通常選挙から、公職の候補者

及び政党等に限って、ウェブサイト等を利

用する方法（電子メールを利用する方法を

除く）による選挙運動を解禁することにつ

いて合意した19。しかし、鳩山内閣総理大

臣の辞意表明等をめぐる国会情勢により、

第174回国会では法律案の提出には至らな

かった20。 

なお、自民党案は、第181回国会（臨時会）

まで継続したが、平成24年11月16日に衆議

院解散のため審査未了となった。 

その後、民主党では、平成22年11月12日、

政治改革推進本部総会において、インター

ネットを利用した選挙運動を解禁する公職

選挙法改正案について、第176回国会（臨時

会）での成立を目指して各党に協議を呼び

掛ける方針を決めたが21、法律案の提出に

は至らなかった。 

みんなの党は、平成24年６月15日（第180

回国会（常会））及び平成24年12月27日（第

182回国会（特別会））に、広くインターネ

                             
18 『読売新聞』（2010.1.4）、『日本経済新聞』（2010.4.5）、

『毎日新聞』（2010.4.16） 
19 『朝日新聞』『日本経済新聞』（2010.5.27） 
20  『朝日新聞』（2010.6.2）、『日本経済新聞』（2010.6.4）、

『日本経済新聞』夕刊（2010.6.16） 
21 『朝日新聞』（2010.11.13）等 

ットを利用した選挙運動を解禁する「公職

の選挙におけるインターネットの活用の促

進を図るための公職選挙法の一部を改正す

る等の法律案」（松田公太君提出、第180回

国会参法第24号、第182回国会参法第１号）

を参議院に提出したが、いずれも審査未了

となった。 

なお、平成24年３月、総務省は、国政選

挙に際し各都道府県選挙管理委員会が発行

する選挙公報を、全国統一的に都道府県選

挙管理委員会のホームページに掲載するこ

ととし、各選管に通知した22。選挙公報（公

選法第167条～第172条の２）は、選挙運動

期間に候補者の氏名、経歴、政見等を選挙

人に伝達するための強力な媒体であるから、

選挙に関してインターネットを利用するこ

との有用性が認められたものといえるであ

ろう。 

 

Ⅲ 今回の法改正の経緯 

１ 法律案の提出まで－第46回衆議院議員

総選挙（平成24年12月）以降の動き 

第46回衆議院議員総選挙（平成24年12月

16日執行）では、各党は、マニフェスト等

においてインターネット選挙運動の解禁を

掲げた。 

                             
22 従来は改ざんのおそれがあるとして認められていな

かったが、平成 23年、東日本大震災後、被災３県にお

いて延期されていた統一地方選挙を実施するに当たり、

多くの有権者が他県に避難していることから、３県の

選挙管理委員会が選挙公報のホームページ掲載を要望

し、総務省が特例として認めていた。３県の事例では

セキュリティー対策も講じられたため、国政選挙での

実施に踏み切ることになった（『朝日新聞』（2012.4.6））。 



 

284 RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

調調  査 

《図表３》 第46回総選挙（H24.12.16執行）における各党のマニフェスト等比較 

自由民主党 ・インターネット選挙の解禁のため、「インターネット利用選挙解禁法案」を制定 

民 主 党 ・インターネット選挙運動の解禁をすすめる。 

日本維新の会 ・ネットを利用した選挙活動の解禁 

公 明 党 ・インターネットを使った選挙運動の解禁を実現 

みんなの党 

・選挙期間中でもインターネット（フェイスブックやツイッター等）を使った選挙

運動が、候補者本人や政党、第三者でもできるよう法律を改正 

・個人認証の精緻化や秘密投票の確保がなされるようになった将来には、パソコン

やスマートフォンを使ったインターネット投票を実現し、その技術を世界へと売

り込む。 

社会民主党 

・インターネットを使った選挙運動を解禁する。また、各選挙管理委員会のウェブ

サイトに、政見放送と選挙公報を掲載する。インターネット選挙解禁に当たって

は、視覚障がい者の方などへの対応に万全を期す。 

※ 日本未来の党（平成24年12月27日に党名を「生活の党」に変更）、日本共産党、国民新党、 

新党改革、新党大地、新党日本については、関連する記載は見当たらなかった。 

 

また、近年、インターネットに関する技術

がさらに進歩し、特に、フェイスブックやツ

イッター等、いわゆるＳＮＳ（ソーシャル・

ネットワーキング・サービス）が急速に普及

するという状況の下で、候補者や各陣営から

は、選挙運動期間中もブログやツイッター等

を使った選挙活動を禁止している公選法に対

し、「時代遅れ」「おかしい」との声が相次い

でいた23。 

 

(1) 与党における協議 

総選挙の結果を受け、自民党と公明党は連

立政権を樹立することとなったが、第182回国

会（特別会）の平成24年12月26日に内閣総理

大臣に指名された自民党の安倍晋三総裁は、

同日の記者会見において、インターネットを

利用した選挙運動の解禁について、「来年の参

議院選挙までの解禁を目指していきたい」と

発言した24。これを受け、自民党は、同月28

日に、インターネットを利用した選挙運動を

解禁する公選法改正案を翌年１月召集の通常

                             
23 『毎日新聞』夕刊（2012.12.22）等 
24 『毎日新聞』（2012.12.27）等 

国会に提出する方針を固めた25。 

平成25年１月22日、自民党では、選挙制度

調査会の下に「インターネットを使った選挙運

動に関するプロジェクトチーム」を設置し、イ

ンターネット選挙運動の解禁に向けた協議を

開始した。また、連立を組む公明党との協議も

進められた。同月30日、同プロジェクトチーム

は、公選法改正案の骨子案をまとめ、翌31日、

選挙制度調査会と同プロジェクトチームの合

同会議は、骨子案を了承した。その後、公明党

との協議を経て、２月12日、インターネットに

よる選挙運動を解禁する公選法改正案の与党

案を取りまとめた26。協議は、平成22年４月（第

174回国会（常会））に自民党が提出した法案

をベースとして進められたが、与党案では、電

子メールの全面解禁については慎重な意見も

強かったことから、候補者・政党等（候補者届

出政党、衆・参名簿届出政党等、確認団体。以

下同じ。）以外については解禁しないこととす

るなど、いくつかの点で内容が修正されること

となった。 

                             
25 『日本経済新聞』（2012.12.29）等 
26 『日本経済新聞』（2013.2.13）等 



インターネット選挙運動を解禁する 

公職選挙法一部改正の経緯 

RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 285 

 民主党では、平成25年１月７日の記者会見

において、細野幹事長（当時）が、「できれば

（今夏の）参院選で活用できるようにするこ

とが望ましい」と述べ、参議院選挙前に各党

で合意すべきだとの考えを示した27。その後、

同月22日、政治改革推進本部に「インターネ

ット選挙小委員会」が設置され、インターネ

ット選挙運動の解禁に向けた協議が進められ

た。 

 

(2) 与野党による協議と２法案の提出 

平成25年２月13日、与野党各党による協議

会28の初会合が開催されて、インターネット選

挙運動の解禁に向けた与野党協議が開始され、

同年夏の参議院選挙からの解禁を目指すこと

で一致した。また、自民、公明両党が与党案

を提示し、これをたたき台として議論が行わ

れたが、与党案が電子メールの利用を候補者

と政党等に限定し、有料インターネット広告

（有料バナー広告）の掲載を政党等のみに認

めていることについて、民主党とみんなの党

が反対を表明したことから、引き続き調整す

ることとなった29。 

２月15日の各党協議会において、与党案に

対し、民主、みんな両党から、電子メールの

利用の全面解禁、有料バナー広告の掲載を政

党等に限らず候補者にも認める案が示され

た30。 

２月19日の各党協議会において、政党等に

有料バナー広告を認める方針では一致したが、

電子メールの解禁対象をめぐっては折り合い

がつかなかったことから、同月28日の協議会

において、自民、公明両党は電子メールの全

面解禁の是非について、「次々回の国政選挙ま

                             
27 『日本経済新聞』（2013.1.8）等 
28 全 11 党が出席（自民党、公明党、民主党、日本維新の会、

みんなの党、共産党、生活の党、社民党、みどりの風、国民

新党、新党改革） 
29 『朝日新聞』（2013.2.14）等 
30 『朝日新聞』（2013.2.16）等 

でに必要な措置を講ずる」とする附則を改正

案に盛り込み、夏の参議院選挙後に検討する

ことで理解を求めた。これに対し、日本維新

の会、生活の党、社民党、みどりの風、新党

改革は賛成を表明したが、民主党とみんなの

党は受け入れなかった31。 

３月１日、民主党とみんなの党は、電子メ

ールの利用の全面解禁、有料バナー広告の掲

載を政党等と候補者に認める等を内容とする

「公職選挙法の一部を改正する法律案（田嶋

要君外５名提出、衆法第１号）」（以下「民主・

みんな案」という。）を共同で衆議院に提出し

た。 

３月５日の各党協議会32において、自民、

公明両党は、電子メールの利用を候補者と政

党等に限定して認める等を内容とする与党案

の共同提出への参加を呼びかけ、日本維新の

会は共同提出に賛同する意向を表明し33、同

月13日、自民党、公明党及び日本維新の会34の

３党共同による「公職選挙法の一部を改正す

る法律案（ 沢一郎君外５名提出、衆法第３

号）」（以下「自民・公明・維新案」という。）

を衆議院に提出した。 

なお、両案とも、ウェブサイト等を利用す

る方法35による選挙運動については、主体を

                             
31 『日本経済新聞』夕刊（2013.2.28）等 
32 この日の会合において、改めて「インターネット選挙運

動等に関する各党協議会」が設置された。設置の目的は、

「インターネット選挙運動解禁に当たってのガイドライ

ン・申合わせ事項に関する協議、インターネット選挙運動

解禁後の実態の検証、インターネット選挙運動解禁後の諸

課題について検討等を行うため」とされている（選挙制度

研究会編『インターネット選挙運動解禁 改正公職選挙法

解説』ぎょうせい（2013）17頁、228-229 頁）。 
33 『朝日新聞』夕刊（2013.3.5）等 
34 提出議案における「提出者」は自民、維新、公明の順で

あるが、提案理由の説明や委員会における答弁等では、与

党の自民、公明と維新の順とされているので、それによっ

た。 
35 「インターネット等を利用する方法」は、「ウェブサイ

ト等を利用する方法」及び「電子メールを利用する方法」

に大別され、「ウェブサイト等を利用する方法」とは、イ

ンターネット等を利用する方法のうち電子メールを利用

する方法を除いたものとされている（改正公選法第 143条

の３第１項）。 
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制限することなく解禁することとしている。 

 

２ 国会における審議経過 

(1) 自民・公明・維新案と民主・みんな案 

 両案は、平成25年３月21日に衆議院政治倫

理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委

員会に付託され、翌22日に両案の提案理由の

説明が行われた。両案に対する質疑は、４月

２日、５日及び11日に行われた。また、同月

４日には参考人に対する質疑が行われた。 

議案を提出するときに付される「理由」（衆

議院規則第28条）は、次のように、両案とも

共通であった。 

「近年におけるインターネット等の普及に

鑑み、選挙運動期間における候補者に関す

る情報の充実、有権者の政治参加の促進等

を図るため、インターネット等を利用する

方法による選挙運動を解禁する必要がある。

これが、この法律案を提出する理由であ

る36」。 

その上で、法律案の趣旨について、自民・

公明・維新案の提出者は、次のように述べて

いる37。 

〇 沢一郎君（自民）「現行の公職選挙法で

は、インターネット等を利用する方法に

よる選挙運動は禁止されているため、選

挙運動期間中、候補者、政党等はみずか

らのウェブサイト、ブログ、ツイッター

等の更新を控えなければならず、また、

電子メールによる選挙運動もできないと

いった不都合が生じております。これを

解消して、政見や個人演説会の内容、演

説会や活動の様子を撮影した動画など、

選挙に関し必要な情報を随時ウェブサイ

トや電子メール等で提供できるようにし、

有権者のより適正な判断及び投票行動に

                             
36 第183回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正

に関する特別委員会議録第４号 23頁、26頁（平 25.3.22） 
37 前掲注 36 19-20 頁 

資することが必要であります。あわせて、

候補者、政党等以外の者、すなわち第三

者のウェブサイト等による選挙運動も解

禁することで、選挙運動期間中、第三者

がウェブサイト等で候補者や政党等を支

持したり応援したりすることができない

不都合を解消し、選挙に対してより積極

的に参加することを可能にすることが必

要であります。」 

 また、民主・みんな案の提出者は、次のよ

うに述べている38。 

〇田嶋 要君（民主）「現在の公職選挙法に

おいては、インターネット選挙運動は、

法定外の違法な文書図画の頒布として禁

止されております。しかしながら、近年

におけるインターネット等の普及に鑑み、

インターネット等の活用によって、選挙

運動期間における候補者に関する情報の

充実、有権者の政治参加の促進、有権者

と候補者の対話の実現などが期待できる

ことから、本法律案において、一般有権

者を含む全ての者に、インターネット選

挙運動を解禁することとしております。」 

両案の主な差異は、電子メールによる選挙

運動ができる者の範囲（候補者・政党等に限

るか、第三者も対象とするか）と選挙運動用

ウェブサイト等に直接リンクする有料広告

（有料バナー広告）をすることができる者の

範囲（政党等に限るか、候補者にも認めるか）

の２点であった。 

                             
38 前掲注 36 20頁 
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《図表４》 自民・公明・維新案と民主・みんな案の主な相違点 

項 目 自民・公明・維新案 民主・みんな案 

インターネッ

ト等による選

挙運動用文書

図画の頒布が

できる主体 

ウェブサイト等 ○何人も 

 

○（同左） 

 

電子メール ○候補者、政党等 ○何人も 

選挙運動用有料インターネット広

告 

○何人も、選挙運動用有料インタ

ーネット広告を掲載することは

できない。 

○上記にかかわらず、政党等は、

選挙運動期間中、当該政党等の

選挙運動用ウェブサイト等に直

接リンクする有料広告（バナー

広告等）をすることができる。 

〇（同左） 

 

 

〇上記にかかわらず、政党等・候補

者は、選挙運動期間中、当該政党

等・候補者の選挙運動用ウェブサ

イト等に直接リンクする有料広

告（バナー広告等）をすることが

できる。 

                                       ※下線は、両案の相違点 

 

特に、電子メールによる選挙運動ができる

者の範囲の問題は、各党協議においても最後

まで対立していた点であり（前述１(2)）、委

員会における質疑においても多くの委員が取

り上げた。 

自民・公明・維新案の提出者は、候補者・

政党等に限るものとした理由について、次の

ように述べている39。 

〇 沢一郎君（自民）「第三者の電子メール

を利用する方法による選挙運動につきま

しては、密室性が高く、誹謗中傷や成り

済ましに悪用されやすいこと、また、複

雑な規制を課すことにより、一般の有権

者が処罰され、加えて公民権停止となり

得ることなどから、今回は解禁しないこ

ととし、今後の検討事項としております。」 

 一方、民主・みんな案の提出者は、候補者・

政党等に限らず第三者も対象とすることとし

た理由について、次のように述べている40。 

〇田嶋 要君（民主）「私たちは、選挙の主

役は、政党や候補者ではなく、一般有権

者であると考えており、国民本位、主権

                             
39 前掲注 36 19-20 頁 
40 前掲注 36 20頁 

者本位のインターネット選挙運動の解禁

が必要であると考えております。そこで、

本法律案では、電子メールを利用する方

法も含めて、一般有権者、政党、候補者

全ての者がインターネット選挙運動を行

えるようにし、インターネット等を通じ

て皆が熟議する新しい政治文化をつくる

ことを目指しております。」 

委員会における質疑においては、そのほか

に、①ウェブサイトの更新や電子メールの送

信を業者等の第三者に行わせ報酬を支払うこ

とは、いわゆる運動員買収にあたるのか、類

型的に整理し周知する必要性、②第三者によ

る電子メールの送信は罰せられること等を周

知徹底する必要性、③誹謗中傷、なりすまし

の対策とその有効性、等が取り上げられた。 

 

(2) 両案の取扱い等の協議 

委員会の審査と並行して、両案の取扱い等

をめぐって、自民党・公明党・日本維新の会

と民主党・みんなの党の間において協議が行

われた。協議の結果、自民・公明・維新案を

修正することで合意し、３党が修正案を提出

することとなった。 
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修正の内容は、候補者・政党等以外の者に

よる選挙運動用電子メールの取扱いについて、

提出されている法案の附則第５条の検討事項

を修正し、「次回の国政選挙後、その実施状況

の検討を踏まえ、次々回の国政選挙における

解禁について適切な措置が講ぜられるものと

する。」とすること、公職の候補者に関する有

料インターネット広告の特例について、附則

第５条第２項として、この法律による改正後

の「法第142条の６第４項に定める有料広告の

特例については、公職の候補者にもこれを認

めることについて検討が加えられ、その結果

に基づいて必要な措置が講ぜられるものとす

る。」との規定を追加すること等であった。 

 

(3) 自民・公明・維新案の修正議決 

平成25年４月11日の委員会においては、両

案に対する質疑の後、採決を行い、民主・み

んな案を否決すべきものと決し、自民・公明・

維新案を全会一致で修正議決すべきものと決

した。 

当日の議事の概要は、次のとおりである。 

〇両案に対する質疑（質疑終局） 

〇自民・公明・維新案に対する修正案の

趣旨説明 

(a)自民・公明・維新提出修正案 

(b)共産提出修正案41 

  〇討 論－民主、共産 

  〇採 決 

① 民主・みんな案…否決 

② 修正案 共産提出…否決 

自民・公明・ 

維新提出…可決 

③ 自民・公明・維新案（修正部分を

除く原案）…可決 

                             
41 共産党提出の修正案は、インターネットを利用する方法

による選挙運動を行うことができる主体を、候補者及び政

党等並びに年齢満 20 年以上のものとすること（企業等に

は認めない）等を内容とするものであった。 

〇附帯決議 

衆議院の委員会における附帯決議は、次の

とおりである。 

【公職選挙法の一部を改正する法律案に対す

る附帯決議】 

本案は、インターネット等を利用する方

法による選挙運動を解禁しようとするもの

で、これにより、選挙運動期間における候

補者に関する情報の充実、有権者の政治参

加の促進等を図ろうとするものである。

一 本委員会は、本法の施行状況を踏まえ、

セキュリティ対策等新たな問題等が明ら

かになった場合には、その都度検証し、

法改正を含めて適宜適切な措置を講ずる

ものとする。

二 政府は、プロバイダ等が、選挙運動用

又は落選運動用の文書図画につき、自己

の名誉を侵害されたとする候補者からの

申出を受けて削除する場合は、選挙の重

要性に鑑み、迅速かつ適切に行われるよ

う必要な要請や支援を行うこと。

三 民主主義の根幹である選挙の意義に鑑

み、悪質な誹謗中傷、なりすましに対し

ては、警察において、迅速かつ適切な対

応を行うべく最大限の努力を傾けること。

四 本委員会は、選挙運動の規制の在り方、

選挙の公正を確保するための必要な措置

について、検討を行うとともに、インタ

ーネット等を利用する方法による選挙運

動は、事実上制限がなく自由になること

から、ファクシミリ装置を選挙運動に用

いることができない等の現行公職選挙法

における選挙運動用文書図画の頒布・掲

示規制その他の選挙運動規制の在り方に

ついて、検討を加え、適切な措置を講ず

るものとする。

五 ウェブサイト等を利用した選挙運動に

ついては、一般有権者も解禁の対象とし

ているが、種々の規制も設けられており、
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また、事前運動や未成年者の選挙運動は

現行法上も禁止されており、これらの点

について、政府は、速やかにかつ幅広く

国民への周知啓発活動を行うとともに、

有権者の適切な判断に資するよう、選挙

管理委員会のホームページ等による国民

への啓発の充実に努めること。

六 インターネットを利用する投票方法を

導入するとした場合に必要となる技術上

及び制度上の措置並びに生じうるであろ

う問題については、諸外国の状況も勘案

し、あらゆる角度から検討を加え、その

結果に基づいて適切な措置を講ずるもの

とする。 

 

４月12日の衆議院本会議において、民主・

みんな案は否決され、自民・公明・維新案は

全会一致で修正議決された。 

参議院においては、４月18日、参議院政治

倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

において、衆議院で修正議決された自民・公

明・維新案の趣旨説明、質疑を行った後、全

会一致で可決された。なお、附帯決議が付さ

れた。参議院における附帯決議は、衆議院に

おける附帯決議とほぼ同様の６項目に、次の

３項目を加えている。 

【公職選挙法の一部を改正する法律案に対す

る附帯決議】（抄） 

四 政府は、海外からのインターネットを

利用した選挙の公正を阻害するような行

為につき、必要な対策を講ずること。

七 政府は、インターネット等を利用する

方法による選挙運動の解禁に対応するた

めに必要な選挙管理委員会の体制の整備

を支援すること。

八 インターネット等を利用する方法によ

る選挙運動の解禁に合わせて、有権者の

適切な判断に資するよう、国及び地方公

共団体は、インターネット等を利用した

議員等の活動に関する情報発信の基盤強

化及び内容の充実を一層推進するよう努

めること。

 

４月19日、衆議院で修正議決された公選法

改正案は、参議院本会議において、全会一致

で可決され、成立した。 

 

(4) 改正法の施行と適用 

改正法は、公布の日（平成25年４月26日）

から１月を経過した日（同年５月26日）から

施行され、施行日以後初めて公示される国政

選挙の公示日以後に、その期日を公示・告示

される選挙から適用することとされた。 

７月には参議院議員通常選挙が予定されて

いたことから、各党では、早速、インターネ

ット選挙運動の対策に取り組み、政府は、新

制度の周知啓発に取り組んだ42。 

また、前述のインターネット選挙運動等に

関する各党協議会は、法案が提出された後も

協議を続け、４月26日には、改正法の解釈や

具体的な適用関係に関する留意点等を取りま

とめた「改正公職選挙法（インターネット選

挙運動解禁）ガイドライン（第１版：平成25

年４月26日）」を公表した43。 

平成25年７月４日公示、７月21日投開票の

第23回参議院議員通常選挙は、インターネッ

トによる選挙運動が解禁された初めての国政

選挙となり、各方面から注目された。 

各政党・候補者の側では、ホームページ、

ブログ、フェイスブックやツイッター等のＳ

ＮＳの利用、動画のネット配信等、様々な工

夫をこらして選挙運動を展開した44。各候補

                             
42 総務省ホームページ「インターネット選挙運動の解禁に

関する情報」＜http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_

s/naruhodo/naruhodo10.html＞（last access 2013.9.20） 
43 同上、インターネット選挙運動等に関する各党協議会編

『インターネット選挙運動ガイドライン』ぎょうせい

（2013） 
44 『日本経済新聞』（2013.7.12）、『毎日新聞』夕刊
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者の選挙運動期間中におけるＳＮＳの利用状

況は、候補者433人のうち、ツイッター利用者

は299人（69％）、フェイスブック利用者は373

人（86％）だった（毎日新聞調査）45。 

一方、有権者側については、インターネッ

ト選挙運動の解禁が選挙結果に与える影響が

注目された。有権者が投票先を決める上でイ

ンターネット選挙運動の情報を参考にしたか

どうかについての世論調査によると、回答は

次のとおりであった。 

・インターネットの情報を「参考にした」…

10.2％、「参考にしなかった」…86.1％、年

代別では参考にしたのは20代が23.9％で最

も多かった。（共同通信出口調査、７月21

日）46 

・「参考にした」…11％、「参考にしなかった」

…80％。（読売新聞・日本テレビ出口調査、

７月21日）47 

・「参考にした」は23％、「見ていない」など

の回答が39％に上っており、浸透はこれか

らのようだ。年代別では、20代が「参考に

した」人が37％と最も多かった。30代では

28％で、年代が高くなるにつれて減る傾向

にある。（朝日新聞出口調査、７月21日）48 

新聞各紙の評価は、「勝敗への影響は限定的

だったとみられる」（朝日新聞）、「ネット選挙

は全体的に低調だった」（読売新聞）49等とい

うものだった。しかし、この点については、

さらに詳細な検証が必要であると思われる。

例えば、各候補者の情報発信が、街頭演説日

程の紹介などの一方通行のものが多く、イン

ターネット最大の利点である双方向性を生か

                                         
（2013.7.9）、『日本経済新聞』夕刊（2013.7.4）、『朝日新

聞』（2013.7.4）等 
45 『毎日新聞』（2013.7.23） 
46 『東京新聞』（2013.7.22） 
47 『読売新聞』（2013.7.22） 
48 『朝日新聞』（2013.7.22） 
49 『朝日新聞』『読売新聞』（2013.7.22） 

すことができなかったとの指摘があった50。 

インターネット選挙運動の解禁が投票率の

向上につながるかという点も注目されたが、

今回の投票率は、比例代表及び選挙区とも

52.61％で、過去３番目に低い結果となり、「投

票率全体を押し上げるほどの力にはならなか

った」（日本経済新聞）、「全体の投票率を底上

げする効果はなかった」（東京新聞）51等と評

された。しかし、この点については、選挙の

序盤から自民党の優勢が伝えられたこと等か

ら盛り上がりに欠け、投票率が50％を割るの

ではないかとの見方もあった中で52、「投票率

の底割れを食い止める意味で効果があった可

能性もあり、評価は慎重に下すべきだろう。53」

という指摘もあった。また、有権者の側から、

ＮＰＯなどの団体、グループがインターネッ

トを使って投票を呼びかける等の積極的な動

きもあった54。 

懸念された誹謗中傷・なりすまし等の行為

については、政党党首等のフェイスブックや

ネット上に中傷するコメントが多数寄せられ

た事例、対立候補の政策などを批判する自作

の画像をサイトで公開し、それがネット上で

拡散した事例等があったが、全体としては深

刻な事態となるようなトラブルはなかった55。 

警察庁の、違反行為の取締状況の発表によ

ると、インターネットを利用した選挙運動に

対する警告は25件あったが、検挙はなかっ

た56。 

これらの状況を踏まえ、９月19日には、前

                             
50 『東京新聞』『読売新聞』（2013.7.26）、佐藤哲也「参院

選における有権者のネット活用」『Voters No.16』明るい

選挙推進協会（2013）４頁 
51 『日本経済新聞』『東京新聞』（2013.7.22） 
52 『毎日新聞』夕刊（2013.7.20） 
53 人羅格「平成 25年参院選とネット選挙運動解禁」『月刊

選挙 2013.9』都道府県選挙管理委員会 18頁 
54 『毎日新聞』夕刊（2013.7.20）、『日本経済新聞』

（2013.7.10） 
55 『東京新聞』『読売新聞』（2013.7.22）、『産経新聞』

（2013.7.23）、『読売新聞』夕刊（2013.7.23） 
56 『朝日新聞』（2013.8.23） 
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述のインターネット選挙運動等に関する各党

協議会が開催され、インターネット選挙運動

の見直しについて協議を進めることとなっ

た57。 

 

                             
57 『日本経済新聞』（2013.9.20）、同夕刊（2013.10.23） 
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《資料》 

【インターネット選挙運動を解禁する公職選挙法改正案一覧表】 

 

○民主党提出 

 

○自由民主党提出 

 

○みんなの党提出 

 

◎第１８３回国会（常会）提出法律案の審査経過 

法 案 名 提 出 
衆 議 院 参 議 院 公 布 

施 行 委・議決 本・議決 委・議決 本・議決 

公職選挙法の一部を改正

する法律案（ 沢一郎君外

５名提出、衆法第３号）（自

民・公明・維新） 

第 183 回 

平成

25.3.13 

平成 25.4.11

修正 

(附帯決議) 

平成

25.4.12 

修正 

平成 25.4.18

可決 

(附帯決議) 

平成

25.4.19 

可決 

（公布） 

平成 25.4.26

法律 10号 

（施行） 

平成 25.5.26 

公職選挙法の一部を改正

する法律案（田嶋要君外５

名提出、衆法第１号）（民

主・みんな） 

第 183 回 

平成 

25.3.1 

平成 25.4.11 

否決 

平成

25.4.12 

否決 

   

 

提出回次 提出日 法  案  名 結  果 

第142回 

（常会） 

平成10年 

6月17日 

公職選挙法の一部を改正する法律案 

（田中甲君外３名提出、衆法第 43号） 

第145回（平11.8.13会期終了） 

審査未了 

第151回 

（常会） 

平成13年 

5月18日 

公職選挙法の一部を改正する法律案 

（中野寛成君外 15 名提出、衆法第 25号） 

第157回（平15.10.10解散） 

審査未了 

第159回 

（常会） 

平成16年 

4月13日 

公職選挙法の一部を改正する法律案 

（中井洽君外５名提出、衆法第 32号） 

第162回（平17.8.8解散） 

審査未了 

第164回 

（常会） 

平成18年 

6月13日 

公職選挙法等の一部を改正する法律案 

（渡辺周君外７名提出、衆法第 40号） 

第171回（平21.7.21解散） 

審査未了 

提出回次 提出日 法  案  名 結  果 

第174回 

（常会） 

平成22年 

4月28日 

公職選挙法の一部を改正する法律案 

 （村田吉 君外４名提出、衆法第 18号） 

第181回（平24.11.16解散） 

審査未了 

提出回次 提出日 法  案  名 結  果 

第180回 

（常会） 

《参議院》 

平成24年 

6月15日 

公職の選挙におけるインターネットの活用の 

促進を図るための公職選挙法の一部を改正す 

る等の法律案（松田公太君提出、参法第 24号） 

第181回（平24.11.16解散） 

審査未了 

第182回 

（特別会） 

《参議院》 

平成24年 

12月27日 

公職の選挙におけるインターネットの活用の 

促進を図るための公職選挙法の一部を改正す 

る等の法律案（松田公太君提出、参法第１号） 

第182回（平24.12.28会期終了） 

審査未了 
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番号制度関連法案の成立と今後の主な課題 

 

衆議院調査局調査員 

寳 寺    浩 

山 岸  雅 広 

新井田  圭 佑 

（内閣調査室） 

 

《構 成》 

Ⅰ 番号制度関連法案の提出経緯 

Ⅱ 審議経過 

Ⅲ 番号制度関連法案の概要 

Ⅳ 主な質疑の概要 

Ⅴ 今後の主な課題 

 

Ⅰ 番号制度関連法案の提出経緯 

１ 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律案、行政

手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律案及び地方公

共団体情報システム機構法案 

(1) 民主党中心の連立政権下での番号制度導

入に関する取組 

 平成 21 年７月に発表された「2009 民主党

マニフェスト」において、年金保険料のムダ

づかい体質の一掃及びその未納減らしのため、

歳入庁を創設するとされ、その具体策の一つ

として「所得の把握を確実に行うために、税

と社会保障制度共通の番号制度を導入するこ

と」が明記された。その後、同年９月に就任

した鳩山内閣総理大臣（当時）が、同年 10

月８日、政府の税制調査会に諮問した事項の

中の一つに、「税と社会保障制度の適正な運

営のための番号制度やその執行体制など、納

税者の立場に立つとともに適正な課税を推進

するための納税環境整備を検討すること」が

明記された。同年 12月 22 日に閣議決定され

た「平成 22年度税制改正大綱」において、「社

会保障制度と税制を一体化し、真に手を差し

伸べるべき人に対する社会保障の充実ととも

に、社会保障制度の効率化と所得税の公正性

の担保のため、正しい所得把握体制の環境整

備が必要不可欠」であることから、その導入

を進めるとされた。 

 平成 22年２月８日、平成 22年度税制改正

大綱に基づき、内閣官房国家戦略室において、

第１回の「社会保障・税に関わる番号制度に

関する検討会」が開催された。同検討会では、

６回にわたり、社会保障・税に関わる番号制

度について、国民が社会保障などのサービス

を公平かつ効率的に受けるための制度設計や

個人情報保護の仕組みなどの検討が行われ、

同年６月 29日に「中間取りまとめ」が公表さ

れた。「中間取りまとめ」は、番号制度の導

入に向けて「利用範囲をどうするか」、「制

度設計をどうするか」、「保護の徹底をどう

するか」という３つの視点から選択肢を示し、

それらのメリット・コスト等を整理したもの

である。 

 平成 22年 11 月９日、菅内閣総理大臣（当

時）の下に設置された「政府・与党社会保障

改革検討本部」（以下「改革検討本部」とい

う。）の下で、新たに「社会保障・税に関わ

る番号制度に関する実務検討会」（以下「実

務検討会」という。）が開催された。実務検

討会では、同年 12月３日に、①番号制度導入

の趣旨等、②論点整理、③今後の検討方針を
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内容とする「社会保障・税に関わる番号制度

に関する実務検討会 中間整理（案）」を改

革検討本部に報告することが了承された。一

方、同月 14日に閣議決定された「社会保障改

革の推進について」においては、社会保障・

税に関わる番号制度について、①「幅広く国

民運動を展開し、国民にとって利便性の高い

社会が実現できるように、国民の理解を得な

がら推進することが重要である」、②「…今

後、来年１月を目途に基本方針を取りまとめ、

さらに国民的な議論を経て、来秋以降、可能

な限り早期に関連法案を国会に提出できるよ

う取り組むものとする」と明記された。これ

らを受け、平成 23年１月 31日、改革検討本

部において、「社会保障・税に関わる番号制

度についての基本方針」（以下「基本方針」

という。）が決定された。基本方針は、番号

制度の理念、番号制度に必要な３つの仕組み、

想定される番号の利用場面、マイ・ポータル

（仮称）の設置、個人情報保護の方策、今後

の進め方等を内容とするものである。そして、

基本方針に、「番号制度について国民各層の

納得と理解が得られるよう、番号制度創設推

進本部を設置し、民間団体と協力しながら番

号制度の創設を推進する」ことと、個人情報

保護及び情報連携に係る論点整理を進めるた

め、実務検討会及びＩＴ戦略本部企画委員会1

の下に「個人情報保護ワーキング・グループ」

と「情報連携基盤技術ワーキング・グループ」

を設置すること等が明記されたことを受け、

                             
1  高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略

本部）は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平

成 12年法律第 144号）に基づき、平成 13年１月、内閣に

設置された。高度情報通信ネットワーク社会の形成に関す

る重点計画の作成及び実施の推進並びに高度情報通信ネ

ットワーク社会の形成に関する施策で重要なものの企画

に関する審議及びその施策の実施の推進を所掌している。 

また、ＩＴ戦略本部企画委員会は、平成 22 年３月、高

度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重要事項の

検討、施策の進捗管理等を行うため、ＩＴ戦略本部に設置

された。なお、同委員会は平成25年３月 28日に廃止され

た。 

前者については、同日、改革検討本部におい

て、同本部と同一構成員からなる「番号制度

創設推進本部」の設置が決定され 、また、後

者については、２月から、「個人情報保護ワ

ーキンググループ」及び「情報連携基盤技術

ワーキンググループ」がそれぞれ開催された。 

 実務検討会は、基本方針を踏まえた検討の

結果、平成 23年４月 28日、「社会保障・税

番号要綱」（以下「要綱」という。）を決定

した。要綱は、法令その他で措置する事項の

内容、番号制度の円滑な導入、実施、定着、

利便性の向上に向けた実施計画等について、

その時点での方向性を示している。 

 そして、６月 30日、改革検討本部は、実務

検討会が基本方針及び要綱を踏まえて進めて

きた検討に基づく「社会保障・税番号大綱」

（以下「大綱」という。）を決定した。大綱

では、具体的に法令その他で措置する制度設

計の内容、制度の円滑な導入、実施、定着、

利便性の向上に向けた実施計画等について、

今後の法案策定作業を念頭に政府・与党とし

ての方向性が示された。この中で、「番号」

を生成する機関については、特別の法律に基

づく法人として設立することが盛り込まれた。 

 その後、大綱を基に実務検討会での議論や

「社会保障・税番号制度の法律事項に関する

概要」の決定等を経て、平成 24年２月 14日、

「行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律案」、「行政

手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律案」及び「地方公共

団体情報システム機構法案」（以下「番号関

連３法律案」という。）が閣議決定され、同

日、第 180 回国会に提出された。その後、番

号関連３法律案は民主党、自民党及び公明党

との間で修正協議が行われ、同国会の会期末

間近の９月６日に内閣委員会に付託されて継
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続審査とされたが、第 181 回国会での衆議院

の解散に伴い廃案となった。 

 

(2) 自公連立政権における３法律案の国会へ

の提出 

 総選挙の結果、平成 24年 12 月に発足した

自民党と公明党の連立政権では、廃案となっ

た番号関連３法律案を基本に、先の修正協議

を踏まえた法案化作業が進められた。その後

平成 25年３月１日、修正協議を踏まえて手直

しされた番号関連３法律案は、後述２の内閣

法等の一部を改正する法律案とともに閣議決

定され、同日、第 183 回国会に提出された。 

 

２ 内閣法等の一部を改正する法律案（政府

ＣＩＯの設置等） 

 政府によるＩＴ投資（行政情報システムを

含む。）は、各府省個別に行われてきた結果、

重複や連携不足などによるムダの発生や利便

性の低下といった問題を抱えている。そこで、

政府全体のＩＴ政策を統括する者（政府ＣＩ

Ｏ2）を設置し、各府省とハイレベルの調整を

行えるようにすることで、政府のＩＴ投資に

おけるムダを省き、国民の利便性を向上させ

る体制を構築することが急務とされていた。 

このことは、さまざまなところで指摘され

てきた。平成 21年７月の「ｉ－Ｊａｐａｎ戦

略 2015」（高度情報通信ネットワーク社会推

進戦略本部（以下「ＩＴ戦略本部」という。）

決定）においては電子政府と行政改革を担う

政府ＣＩＯを任命し、予算の調整や配分等の

必要な権限と組織を早期に整備すること、平

成 22年５月の「新たな情報通信技術戦略」（Ｉ

Ｔ戦略本部決定）においては政府ＣＩＯ等推

進体制を速やかに整備すること、平成 23年８

月の「電子行政推進に関する基本方針」（Ｉ

                             
2  Chief Information Officer 

Ｔ戦略本部決定）においては政府の電子行政

推進に係る実質的な権能を有する司令塔とし

て、政府ＣＩＯ制度を導入すること、とされ

た。 

一方、平成 24 年２月に国会に提出された

番号関連３法律案との関係では、番号制度に

係るシステムの調達・運営に多額の経費を要

することや省庁横断的に作る必要があること

から同システム構築の在り方が問題とされ、

政府ＣＩＯ制度の早期実現が求められた。 

平成 24 年８月には、ＩＴ戦略本部及び行

政改革実行本部に設置された政府情報シス

テム刷新有識者会議は、「政府情報システム

刷新のための共通方針（提言）」において、

政府情報システム刷新に関し、政府ＣＩＯの

下で今後５年間を目途に取り組むべき施策

について取りまとめ政府に対し提言を行っ

た。その中では、政府ＣＩＯについて、その

役割・権限等について定めた法案の次期通常

国会への提出を目指す必要があることや番

号制度に関する施策の推進では特に強いリ

ーダーシップを発揮することなどとされた。

なお、同提言に対し、政府は平成 24年 11 月

の「政府情報システム刷新に当たっての基本

的考え方」（ＩＴ戦略本部及び行政改革実行

本部決定）の中で「最大限に尊重」するとし

た。 

 政府は平成 24 年８月に内閣官房に政府Ｃ

ＩＯを置くとともに、ＩＴ戦略本部及び行政

改革実行本部において「政府ＣＩＯの推進体

制について」を決定した。 

その後、平成 24年 12 月の総選挙の際、自

民党が公表した「Ｊ－ファイル 2012 総合政策

集」において、「政府のＩＣＴ3政策を一元的

に把握し、政府のＩＣＴ投資計画を策定する

政府ＣＩＯを法的根拠に基づいて設置する」

                             
3  Information and Communication Technology（情報通信

技術） 
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こととされた。 

このような経緯を踏まえ、平成 25 年３月

１日、政府ＣＩＯとしての内閣情報通信政策

監の設置等を内容とする内閣法等の一部を改

正する法律案は、前述１(2)の修正協議を踏ま

えて手直しされた番号関連３法律案とともに

閣議決定され、同日、第 183 回国会に提出さ

れた。 

 

Ⅱ 審議経過 

「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律案」、「行

政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律案」、「内閣法等

の一部を改正する法律案」及び「地方公共団

体情報システム機構法案」（以下「各法律案」

という。）は、平成 25年３月１日、国会に提

出され、22日に、本会議において一括して趣

旨説明の聴取及び質疑が行われ、いずれも内

閣委員会に付託された。 

 同委員会においては、同月 27日に各法律案

の提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑

に入り、４月５日に参考人から意見を聴取し、

11日に総務委員会、財務委員会及び厚生労働

委員会との連合審査会が開会された。 

 その後、同月 24日には、「行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律案」及び「内閣法等の一部を改

正する法律案」に対して、自民、民主、維新、

公明、みんなの５会派共同提案による修正案

（以下「両修正案」という。）が提出され（後

記参照）、両修正案の趣旨説明を聴取した後、

各法律案及び両修正案を一括して議題とし、

質疑が行われた。同月 26日には、安倍内閣総

理大臣出席の下、質疑が行われ、同日質疑を

終局した。 

次いで、各法律案及び両修正案について一

括して討論を行い、順次採決したところ、「行

政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律案」及び「内閣法

等の一部を改正する法律案」については、賛

成多数をもって修正議決すべきものと議決さ

れ、「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律案」及び

「地方公共団体情報システム機構法案」につ

いては、賛成多数をもって原案のとおり可決

すべきものと議決された。 

なお、「行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律案」

及び「内閣法等の一部を改正する法律案」に

対しそれぞれ附帯決議が付された。 

５月９日、本会議において、「行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律案」及び「内閣法等の一部

を改正する法律案」は修正議決され、「行政

手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律案」及び「地方公共

団体情報システム機構法案」は可決され、参

議院に送付された。 

参議院においては、24日の本会議において

可決され、各法律案は成立した。 

 

Ⅲ 番号制度関連法案の概要 

１ 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律案（内閣

提出第３号） 

 行政機関、地方公共団体その他の行政事務

を処理する者が、個人番号及び法人番号の有

する特定の個人及び法人その他の団体を識別

する機能を活用し、並びに当該機能によって

異なる分野に属する情報を照合してこれらが

同一の者に係るものであるかどうかを確認す

ることができるものとして整備された情報シ
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ステムを運用して、効率的な情報の管理及び

利用並びに他の行政事務を処理する者との間

における迅速な情報の授受を行うことができ

るようにするとともに、これにより、これら

の者に対し申請、届出その他の手続を行い、

又はこれらの者から便益の提供を受ける国民

が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確

認の簡易な手段その他の利便性の向上を得ら

れるようにするために必要な事項を定める等

の措置を講ずるものであり、その主な内容は、

以下のとおりである。 

(1) 市町村長は、住民票に住民票コードを記

載したときは、速やかに、住民票コードを

変換して得られる個人番号を指定し、その

者に対し、当該個人番号を通知カードによ

り通知しなければならないものとするこ

と 

(2) 個人番号を利用することができる者及び

その利用範囲を定めること 

(3) 市町村長は、住民基本台帳に記録されて

いる者に対し、その者の申請により、その

者の氏名、住所、個人番号等が記載された

個人番号カードを交付するものとするこ

と 

(4) 個人番号を利用して事務を処理する者の

求めに応じ、情報提供ネットワークシステ

ムを使用して、個人番号をその内容に含む

個人情報（以下「特定個人情報」という。）

を提供する場合など、一定の場合を除き、

特定個人情報の提供を制限すること 

(5) 内閣府に、特定個人情報の適正な取扱い

を確保するために必要な指導及び助言等

の措置を講ずることを任務とする特定個

人情報保護委員会を設置し、同委員会の組

織、業務等を定めること 

(6) 国税庁長官は、法人等に対して法人番号

を指定するものとし、行政機関の長等は、

他の行政機関の長等に対して法人番号を

通知することにより、法人等に関する情報

の提供を求めるものとすること 

(7) この法律は、一部の規定を除き、公布の

日から起算して３年を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行すること 

 

２ 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律案

（内閣提出第４号） 

 行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の施行に伴う

関係法律の規定の整備等を行うものであり、

その主な内容は、以下のとおりである。 

(1) 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の施行

に伴い、住民基本台帳法、電子署名に係る

地方公共団体の認証業務に関する法律等

36の関係法律の規定の整備等を行うこと 

(2) この法律は、一部の規定を除き、行政手

続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の施行の日か

ら施行すること 

 

３ 内閣法等の一部を改正する法律案（内閣

提出第５号） 

内閣官房における情報通信技術の活用に

関する総合調整機能を強化するため内閣官房

に特別職の国家公務員として内閣情報通信政

策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を

ＩＴ戦略本部の本部員に加える等の措置を講

ずるものであり、その主な内容は、以下のと

おりである。 

(1) 内閣官房に、特別職の国家公務員として

内閣情報通信政策監を一人置くこととし、

内閣情報通信政策監は、内閣官房長官及び

内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官

房の事務のうち情報通信技術の活用によ
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る国民の利便性の向上及び行政運営の改

善に関するものを統理すること 

(2) ＩＴ戦略本部の本部員に内閣情報通信政

策監を加えるとともに、ＩＴ戦略本部は、

その所掌事務のうち、府省横断的な計画の

作成や施策の実施に関する指針の作成な

どに関するものを内閣情報通信政策監に

行わせることができること 

(3) ＩＴ戦略本部の本部員たる内閣情報通信

政策監は、(2)の事務を行う場合において、

必要があると認めるときは、本部長たる内

閣総理大臣に意見を述べることができる

こととし、また、内閣総理大臣は、当該事

務の適切な実施を図るため必要があると

きは、内閣情報通信政策監に当該事務の実

施状況などの報告を求めることができる

こと 

(4) この法律は、一部の規定を除き、平成25

年４月１日から施行すること 

 

４ 地方公共団体情報システム機構法案（内

閣提出第７号） 

地方公共団体が共同して運営する組織と

して、住民基本台帳法、電子署名に係る地方

公共団体の認証業務に関する法律及び行政手

続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の規定による事務並び

にその他の地方公共団体の情報システムに関

する事務を地方公共団体に代わって行うこと

等を目的とする地方公共団体情報システム機

構（以下「機構」という。）を設立すること

とし、その組織、業務の範囲等に関する事項

を定めるものであり、その主な内容は、以下

のとおりである。 

(1) 機構の設立については、都道府県知事、

市長及び町村長の全国的連合組織が設立

委員を選任し、設立委員が機構の定款、事

業計画及び予算を作成し、総務大臣の認可

を申請するものとし、その出資者は地方公

共団体に限ること 

(2) 機構に、都道府県知事、市長、町村長の

代表者及びこれと同数の学識経験者で構

成する代表者会議を設置し、定款の変更、

予算及び事業計画の作成等の重要事項を

議決し、理事長及び監事を任命すること。

また、外部の学識経験者で構成する審議機

関として経営審議委員会を設置し、予算等

に関する基本的事項について審議を行う

とともに、必要に応じて、理事長に建議を

行うことができること 

(3) 機構に、役員として、理事長、副理事長、

理事及び監事を置き、理事長は、機構を代

表し、その業務を総理すること 

(4) 機構の業務として、住民基本台帳法、電

子署名に係る地方公共団体の認証業務に

関する法律及び行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の規定による事務を行うととも

に、地方公共団体の情報システムに関する

事務の受託、地方公共団体に対する地方公

共団体の情報システムに関する情報の提

供、助言その他の支援等を行うこと 

(5) 機構の財務及び会計について定めること。

また、機構の運営に要する費用は、定款で

定めるところにより、地方公共団体が負担

すること 

(6) 機構に対する国の関与については、その

設立及び定款の変更に際して総務大臣が

認可を行うほか、この法律等に違反し、又

は違反するおそれがある場合には、総務大

臣は報告徴収若しくは立入検査又は違法

行為等の是正要求を行うことができるこ

と 

(7) 財団法人地方自治情報センターは、平成

26年４月１日に解散するものとし、その権

利及び義務については、機構が承継するこ
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と。また、機構は、財団法人自治体衛星通

信機構が指定認証機関として処理するこ

ととされている事務に係る権利及び義務

について承継するとともに、これらの承継

に伴い必要な措置を講ずること 

(8) この法律は、一部の規定を除き、公布の

日から施行すること 

 

 

ママイ・ポータル

紐付

あ

符号Ａ
紐付

符号Ｂ

個人

利用番号Ａ 属性情報

紐付

日本年金機構

国税庁

ｱｸｾｽ記録

霞が関ＷＡＮ

ＬＧＷＡＮ等

自己情報
表示機能

プッシュ型
サービス

ワンストップ
サービス

アクセス記録
表示機能

インターネット

特定個人情報
保護委員会

情報提供ネット
ワークシステム

及び
情報保有機関

に対する
監視・監査など

４情報 個人番号

公的個人
認証

サービス

地方公共団体情報システム機構
（地方共同法人）

住基ネット

個人番号生成

個人番号

番号制度のイメージ

住民基本台帳法に基づき
情報提供

情報提供
ネットワーク

システム

【住民票】
・氏名 ・住所
・生年月日 ・性別

等

利用番号Ｃ 属性情報 ４情報 個人番号

利用番号Ｂ 属性情報 ４情報

符号Ｃ

都道府県・市町村（情報保有機関）※約1,800団体

符号同士を
紐付ける
仕組み

全国の都道府県・市町村
をネットワーク化

住民票コード

市町村が
個人番号
を付番

個人番号カード

住民票コード

個人番号
市町村の住民基本台帳

個人番号

４情報

市町村が
個人番号カー

ドを交付

重
複
調
整

連動

電
子
証
明
書
の

失
効
情
報
提
供

個人番号

※ 上記の機関のほか、共済組合、健康保険
組合なども対象。

(出所：平成25年３月内閣官房資料) 

 

【衆議院における修正案の主な内容】 

ア 「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律案」に

対する修正案 

(ｱ) 目的の修正 

 この法律の目的として、行政運営の効率化

及び行政分野におけるより公正な給付と負担

の確保を図ることを明記すること 

(ｲ) 基本理念の修正  

 この法律の基本理念として、国民の利便性

の向上及び行政運営の効率化に資することを

明記すること  

 

(ｳ) 特定個人情報を提供することができる場

合の追加 

 特定個人情報を提供することができる場合

として、政令で定める国税に関する法律の規

定により提供することができる場合を追加す

ること 

(ｴ) 給付付き税額控除の施策に関する事務の

的確な実施に係る検討 

 政府は、給付付き税額控除の施策の導入を

検討する場合には、当該施策に関する事務が

的確に実施されるよう、国の税務官署が保有

しない個人所得課税に関する情報に関し、個

人番号の利用に関する制度を活用して当該事
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務を実施するために必要な体制の整備を検討

するものとすること 

イ 「内閣法等の一部を改正する法律案」に

対する修正案 

(ｱ) 内閣情報通信政策監に対する事務の委任 

 内閣情報通信政策監に対する事務の委任主

体を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略

本部長（以下「本部長」という。）とするとと

もに、本部長は、関係行政機関、地方公共団

体及び独立行政法人の長並びに特殊法人の代

表者に対する資料の提出その他の協力の求め

に係る事務を内閣情報通信政策監に行わせる

ことができること 

(ｲ) 関係行政機関の長に対する勧告 

 本部長は、内閣情報通信政策監の意見及び

報告に基づき、必要があると認めるときは、

関係行政機関の長に対し、勧告することがで

きること 

(ｳ) 施行期日の修正 

 施行期日を、「平成25年４月１日」から「公

布の日」に改めること 

 

Ⅳ 主な質疑の概要 

１ 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律案 

主な質疑は、以下のとおりであった。 

(1) 番号制度の導入の意義 

(2) 番号制度導入の費用対効果の見通し 

(3) 米国において、共通する番号の利用を止

め、制度毎の個別番号の利用に移行する動

きがあると指摘される中で、我が国におい

て共通の番号制度を導入する理由 

(4) 住基ネットに関する最高裁判決（最判平

20.3.6 民集第 62 巻３号 665 頁）を踏ま

えた、番号制度におけるデータマッチング

の是非 

(5) 法律の基本理念として、「行政運営の効

率化を図り、もって国民の利便性の向上に

資する」と規定する趣旨 

(6) 個人番号利用事務等の再委託を受けた者

が情報漏えい等を起こした場合の責任の

所在 

(7) 刑事事件の捜査において収集した特定個

人情報については、特定個人情報保護委員

会の監視、監督の権限が及ばないこととし

た理由 

(8) 給付付き税額控除の導入を想定して、本

法律案の情報連携関連の規定部分に、地方

税のみでなく国税部分も含める必要性 

(9) システムの合理化及び効率化と費用の節

減が相反する場合の優先度 

(10) 法人番号が付されない個人事業主及び

その従業員についての個人番号の管理 

(11) 個人番号の利用範囲及び将来の民間に

おける利用の可能性 

(12) 国・地方を含めた総合的な個人情報保護

法制を整備する必要性 

 

２ 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律案 

主な質疑は、電子署名に係る地方公共団体

の認証業務に関する法律の改正によって民間

事業者に拡大される署名検証者の認定要件等

であった。 

 

３ 内閣法等の一部を改正する法律案 

主な質疑は、以下のとおりであった。 

(1) 内閣情報通信政策監に対するＩＴ戦略本

部の事務の委任主体を「本部」から「本部

長」とする必要性 

(2) 内閣情報通信政策監にＩＴ関係予算の調

整やＩＴ投資に係る業務改善に関する勧

告権限を付与する必要性 

(3) 番号制度導入における内閣情報通信政策

監の役割及び活用方策 
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(4) 内閣情報通信政策監に求められる人物像 

(5) 内閣情報通信政策監の任期を法制化する

必要性 

 

４ 地方公共団体情報システム機構法案 

主な質疑は、以下のとおりであった。 

(1) 地方公共団体情報システム機構（以下「機

構」という。）の役員人事等の透明化の必

要性 

(2) 行政刷新会議の事業仕分けにおいて、事

業の見直し等の指摘を受けていた自治体

衛星通信機構及び地方自治情報センター

が番号制度の受け皿になることの是非 

(3) 機構による個人番号生成に要する費用の

見積額 

(4) 機構に置かれる代表者会議及び経営審議

委員会等の役割 

(5) 機構の財務諸表を企業会計と同じ様式に

する必要性 

 

Ⅴ 今後の主な課題 

１ 「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律」、「行

政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律」関係 

(1) 番号制度の国民への周知広報と業務の見

直し 

 番号制度の導入の意義について、政府は、

ＩＣＴ化社会において、国民がその利便性を

享受できるようにするため及び行政側も効率

よく行政情報を提供できるようにするためで

あるとしている4。そのため政府においては、

国民に対して番号制度への理解を深めてもら

い、番号カードを利用してもらうことで、そ

の利便性を具体的に享受できるようにしてい

                             
4 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第４号３頁（平25.

3.27）甘利国務大臣（社会保障・税一体改革担当）答弁 

く必要がある。政府においては、全国でマイ

ナンバーシンポジウム5を開催する等の取組

を行っているが、国民の理解を得ていくため

の更なる取組を進めていくことが今後の課題

となる。 

 また、行政の効率化を進めるためには、番

号制度による行政情報の提供等の効率化だけ

でなく、従来の業務プロセスについて同制度

の導入を前提とした見直しも今後の課題とな

る。この点については、今般の内閣法等の一

部を改正する法律（平成 25年法律第 22号）

（以下「内閣法等一部改正法」という。）に

より設置される内閣情報通信政策監が主体的

な役割を担うことが期待されている。 

 

(2) 番号制度の導入に係るシステム構築の費

用対効果 

 番号制度の導入に伴い、政府は、国民に重

複のない個人番号を付番する付番システム、

複数の機関間においてそれぞれの機関ごとに

個人番号及びそれ以外の番号を付して管理し

ている同一人の情報を紐付けし、相互に活用

する情報提供ネットワークシステム及び行政

手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第

27 号）（以下「番号法」という。）に基づく

情報提供等の記録を個人がインターネット上

で確認するためのシステムであるマイ・ポー

タルを導入するとされている。そして、これ

らシステムの導入コストについては、個人番

号及び法人番号の付番関係システムに約 160

億円、情報提供ネットワークシステムやマ

イ・ポータル等に約 190億円、このほか、地

方自治体等の個人番号等を取り扱う機関にお

ける既存システムの整備に 2,350 億円程度が、

                             
5 政府から番号制度について説明するだけではなく、各界

の有識者を招いて、賛否も含め多様な視点から討論を行っ

たほか、シンポジウムの参加者と政府の直接対話（「国民

対話」）が行われた。 
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それぞれ見込まれているとされている6。 

 一方、番号制度の導入に伴う効果について

は、政府の公式見解として、定性的なもので、

具体的な数字を現段階で算出できる状況にな

いとされている7。 

 今後番号制度に係るシステム構築にあたっ

ては、導入費用及び維持管理費用を抑制しつ

つ、業務の一層の効率化や国民の利便性向上

など番号制度の導入による効果をより大きな

ものとするための方策を検討していく必要が

ある。そして、その検討過程において、番号

制度の導入効果について、国民の目で見てわ

かるように、具体的な数値をもって説明する

ことが必要であろう。 

 

(3) 個人番号の将来的な利用範囲の拡大 

 今般の番号法における個人番号の利用範囲

については、社会保障、税及び災害対策分野

等に限定されている。これに関連して、将来

的に民間での利活用を含めた個人番号の利用

範囲の見直しに関する質疑に対し、政府から

は、番号法の附則で法施行後３年を目途とし

て、検討を加えて、必要がある場合には、国

民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる旨の

規定を踏まえ、国民の理解を得ながら、より

利便性の向上、行政の効率につながるように

適切に対応する旨の答弁があった8。この点に

ついては、衆議院内閣委員会における番号法

案に対する附帯決議において、「政府は、本法

の施行後も引き続き、教育活動、広報活動そ

の他の活動を通じて個人番号及び法人番号の

利用に関する国民の理解を深めるよう努める

とともに、利用範囲に関する検討を進めるに

                             
6 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第７号９頁（平25.

4.11）甘利国務大臣（社会保障・税一体改革担当）答弁 
7 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第５号23頁（平25.

4.3）甘利国務大臣（社会保障・税一体改革担当）答弁 
8 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第４号４頁（平25.

3.27）西村内閣府副大臣答弁 

当たって、そのメリット等について国民に分

かりやすく積極的に情報提供を行うこと」と

されている。 

 したがって、番号制度の国民への定着のみ

ならず、個人番号の利用範囲を今後民間に拡

大することも見据え、これまでマイナンバー

シンポジウムで行ってきたように番号制度を

導入する意義、個人番号の利用範囲の拡大に

よる具体的なメリット、個人情報流出などの

国民の懸念等について、政府は十分説明して

いくことが求められる。 

 

(4) 番号制度に関連した個人情報の漏えい等

の危険性への懸念 

 番号制度の導入に対する国民の懸念事項の

１つとして、名寄せ・突合により集積・集約

された個人情報の漏えい等の危険性があると

されている9。 

 このような懸念を踏まえ、今回の番号制度

では、制度上の保護措置として①特定個人情

報の収集・保管の禁止（番号法第 20条）、②

特定個人情報ファイルの作成禁止（番号法第

28 条）、③特定個人情報保護委員会による監

視・監督（番号法第 50条～第 52条）、④罰則

の強化（番号法第 67条～第 77条）等、また、

システム上の安全措置として①個人情報の分

散管理、②個人番号を直接用いない情報連携

（番号法第２条第 14項）等が講じられること

となっている。 

また、衆議院内閣委員会における番号法に

対する附帯決議では、「政府は、個人番号及び

法人番号の運用に当たっては、その業務に従

事する者のモラルの維持・向上、法令の遵守

を図りつつ人材育成を行い、もって個人情報

の保護に万全の体制を構築すること」、「政府

は、特定個人情報の保護の一層の強化に資す

                             
9 「社会保障・税番号大綱」（平成23年６月 30日 政府・

与党社会保障改革検討本部決定）15-16 頁 
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るよう、特定個人情報を取り扱う公務に従事

する者又は従事していた者の守秘義務の厳罰

化などの必要な措置の検討を行うこと」とさ

れている。 

 こうした個人情報保護策が講じられるもの

の、次のような指摘がされている。 

ア 他国での共通番号制度の見直しの動き 

 共通番号制度を採用している米国では、共

通番号を悪用した成りすまし等の犯罪が横行

している状況を踏まえ、制度毎の番号の利用

に移行する動きがあるとされている。他国で

このような動きがある中で、我が国が統一し

た番号を導入するのは、①米国での成りすま

しの横行は、カードに写真が掲載されていな

いこと、セキュリティ上の問題があったこと

等に原因があったこと、②我が国では、電子

化社会、ＩＴ社会の中で、個人及び法人を識

別するシステムは避けて通れないことからだ

とされており、米国での成りすましの原因を

突き詰めて、それを塞いでいく中で、最大公

約数の利便性を高めていきたいとされている10。 

イ 特定個人情報保護委員会 

 番号法に基づき内閣府の外局として設置さ

れる特定個人情報保護委員会の任務は、国民

生活にとっての個人番号その他の特定個人情

報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱い

を確保するために必要な個人番号利用事務等

実施者に対する指導及び助言その他の措置を

講ずることとされている。そして、同委員会

については、情報提供ネットワークシステム

等の構築及び維持管理に関し、費用の節減そ

の他の合理化及び効率化を図った上でその機

能の安全性及び信頼性を確保するよう、総務

大臣等に対し、必要な措置を実施するよう求

めることができるものとされている。この情

報提供ネットワークシステム等の構築及び維

                             
10 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第５号17頁（平 25.

4.3）甘利国務大臣（社会保障・税一体改革担当）答弁 

持管理に関する措置要求において、費用の節

減等と情報システムの機能の安全性及び信頼

性の確保が相反する場合の優先度について、

ケース・バイ・ケースに応じて、同委員会が

判断を行うこととなるとされている11。 

 このように、今後、同委員会は、特定個人

情報の保護に当たり、情報システムの構築及

び維持管理に関し、システムごとに、相反す

る関係にある費用の節減等と安全性及び信頼

性の確保のいずれを優先するかという高度な

判断が求められることが予想される。 

 

(5) 個人情報保護法制に関する検討 

 番号法附則第６条第２項において、政府は

本法律施行後１年を目途として、本法律の施

行状況等を勘案し、特定個人情報以外の個人

情報の取扱いに関する監視又は監督に関する

事務を特定個人情報保護委員会の所掌事務と

することについて検討を加え、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとされている。

同委員会の所掌事務を個人情報保護一般へ拡

大することについて、政府は、内閣府、消費

者庁又は個人情報保護法関係各省と連携して

検討を行うとされている12。 

 他方、内閣法等一部改正法附則第２項第１

号及び第２号において、行政機関が保有する

情報をインターネット等を通じ公表する方策

又は行政機関の保有する情報を民間事業者が

加工し、インターネットを通じ公表する方策

について検討するとされていること等、公情

報の利活用に関する動きがある。同委員会の

所掌事務の個人情報保護一般への拡大につい

ては、こうした動きを踏まえ、従来以上に個

人情報の有用性に考慮しつつ、個人情報の適

                             
11 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第９号15頁（平 25.

4.26）向井政府参考人（内閣官房内閣審議官）答弁 
12 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第４号19頁（平 25.

3.27）甘利国務大臣（社会保障・税一体改革担当）答弁 



 

304 RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

解解  説 

正な取扱いを確保するための環境整備につな

がるよう検討を行うことが今後の課題である。 

 

(6) 住基ネットに関する最高裁判決を踏まえ

た番号制度におけるデータマッチング 

 住基ネットに関する最高裁判決（最判平

20.3.6 民集第 62巻３号 665 頁）を踏まえた

番号制度におけるデータマッチングの是非に

ついて、政府は、住基ネットに関する最高裁

判決で論点となった目的外のデータマッチン

グが起こらないよう、①特定個人情報をみだ

りに他人に知らせてはならない旨法律に規定

すること、②情報管理について分散管理の方

式を取り入れること、③特定個人情報の安全

管理措置義務、特定個人情報の提供可能な事

務等を法律に規定すること、④システム上の

セキュリティ対策を十分に講ずること、⑤現

行の個人情報保護法制よりも罰則を引き上げ

ること、⑥独立性が担保された特定個人情報

保護委員会を設置し特定個人情報の取扱いを

監視・監督することなどの措置を講ずること

としていることから、違法性はない旨の説明

を行っている13。 

 今後、番号制度が実際に運用されるように

なった際、データマッチングの状況を注視す

る必要があろう。 

 

２ 「内閣法等の一部を改正する法律」関係 

(1) 内閣情報通信政策監の権限の行使 

内閣法等一部改正法によって、新たに設置

された内閣情報通信政策監は、自ら各府省に

対して内閣官房における情報通信技術の活用

に関する総合調整を行うことができる。また、

ＩＴ戦略本部においては、内閣情報通信政策

監は、①本部員として、本部の事務の一部を

委任され、その実施の推進を行うこと、②関

                             
13 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第９号19頁（平 25.

4.26）甘利国務大臣（社会保障・税一体改革担当）答弁 

係行政機関等の長に対する資料の提出その他

の協力の求めに係る事務について委任を受け

ること、③①の事務を行う場合、本部長に対

し、意見を述べること、ができる。 

このように、内閣情報通信政策監は、高度

情報通信ネットワーク社会の形成に関するさ

まざまな権限を持つこととなっている。 

今後は、内閣情報通信政策監がこれらの権

限をどう行使していくかが課題といえる。 

なお、その点について、内閣委員会におけ

る審査においては、本部長のリーダーシップ

の必要性、内閣総理大臣・ＩＴ担当大臣と内

閣情報通信政策監の連携の強化、横串を刺せ

る調整をどのように行うのかなどが議論とな

った。 

また、内閣法等一部改正法による改正後の

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第

26条第２項では、本部長がＩＴ戦略本部の事

務のうち４つの事項に係る事務について内閣

情報通信政策監に行わせることができること

とされており、その一つに、「関係行政機関

の経費の見積りの方針の作成」がある。現在、

縦割りの予算と言われている各府省が持って

いるＩＴ予算について、内閣情報通信政策監

が司令塔として、戦略的にどこまで横串を通

せるかが、今後の課題となる。ＩＴ担当大臣

は、内閣委員会の審査の際、総合科学技術会

議のアクション・プランや宇宙戦略室におけ

る戦略的予算配分方針というイメージで概算

予算の要求前に方針を出し、しっかりフォロ

ーし、財務省に意見を言わせていただくとし

ている14。これらをどのように実現していく

かが課題である。 

 

 

 

                             
14 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第４号14頁（平 25.

3.27）山本国務大臣答弁 
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(2) 内閣情報通信政策監の役割・活用方策 

ア 政府の情報システムの改革 

内閣法等一部改正法による改正後の高度

情報通信ネットワーク社会形成基本法第 26

条第２項では、本部長がＩＴ戦略本部の事務

のうち内閣情報通信政策監に行わせることが

できるものの一つとして、「府省横断的な計

画の作成」を規定している。具体的には、各

府省の情報システムの共通化、番号制度の情

報システムの整備、オープンデータの推進等

に関する計画の作成などが想定されている。

また、内閣法等一部改正法附則第２項第３号

において、政府は、行政機関による情報シス

テムの共用を推進するための方策について、

総合的かつ一体的に検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとすること

とされている。 

政府情報システム刷新有識者会議での「政

府情報システム刷新のための共通方針（提言）」

（平成 24 年８月９日政府情報システム刷新

有識者会議）においては、各府省の約 1,500

の情報システムのシステム基盤の共通化、約

130 の府省内ＬＡＮの一元化、データセンタ

ーの集約化、人事・給与事務や旅費事務等の

官房系基幹業務についての府省共通システム

の導入の推進を行うとともに、職員手続の電

子化、業務プロセスの見直しを徹底し、類似

システムの全廃を行うことが必要とされた。

また、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」（平

成 25年６月 14日閣議決定）においては、政

府ＣＩＯ指導の下、重複する情報システムや

ネットワークの統廃合、政府共通プラットフ

ォームへの移行など政府情報システムの改革

を推進し 2018 年度までに現在の情報システ

ム数（2012 年度：約 1,500）を半数近くまで

削減するほか、2021 年度を目途に原則全ての

政府情報システムをクラウド化し、運用コス

トを圧縮する（３割減を目指す）こと、ＩＴ

投資に当たっては業務改革を徹底すること、

番号制度を導入する行政分野について、行政

サービスと業務改革（ＢＰＲ）及び情報シス

テムの改革の計画を策定し、着実に実施する

こととされた。 

これらについて、内閣情報通信政策監が司

令塔機能をいかに発揮していくかが課題とな

る。 

イ 番号制度の情報システムの構築 

番号制度の情報システムに関しては、前述

した「府省横断的な計画の作成」として、Ｉ

Ｔ戦略本部の本部長から内閣情報通信政策監

に委任される事務である。また、内閣法等一

部改正法附則第２項第４号において、政府は、

番号法に規定する情報提供ネットワークシス

テムを効率的に整備するための方策について

総合的かつ一体的に検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとすること

とされている。さらに、衆議院内閣委員会及

び参議院内閣委員会における内閣法等一部改

正法案に対する附帯決議として、内閣情報通

信政策監は、国会に対して、番号制度の進捗

状況等についての定期的な報告をすることと

されている。 

そのため、今後、内閣情報通信政策監が、

政府全体としてのＩＴ投資の最適化、情報シ

ステムの相互運用性の確保、セキュリティ管

理についての関係行政機関への指導、進捗状

況管理及び地方公共団体への情報提供の在り

方などについて、司令塔機能をいかに発揮し

ていくかがが課題となる。 

ウ 業務改革の推進 

業務改革については、内閣委員会における

審査において、遠藤政府情報化統括責任者か

ら以下のような答弁がなされた。 

遠藤氏は、平成 25 年度予算の概算要求に

おける社会保障と税の一体改革について各府

省からのヒアリングをしてきたが、ＩＴ投資
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の際に非常に重要なＢＰＲ（業務プロセス改

革）が十分にできていないこと、特に、国と

地方との間の番号制度に関するＢＰＲの検討

が不十分で、そのため投資対効果に対して十

分な言及ができていないという状況と指摘し

ている。そして、これを解決するためには、

政府内部にＢＰＲを検討する人が足りないと

指摘している15。 

これに対し、山本担当大臣は、情報システ

ム開発において失敗するのは、発注側に能力

を見極める力がなかったことが原因の一つだ

が、政府側も業務フローをきちっと改善する

ことが必要だとしている16。安倍内閣総理大

臣も情報システムの整備に当たっては、業務

の徹底的な見直しを事前に行うことが重要で

ある、政府ＣＩＯ指導のもと、各府省におい

て鋭意進めて行くとしている17。 

こうしたことから、今後は、番号制度の情

報システムをはじめとした政府情報システム

の開発において、内閣情報通信政策監やＩＴ

担当大臣が司令塔機能を発揮し、業務改革を

どのように推進していけるかが課題となる。 

また、情報システムの導入によって生じた

余剰人員の活用や、行政改革との連携など更

なる行政の効率化が課題といえよう。 

エ ＩＴガバナンスの強化 

ＩＴガバナンスについては、前述した「世

界最先端ＩＴ国家創造宣言」において、政府

ＣＩＯの下、政府情報システムに関する投資

計画を 2014 年度予算編成に合わせて策定・推

進すること、「ＩＴダッシュボード」（各府

省のＩＴ投資の状況等をインターネット経由

                             
15 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第４号21頁（平 25.

3.27）遠藤政府参考人（内閣官房政府情報化統括責任者（政

府ＣＩＯ））答弁 
16 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第７号21頁（平 25.

4.11）山本国務大臣答弁 
17 第183回国会衆議院内閣委員会議録第９号４頁（平25.4.

26）安倍内閣総理大臣答弁 

で一覧性をもって国民が確認できる仕組み。）

の整備を進め、2014 年度早期から運用を開始

すること、政府の情報システム調達に関して、

標準化・共通化の推進、応札事業者の技術力

評価の在り方についての見直し等を実施し、

調達コストの削減や透明性向上及び競争力の

ある市場を構築することとされている。 

そのため、内閣情報通信政策監は、これら

の施策を推進していくとともに、各府省に対

して、能力のある受注者を見極める力を強化

するよう、各府省ＣＩＯの体制強化、ＣＩＯ

補佐官の採用・評価の見直し、職員のＩＴ能

力の向上などの課題に取り組む必要がある。 

 

(3) 内閣情報通信政策監の任期・人材 

衆議院内閣委員会における審査において

は、番号制度の情報システム導入担当者の任

期や内閣情報通信政策監の任期について、通

常の１年、２年のローテーションではなくも

っと長くすべきではないか、内閣情報通信政

策監の任期は内閣で任免されるので時の政権

の判断ではないかとの議論がなされた18。そ

の結果、内閣法等一部改正法案に対して、内

閣情報通信政策監について、少なくとも３年

間はその任に当たるよう配慮することとする

附帯決議が附された。 

そのため、内閣情報通信政策監の任期につ

いて、今後、時の内閣がどうするかを見守る

必要がある。 

また、「電子行政推進に関する基本方針」

では、政府ＣＩＯが有することが期待される

能力・技能は、経営的観点、業務プロセス改

革に関する知見、情報通信技術・情報システ

ムに関する知見、行政の仕組み・運営に関す

る理解等が考えられるとされている。平成 25

                             
18 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第５号26頁（平 25.

4.3）中丸啓君（維新）質疑、第７号 14頁（平 25.4.11）

中丸啓君（維新）質疑 
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年６月４日、内閣情報通信政策監には遠藤政

府情報化統括責任者が就任したが、同氏の任

期及び遠藤氏の後の人材の選定をどうするか

が今後の課題となる。 

 

(4) ＩＴ政策 

ア ＩＴ戦略 

ＩＴ戦略は、平成 13 年以降数度にわたり

策定され、ＩＴを活用して、国民生活を質的

に向上させることなどを目指した。 

平成 25 年６月、安倍内閣は、新たな戦略

として、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」を

閣議決定した。同戦略では、我が国が、景気

の長期低迷、経済成長率の鈍化による国際的

地位の後退や少子高齢化、社会保障給付費増

大、大規模災害対策など課題先進国であり、

経済社会全体が閉塞しているとし、本戦略が、

「成長戦略」の柱として、ＩＴを成長エンジ

ンとして活用し、我が国の閉塞を打破し、持

続的な成長と発展を可能とするものとしてい

る。また、従来の戦略が、利用者ニーズを十

分把握せず、組織を超えた業務改革（ＢＰＲ）

を行わなかったことでＩＴの利便性や効率性

が発揮できなかったことや各省バラバラにＩ

Ｔ投資、施策を推進し、重複投資や施策効果

が発揮できない状況を生み出してきたなどの

面があったと考えられるとしている。これを

踏まえ、ＩＴに関する政府全体の戦略につい

て、経済財政諮問会議等とも連携し、総合的

に取りまとめていく司令塔として、「ＩＴ戦

略本部」を「ＩＴ総合戦略本部」にするとと

もに、本年創設された内閣情報通信政策監を

司令塔として、政府全体を「横串」で通す必

要のあるＩＴ施策を大きく前進させるとして

いる。 

内閣情報通信政策監が、本戦略を踏まえ、

ＩＴ総合戦略本部とともに、司令塔機能をい

かに発揮するかが、今後の課題といえる。 

イ オープンデータ 

オープンデータ（公共データの民間開放）

については、「電子行政オープンデータ戦略」

（平成 24年７月４日ＩＴ戦略本部決定）にお

いて、公共データの活用を促進するための取

組に速やかに着手し、それを広く展開するこ

とにより、国民生活の向上、企業活動の活性

化等を図り、我が国の社会経済全体の発展に

寄与することが重要であるとの考えが示され

た。また、同戦略においては、①政府自ら積

極的に公共データを公開すること、②機械判

読可能な形式で公開すること、③営利目的、

非営利目的を問わず活用を促進すること、④

取組可能な公共データから速やかに公開等の

具体的な取組に着手し、成果を確実に蓄積し

ていくこと、という４つの基本原則が掲げら

れた。 

これを踏まえ、平成 25 年６月、「電子行

政オープンデータ推進のためのロードマップ」

（ＩＴ戦略本部決定）が策定された。同ロー

ドマップでは、①二次利用を促進する利用ル

ールの整備、②機械判読に適したデータ形式

での公開の拡大、③データカタログ（ポータ

ルサイト）の整備、④公開データの拡大、⑤

普及・啓発、評価について、具体的な取組が

示された。 

また、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」に

おいては、オープンデータ・ビッグデータの

活用の推進として、オープンデータや、企業

が保有する顧客情報、個人のライフログ情報

等、社会や市場に存在する多種多量の情報、

いわゆる「ビッグデータ」を相互に結び付け、

活用することにより、新ビジネスや官民協働

の新サービスが創出され、企業活動、消費者

行動や社会生活にもイノベーションが創出さ

れる社会を実現するとしている。 

オープンデータに関しては、前述した「府

省横断的な計画の作成」として内閣情報通信
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政策監に委任される事務である。また、内閣

法等一部改正法附則第２項第１号及び第２号

において、政府は、オープンデータ方策につ

いて、総合的かつ一体的に検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす

ることとされている。そのため、今後の内閣

情報通信政策監の施策の推進が期待されると

ころである。 

 

３ 「地方公共団体情報システム機構法」関

係 

行政刷新会議の事業仕分けにおいて、事業

の見直し等の指摘19を受けていた地方自治情

報センター及び自治体衛星通信機構が地方公

共団体情報システム機構として番号制度の受

け皿になることの是非について、政府から、

①事業仕分けにおいて地方自治情報センター

及び自治体衛星通信機構の業務の必要性につ

いて否定する意見はなかった、②地方自治情

報センターについては、事業仕分けの結果を

踏まえ、外部有識者を交えた契約監視委員会

の設置等による調達方法の点検、見直し及び

役員報酬の見直し等の改革を進めていること

並びに地方共同法人に移行することにより地

方の代表等が参画する意思決定機関のガバナ

ンスのもとで、より効率的な運営を確保でき

る旨の説明があった20。 

また、地方公共団体情報システム機構の課

長職以上の人事の透明化の必要性について、

政府から、地方共同法人への移行に当たって

は、透明性を高めるような工夫を行うよう同 

 

                             
19 事業仕分けにおける指摘事項 

・ 地方自治情報センター：現行の指定法人制度の在り

方、役所の天下りの防止、調達の改善等 

・ 自治体衛星通信機構：国の責任を踏まえた地方自治

体の負担の在り方、天下りの防止 
20 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第５号27頁（平

25.4.3）望月政府参考人（総務省自治行政局長）答弁 

機構に要請する旨の説明があった21。 

 これらを踏まえ、同機構においては、より

効率的な運営の確保と人事等の透明化を図っ

ていくことが求められる。 

                             
21 第 183回国会衆議院内閣委員会議録第５号27頁（平

25.4.3）望月政府参考人（総務省自治行政局長）答弁 
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《構 成》 

第１部 ハーグ条約の国会承認と同条約実施法

案の成立1 

Ⅰ ハーグ条約及び同条約実施法案の国会提出

の経緯 

Ⅱ 審議経過 

Ⅲ 条約の概要 

Ⅳ 条約に関する国会での主な議論 

第２部 条約実施法の概要等 

Ⅰ 条約実施法の概要 

Ⅱ 主な質疑の概要及び今後の課題 

 

第１部 ハーグ条約の国会承認と同条約実

施法案の成立 

 平成 25（2013）年５月 22日、「国際的な子

の奪取の民事上の側面に関する条約

（ Convention on the Civil Aspects of 

International Child Abduction）」（以下「ハ

ーグ条約」という。）の締結が参議院本会議に

おいて承認され2、同年６月 12 日、ハーグ条

約を我が国において実施していく上で不可欠

な「国際的な子の奪取の民事上の側面に関す

る条約の実施に関する法律案」（以下「条約実

施法案」という。）が、参議院本会議において

可決され、成立した3。 

                             
1 第１部は小池が、第２部は周藤が執筆を担当 
2 衆議院では、平成25年４月 23日の本会議において承認

された。 
3 衆議院では、平成25年５月９日の本会議で可決された。 

条約締結に向けた国会での手続が終了し

たことを受け、政府は、平成 25年度中の条約

締結を目指し4、現在、政省令の制定、中央当

局の体制整備、国民への周知徹底を図るため

の広報等の作業を進めている。 

第１部では、まず、ハーグ条約及び条約実

施法案が、国会に提出されるに至った背景に

ついて概観する。次いで、ハーグ条約及び条

約実施法案の国会における審査経過について

触れた後、特に、ハーグ条約が衆議院におい

て審議される過程で議論となった主な点につ

いて整理することとする。 

 

Ⅰ ハーグ条約及び同条約実施法案の国会

提出の経緯 

１ ハーグ条約の成立 

 人の移動や国際結婚の増加に伴い、1970 年

代に入り、一方の親による国境を越えた子の

連れ去り問題や子の監護の権利をめぐる国際

裁判管轄の問題が国際的な場で議論されるよ

うになった。 

こうした事態を受け、国際私法の統一を図

るための研究及び条約の作成を行う政府間機

関であるハーグ国際私法会議は、昭和 54

（1979）年３月及び 11月に子の連れ去り等の

問題に関する特別委員会を開催し、各締約国

                             
4 菅内閣官房長官記者会見＜http://www.jiji.com/jc/

zc?k=201306/2013061200707&g=pol＞（last access 2013.

9.20） 
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の協力により子の連れ去りを防止すること等

を定めた条約素案を作成した。翌昭和 55

（1980）年 10月に開催されたハーグ国際私法

会議第 14回会期では、素案に基づく審議が行

われ、ハーグ条約が採択された。その後、ハ

ーグ条約は昭和 58（1983）年 12 月に効力を

生じた。 

我が国は、ハーグ条約の締結に関して、条

約の趣旨には全く異論がないが、条約が狭義

の国際私法、つまり渉外関係の準拠法を定め

るだけの条約ではなく、各国の中央当局によ

る国家間協力という手法を採用していること

から関連国内法（人身保護法、民事訴訟法、

家事審判法等）の整備の必要性が生じる等の

理由でその締結を見送ってきた5。 

 

２ 日本人による国境を越えた子の連れ去り

問題と諸外国から我が国に対するハーグ

条約締結要請の高まり 

 そうした中、2000 年頃から、本条約の締約

国である欧米諸国から我が国に対して、本条

約の締結を求める要請が累次にわたり行われ

るようになった。例えば、米国、カナダ、フ

ランス、英国等からは、首脳会談、外相会談

等の場において、ハーグ条約の早期締結を求

める要請が繰り返し行われた。さらに、米国

やフランスでは、議会が我が国による早期締

結を求める決議を採択するなどの動きがみら

れた。また、国連児童の権利委員会は、日本

の第２回定期報告に対する最終見解6におい

てハーグ条約の早期批准とその実施を勧告し

ている。このように、日本への子の連れ帰り

                             
5 第 93 回国会衆議院法務委員会議録第５号８頁（昭 55.

11.11）貞家政府参考人答弁 
6 外務省ＨＰ「児童の権利委員会の最終見解：日本 2004 

年２月 26 日 CRC/C/15/Add.231（最終見解／コメント）」

＜http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/0402/pdfs/

0402_j.pdf＞（last access 2013.9.20）。なお、委員会

はハーグ条約の批准及び実施を勧告するとともに、子の

奪取に関する保護措置が十分でない点についても懸念を

表明している。 

問題が外交問題へと発展した背景には、日本

人が諸外国から自らの子を（元）配偶者に無

断で日本へ連れ帰る事例が増加しているとの

指摘のほか、日本政府、司法関係者やマスコ

ミの関心や対応と、諸外国における問題意識

の深刻さとの間に著しい乖離があり、日本側

が問題の国際的側面に適切な考慮を払うこと

なく、日本の立場に立って主張して事足りる

としてきた点を指摘する声もある7。 

我が国がハーグ条約を締結していないこ

とで、ハーグ条約締約国との間では、 

・日本に連れ去られた子をもう一方の親が

連れ戻そうとして日本で逮捕される 

・日本に子を連れ去った親が相手国におい

て誘拐罪等に問われ指名手配される 

・外国に子を連れ去られた親が相手国の裁

判制度を利用し子を連れ戻すには、言葉

や裁判費用の面での負担が大きく、外国

の裁判所等で子の返還命令を勝ち取る

ことは難しく、問題の解決が図られない 

・我が国がハーグ条約の未締約国であるた

め、外国に住む日本人の親が居住国の裁

判所等の命令により国境を越える移動

が制限され、子を伴う日本への一時帰国

が認められない 

というような問題が起きていた。  

こうした国境を越えた子の親権をめぐる

問題の広がりを受け、我が国政府は、平成 21

（2009）年 12月、これら問題への取組を強化

するため外務省に「子の親権問題担当室」を

設置した。また、我が国と米国やフランスの

外交当局との間では、子の親権問題に係る情

報交換や両国の国内法制を踏まえた当事者へ

の支援策等を模索するための協議会を立ち上

げた。 

                             
7 大谷美紀子「子の監護をめぐる国際問題 家族の国際化

と国際的対応の必要性」『国際問題』NO.607（2011.12）５

頁 
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平成 22（2010）年２月には、鳩山内閣総理

大臣から岡田外務大臣及び千葉法務大臣に対

しハーグ条約の早期加盟を検討するよう指示

が出された。これ以降、国際的な子の連れ去

り問題の当事者となった経験を持つ日本国民

を対象とした外務省によるアンケート調査の

実施やハーグ条約の実務に関するセミナー

（外務省・日本弁護士連合会の共催）の開催

等、政府による積極的な取組が展開された。 

なお、平成 22 年１月末時点での、外国政

府から日本政府に対し提起されていた子の連

れ去り件数は、米国 77件、カナダ 37件、英

国 37件、フランス 35件8等であり、Ｇ８の中

でハーグ条約を締結していない国はロシア9

と日本のみであった。 

  

３ ハーグ条約締結に向けた準備のための閣

議了解と条約実施のための国内法作成に

向けた政府の取組 

平成 23（2011）年１月、菅内閣は、関係府

省庁の副大臣級からなる「ハーグ条約（国際

的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）

に係る副大臣会議10」（座長：福山内閣官房副

長官）を設置した。会議は、７回開催11され、

ハーグ条約の問題点の整理やハーグ条約を締

結した場合の国内実施体制等についての検討

のほか、ハーグ条約の締結について賛成、反

対、それぞれの立場の者からのヒアリング等

を実施した。その結果、政府としてハーグ条

約を締結するとの方針の下、必要な法案作成

作業を進めることで意思統一が図られた。 

副大臣会議での検討結果を踏まえ、同年５

                             
8 外務省調査結果 
9  ロシアは、平成23（2011）年 12月にハーグ条約に加入

した。 
10 内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生

労働省、警察庁が参加 
11 会議の概要については、内閣官房ＨＰ「副大臣会議にお

ける議論の概要」を参照＜http://www.cas.go.jp/jp/sei

saku/hague/gaiyou.pdf＞（last access 2013.9.20） 

月 19 日、関係閣僚会議12（座長：枝野内閣官

房長官）が開催され、我が国としてハーグ条

約を締結するとの方針が確認された。さらに、

翌 20日には、本条約の締結に向けた準備を進

めること及び本条約を実施するために必要と

なる法律案を作成すること等を内容とする閣

議了解がなされた13。この閣議了解には、法

律案作成の際の了解事項として、ハーグ条約

の定める協力を円滑に遂行する上で中心的な

役割を果たすことになる中央当局を外務省に

設置することやその具体的な任務、子の返還

命令のための裁判手続を新設すること等が盛

り込まれていた。そのため、具体的な法律案

作成作業を進めるに当たり、中央当局の任務

等を定める部分については外務省が、子の返

還等の司法手続部分については法務省が立案

作業を進めることになった。 

上記閣議了解を受け、江田法務大臣は、子

の返還命令のための裁判手続等について検討

するため、平成 23（2011）年６月６日の法制

審議会において、「『国際的な子の奪取の民事

上の側面に関する条約（仮称）』を締結するに

当たって、同条約を実施するための子の返還

手続等を整備する必要があると思われるので、

その要綱を示されたい。」と諮問した14。同審

議会は、「ハーグ条約（子の返還手続関係）部

会」を設置し条約に基づく子の返還手続に関

する検討を行った結果15、平成 24（2012）年

２月７日、「『国際的な子の奪取の民事上の側

                             
12 内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生

労働省、国家公安委員会が参加 
13 首相官邸ＨＰ「国際的な子の奪取の民事上の側面に関す

る条約の締結に向けた準備について 平成23年５月20日

 閣議了解」＜http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukan

press/201105/__icsFiles/afieldfile/2011/05/20/0520

Hague_Convention.pdf＞（last access 2013.9.20） 
14 法務省ＨＰ「法制審議会第 165 回会議（平成 23 年６月

６日開催）＜http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi0350

0008.html＞（last access 2013.9.20） 
15 法務省ＨＰ、法制審議会－ハーグ条約（子の返還手続関

係）部会＜http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi035000

13.html＞（last access 2013.9.20） 
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面に関する条約（仮称）』を実施するための子

の返還手続等の整備に関する要綱16」を法務

大臣に答申した。 

一方、外務省では、中央当局の制度設計を

するに当たり、外部の意見を幅広く聴取する

場として「ハーグ条約の中央当局の在り方に

関する懇談会17」（座長、小早川光郎・成蹊大

学法科大学院教授）を設置した。懇談会では、

平成 23（2011）年７月 27日の第１回会合以

降、５回にわたり条約実施に際して重要な役

割を担う中央当局の任務等について検討を重

ね、平成 24（2012）年１月 19日に「『国際的

な子の奪取の民事上の側面に関する条約（仮

称）』（ハーグ条約）を実施するための中央当

局の在り方 論点まとめ18」を取りまとめた。 

 

４ 条約及び条約実施法案の国会提出 

政府は、法制審等での検討結果を踏まえ、

法律案の作成作業を進め、第180回国会の平成

24（2012）年３月９日、野田内閣は、国際的

な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締

結について承認を求めるの件（以下「ハーグ

条約承認案件」という。）及び条約実施法案を

国会に提出した。第180回国会では、両件とも

実質審議は行われず衆議院において継続審査

となり、続く第181回国会では、同年11月16

日に衆議院が解散されたことに伴い、両件と

も審査未了、廃案となった。 

その後、第183回国会の平成25（2013）年

３月15日、安倍内閣からハーグ条約承認案件

及び条約実施法案が改めて国会に提出された。 

 

                             
16 法務省ＨＰ＜http://www.moj.go.jp/content/00008469

2.Pdf＞（last access 2013.9.20） 
17 懇談会の概要は、外務省ＨＰを参照＜http://www.mofa.

go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html#kondankai＞（la

st access 2013.9.20） 
18 外務省ＨＰ＜http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

hague/pdfs/kondankai05_matome.pdf＞（last access 20

13.9.20） 

Ⅱ 審議経過 

 ハーグ条約承認案件及び条約実施法案は、

平成25（2013）年３月15日に衆議院に提出さ

れ、同年４月４日の本会議において趣旨説明

を聴取し質疑を行なった後、同日、ハーグ条

約承認案件は外務委員会に、条約実施法案は

法務委員会にそれぞれ付託された。 

外務委員会においては、同年４月５日に提

案理由の説明を聴取し、19 日に質疑を行い、

質疑を終局し、採決の結果、全会一致をもっ

て承認すべきものと議決された。その後、同

月 23日の本会議において本件は承認され、参

議院に送付された。参議院では、５月 22日の

本会議において承認された。 

法務委員会においては、同年４月 10 日に

提案理由の説明を聴取し、12日から質疑に入

り、19日には参考人からの意見聴取及び参考

人に対する質疑を行った。26日、質疑を終局

し、採決の結果、全会一致をもって可決すべ

きものと議決された。なお、条約実施法案に

対しては、施行後、当分の間、国境を越えた

子の連れ去り事案の実態や本法の運用実態を

国会に報告すること等を求める附帯決議19が

付された。その後、条約実施法案は、５月９

日の本会議において可決され、参議院に送付

された。参議院では、６月 12日の本会議にお

いて可決され、条約実施法案は成立した。 

 

Ⅲ 条約の概要 

本条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を

越えた子の連れ去り等が生じた場合に原則と

して常居所を有していた国に子を迅速に返還

するための国際協力の仕組み、国境を越えた

親子の接触の実現のための協力等について定

めるものであり、本条約の最大の特徴は、各

締約国が指定する中央当局による国家間協力

                             
19 附帯決議の全文は第183回国会衆議院法務委員会議録第

11号 12頁（平 25.4.26）を参照 
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という手法を採用している点である。国家間

協力という手法が採用された背景には、国境

を越える子の奪取については、外国判決の承

認・執行、国際裁判管轄権及び抵触法に関す

るルールの統一だけでは、実効性のある処理

が困難であるとの認識があった20。 

本条約の主な内容は次のとおりである。

（図１参照） 

●子の連れ去り又は留置は、当該連れ去り又

は留置の直前に子が常居所を有していた

国の法令に基づいて個人等が共同又は単

独で有する監護の権利を侵害しており、か

つ、当該連れ去り又は留置の時に当該監護

の権利が現実に行使されていた場合等に

は、不法とすること。  

●本条約は、監護の権利又は接触の権利が侵

害される直前にいずれかの締約国に常居

所を有していた子について適用するが、子

が16歳に達した場合には適用しないこと。 

●締約国は、本条約により中央当局に対して

課される義務を履行するため、中央当局を

指定すること。 

                             
20 横山潤「国際的な子の奪取の民事面に関する条約につい

て」『法曹時報』第63巻第３号（2011.3）533頁 

●中央当局は、直接に又は仲介者を通じて子

の所在の特定、子の任意の返還又は友好的

な解決の促進、子の返還及び接触の権利の

行使のための手続の開始についての便宜

供与等のため、全ての適当な措置をとるこ

と。 

●監護の権利が侵害されて子が連れ去られ、

又は留置されたと主張する個人等は、子の

常居所の中央当局又は他の締約国の中央

当局に対し、子の返還を確保するための援

助の申請を行うことができること。 

●子が不法に連れ去られ、又は留置されてい

る場合には、子が現に所在する締約国の司

法当局又は行政当局は、原則として、当該

子の返還を命ずること。 

●要請を受けた国の司法当局又は行政当局は、

子の返還に異議を申し立てる個人等が、返

還することによって子が心身に害悪を受

け、又は他の耐え難い状態に置かれること

となる重大な危険があること等を証明す

る場合には、子の返還を命ずる義務を負わ

ないこと。 

（図１）【本条約の仕組み（イメージ）】 

 

Ａ国
（子がそれまで居住していた国）

Ａ国中央当局

Ｂ国
（子が現に所在する国）

Ｂ国中央当局

Ｂ国裁判所
子を連れ去られた親

①子の不法な連れ去り①子の不法な連れ去り

②子の返還申請②子の返還申請

③裁判命令により子を返還③裁判命令により子を返還

◆◆接触（面会交流）の接触（面会交流）の
機会の確保機会の確保

・子との直接の面会
・電話、手紙等を通じた交流

連絡・調整連絡・調整

援助援助援助援助

返還拒否ＯＲ返還命令

原則 例外

・子の所在の特定
・子の任意の返還の促進
・子の安全な返還の確保

等

Ａ国
（子がそれまで居住していた国）

Ａ国中央当局Ａ国中央当局

Ｂ国
（子が現に所在する国）

Ｂ国中央当局Ｂ国中央当局

Ｂ国裁判所Ｂ国裁判所
子を連れ去られた親

①子の不法な連れ去り①子の不法な連れ去り

②子の返還申請②子の返還申請

③裁判命令により子を返還③裁判命令により子を返還

◆◆接触（面会交流）の接触（面会交流）の
機会の確保機会の確保

・子との直接の面会
・電話、手紙等を通じた交流

連絡・調整連絡・調整

援助援助援助援助

返還拒否ＯＲ返還命令

原則 例外

・子の所在の特定
・子の任意の返還の促進
・子の安全な返還の確保

等

（注）親子の接触（面会交流）については、子の連れ去りが「不法」でなくても、援助の対象となる。 

＜外務省資料を基に外務調査室で作成＞ 
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●本条約に基づく子の返還に関する決定

は、子の監護の権利についての本案の判

断（両親の間で監護権をどのように配分

するか等）としてはならないこと。 

●接触の権利の効果的な行使を確保するた

めの援助の申請は、締約国の中央当局に

対して、子の返還を求める申請と同様の

方法によって行うことができること。 

●本条約は、締約国間において、本条約が

当該締約国について効力を生じた後に行

われた不法な連れ去り又は留置について

のみ適用すること。 

 

Ⅳ 条約に関する国会での主な議論 

１ 中央当局の設置と条約実施のための体制

整備について 

 ハーグ条約は、条約が定める協力を円滑に

遂行する上で、中心的な役割を果たすための

機関として、各締約国に対し中央当局を指定

するよう求めている。中央当局は、子の返還

あるいは接触の権利に係る申請に当たっての

各種相談、指導のほか、返還等の申請があっ

た場合の子の所在特定、問題の任意の解決の

ための支援、子の迅速な返還等の役割が課さ

れている。つまり、中央当局は、対外的には

他の締約国の中央当局と協力し、対内的には

条約を適用する上で内国の裁判所や行政機関

相互の協力を促進する、いわばハブの役割を

担っている21といえる。 

他の締約国における中央当局の指定状況

（表１）は、５割強が我が国の法務省に該当

する機関に中央当局を設置している。我が国

でも、中央当局をいずれの機関に設置すべき

かをめぐっては、中央当局に課される役割、

つまり、不法に連れ去られ又は留置されてい

る子の所在の特定や任意返還や当事者間での

                             
21 横山・前掲注 20 534頁 

解決を促進するための仲裁や調停等に向けた

支援を考えると、法務省がより適切であると

の意見もあった22。しかし、我が国の中央当

局については、各国の例も踏まえ、外国の中

央当局との緊密な連携、在外公館を通じた適

切な支援等を行う体制を確保する観点から、

中央当局を外務大臣として、外務省を実施の

窓口とすることとした。 

中央当局に課された役割の中には、外務省

にとりなじみの薄い業務もあり、「外務省で全

部できるわけではない」23ことから、法務省

をはじめとする国内の機関との連携や、法律

の専門家、子の心理面をサポートする心理カ

ウンセラー等の活用による体制作りが急がれ

た。中央当局の体制や外部人材の登用に関し

政府は、中央当局には、外務省と法務省から

人材を適切に配置するほか、専門家としてソ

ーシャルワーカー及び弁護士を職員として採

用し、全体として、発足当初は10名程度の体

制で取り組む考えを明らかにし、今後、申請

件数等の状況を見つつ必要に応じ、体制の見

直しを検討する考えも明らかにした24。 

                             
22 平成 20（2008）年５月、鳩山法務大臣が会見において

「（前略）つまり担当の役所を決めろということになりま

す。その場合は、当然、法務省ということになるだろう

なと思っています（後略）」と述べるなど、積極的な姿勢

を見せていた。 
23 第 183 回国会衆議院外務委員会議録第５号 8-9 頁（平

25.4.19）平松政府参考人答弁 
24 第 183 回国会衆議院会議録第 14 号８頁（平 25.4.4）岸

田国務大臣答弁 

（表１）

＜主要国における中央当局＞

英    国  司法省   法務

フランス  司法省  （検察を含む。）

ド イ ツ  司法省 社社会福祉系

イタリア  司法省
 （厚生、社会福
祉、青少年等）

ニュージーランド  司法省   外務 7

豪    州  検察庁  その他

カ ナ ダ
 法務省及び
外務貿易省

 （内務省等）

米    国  国務省

韓　　国  法務部

<ハーグ国際私法会議事務局ＨＰ等を基に外務調査室で作成　>

50

24

8

＊２０１３年６月現在、締約国は９０カ国であるが、直近加盟したカザフ
スタンの中央当局については不明なため、それ以外の８９カ国の内訳
を記載。

＜締約国の中央当局の内訳＞
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また、質疑では、中央当局の体制に加え、

本条約を実施するに当たり、在外公館での役

割が高まるとの観点から、海外で児童虐待や

家庭内暴力（以下、「ＤＶ」という。）を受け

た在留邦人に対する支援体制・内容等が質さ

れた。これに対して政府は、ハーグ条約締約

国に所在する在外公館の領事担当者を対象と

したハーグ条約に関する研修の実施等を通じ

支援体制の強化を図り、また、現地事情に詳

しく、現地でＤＶ被害者支援あるいは緊急用

シェルター運営等を行う団体と在外公館とが

連携し在留邦人の相談に応じている旨25説明

した。  

このうち、在外公館とＤＶ被害者支援団体

との連携に関しては、現在、在ニューヨーク

総領事館がニューヨークアジア人女性センタ

ーと、在ロサンゼルス総領事館がリトル東京

サービスセンターとの間で業務委託契約を結

び、在留邦人に対する援助及び支援を行なっ

ている。政府は、平成25年度中に、日本への

子の連れ去りが多い米国やカナダを中心に４

団体との間で委託契約を締結する方針である

が、欧州での委託先のめどは立っていない26。 

本条約を実施する上で、中央当局である外

                             
25 第 183回国会衆議院外務委員会議録第５号28頁（平 25.

4.19）岸田国務大臣答弁 
26 『朝日新聞』（2013.5.23） 

務省が中央当局として期待される役割を十分

に果たすことが必要不可欠である。そのため

には、ハーグ条約が我が国について効力を生

じた後、中央当局の実際の運用を通じてその

体制の充実を図っていくことが重要になる。 

なお、主な条約締約国における中央当局の

人員数は、米国70名、英国５名、フランス11

名、ドイツ20名、カナダ３名、豪州７名、韓

国３名、イタリア11名27である。 

 

２ 子の返還命令に関する原則と例外  

子が不法に連れ去られた場合、子を連れ去

られた一方の親等からの子の返還援助申請を

受け、子が現に所在する締約国の中央当局は、

まず、子が任意に返還されるよう仲裁や調停 

等に向けた支援策を講じる。しかし、中央当

局による仲裁等の支援が奏功しない場合、子

が現に所在する締約国の裁判所において返還

の可否が判断されることになる（図２参照）。 

裁判所における返還可否の判断に関しハ

ーグ条約は、子の監護権に関する判断は子の

常居所地国において行うのが望ましいとの立

場から、原則、返還を命ずるよう規定する。 

そのため、我が国国民の中には、我が国が

                             
27 第 183 回国会衆議院法務委員会議録第８号２頁（平 25.

4.12）新美政府参考人答弁 
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（図２） 【本条約に基づく子の返還手続の流れ】
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ハーグ条約の締約国になると、例えば、海外

でＤＶの被害を受けて、ようやく子供と一緒

に逃げ帰ってきたにもかかわらず、理由を問

わず子供を返還しなければならない、と理解

している者もおり、返還拒否が認められる場

合について政府の見解が質された。これに対

し、政府は、ハーグ条約を締結すれば、必ず

しも子を返還しなければならないということ

ではないこと、監護権の侵害を伴わない連れ

帰りはハーグ条約の対象とならないこと、さ

らに、ハーグ条約には、不法な連れ去りであ

ったとしても、子の利益の観点から返還義務

を負わない、いわば例外が認められている点

を説明し、本条約に関する国内外での広報に

努める考えを明らかにした28。 

では、本条約に規定された裁判所が子の返

還を命じなくてもよい場合とはいかなる場合

であろうか。 

本条約は下の表に示された５つを返還拒

否事由として規定している。 

 これら条約に規定される返還拒否事由の中

でも、特に、実際に適用事例が最も多いとい

われているのが③の「返還することによって、

子が心身に害悪を受け、または、他の耐え難

い状況におかれることとなる重大な危険があ

る場合」である29。 

                             
28 第 183回国会衆議院外務委員会議録第５号14-15頁（平

25.4.19）鈴木副大臣答弁 
29 ハーグ国際私法会議事務局作成の分析報告書（2008）に

よると、返還拒否案件 269 件のうち、「重大な危険による

抗弁」を理由としたものは56件で、全体の21％であった。 

しかし、この返還拒否事由に関しては、文

言が抽象的であり、その判断においていかな

る事情が考慮されるのか、明確ではないとの

指摘がなされた。政府は、こうした指摘も踏

まえ、裁判規範としての明確性を図り、かつ、

当事者の予測可能性を確保する観点から「重

大な危険」への該当性を判断する際に考慮さ

れる要素をハーグ条約の条約実施法に規定す

ることとした。具体的には、考慮されるべき

事情のうち重要なものとして以下の３つを例

示し、これら３つの事情に加え「その他一切

の事情を考慮する」と規定した。 

●常居所地国において子が申立人から身体に

対する暴力その他の心身に有害な影響を

及ぼす言動を受けるおそれの有無 

●相手方及び子が常居所地国に入国した場合

に相手方が申立人から子に心理的外傷を

与えることとなる暴力等を受けるおそれ

の有無 

●申立人又は相手方が常居所地国において子

を監護することが困難な事情の有無 

なお、これら考慮事情とは、返還拒否事由

の有無を判断するに当たって、考慮しなけれ

ばならない事情にすぎない。つまり、こうし

た事情があるからと言って自動的に返還が拒

否されるものではない30が、裁判所が返還拒

否事由を判断する際の裁量を限定する効果が

ある31といわれている。 

ところで、我が国が条約実施法案に返還拒

否事由を判断するための考慮事項を規定した

ことは、ハーグ条約締結国の中でもあまり例

のないことである。そのため、申立人や諸外

国から、我が国の裁判所が国内法に従い返還

の可否を判断したとはいえ、そもそも条約に

                             
30 第 183回国会衆議院法務委員会議録第10号29頁（平25.

4.24）深山政府参考人答弁 
31 第 183回国会衆議院外務委員会議録第５号27頁（平25.

4.19）後藤副大臣答弁 
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はそうした考慮内容は規定されていないでは

ないかとの異論が出る可能性は否定できない

との立場から、条約実施法案における返還拒

否事由と条約上の返還拒否事由との整合性に

ついて質された32。この点につき、政府は、

例示した３つの事情は、ハーグ条約の各締約

国の判例等も参考にしながら、その典型的な

例を確認的に例示したのであり、法案の規定

は条約の趣旨と合致するとの見解を示してい

る33。また、政府は、条約の拒否事由を具体

化する規定を盛り込んだ国内法を持つスイス

の例に関して、スイスの法律について何か異

議が唱えられているということは承知してい

ないし、国内法の規定は、条約の範囲内でそ

れをいわば例示し、あるいは確定的に確認す

るために例示したという解釈であると理解し

ている旨34、説明している。 

 

３ 面会交流を支援する際における子の再連

れ去り防止策 

 ハーグ条約は、子の返還に関わる規定のほ

か、国境を越えて接触が遮断されている親に

よる子との接触の権利（面会交流権ともい

う。）の行使を確保するための措置を取るよう

締約国に対し求めている。  

接触の権利は、ハーグ条約が我が国につい

て発効した後の不法な連れ去り等が対象とな

る返還援助申請の場合とは異なり、我が国に

ついて発効した後、現に子との面会交流が遮

断されている状態が存在すれば行使できる。

また、ハーグ条約が我が国について発効する

                             
32 中央大学法科大学院の棚瀬孝雄教授は「加盟は大変好ま

しいが、日本が独自に『子を返還しない』を運用したら、

条約の趣旨が骨抜きになる恐れがある。加盟国の中で孤立

し、国際的信用が失墜しかねない」との懸念を示している。

（毎日新聞2013.5.12） 
33 第 183回国会衆議院外務委員会議録第５号27頁（平 25.

4.19）岸田国務大臣答弁 
34 第 183回国会衆議院外務委員会議録第５号27頁（平 25.

4.19）平松政府参考人答弁 

前に発生した不法な連れ去り等により子と会

えない状態が続いている場合についても、接

触の権利は認められる。 

 そのため、接触の権利をめぐっては、面会

申請を行った親が面会の際に、子を日本国外

へ連れ去ってしまうおそれを危惧する声が聞

かれた。質疑においては、面会交流の際の連

れ去り防止策について政府の対応が質された。

これに対し、政府は、中央当局は、安全な面

会交流実現のため、仲介を行う機関を紹介し、

第三者の入った形で安全な面会交流が実現す

るよう支援し、特に、面会交流の際、子の連

れ去りが強く懸念される場合には、そうした

状況を踏まえ、適切な形で面会交流が実現す

るよう、関係機関と協力の上、可能な限り当

事者の懸念の払拭に努める方針が示された。

また、面会交流の実現の方法等については、

当事者の意思に沿った形での実現を最重視し、

懸念に十分に配慮するよう慎重に対応してい

く考えが示された35。 

 

４ アジアを中心としたハーグ条約未締約国

に対する条約締結に向けた働きかけ 

今日、我が国においては、子の連れ去りと

いえば、日本への子の連れ去り問題がクロー

ズアップされているが、日本からの子の連れ

去り問題も見過ごせない問題である。 

子の連れ去りに関する全体像を把握する

ための統計は存在しないが、以下のような傾

向がうかがえる。例えば、日本人が子を連れ

去った事案における元の居住国として圧倒的

に多いのは米国（81件）であり、次いで英国

（39件）、カナダ（39件）、フランス（33件）

等36が挙がっている。他方、日本人が子を連

                             
35 第 183回国会衆議院会議録第14号 12頁（平 25.4.4）岸

田国務大臣答弁 
36 外務省資料。米国については、2012 年９月現在、他

は 2012年８月現在のデータである。 
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れ去られた事案における連れ去り先の国とし

ては、欧米諸国も多い（米国 21件、カナダ、

豪州各５件等）が、ハーグ条約の非締約国で

ある中国（35件）、フィリピン（25件）の件

数も目立っている37。 

また、日本人の国際結婚・国際離婚の国別

内訳をみると、日本人男性は、アジア系女性

との国際結婚が圧倒的に多いのに対し、日本

人女性は、アジア系のみならず欧米系男性と

の結婚も多いという傾向にある。では、日本

人の国際結婚の相手国として、上位を占める

アジア諸国の本条約の締結状況はというと、

2013 年 10 月現在のアジア地域における締約

国等は、香港、マカオ、韓国、シンガポール、

スリランカ、タイであり、多くの国は未締約

国である。そのため、今後、日本とこれらア

ジアの未締約国との間で、子の不法な連れ去

り等が起きた場合、ハーグ条約は適用されな

いため、邦人の利益保護の観点から、政府に

よる未締約国への働きかけの必要性が質され

た。これに対し、政府は、ハーグ条約未締結

国との間においては、我が国がこの条約を締

結したとしても、条約上の手続を利用するこ

とができない。そのため、それぞれの国内法

令に従って、友好的な解決が図られるよう、

政府として可能な支援を行っていくことにな

る。我が国を含む各国がこのハーグ条約を締

結することは、子の利益を保護する国際的な

ネットワークを構築するという上で有意義な

ものであるから、我が国としては、今後、子

の連れ去りをめぐる問題が生ずる可能性が潜

在的に高いと考えられる国々、特にアジアの

国々を初め、ハーグ条約未締結国との間で本

条約締結の重要性について協議していかなけ

ればならないと考えている旨答弁している38。 

                             
37 日本弁護士連合会が実施したアンケート調査結果（2011

年７～８月実施） 
38 第 183回国会衆議院外務委員会議録第５号30頁（平 25.

５ 我が国についてハーグ条約が発効する

前に行われた不法な子の連れ去り事案へ

の対応 

外務省資料によると、2012 年８月現在、外

国政府から我が国に対し提起されている子の

連れ去り事案等の件数は、米国 81 件、英国

39件、カナダ 39件、フランス 33件である39。 

本条約では、子との接触の支援に関して、

条約発効後の時点で親子間の接触が阻害され

ていれば、中央当局の支援の対象となるが、

子の返還手続に関しては、条約発効前に行わ

れた不法な子の連れ去りには適用されない。

したがって、本条約が我が国について発効す

る以前に諸外国から提起されている我が国へ

の子の連れ去り事案については、本条約に基

づき子が返還されることはないため、子の連

れ去り状態が継続することになる。そのため、

子の利益を重視する観点から条約発効前の事

案に対する政府の対応が質された。これに対

し政府は、条約発効前の子の連れ去り事案に

ついては、それぞれの国内法令に従って、友

好的な解決が図られるよう、政府として可能

な限りの支援を行う。また、条約の効力発生

前に生じた事案についても、条約発効後に面

会交流の権利が侵害されている場合には、本

条約に基づく支援を受けることは可能である。

今後とも、個別の事案についての関係国間で

の情報交換、関係国の協力のもとでの面会交

流の実現に向けた支援の実施等に取り組んで

いく旨、答弁した40。 

 

                                         
4.19）岸田国務大臣答弁 

39 米国のみ 2012年９月現在のデータ 
40 第 183回国会衆議院外務委員会議録第５号15頁（平 25.

4.19）鈴木副大臣答弁 
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第２部 条約実施法の概要等 

Ⅰ 条約実施法の概要 

 子の返還手続等の概要（日本への連れ去り

の場合）、子の返還に関する裁判手続の概要

及び子の返還方法の概要を流れ図で示すと、

別図１から別図３のとおりであるが、以下に

条約実施法の概要を記述していく。 

 

１ 目的 

 条約実施法の目的は、我が国における中央

当局の指定とその権限等を定めるとともに、

子を常居所地国に返還をするための裁判手

続等を定めることとし、もって子の利益に資

することとしている。 

 

２ 子の返還及び子との面会その他の交流 

に関する援助 

(1) 中央当局の指定 

 ハーグ条約に規定する我が国の中央当局

は、外務大臣としている41。 

 

(2) 子の返還に関する援助 

ア 外国返還援助 

(ｱ) 外国返還援助申請 

 日本国以外の条約締約国から日本国に連

れ去り等をされた子について、常居所地国の

法令に基づき子の監護権を有する者は、子の

連れ去り等により監護権が侵害されている

と思料する場合、直接又は日本国以外の条約

締約国の中央当局を経由して外務大臣に援

助の申請ができるとしている。 

 申請書の記載事項は、①申請者の氏名・住

所等、②子の氏名・生年月日・住所等、③子

の連れ去り等をした者の氏名等、④子の常居

                             
41 中央当局を外務大臣とすることについては、各国の例

も参考にしつつ、外国の中央当局との緊密な連携、在外

公館を通じた適切な支援等を行う体制を確保する観点か

ら判断に至った旨が説明されている。（第 183 回国会衆

議院会議録第 14 号８頁（平 25.4.4）岸田国務大臣答弁） 

所地国が条約締約国であることを示す事項、

⑤申請者が子の常居所地国の法令に基づく

子の監護権を有し、その監護権が侵害されて

いることを示す事項、⑥子と同居していると

思料される者の氏名・住所等で、申請書の言

語は、日本語又は英語に限るとしている。 

(ｲ) 子の住所等に関する情報の提供の求め

等 

  申請を受けた外務大臣は、子の所在を確知

するため、国の行政機関等の長等42に対し、

子及び子と同居している者の住所等の情報

提供を求めることができるとしている43。そ

して、情報の提供を求められた者は、遅滞な

く、当該情報を提供するものとしている。  

 さらに、国の行政機関等の長等から提供さ

れた情報では子の所在を確知できない場合

には、都道府県警察に対し、当該情報を提供

して、所在特定に必要な措置を求めることが

できるとしている44。  

 また、国の行政機関等の長等及び都道府県

警察から得た情報を外務大臣が開示するこ

とについては、ＤＶ等を理由として子を日本

に連れ帰った場合もあることに配慮し、①子

の返還等の申立てを裁判所にするため、子と

同居している者の氏名の開示を申請者から

求められたとき、②子の返還等に関する事件

                             
42 国の行政機関等の長等とは、①国の行政機関（府省、委

員会、庁等）、独立行政法人及び国立大学法人の長、②地

方公共団体の長その他の執行機関、③子及びその子と同

居している者に関する情報を有している者として政令で

定める者 
43 外務大臣からの情報提供の求めは、次のとおり段階的

に行われることが考えられている。 

ⅰ 子の日本への入国事実を確認するための出入国記録 

ⅱ 子の本籍地を確認するための旅券発給申請情報 

ⅲ 子の現住所を確認するための住民基本台帳等 

ⅳ 子の就学に関する情報や社会保障給付情報 

 （外務省「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条

約（仮称）」（ハーグ条約）を実施するための中央当局

の在り方論点まとめ５頁） 
44 都道府県警察に求める措置としては、行方不明者発見

活動に関する規則第30条の規定に基づいて行方不明者発

見活動の手続等々を取るよう求める予定である旨の説明

がされている。（第 183 回国会参議院法務委員会会議録

第９号２頁（平 25.6.6）松山副大臣答弁） 
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が係属している裁判所から、子及び子と同居

している者の住所の確認を求められたとき、

③市町村等の福祉事務所や児童相談所に対

して、子が虐待を受けているおそれがある旨

を通告する場合において、子及び子と同居し

ていると思料される者の氏名及び住所を通

知するときに限定している。  

(ｳ) 外国返還援助の決定及び通知 

 外務大臣が外国返還援助の決定をした場

合には、申請者にその旨を通知することとし、

必要に応じ、①合意による子の返還等の促進、

②子の虐待に係る通告、③日本国以外の条約

締約国の中央当局との連絡、④子の返還又は

子との面会交流に関する日本国の法制度に

ついての申請者への情報提供の措置をとる

ものとしている。 

(ｴ) 外国返還援助申請の却下 

 外国返還援助申請が次の事由に該当する

場合には、申請を却下することとし、却下し

た場合には、その理由を申請者に通知しなけ

ればならないとしている。 

① 子が 16 歳に達していること。 

② 子が日本国内に所在しておらず、子の所

在する国が不明なこと。 

③ 子が条約締約国以外の国に所在してい

ることが明らかであること。 

④ 子の所在地及び申請者の住所が同一の

条約締約国にあることが明らかであるこ

と。 

⑤ 連れ去り等の時に子の常居所地国が条

約締約国でなかったこと。 

⑥ 申請者が監護権を有していないことが

明らかであり、又は申請者の有する監護権

が侵害されていないことが明らかである

こと。 

(ｵ) 外国返還援助申請に係る書類の写しの

条約締約国の中央当局への送付 

 上記(ｴ)④に該当する場合を除き、子が所

在する日本国以外の条約締約国に申請書等

の写しを送付し、申請者にその旨を通知する

こととしている。 

(ｶ) 合意による子の返還等の促進 

 外務大臣は、子の返還又は面会交流が、申

請者と子を監護している者の合意により実

現するため、これらの者の間の協議のあっせ

んその他の必要な措置をとることができる

としている45。 

(ｷ) 子の虐待に係る通告 

 外国返還援助申請の対象である子が、日本

国内において虐待を受けているおそれがあ

ると信ずるに足りる相当な理由があるとき

は、外務大臣が市町村等に設置された福祉事

務所又は児童相談所に対して通告しなけれ

ばならないとしている。 

イ 日本国返還援助 

(ｱ) 日本国返還援助申請 

 日本国から日本国以外の条約締約国に連

れ去り等をされた子について、日本国の法令

に基づき子の監護権を有する者は、子の連れ

去り等により監護権が侵害されていると思

料する場合、外務大臣に援助の申請ができる

ものとし、申請方法について外国返還援助の

申請に係る規定を準用するとしている。 

(ｲ) 日本国返還援助の決定及び通知 

 外務大臣が日本国返還援助の決定をした

場合には、申請者にその旨を通知し、申請書

等の写しを子が所在している条約締約国の

中央当局に送付するほか、必要に応じ、①子

の社会的背景に関する情報の条約締約国の

                             
45 外務大臣がとる措置としては、申請者の同意を得た上

で、子を監護している者に対して、書簡や電話等によっ

て条約の趣旨や任意の返還の利点等を説明しつつ、任意

の返還又は友好的な解決について説得を試み、その上で、

両者が問題の友好的解決を希望する場合には、家事調停、

裁判外紛争解決手続機関等の専門的知見を有する機関を

利用し得ることを説明することが考えられている。（外

務省「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約（仮

称）」（ハーグ条約）を実施するための中央当局の在り

方論点まとめ 13 頁） 
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中央当局への提供、②日本国以外の条約締約

国の中央当局との連絡の措置をとるものと

している。 

(ｳ) 日本国返還援助申請の却下 

 日本国返還援助申請が次の事由に該当す

る場合には、申請を却下することとし、却下

した場合には、その理由を申請者に通知しな

ければならないとしている。 

① 子が 16 歳に達していること。 

② 子が所在している国が不明なこと。 

③ 子が日本国又は条約締約国以外の国に

所在していることが明らかであること。 

④ 子の所在地及び申請者の住所が同一の

条約締約国にあることが明らかであるこ

と。 

⑤ 子の常居所地国が日本国でないこと。 

⑥ 子の連れ去り等の時に子の所在してい

る国が条約締約国でなかったこと。 

⑦ 申請者が監護権を有していないことが

明らかであり、又は申請者の有する監護権

が侵害されていないことが明らかである

こと。 

(ｴ) 子の社会的背景に関する情報の条約締

約国の中央当局への提供 

 日本国への子の返還に関する事件が外国

裁判所等に係属しており、その国の中央当局

から、日本国内における子の心身、養育及び

就学の状況等に関する情報46の提供を求めら

れた場合において、当該外国裁判所等におけ

る子の返還事件に関する調査以外の目的の

ために当該情報を利用するおそれがなく、か

つ、当該事件の手続当事者（当該事件の当事

者たる子は除く。）が同意している場合に限

                             
46 子の心身、養育及び就学の状況等として対象となる情

報に該当するものとしては、人権相談記録、子の就学情

報、児童福祉施設で作成される記録等が考えられている。

（外務省「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条

約（仮称）」（ハーグ条約）を実施するための中央当局

の在り方論点まとめ 14 頁） 

り、外務大臣が国の行政機関等の長等に当該

情報の提供を求めることができるとしてい

る。 

 ただし、当事者が同意している場合であっ

ても、国の行政機関等の長等が情報提供によ

って子や当事者の権利利益を不当に侵害す

るおそれがないと認める場合や、対象となる

情報が子や当事者の知り得る状態にあり、か

つ、子や当事者以外の個人を識別できる情報

が含まれない場合でなければ、外務大臣への

情報提供がされないものとしている。 

 

(3) 子との面会その他の交流に関する援助 

ア 日本国面会交流援助 

(ｱ) 日本国面会交流援助申請 

 日本国に所在している子について、条約締

約国の法令に基づき面会交流47をすることが

できる者（日本国以外の条約締約国に住所を

有しているものに限る。）は、面会交流が妨

げられていると思料する場合、直接又は日本

国以外の条約締約国の中央当局を経由して

外務大臣に申請書（日本語及び英語の記載に

限る。）を提出できるとしている。 

 申請書の記載事項は、①申請者の氏名・住

所等、②子の氏名・生年月日・住所等、③子

との面会交流を妨げていると思料される者

の氏名等、④面会交流をすることができなく

なる直前に子が常居所を有していた国が条

約締約国であることを示す事項、⑤申請者の

法令に基づく面会交流が妨げられているこ

とを示す事項、⑥子と同居していると思料さ

れる者の氏名・住所等としている。 

 

                             
47 我が国の民法には、面会交流を権利と規定する明文規

定はないが、協議離婚をするときに定めることとされて

いる「子の監護について必要な事項」には面会交流も含

まれるとされていた。そして、平成23年の民法改正によ

り、「子の監護について必要な事項」には面会交流が含

まれることが明示された（平成24年４月１日から施行）。 
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(ｲ) 日本国面会交流援助の決定及び通知 

 外務大臣が日本国面会交流援助の決定を

した場合には、申請者にその旨を通知するこ

ととし、必要に応じ、①合意による子の返還

等の促進、②子の虐待に係る通告、③日本国

以外の条約締約国の中央当局との連絡、④面

会交流に関する日本国の法制度についての

申請者への情報提供の措置をとるものとし

ている。 

(ｳ) 日本国面会交流援助申請の却下 

 日本国面会交流援助申請が次の事由に該

当する場合には、申請を却下することとし、

却下した場合には、その理由を申請者に通知

しなければならないとしている。 

① 子が 16 歳に達していること。 

② 子が日本国内に所在しておらず、子の所

在する国が不明なこと。 

③ 子が条約締約国以外の国に所在してい

ることが明らかであること。 

④ 子の所在地及び申請者の住所が同一の

条約締約国にあることが明らかであるこ

と。 

⑤ 申請者が日本国に住所を有しているこ

とが明らかであり、又は日本国以外の条約

締約国に住所を有していないことが明ら

かであること。 

⑥ 申請者が子との面会交流ができなくな

る直前に子が常居所を有していた国が条

約締約国でないこと。 

⑦ 申請者が子との面会交流ができなくな

る直前に法令に基づく面会交流を申請者

ができないことが明らかであり、又は申請

者の子との面会交流が妨げられていない

ことが明らかであること。 

(ｴ) 日本国面会交流援助申請に係る書類の

写しの条約締約国の中央当局への送付 

 上記(ｳ)④に該当する場合を除き、子が所

在する日本国以外の条約締約国に申請書等

の写しを送付し、申請者にその旨を通知する

こととしている。 

(ｵ) 日本国面会交流援助に関する準用規定 

 日本国面会交流援助申請があった場合に

外務大臣がとる措置について、外国返還援助

における子の住所等に関する情報の提供の

求め等、合意による子の返還等の促進及び子

の虐待に係る通告の各規定を準用するとし

ている。 

イ 外国面会交流援助 

(ｱ) 外国面会交流援助申請 

 日本国以外の条約締約国に所在している

子について、条約締約国の法令に基づいて面

会交流をすることができる者（日本国内に住

所を有しているものに限る。）は、面会交流

が妨げられていると思料する場合、外務大臣

に申請書を提出できるものとし、申請書の記

載事項等については、日本国面会交流援助申

請の規定を準用している。 

(ｲ) 外国面会交流援助の決定及び通知 

 外務大臣が外国面会交流援助の決定をし

た場合には、申請者にその旨を通知し、申請

書等の写しを子が所在している条約締約国

の中央当局に送付するほか、必要に応じ、①

子の社会的背景に関する情報の条約締約国

の中央当局への提供、②日本国以外の条約締

約国の中央当局との連絡の措置をとるもの

としている。 

(ｳ) 外国面会交流援助申請の却下 

 外国面会交流援助申請が次の事由に該当

する場合には、申請を却下することとし、却

下した場合には、その理由を申請者に通知し

なければならないとしている。 

① 子が 16 歳に達していること。 

② 子が所在している国が不明なこと。 

③ 子が日本国又は条約締約国以外の国に

所在していることが明らかであること。 

④ 子の所在地及び申請者の住所が同一の
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条約締約国にあることが明らかであるこ

と。 

⑤ 申請者が日本国内に住所を有していな

いことが明らかであること。 

⑥ 申請者が子との面会交流ができなくな

る直前に子が常居所を有していた国が条

約締約国でないこと。 

⑦ 申請者が子との面会交流ができなくな

る直前に法令に基づく面会交流を申請者

ができないことが明らかであり、又は申請

者と子との面会交流が妨げられていない

ことが明らかであること。 

(ｴ) 外国面会交流援助に関する準用規定 

 外国面会交流援助申請があった場合に外

務大臣がとる措置について、日本国返還援助

における子の社会的背景に関する情報の条

約締約国の中央当局への提供の規定を準用

することとしている。 

 

３ 子の返還に関する事件の手続等 

(1) 返還事由等 

ア 条約に基づく子の返還 

 日本国への子の連れ去り又は日本国にお

ける留置により監護権を侵害された者に申

立人適格を、子を監護している者に相手方適

格をそれぞれ認めることとしている。ただし、

中央当局や子自身には、当事者適格を認めて

いない48。

 そして、子の返還に関する事件の手続が家

                             
48 中央当局を手続上の当事者とすることについては、行

政当局が子の返還のために、一方当事者のために手続を

進めるという構造となり、このような制度は行政の中立

性に反し、また国民の理解を得られるのか疑問であると

考えられている。また、子を当然に手続上の当事者とす

ることについては、子に意思能力がない場合も想定され

ること、子を当事者として当然に手続に巻き込むことが

子の福祉の観点から必ずしも相当とはいえないこと、子

の意見聴取の機会は別の方法により確保することが考え

られること等の諸事情を考慮すれば、子を当然に手続上

の当事者とすることは相当ではないと考えられている。

（法務省「ハーグ条約（子の返還手続関係）部会資料２」

13、14 頁） 

庭内の問題としての側面を有していること

や、家庭裁判所に蓄積された家事事件処理の

ノウハウを活用できること等を踏まえ49、家

庭裁判所を職分管轄としている。 

イ 子の返還事由 

 裁判所は、子の返還の申立てに次の①から

④までの事由の全てが認められる場合には、

子の返還を命じなければならないとしてい

る（後記ウで示す返還拒否事由がある場合を

除く。）。 

① 子が 16 歳に達していないこと50。 

② 子が日本国内に所在していること51。 

③ 連れ去り又は留置が申立人の有する監

護権を侵害するものであること52。 

④ 連れ去りの時又は留置の開始の時に、常

居所地国が条約締約国であったこと53。 

ウ 子の返還拒否事由等 

 裁判所は、次の①から⑥までの事由のうち

の１つが認められる場合には、原則として子

の返還を命じてはならないとしているが、返

還拒否事由の④及び⑥に該当する場合を除

き、一切の事情を考慮して返還を相当と認め

るときは、子の返還を命ずることができると

している。 

① 子の返還の申立てが連れ去りの時又は

留置の開始の時から１年を経過した後に

されたものであり、かつ、子が新たな環境

に適応していること54。 

② 連れ去りの時又は留置の開始の時に申

立人が監護権を行使していなかったこと55。 

③ 申立人が連れ去り又は留置に同意、承諾

                             
49 法務省「ハーグ条約（子の返還手続関係）部会資料２」

２頁 
50 ハーグ条約第４条第１項と同旨の規律 
51 ハーグ条約第 12 条第３項を踏まえた規律 
52 ハーグ条約第３条第１項 aと同旨の規律 
53 ハーグ条約第４条第１項と同旨の規律 
54 ハーグ条約第 12 条第２項と同旨の規律 
55 ハーグ条約第 13 条第１項 aと同旨の規律 
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したこと56。 

④ 常居所地国に子を返還することによっ

て、子の心身に害悪を及ぼすことその他子

を耐え難い状況に置くこととなる重大な

危険があること57。 

⑤ 子の意見を考慮することが適当である

場合において、子が常居所地国に返還され

ることを拒んでいること58。 

⑥ 常居所地国に子を返還することが日本

国における人権及び基本的自由の保護に

関する基本原則により認められないもの

であること59。 

  また、上記④の事由については、他の返還

拒否事由と比較しても、その内容が抽象的で

あるため、ハーグ条約自体には明記されてい

ないが、本事由の有無を判断するための考慮

要素を、以下の①から③までのとおり具体的

に例示している。 

① 常居所地国において子が申立人から身

体に対する暴力その他の心身に有害な影

響を及ぼす言動を受けるおそれの有無 

② 相手方及び子が常居所地国に入国した

場合に相手方が申立人から子に心理的外

傷を与えることとなる暴力等を受けるお

それの有無 

③ 申立人又は相手方が常居所地国におい

て子を監護することが困難な事情60の有無 

                             
56 ハーグ条約第 13 条第１項 aと同旨の規律 
57 ハーグ条約第 13 条第１項ｂと同旨の規律 
58 ハーグ条約第 13 条第２項と同旨の規律 
59 ハーグ条約第 20 条と同旨の規律 
60 子を監護することが困難な事情の例として、①子を連

れ去った親がもとの居住国に入国できない場合、②子を

連れ去った親がもとの居住国に戻ると逮捕、刑事訴追の

おそれがある場合、③子を連れ去った親がもとの居住国

に戻った後の生計維持が困難な事情がある場合、④子を

連れ去った親が相手方から受けた過去の家庭内暴力のた

めに、もとの居住国に戻ると心的外傷後ストレス障害

（ＰＴＳＤ）の精神疾患が発症するおそれがあり、親が

子とともにもとの居住国に戻ることが困難である場合や、

もとの居住国に戻っても子を監護することができる精神

状態にない場合は該当し得る旨の説明がされている。

（第 183 回国会衆議院法務委員会議録第８号２頁（平 25.

 さらに、例示された３要素以外にも、その

他の一切の事情を考慮61して本事由の有無を

判断するものとしている。 

 

(2) 子の返還に関する事件の手続の通則 

 子の返還に関する事件の手続の通則とし

て、裁判所及び当事者の責務について一般的

な規律を定めることのほか、法律で定める事

項以外に必要な事項は最高裁判所規則で定

めるとしている。 

 

(3) 子の返還申立事件の手続 

ア 総則 

(ｱ) 管轄 

 子の返還申立事件は、子の住所地等により、

東京家庭裁判所又は大阪家庭裁判所が専属

して管轄するとしている62。 

 管轄に関するその他の規律としては、返還

を求める子が複数ある場合の併合申立てに

よる管轄、管轄裁判所が定まらない場合等の

管轄裁判所の指定、管轄決定のための標準時、

当事者の合意による管轄、管轄違い等による

移送に関する規律を定めている。 

(ｲ) 裁判所職員の除斥及び忌避 

 裁判所職員の除斥及び忌避については、裁

判官及び裁判所書記官に除斥及び忌避の制

度を、家庭裁判所調査官に除斥の制度を、そ

れぞれ設けている。 

(ｳ) 当事者能力及び手続行為能力 

 子の返還申立事件の手続においては、意思

                                         
4.12）谷垣国務大臣答弁） 

61 その他の一切の事情を考慮の例として、子の返還によ

り子が他の兄弟姉妹と離別することによる精神面の影響

が考慮されることになる旨の説明がされている。（第 183

回国会衆議院法務委員会議録第８号３頁（平 25.4.12）深

山政府参考人答弁） 
62 管轄を集中することについては、子の返還申し立て事

件を適切かつ迅速に処理するため、事件処理に携わる裁

判所等が事例の集積を通じ、専門的知見やノウハウを獲

得、蓄積する必要があることや、予想される事件数など

も考慮した旨の説明がされている。（第 183 回国会衆議

院会議録第 14 号 12 頁（平 25.4.4）谷垣国務大臣答弁） 
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能力があれば、行為能力が制限されている者

（未成年者や成年被後見人）であっても、手

続行為能力を有するものとしている。 

(ｴ) 参加 

 当事者が子の返還申立事件の手続に参加

することを認めるほか、手続の当事者である

にもかかわらず、当事者とされていない場合

において、その者が自ら手続に参加しない場

合は、裁判所がその者を手続に参加させるこ

とも認めることとしている。また、子が手続

に参加することも認めることとしている63。 

(ｵ) 手続代理人及び補佐人 

 法律事務に精通していない当事者の利益

を保護するため、原則として、弁護士でなけ

れば手続代理人となることができないとし

ている。また、補佐人64については、民事訴

訟法第 60条の規定を準用するとしている。 

(ｶ) 手続費用 

 手続費用については、当事者間の各自負担

を原則65としつつ、事情によって裁判所がそ

れとは異なる負担を命ずることができると

している。 

(ｷ) 子の返還申立事件の審理等 

 子の返還申立事件の手続は、原則として非

公開66としている。 

                             
63 子が手続に参加することができることとしつつ、参加

が子の利益を害すると認めるときは、参加を許さないこ

ととしている。 
64 当事者等とともに期日に出頭してこれを補助する者。

代理人のように、本人に代わって期日に単独で出頭する

こと等ができず、付添人のようなもの。 
65 国内の他の裁判手続における当事者の負担との均衡や

財政上の制約等に鑑み、ハーグ条約第26条３項の規定に

基づき、弁護士その他の法律に関する助言者の参加また

は裁判所における手続により生じる費用について、（締

約国は）自国の法律に関する援助あるいは助言に係る制

度によって負担することができる場合を除くほか、負担

する義務を負わないことを内容とする留保を付す予定で

ある旨の説明がされている。（第 183 回国会衆議院外務

委員会議録第５号 37 頁（平 25.4.19）平松政府参考人答

弁） 
66 審理の対象が子の返還に関するものであり、審理過程

に家族・親族等のプライバシーに関わる事項が多く含ま

れること、子が審問を受けることが想定されていること

から、原則として裁判を非公開とすることが望ましいと

 また、当事者又は利害関係を疎明した第三

者は、裁判所の許可を得て、記録の閲覧等又

は事件に関する事項の証明書の交付を請求

できることとしている67。ただし、外務大臣

から提供を受けた相手方や子の住所等が表

示された部分は原則として不許可にすると

している。 

イ 第一審裁判所における子の返還申立事

件の手続 

(ｱ) 子の返還の申立て 

 子の返還の申立ては、①当事者及び法定代

理人、②申立の趣旨（子・返還国を特定）、

③子の返還申立事件の手続による旨を記載

した子の返還申立書を家庭裁判所に提出す

るとしている。また、申立書の写しの送付等

については、家事事件手続法の例も踏まえて

定められているが、申立書の写しの送付は、

公示送達の方法によっては、することができ

ないとしている。 

(ｲ) 子の返還申立事件の手続の期日 

 子の返還申立事件の手続の期日について

は、裁判長の手続指揮権、受命裁判官による

手続、音声の送受信による通話の方法による

手続68等、家事事件手続法や民事訴訟法の例

を踏まえて定められている。 

(ｳ) 事実の調査及び証拠調べ 

 子の返還申立事件の手続は、基本的に訴訟

手続ではなく、また、迅速処理の要請も高い

ことから、原則として家庭裁判所が職権で裁

判資料を収集することとし、必要な調査を外

                                         
考えられている。（法務省「ハーグ条約（子の返還手続

関係）部会資料２」33 頁） 
67 記録の閲覧等は、手続保障の根幹であり、可能な限り

認められるべきと考えられるが、記録中には関係者が秘

匿したい内容が含まれることが想定されるため、両者の

調和を図る必要から、裁判所の許可を要件としている。

（法務省「ハーグ条約（子の返還手続関係）部会資料５」

８頁） 
68 電話会議システム及びテレビ会議システムを利用した

手続であり、証拠調べを除く期日の手続において、両シ

ステムを利用することができるとしている。 
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務大臣に嘱託することができるとしている。

ただし、子の返還事由や子の返還拒否事由の

基礎となる事実については、当事者が最も知

っていると言えることから、これらの資料の

提出は、第一次的には当事者が行うとしてい

る。また、手続の迅速処理の要請と当事者の

手続保障との調和の観点から、家庭裁判所が

事実の調査を行ったときは、その旨を当事者

及び手続に参加した子に通知する義務を家

庭裁判所に課している。 

 さらに、当事者の手続保障を図るために、

家庭裁判所は、原則として当事者の陳述を聴

かなければならないとしている（裁判官によ

る口頭の聴取だけでなく、書面による照会や、

家庭裁判所調査官が調査として聴取する場

合も想定されている。）。 

(ｴ) 子の返還申立事件の手続における子の

意思の把握等 

 子の返還申立事件の手続においては、子に

当事者適格を認めていないが、子は返還され

るかどうかの主体であり、重大な利害関係を

有している。そこで、子の利益を確保する観

点から、家庭裁判所は、子の陳述の聴取、家

庭裁判所調査官による調査その他の適切な

方法により、子の意思を把握するよう努めな

ければならないとし、終局決定に当たっては、

子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思

を考慮しなければならないとしている。 

(ｵ) 裁判 

 子の返還申立事件の手続は、決定でもって

裁判をし、その効力は、子を他国に返還する

という重大な効果を伴うことから、確定しな

ければ生じないとしている。また、終局決定

の裁判書には、①主文69、②理由、③当事者

及び法定代理人、④裁判所を記載しなければ

                             
69 子の返還を求める申立てを認容する裁判の主文は、相

手方に対し、子を常居所地国に返還することを命ずるも

のとすることが想定されている。（法務省「ハーグ条約

（子の返還手続関係）部会資料８」２頁） 

ならないとしている。 

(ｶ) 裁判によらない子の返還申立事件の終

了 

 裁判によらない子の返還申立事件の終了

に関する規律（取下げ及び和解）について、

家事事件手続法や民事訴訟法の例も踏まえ

て定められている。 

ウ 不服申立て 

 家庭裁判所の終局決定に対して不服があ

る場合、高等裁判所に対する即時抗告を認め

るとしている。即時抗告権は、当事者のほか

子にも認めており70、即時抗告期間は２週間

としている。さらに、高等裁判所の終局決定

に対して、一定の場合に最高裁判所に対する

特別抗告及び許可抗告を認めることとして

いる（三審制）。 

エ 終局決定の変更 

 子の返還を命ずる決定が確定しても、その

後の事情変更によって当該決定を維持する

ことが不当であると認められる場合71には、

当事者の申立てにより、当該決定の変更を認

めるとしている。この決定の変更は、決定確

定後の事後的な事情の変更があった場合で

あり、決定以前に存在していた事由が発覚し

たときは、再審の問題となる。なお、子が常

居所地国に戻った後は、変更できないとして

いる。 

 

                             
70 家事事件手続法においては、子の監護者の指定又は変

更の申立てや親権者の変更の申立てについての審判に対

しては、子に即時抗告権を認めていない。これに対して

本法律で子に即時抗告権を与えているのは、ハーグ条約

第 13 条第２項では「子が返還されることを拒み、かつ、

その意見を考慮に入れることが適当である年齢及び成熟

度に達していると認める場合」には常居所地国への返還

を命じないことができるものと規定されており、条約上、

子の返還拒否の意思が返還拒否の理由になり得ることが

明文で定められていることなどを考慮して、子に即時抗

告権を認めるのが相当であると考えられている。（法務

省「ハーグ条約（子の返還手続関係）部会資料 10」４頁） 
71 終局決定の変更が認められる例として、常居所地国で

内乱等が勃発し、子の安全が保障されなくなった場合等

が想定されている。（法務省「ハーグ条約（子の返還手

続関係）部会資料３」８頁） 
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オ 再審 

 終局決定時に重大な瑕疵が存在していた

のに、これを認識せずに子の返還申立てに関

する決定がされた場合には、その効力をその

まま存続させることは相当ではないことか

ら、再審の制度を設けている。再審事由は、

民事訴訟法の規定を準用している。 

 

(4) 義務の履行状況の調査及び履行の勧告 

 家庭裁判所は、権利者の申出があるときは、

子の返還の義務の履行状況を調査し、義務者

に対し、その義務の履行を勧告することがで

きるとし、これらの調査及び勧告に必要な調

査を外務大臣に嘱託することができるとし

ている。 

 

(5) 出国禁止命令 

 子の返還申立事件の係属中に子が日本国

外に連れ出されることを防止するため、家庭

裁判所は、一方の当事者の申立てにより、他

方の当事者に対して、子の出国禁止を命じる

ことができるとし、その実効性を担保するた

め、子名義の旅券の提出を命じるとしている。 

 

４ 子の返還の執行手続に関する民事執行

法の特則 

 子の返還を命ずる決定の強制執行72につい

て、民事執行法を適用し、具体的な執行方法

は、代替執行73のほか、間接強制74の方法によ

り行うとしている。 

                             
72 現行法下では、子の引渡しの強制執行の方法について

定めた明文の規定はなく、直接強制を認めるかどうかに

ついては裁判所の解釈に委ねられており、直接強制の可

否については様々な裁判例がある。 
73 常居所地国に子を返還する義務というのは、子の返還

を命ぜられた者とは別の第三者が行うことが可能な義務

であることから、子の返還の強制執行の方法として、間

接強制に加えて代替執行の方法を採用することとなった

旨の説明がされている。（第 183 回国会参議院法務委員

会会議録第 11 号８頁（平 25.6.11）深山政府参考人答弁） 
74 履行するまで金銭の支払を命ずることにより強制する

もの。 

 ただし、子が 16 歳に達した場合には、強

制執行をすることはできず、代替執行は、間

接強制を経た上でないと行うことができな

いとしている（間接強制前置）75。 

 代替執行は、①子の監護を解く者（執行

官76）と、②債務者に代わって常居所地国に

子を返還する者（返還実施者77）によって行

われる。なお、代替執行の申立てに当たり、

申立人は返還実施者の候補者を特定しなけ

ればならないとしている。 

 執行官の権限については、債務者による子

の監護を解くために必要な行為として、債務

者に対し説得を行うほか、債務者の住居その

他債務者の占有する場所において、次に掲げ

る行為をすることができることとしている。 

① 債務者の住居その他債務者の占有する

場所に立ち入り、その場所において子を捜

索すること。この場合において、必要があ

るときは、閉鎖した戸を開くため必要な処

分をすること。 

② 返還実施者と子を面会させ、又は返還実

施者と債務者を面会させること。 

③ 債務者の住居その他債務者の占有する

場所に返還実施者を立ち入らせること。 

 さらに、執行官は、債務者の住居その他債

務者の占有する場所以外の場所においても、

子の心身に及ぼす影響等を考慮して相当と

                             
75 子供に対する利益を尊重するということから、より子

供の心理的影響が少ない間接強制を前置するということ

にして、それでも返還されない場合に代替執行の方に行

く旨の説明がされている。（第 183 回国会衆議院法務委

員会議録第８号 10 頁（平 25.4.12）深山政府参考人答弁） 
76 子の監護を解く行為を公的機関たる執行官に行わせる

のは、この行為が、債務者その他の者の抵抗を排除して

子の監護を解くものであるから、威力を用いることがで

きる公的機関が行うことが望ましいと考えられている。

（法務省「ハーグ条約（子の返還手続関係）部会資料 12」

８頁） 
77 返還実施者は、子の返還に必要な行為が可能かどうか

について、子との関係、従前の関わり方、来日可能性等

に照らして判断・指定されることが考えられている。

（法務省「ハーグ条約（子の返還手続関係）部会資料 12」

７頁） 
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認めるときは、子の監護を解くために必要な

行為をすることができる78としている。 

 ただし、これらの子の監護を解くために必

要な行為は、子が債務者と共にいる場合に限

り、することができるとしている。 

 また、執行官は、子の監護を解くために必

要な行為をするに際し抵抗を受けるときは、

その抵抗を排除するために、威力を用い、又

は警察上の援助を求めることができるが、子

に対して威力を用いることはできず、子以外

の者に対して威力を用いることが子の心身

に有害な影響を及ぼすおそれがある場合に

おいては、当該子以外の者についても威力を

用いることはできないとしている79。 

 そして、執行官は、子の監護を解くために

必要な行為をするに際し、返還実施者に対し、

必要な指示をすることができるとしている80。 

 返還実施者の権限については、常居所地国

に子を返還するために、子の監護その他の必

要な行為81をすることができるとしている。 

 子の返還の代替執行に関しては、外務大臣

が、立会いその他の必要な協力をすることが

できるとしている82。 

                             
78 解放実施の場所は、債務者や子のプライバシーの保護、

第三者を巻き込む危険の回避といった観点から、債務者

の住居で行うことが原則であるが、例えばホテルに滞在

しているような場合でも、相当と認めるときに執行可能

としたものである。（法務省「ハーグ条約（子の返還手

続関係）部会資料 12」９頁） 
79 抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援

助を求めることは、民事執行法第６条にも規定されてい

るが、ここでは、子の利益を害さないよう配慮がなされ

ている。 
80 返還実施者は、解放実施時に子の監護を開始すること

になるため、解放実施者である執行官に必要な協力を行

うことが考えられている。（法務省「ハーグ条約（子の

返還手続関係）部会資料 12」10 頁） 
81 返還実施行為は、現実に子を監護しながら返還のため

に必要な交通機関を利用させるような行為のことである。

（法務省「ハーグ条約（子の返還手続関係）部会資料 12」

９頁） 
82 ハーグ条約第７条第２項ｈを踏まえた規律 

中央当局で採用するソーシャルワーカー等の子の福祉

に関する専門的知見を有する職員が代替執行の場面に立

ち会う、返還実施者が安全に子を返還することができる

よう国内での移動に同行するといった協力を検討してい

５ 家事事件の手続に関する特則 

(1) 子の返還申立事件に係る家事調停の手

続等 

 子の返還の申立てに関しては、家事調停に

付することができるとしつつ（付調停）、そ

の場合における家事事件手続法の適用に当

たっての特則について定めている。具体的に

は、調停に付した場合、家事事件手続法の規

律によると、相手方の住所地か当事者が合意

で定める家庭裁判所が管轄裁判所となるが、

ハーグ条約に基づく子の返還申立事件にお

いて家事調停に付する場合には、これを原則

として当該子の返還申立事件が係属してい

る家庭裁判所（東京又は大阪）が自ら処理す

ること等としている。その他、調停に付した

場合の子の返還申立事件の手続の中止及び

子の返還申立ての取下げの擬制について、家

事事件手続法の例も踏まえて定めている。

 

(2) 面会その他の交流についての家事審判

及び家事調停の手続等に関する特則 

 面会交流に関する審判又は調停の申立て

をする場合の管轄については、家事事件手続

法の規律により子又は相手方の住所地や当

事者が合意で定める家庭裁判所が管轄裁判

所となるが、返還援助決定を受けた者又は子

の返還の申立てをした者等が申立てをする

場合には、これに加え、東京家庭裁判所及び

大阪家庭裁判所の２庁にも管轄を認める特

則を定めている。その他、面会交流に関する

審判の申立てがあった場合において、裁判所

が中央当局から入手した子又は相手方の所

在情報のうち住所又は居所部分については、

原則として記録の閲覧等を認めないとして

いる。

 

                                         
る旨の説明がされている。（第 183 回国会衆議院会議録

第 14 号６頁（平 25.4.4）岸田国務大臣答弁） 
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６ 雑則 

(1) 審理の状況についての説明 

 子の返還申立事件の申立人又は外務大臣

は、子の返還の申立てから６週間が経過した

ときは、当該子の返還申立事件が係属してい

る裁判所に対し、審理の状況について説明を

求めることができるとしている83。 

 

(2) 親権者の指定等についての審判事件の

取扱い 

 親権者の指定等の子の監護に関する処分

についての審判事件が係属している裁判所

に対し、不法な連れ去り又は不法な留置と主

張される連れ去り又は留置があったことが

外務大臣等から通知されたときは、当該審判

事件が継続している裁判所は、原則として当

該審判事件について裁判をしてはならない

としている84。 

 

(3) 総合法律支援法の適用に関する特例 

 ハーグ条約の適用に関係のある事項につ

いて民事裁判等手続を利用する場合に限り、

条約締約国の国民又は条約締約国に常居所

を有する者についても、総合法律支援法に基

づき、日本司法支援センターが行っている民

事法律扶助を利用することができるとして

いる85。 

 

７ 施行期日等 

(1) 施行期日 

 この法律は、ハーグ条約が日本国について

効力を生ずる日86から施行することとしてい

る。 

                             
83 ハーグ条約第 11 条第２項と同旨の規律 
84 ハーグ条約第 16 条と同旨の規律 
85 ハーグ条約第 26 条第３項を踏まえた規律 
86 ハーグ条約は、批准書、受諾書、承認書又は加入書の

寄託の後３番目の月の初日から効力を生ずると定めて

いる。 

(2) 経過措置 

 この法律は、施行前にされた不法な連れ去

りと留置には適用しないこととしている87。

 なお、経過措置に規定されているのは、子

の返還に係る不法な連れ去りと留置であり、

面会交流に関しては特段の経過措置は置か

れていない。 

                             
87 ハーグ条約第 35 条第１項と同旨の規律 
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別図２ 



 

332 RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 

解  説 

（例）○月△日までに子を常居所地国に返還しないときは、 

１日あたり××円支払え。 

・権利者（例：返還を求める親）が家庭裁判所に申立て 

子の返還の実現方法の概要 
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Ⅱ 主な質疑の概要及び今後の課題 

 ハーグ条約は、子の利益が最も重要である

としているが、子をもといた国に返還するこ

と自体が子の利益に反することもあるのでは

ないかとの意見に対して、外務大臣は、子の

監護に関する事項を決定するための手続は、

子がもともと居住していた国、すなわち子が

なれ親しんできた生活環境がある国において

行うことがその子にとって最善であるとの考

え方に立って、まずは、子が不法に連れ去ら

れた状況の原状回復を図るものであり、今や、

これが国際的なルールとして確立していると

した上で、返還により子の心身に害悪を受け

る重大な危険がある場合など一定の場合には、

子の返還を拒否できることから、子の利益を

最重要視した条約であると説明している88。 

 しかし、ハーグ条約及び条約実施法に対す

る懸念が示される大きな理由として、配偶者

がＤＶ被害から逃れるために子とともに帰国

している場合があるとの意見がある。これに

ついては、条約実施法は、ハーグ条約の規定

等を踏まえ、子の返還拒否事由を規定してお

り、配偶者がＤＶの被害に遭ったことをもっ

て直ちに子の返還拒否事由に該当するものと

はしていないものの、配偶者に対するＤＶに

よって子の心身に悪影響を及ぼし、子を耐え

がたい状況に置くこととなる重大な危険があ

ると認められる場合には、裁判所は子の返還

を拒否することになると説明されている89。 

 このように、配偶者に対するＤＶ被害の有

無は、子の返還の可否判断における重要な要

素であるため、裁判においてＤＶ被害の事実

認定が適切に行われることは、原則として子

の返還を求めている条約上の義務の履行に疑

                             
88 第 183 回国会衆議院会議録第 14 号８頁（平 25.4.4）岸

田国務大臣答弁 
89 第 183回国会衆議院会議録第14号 14頁（平 25.4.4）谷

垣国務大臣答弁 

義を生じさせないことからも重要である。 

 ところで、ＤＶ被害の証明に関しては、第

一次的には当事者が立証することになってい

るが、当事者が外国におけるＤＶ被害を証明

する資料を用意できないこともあることから、

裁判所の事実認定に困難が生じるのではない

かとの意見もある。これについては、在外公

館に相談しているケースは、在外公館の記録

を外務省経由で裁判に出すというルートが設

けられていること、又は中央当局のルートと

して、外務省から他国の国務省等を通じて、

病院の記録、警察の記録、公的機関の記録等

を取り寄せることもできること、さらに、そ

れらもないような場合には、当事者の陳述、

供述を得て、家裁調査官等を活用して証拠化

を図り、適切な認定がされるように努めてい

くと説明されている90。 

 したがって、ＤＶに関する裁判所の事実認

定が適切に行われるためには、在外公館によ

る記録の管理や他の条約締約国の中央当局と

の連携91が十分に発揮される体制を整備して

おく必要があると考える。また、在外公館に

おける在外邦人に対する相談業務等の支援を

充実させ、それらを利用してもらうことが、

裁判における証明にも繋がるといえることか

ら、相談業務等の支援内容を周知するなど、

支援業務の利用を促進していく必要もあると

考える。

                             
90 第 183回国会衆議院法務委員会議録第10号19頁（平25.

4.24）深山政府参考人答弁 
91 この条約の締結の準備段階において主な主要国の中央

当局に問合せ等を行ったプロセスでは、各国とも、調査

に対する協力を受ければ前向きに協力したいという回答

が得られている旨の説明がある。（第 183回国会参議院法

務委員会会議録第９号９頁（平 25.6.6）新美政府参考人

答弁） 
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